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﹇
は
じ
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に
﹈ 

一　

租
税
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概
念
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て

二　

裏
口
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出
と
租
税
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別
措
置
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（
一
）　
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（
二
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財
政
投
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資

　
（
三
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税
特
別
措
置
法

三　

本
件
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
改
正
の
内
容

　
（
一
）　

制
度
の
概
要

　
（
二
）　

制
度
導
入
及
び
そ
の
改
正
の
理
由

四　

租
税
特
別
措
置
法
の
遡
及
適
用



一
〇

　
（
一
）　

遡
及
適
用
の
妥
当
性

　
（
二
）　

租
税
特
別
措
置
と
憲
法
八
四
条

﹇
お
わ
り
に
﹈

﹇
は
じ
め
に
﹈

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
六
号
。
以
下
、「
措
置
法
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
、
平
成
一
六
年
法
律
第
一
四
号
と

し
て
公
布
さ
れ
た
法
律
（
以
下
、「
改
正
法
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。
改
正
法
は
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
に
成
立
し
、

同
三
一
日
に
公
布
さ
れ
、
原
則
と
し
て
平
成
一
六
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
が
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
の
別
段
の
定
め
と
し
て
同
法
附
則
二
七
条
一
項
（
以
下
、「
改
正
法
附
則
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
様
に
規
定
し
て
い
た
。

「
新
租
税
特
別
措
置
法
第
三
一
条
の
規
定
は
、
個
人
が
平
成
一
六
年
一
月
一
日
以
後
に
行
う
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
又

は
建
物
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
が
同
日
前
に
行
っ
た
旧
租
税
特
別
措
置
法
第
三
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
又
は

建
物
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。」

こ
の
結
果
、
措
置
法
三
一
条
の
規
定
に
関
し
て
は
、
例
外
と
し
て
同
年
一
月
一
日
に
遡
及
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
遡
及
適
用
の
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
最
終
的
に
、
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
最
高

裁
第
一
小
法
廷
判
決
（
以
下
、「
第
一
判
決
」
と
い
う
（
1
）

。）
及
び
そ
の
八
日
後
の
九
月
三
〇
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決

（
以
下
、「
第
二
判
決
」
と
い
う
（
2
）

。）
と
い
う
二
つ
の
最
高
裁
判
所
判
決
が
下
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
種
事
案
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
ま
で
上
告
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一
一

さ
れ
る
こ
と
無
く
、
下
級
審
で
確
定
し
た
も
の
も
あ
る
（
以
下
、
以
上
に
引
用
し
た
判
決
を
総
称
し
て
「
本
件
判
決
」
と
い
う
。）。
本
件
判
決
の

い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
多
数
の
判
例
評
釈
が
公
表
さ
れ
て
（
3
）

い
（
4
）

る
（
5
）

。

本
件
判
決
及
び
そ
れ
に
対
す
る
多
数
に
上
る
判
例
評
釈
に
は
、
共
通
す
る
大
き
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
い
ず
れ
も
が
、
措
置
法
の
本
件
改
正
法
が
憲
法
上
の
租
税
法
に
該
当
す
る
こ
と
を
、
全
く
吟
味
す
る
こ
と
無
く
、
論
理
上
当
然
の
前
提

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
結
論
は
分
か
れ
て
い
る
が
、
本
件
判
決
も
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る

判
例
評
釈
も
、
そ
の
す
べ
て
が
、
遡
及
適
用
が
憲
法
八
四
条
の
定
め
る
租
税
法
律
主
義
に
違
反
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
書
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
（
但
し
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
違
う
読
み
方
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
第
四
節

で
論
じ
る
。）。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
、
措
置
法
が
当
然
に
憲
法
上
の
租
税
法
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
学
説
上
、
無
批
判
に
当
然
の
前
提
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
問
題
意
識
を
感
じ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
租
税
特
別
措
置
と
は
何
か
と
言
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
通
常
次
の
様
に
定
義
さ
れ
る
。

「
担
税
力
そ
の
他
の
点
で
同
様
の
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
政
策
目
的
の
た
め
に
、
特
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合
に
、
税
負
担
を
軽
減
し
あ
る
い
は
課
徴
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
措
置
（
6
）

」

こ
こ
に
定
義
し
た
内
容
を
定
め
た
法
律
が
、
実
質
的
意
味
の
租
税
特
別
措
置
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
措
置
法
は
形
式
的
意
味
の
租

税
特
別
措
置
法
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
措
置
法
中
に
は
、
租
税
の
本
質
的
性
格
に
則
っ
て
、
そ
の
担
税
力
等
に
応
じ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
ら

が
憲
法
で
い
う
租
税
法
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。



一
二

そ
れ
に
対
し
、
何
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
実
質
的
意
味
の
租
税
特
別
措
置
法
は
、
憲
法
上
の
租
税
法
に
は
該
当
し

な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
改
正
法
で
遡
及
適
用
さ
れ
た
規
定
は
、
そ
う
し
た
租
税
法
と
し
て
の
性
格
を
有
し
な
い
、
実
質
的
意
味
の
租
税

特
別
措
置
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

措
置
法
三
一
条
が
、
憲
法
上
の
租
税
法
に
属
さ
な
い
と
考
え
る
場
合
に
は
、
法
律
の
遡
及
適
用
の
合
憲
性
を
論
じ
る
場
合
に
も
、
そ
れ

は
憲
法
八
四
条
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
四
一
条
の
一
般
の
法
律
と
し
て
問
題
に
な
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
措
置
法
を
憲
法
四
一
条
の
定
め
る
一
般
の
法
規
と
考
え
た
場
合
に
も
、
そ
の
遡
及
適
用
が
無
条
件
に
承
認
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
お
よ
そ
法
規
を
、
そ
の
公
布
前
に
終
結
し
た
過
去
の
事
実
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
一
般
国
民
の
生
活
に
お
け
る
予
測
を
裏
切
り
、

法
的
安
定
性
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
れ
を
む
や
み
に
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
憲
法
四
一
条
と
憲
法
八
四
条
で
は
、
遡
及
適
用
の
許
容
度
に
お
い
て
顕
著
な
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲

法
八
四
条
の
定
め
る
租
税
法
律
主
義
は
、
刑
罰
に
関
す
る
遡
及
適
用
の
禁
止
（
憲
法
三
九
条
）
に
準
じ
、
そ
の
遡
及
適
用
は
厳
し
く
制
限

さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
、
通
説
で
あ
り
、
判
例
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
の
行
政
法
規
の
場
合
に
は
、
静
的
安

定
性
の
確
保
よ
り
も
、
従
来
の
法
制
度
の
問
題
性
を
解
消
す
る
こ
と
に
強
い
要
請
が
働
く
場
合
に
は
、
八
四
条
よ
り
も
緩
や
か
に
遡
及
適

用
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
発
生
す
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

以
下
、
こ
の
視
点
か
ら
、
措
置
法
の
租
税
法
的
性
格
を
論
じ
た
い
。

一　

租
税
法
概
念
に
つ
い
て

租
税
と
は
何
か
、
と
い
う
本
質
的
な
点
に
関
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
、
別
途
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
（
7
）

。
本
稿
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一
三

の
テ
ー
マ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
大
事
な
こ
と
は
、
租
税
を
ど
の
よ
う
な
概
念
と
把
握
す
る
か
に
つ
い
て
は
学
説
の
対
立
は
あ
る
が
、
憲

法
八
四
条
に
い
う
租
税
と
は
、
実
質
的
租
税
概
念
を
意
味
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
学
説
上
異
論
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
律
が
租
税
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
る
も
の
（
形
式
的
租
税
概
念
）
を
憲
法
上
の
租
税
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

実
質
的
に
租
税
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
だ
け
が
憲
法
上
の
租
税
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
定
法
上
、
租
税
と
い
う
名
称
が

与
え
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
が
実
質
的
意
味
の
租
税
を
取
り
扱
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
法
律
は
実
質
的
意
味
の
租
税
法
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
た
有
名
な
判
例
と
し
て
、
旭
川
健
康
保
険
料
訴
訟
が
あ
る
（
8
）

。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
次

の
様
に
、
実
質
的
租
税
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
課
税
権
に
基
づ
き
、
そ
の
経
費
に
充
て
る
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
特
別
の
給

付
に
対
す
る
反
対
給
付
と
し
て
で
な
く
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
課
す
る
金
銭
給
付
は
、
そ
の
形
式
の
い

か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
八
四
条
に
規
定
す
る
租
税
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」

し
か
し
な
が
ら
、
同
判
決
は
、
同
時
に
、
括
弧
書
き
の
形
で
傍
論
的
に
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
上
記
保
険
料
に
憲
法
八
四
条
の
規
定
が
直
接
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
記
の
と

お
り
目
的
税
で
あ
っ
て
、
上
記
の
反
対
給
付
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
形
式
が
税
で
あ
る
以
上
は
、
憲
法
八
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。）。」

こ
の
括
弧
内
の
記
述
は
、
明
ら
か
に
、
実
質
的
意
味
の
租
税
概
念
に
加
え
、
形
式
的
意
味
の
租
税
概
念
も
、
憲
法
八
四
条
の
租
税
と
し

て
合
わ
せ
採
用
す
る
か
の
如
き
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
論
理
の
混
乱
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

憲
法
上
で
、
あ
る
概
念
に
つ
い
て
、
形
式
と
実
質
の
二
つ
の
対
立
を
論
じ
、
そ
の
う
ち
で
実
質
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
を
正
し
い
と
考



一
四

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
常
に
実
質
を
伴
わ
ず
形
式
だ
け
そ
れ
に
該
当
す
る
概
念
を
排
除
す
る
も
の
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、

憲
法
四
一
条
に
お
い
て
、『
唯
一
の
立
法
機
関
』
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
実
質
的
意
味
の
立
法
を
意
味
す
る
点
に

お
い
て
、
わ
が
国
で
は
学
説･

実
務
に
争
い
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
形
式
的
意
味
の
立
法
に
対
し
て
は
、
憲
法
四
一
条
の
適
用
が
な
い
点

に
つ
い
て
も
、
ま
た
争
い
は
な
い
。
そ
も
そ
も
立
法
概
念
を
、
実
質･

形
式
の
二
つ
に
区
分
す
る
二
重
立
法
概
念
は
、
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ

セ
ン
一
八
五
〇
年
憲
法
が
予
算
を
法
律
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
発
生
し
た
、
有
名
な
プ
ロ
イ
セ
ン
の
憲
法
争
議
の
、
理
論
的
解
決
と

し
て
ラ
バ
ン
ト
（P

aul L
abant

）
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
憲
法
自
身
が
予
算
を
法
律
と
呼
ん
で
い
よ
う
と

も
、
そ
れ
は
、
憲
法
上
の
実
質
的
意
味
の
立
法
に
は
属
さ
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
手
段
と
し
て
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
憲
法
八
四
条
が
実
質
的
意
味
の
租
税
概
念
を
採
用
し
て
い
る
と
解
す
る
以
上
は
、
そ
の
当
然
の
結
論
と
し
て
、
あ
る
法
律
が

租
税
法
で
あ
る
と
自
ら
宣
言
し
て
い
て
も
、
そ
の
規
定
内
容
が
実
質
的
に
租
税
に
該
当
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
憲
法
が
租
税
と
呼
ぶ
も

の
で
は
無
く
、
し
た
が
っ
て
憲
法
八
四
条
の
適
用
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

比
較
法
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
点
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
例
え
ば
米
国
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
そ
の
点
は
繰
り
返
し
確
認
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
9
）

。

わ
が
国
の
場
合
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
措
置
法
の
規
定
は
そ
の
典
型
と
言
う
べ
き
も
の
で
、
形
式
的
に
は
租
税
法
で
あ
る
が
、
実

質
的
に
は
租
税
法
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
憲
法
八
四
条
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

二　

裏
口
支
出
と
租
税
特
別
措
置
法

で
は
、
措
置
法
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
実
質
的
租
税
法
と
は
言
え
な
い
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
、
検
討
し
た
い
。



租
税
特
別
措
置
法
の
租
税
法
的
性
格
に
つ
い
て
（
甲
斐
）

一
五

政
府
・
国
会
が
、
国
家
財
政
を
以
て
わ
が
国
の
民
間
に
お
け
る
経
済
活
動
に
影
響
を
与
え
る
手
段
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の

も
の
が
あ
る
。

（
一
）　

予
算

第
一
の
手
段
は
予
算
で
あ
り
、
特
に
歳
出
予
算
が
そ
の
中
心
的
な
手
段
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
財
政
出
動
と
い
う
手
段
に
よ
り
、
政
府
は
、

マ
ク
ロ
に
お
い
て
は
わ
が
国
経
済
活
動
全
体
を
制
御
し
、
ミ
ク
ロ
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
経
済
の
う
ち
、
特
に
重
点
的
に
政
府
と
し
て
影

響
を
与
え
た
い
分
野
に
集
中
的
に
歳
出
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
分
野
の
個
別･

具
体
的
な
活
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

多
く
の
場
合
に
、
民
間
の
経
済
活
動
に
影
響
を
与
え
る
ミ
ク
ロ
的
手
段
と
し
て
は
、
補
助
金
（
実
定
法
上
は
、
奨
励
金
、
助
成
金
そ
の
他
様
々

な
名
称
を
採
用
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
う
総
称
す
る
。）
の
給
付
と
い
う
形
式
を
採
用
す
る
。

（
二
）　

財
政
投
融
資

第
二
の
手
段
が
財
政
投
融
資
で
あ
る
。
現
時
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
制
度
の
下
に
、
財
政
融
資
、
産
業
投
資
及
び
政
府
保
証
債
の
三
つ

の
手
段
が
存
在
し
て
い
る
（
10
）

。

財
政
融
資
と
は
、
財
投
債
等
、
国
の
信
用
等
に
基
づ
い
て
調
達
し
た
資
金
を
財
源
と
し
て
、
国
が
独
立
行
政
法
人
等
に
対
し
て
有
償
資

金
を
供
給
し
、
提
供
さ
れ
た
機
関
は
そ
れ
を
原
資
と
し
て
事
業
を
行
い
、
そ
の
事
業
か
ら
の
回
収
金
等
に
よ
っ
て
資
金
を
返
済
す
る
と
い

う
金
融
的
手
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
融
資
活
動
で
あ
る
。

産
業
投
資
と
は
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
の
国
庫
納
付
金
や
、
国
が
保
有
す
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
株
、
Ｊ
Ｔ
株
等
の
配
当
金
を
主
な
歳
入
と
し
て

行
わ
れ
る
産
業
投
資
活
動
で
あ
る
。
上
述
の
財
政
融
資
が
確
定
利
付
の
融
資
を
行
う
の
に
対
し
、
産
業
投
資
は
政
策
的
必
要
性
が
高
く
リ

タ
ー
ン
が
期
待
で
き
る
も
の
の
、
リ
ス
ク
が
高
く
民
間
だ
け
で
は
十
分
に
資
金
が
供
給
さ
れ
な
い
事
業
に
対
し
て
出
資
す
る
こ
と
で
振
興



一
六

を
図
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

政
府
保
証
債
と
は
、
政
府
関
係
機
関
や
特
殊
法
人
等
が
発
行
す
る
債
券
に
対
し
、
政
府
が
元
本
や
利
子
の
支
払
い
を
保
証
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
う
し
た
機
関
が
発
行
す
る
債
券
に
基
本
的
に
国
債
と
同
等
の
信
用
力
を
与
え
、
そ
れ
ら
機
関
が
、
よ
り
低
利
で
資
金
調
達
を
可

能
な
ら
し
め
る
と
い
う
財
政
手
段
を
い
う
。

こ
れ
ら
手
段
を
行
使
出
来
る
そ
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
予
算
総
則
に
計
上
さ
れ
る
と
い
う
形
式
で
、
国
会
の
議
決
を
受
け

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
よ
る
資
金
供
給
の
予
定
額
に
つ
い
て
、
財
務
省
理
財
局
で
は
、
毎
年
度
、
財
政
投
融
資
資
金
を
ど
の
よ
う
な
事

業
に
ど
の
程
度
供
給
す
る
の
が
適
当
か
、
各
財
投
機
関
の
事
業
全
体
を
審
査
し
た
う
え
で
、
国
全
体
の
立
場
か
ら
調
整
す
る
。
各
年
度
に

お
け
る
、
財
政
融
資
、
産
業
投
資
、
政
府
保
証
の
う
ち
、
そ
の
期
間
が
五
年
以
上
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
財
投
機
関
毎
の
予
定
額
を
一

覧
に
し
た
も
の
を
財
政
投
融
資
計
画
と
い
い
、
特
別
会
計
予
算
の
添
付
資
料
と
し
て
、
閣
議
を
経
た
上
で
国
会
に
提
出
さ
れ
る
。

（
三
）　

租
税
特
別
措
置
法

第
三
の
手
段
が
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
実
質
的
意
味
の
租
税
特
別
措
置
法
で
あ
る
。
措
置
法
そ
れ
自
体
は
、
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
二
一
年
法
律
第
一
五
号
）
を
、
昭
和
三
二
年
に
全
部
改
正
し
て
制
定
さ
れ
た
形
式
的
な
意
味
の
租
税
特
別
措
置
法
で
、
国
税
に
関
す

る
特
例
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
そ
れ
は
、
毎
年
度
、
上
述
し
た
予
算
、
財
政
投
融
資
と
並
ぶ
国
の
財
政
出
動
方
法
と

し
て
一
体
的
に
検
討
さ
れ
る
、
各
年
度
に
お
け
る
実
質
的
意
味
の
租
税
特
別
措
置
法
を
集
大
成
し
た
法
的
手
段
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
毎

年
度
、
そ
の
改
正
法
は
、
予
算
等
と
同
時
期
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
一
体
的
に
審
議
さ
れ
、
予
算
等
の
成
立
と
相
前
後
す
る
時
期
に
国
会

に
よ
る
可
決
を
得
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
件
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
改
正
の
場
合
に
は
、
改
正
法
は
、「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
い
う
名
称
で
、



租
税
特
別
措
置
法
の
租
税
法
的
性
格
に
つ
い
て
（
甲
斐
）

一
七

平
成
一
六
年
二
月
三
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
に
成
立
し
、
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
に
平
成
一
六
年
法
律
第

一
四
号
と
し
て
公
布
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
同
年
度
の
予
算
の
場
合
、
政
府
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
の
は
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
と
半
月
ほ
ど
改
正
法
よ
り
早

い
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
成
立
し
た
の
は
措
置
法
と
同
じ
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
程
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら

三
者
が
、
一
体
と
し
て
、
並
行
的
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
審
議
さ
れ
、
成
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
措
置
法
の
実
質
的
な
法
的
性
格
が
、
政
府
と
し
て
国
民
経
済
に
マ
ク
ロ･

ミ
ク
ロ
の
影
響
を
与
え
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
点

で
、
予
算
や
財
政
投
融
資
と
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
と
し
て
、
民
間
の
特
定
の
活
動
に
つ
い
て
、
財
政
的
に
資
金
の
給
付
を

行
い
た
い
と
考
え
た
場
合
、
理
論
的
に
は
三
つ
の
手
段
の
ど
れ
を
使
用
し
て
も
良
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
補
助
金
等
の
形
で
、
租
税

と
し
て
い
っ
た
ん
国
に
徴
収
さ
れ
た
資
金
を
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
給
付
す
る
方
法
が
あ
る
。
第
二
に
、
財
政
投
融
資
を
通
じ
て
、
資
金

の
融
資
や
投
資
を
行
う
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
措
置
法
に
よ
っ
て
、
徴
収
す
る
べ
き
租
税
そ
の
も
の
を
減
免
す
る
方
法

で
あ
る
。
ど
の
方
法
を
採
用
し
て
も
、
対
象
と
な
る
民
間
活
動
に
対
し
て
、
政
府
の
意
図
し
た
資
金
の
供
与
が
可
能
に
な
る
と
い
う
点
に

関
し
て
は
違
い
は
な
い
。

た
だ
、
い
ず
れ
の
方
法
を
採
る
か
に
よ
り
、
そ
の
経
済
的
効
果
に
は
様
々
な
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
補
助
金
や
貸
付
金
等
の
給
付
は

赤
字
の
た
め
、
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
者
が
行
う
事
業
に
対
し
て
も
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
租
税
の
減
免
措
置
は
そ
の
給
付
を

意
図
す
る
額
以
上
の
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
が
行
っ
て
い
る
事
業
に
対
し
て
し
か
、
資
金
供
給
の
効
果
を
発
揮
し
な
い
。
逆
に
言
え

ば
、
そ
う
し
た
黒
字
と
な
っ
て
い
る
者
の
事
業
だ
け
に
限
定
し
て
、
選
択
的
に
資
金
供
給
を
行
い
た
い
場
合
に
は
、
租
税
の
減
免
が
最
も

単
純
か
つ
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
採
用
す
る
手
段
に
応
じ
て
、
様
々
な
利
害
得
失
が
発
生
す
る
。
そ
こ
で
、
い
ず
れ
の
方



一
八

法
を
採
用
す
る
か
は
、
そ
の
政
策
を
採
用
す
る
目
的
に
応
じ
て
、
立
法
者
が
比
較
検
討
の
上
、
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
定
の
政
策
意
図
に
基
づ
く
租
税
の
減
免
措
置
は
、
そ
の
法
形
式
こ
そ
違
え
、
補
助
金
等
の
給
付
と
同
じ
財
政
効
果
を

有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
米
国
で
は
裏
口
支
出
（B

ackdoor spending

）、
あ
る
い
は
隠
れ
た
補
助
金
（H

idden subsidy

）
の
名
で
知
ら
れ
、

補
助
金
等
と
一
括
し
て
財
政
監
督
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。
そ
れ
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
12
）

。

わ
が
国
税
制
調
査
会
は
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
租
税
特
別
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
特
定
の
政
策
目
的
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
公
平
・
中
立
・
簡
素
の
税
制
の
基
本

原
則
の
例
外
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
、
そ
の
政
策
目
的
、
効
果
な
ど
を
十
分
吟
味
し
つ
つ
、

公
平
・
中
立
な
ど
の
観
点
か
ら
絶
え
ず
見
直
し
て
、
整
理
・
合
理
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
（
13
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
租
税
特
別
措
置
は
、
租
税
法
と
し
て
の
本
質
を
有
さ
な
い
も
の
で
あ
り
、
政
策
的
意
図
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

仮
に
、
措
置
法
が
、
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
租
税
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
所
得
税
の
場
合
、
暦
年
を
以
て
租

税
年
度
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
年
内
成
立
を
目
指
す
必
要
が
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
相
当
に
早
い
時
期
に
国
会
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
は
上
述
の
よ
う
に
、
そ
の
本
来
的
性
格
は
裏
口
支
出
で
あ
っ
て
、
予
算
や
財
政
投
融
資
と
並
ぶ
政
府
の
財
政
政
策
手

段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
一
体
的
に
検
討
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
国
会
と
し
て
、
措
置
法
案
自
体
の
正
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
通
り
、
予
算
と
相
前
後
す
る
時
期
に
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
時
期
に
国
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
14
）

。
す
な
わ
ち
、
改
正
法
の
国
会
提
出
は
、
時
期
に
遅
れ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
本
来
の
性
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一
九

格
に
対
応
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
租
税
は
、
本
来
、
そ
の
対
象
と
な
る
国
民
の
活
動
の
持
つ
担
税
力
の
有
無
及
び
大
小
に
応
じ
て
課
税
額
が
決
ま
る
。
し
た

が
っ
て
、
租
税
の
減
免
を
行
う
理
由
は
、
そ
の
担
税
力
の
変
動
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
租
税
特
別
措
置
の
場
合
に
は
、
担
税
力
の
変
動
は
何
ら
存
在
し
て
い
な
い
の
に
、
な
ん
ら
か

の
政
策
判
断
に
基
づ
い
て
、
租
税
の
減
免
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
一
の
法
的
効
果
が
あ
る
措
置
に
つ
い
て
、
政
策
判
断
か
ら
、
補
助

金
等
の
給
付
に
換
え
て
租
税
の
減
免
と
い
う
法
形
式
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
が
実
質
的
意
味
の
租
税
に
変
化
す
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。

仮
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
租
税
の
減
免
に
換
え
て
、
補
助
金
の
給
付
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
場
合
に
も
、
実
質
的
意
味
の
租
税
と
し

て
、
憲
法
八
四
条
の
適
用
を
主
張
し
な
け
れ
ば
理
論
と
し
て
整
合
性
が
と
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
政
策
判
断
の
変
更
か
ら
、

年
度
途
中
で
補
助
金
等
の
支
給
を
打
ち
切
る
こ
と
に
し
た
場
合
に
憲
法
八
四
条
の
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
は
な
い
。
そ

れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
政
策
判
断
か
ら
、
租
税
の
減
免
と
い
う
手
段
を
採
用
し
て
い
た
場
合
に
、
年
度
途
中
で
そ
れ
を
打
ち
切
る
こ
と
と
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
増
税
と
捉
え
、
八
四
条
の
問
題
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。

自
ら
の
事
業
活
動
に
対
し
、
国
か
ら
対
価
無
く
し
て
補
助
金
や
貸
付
金
等
の
資
金
供
給
を
受
け
る
権
利
は
、
基
本
的
に
は
期
待
権
で

あ
っ
て
具
体
的
権
利
性
は
な
い
（
15
）

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
が
政
策
的
意
図
か
ら
補
助
金
等
の
給
付
に
換
え
て
租
税
の
減
免
と
い
う
手
段

を
採
用
し
て
い
た
場
合
に
も
、
そ
の
減
免
措
置
が
将
来
も
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
期
待
権
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
権
利
と
な

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。



二
〇

三　

本
件
に
お
け
る
租
税
特
別
措
置
法
改
正
の
内
容

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
に
措
置
法
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
偶
々
措
置
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
本

質
に
お
い
て
実
質
的
意
味
の
租
税
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
本
件
改
正
法
の
う
ち
、
改
正
法
附
則
に

よ
っ
て
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
ま
で
の
遡
及
効
を
与
え
ら
れ
た
制
度
が
、
実
質
的
意
味
の
租
税
に
該
当
す
る
か
否
か
を
検
討
し
た
い
。

（
一
）　

制
度
の
概
要

わ
が
国
所
得
税
法
は
、
暦
年
を
以
て
租
税
年
度
と
し
、
納
税
者
の
各
年
度
に
生
じ
た
所
得
を
、
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
不
動
産
所
得
、

事
業
所
得
、
給
与
所
得
、
退
職
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
及
び
雑
所
得
の
一
〇
種
類
の
所
得
に
区
分
し
て
把
握
し
、
こ

れ
ら
の
所
得
ご
と
に
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
区

分
し
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を
総
合
し
た
上
で
課
税
負
担
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
（
所
得
税
法
二
一
条
一
項
）。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
所
得
に

損
失
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
他
の
所
得
か
ら
控
除
し
て
課
税
対
象
と
な
る
べ
き
所
得
の
金
額
を
確
定
さ
せ
る
の
が
、
適
正
な
課
税

負
担
の
考
え
方
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
所
得
に
お
け
る
損
失
と
利
益
を
通
算
し
て
、
最
終
的
な
課
税
額
を

定
め
る
方
法
を
損
益
通
算
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、
措
置
法
は
こ
れ
に
大
き
な
修
正
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
種
類
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
損
益
通
算
の
例
外
と
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
性
質
か
ら
み
て
、
あ
る
所
得
の
損
失
を
他
の
所
得
か
ら
控
除
す
る
の
が
相
当
で
は
な
い
か
ら
、

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
不
動
産
の
譲
渡
所
得
の
場
合
、
金
子
宏
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

「
譲
渡
所
得
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
徐
々
に
累
積
し
て
き
た
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
が
資
産
の
譲
渡
に
伴
っ
て
一
挙
に
実
現
す
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二
一

る
も
の
で
あ
る
た
め
、
高
い
累
進
税
率
の
適
用
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
慮
か
ら
、
何
ら
か
の
平
準
化
措
置
（averaging 

system

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
（
16
）

。」

こ
の
金
子
の
主
張
に
従
い
、
租
税
の
本
来
的
性
格
か
ら
、
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
損
益
通
算
の
例
外
と
す
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、

こ
れ
は
、
単
に
形
式
的
意
味
の
租
税
特
別
措
置
法
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
実
質
に
お
い
て
は
憲
法
上
の
租
税
規
定
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
原
則
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
総
合
所
得
税
制
度
の
下
に
お
い
て
、
特
定
の
種
類
の
所
得
を
他
の
種
類
の
所
得
と
合
算
せ

ず
、
分
離
し
て
課
税
す
る
方
式
を
分
離
課
税
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
平
成
一
六
年
度
の
改
正
法
前
後
の
税
制
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
、
基
本
的
に
、
譲
渡
さ
れ
た
資
産
の
保
有
期
間
が
五
年
を
超
え
て
い
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
て
譲
渡
所
得
を
長
期
譲
渡
所
得
と

短
期
譲
渡
所
得
に
区
分
し
、
そ
の
基
準
日
は
そ
の
年
度
の
最
初
の
日
（
一
月
一
日
）
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
土
地
等
又
は
建
物
等
の
長
期
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
本
則
に
よ
る
総
合
課
税
方
法
に
よ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区

分
し
て
分
離
課
税
し
、
し
か
も
あ
る
部
分
は
本
則
よ
り
軽
課
し
、
あ
る
部
分
は
重
課
す
る
と
い
う
複
雑
な
仕
組
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る

（
措
置
法
二
八
条
の
四
、
三
一
条
、
三
二
条
）。

こ
の
例
外
の
さ
ら
に
例
外
と
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
本
件
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
規
定
で
あ
る
。

改
正
前
の
制
度
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
土
地
等
又
は
建
物
等
に
か
か
る
長
期
譲
渡
所
得
に
対
し
て
は
、
利
益
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

例
外
と
し
て
税
率
二
〇
％
の
分
離
課
税
を
行
っ
て
い
た
が
、
他
方
、
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
例
外
の
例
外
と
し
て
、
最
高
税
率

五
〇
％
と
な
る
総
合
所
得
と
損
益
通
算
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
、
総
合
課
税
の
対
象
と
な
る
他
の
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
が
認

め
ら
れ
、
さ
ら
に
税
負
担
の
調
整
の
た
め
の
措
置
と
し
て
長
期
譲
渡
所
得
に
一
〇
〇
万
円
の
特
別
控
除
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。



二
二

第
二
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
、
例
外
に
さ
ら
に
例
外
を
重
ね
た
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
理
由
を
「
土
地
政
策
等
の
観
点
」
と
認
定
し
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
例
外
の
例
外
部
分
は
、
租
税
制
度
の
本
質
的
要
求
と
し
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
は
な
い
。

改
正
法
で
は
、
長
期
譲
渡
所
得
に
よ
り
利
益
が
生
じ
た
場
合
の
分
離
課
税
の
税
率
を
一
五
％
へ
引
き
下
げ
、
他
方
、
損
失
が
生
じ
た
場

合
に
付
い
て
は
例
外
の
例
外
を
廃
止
し
、
損
益
通
算
を
認
め
な
い
と
共
に
一
〇
〇
万
円
の
特
別
控
除
が
廃
止
さ
れ
た
。

要
す
る
に
、
改
正
前
の
制
度
は
、
そ
の
年
度
の
総
合
課
税
で
は
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
に
限
定
し
て
、
長
期
譲
渡
所
得
で
損
失
が

出
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
損
失
を
所
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
と
い
う
形
で
資
金
供
給
す
る
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
改
正
法
は
、
利
益
が
出
た
場
合
に
付
い
て
も
、
損
失
が
出
た
場
合
に
付
い
て
も
原
則
の
例
外
と
す
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル

な
構
造
に
戻
す
と
共
に
、
利
益
が
出
た
場
合
に
付
い
て
は
こ
れ
ま
で
よ
り
減
税
し
た
。
そ
の
結
果
、
改
正
法
は
、
一
般
的
に
は
減
税
で
あ

る
。
た
だ
し
、
長
期
譲
渡
所
得
で
損
失
を
出
し
、
か
つ
総
合
課
税
で
納
税
額
が
あ
る
と
い
う
者
に
限
定
し
て
見
れ
ば
、
増
税
と
し
て
の
効

果
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

改
正
法
そ
の
も
の
は
、
前
述
の
通
り
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
改
正
法
附
則
は
、
こ
の
改
正
後
に
お
け

る
租
税
特
別
措
置
法
三
一
条
一
項
の
規
定
（
損
益
通
算
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。）
を
、
改
正
法
施
行
前
の
同
年
一
月
一
日
以
後
に
行
う
長

期
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
（
17
）

の
で
、
こ
の
よ
う
な
極
め
て
限
定
的
な
立
場
に
あ
っ
た
者
か
ら
、
そ
れ
を
違
憲
と
す
る
訴
訟
が

提
起
さ
れ
た
の
が
、
本
件
判
決
と
な
っ
た
一
連
の
訴
訟
で
あ
る
。

（
二
）　

制
度
導
入
及
び
そ
の
改
正
の
理
由

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
そ
の
当
否
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
水
野
忠
恒
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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二
三

「
政
策
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
租
税
特
別
措
置
の
合
理
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
①
政
策
目
的
の
合
理
性
、
②
目
的
の
た
め
の

手
段
と
し
て
の
相
当
性
・
実
効
性
、
③
公
平
の
侵
害
の
程
度
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
④
租
税
特
別
措
置
の
利
用
が
特
定
の
者

に
か
た
よ
っ
て
い
な
い
か
、
⑤
租
税
特
別
措
置
の
利
用
が
長
期
に
わ
た
り
す
ぎ
、
実
際
的
で
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
基
準
が
挙
げ
ら
れ
（
18
）

る
（
19
）

。」

極
め
て
妥
当
な
基
準
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
こ
の
基
準
を
参
照
し
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

損
益
通
算
制
度
の
一
般
的
合
理
性
を
離
れ
て
、
本
制
度
の
改
正
前
の
税
制
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
極
め
て
奇
妙
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
繰
り
返
す
が
、
長
期
譲
渡
所
得
に
関
し
損
失
を
出
し
た
者
の
中
で
、
そ
の
長
期
譲
渡
所
得
が
発
生
し
た
年
度
に
、
総
合
課
税
に
関

し
て
は
納
税
義
務
を
負
っ
て
い
る
者
に
限
定
し
て
減
税
を
行
う
と
い
う
、
き
わ
め
て
不
平
等
性
の
強
い
制
度
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

上
記
基
準
の
③
に
明
ら
か
に
抵
触
し
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
、
本
件
判
決
中
に
も
、
ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
判
例
を
論
じ
た
諸
文
献
中
に
も
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な

制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
土
地
建
物

等
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
は
、
基
本
的
に
は
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
制
度
創
設
当

時
に
お
け
る
導
入
理
由
を
明
確
に
述
べ
た
文
献
を
、
私
の
乏
し
い
調
査
能
力
で
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
制
度
が
導
入
さ
れ
た
理
由
を
考
え
る
に
、
不
動
産
の
長
期
譲
渡
所
得
に
関
し
、
損
失
が
発
生
す
る
と
は
、

購
入
価
額
に
比
べ
て
安
値
で
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
長
期
に
わ
た
り
、
不
動
産
価
格
は
右
肩
上
が
り
の
上
昇

を
示
し
て
き
た
か
ら
、
こ
の
類
型
の
売
買
が
大
量
に
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
上
記
基
準
⑤
に
該
当
し
、

も
っ
と
早
期
に
本
来
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
制
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
20
）

。
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し
か
し
、
近
時
に
至
り
、
バ
ブ
ル
期
に
不
動
産
価
格
の
上
昇
を
当
て
込
ん
で
投
機
目
的
で
不
動
産
を
高
値
で
購
入
し
た
結
果
、
バ
ブ
ル

崩
壊
に
伴
う
不
動
産
価
格
の
下
落
に
よ
り
、
売
る
と
大
き
な
損
失
が
発
生
し
、
不
動
産
価
格
の
回
復
を
待
っ
て
長
期
保
有
す
る
も
、
依
然

と
し
て
購
入
時
を
下
回
っ
た
状
態
で
、
不
動
産
を
売
却
し
た
者
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
、
再
び
制
度
が
積
極
的
に
利
用
さ
れ
る
状
態
が

多
く
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
量
す
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
そ
の
様
な
、
自
ら
の
危
険
で
投
機
を
行
い
、
損
失
を
蒙
っ
た
者
を
、
政
府
と
し
て
救
済
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
無
い
。

そ
う
し
た
者
で
も
、
手
元
資
金
が
逼
迫
し
て
い
る
場
合
に
は
、
損
を
覚
悟
で
当
該
不
動
産
を
売
却
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
手
元
資
金

が
潤
沢
に
あ
る
者
は
、
損
を
出
し
て
ま
で
売
却
し
よ
う
と
は
し
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
そ
う
し
た
者
が
保
有
し
て
い
る
、
投

機
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
優
良
な
土
地
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
ま
ま
空
閑
地
と
し
て
放
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

い
ま
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
類
型
に
該
当
す
る
者
が
多
数
い
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
活
用
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
空
閑
地
が
多
数
存

在
す
る
こ
と
と
な
り
、
都
市
開
発
の
阻
害
要
因
と
な
る
の
で
好
ま
し
い
状
態
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し

て
、
不
動
産
売
却
の
誘
因
と
な
る
何
ら
か
の
政
策
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
、
不
動
産
の
売
却
を
促
す
制
度
と
し
て
、
何
が
妥
当
か
を
考
え
る
と
、
旧
制
度
は
ま
さ
に
そ
れ
に
整
合
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
制
度
は
、
不
動
産
譲
渡
所
得
以
外
の
収
入
が
潤
沢
に
あ
る
が
た
め
に
、
損
益
通
算
す
る
と
、
所
得
税

の
減
免
効
果
が
発
生
す
る
者
に
関
し
て
の
み
、
特
に
選
択
的
に
損
失
に
相
当
す
る
資
金
を
供
給
す
る
機
能
を
持
っ
た
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
こ
の
本
来
で
あ
れ
ば
、
数
十
年
前
に
妥
当
性
を
失
っ
て
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
制
度
が
、
再
び
政
策
的
合
理
性
を
取
り
戻

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
上
記
基
準
①
に
い
う
合
理
性
は
、
少
な
く
と
も
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
た
後
、
数
年
の
間
は
存
在
し
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
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で
は
、
一
六
年
に
い
た
っ
て
、
な
ぜ
政
府
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
存
置
さ
れ
て
き
た
制
度
を
改
革
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
判
決
と
第

二
判
決
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
一
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
若
干
詳
し
い
第
二
判
決
の
説
明
を
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
法
改
正
の
理
由
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
に
お
い
て
所
得
が
生
じ
た
場
合
に
は
分
離
課
税
が
さ
れ
る
一
方
で
、
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
は

損
益
通
算
が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
不
均
衡
を
解
消
し
、
適
正
な
租
税
負
担
の
要
請
に
応
え
得
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
長
期
譲
渡

所
得
に
係
る
所
得
税
の
税
率
の
引
下
げ
等
と
あ
い
ま
っ
て
、
使
用
収
益
に
応
じ
た
適
切
な
価
格
に
よ
る
土
地
取
引
を
促
進
し
、
土
地

市
場
を
活
性
化
さ
せ
て
、
我
が
国
の
経
済
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
長
期
間
に
わ
た
る
不
動
産
価
格
の
下
落
（
資
産
デ
フ
レ
）

の
進
行
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
を
立
法
目
的
と
し
て
立
案
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
一
体
と
し
て
早
急
に
実
施
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。」

換
言
す
る
と
、
第
一
に
、
不
動
産
の
長
期
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
損
益
通
算
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
同
所
得
が
、
措
置
法
の
下
で
は

原
則
的
に
分
離
課
税
方
式
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
大
き
な
例
外
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
租
税
の
不
平
等
が
発
生
し
て
い
た
の
で
、

損
益
通
算
を
廃
止
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
不
平
等
を
解
消
し
て
適
正
な
租
税
負
担
の
要
請
に
こ
た
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
非
常
に
特
殊
な
類
型
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
だ
け
、
所
得
税
に
対
す
る
担
税
力
は
間
違
い
な
く
存
在
し
て
い

る
の
に
、
不
動
産
譲
渡
で
発
生
し
た
損
失
を
所
得
税
の
減
税
を
通
し
て
救
済
す
る
と
い
う
制
度
は
、
政
策
的
目
的
を
度
外
視
し
て
考
え
れ

ば
、
明
ら
か
に
不
平
等
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
様
な
制
度
を
廃
止
す
る
必
要
性
は
、
十
分
に
首
肯
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
従
来
の
制
度
で
は
、
土
地
市
場
の
活
性
化
と
い
う
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
新
た
に
、
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よ
り
そ
の
制
度
目
的
に
ふ
さ
わ
し
い
制
度
を
創
設
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
旧
制
度
を
支
え
て
い
た
政
策
的
合
理
性
が

失
わ
れ
た
と
い
う
認
定
が
下
さ
れ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

租
税
公
平
主
義
は
、
租
税
法
制
度
の
根
幹
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
改
正
法
前
の
措
置
法
は
、
上
述
の
と
お
り
、
租
税
法
的
合
理
性

の
な
い
政
策
目
的
で
、
そ
の
根
幹
を
歪
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
政
策
目
的
が
、
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
り
失

わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
速
や
か
に
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。

四　

租
税
特
別
措
置
法
の
遡
及
適
用

（
一
）　

遡
及
適
用
の
妥
当
性

以
上
に
検
討
し
た
こ
と
か
ら
、
本
件
改
正
法
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
を
暦
年
の

当
初
ま
で
遡
及
適
用
を
行
っ
た
こ
と
の
当
否
が
最
後
の
大
き
な
問
題
と
な
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
二
判
決
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
本
件
改
正
附
則
に
お
い
て
本
件
損
益
通
算
廃
止
に
係
る
改
正
後
措
置
法
の
規
定
を
平
成
一
六
年
の
暦
年
当
初
か
ら
適
用
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
適
用
の
始
期
を
改
正
法
施
行
後
と
し
た
場
合
、
本
件
損
益
通
算
廃
止
の
方
針
を
報
道
や
法
案
の
審
議
過
程

等
を
通
じ
て
知
っ
た
納
税
者
に
よ
っ
て
、
損
益
通
算
に
よ
る
租
税
負
担
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
改
正
法
施
行
前
に
土
地
等
又
は
建
物

等
を
安
価
で
売
却
す
る
駆
け
込
み
売
却
が
多
数
行
わ
れ
、
上
記
立
法
目
的
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
本
件
損
益
通
算
廃

止
に
係
る
定
め
を
平
成
一
六
年
の
暦
年
当
初
か
ら
適
用
す
る
方
針
を
改
正
案
に
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
駆
け
込
み
売
却

の
防
止
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。」

法
改
正
の
効
力
の
発
動
は
、
通
常
の
法
令
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
述
の
通
り
、
本
来
な
ら
、
改
正
法
の
施
行
後
に
適
用
す
べ
き
で
あ
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る
。
し
か
し
、
本
件
判
決
の
、
本
体
を
な
す
所
得
税
の
よ
う
な
期
間
税
に
あ
っ
て
は
、
期
間
計
算
を
乱
す
こ
と
は
納
税
申
告
事
務
及
び
徴

収
事
務
を
混
乱
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
暦
年
に
お
い
て
取
扱
い
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
不
平
等
が
発
生
す
る
と
い
う
問
題

も
あ
る
の
で
、
暦
年
の
途
中
か
ら
新
た
な
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
不
利

益
を
上
回
る
特
段
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
暦
年
の
途
中
か
ら
取
扱
い
を
変
更
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
に
合

理
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
裏
口
支
出
と
し
て
の
法
的
性
格
か
ら
予
算
と
一
体
的
に
審
議
す
る
必
要
が
あ
る
以
上
、
暦
年
の
開

始
前
に
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
選
択
肢
と
し
て
は
、
遡
及
的
に
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
か
、
あ
る

い
は
平
成
一
七
年
一
月
一
日
ま
で
遅
ら
せ
る
か
の
二
つ
し
か
な
い
。
し
か
し
、
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
に
対
し
、
十
分
な
周
知
期
間
を
お

け
ば
、
そ
れ
に
よ
る
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
を
安
価
で
売
却
し
て
も
、
損
益
通
算
制
度
に
よ
り
損
失
を
蒙
ら
な

い
と
い
う
制
度
が
、
近
い
将
来
に
廃
止
に
な
る
事
が
一
般
に
告
知
さ
れ
れ
ば
、
市
場
価
格
を
下
回
る
価
格
で
の
「
駆
け
込
み
売
却
」
が
起

こ
る
可
能
性
が
あ
る
。
最
高
裁
判
所
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
制
度
改
革
を
行
う
理
由
は
「
不
動
産
価
格
の
下
落
（
資
産
デ
フ
レ
）
の
進
行
に

歯
止
め
を
か
け
る
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
制
度
改
革
が
、
逆
に
資
産
デ
フ
レ
の
進
行
を
よ
り
促
進
す
る
よ
う
な

事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
れ
ば
、
改
革
目
的
に
背
馳
す
る
こ
と
に
な
り
、
明
ら
か
に
不
適
切
で
あ
る
。

し
か
も
、
第
二
判
決
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
可
能
性
で
は
無
い
。

「
平
成
一
五
年
一
二
月
に
平
成
一
六
年
度
税
制
改
正
の
概
要
が
公
表
さ
れ
た
直
後
、
同
月
中
に
土
地
等
又
は
建
物
等
を
売
却
す
る

よ
う
強
く
勧
め
る
不
動
産
会
社
、
税
理
士
等
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
改
正
措

置
法
三
一
条
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
時
期
が
遅
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
含
み
損
を
抱
え
た
不
動
産
の
安
値
で
の
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売
却
が
促
進
さ
れ
る
具
体
的
な
危
険
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

し
た
が
っ
て
、
政
策
目
的
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
に
遡
及
さ
せ
る
こ
と
は
論
理
の
必
然
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

問
題
は
、
遡
及
適
用
す
る
こ
と
の
法
的
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
第
二
判
決
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

「
こ
の
よ
う
に
暦
年
途
中
に
租
税
法
規
が
変
更
さ
れ
そ
の
暦
年
当
初
か
ら
遡
っ
て
適
用
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
通
じ
て
経
済
活
動

等
に
与
え
る
影
響
は
、
当
該
変
更
の
具
体
的
な
対
象
、
内
容
、
程
度
等
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

は
最
終
的
に
は
国
民
の
財
産
上
の
利
害
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
変
更
後
の
租
税
法
規
の
暦
年
当
初
か
ら
の
適
用

の
合
理
性
は
上
記
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
財
産
権
の
内
容
を
事
後

の
法
律
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
と
同
様
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
説
明
を
、
租
税
法
学
者
に
よ
る
評
釈
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
い
る
が
、
憲
法
学
的
に
見
た
場
合
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
国
民

へ
の
租
税
の
賦
課
は
、
法
律
に
基
づ
く
国
民
の
財
産
権
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
。
憲
法
二
九
条
三
項
は
、
適
法
侵
害
に
対
し
て
正
当
な
補

償
を
行
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
憲
法
三
〇
条
は
、
こ
の
憲
法
二
九
条
に
対
す
る
特
則
と
し
て
、
納
税
の
義
務
を
定
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
家
に
よ
る
財
産
権
に
対
す
る
侵
害
が
、
租
税
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
特
則
で
あ
る
憲
法
三
〇
条
を
論
じ
れ
ば

足
り
、
一
般
則
で
あ
る
憲
法
二
九
条
を
云
々
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
判
所
は
、
二
九
条
に
言
及
し
た
そ
の
瞬
間
に
、

本
件
改
正
法
の
規
定
が
、
租
税
法
の
問
題
で
は
無
く
、
財
産
権
一
般
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

換
言
す
れ
ば
、
措
置
法
は
原
則
と
し
て
租
税
法
で
は
な
い
と
い
う
本
稿
の
主
張
と
、
ま
さ
に
一
致
し
た
判
決
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
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二
九

（
二
）　

租
税
特
別
措
置
と
憲
法
八
四
条

以
上
の
検
討
の
結
果
、
第
一
判
決
、
第
二
判
決
は
、
と
も
に
、
旭
川
市
健
康
保
険
料
最
高
裁
判
決
が
、
傍
論
的
に
括
弧
書
き
で
述
べ
た
、

形
式
的
意
味
の
租
税
に
も
憲
法
八
四
条
の
適
用
が
あ
る
、
と
い
う
論
理
を
、
実
は
排
除
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
納
税
者
の
法
的
予
測
可
能
性
を
要
件
と
し
て
提
示
せ
ず
に
、
専
ら
改
正
法
の
目
的
を
阻
害
す
る
可
能
性
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
納
税
者
側
に
高
度
の
法
的
予
測
可
能
性
を
与
え
て
し
ま
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ
改
正
法
を
制
定
し
た
目
的
を
大
き

く
害
す
る
た
め
、
不
意
打
ち
立
法
は
許
容
さ
れ
る
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
件
判
決
の
う
ち
、
下
級
審
判
決
は
、
い
ず
れ
も
旭
川
市
健
康
保
険
料
最
高
裁
判
決
の
傍
論
の
拘
束
下
に
議
論
を
展
開
し
て
い
た
た
め

に
、
予
測
可
能
性
に
つ
い
て
き
わ
め
て
無
理
な
議
論
を
行
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、
第
一
判
決
の
原
審
は
、
最
高
裁
判
所
が
明
白
な
不
意
打
ち
立
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
事
実
関
係
に
対
し
、
次
の
様
な
理
由
を

挙
げ
て
、
事
前
告
知
が
な
さ
れ
て
い
た
と
強
弁
し
て
い
た
。

「
平
成
一
六
年
一
月
一
日
以
降
の
土
地
建
物
等
の
長
期
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
損
益
通
算
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
Ａ
党
の
『
○
○
』

の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の
『
○
○
』
は
平
成
一
五
年
一
二
月
一
八
日
の
Ｂ
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
、
納
税
者
に
お

い
て
も
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
以
降
の
土
地
建
物
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
損
益
通
算
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と

は
で
き
た
こ
と
（
21
）

」

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
改
正
法
が
遡
及
適
用
さ
れ
る
わ
ず
か
二
週
間
前
に
初
め
て
一
般
に
告
知
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
周
知
の
程
度
に
は

限
界
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
到
底
憲
法
の
要
求
す
る
租
税
法
律
主
義
の
遵
守
と
は
言
え
な
い
の
で
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
評
釈
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。



三
〇

あ
る
い
は
第
二
判
決
の
原
審
は
、
次
の
様
に
強
弁
し
て
い
た
。

「
所
得
税
は
い
わ
ゆ
る
期
間
税
で
あ
り
、〈
中
略
〉
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
を
各
種
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る
（
損
益
通
算
す
る
）
こ
と
は
、
所
得
税
の
納
税
義
務
が
成
立
し
た
後
の
納
付
す
べ
き
税
額
を
確
定
す
る
段
階
で
初
め
て
行
う

も
の
で
あ
り
、
個
々
の
譲
渡
の
段
階
で
行
う
も
の
で
は
な
く
、
対
象
と
な
る
譲
渡
所
得
の
計
算
も
、
個
々
の
譲
渡
の
都
度
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
一
暦
年
を
単
位
と
し
た
期
間
で
把
握
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
所
得
税
に
関
す
る
法
規
が
暦
年
の

途
中
に
改
正
さ
れ
、
こ
れ
が
そ
の
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
場
合
、
暦
年
の
最
初
か
ら
改
正
法
の
施
行
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
個
々
の
取
引
の
み
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
改
正
法
が
遡
及
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
所
得
税
の
納
税
義
務
が

成
立
す
る
暦
年
の
終
了
時
に
お
い
て
は
改
正
法
が
既
に
施
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
改
正
法
が
遡
及
し
て
適
用
さ
れ
納
税
義

務
の
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件
改
正
附
則
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
遡
及

立
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」

確
か
に
、
措
置
法
が
、
旭
川
市
健
康
保
険
料
最
高
裁
判
所
判
決
中
の
括
弧
書
き
の
傍
論
の
よ
う
に
、
憲
法
上
の
租
税
法
に
該
当
す
る
な

ら
ば
、
遡
及
適
用
は
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
原
審
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
ほ
か
に
、
合
憲
と
認
定
す
る
手
段
は
無
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
こ
れ
ら
二
つ
の
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
依
然
と
し
て
表
現
的
に
は
憲
法
八
四
条
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
原

審
の
よ
う
な
強
引
な
主
張
を
行
わ
ず
、
む
し
ろ
不
意
打
ち
立
法
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
合
理
性
を
憲
法

三
〇
条
で
は
無
く
、
憲
法
二
九
条
の
枠
内
で
論
じ
て
い
る
。

三
つ
の
小
法
廷
の
内
、
二
つ
ま
で
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
判
決
を
下
し
た
、
と
い
う
事
実
は
、
過
半
数
の
最
高
裁
判
事
が

こ
の
見
解
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
実
質
的
な
大
法
廷
判
決
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
見
て
、
旭
川
市
健
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康
保
険
料
最
高
裁
判
所
判
決
中
の
括
弧
書
き
の
傍
論
の
先
例
性
は
失
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
最

高
裁
判
所
判
決
が
憲
法
八
四
条
を
云
々
し
て
い
る
の
は
、
単
に
当
事
者
主
義
の
要
求
か
ら
、
当
事
者
の
主
張
し
て
い
な
い
憲
法
四
一
条
へ

の
論
及
が
難
し
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

改
め
て
強
調
し
た
い
。
措
置
法
は
、
確
か
に
自
ら
を
租
税
法
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
裏
口
支
出
・
隠
れ
た
補
助
金
と
い
う

実
質
を
持
つ
限
り
、
そ
れ
は
形
式
的
意
味
の
租
税
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
本
来
的
な
性
格
は
、
民
間
に
お
け
る
特
定
事
業
に
対
す
る

資
金
供
給
を
目
的
と
し
た
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
法
の
遡
及
適
用
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
憲
法
規
定
は
、
憲
法
八
四
条
で
は
無

く
、
憲
法
四
一
条
の
通
常
の
立
法
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
憲
法
上
の
租
税
概
念
を
実
質
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
は

じ
め
て
、
憲
法
八
四
条
の
租
税
法
律
主
義
を
厳
格
に
解
し
、
無
用
の
例
外
を
許
容
し
な
い
と
い
う
論
理
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
民

の
人
権
を
真
に
守
る
解
釈
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
か
ら
租
税
法
学
説
の
通
説
は
、
租
税
特
別
措
置
を
、
憲
法
一
四
条
に
違
反
す
る
問
題
あ
る
立
法
と
捉
え
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
同
時
に
「
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
点
を
有
効
に
法
廷
に
持
ち
出
す
訴
訟
技
術
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
評
価
す
る
他
は
な

い
」
と
さ
れ
て
い
た
（
22
）

。

本
件
改
正
法
は
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
、
司
法
で
は
対
応
の
困
難
な
憲
法
一
四
条
違
反
の
事
態
に
対
す
る
立
法
的
、
行
政
的
解
決
策
な
の

で
あ
る
。
特
定
の
政
策
目
的
か
ら
万
や
む
を
得
ず
認
め
ら
れ
て
き
た
そ
う
し
た
特
別
措
置
は
、
そ
れ
を
維
持
す
る
必
要
性
が
消
滅
す
れ
ば

速
や
か
に
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
政
策
目
的
に
合
致
し
な
い
駆
け
込
み
利
用
は
、
厳
に
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三
二

そ
の
こ
と
を
無
視
し
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
租
税
法
に
過
ぎ
な
い
租
税
特
別
措
置
に
、
機
械
的
に
憲
法
八
四
条
を
適
用
し
て
、
改
正
法
を

租
税
法
律
主
義
違
反
と
非
難
す
る
見
解
は
、
租
税
法
の
原
点
と
し
て
の
公
平
主
義
を
忘
れ
た
も
の
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
1
） 

最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
判
決
：
民
集
六
五
巻
六
号
二
七
五
六
頁

（
2
） 

最
高
裁
第
二
小
法
廷
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
判
決
：
判
例
時
報
二
一
三
二
号
三
九
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
九
号
八
〇
頁
等
参
照

（
3
） 

第
一
判
決
の
最
高
裁
判
所
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
渡
辺
充
・
税
理
五
五
巻
一
号
一
二
二
頁
以
下
、
渡
辺
充
・
税
理
五
五
巻
二
号
九
二

頁
以
下
、
藤
曲
武
美
・
月
刊
税
務
事
例
四
四
巻
三
号
四
三
頁
以
下
、
品
川
芳
宣
・
税
研
一
六
二
号
七
八
頁
以
下
、
北
澤
達
夫
・
月
刊
税
務
事
例
四
四

巻
四
号
二
三
頁
以
下
、
等
が
あ
る
。

同
第
二
審
は
、
東
京
高
裁
平
成
二
〇
年
一
二
月
四
日
判
決
（
民
集
六
五
巻
六
号
二
八
九
一
頁
）
で
、
こ
れ
に
対
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
は
、
木
村

弘
之
亮
・
会
計
と
監
査
六
一
巻
一
号
四
〇
頁
以
下
が
あ
る
。

同
第
一
審
は
、
千
葉
地
裁
平
成
二
〇
年
五
月
一
六
日
判
決
（
民
集
六
五
巻
六
号
二
八
六
九
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
は
、

渡
辺
充
・
税
理
五
五
巻
一
号
一
二
二
〜
頁
以
下
、
渡
辺
充
・
税
理
五
五
巻
二
号
九
二
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
4
） 

第
二
判
決
の
最
高
裁
判
所
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
藤
井
茂
男
・M

onthly R
eport

三
四
号
二
五
頁
以
下
、
林
仲
宣
・
法
律
の
ひ
ろ

ば
六
五
巻
一
号
六
〇
頁
以
下
、
弘
中
聡
浩
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
六
号
八
頁
以
下
、
林
仲
宣
、
谷
口
智
紀
・
税
務
弘
報
六
〇
巻
一
号
一
一
二
頁
以
下
、

宇
賀
克
也
・
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
五
一
巻
二
号
四
四
頁
以
下
、
小
林
宏
司
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
一
号
一
一
〇
頁
以
下
、
本
村
大
輔
・
会
計
と
監
査

六
四
巻
一
号
四
四
頁
以
下
が
あ
る
。

同
第
二
審
は
、
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
三
月
一
一
日
判
決
（
訟
月
五
六
巻
二
号
一
七
六
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
平
仁
・

税
法
学
五
六
一
号
一
三
三
頁
以
下
、
志
賀
櫻
・
租
税
訴
訟
〔
三
〕
二
頁
以
下
、
等
が
あ
る
。

同
第
一
審
は
、
東
京
地
裁
平
成
二
〇
年
二
月
一
四
日
判
決
（
判
タ
一
三
〇
一
号
二
一
〇
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
三
木
義

一
・
税
理
五
一
巻
六
号
七
一
頁
以
下
、
石
村
耕
治
・
白
鴎
大
学
法
科
大
学
院
紀
要
二
号
二
一
三
頁
、
品
川
芳
宣
・
税
研
一
三
九
号
九
二
頁
以
下
、
谷



租
税
特
別
措
置
法
の
租
税
法
的
性
格
に
つ
い
て
（
甲
斐
）

三
三

口
智
紀
・
税
務
弘
報
五
六
巻
一
〇
号
一
三
九
頁
以
下
、
渡
辺
充
・
税
理
五
五
巻
一
号
一
二
二
頁
以
下
等
が
あ
る
。

（
5
） 

本
判
決
と
同
種
問
題
を
扱
っ
た
下
級
審
判
例
と
し
て
は
、
福
岡
地
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
九
日
（
判
タ
一
二
六
二
号
一
七
二
頁
）、
同
高
判
平

成
二
〇
年
一
〇
月
二
一
日
（
判
タ
一
二
九
四
号
九
八
頁
）
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
は
、
高
裁
判
決
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、

橋
本
守
次
・
税
務
弘
報
五
七
巻
二
号
四
六
頁
以
下
、
同
三
号
一
六
四
頁
以
下
、
坂
口
知
子
、
林
仲
宣
／
監
修
・
税
務
弘
報
五
七
巻
三
号
九
四
頁
以
下
、

宮
本
卓
・
専
修
法
研
論
集
四
五
号
一
四
七
頁
以
下
、
太
郎
良
留
美
・
法
学
〔
東
北
大
学
〕
七
三
巻
五
号
一
五
二
頁
以
下
、
吉
村
典
久
・
税
研
一
四
八

号
一
七
頁
以
下
、
弓
削
忠
史
・
税
務
弘
報
五
九
巻
三
号
一
七
三
頁
以
下
、
井
川
源
太
郎
・
税
法
学
五
六
七
号
二
四
一
頁
以
下
等
が
あ
る
。

地
裁
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
三
木
義
一
・
税
理
五
一
巻
六
号
七
一
頁
以
下
、
品
川
芳
宣
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
税
研
情
報
一
七
巻
三
号
七
〇
頁
以
下
、

浅
妻
章
如
・
月
刊
税
務
事
例
四
〇
巻
七
号
一
頁
以
下
、
増
田
英
敏
・
税
務
弘
報
五
六
巻
七
号
七
九
頁
以
下
、
永
山
茂
樹
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
三
巻
八

号
一
三
〇
頁
、
増
田
英
敏
、
河
野
忠
敏
・
Ｔ
Ｋ
Ｃ
税
研
情
報
一
七
巻
五
号
一
頁
以
下
、
石
村
耕
治
・
白
鴎
大
学
法
科
大
学
院
紀
要
二
号
二
一
三
頁
以

下
、
田
中
孝
男
・
速
報
判
例
解
説
〔
三
〕
五
三
頁
以
下
、
森
稔
樹
・
速
報
判
例
解
説
〔
三
〕〔
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
〕
二
八
七
頁
以
下
、
岸
田
貞
夫
・

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
三
号
二
〇
〇
頁
以
下
、
今
本
啓
介
・
自
治
研
究
八
五
巻
一
一
号
一
四
〇
頁
以
下
、
中
村
有
希
・
平
成
二
〇
年
度
主
要
民
事
判
例

解
説
〔
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
五
〕
二
五
二
頁
以
下
、
渡
辺
充
・
税
理
五
五
巻
一
号
一
二
二
頁
以
下
、
同
二
号
九
二
頁
以
下
、
等
が
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
に
紹
介
し
た
三
つ
の
高
裁
判
決
を
対
象
に
検
討
し
た
論
考
と
し
て
堀
勝
己
「
土
地
建
物
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
廃
止
を
め
ぐ

る
税
制
改
正
の
問
題
点
│
遡
及
適
用
の
可
否
を
争
点
と
し
た
裁
判
例
の
検
討
を
中
心
に
」
租
税
資
料
館
賞
受
賞
論
文
集
第
一
九
回
（
二
〇
一
〇
年
）

下
巻
二
七
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
6
） 

金
子
宏
『
租
税
法
』
第
一
五
版
弘
文
堂
八
一
頁
よ
り
引
用

（
7
） 

拙
著
『
憲
法
原
理
と
財
政
法
規
』
八
千
代
出
版　

一
九
九
六
年
三
月
一
〇
日
刊
二
二
五
頁
以
下
参
照

（
8
） 

旭
川
健
康
保
険
料
最
高
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
大
法
廷
平
成
一
八
年
三
月
一
日
判
決
（
民
集
六
〇
巻
二
号
五
八
七
頁
）
参
照

（
9
） 

米
合
衆
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
権
限
は
、
同
憲
法
に
限
定
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
事
項
に
限
ら
れ
て
お
り
、
租
税
は
そ

の
権
限
の
一
つ
で
あ
る
。H

ill v. W
allace, 259 U

.S
. 44 

（1922

）
事
件
が
、
法
律
が
租
税
と
宣
言
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
実
質
的
に
租
税
に
該

当
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
租
税
法
で
は
無
い
と
し
た
先
例
と
な
る
判
決
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
一
年
先
物
取
引
法
（F

uture T
rading 



三
四

A
ct of 1921

）
は
、
穀
物
の
先
物
契
約
（F

uture C
ontract

）
に
対
し
、
課
税
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
全
会
一
致

で
、
そ
の
実
質
は
課
税
で
は
無
く
、
罰
金
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
同
法
は
違
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
な
お
、
こ
の
違
憲
判
決
か
ら
わ
ず
か
二
週
間

後
に
、
連
邦
議
会
は
一
九
二
二
年
穀
物
先
物
法
（G

rain F
utures A

ct of 1922

）
を
成
立
さ
せ
た
。
同
法
は
実
質
的
に
は
一
九
二
一
年
先
物
取
引

法
と
同
一
内
容
の
法
律
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、B

oard of T
rade of C

ity of C
hicago v. O

lsen, 262 U
.S
. 1 

（1923

）
事
件
に
お

い
て
、
同
法
を
合
憲
と
し
た
。
こ
れ
は
、
同
法
の
規
制
内
容
が
連
邦
議
会
の
別
の
立
法
権
限
で
あ
る
州
際
取
引
条
項
に
該
当
す
る
と
し
た
た
め
で

あ
っ
て
、H

ill v. W
allace

事
件
に
お
け
る
租
税
に
該
当
し
な
い
と
い
う
判
断
を
変
更
し
た
も
の
で
は
無
い
。

（
10
） 

こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
近
時
制
度
変
更
が
激
し
い
の
で
、
簡
単
に
そ
の
歴
史
を
紹
介
す
る
。
平
成
一
二
年
度
ま
で
は
「
資
金
運
用
部
特
別
会

計
」
と
い
う
特
別
会
計
が
あ
り
、
郵
便
貯
金
、
年
金
積
立
金
、
そ
の
他
の
特
別
会
計
の
余
裕
金
と
い
っ
た
公
的
資
金
を
預
託
と
い
う
形
で
統
合
運
用

し
、
そ
の
資
金
を
国
債
と
し
て
運
用
す
る
ほ
か
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
特
殊
法
人
な
ど
の
事
業
の
原
資
と
し
て
貸
し
付
け
て
運
用
し
て
い
た
。

し
か
し
、
特
殊
法
人
な
ど
が
肥
大
化
し
、
民
業
を
圧
迫
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
高
ま
っ
た
結
果
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
、
市
場
原
理
と
の
調
和

を
図
る
と
と
も
に
、
特
殊
法
人
な
ど
の
改
革
・
効
率
化
に
も
寄
与
す
る
よ
う
、
財
政
投
融
資
制
度
は
抜
本
的
に
改
革
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
会
計
名

も
「
財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。

平
成
二
〇
年
度
に
、
特
別
会
計
の
廃
止
及
び
統
合
を
目
指
し
、
特
別
会
計
の
根
拠
法
を
統
合
し
た
「
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

そ
の
整
理
統
合
の
一
環
と
し
て
、
会
計
名
が
「
財
政
投
融
資
特
別
会
計
」
に
変
更
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
産
業
投
資
特
別
会
計
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
、
こ
の
特
別
会
計
の
う
ち
、
社
会
資
本
整
備
勘
定
は
廃
止
さ
れ
て
一
般
会
計
へ
移
管
さ
れ
、
産
業
投
資
勘
定
に
つ
い
て
は
、
財
政
投
融
資
特

別
会
計
の
投
資
勘
定
に
な
っ
た
。

（
11
） 

米
国
に
お
け
る
裏
口
支
出
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
注（
7
）引
用
拙
著
六
七
頁
以
下
等
参
照
。

（
12
） 

わ
が
国
に
お
け
る
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
北
野
弘
久
『
現
代
税
法
の
構
造
』
第
二
章
三

「
租
税
特
別
措
置
の
問
題
」
五
二
頁
以
下
、
金
子
宏
「
市
民
と
租
税
」
岩
波
講
座
『
現
代
法
』
八
巻
三
〇
三
頁
以
下
、
畠
山
武
道
「
租
税
特
別
措
置

と
そ
の
税
制
│
日
米
比
較
│
」
租
税
法
研
究
一
八
号
一
頁
以
下
、
佐
藤
英
明
「
租
税
優
遇
措
置
」
岩
波
講
座
『
現
代
の
法
』
八
巻
一
五
五
頁
以
下
、

等
参
照
。



租
税
特
別
措
置
法
の
租
税
法
的
性
格
に
つ
い
て
（
甲
斐
）

三
五

（
13
） 

税
制
調
査
会
平
成
一
二
年
答
申
「
わ
が
国
税
制
の
現
状
と
課
題
│
二
一
世
紀
に
向
け
た
国
民
の
参
加
と
選
択
│
」
一
三
七
頁
よ
り
引
用

（
14
） 

米
国
に
お
い
て
も
、
租
税
歳
出
予
算
（T

ax E
xpenditure B

udget

）
と
呼
ば
れ
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
予
算
と
共
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
石
村
耕
治
「
租
税
歳
出
概
念
に
よ
る
租
税
特
別
措
置
の
統
制
」『
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
財
政
法
の
構
造
』

一
九
九
五
年
法
律
文
化
社
刊
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
15
） 

政
策
的
意
図
か
ら
行
わ
れ
る
資
金
供
給
は
期
待
権
で
あ
っ
て
具
体
的
権
利
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
判
例
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
北
海
道
釧
路
市
に
工
場
誘
致
条
例
が
あ
り
、
市
内
で
工
場
の
新
設
ま
た
は
増
設
が
あ
っ
た
場
合
は
企
業
に
奨
励
金
を
出
す
と
し
て
い
た
。
そ
こ

で
、
あ
る
企
業
が
工
場
を
増
設
し
た
が
、
そ
の
完
成
前
に
市
は
同
条
例
を
改
正
し
て
新
設
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
、
増
設
の
場
合
の
奨
励
金

の
交
付
制
度
は
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
こ
で
奨
励
金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
同
市
に
工
場
増
設
を
行
っ
て
き
た
企
業
が
、
奨
励
金
の

交
付
を
求
め
て
訴
え
た
。
札
幌
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
決
し
た
（
札
幌
高
裁
昭
和
四
四
年
四
月
一
七
日
判
決
＝
行
政
事
件
裁
判
例
集
二
〇
巻
四
号

四
五
九
頁
）。

（
奨
励
金
制
度
は
）「
同
市
の
財
政
状
態
や
政
治
的
、
社
会
的
情
勢
の
変
動
に
応
じ
て
将
来
の
改
廃
が
予
測
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
、
永
久
・
不

変
の
制
度
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
現
に
旧
条
例
制
定
当
初
の
経
緯
お
よ
び
そ
の
後
の
数
回
に
亘
る
改
正
の
経
過
な
ど
は
こ
れ

を
裏
付
け
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
右
奨
励
金
制
度
は
、
釧
路
市
内
に
工
場
を
増
設
し
た
企
業
に
対
し
て
何

ら
の
反
対
給
付
を
受
け
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
交
付
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
は
、
工
場
を
増
設
す
る
た
め
に
資
金
を
投
下
す
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
営
利
事
業
に
従
事
し
、
自
由
に
経
済
活
動
を
営
む
べ
き
当
該
企
業
の
経
営
上
の
理
由
と
そ
の
必
要
に
も
と
づ
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
奨
励
金
の
交
付
と
対
価
的
関
係
に
立
つ
出
捐
な
い
し
負
担
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
旧
条
例
に
よ
る
工
場
増

設
に
対
す
る
奨
励
金
は
、
多
分
に
恩
恵
的
な
性
質
を
有
す
る
給
付
で
あ
つ
て
、
工
場
を
増
設
し
て
企
業
に
対
し
提
供
さ
れ
る
特
別
の
利
益
に
過
ぎ

ず
、
釧
路
市
と
し
て
は
、
そ
の
政
策
的
考
慮
に
も
と
づ
き
右
奨
励
金
制
度
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る
と
否
と
の
自
由
を
有
す
る
」

（
16
） 

金
子
・
注（
6
）紹
介
書
二
一
一
頁
よ
り
引
用

（
17
） 

改
正
法
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
川
上
文
吾
「
所
得
税
法
、
租
税
特
別
措
置
法
等
（
所
得
税
関
係
）
の
一
部
改
正
」（
税
務
弘
報
五
六
巻
八

号
一
〇
頁
以
下
）
が
詳
し
い
。



三
六

（
18
） 

水
野
忠
恒
『
租
税
法
』
第
三
版
二
〇
〇
七
年
刊
一
四
頁
よ
り
引
用
。
こ
の
水
野
の
文
章
は
、
引
用
し
た
と
お
り
前
三
つ
の
基
準
と
後
二
つ
の
基

準
に
わ
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
金
子
・
注（
6
）紹
介
書
九
三
頁
は
前
三
つ
の
基
準
の
み
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
は
同
書
の
昭
和
五
一
年

（
一
九
七
六
年
）
の
初
版
か
ら
の
一
貫
し
た
記
述
な
の
で
、
そ
れ
に
水
野
が
あ
と
二
つ
の
基
準
を
加
え
た
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
19
） 
第
一
六
九
回
国
会
、
第
一
七
一
回
国
会
に
お
い
て
租
税
特
別
措
置
の
透
明
化
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
議
員
立
法
が
参
議
院
か
ら
民
主
党
議
員
の

発
議
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
。
法
律
案
の
題
名
は
、「
租
税
特
別
措
置
の
整
理
及
び
合
理
化
を
推
進
す
る
た
め
の
適
用
実
態
調
査
及
び
正
当
性
の
検
証

等
に
関
す
る
法
律
案
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
条
三
項
は
次
の
様
に
定
め
て
い
た
。

「
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
正
当
性
の
検
証
」
と
は
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
の
実
態
を
基
礎
と
し
て
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
（
第
八
条
第
一
項
及
び
第
一
〇
条
に
お
い
て
「
正
当
性
に
関
す
る
事
項
」
と
い
う
。）
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

一　

行
政
目
的
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
相
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。

二　

行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。

三　

適
用
を
受
け
る
納
税
者
の
過
度
の
偏
り
そ
の
他
の
適
用
の
実
態
に
お
け
る
合
理
性
を
欠
く
不
公
平
が
生
じ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。」

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
前
注
に
引
用
し
た
金
子
宏
の
見
解
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
同
法
案
は

「
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八
号
）
と
し
て
成
立
し
た
が
、
名
称
の
変
更
に
応

じ
て
、
成
立
し
た
法
律
に
は
正
当
化
の
検
証
に
関
連
す
る
条
文
は
存
在
し
て
し
な
い
。

（
20
） 

畠
山
・
注（
12
）紹
介
論
文
は
、
租
税
特
別
措
置
の
概
念
の
一
つ
と
し
て
「
役
割
が
終
了
さ
れ
る
に
し
た
が
い
廃
止
さ
れ
る
べ
き
不
合
理･

不
公

正
な
措
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
本
文
に
述
べ
た
情
況
は
、
そ
れ
に
も
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
） 

同
種
判
決
と
し
て
先
に
注（
5
）で
紹
介
し
た
福
岡
高
裁
判
決
も
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。

（
22
） 

佐
藤
英
明
・
注（
12
）引
用
論
文
一
六
一
頁
よ
り
引
用
。
ま
た
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
諸
文
献
参
照
。
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重　
　

博

一　

は
じ
め
に

有
価
証
券
の
滅
失
に
よ
り
、
物
理
的
存
在
を
失
う
こ
と
、
お
よ
び
有
価
証
券
の
紛
失
、
盗
難
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
所
持
を
失
い
所
在
が

判
ら
な
く
な
る
こ
と
を
、
有
価
証
券
の
喪
失
と
い
う
（
非
訟
一
一
四
条
）。
著
し
い
有
価
証
券
の
抹
消
・
毀
損
に
よ
っ
て
、
有
価
証
券
の
同

一
性
を
失
う
程
度
に
至
っ
た
時
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
詐
欺
、
横
領
、
脅
迫
に
よ
っ
て
有
価
証
券
の
占
有
を
失
っ
て
も
、

そ
の
者
に
追
及
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
。

有
価
証
券
を
喪
失
し
た
場
合
で
も
、
喪
失
者
は
そ
の
た
め
に
有
価
証
券
上
の
実
質
的
権
利
は
失
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
有
価
証
券
上

の
権
利
は
、
そ
の
有
価
証
券
作
成
時
に
お
け
る
有
価
証
券
の
記
載
に
よ
っ
て
生
じ
、
そ
の
後
に
お
け
る
有
価
証
券
の
運
命
如
何
は
、
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
権
利
を
有
し
て
い
て
も
、
有
価
証
券
を
所
持
し
て
い
な
い
た
め
権
利
者
と
し
て
の
推
定



三
八

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
で
は
有
価
証
券
上
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
も
譲
渡
す
る
こ
と
も
で
き
な
（
1
）

い
（
2
）

。
債

権
者
が
、
有
価
証
券
喪
失
者
を
真
の
権
利
者
と
認
め
て
支
払
う
と
し
て
も
、
喪
失
し
た
有
価
証
券
が
第
三
者
に
善
意
取
得
さ
れ
て
、
そ
の

者
か
ら
二
重
に
支
払
請
求
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
と
は
保
証
で
き
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
原
因
債
権
が
あ
っ
て
も
、
有
価
証
券
と
の
同
時

履
行
の
抗
弁
の
対
抗
を
受
け
る
と
、
や
は
り
有
価
証
券
を
返
還
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
権
利
者
が
有
価
証
券
を
喪
失
し
た
場
合
に
、

そ
の
有
価
証
券
の
善
意
取
得
者
が
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
絶
対
に
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
有
価
証
券
喪
失
者
の
受
け
る
不
利
益
を
救
済
し
て
そ
の
保
護
を
図
る
手
続
き
が
必
要
と
な
り
、
比
較
法
的
に
は
種
々
の
方
法
が
認

め
ら
れ
て
い
る
（
3
）

。

わ
が
国
で
は
、
有
価
証
券
の
喪
失
に
よ
っ
て
生
ず
る
特
別
事
情
に
応
え
る
た
め
の
法
律
制
度
と
し
て
、
有
価
証
券
の
公
示
催
告
・
除
権

決
定
の
制
度
が
あ
る
（
非
訟
九
九
条
以
下
）。
こ
れ
は
、
他
に
有
価
証
券
の
善
意
取
得
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
を
一
応
確
か
め
た
う
え
、
有

価
証
券
上
の
権
利
と
証
券
と
の
結
合
を
解
除
し
、
証
券
の
所
持
な
く
し
て
権
利
の
行
使
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
し

か
し
、
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
は
、
喪
失
者
の
救
済
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
喪
失
し
た
有
価
証
券
を
善
意
で
取
得
し
た
者
の
利
益
を
も

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
公
示
催
告
手
続
に
お
け
る
有
価
証
券
の
喪
失
者
の
救
済
と
、
当
該
証
券
取
得
者
の
利
益
と
の
調
整
を

図
る
必
要
が
で
て
く
る
。

従
前
、
公
示
催
告
手
続
に
関
し
て
は
、「
公
示
催
告
手
続
及
ビ
仲
裁
手
続
ニ
関
ス
ル
法
律
」
で
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
非
訟
事

件
手
続
法
（
平
成
二
三
・
五
・
二
五
法
五
一
）
第
四
編
公
示
催
告
事
件
（
非
訟
九
九
条
以
下
）
に
収
容
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
も
変
更
が
生
じ
た
。

と
り
わ
け
、
除
権
判
決
か
ら
除
権
決
定
等
（
非
訟
一
〇
六
条
）
に
大
幅
な
変
更
が
伴
っ
た
。

ま
た
、
非
訟
事
件
手
続
法
の
公
示
催
告
・
除
権
決
定
制
度
の
対
象
で
あ
っ
た
株
券
が
、
会
社
法
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
株
券
喪
失
登
録
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制
度
（
会
二
二
一
条
以
下
）
に
取
り
込
ま
れ
た
た
め
、
そ
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
も
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
（
4
）

。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
新
制
度
に
つ
い
て
の
文
献
の
少
な
い
有
価
証
券
の
喪
失
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

二　

公
示
催
告
手
続
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券

公
示
催
告
手
続
を
経
て
除
権
決
定
に
よ
り
無
効
宣
言
で
き
る
有
価
証
券
は
、
法
令
で
定
め
た
も
の
に
限
る
（
非
訟
九
九
条
）。
会
社
法
で

定
め
る
も
の
と
し
て
新
株
予
約
権
証
券
（
会
社
二
九
一
条
一
項
）、
社
債
券
（
会
社
六
九
九
条
一
項
）
が
あ
る
。
有
価
証
券
一
般
に
つ
い
て
は
、

民
法
施
行
法
五
七
条
が
指
図
証
券
、
無
記
名
証
券
（
5
）

、
選
択
無
記
名
証
券
に
つ
い
て
認
め
て
い
る
。
他
に
、
抵
当
証
券
（
抵
証
四
〇
条
）
が

あ
る
。

⑴　

有
価
証
券
の
意
義

有
価
証
券
は
、
権
利
と
証
券
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
の
行
使
を
円
滑
安
全
に
す
る
と
と
も
に
権
利
の
流
通
を
高
め
る
制
度

で
あ
る
。
し
か
し
、
表
章
さ
れ
る
権
利
の
種
類
、
権
利
と
証
券
の
結
合
の
程
度
お
よ
び
権
利
の
移
転
・
行
使
の
能
様
な
ど
に
よ
っ
て
多
く

の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
の
通
説
は
、「
有
価
証
券
と
は
、
財
産
的
価
値
を
有
す
る
私
権
を
表
章
す
る
証
券
で
あ
っ

て
、
権
利
の
発
生
・
移
転
・
行
使
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
証
券
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
証
券
を
い
う
」
と
定
義
し
て
い
た
。

⑵　

完
全
有
価
証
券
と
不
完
全
有
価
証
券

手
形
・
小
切
手
は
、
権
利
の
発
生
・
移
転
・
行
使
の
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
権
利
と
証
券
と
が
結
合
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
完
全
有
価

証
券
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
有
価
証
券
の
す
べ
て
が
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
わ
け
で
は
い
。
同
じ
有
価
証
券
で
も
、
貨
物

引
換
証
や
倉
庫
証
券
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
運
送
契
約
上
ま
た
は
寄
託
契
約
上
の
運
送
品
ま
た
は
寄
託
物
の
返
還
請
求
権
を
表
章
す
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る
証
券
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
送
契
約
が
無
効
あ
る
い
は
取
り
消
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
証
券
上
表
章
し
て
い
る
権
利
は
実
在

し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
運
送
人
は
善
意
の
第
三
取
得
者
に
対
し
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
。
ま
た
、
運
送
品
が
不
可
効
力
に
よ
っ
て
滅

失
し
た
場
合
に
も
、
証
券
上
の
権
利
は
滅
失
す
る
（
商
五
七
七
条
）。
ま
た
、
証
券
上
の
債
権
も
運
送
債
権
と
し
て
、
一
年
の
短
期
時
効
に

服
す
る
（
商
五
八
九
条
・
五
六
六
条
）。
こ
の
よ
う
な
性
質
の
証
券
を
非
設
権
証
券
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
貨
物
引
換
証
、
倉
庫
証
券
の
い
ず
れ
も
、
そ
の
表
章
す
る
権
利
の
移
転
の
た
め
に
は
証
券
の
交
付
を
必
要
と
す
る
の

で
、
有
価
証
券
と
し
て
の
特
徴
は
や
は
り
保
持
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
証
券
に
も
、
そ
れ
を
譲
り
受
け
た
者
が
証
券
を
所
持

し
て
い
る
か
ぎ
り
、
民
法
上
の
指
名
債
権
の
譲
受
人
の
場
合
に
必
要
と
す
る
確
定
日
付
の
あ
る
譲
渡
通
知
ま
た
は
債
権
者
の
承
諾
が
な
く

て
も
、
二
重
譲
渡
を
防
止
し
権
利
行
使
が
で
き
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
安
全
機
能
が
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
他
の
有
価
証
券
と

実
質
的
な
共
通
点
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
有
価
証
券
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
権
利
の
発
生
に
証
券
を
要
し
な
い
も
の
、
記
名
証
券
の
よ
う
に

特
定
の
権
利
者
が
記
載
さ
れ
て
有
価
証
券
的
流
通
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
指
図
禁
止
手
形
も
含
む
）
が
混
在
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
有
価
証
券
と
は
、「
財
産
的
価
値
あ
る
私
権
を
表
章
す
る
証
券
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
利
の
行
使
ま
た
は
移
転
に
証
券
の
占
有

ま
た
は
移
転
を
必
要
と
す
る
証
券
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
の
が
近
時
の
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
貨
物
引
換
証
、
船
荷
証
券
、
倉
庫
証
券
、

社
債
券
な
ど
の
場
合
は
、
権
利
の
発
生
、
権
利
の
移
転
、
権
利
の
行
使
の
一
部
の
み
に
証
券
を
必
要
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
不

完
全
有
価
証
券
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑶　

金
融
商
品
取
引
法
上
の
有
価
証
券

金
融
商
品
取
引
法
上
の
適
用
範
囲
を
画
す
る
概
念
と
し
て
、
有
価
証
券
及
び
有
価
証
券
か
ら
派
生
す
る
一
定
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
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あ
る
（
6
）

。
金
融
商
品
取
引
法
上
の
有
価
証
券
概
念
で
は
、
証
券
市
場
の
形
成
可
能
性
を
問
題
に
す
る
た
め
、
必
ず
し
も
証
券
の
発
行
を
要
し

な
い
（
金
商
二
条
二
項
）。
金
融
商
品
取
引
法
上
、
有
価
証
券
は
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
（
金
商
二
条
一
項
）、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て

い
な
く
て
も
政
令
指
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
拡
大
で
き
る
（
金
商
二
条
一
項
二
一
号
）。
こ
れ
ら
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
一
定

の
も
の
は
、
証
券
が
発
行
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
（
有
価
証
券
表
示
権
利
）
を
も
っ
て
有
価
証
券
と
み
な
さ

れ
る
（
金
商
二
条
二
項
前
段
）（
振
替
社
債
等
）。
さ
ら
に
こ
れ
以
外
で
あ
っ
て
も
、
み
な
し
有
価
証
券
と
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
（
金
商
二
条
二

項
後
段
（
7
）

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
公
示
催
告
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
。

三　

公
示
催
告
手
続
の
対
象
と
な
ら
な
い
証
券

㈠　

株
券

社
団
の
社
員
と
し
て
の
地
位
・
資
格
を
表
章
す
る
も
の
を
社
員
権
証
券
と
い
い
、
株
券
が
こ
れ
に
属
す
る
（
8
）

。
た
と
え
ば
、
代
表
取
締
役

が
会
社
の
た
め
に
融
資
を
受
け
る
た
め
の
担
保
に
利
用
す
る
目
的
で
予
備
株
券
に
署
名
を
し
て
債
権
者
に
交
付
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
証
券
の
基
礎
に
は
有
効
な
株
式
が
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
資
本
が
増
加
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
そ
の
証
券
は
株
券
と
し

て
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
株
券
は
、
す
で
に
有
効
に
存
在
し
て
い
る
株
式
を
前
提
に
、
後
か
ら
表
章
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
善
意
の
第
三
者
が
こ
れ
を
取
得
し
て
も
、
こ
の
者
が
株
主
権
を
有
効
に
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
株
券
は
権
利
の
行
使
に
つ
い
て
も
証
券
を
必
要
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
株
主
の
権
利
の
一
つ
で
あ
る
株
主
総
会
で
の
議
決
権
を
行
使

す
る
に
は
、
株
券
を
総
会
場
に
持
参
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
、
剰
余
金
を
受
け
取
る
の
に
も
株
券
を
会
社
に
呈
示
す
る
必
要
は
な
い
。

議
決
権
は
株
主
名
簿
（
会
一
二
一
条
）
の
記
載
に
従
っ
て
送
付
さ
れ
る
召
集
通
知
状
（
会
二
九
九
条
）
を
持
参
す
れ
ば
行
使
で
き
、
ま
た
、
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剰
余
金
も
、
株
主
名
簿
上
の
記
載
等
に
従
っ
て
会
社
の
方
か
ら
株
主
に
送
ら
れ
て
く
る
（
会
四
五
七
条
）。

こ
の
よ
う
に
、
株
券
は
権
利
行
使
に
独
特
な
配
慮
が
加
味
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
前
、
非
訟
事
件
手
続
法
の

公
示
催
告
・
除
権
決
定
制
度
の
対
象
で
あ
っ
た
株
券
が
、
会
社
法
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
株
券
喪
失
登
録
制
度
（
会
二
二
一
条
以
下
）
に
取

り
込
ま
れ
た
た
め
、
そ
の
対
象
か
ら
取
り
除
か
れ
た
の
で
あ
る
。
株
券
喪
失
者
は
、
発
行
会
社
ま
た
は
株
主
名
簿
管
理
人
に
備
え
ら
れ
た

株
券
喪
失
登
録
簿
に
株
券
喪
失
を
登
録
し
、
登
録
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
の
間
に
株
券
を
所
持
す
る
者
が
喪
失
登
録
抹
消

の
申
請
を
す
る
等
し
な
け
れ
ば
、
株
券
は
無
効
と
な
り
、
喪
失
登
録
し
た
者
に
株
券
を
再
発
行
す
る
こ
と
と
な
り
（
会
二
二
一
条
〜
二
三
二

条
）、
非
訟
事
件
手
続
法
第
四
編
は
、
株
券
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
（
会
二
三
三
条
）。

㈡　

公
示
催
告
手
続
の
対
象
と
な
ら
な
い
証
券

⑴　

証
拠
証
券

こ
れ
は
、
法
律
関
係
の
証
明
を
容
易
に
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
る
証
券
で
、
受
取
証
書
、
借
用
証
文
、
賃
貸
借
契
約
書
、
預
り
証
な
ど

の
よ
う
に
一
定
の
事
実
を
証
明
す
る
書
面
を
い
う
。
証
券
に
権
利
が
結
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
権
利
行
使
と
か
譲
渡
の
際
に

必
ず
し
も
そ
の
所
持
を
要
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
書
面
に
財
産
上
の
権
利
が
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
権
利
の
発
生
、
変
更
、
移
転
、

行
使
、
消
滅
に
つ
き
そ
の
証
券
は
実
体
法
上
何
ら
意
味
を
有
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
、
訴
訟
上
の
証
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
た
め
権
利
者
は
、
た
と
え
証
拠
証
券
を
作
ら
ず
、
あ
る
い
は
失
っ
た
と
し
て
も
、
他
の
証
拠
で
自
己
の
権
利
を
証
明
し
て
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
有
価
証
券
は
同
時
に
証
拠
証
券
で
も
あ
る
。

⑵　

免
責
証
券
（
資
格
証
券
）

債
権
者
が
証
券
の
所
持
人
に
弁
済
す
れ
ば
、
所
持
人
が
真
の
権
利
者
で
な
い
場
合
で
も
、
弁
済
者
に
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
な
い
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か
ぎ
り
、
債
務
を
免
れ
る
効
力
の
あ
る
証
券
で
、
資
格
証
券
と
も
い
う
。
銀
行
預
金
証
書
、
貯
金
証
書
、
鉄
道
手
荷
物
引
換
券
、
旅
館
で

の
下
足
札
、
ホ
テ
ル
な
ど
で
の
ク
ロ
ー
ク
番
号
札
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
い
ず
れ
も
権
利
者
が
不
特
定
多
数
で
あ
っ
て
、
債
務
者
側
と

し
て
権
利
者
の
識
別
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
利
用
さ
れ
る
。
特
定
人
間
の
債
権
債
務
に
関
す
る
証
拠
証
券
に
債
務
者
の
便
益
の
た
め
の
免

責
力
を
付
加
し
た
も
の
で
権
利
を
表
章
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
有
価
証
券
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
免
責
証
券
の
譲
渡
と
い
う

こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
免
責
証
券
を
所
有
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
権
利
を
行
使
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
そ
の
証
券
の

所
持
を
失
っ
て
も
、
他
の
方
法
で
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
手
形
・
小
切
手

な
ど
の
有
価
証
券
の
多
く
は
、
同
時
に
免
責
証
券
で
も
あ
る
（
手
四
〇
条
三
項
・
七
七
条
一
項
三
号
、
小
三
五
条
）。

⑶　

設
権
証
書

遺
言
証
書
や
会
社
の
定
款
の
よ
う
に
、
一
定
要
式
の
書
面
の
作
成
が
実
体
法
上
の
法
律
関
係
の
成
立
要
件
と
さ
れ
る
も
の
で
、
逆
に
、

証
書
が
作
成
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
法
律
関
係
の
成
立
を
み
な
い
も
の
を
い
う
（
民
九
六
〇
条
・
九
六
七
条
、
会
二
六
条
・
二
七
条
・
五
七
五
条
・

五
七
六
条
）。
手
形
・
小
切
手
の
設
権
証
券
性
と
似
て
い
る
が
、
設
権
証
書
は
単
に
法
律
行
為
の
方
式
と
し
て
要
式
の
書
面
の
作
成
が
要
求

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
、
有
価
証
券
の
よ
う
に
書
面
が
権
利
を
表
章
す
る
と
い
う
性
質
を
有
し
な
い
。
ま
た
、
有
価
証
券
で
は
権
利
の

移
転
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
に
対
し
、
遺
言
証
書
や
会
社
の
定
款
な
ど
の
設
権
証
書
で
は
そ
の
流
通
や
そ
れ
に
よ
る
権

利
行
使
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

⑷　

金
券

こ
れ
は
、
表
示
さ
れ
て
い
る
金
額
に
応
ず
る
価
値
を
法
律
上
当
然
に
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
証
券
で
、
金
額
券
と
も
い
わ
れ
る
。

こ
の
金
券
は
、
発
行
者
に
対
す
る
請
求
権
を
表
章
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
有
価
証
券
と
は
異
な
る
。
い
わ
ば
、
金
銭
の
代
用
と
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な
る
証
券
で
あ
っ
て
、
収
入
印
紙
、
郵
便
切
手
な
ど
が
金
券
に
属
す
る
。
金
券
の
価
値
は
、
法
律
が
特
定
の
使
用
目
的
に
限
定
し
て
で
は

あ
る
が
、
金
銭
に
代
わ
り
う
る
効
果
を
証
票
自
体
に
与
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
（
郵
便
三
二
条
一
項
、
印
税
八
条
一
項
）。

有
価
証
券
の
場
合
、
権
利
者
の
意
思
に
よ
ら
な
い
証
券
の
喪
失
（
焼
失
、
盗
難
な
ど
）
が
あ
っ
て
も
権
利
は
失
わ
れ
ず
、
公
示
催
告
・
除

権
決
定
制
度
（
非
訟
一
五
六
条
以
下
）
に
よ
る
救
済
の
道
が
あ
る
。
し
か
し
、
金
券
に
あ
っ
て
は
、
文
字
通
り
権
利
と
証
券
と
が
一
体
で

あ
っ
て
、
証
券
を
喪
失
す
れ
ば
同
時
に
権
利
も
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
券
に
つ
い
て
は
、
除
権
決
定
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
兌
換
銀
行
券
は
、
兌
換
券
す
な
わ
ち
金
貨
と
交
換
で
き
る
権
利
を
表
章
し
て
い
た
の
で
、
金
銭
債
権
的
有
価
証
券
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
兌
換
停
止
銀
行
券
は
何
ら
の
請
求
権
も
表
章
し
て
い
な
い
の
で
有
価
証
券
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
不
換
政
府
紙
幣
と
同
じ
く
、
一
定
の
紙
面
に
法
が
付
与
し
た
強
制
通
用
力
（
貨
幣
七
条
・
五
条
、
日
銀
二
九
条
）

に
そ
の
価
値
を
有
す
る
と
み
る
ほ
か
な
い
の
で
、
紙
幣
の
物
理
的
滅
消
失
と
と
も
に
そ
の
価
値
も
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
紙

幣
は
金
券
に
属
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑸　

乗
車
券

こ
れ
は
、
旅
客
運
送
契
約
に
お
い
て
、
運
送
代
金
の
支
払
と
引
換
え
に
運
送
人
が
発
行
す
る
証
券
で
、
鉄
道
・
バ
ス
・
旅
客
船
な
ど
の

交
通
機
関
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
。
通
説
は
、
運
送
請
求
権
を
表
章
す
る
有
価
証
券
で
あ
り
、
引
渡
し
に
よ
り
自
由
に
譲
渡

す
る
こ
と
が
で
き
、
他
方
、
運
送
人
（
債
務
者
）
も
所
持
人
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
れ
ば
免
責
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
有

力
説
は
、
乗
車
券
に
お
い
て
権
利
と
証
券
と
が
結
合
さ
れ
て
い
る
の
は
、
譲
渡
を
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
集
団
的
・
大
量
的
な
権

利
行
使
を
確
実
か
つ
便
宜
に
す
る
た
め
の
技
術
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
有
価
証
券
性
を
否
定
し
て
い
る
。
な
お
、
乗
車
券
の
改
札
後
は
、

単
な
る
証
拠
証
券
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
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定
期
乗
車
券
も
、
そ
の
権
利
行
使
（
乗
車
）
に
そ
の
所
持
が
必
要
で
あ
り
、
運
用
期
間
お
よ
び
通
用
区
間
を
指
定
し
た
包
括
的
運
送
契

約
上
の
請
求
権
を
表
章
し
た
有
価
証
券
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
定
期
乗
車
券
に
は
、
ま
っ
た
く
譲
渡
性
が
な
い
。
回
数
乗

車
券
に
つ
き
判
例
は
、
運
送
賃
の
前
払
を
証
す
る
単
な
る
証
票
な
い
し
運
送
賃
代
用
の
票
券
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
有
価
証
券
性
を

否
定
し
て
い
る
（
大
判
大
六
・
二
・
二
三
民
録
二
三
輯
三
五
項
、
京
都
地
判
大
一
〇
・
三
・
一
一
新
聞
一
八
四
〇
号
二
〇
頁
、
大
判
昭
一
四
・
二
・
一

新
聞
四
三
九
三
号
四
頁
）。
し
か
し
、
学
説
は
、
回
数
乗
車
券
も
定
期
乗
車
券
と
同
じ
く
、
通
用
期
間
お
よ
び
通
用
区
間
の
指
定
の
あ
る
包

括
的
運
送
契
約
上
の
権
利
を
表
章
す
る
有
価
証
券
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

四　

公
示
催
告
手
続

公
示
催
告
の
申
立
て
は
、
公
示
催
告
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
又
は
当
該
公
示
催
告
に
係
る
権
利
の
目
的
物

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
簡
易
裁
判
所
に
対
し
て
行
う
（
非
訟
一
〇
〇
条
）。
公
示
催
告
の
申
立
人
は
、
有
価
証
券
の
最
終
所
持
人
お
よ
び
証

書
に
よ
り
権
利
を
主
張
で
き
る
者
で
あ
る
。
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
権
利
者
と
し
て
の
形
式
的
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で

足
り
る
。
振
出
人
が
手
形
を
発
行
す
る
以
前
に
喪
失
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
そ
の
手
形
が
第
三
者
に
善
意
取
得
さ
れ
る
と
手
形

上
の
責
任
を
負
う
と
い
う
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
振
出
人
に
申
立
権
を
認
め
て
い
る
（
9
）

。

申
立
て
の
際
、
申
立
人
は
、
有
価
証
券
の
謄
本
を
提
出
す
る
か
、
ま
た
は
有
価
証
券
の
主
な
内
容
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
、

有
価
証
券
を
な
く
し
た
事
実
（
紛
失
・
盗
難
・
消
失
な
ど
）
お
よ
び
自
分
が
最
終
の
所
持
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
疎
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
非
訟
一
一
六
条
）。
疎
明
と
は
、
裁
判
官
に
確
信
を
も
た
せ
る
ほ
ど
の
立
証
で
は
な
く
、
申
立
事
実
を
一
応
信
じ
る
に
足
る
程
度
の
証
明

を
い
う
。
疎
明
に
は
、
警
察
署
の
発
行
す
る
盗
難
届
・
紛
失
届
証
明
書
、
罹
災
証
明
書
が
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
性
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質
上
、
当
該
証
券
の
喪
失
を
根
拠
づ
け
る
方
法
と
し
て
は
力
の
弱
い
も
の
で
あ
り
、
最
近
で
は
こ
れ
ら
の
証
明
書
は
発
行
さ
れ
な
い
の
が

原
則
に
な
っ
て
い
る
。
実
務
で
は
、
有
価
証
券
作
成
者
の
有
価
証
券
の
発
行
証
明
書
、
裏
書
人
の
譲
渡
証
明
書
が
有
力
な
手
段
と
な
っ
て

い
る
。

公
示
催
告
の
申
立
て
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
も
し
当
該
証
券
上
の
権
利
を
主
張
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
一
定
の
期
日
（
公
示
催

告
期
日
と
い
い
、
公
告
の
日
と
の
間
に
二
ヵ
月
以
上
の
期
間
が
必
要
で
あ
る

│
非
訟
一
〇
三
条
）
ま
で
に
権
利
を
裁
判
所
に
届
け
出
て
、
か
つ
有

価
証
券
を
提
出
す
べ
く
、
も
し
そ
の
届
け
出
が
な
い
と
有
価
証
券
の
無
効
宣
告
を
す
る
旨
を
公
告
す
る
（
非
訟
一
一
七
条
一
項
）。
公
告
は
、

裁
判
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
か
つ
官
報
に
掲
載
す
る
（
非
訟
一
〇
二
条
一
項
）。

公
示
催
告
の
公
告
そ
の
も
の
は
、
当
該
証
券
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
ま
た
、
公
告
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
公
告
後
の
有

価
証
券
取
得
者
の
悪
意
や
重
過
失
が
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
お
、
満
期
の
到
来
し
て
い
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
は
、

公
示
催
告
の
申
立
後
、
債
務
者
に
債
務
の
目
的
物
を
供
託
せ
し
め
、
ま
た
は
、
自
ら
相
当
の
担
保
を
供
し
て
手
形
金
の
支
払
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
（
商
五
一
八
条
（
10
）

）。
供
託
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
弁
済
し
た
こ
と
に
な
り
、
債
務
者
は
手
形
上
の
責
任
を
免
れ
る
申

立
人
に
支
払
を
し
た
場
合
に
は
、
確
定
的
な
弁
済
に
は
な
ら
ず
、
善
意
取
得
者
か
ら
の
支
払
請
求
が
あ
れ
ば
二
重
弁
済
の
危
険
が
あ
る
た

め
、
こ
れ
に
備
え
て
担
保
の
提
供
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

公
示
催
告
の
申
立
自
体
に
は
、
時
効
中
断
の
効
力
は
な
い
。
履
行
を
請
求
す
る
意
思
の
通
知
と
は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
目
的
物
の
供
託
を
請
求
し
た
り
、
担
保
提
供
の
う
え
、
支
払
請
求
す
る
と
、
時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
る
。
公
示

催
告
手
続
開
始
の
決
定
後
除
権
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
公
示
催
告
の
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
こ
と
ま
た
は
理
由
の
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
公
示
催
告
手
続
終
了
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
非
訟
一
〇
四
条
一
項
）。
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五　

除
権
決
定
等

権
利
の
届
出
の
終
期
ま
で
に
申
立
人
が
申
立
て
の
理
由
と
し
て
主
張
し
た
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
（「
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
」
と
い
う
）

が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
人
お
よ
び
そ
の
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
を
し
た
者
の
双
方
が
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
審
問
期
日

を
指
定
す
る
と
と
も
に
、
審
理
終
結
日
を
定
め
る
（
非
訟
一
〇
五
条
二
項
）。

裁
判
所
は
、
権
利
の
届
出
の
終
期
ま
で
に
適
法
な
権
利
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
適
法
な
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
が
な
い
と

き
は
、
第
一
〇
四
条
第
一
項
の
場
合
を
除
き
、
公
示
催
告
の
申
立
て
に
係
る
権
利
の
う
ち
適
法
な
権
利
の
届
出
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て

は
失
権
の
効
力
を
生
じ
な
い
旨
の
定
め
（「
制
限
決
定
」
と
い
う
）
を
し
て
、
除
権
決
定
を
す
る
（
非
訟
一
〇
六
条
二
項
）。

ま
た
、
裁
判
所
は
、
権
利
の
届
出
の
終
期
ま
で
に
適
法
な
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
適
法
な
権
利
の
届
出
が

な
い
と
き
は
、
申
立
人
と
そ
の
適
法
な
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
を
し
た
者
と
の
間
の
権
利
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
公

示
催
告
手
続
を
中
止
し
、
ま
た
は
除
権
決
定
は
、
そ
の
適
法
な
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
を
し
た
者
に
対
し
て
は
そ
の
効
力
を
有
せ
ず
、
か

つ
、
申
立
人
が
訴
訟
に
お
い
て
敗
訴
し
た
と
き
は
そ
の
効
力
を
失
う
旨
の
定
め
（「
留
保
決
定
」
と
い
う
）
を
し
て
、
除
権
決
定
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
留
保
決
定
を
し
な

い
で
、
除
権
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
非
訟
一
〇
六
条
三
項
）。

さ
ら
に
、
裁
判
所
は
、
権
利
の
届
出
の
終
期
ま
で
に
適
法
な
権
利
の
届
出
お
よ
び
権
利
を
争
う
旨
の
申
述
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第

一
〇
四
条
第
一
項
の
場
合
を
除
き
、
制
限
決
定
お
よ
び
留
保
決
定
を
し
て
、
除
権
決
定
を
す
る
（
非
訟
一
〇
六
条
四
項
）。

な
お
、
制
限
決
定
ま
た
は
留
保
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
非
訟
一
〇
六
条
六
項
）。
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そ
し
て
、
権
利
の
届
出
の
終
期
（
審
理
終
結
日
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
審
理
終
結
日
）
ま
で
に
適
法
な
権
利
の
届
出
ま
た
は
権

利
を
争
う
旨
の
申
述
が
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
決
定
で
、
当
該
公
示
催
告
の
申
立
て
に
係
る
権
利
に
つ
き
失
権
の
効
力
を
生
ず
る
旨

の
裁
判
（「
除
権
決
定
」
と
い
う
）
を
す
る
（
非
訟
一
〇
六
条
一
項
）。
除
権
決
定
で
は
、
そ
の
申
立
て
に
係
る
有
価
証
券
の
無
効
を
宣
言
す
る

（
非
訟
一
一
八
条
一
項
）。

除
権
決
定
に
よ
り
証
券
の
無
効
が
宣
告
さ
れ
る
と
、
権
利
と
証
券
と
の
結
合
を
解
か
れ
る
（
消
極
的
効
力
）。
す
な
わ
ち
、
そ
の
と
き
か

ら
有
価
証
券
は
、
証
券
上
の
権
利
を
表
章
し
な
い
単
な
る
反
古
紙
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
以
降
、
第
三
者
が
有
価
証
券
を
善
意

で
取
得
し
て
も
、
証
券
上
の
権
利
の
善
意
取
得
は
生
じ
な
い
。

そ
し
て
、
申
立
人
は
、
除
権
決
定
を
得
た
こ
と
に
よ
り
形
式
的
資
格
を
認
め
ら
れ
、
証
券
な
し
で
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
（
積
極
的
効
力

│
非
訟
一
一
八
条
二
項
）。

六　

除
権
決
定
等
と
善
意
取
得

除
権
決
定
に
よ
り
有
価
証
券
が
無
効
と
な
っ
た
後
は
、
こ
れ
に
善
意
取
得
の
生
じ
る
余
地
は
な
い
が
、
除
権
決
定
前
に
当
該
証
券
を
善

意
取
得
し
た
者
が
権
利
の
届
出
せ
ず
、
除
権
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
者
の
地
位
が
ど
う
な
る
か
に
つ
き
議
論
が
あ
る
。

第
一
説
（
多
数
説
・
判
例
）　
　
　

公
示
催
告
に
周
知
性
が
乏
し
い
た
め
に
、
流
通
証
券
で
も
あ
る
有
価
証
券
の
取
引
安
全
の
確
保
を
重

視
す
る
立
場
は
、
除
権
決
定
前
の
善
意
取
得
者
は
実
質
的
権
利
を
失
わ
な
い
と
解
（
11
）

す
（
12
）

る
（
13
）

。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
申
立
人
は
せ
っ
か
く
除
権

決
定
を
得
て
も
結
局
何
の
益
も
な
い
こ
と
と
な
る
の
に
引
き
換
え
、
善
意
取
得
者
は
期
日
ま
で
に
権
利
の
届
出
を
し
な
い
ま
で
も
結
局
損

を
し
な
い
で
済
む
こ
と
と
な
る
と
の
批
判
が
あ
る
。



有
価
証
券
の
喪
失
（
丹
羽
）

四
九

第
二
説
（
少
数
説
）　
　
　

公
示
催
告
に
よ
る
除
権
決
定
の
実
効
性
の
確
保
を
重
視
す
る
立
場
で
、
公
示
催
告
に
応
じ
る
こ
と
な
く
権
利

の
届
出
を
し
な
か
っ
た
善
意
取
得
者
は
実
質
的
権
利
も
失
い
、
申
立
人
が
実
質
的
権
利
を
回
復
す
る
と
解
す
る
（
14
）

。

①
公
示
催
告
申
立
て
の
際
に
自
己
の
実
質
的
権
利
を
証
明
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
、
②
公
示
催
告
に
悪
意
・
重
過
失
を
推
定
す
る
規
定

が
な
い
こ
と
、
③
除
権
決
定
に
よ
り
所
持
人
の
有
価
証
券
は
無
効
に
な
り
、
反
面
、
申
立
人
は
形
式
的
資
格
を
回
復
し
て
有
価
証
券
の
所

持
な
く
し
て
権
利
行
使
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
す
で
に
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
こ
と
を
考
え
る
と
第
一
説
が
支
持

さ
れ
る
。

（
イ
）　

有
価
証
券
上
の
債
務
者
と
の
関
係　
　
　

除
権
決
定
を
得
て
形
式
的
資
格
を
認
め
ら
れ
た
者
が
除
権
決
定
正
本
に
よ
り
支
払
を

求
め
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
そ
の
者
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
立
証
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
支
払
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
請
求
に
応
じ
て
払
え
ば
、
悪
意
・
重
過
失
が
な
い
か
ぎ
り
債
務
者
は
免
責
さ
れ
る
（
手
四
〇
条
三
項
（
15
）

）。

除
権
決
定
後
に
有
価
証
券
を
呈
示
し
て
支
払
請
求
を
し
て
き
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
証
券
は
除
権
決
定
の
消
極
的
効
力
（
非
訟

一
一
八
条
一
項
）
に
よ
り
、
単
な
る
反
古
紙
に
な
っ
て
し
ま
い
、
適
法
な
支
払
請
求
に
な
ら
な
い
の
で
、
債
務
者
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由

に
支
払
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ロ
）　

当
事
者
間
の
関
係

第
一
説　
　
　

除
権
決
定
前
に
有
価
証
券
を
善
意
取
得
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
こ
と
（
実
質
的
権
利
者
で
あ
る
こ
と
）
を
証
明
し
、
そ

れ
が
で
き
な
け
れ
ば
判
決
を
得
た
う
え
で
除
権
決
定
を
得
た
者
に
対
し
て
、
有
価
証
券
上
の
権
利
（
除
権
決
定
正
本
）
の
引
渡
し
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
16
）

。

第
二
説　
　
　

除
権
決
定
前
に
当
該
有
価
証
券
を
善
意
取
得
し
て
い
て
も
、
公
示
催
告
期
間
中
に
届
出
を
し
な
い
以
上
は
、
そ
の
者
の



五
〇

地
位
（
善
意
取
得
）
は
否
定
さ
れ
て
実
質
的
権
利
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
者
は
、
除
権
決
定
を
得
た
者
に
対
し
て
有
価
証
券
上
の

権
利
の
引
渡
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七　

結
び

喪
失
有
価
証
券
を
善
意
取
得
し
た
者
が
公
示
催
告
に
従
っ
て
権
利
の
届
出
を
す
れ
ば
、
結
局
、
有
価
証
券
喪
失
者
の
権
利
は
否
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
た
め
有
価
証
券
喪
失
者
と
し
て
は
、
当
該
有
価
証
券
に
つ
き
善
意
取
得
者
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
聞

紙
上
に
、
有
価
証
券
喪
失
者
の
名
義
で
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
有
価
証
券
紛
失
公
告
」、「
手
形
盗
難
無
効
公
告
」
等
は
、
先
の
公
示
催
告

の
公
告
と
は
違
い
、
当
該
有
価
証
券
が
事
故
証
券
で
あ
る
こ
と
を
広
く
一
般
社
会
に
宣
伝
し
て
、
有
価
証
券
の
善
意
取
得
者
が
生
ず
る
こ

と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
私
的
方
策
で
あ
る
。

な
お
、
除
権
決
定
前
に
当
該
証
券
の
満
期
が
到
来
し
て
、
所
持
人
が
有
価
証
券
を
呈
示
し
て
支
払
を
求
め
て
き
た
と
き
は
、
そ
の
者
が

無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
得
な
い
か
ぎ
り
、
有
価
証
券
上
の
債
務
者
と
し
て
は
そ
の
支
払
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
後
に
除
権
決
定
を
得
た
と
し
て
も
、
こ
の
支
払
を
遡
っ
て
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
結
果
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
申

立
人
は
有
価
証
券
発
行
者
な
ど
の
債
務
者
を
相
手
方
と
し
て
、
そ
の
証
券
の
支
払
禁
止
の
仮
処
分
決
定
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
1
） 

手
形
を
所
持
し
な
い
者
は
除
権
判
決
を
得
な
い
限
り
手
形
上
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
横
浜
地
判
大
正
一
三
年
一
一
月
一
〇
日
、

新
聞
二
三
六
五
号
一
六
頁
、
評
論
一
四
巻
商
法
一
〇
〇
頁
、
新
報
三
一
号
二
三
頁
）。
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一

（
2
） 

手
形
の
占
有
を
失
っ
た
者
は
判
決
に
よ
り
手
形
上
の
権
利
が
確
定
し
た
後
で
あ
っ
て
も
公
示
催
告
の
手
続
に
よ
ら
な
い
限
り
右
手
形
上
の
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
東
京
地
判
昭
和
八
年
八
月
三
〇
日
、
新
聞
三
六
一
九
号
一
八
頁
、
評
論
二
二
巻
商
法
六
五
九
頁
）。

（
3
） 
高
窪
利
一
『
手
形
・
小
切
手
法
通
論
』
全
訂
版
（
三
嶺
書
房
、
昭
和
六
一
年
）
二
〇
九
頁
以
下
。

（
4
） 
流
通
面
の
み
な
ら
ず
（
会
社
一
二
八
条
一
項
・
一
三
一
条
。
商
旧
二
〇
五
条
・
二
二
九
条
、
小
二
一
条
参
照
）、
券
面
上
も
無
記
名
証
券
と

な
っ
た
（
会
社
二
一
六
条
）
株
券
に
つ
い
て
は
、
株
券
喪
失
登
録
（
会
社
二
二
一
条
以
下
）
と
遺
失
物
の
拾
得
（
民
二
四
〇
条
）
が
競
合
す
る
関
係

と
な
る
。

（
5
） 

無
記
名
証
券
で
も
無
記
名
国
債
は
認
め
ら
れ
な
い
（
国
債
八
条
。
救
済
措
置
、
国
債
六
条
）。

（
6
） 

金
子
宏
・
新
堂
幸
司
・
平
井
宣
雄
編
集
代
表
『
法
律
学
小
事
典
﹇
第
四
版
補
訂
判
﹈』（
有
斐
閣
、
平
成
二
〇
年
）
一
二
一
三
頁
は
、「
金
融
商

品
取
引
法
の
適
用
対
象
に
は
、
有
価
証
券
の
他
に
有
価
証
券
か
ら
派
生
す
る
一
定
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
含
ま
れ
る
。
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
基

礎
と
な
る
原
資
産
を
金
融
商
品
と
い
い
、
こ
れ
に
は
有
価
証
券
の
他
に
通
貨
や
預
金
な
ど
も
含
ま
れ
る
（
金
商
二
条
二
四
項
）。〈
中
略
〉
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
の
基
礎
と
な
る
概
念
と
し
て
、
金
融
商
品
の
他
に
、
金
融
指
標
が
あ
る
（
金
商
二
条
二
五
項
、
金
商
令
一
の
一
八
）。
金
融
指
標
に
は
、

金
融
商
品
の
価
格
、
利
率
、
気
象
の
観
測
に
係
る
数
値
、
そ
の
他
統
計
上
の
数
値
等
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
金
融
指
標
を
用
い
て
、
天
候
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
、
地
震
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
な
ど
の
設
計
が
可
能
と
な
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
7
） 

平
成
四
年
の
証
券
取
引
法
改
正
（
法
八
七
）
前
に
は
、
株
券
・
社
債
・
国
債
等
の
周
知
性
が
高
く
市
場
性
の
十
分
に
確
立
し
た
も
の
を
主
と
し

て
対
象
と
し
て
い
た
が
金
融
の
証
券
化
の
発
展
を
機
に
新
商
品
や
周
知
性
・
市
場
性
の
低
い
資
産
金
融
型
の
商
品
を
も
証
券
取
引
法
の
射
程
に
と
り

込
む
た
め
、
同
改
正
に
よ
っ
て
有
価
証
券
の
定
義
規
定
が
大
幅
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
金
融
商
品
取
引
法
は
さ
ら
に
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
た
の

で
あ
る
（
金
子
宏
・
新
堂
幸
司
・
平
井
宣
雄
編
集
代
表
前
掲
注（
6
）一
二
一
二
頁
）。

（
8
） 

昭
和
四
一
年
の
商
法
改
正
後
は
、
記
名
株
券
も
こ
の
無
記
名
証
券
で
あ
っ
た
（
商
旧
二
二
五
条
）
が
、
平
成
一
七
年
の
会
社
法
施
行
後
は
名
実

と
も
に
無
記
名
証
券
と
な
っ
た
（
会
二
一
六
条
・
一
二
八
条
一
項
・
一
三
一
条
一
項
）。

（
9
） 

約
束
手
形
に
振
出
人
と
し
て
署
名
し
た
が
、
こ
れ
を
流
通
に
お
く
前
に
盗
取
さ
れ
ま
た
は
紛
失
し
た
者
は
、
公
示
催
告
お
よ
び
除
権
判
決
の
申

立
権
が
認
め
ら
れ
る
（
最
判
昭
和
四
七
年
四
月
六
日
民
集
二
六
巻
三
号
四
五
五
頁
、
裁
判
所
時
報
五
九
三
号
六
頁
、
時
報
六
六
二
号
二
七
頁
、
タ
イ



五
二

ム
ズ
二
七
六
号
一
五
七
頁
、
金
融
法
務
六
四
八
号
二
二
頁
）。

（
10
） 

東
京
地
裁　

昭
和
六
二
年
九
月
八
日
（
金
融
法
務
一
一
九
七
号
三
一
項
、
金
融
商
事
七
九
四
号
一
三
項
）
は
、「
債
務
者
は
、
一
旦
適
法
に
供

託
し
て
債
務
の
支
払
を
し
た
こ
と
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
状
況
に
よ
り
改
め
て
供
託
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
ほ
か
、

本
来
証
券
の
所
持
人
と
そ
の
実
体
上
の
権
利
者
と
の
間
に
お
い
て
争
わ
れ
る
べ
き
証
券
上
の
権
利
の
帰
属
に
関
す
る
紛
争
に
、
債
務
者
が
証
券
所
持

人
の
相
手
方
当
事
者
と
し
て
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、（
本
来
は
、
か
か
る
場
合
の
一
事
例
で
あ
る
。）、
債
務
者
に
と
っ
て
不
安
定

か
つ
不
利
益
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
得
る
。
ま
た
、
民
法
四
九
四
条
後
段
に
基
づ
く
供
託
が
債
務
者
の
選
択
的
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
任
意
の
取
り
戻
し
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
免
脱
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
も
、
供
託
が
義

務
付
け
ら
れ
、
か
つ
、
任
意
の
取
り
戻
し
が
で
き
な
い
意
味
に
お
い
て
拘
束
的
で
あ
る
商
法
五
一
八
条
に
基
づ
く
供
託
に
は
、
そ
れ
が
適
法
に
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
同
様
の
効
果
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
法
五
一
八
条
に
基
づ
き
適
法
な
供
託
が
な
さ
れ
た

場
合
に
は
、
当
該
供
託
は
絶
対
的
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
11
） 

石
井
照
久
＝
鴻
常
夫
『
手
形
法
・
小
切
手
法
』（
勁
草
書
房
、
昭
和
二
四
年
）
五
五
頁
、
木
内
宣
彦
『
手
形
法
・
小
切
手
法
（
企
業
法
学
Ⅲ
）』

（
勁
草
書
房
、
昭
和
五
七
年
）
一
八
九
頁
、
田
辺
光
政
『
最
新
手
形
法
・
小
切
手
法
』
改
訂
版
（
中
央
経
済
社
、
平
成
四
年
）
二
一
一
頁
、
高
窪
利

一
『
現
代
手
形
・
小
切
手
法
』
改
訂
版
（
経
済
法
令
研
究
会
、
平
成
元
年
）
四
二
七
頁
、
前
田
庸
『
手
形
法
・
小
切
手
法
入
門
』（
有
斐
閣
、
昭
和

五
八
年
）
二
五
七
頁
。

（
12
） 

約
束
手
形
に
振
出
人
と
し
て
署
名
し
た
が
流
通
に
お
く
前
に
紛
失
し
た
者
の
申
立
に
係
る
除
権
判
決
に
よ
り
手
形
が
無
効
と
な
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
な
場
合
に
、
無
効
に
帰
し
た
手
形
を
所
持
す
る
実
質
的
権
利
者
は
、
除
権
判
決
前
に
既
に
悪
意
・
重
過
失
な
く
手
形
上
の
権
利
を
取
得
し
、
除

権
判
決
当
時
手
形
の
適
法
な
所
持
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
・
立
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
最
判
昭
和
四
七

年
四
月
六
日
民
集
二
六
巻
三
号
四
五
五
頁
、
裁
判
所
時
報
五
九
三
号
六
頁
、
判
例
時
報
六
六
二
号
二
七
頁
、
タ
イ
ム
ズ
二
七
六
号
一
五
七
頁
、
金
融

法
務
六
四
八
号
二
二
頁
）。

（
13
） 

「
手
形
に
関
す
る
除
権
判
決
の
効
果
は
、
当
該
手
形
を
無
効
と
し
、
除
権
判
決
申
立
人
に
当
該
手
形
を
所
持
す
る
の
と
同
一
の
地
位
を
回
復
さ

せ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
上
記
申
立
人
が
実
質
上
手
形
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（
最
高
裁
昭
和
二
六
年
（
オ
）
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五
三

第
四
二
四
号
同
二
九
年
二
月
一
九
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
八
巻
二
号
五
二
三
頁
参
照
）。
手
形
が
善
意
取
得
さ
れ
た
と
き
は
、
所
持
す
る
の
と

同
一
の
地
位
を
回
復
す
る
に
と
ど
ま
り
、
手
形
上
の
権
利
ま
で
を
も
回
復
す
る
も
の
で
は
な
く
、
手
形
上
の
権
利
は
善
意
取
得
に
帰
属
す
る
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

加
え
て
、
手
形
に
関
す
る
除
権
判
決
の
前
提
と
な
る
公
示
催
告
手
続
に
お
け
る
公
告
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
手
形
の
公
示
催
告
手
続
に
お
い
て
善

意
取
得
者
が
除
権
判
決
の
言
渡
し
ま
で
に
裁
判
所
に
対
し
て
権
利
の
届
出
及
び
当
該
手
形
の
提
出
を
す
る
こ
と
は
実
質
上
困
難
な
場
合
が
多
く
、
除

権
判
決
の
言
渡
し
除
権
判
決
の
言
渡
し
に
よ
っ
て
善
意
取
得
者
が
手
形
上
の
権
利
を
失
う
と
す
る
の
は
手
形
の
流
通
保
護
の
要
請
を
損
な
う
お
そ
れ

が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
最
判
平
成
一
三
年
一
月
二
五
日
民
集
五
五
巻
一
号
一
頁
、
裁
判
所
時
報
一
二
八
四
号
一
頁
、
判
例
時
報
一
七
四
〇

号
八
五
頁
、
判
タ
一
〇
五
五
号
一
〇
四
頁
、
金
融
法
務
一
六
〇
八
号
四
五
頁
、
金
融
商
事
一
一
一
四
号
六
項
）。

（
14
） 

鈴
木
竹
雄
「
除
権
判
決
」
民
訴
講
座
（
民
事
訴
訟
法
学
会
）
五
巻
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
一
年
）
一
四
九
三
頁
、
小
橋
一
郎
『
新
版
手
形
法
小
切

手
法
講
義
』（
有
信
堂
、
昭
和
五
七
年
）
九
六
頁
、
竹
田
省
『
商
法
の
理
論
と
解
釈
』（
有
斐
閣
、
昭
和
三
四
年
）
六
九
七
頁
。

（
15
） 

大
阪
高
民
裁
判
所
昭
和
五
七
年
一
二
月
一
七
日
（
判
例
時
報
一
〇
七
七
号
一
三
四
頁
、
金
融
商
事
六
八
二
号
一
〇
頁
）
は
、「
手
形
法
四
〇
条

三
項
は
、
満
期
当
日
と
支
払
提
示
期
間
内
（
同
法
三
八
条
一
項
）
の
支
払
の
み
な
ら
ず
、
右
期
間
経
過
後
の
支
払
に
つ
い
て
も
適
用
が
あ
る
。
そ
し

て
、
同
法
四
〇
条
三
項
に
い
う
「
悪
意
」
と
は
単
に
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る

こ
と
を
容
易
か
つ
確
実
に
立
証
し
う
る
証
拠
方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
手
形
金
の
支
払
を
拒
ま
な
い
こ
と
を
い
う
と
解
す
る
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
、「
重
大
ナ
ル
過
失
」
と
は
右
の
事
実
（
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
は
い
て
も
こ
れ
を
容
易
か
つ
確
実
に
立
証
し
う
る

こ
と
）
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
い
し
は
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
は
い
て
も
こ
れ
を
容
易
か
つ
確
実
に
立
証
し
う
る
証
拠
方
法

の
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
重
大
な
過
失
が
あ
る
こ
と
を
い
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
そ
の
主
張
・
立
証
責
任
は
裏

書
の
連
続
す
る
手
形
に
つ
き
な
さ
れ
た
手
形
金
の
支
払
が
右
に
い
う
「
悪
意
・
重
過
失
」
に
よ
る
支
払
に
該
当
す
る
と
し
て
同
項
の
適
用
に
よ
る
手

形
金
支
払
者
の
免
責
を
否
定
す
る
者
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
解
し
な
い
と
、
裏
書
の
連
続
す
る
手
形
の
所
持

人
は
手
形
法
一
六
条
一
項
に
よ
り
適
法
な
権
利
者
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
手
形
債
務
者
は
、
満
期
以
後
に
裏
書
の
連
続
す
る
手
形
の
所
持
人
か
ら
の

手
形
金
の
請
求
を
拒
む
た
め
に
は
、
そ
の
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
単
に
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い



五
四

る
の
み
で
、
そ
の
こ
と
を
容
易
か
つ
確
実
に
立
証
し
う
る
証
拠
方
法
の
存
在
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
、
手
形
債
務
者
は
右
請
求
を
拒
絶
す
る
と
、

第
三
者
で
あ
る
真
の
権
利
者
の
た
め
勝
訴
の
見
込
み
の
な
い
右
所
持
人
と
の
間
の
訴
訟
に
引
き
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
敗
訴
し
、
訴
訟
費
用
や
利
息
な

い
し
損
害
金
を
負
担
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
前
記
の
よ
う
に
解
し
な
い
と
、
手
形
債
務
者
が
そ
の
負
担
を
免
が
れ
る
た
め
に
右
所
持
人

に
支
払
っ
た
後
に
真
の
権
利
者
か
ら
手
形
金
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
容
易
か
つ
確
実
に
証
明
し
う
る
証

拠
方
法
の
存
在
に
つ
い
て
悪
意
、
重
過
失
の
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
限
り
、
そ
の
請
求
も
拒
み
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
手
形
債
務
者
を
不
当
に

過
酷
な
立
場
に
置
く
ば
か
り
か
、
ひ
い
て
は
手
形
取
引
に
お
け
る
迅
速
円
滑
の
請
求
を
損
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
な
お
、
民
法
四
七
〇
条
参
照
）。

そ
れ
故
、
裏
書
の
連
続
す
る
手
形
の
所
持
人
に
対
す
る
手
形
金
支
払
に
つ
き
免
責
の
効
果
を
否
定
す
る
者
は
、
所
持
人
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と

の
み
な
ら
ず
右
悪
意
・
重
過
失
を
主
張
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
16
） 

大
塚
市
助
「
株
券
の
除
権
判
決
」
商
法
演
習
Ⅰ
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
一
年
）
八
七
頁
。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

五
五

銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察

│
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
と
関
連
事
案
の
検
討
な
ら
び
に
米
国
の
比
較
法
的
研
究
を
通
じ
て

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

は
じ
め
に

本
稿
は
、
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
五
日
）
に
つ
い
て
、
第
一
審
と
控
訴
審
の

判
決
の
差
異
に
関
わ
る
論
点
な
ど
判
例
の
検
討
を
行
い
、
判
例
評
釈
に
留
ま
ら
ず
、
銀
行
の
追
加
融
資
に
つ
い
て
近
似
の
類
似
判
例
で
あ

る
四
国
銀
行
事
件
（
最
二
判
決
平
成
二
一
年
一
一
月
二
七
日
）
等
の
関
連
事
案
と
の
比
較
も
通
し
て
、
追
加
融
資
の
限
界
点
な
ら
び
に
融
資

原
則
、
さ
ら
に
米
国
に
お
け
る
金
融
判
例
の
比
較
法
的
考
察
等
も
行
い
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
経
営
判
断
原
則
等
に
関

す
る
理
論
的
研
究
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
1
）

。
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一
．
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
の
事
案
の
概
要

1
．
事
案
の
要
旨　

東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
五
日
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
本

件
は
、
①
第
二
地
方
銀
行
で
あ
る
Ｘ
（
東
和
銀
行　
一
審
原
告
・
控
訴
人
兼
被
控
訴
人
）
が
、
平
成
一
五
年
一
二
月
二
七
日
に
実
行
し
た
Ｘ
か

ら
Ｔ
（
太
刀
川
産
業
）
に
対
す
る
八
四
〇
〇
万
円
の
融
資
（
本
件
融
資
）
に
つ
い
て
、
当
時
の
Ｘ
の
代
表
取
締
役
頭
取
で
あ
っ
た
Ｙ
1
（
甲

野
太
郎　

被
告
・
被
控
訴
人
兼
控
訴
人
）
お
よ
び
取
締
役
営
業
統
括
部
長
で
あ
っ
た
Ｙ
2
（
乙
山
松
夫　

被
告
・
被
控
訴
人
兼
控
訴
人
）
に
対
し
て
、

改
正
前
商
法
二
六
六
条
一
条
五
号
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
、
回
収
不
能
と
な
っ
た
本
件
融
資
相
当
額
八
四
〇
〇
万
お
よ
び
遅
延
損
害

金
の
連
帯
支
払
を
求
め
る
と
と
も
に
、
②
Ｙ
1
の
妻
子
（
Ｙ
3
│
Ｙ
5
）
に
対
す
る
土
地
建
物
の
贈
与
が
詐
害
行
為
に
あ
た
る
と
主
張
し

て
、
各
土
地
建
物
に
つ
い
て
、
各
贈
与
計
画
の
取
消
し
お
よ
び
各
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

Ｔ
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
し
て
、
Ｘ
は
平
成
一
一
年
六
月
の
融
資
実
行
の
際
に
は
、
Ｔ
が
借
入
過
多
、
実
質
債
務
超
過
、
大
幅
な
保
全
不

足
で
あ
る
こ
と
、
風
俗
業
と
い
う
業
種
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
融
資
残
高
を
約
一
四
億
円
弱
に
止
め
て
与
信
圧
縮
を
図
る
方
針

を
常
務
会
で
決
定
し
た
が
、
追
加
融
資
を
継
続
し
、
平
成
一
四
年
九
月
末
に
は
融
資
残
高
は
一
七
億
円
余
り
に
達
し
て
い
た
。
平
成
一
四

年
一
二
月
に
高
崎
市
に
建
築
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
ラ
ブ
ホ
テ
ル
（
Ｋ
ホ
テ
ル
）
の
建
築
費
用
一
三
億
円
の
融
資
を
Ｔ
が
申
し
込
ん
だ
際

に
も
、
Ｘ
の
審
査
部
か
ら
は
Ｔ
の
大
幅
な
債
務
超
過
等
に
つ
い
て
の
懸
念
が
示
さ
れ
、
常
務
会
で
は
役
員
ら
か
ら
融
資
に
消
極
的
な
意
見

も
出
さ
れ
た
が
、
Ｙ
1
は
Ｔ
の
経
営
再
建
の
た
め
Ｋ
ホ
テ
ル
は
必
要
で
あ
る
旨
を
主
張
し
、
三
億
一
〇
〇
〇
万
円
の
融
資
を
実
行
さ
せ
、

平
成
一
五
年
一
月
に
Ｔ
が
融
資
申
し
込
み
を
し
た
際
に
は
平
成
一
五
年
一
二
月
に
開
業
予
定
の
Ｋ
ホ
テ
ル
の
営
業
利
益
が
年
額
一
億

二
二
〇
〇
万
円
に
な
る
と
の
試
算
を
前
提
と
し
て
、
今
後
は
資
金
繰
り
融
資
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
返
済
計
画
の
再
編
（
本
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五
七

件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）
を
行
っ
た
が
、
平
成
一
五
年
九
月
末
時
点
の
融
資
残
高
は
約
二
〇
億
円
と
な
り
、
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
ど
お
り
に

実
行
さ
れ
て
も
債
務
超
過
の
解
消
に
は
約
一
〇
年
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
た
。
し
か
し
Ｋ
ホ
テ
ル
の
ラ
ブ
ホ
テ
ル
と
し
て
の
開
業
は

住
民
の
反
対
等
に
よ
り
進
捗
せ
ず
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
に
は
、
Ｔ
の
債
務
者
区
分
を
破
綻
懸
念
先
に
引
き
下
げ
る
の
が
妥
当
と
の
指
摘

を
監
査
法
人
か
ら
再
度
受
け
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
下
旬
の
Ｘ
に
お
け
る
役
員
昼
食
会
で
は
、
Ｙ
1
を
除
く
役
員
全
員
が
Ｋ
ホ
テ
ル
の
建

築
自
体
に
つ
い
て
消
極
的
な
意
見
を
述
べ
た
た
め
、
Ｙ
1
は
、
Ｙ
2
に
指
示
し
、
Ｙ
2
か
ら
Ｔ
に
対
し
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
断
念
す
る
よ
う

説
得
し
た
が
、
Ｔ
は
こ
れ
に
難
色
を
示
す
一
方
で
、
平
成
一
五
年
一
一
月
一
〇
日
こ
ろ
、
既
存
の
別
ホ
テ
ル
の
改
修
工
事
代
金
の
使
途
名

目
で
一
億
七
〇
〇
〇
万
の
融
資
を
申
し
込
ん
だ
。
そ
こ
で
、
Ｙ
1
は
、
審
査
部
門
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
融
資
は
や
む
を
得
な
い
と

の
態
度
を
示
し
、
稟
議
書
を
作
成
さ
せ
、
こ
れ
を
基
に
平
成
一
五
年
一
二
月
一
六
日
開
催
の
常
務
会
（
本
件
常
務
会
）
に
お
い
て
、
全
員

一
致
で
の
本
件
融
資
の
承
認
を
受
け
、
本
件
融
資
は
翌
一
七
日
に
既
存
貸
付
分
一
億
四
九
〇
〇
万
円
と
合
わ
せ
二
億
三
三
〇
〇
万
円
の
一

個
の
貸
付
証
書
と
し
て
実
行
さ
れ
、
Ⅹ
の
Ｔ
に
対
す
る
融
資
残
高
は
約
二
一
億
円
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
融
資
を
含
む
一
七
日
に

実
行
さ
れ
た
融
資
に
つ
い
て
は
、
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
が
回
収
さ
れ
た
の
み
で
、
そ
の
余
は
全
額
が
不
良
債
権
と
し
て
償
却
さ
れ
Ｔ

の
債
務
者
区
分
は
実
質
破
綻
先
と
査
定
さ
れ
た
。
原
審
判
決
は
、
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
対
し
一
審
原
告
の
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
違

反
な
い
し
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
。
し
か
し
、
Ｙ
1
に
詐
害
の
意
思
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら

れ
な
い
と
し
て
、
詐
害
取
消
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
た
。

2
．
時
系
列
に
よ
る
具
体
的
事
実　

Ｙ
1
は
、
平
成
一
一
年
六
月
融
資
か
ら
本
件
融
資
ま
で
、
代
表
取
締
役
と
し
て
各
常
務
会
に
出
席

し
、
本
件
融
資
を
含
む
各
融
資
を
承
認
し
た
。
ま
た
平
成
一
四
年
一
二
月
融
資
以
降
本
件
融
資
ま
で
の
各
融
資
は
、
Ｔ
の
担
当
で
あ
っ
た

本
店
営
業
部
次
長
が
稟
議
書
を
起
案
し
、
本
店
営
業
部
副
部
長
、
本
店
営
業
部
部
長
が
こ
れ
を
承
認
し
て
審
査
部
長
に
送
付
し
、
審
査
部
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長
が
こ
れ
を
決
済
し
て
、
常
務
会
に
付
議
し
、
当
時
常
務
取
締
役
で
あ
っ
た
戊
原
、
甲
川
、
乙
原
、
戊
田
ら
が
、
各
常
務
会
に
出
席
し
、

承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
甲
川
常
務
は
、
本
件
融
資
当
時
、
審
査
部
担
当
の
常
務
取
締
役
で
あ
っ
た
。
本
判
例
の
検
討
を
行
う

に
お
い
て
は
、
特
に
事
案
の
検
討
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
時
系
列
に
追
っ
て
み
て
い
き
た
い
。

平
成
一
〇
年
三
月　

　
　
　

債
務
者
区
分
、
要
注
意
先
。

平
成
一
一
年
六
月
一
一
日　

 

常
務
会
に
お
い
て
、
Ｔ
の
運
転
資
金
と
九
〇
〇
〇
万
円
の
証
書
貸
付
を
承
認
（
同
月
一
五
日
、
実
行
。）
※
Ｔ

に
対
す
る
与
信
は
、
本
融
資
実
行
後
の
融
資
残
高
約
一
三
億
九
七
〇
〇
万
円
を
上
限
と
し
、
年
間
五
五
〇
〇

万
円
程
度
（
年
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
平
成
一
一
年
五
月
シ
ェ
ア
割
の
程
度
）
を
回
収
し
て
、
残
高
の
圧
縮
を
図

る
条
件
を
付
す
。

平
成
一
四
年
九
月
末　

　
　

債
務
者
区
分
、
要
管
理
先
に
査
定
さ
れ
る
。

同
年　

　

一
二
月
上
旬　

　

 

Ｔ
産
業
は
、
三
〇
億
〇
一
〇
〇
万
円
（
既
存
貸
付
の
借
換
え
一
五
億
五
一
〇
〇
万
円
、
Ａ
ホ
テ
ル
改
修
費
用
一
億

五
〇
〇
〇
万
円
、
群
馬
県
高
崎
市
問
屋
町
に
建
設
予
定
の
ホ
テ
ル
（
Ｋ
ホ
テ
ル
）
の
建
設
費
用
一
三
億
円
）
の
融
資
申
込
。

　
　
　
　

一
二
月
二
〇
日　

常
務
会
に
お
い
て
、
手
形
貸
付
の
方
法
で
三
億
一
〇
〇
〇
万
円
の
融
資
承
認
。

　
　
　
　

一
二
月
三
〇
日　

融
資
実
行
。
※
条
件
お
よ
び
注
意
事
項
が
付
さ
れ
る
。〔
平
成
一
四
年
一
二
月
融
資
〕

平
成
一
五
年
一
月
二
二
日　

 

Ｔ
は
、
上
記
常
務
会
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
既
存
貸
付
の
借
換
え
一
五
億
〇
七
〇
〇
万
円
、
Ａ
ホ
テ
ル
改
修

費
用
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
、
Ｋ
ホ
テ
ル
建
築
費
用
一
三
億
円
の
合
計
二
九
億
五
七
〇
〇
万
円
の
融
資
申
込
。

同
年　

　
　

二
月
三
日　

　

 

群
馬
県
高
崎
市
問
屋
町
所
在
の
面
積
三
三
四
九
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル
の
土
地
を
代
金
二
億
三
〇
〇
〇
万
円

で
購
入
。
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五
九

　
　
　
　
　

二
月
上
旬　

　

 

Ｙ
2
、
本
店
の
喫
茶
室
に
お
い
て
、
営
業
部
次
長
に
対
し
、
脅
迫
的
な
言
辞
を
交
え
て
融
資
を
迫
る
。

　
　
　
　
　

二
月
二
一
日　

 

常
務
会
は
、
今
後
の
運
転
資
金
融
資
を
止
め
、
条
件
緩
和
を
行
い
融
資
残
高
の
確
実
な
圧
縮
を
図
る
こ
と
と

す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
年
間
返
済
額
を
約
三
億
一
七
〇
〇
万
円
か
ら
約
九
〇
〇
〇
万
円
に
圧
縮
す
る
こ
と
と

な
り
、
保
証
協
会
付
き
の
融
資
を
除
く
既
存
の
証
書
貸
付
一
八
口
の
条
件
緩
和
を
図
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
六

口
（
合
計
約
八
億
六
七
四
八
万
円
）
を
証
書
貸
付
に
一
本
化
し
て
償
還
期
間
を
二
五
年
間
（
三
〇
〇
回
分
割
返
済
）

に
延
長
す
る
こ
と
で
対
応
し
、
残
り
の
一
二
口
（
合
計
約
六
億
四
〇
四
七
万
円
）
の
う
ち
四
億
五
三
〇
〇
万
円

分
を
証
書
貸
付
に
一
本
化
し
て
償
還
期
間
を
一
七
年
間
（
二
〇
四
回
分
割
返
済
）
に
延
長
し
、
残
額
の
一
億

八
七
〇
〇
万
円
を
手
形
貸
付
と
し
て
書
き
換
え
、
Ｋ
ホ
テ
ル
の
売
上
げ
が
計
上
さ
れ
る
平
成
一
七
年
五
月
期

に
一
括
返
済
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。〔
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
〕

　
　
　
　
　

二
月
二
四
日　

 

既
存
貸
付
の
借
換
分
一
五
億
〇
七
〇
〇
万
円
、
三
月
一
八
日
Ａ
ホ
テ
ル
改
修
費
用
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
融

資
を
そ
れ
ぞ
れ
実
行
。
※
条
件
お
よ
び
注
意
事
項
が
付
さ
れ
る
。〔
平
成
一
五
年
二
月
融
資
〕

　
　
　
　
　

六
月
一
八
日　

 

Ｔ
は
、
ラ
ブ
ホ
テ
ル
規
制
条
例
に
基
づ
き
、
高
崎
市
長
に
対
し
、
高
崎
市
旅
館
建
築
計
画
届
出
書
を
提
出
。

併
せ
て
、
左
記
届
出
書
に
記
載
の
事
実
ど
お
り
施
工
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
旨
の
誓
約
書
一
提
出
。（「
私
が

高
崎
市
問
屋
町
に
計
画
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
は
、
〜
施
工
す
る
こ
と
を
誓
約
い
た
し
ま
す
。」）

　
　
　
　

一
〇
月
二
〇
日　

 

甲
川
常
務
と
審
査
部
長
は
、
監
査
法
人
か
ら
Ｋ
ホ
テ
ル
の
着
工
が
半
年
遅
れ
て
い
る
こ
と
、
債
務
超
過
の
解

消
に
長
期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｔ
の
債
務
者
区
分
を
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
格
下
げ
す
る
の
が

妥
当
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
高
崎
市
の
事
前
同
意
が
あ
れ
ば
要
管
理
先
を
維
持
し
、
同
意
が
得
ら
れ
な
け



六
〇

れ
ば
破
綻
懸
念
先
に
格
下
げ
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　

一
〇
月
二
三
日　

 

そ
の
旨
を
Ｙ
1
に
報
告
し
た
。

　
　
　
　

一
〇
月
二
二
日　

 

問
屋
町
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
が
、
高
崎
市
に
対
し
、「
問
屋
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
案
」
を
提
出
。（
Ｋ
ホ
テ
ル

の
建
設
予
定
地
を
含
む
合
計
三
六
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
地
区
内
に
ホ
テ
ル
・
旅
館
等
の
建
築
を
禁
止
す
る
内
容
）

　
　
　
　

一
〇
月
二
九
日　

 

役
員
昼
食
会
に
お
い
て
、
Ｔ
は
ラ
ブ
ホ
テ
ル
を
経
営
す
る
意
思
で
あ
る
の
に
、
高
崎
市
長
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
ホ

テ
ル
を
経
営
す
る
旨
約
し
て
、
そ
の
後
ラ
ブ
ホ
テ
ル
の
経
営
を
始
め
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
行
政
当
局
や

地
域
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、
貸
付
金
増
大
、
採
算
性
の
懸
念
な
ど
も
考
え
る
と
、
Ｔ
ホ
テ
ル
の
建
築
そ
の
も

の
に
つ
い
て
消
極
的
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め
る
。
Ｙ
1
が
Ｙ
2
に
対
し
、
Ｋ
ホ
テ
ル

で
ラ
ブ
ホ
テ
ル
営
業
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
Ｔ
産
業
に
伝
え
る
よ
う
指
示
す
る
。

　
　
　
　

一
一
月
一
三
日　

 

上
毛
新
聞
の
第
一
面
に
、
問
屋
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
案
お
よ
び
改
正
建
築
制
限
条
例
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
る
。

な
お
、
対
象
区
域
が
地
図
上
に
図
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　

一
一
月
一
〇
日　

 

Ｔ
は
、
Ａ
ホ
テ
ル
の
追
加
修
繕
工
事
代
金
の
使
途
名
目
で
、
一
億
七
〇
〇
万
円
の
融
資
申
込
。

　
　
　
　

一
一
月
一
七
日　

 

甲
川
常
務
と
共
に
頭
取
室
を
訪
れ
た
審
査
部
長
は
、
融
資
に
反
対
の
意
見
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、「
Ｔ
の

新
規
案
件
取
組
の
課
題
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
。

　
　
　
　

一
二
月
一
六
日　

 

常
務
会
（
本
件
常
務
会
）
は
、
既
存
貸
付
の
借
換
え
分
一
億
四
九
〇
〇
万
円
、
新
規
に
Ａ
ホ
テ
ル
の
追
加
工

事
代
金
の
名
目
で
八
四
〇
〇
万
円
〔
本
件
融
資
〕
の
合
計
二
億
三
三
〇
〇
万
円
の
証
書
貸
付
け
を
行
う
こ
と

を
承
認
（
翌
一
七
日
実
行
）。
※
平
成
一
六
年
七
月
か
ら
平
成
四
一
年
五
月
ま
で
二
九
九
回
に
わ
た
り
七
八
万



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

六
一

円
ず
つ
（
初
回
は
五
六
万
円
）
を
割
賦
返
済
す
る
と
い
う
返
済
条
件
。

平
成
一
六
年
二
月
三
日　

　

 

Ｔ
は
、
運
転
資
金
と
し
て
八
〇
〇
〇
万
円
の
融
資
申
込
。

同
年　

　
　

二
月
一
三
日　

 

Ｘ
は
、
Ｔ
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
群
馬
県
信
用
保
証
協
会
と
の
間
で
保
証
契
約
を
締
結
し
、
担
当
審
査
部
長

の
権
限
に
お
い
て
八
〇
〇
〇
万
円
の
融
資
を
承
認
（
同
月
二
〇
日
、
実
行
）。
※
平
成
二
〇
年
八
月
二
一
日
、

県
信
用
保
証
協
会
か
ら
保
証
契
約
違
反
を
理
由
と
し
て
残
高
七
〇
五
九
万
円
の
全
部
が
免
責
と
さ
れ
た
。〔
平

成
一
六
年
二
月
融
資
〕

　
　
　
　
　

三
月
末　

　
　

 
債
務
者
区
分
、
破
綻
懸
念
先
に
変
更
。

　
　
　
　
　

四
月
一
日　

　

 

問
屋
町
ま
ち
づ
く
り
計
画
案
の
対
象
地
区
を
地
区
整
備
計
画
区
域
と
し
、
改
正
建
築
制
限
条
例
を
施
行
。

平
成
一
九
年
二
月
二
三
日　

 

Ｘ
の
平
成
一
九
年
三
月
期
決
算
は
四
期
ぶ
り
赤
字
に
な
る
こ
と
が
確
定
。

同
年　

二
月
二
七
日

 

〜
六
月
二
〇
日　

 

金
融
庁
の
立
入
検
査
。
同
検
査
の
結
果
、
当
時
Ｘ
の
唯
一
の
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｙ
1
の
主
導
に
よ
っ
て

特
定
の
与
信
先
に
対
し
そ
の
実
態
か
ら
承
離
し
た
不
適
切
な
融
資
判
断
や
管
理
が
行
わ
れ
た
な
ど
と
指
摘
さ

れ
る
。

　
　
　
　
　

三
月
末
日　

　

 

債
務
者
区
分
、
実
質
破
綻
先
に
変
更
。
本
件
融
資
が
不
良
債
権
と
し
て
償
却
さ
れ
る
。

　
　
　
　

五
月
一
日
二
日　
〔
本
件
各
贈
与
〕

　
　
　
　
　

五
月
一
一
日　

 

取
締
役
会
に
お
い
て
、
副
頭
取
か
ら
、
Ｙ
1
ほ
か
に
対
す
る
退
職
慰
労
金
支
払
に
つ
い
て
は
金
融
庁
立
入
検

査
が
最
終
的
に
終
了
し
た
後
の
取
締
役
会
で
そ
の
処
分
状
況
等
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
旨
を
付
加
し
て
決
議

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
。



六
二

　
　
　
　
　

五
月
一
八
日　

 

Ｙ
1
が
経
営
責
任
を
と
っ
て
取
締
役
を
引
責
辞
任
。

　
　
　
　
　

六
月
一
二
日　

 

株
主
総
会
に
お
い
て
、
Ｙ
1
に
対
し
、
退
職
慰
労
金
と
し
て
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
贈
呈
す
る
旨
の
決
議
が

さ
れ
る
。

　
　
　
　

一
〇
月
一
二
日　

 

関
東
財
務
局
か
ら
銀
行
法
二
六
条
一
項
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
受
け
る
。

平
成
二
〇
年
一
月
八
日　

　
 

Ｙ
1
、
経
営
責
任
調
査
委
員
会
に
説
明
を
求
め
ら
れ
る
。

同
年　

　
　

九
月
三
〇
日　

 
一
審
原
告
、
本
件
訴
訟
提
起
。

二
．
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
の
判
旨

1
．
第
一
審
：
前
橋
地
裁
平
成
二
三
年
七
月
二
〇
日
判
決

（
2
）　

Ｘ
の
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
認
容
し
た
が
、
Ｘ
の

Ｙ
1
、
Ｙ
3
│
Ｙ
5
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
権
に
基
づ
く
請
求
は
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
に
よ
る
と
、
銀
行
取
締
役
が
融
資
業
務
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
元
利
金
の
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
な
い
よ
う
に
融
資
先
の
経
営
状
況
、
資
産
状
態
等
を
調
査
検
討
し
、
そ
の

安
全
を
確
認
し
て
融
資
を
決
定
し
、
原
則
と
し
て
担
保
を
徴
求
す
る
等
相
当
な
保
全
措
置
を
と
る
義
務
が
あ
り
、
一
方
で
継
続
的
な
貸
借

取
引
に
お
い
て
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
融
資
に
よ
る
回
収
額
の
増
加
の
見
込
み
の
有
無
、
程

度
、
そ
の
変
動
要
因
の
有
無
、
程
度
等
を
勘
案
し
て
、
ど
の
時
点
で
融
資
を
打
ち
切
る
の
か
な
ど
を
検
討
し
、
当
該
融
資
を
実
行
し
た
方

が
そ
れ
自
体
回
収
不
能
と
な
る
危
険
性
を
考
慮
し
て
も
、
既
存
の
融
資
を
含
む
融
資
全
体
の
回
収
不
能
額
を
小
さ
く
で
き
る
と
判
断
す
る

に
つ
き
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
融
資
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
ま
た
融
資
の
決
裁
権
限
を
有
し
な
い
取
締
役
に
つ

い
て
は
、
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
予
見
し
得
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
等
閑
視
す
る
こ
と
な
く
、
権
限
を
有
す
る
取
締
役



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

六
三

に
対
し
そ
の
旨
伝
え
る
な
ど
、
必
要
か
つ
適
切
な
手
段
を
講
じ
て
当
該
融
資
を
承
認
又
は
実
行
し
な
い
よ
う
監
視
、
監
督
す
る
義
務
が
あ

る
こ
と
、
と
こ
ろ
で
、
Ｘ
の
Ｔ
に
対
す
る
本
件
八
四
〇
〇
万
円
の
新
規
融
資
当
時
、
貸
付
金
を
回
収
す
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た

Ｋ
ホ
テ
ル
の
開
業
は
頓
挫
し
た
と
い
え
る
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
融
資
金
を
回
収
で
き
る
見
込
み
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
Ｋ
ホ
テ

ル
の
建
築
と
合
わ
せ
て
Ｔ
の
経
営
建
て
直
し
の
方
策
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
Ｍ
ホ
テ
ル
の
買
収
は
、
本
件
融
資
承
認
以
前
に
既
に
実
行

可
能
性
が
ほ
ぼ
消
滅
し
て
い
た
こ
と
、
Ｙ
1
は
、
本
件
融
資
金
が
回
収
で
き
な
く
な
る
怖
れ
が
高
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
実
質
的
に

破
綻
状
態
に
あ
る
Ｔ
に
対
し
て
、
原
告
の
審
査
担
当
者
等
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
本
件
融
資
を
実
行
し
た
も
の
で
、
本
件
融
資
は
、
原
告

に
対
す
る
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
等
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
Ｙ
2
は
、
業
務
推
進
、
営
業
統
括
部
長
の
地
位
に
あ
る

が
、
本
件
融
資
が
Ｔ
に
対
す
る
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
断
念
の
見
返
り
融
資
で
あ
る
こ
と
を
了
知
し
な
が
ら
、
回
収
可
能
性
等
を
等
閑
視
し
、
専

ら
Ｔ
の
立
場
か
ら
融
資
を
促
し
、
関
係
者
に
対
し
積
極
的
に
働
き
か
け
を
し
た
こ
と
は
、
Ｘ
の
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
違
反
等

に
違
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
従
っ
て
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
は
、
Ｘ
に
対
し
て
旧
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
基
づ
き
連
帯
し
て
損
害

賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
、
し
か
し
、
Ｘ
の
Ｙ
1
、
Ｙ
3
│
Ｙ
5
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
権
の
主
張
は
、
本
件
贈
与
が
行
わ
れ
た
時
点
で
、

Ｙ
1
に
対
す
る
責
任
追
及
の
具
体
的
な
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
は
な
く
、
し
か
も
引
責
辞
任
後
の
Ｘ
株
主
総
会
で
退
職
慰
労

金
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
贈
呈
決
議
が
な
さ
れ
て
お
り
、
Ｙ
1
と
し
て
は
、
本
件
贈
与
当
時
に
Ｘ
に
対
し
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
は
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
基
づ
く
請
求
は
理
由
が
な
い
と
判
示
し
た
。

第
一
審
判
決
に
対
し
、
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
が
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
も
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
つ
い
て
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務

違
反
、
善
管
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
を
認
め
た
が
、
本
件
融
資
に
対
す
る
一
部
弁
済
の
事
実
を
認
め
、
弁
済
額
相
当
金
額

を
賠
償
す
べ
き
金
額
か
ら
減
額
し
た
。
他
方
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
基
づ
く
請
求
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
1
の
詐
害
の
意
思
の
存
在
を
認
め
、



六
四

か
つ
、
第
一
審
被
告
Ｙ
3
・
Ｙ
4
お
よ
び
Ｙ
5
が
詐
害
行
為
に
つ
い
て
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
（
善
意
の

主
張
・
立
証
責
任
は
Ｙ
1
の
詐
害
の
意
思
の
存
在
を
認
め
、
か
つ
、
Ｙ
3
ら
に
あ
る
。）
と
し
て
、
詐
害
行
為
の
成
立
を
認
め
、
各
贈
与
契
約
の
取

消
し
お
よ
び
所
有
権
（
持
分
権
）
移
転
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
の
請
求
を
認
容
し
た
。

2
．
控
訴
審
：
東
京
高
判
平
成
二
三
年
一
二
月
一
五
日

（
3
）　

一
部
変
更
。

イ
．
本
件
融
資
を
含
む
貸
付
金
に
償
還
財
源
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
は
事
実
上
頓
挫
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
確
実
な
償

還
財
源
も
見
込
め
な
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
融
資
を
実
行
し
て
も
回
収
不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
Ｙ
1
は
、
平
成
一
一
年
六
月
融
資
か
ら
本
件
融
資
ま
で
の
全
て
の
常
務
会
に
代
表
取
締
役
頭
取
と
し
て
出
席
し
、
平
成

一
一
年
六
月
融
資
の
付
帯
条
件
や
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
承
認
に
も
関
与
し
た
ほ
か
、
審
査
部
長
や
次
長
ら
か
ら
説
明
を
受
け
る
な
ど

し
て
、
Ｔ
が
恒
常
的
な
償
還
財
源
不
足
、
借
入
過
多
、
大
幅
な
債
務
超
過
の
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
や
監
査
法
人
か
ら
債
務
者
区
分
を

要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
格
下
げ
す
る
の
が
妥
当
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
、
さ
ら
に
は
、
審
査
部
長
か
ら
本
件
融
資
本

件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
反
し
問
題
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
ば
か
り
か
、
本
件
常
務
会
開
催
時

点
で
既
に
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
が
事
実
上
頓
挫
し
て
お
り
、
本
件
常
務
会
に
提
出
さ
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
と
し
て
の
収
支
計
画
が
本
件
融
資

の
承
認
を
得
る
た
め
の
辻
棲
合
わ
せ
に
過
ぎ
ず
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
十
分
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
の
頭
取
と

し
て
本
件
融
資
に
応
ず
る
意
向
を
示
し
、
本
件
常
務
会
で
こ
れ
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
1
に
は
、
融
資
業
務
に
あ
た
っ
て
の

銀
行
の
代
表
取
締
役
が
負
う
べ
き
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ロ
．
Ｙ
2
は
、
本
件
融
資
当
時
、
常
務
会
の
構
成
員
で
あ
る
常
務
取
締
役
で
は
な
く
、
従
っ
て
本
件
融
資
を
承
認
す
る
な
ど
直
接
こ
れ

に
関
わ
る
業
務
権
限
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
取
締
役
営
業
統
括
部
長
と
し
て
融
資
を
含
め
た
営
業
全
般
を
推
進
す
る
立
場
に
あ
っ
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六
五

た
も
の
で
あ
る
。
Ｙ
2
は
本
件
融
資
が
Ｔ
に
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
断
念
さ
せ
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
見
返
り
融
資
で
あ
っ
た
こ
と
、
Ｔ
が
恒
常

的
な
償
還
財
源
不
足
、
借
入
過
多
、
保
全
不
足
、
大
幅
な
実
質
債
務
超
過
の
状
態
で
監
査
法
人
か
ら
は
債
務
者
区
分
を
破
綻
懸
念
先
と
す

る
の
が
妥
当
と
の
指
摘
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
財
務
状
況
の
改
善
を
目
的
と
し
て
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
計
画
さ
れ
た
が
、

前
提
で
あ
る
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
は
事
実
上
頓
挫
し
た
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
従
っ
て
本
件
融
資
を
実
行
し
て
も
償
還
財
源
の
見
通
し
が
立

た
ず
回
収
可
能
性
に
乏
し
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
、
ま
た
は
極
め
て
容
易
に
認
識
し
得
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
Ｙ
2
は
、
本
件
融
資
が
回
収
不
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｘ
に
被
る
損
害
に
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
担
当
常
務
取
締
役
の
自
宅
に

電
話
を
か
け
、
約
二
時
間
に
わ
た
り
融
資
に
応
ず
る
よ
う
に
懇
請
し
た
り
、
審
査
部
長
に
稟
議
を
早
く
上
げ
る
よ
う
迫
っ
た
り
す
る
な
ど

し
て
、
関
係
部
署
に
対
し
積
極
的
に
融
資
の
承
認
お
よ
び
実
行
を
働
き
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
Ｙ
2
に
は
、

銀
行
の
取
締
役
と
し
て
の
業
務
の
執
行
に
関
し
積
極
的
に
会
社
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
取
締
役

と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ハ
．
損
害
賠
償
額
に
つ
い
て
、
既
存
貸
付
分
と
合
わ
せ
た
貸
付
総
額
二
億
三
三
〇
〇
万
円
の
う
ち
、
弁
済
さ
れ
た
一
六
六
五
万

五
〇
〇
〇
円
を
案
分
し
た
限
度
で
回
収
さ
れ
る
と
し
、
六
〇
〇
万
四
三
七
七
円
を
控
除
し
た
賠
償
額
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

ニ
．
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
つ
い
て
は
、
本
件
融
資
の
時
点
で
融
資
が
回
収
不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
加

え
、
各
贈
与
の
時
点
で
融
資
先
の
債
務
者
区
分
が
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
、
さ
ら
に
実
質
破
綻
先
に
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
Ｘ
の

赤
字
決
算
が
確
定
し
て
い
た
こ
と
、
贈
与
が
引
責
辞
任
の
直
前
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
勘
案
し
、
損
害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
る
の
が
相
当
と
し
た
。
退
職
慰
労
金
の
贈
呈
に
つ
い
て
も
、
贈
与
時
に
は
確
定
的
で
な
く
、
Ｙ
1

に
各
贈
与
に
よ
り
無
資
力
に
な
る
こ
と
の
認
識
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
詐
害
意
思
を
認
め
、
詐
害
行
為
取
消
請
求



六
六

を
認
容
し
た
。三

．
東
和
銀
行
損
害
賠
償
請
求
等
訴
訟
事
件
判
決
に
か
か
る
検
討
と
研
究

1
．
判
決
の
検
討
と
課
題　

基
本
的
に
控
訴
審
判
決
に
賛
成
す
る
。
本
事
案
は
、
企
業
に
対
す
る
追
加
融
資
を
推
進
・
決
定
し
た
銀
行

の
代
表
取
締
役
お
よ
び
取
締
役
に
、
そ
の
回
収
に
つ
い
て
の
善
管
注
意
義
務
な
ら
び
に
忠
実
義
務
に
対
す
る
違
反
が
あ
る
と
し
て
、
損
害

賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
と
控
訴
審
で
判
断
が
異
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
難
し
い
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

判
旨
イ
は
、
融
資
を
実
行
し
て
も
回
収
不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
融
資
を
推
進
し
た
頭
取
に
は
取
締
役
と
し

て
の
忠
実
義
務
な
い
し
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
裁
判
例
の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
最
判
平
成

二
〇
年
一
月
二
八
日
判
時
一
九
九
七
号
一
四
八
頁
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
）
は
、「
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、
銀
行
の
取
締
役
に
一

般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
に
照
ら
し
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
」
な
い
と
し
て
、
銀
行
の
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、

善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
り
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
判
示
し
て
い
た
が
、
本
判
決
は
、「
融
資
業
務
に
あ
た
っ
て
銀
行
の
代
表
取
締

役
が
負
う
べ
き
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
第
一
審
判
決
は
、
最
決
平
成
二
一
年
一
一
月
九
日
刑
集

六
三
巻
九
号
一
一
一
七
頁
（
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
）
で
、「
融
資
業
務
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
銀
行
の
取
締
役
の
注
意
義
務
の
程
度
は
一

般
の
株
式
会
社
取
締
役
の
場
合
に
比
べ
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
」
れ
る
と
し
た
こ
と
を
踏
襲
し
て
い
た
が
、
控
訴
審
判
決
は
こ

の
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
本
件
は
、
一
般
事
業
者
の
取
締
役
を
想
定
し
て
も
善
管
注
意
義
務
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
明
白
だ
か
ら
と
判
断
し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い

（
4
）

。
ま
た
第
一
審
判
決
は
、
継
続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
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六
七

が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
に
つ
い
て
善
管
注
意
義
務
の
内
容
を
具
体
的
に
判
示
し
て
い
る
。「
継
続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
回
収
不
能

と
い
う
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
融
資
に
よ
る
回
収
額
の
増
加
の
見
込
み
の
有
無
、
程
度
、
そ
の
変
動
要
因
の
有

無
、
程
度
等
を
勘
案
し
て
、
い
つ
の
時
点
で
融
資
を
打
ち
切
る
か
な
ど
を
検
討
し
、
当
該
融
資
を
実
行
し
た
方
が
そ
れ
自
体
回
収
不
能
と

な
る
危
険
性
を
考
慮
し
て
も
、
既
存
の
融
資
を
含
む
融
資
全
体
の
回
収
不
能
額
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
判

断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
融
資
を
決
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。」
と
説
示
し
て
い
る
。

判
旨
ロ
は
、
取
締
役
営
業
統
括
部
長
で
あ
っ
た
Ｙ
2
に
つ
い
て
判
示
し
て
い
る
。
控
訴
審
は
、「
融
資
の
決
裁
権
限
を
有
し
な
い
取
締

役
に
つ
い
て
は
、
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
を
予
見
し
得
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
等
閑
視
す
る
こ
と
な
く
、
決
裁
権
限
を
有

す
る
取
締
役
に
対
し
そ
の
旨
を
伝
え
る
な
ど
、
必
要
か
つ
適
切
な
手
段
を
講
じ
て
当
該
融
資
を
承
認
又
は
実
行
し
な
い
よ
う
監
視
、
監
督

す
る
義
務
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｙ
2
は
、「
本
件
融
資
を
承
認
す
る
な
ど
直
接
こ
れ
に
関
わ
る
業
務
権
限
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
使
用
人
兼
取
締
役
が
行
っ
た
行
為
に
起
因
し
て
会
社
が
被
っ
た
場
合
に
、
会
社
法
四
二
三
条

に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
Ｙ
2
の
行
為
を
取
締
役
と
し
て
の
職
務
執
行
と
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
Ｙ
2
の
行
為
が
使
用
人
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
認
定
事
実
か
ら
は
、
本
件

で
は
不
法
行
為
責
任
や
雇
用
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
使
用
人
と

し
て
の
行
為
か
ら
は
四
二
三
条
責
任
は
生
じ
な
い
と
の
見
解
に
よ
る
と
、
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て
は
追
及
で
き
な
く
な
る
か
が
課
題
と
な
り

え
よ
う

（
5
）

。

判
旨
ハ
、
ニ
に
関
し
て
は
、
一
審
判
決
と
控
訴
審
判
決
で
差
異
が
生
じ
た
部
分
で
あ
る
。
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
つ
い
て
、
詐
害
の
意

思
の
有
無
に
関
す
る
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
に
分
類
さ
れ
る
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
の
精
査
お
よ
び
判
断
に
つ
い
て
差
異
が
あ
り
、



六
八

判
例
の
流
れ
と
も
比
較
し
て
検
討
す
る
。
債
務
者
区
分
に
関
し
て
も
、
要
管
理
先
の
段
階
で
の
融
資
が
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反

と
な
っ
て
い
る
が
、
監
査
法
人
か
ら
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
前
提
と
し
て
も
債
務
者
区
分
を
破
綻
懸
念
先
と
す
る
の
が
妥
当
と
の
査
定

を
受
け
て
お
り
、
そ
の
状
態
は
極
め
て
破
綻
懸
念
先
に
近
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
従
っ
て
債
務
者
区
分
に
着
目
し
、
銀
行
追
加
融
資

の
妥
当
性
の
判
断
を
検
討
で
き
る
か
を
述
べ
た
い
。

2
．
判
決
に
お
け
る
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
の
検
討　

第
一
審
被
告
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
第
一
審
原
告
の
取
締
役
の
忠
実
義

務
違
反
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
第
一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
が
各
々
詳
細
に
説
示
す
る

（
6
）

。
そ
の
骨

子
を
ま
と
め
る
と
、
①
Ｘ
は
Ｔ
の
メ
イ
ン
バ
ン
ク
で
あ
っ
た
が
、
Ｔ
は
平
成
一
〇
年
五
月
期
に
は
既
に
年
間
約
七
二
〇
〇
万
円
の
償
還
財

源
不
足
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
、
②
Ｘ
は
、
平
成
一
一
年
六
月
融
資
の
際
、
Ｔ
が
借
入
過
多
、
実
質
債
務
超
過
、
大
幅
な
保
全
不
足

で
あ
る
こ
と
や
風
俗
業
と
い
う
業
種
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
融
資
残
高
を
約
一
三
億
九
七
〇
〇
万
円
に
止
め
て
与
信
圧
縮
を
図

る
と
い
う
方
針
を
常
務
会
（
枢
要
な
取
締
役
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
融
資
案
件
の
採
否
等
の
日
常
の
業
務
執
行
を
審
議
、
決
定
す
る
機
関
）
で
決
定

し
た
こ
と
、
③
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
は
、
Ｔ
に
対
し
追
加
融
資
を
継
続
し
、
平
成
一
四
年
九
月
末
に
は
融
資
残
高
は
一
七
億

〇
二
九
八
万
円
に
達
す
る
一
方
、
Ｔ
の
実
質
債
務
超
過
額
は
約
八
億
円
な
い
し
九
億
円
に
ま
で
膨
ら
ん
で
い
た
こ
と
、
④
監
査
法
人
か
ら

は
Ｔ
は
実
質
的
に
破
綻
懸
念
先
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
た
が
、
Ｘ
は
Ｔ
の
債
務
者
区
分
を
要
注
意
先
か
ら
要
管
理
先
に
引
き
下
げ
る
に

と
ど
め
た
こ
と
、
⑤
Ｔ
が
平
成
一
四
年
一
二
月
に
高
崎
市
に
建
築
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
Ｋ
ホ
テ
ル
の
建
築
費
用
一
三
億
円
の
融
資

を
申
し
込
ん
だ
際
に
も
、
Ｘ
の
審
査
部
か
ら
は
Ｔ
の
大
幅
な
債
務
超
過
等
に
つ
い
て
の
懸
念
が
示
さ
れ
、
常
務
会
で
役
員
ら
か
ら
融
資
に

消
極
的
な
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
Ｙ
1
は
Ｔ
の
経
営
再
建
の
た
め
Ｋ
ホ
テ
ル
は
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
三
億
一
〇
〇
〇
万
円
の
融
資
を

実
行
さ
せ
た
こ
と
、
⑥
次
い
で
、
Ｔ
が
平
成
一
五
年
一
月
に
も
融
資
の
申
込
み
を
し
た
際
に
は
、
Ｋ
ホ
テ
ル
の
営
業
利
益
が
年
額
一
億
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六
九

二
二
〇
〇
万
円
に
な
る
と
の
試
算
を
前
提
と
し
て
、
今
後
は
資
金
繰
り
融
資
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
、
返
済
計
画
の
再
編
（
本

件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）
を
行
っ
た
が
、
同
年
九
月
末
時
点
に
お
け
る
融
資
残
高
は
約
二
〇
億
四
六
〇
万
円
と
な
り
、
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ど
お
り
に
実
行
さ
れ
て
も
債
務
超
過
の
解
消
に
は
約
一
〇
年
を
要
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
、
⑦
と
こ
ろ
が
、
Ｋ
ホ
テ
ル
の
開
業
は

住
民
の
反
対
等
に
よ
り
進
捗
せ
ず
、
同
年
一
〇
月
に
は
、
監
査
法
人
か
ら
Ｔ
の
債
務
者
区
分
を
破
綻
懸
念
先
に
引
き
下
げ
る
の
が
妥
当
と

の
指
摘
を
再
度
受
け
た
こ
と
、
⑧
同
年
一
〇
月
下
旬
の
Ｘ
に
お
け
る
役
員
昼
食
会
で
は
、
Ｙ
1
を
除
く
役
員
全
員
が
Ｋ
ホ
テ
ル
の
建
築
自

体
に
つ
い
て
消
極
的
な
意
見
を
述
べ
た
こ
と
、
⑨
そ
こ
で
Ｙ
1
は
、
Ｙ
2
（
常
務
会
の
構
成
員
で
は
な
か
っ
た
）
に
指
示
し
、
Ｙ
2
か
ら
Ｔ

に
対
し
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
断
念
す
る
よ
う
説
得
し
た
が
、
Ｔ
は
こ
れ
に
難
色
を
示
す
一
方
で
、
同
年
一
一
月
一
〇
日
こ
ろ
、
既
存
の
別
ホ

テ
ル
の
改
修
工
事
代
金
の
使
途
名
目
で
一
億
七
〇
〇
〇
万
円
の
融
資
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
、
⑩
Ｙ
2
は
、
Ｔ
に
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
断
念
さ

せ
る
た
め
に
は
そ
の
融
資
要
請
に
応
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
融
資
担
当
の
関
係
者
に
対
し
強
く
融
資
を
実
行
す
る
よ
う
迫
り
、
Ｙ
1

も
、
審
査
部
門
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
融
資
は
や
む
を
得
な
い
と
の
態
度
を
示
し
、
営
業
部
門
に
融
資
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
辻
棲

合
わ
せ
の
稟
議
書
を
作
成
さ
せ
、
こ
れ
を
基
に
同
年
一
二
月
一
六
日
の
常
務
会
に
お
い
て
、
全
員
一
致
で
の
本
件
融
資
（
八
四
〇
〇
万
円

に
圧
縮
）
の
承
認
を
受
け
、
同
融
資
は
、
翌
一
七
日
に
既
存
貸
付
分
一
億
四
九
〇
〇
万
円
と
合
わ
せ
二
億
三
三
〇
〇
万
円
の
一
個
の
証
書

貸
付
と
し
て
実
行
さ
れ
、
Ｘ
の
Ｔ
に
対
す
る
融
資
残
高
は
約
二
一
億
六
三
七
万
円
と
な
っ
た
こ
と
、
⑪
本
件
融
資
を
含
む
上
記
一
七
日
の

融
資
に
つ
い
て
は
、
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
が
回
収
さ
れ
た
の
み
で
、
そ
の
余
は
全
額
が
不
良
債
権
と
し
て
償
却
さ
れ
、
Ｔ
の
債
務
者

区
分
は
実
質
破
綻
先
と
査
定
さ
れ
た
こ
と
、
⑫
Ｙ
1
は
、
Ｘ
の
頭
取
と
し
て
、
Ｔ
の
厳
し
い
財
務
な
い
し
経
営
状
況
等
を
認
識
し
て
い
な

が
ら
、
時
に
は
部
下
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
Ｔ
に
対
す
る
融
資
を
主
導
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
Ｙ
2
は
、
本
件
融
資
当
時
、
常
務
会
の

構
成
員
で
あ
る
常
務
取
締
役
で
は
な
く
、
本
件
融
資
を
承
認
す
る
な
ど
直
接
こ
れ
に
関
わ
る
業
務
権
限
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
取



七
〇

締
役
営
業
統
括
部
長
と
し
て
融
資
を
含
め
た
営
業
全
般
を
推
進
す
る
立
場
に
あ
っ
た
者
で
あ
り
、
平
成
九
年
六
月
頃
以
降
、
Ｔ
と
の
取
引

関
係
を
超
え
て
代
表
者
Ｂ
と
の
個
人
的
な
親
交
を
深
め
、
遅
く
と
も
平
成
一
一
年
六
月
以
降
、
Ｔ
の
財
務
な
い
し
経
営
状
況
等
を
認
識
し

て
い
な
が
ら
、
時
に
は
融
資
部
門
担
当
者
に
対
し
執
拗
に
Ｔ
へ
の
融
資
を
迫
る
な
ど
し
て
、
こ
れ
を
推
進
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
名
に
は
、

本
件
融
資
に
つ
い
て
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

3
．
判
決
に
お
け
る
融
資
手
続
き
と
融
資
判
断
の
合
理
性　

善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
違
反
に
つ
い
て
、
融
資
判
断
の
合
理
性

の
判
断
が
本
判
決
に
お
け
る
最
大
の
争
点
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
注
意
義
務
の
み
な
ら
ず
、
融
資
原
則
、
債
務
区
分
、
経
営

判
断
原
則
な
ど
各
主
要
項
目
の
検
討
に
お
い
て
、
何
れ
も
鍵
と
な
る
眼
目
で
あ
る
。
融
資
判
断
の
合
理
性
を
鑑
み
る
に
つ
き
、
債
務
者
区

分
に
注
目
し
て
い
く
と
、
債
務
者
区
分
は
融
資
先
の
財
務
状
況
、
資
金
繰
り
、
収
益
力
等
に
よ
り
返
済
能
力
を
判
定
し
、
融
資
先
を
分
類

し
た
も
の
で
あ
る
。
融
資
手
続
に
関
し
て
、
Ｘ
は
融
資
先
の
財
務
状
況
、
資
金
繰
り
、
収
益
力
等
に
よ
り
返
済
能
力
を
判
定
し
、
そ
の
状

況
に
よ
り
正
常
先

（
7
）

、
要
注
意
先

（
8
）

、
破
綻
懸
念
先

（
9
）

、
実
質
破
綻
先

（
10
）

、
破
綻
先

（
11
）

に
区
分
す
る
。
Ｘ
に
お
い
て
は
平
成
一
四
年
七
月
一
六
日
の
常

務
会
で
破
綻
懸
念
先
の
企
業
に
対
す
る
取
組
み
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
で
当
面
の
経
営
維
持
が
図
れ
る
場
合
に
は
原
則
と
し
て
残
高
を

維
持
し
、
経
営
改
善
計
画
等
の
資
料
が
あ
っ
て
保
全
が
劣
化
し
な
い
場
合
ま
た
は
合
理
的
な
経
営
改
善
計
画
に
基
づ
き
投
資
効
果
が
見
込

め
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
増
加
に
よ
り
追
加
融
資
に
回
収
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
融
資
を
認
め
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

で
経
営
維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
与
信
の
圧
縮
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

業
務
分
掌
に
関
し
て
、
要
注
意
先
の
債
務
者
に
つ
い
て
は
担
保
の
有
無
や
与
信
等
に
よ
り
本
店
営
業
部
長
、
審
査
部
長
等
が
融
資
の
決

裁
権
限
を
分
掌
し
、
要
管
理
先
の
債
務
者
に
つ
い
て
は
信
用
保
証
協
会
の
保
証
付
き
の
も
の
な
ど
一
定
範
囲
の
も
の
は
審
査
部
長
が
決
裁

権
限
を
有
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
常
務
会
が
決
裁
権
限
を
有
す
る
。
従
っ
て
要
管
理
先
の
債
務
者
か
ら
融
資
申
込
が
あ
っ
た
場
合
、
本
店
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営
業
部
の
担
当
者
が
融
資
稟
議
書
を
起
案
し
、
本
店
営
業
部
長
を
経
由
し
て
審
査
部
に
送
付
し
、
審
査
部
長
の
決
裁
権
限
範
囲
内
の
案
件

に
つ
い
て
は
審
査
部
長
が
こ
れ
を
審
査
し
て
決
裁
す
る
が
、
常
務
会
の
決
裁
権
限
に
属
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
審
査
部
が
融
資
稟
議
書
を

受
け
付
け
て
審
査
し
、
必
要
書
類
を
整
え
る
な
ど
し
た
上
、
担
当
役
員
の
承
認
を
得
て
定
例
常
務
会
に
付
議
し
、
常
務
会
に
お
い
て
決
裁

を
行
う
こ
と
と
な
る
。

4
．
融
資
判
断
の
合
理
性
と
債
務
者
区
分
の
検
討
│
四
国
銀
行
事
件
と
の
比
較
│　

本
案
件
の
債
務
者
区
分
の
経
緯
を
取
り
出
す
と
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

平
成
一
〇
年
三
月　

　
　
　

 
要
注
意
に
変
更
。（
平
成
一
一
年
六
月
一
五
日　

条
件
付
き
融
資
、
実
行
）

平
成
一
四
年
九
月　

　
　
　

 

要
管
理
先
に
変
更
。（
平
成
一
四
年
一
二
月
融
資
、
実
行
）（
平
成
一
五
年
二
月
融
資
、
実
行
）（
平
成
一
五
年
一
二
月

一
七
日　

本
件
融
資
、
実
行
）

平
成
一
六
年
三
月
末　

　
　

破
綻
懸
念
先
に
変
更
。

平
成
一
九
年
三
月
末　

　
　

実
質
破
綻
先
に
変
更
。

こ
こ
で
類
似
の
比
較
事
案
と
し
て
、
四
国
銀
行
株
主
代
表
訴
訟
上
告
審
判
決
（
最
二
判
決
平
成
二
一
年
一
一
月
二
七
日
）
を
掲
げ
、
債
務

者
区
分
の
経
緯
を
取
り
上
げ
る

（
12
）

。

平
成
九
年
九
月
三
〇
日　

　

追
加
融
資
一
、
実
行
。

平
成
一
〇
年
六
月
三
〇
日　

追
加
融
資
二
、
実
行
。

平
成
一
一
年
三
月
三
一
日　

要
注
意
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
変
更
。

　
　
　
　
　

四
月
一
日　

　

 

県
出
納
長
か
ら
銀
行
に
対
し
て
、
県
融
資
の
実
行
は
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
責



七
二

任
を
持
っ
て
解
決
す
る
つ
も
り
で
あ
る
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　

四
月
二
八
日　

追
加
融
資
三
、
実
行
。（
最
高
裁
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
を
認
め
る
）

両
事
案
を
比
較
し
て
み
る
と
、
四
国
銀
行
事
件
最
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
債
務
者
区
分
が
破
綻
懸
念
先
時
の
融
資
が
善
管
注
意
義
務
違

反
と
判
断
さ
れ
、
本
判
決
で
は
一
審
・
控
訴
審
と
も
に
要
管
理
先
時
の
融
資
で
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
概
に
債
務
者
区
分
の
み
で
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
の
是
非
を
判
断
す
る
こ
と
は
稚
拙
と
の
誹
り
を
受
け
よ
う
が
、
債
務

者
区
分
が
破
綻
懸
念
先
の
段
階
ま
で
進
め
ば
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
い
え
よ
う
。
理
由
と
し
て
四

国
銀
行
事
件
で
は
、
公
の
機
関
で
あ
る
県
の
出
納
長
係
か
ら
の
要
請
（
平
成
一
一
年
四
月
一
日
）
が
表
明
さ
れ
た
後
の
融
資
に
つ
い
て
、
善

管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
融
資
判
断
要
素
に
公
共
の
機
関
が
加
わ
ろ
う
と
も
、

銀
行
側
は
融
資
先
の
状
況
を
自
ら
の
目
で
精
査
し
、
判
断
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
公
の
機
関
が
関
与
し
て
も
善
管
注

意
義
務
違
反
を
認
め
ら
れ
る
状
況
か
ら
、
破
綻
懸
念
先
の
段
階
に
あ
る
企
業
に
融
資
す
る
こ
と
は
合
理
性
に
欠
く
と
さ
れ
る
可
能
性
が
大

き
い
と
い
え
よ
う
。

本
判
決
に
関
し
て
は
債
務
者
区
分
が
要
管
理
先
時
の
融
資
が
善
管
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
破
綻
懸
念
先
と

な
っ
た
の
は
、
本
件
融
資
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
六
日
）
後
の
平
成
一
六
年
三
月
末
で
あ
る
。
も
っ
と
も
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日
に

監
査
法
人
か
ら
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
引
き
下
げ
る
よ
う
に
指
摘
を
受
け
て
お
り
、
実
質
的
に
は
既
に
破
綻
懸
念
先
で
あ
っ
て
、

融
資
手
続
き
・
決
裁
の
状
況
を
考
え
た
恣
意
的
な
手
続
き
の
遅
れ
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
四
国
銀
行
事
件
と
近

接
し
た
、
整
合
性
の
あ
る
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

仮
に
債
務
者
区
分
が
要
管
理
先
時
の
融
資
を
善
管
注
意
義
務
違
反
と
し
て
考
え
る
場
合
に
は
、
理
由
と
し
て
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
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意
義
務
違
反
の
明
白
性
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
審
判
決
に
お
い
て
は
最
決
平
成
二
一
年
一
一
月
九
日
刑
集
六
三
巻
九
号

一
一
一
七
頁
の
「
融
資
業
務
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
銀
行
の
取
締
役
の
注
意
義
務
の
程
度
は
一
般
の
株
式
会
社
取
締
役
の
場
合
に
比
べ
高

い
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
」
れ
る
と
し
た
こ
と
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
本
判
決
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
本
判
決
で
は
、
一
般
事
業
者
の
取
締
役
を
想
定
し
て
も
善
管
注
意
義
務
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
だ
か
ら

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
め
て
本
事
案
を
み
る
と
、
Ｔ
の
債
務
者
区
分
は
平
成
一
四
年
九
月
時
点
で
要
注
意
先
か
ら
要
管
理
先
へ
と
変
更
さ
れ
、
融
資
が
繰
り

返
さ
れ
る
中
で
平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
本
件
融
資
を
実
行
、
そ
の
後
平
成
一
六
年
三
月
末
時
点
で
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
、
平

成
一
九
年
三
月
末
時
点
で
破
綻
懸
念
先
か
ら
実
質
破
綻
先
へ
と
変
更
を
重
ね
て
行
っ
た
。
ま
た
外
部
の
監
査
法
人
か
ら
は
平
成
一
四
年
九

月
末
時
点
で
既
に
破
綻
懸
念
先
で
あ
る
と
の
指
摘
も
受
け
、
Ｔ
が
本
件
融
資
時
点
で
良
好
な
経
営
を
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
慎
重

に
融
資
を
決
定
す
べ
き
だ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
本
件
融
資
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
Ｔ
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
は
大

幅
な
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
行
わ
れ
て
い
る
。
Ｘ
に
は
以
前
か
ら
Ｔ
へ
行
っ
た
融
資
に
対
す
る
懸
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
自
明
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
時
期
に
、
融
資
返
済
の
要
で
あ
る
は
ず
の
Ｋ
ホ
テ
ル
の
計
画
が
頓
挫
し
て
い
る
。
高
崎
市
の
条
例
に
違
反
す
る
た
め
に
ホ
テ
ル

が
建
築
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
が
原
因
で
あ
る
が
、
Ｋ
ホ
テ
ル
の
建
築
に
よ
る
収
益
を
当
て
込
ん
で
融
資
返
済
を
目
論
ん
で
い
た
Ｔ

に
追
い
討
ち
を
か
け
る
出
来
事
と
な
り
、
資
金
繰
り
は
さ
ら
に
悪
化
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
と
い
え
る
。
本
件
融
資
以
前
か
ら
数
度

に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
る
融
資
の
目
的
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
Ａ
ホ
テ
ル
の
改
修
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
る
と
、
Ａ
ホ
テ
ル
を
改
修
し
、

売
上
増
加
を
目
論
み
、
融
資
の
返
済
を
考
え
て
い
た
節
が
Ｔ
に
は
あ
っ
た
が
、
改
修
後
も
恒
常
的
な
売
り
上
げ
増
加
は
実
現
さ
れ
て
い
な

い
。
Ｋ
ホ
テ
ル
な
ら
び
に
Ａ
ホ
テ
ル
が
上
記
の
状
態
で
あ
る
と
き
、
Ｔ
に
は
こ
れ
ら
に
か
わ
る
確
実
な
償
還
財
源
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
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本
件
融
資
を
実
行
し
て
も
融
資
が
回
収
不
能
に
な
る
可
能
性
は
客
観
的
に
み
て
も
高
い
と
い
え
よ
う
。

か
か
る
背
景
が
あ
り
な
が
ら
本
件
融
資
が
な
さ
れ
た
の
は
、
見
返
り
融
資
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
Ｙ
2
は
Ｙ
1
か
ら
指
示
を
受
け
、
Ｔ

に
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
断
念
す
る
よ
う
に
説
得
し
た
が
、
Ｔ
は
聞
く
耳
を
持
た
ず
更
な
る
追
加
融
資
を
求
め
た
。
そ
こ
で
Ｙ
2
は
Ｔ
に
Ｋ
ホ

テ
ル
事
業
を
断
念
さ
せ
る
た
め
に
は
追
加
融
資
に
応
じ
る
し
か
な
い
と
判
断
し
、
融
資
担
当
者
に
追
加
融
資
を
認
め
る
よ
う
に
迫
っ
た
事

実
が
あ
る
。
こ
の
判
断
に
お
い
て
Ｔ
の
経
営
状
況
を
勘
案
し
て
な
さ
れ
た
正
当
な
融
資
と
は
到
底
い
え
ず
、
見
返
り
融
資
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
る
。
本
件
融
資
が
見
返
り
融
資
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
Ｙ
1
な
ら
び
に
Ｙ
2
が
本
件
融
資
の
回
収
可
能
性
が
高
く
は
な

い
こ
と
を
承
知
の
上
で
踏
み
切
っ
た
の
だ
と
解
さ
れ
よ
う
。
以
上
の
事
項
を
併
せ
考
え
る
に
、
Ｘ
は
Ｔ
の
経
営
状
態
に
つ
い
て
、
少
な
か

ら
ず
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
と
思
料
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
見
返
り
融
資
と
も
と
れ
る
回
収
可
能
性
の
極
め
て
低
い
融

資
を
許
す
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
は
、
Ｙ
1
な
ら
び
に
Ｙ
2
が
善
管
注
意
義
務
等
を
念
頭
に
置
か
ず
、
自
身
の
独
断
で
こ
と
を

起
こ
し
て
し
ま
っ
た
と
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
融
資
判
断
が
合
理
的
に
行
わ
れ
た
と
は
い
い
難
い
。

5
．
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
融
資
判
断
原
則
な
ら
び
に
使
用
人
兼
務
取
締
役　

本
事
案
に
つ
い
て
の
検
討
す
べ
き
論
点
と
し

て
、
第
一
に
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
融
資
判
断
原
則
の
関
係
性
に
つ
い
て
が
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
も
見
返
り
融
資
は
公

共
性
の
原
則
、
回
収
可
能
性
は
確
実
性
（
安
全
性
）
の
原
則
に
各
々
抵
触
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
原
則
の
中
で
最
も
重
要
視
さ
れ
る

べ
き
原
則
は
確
実
性
（
安
全
性
）
の
原
則
で
あ
る
。
回
収
さ
れ
て
は
じ
め
て
流
動
性
や
収
益
性
と
い
っ
た
他
の
原
則
が
実
現
さ
れ
る
。

従
っ
て
融
資
の
審
査
に
お
い
て
は
回
収
可
能
性
の
存
否
の
判
断
が
重
要
と
な
る
。
融
資
判
断
原
則
は
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と

関
連
性
が
あ
り
、
義
務
違
反
を
判
断
す
る
際
の
一
つ
の
指
標
と
な
る
と
考
え
る
。
融
資
判
断
原
則
に
つ
い
て
は
、
再
度
、
後
記
し
て
検
討

す
る
。
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第
二
に
、
使
用
人
兼
務
取
締
役
が
行
っ
た
行
為
に
起
因
し
て
会
社
が
被
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
会
社
法
四
二
三
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償

責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
一
審
の
取
締
役
営
業
統
括
部
長
で
あ
っ
た
Ｙ
2
に
関

し
て
で
あ
り
、「
本
件
融
資
を
承
認
す
る
な
ど
直
接
こ
れ
に
関
わ
る
業
務
権
限
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
Ｙ
2
の
行
為
を
取
締
役
と
し
て
の
職
務
執
行
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
り
得
る
。
仮
に
使
用
人
と
し
て
の
地
位

を
認
め
ら
れ
る
と
、
会
社
法
四
二
三
条
の
責
任
は
生
じ
な
く
、
代
表
訴
訟
に
よ
っ
て
追
求
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。

付
随
し
て
、
第
一
審
判
決
で
は
、
継
続
的
な
賃
借
契
約
取
引
に
お
い
て
、
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
に
つ
い

て
善
管
注
意
義
務
の
内
容
を
か
な
り
具
体
的
に
判
示
し
て
お
り
、
こ
れ
も
今
後
の
実
務
上
の
検
討
課
題
と
な
り
得
る
。

四
．
第
一
審
判
決
と
控
訴
審
判
決
の
差
異
│
損
害
賠
償
請
求
の
賠
償
額
の
差
額
│

東
和
銀
行
損
害
賠
償
等
請
求
訴
訟
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
、
第
一
審
と
控
訴
審
の
判
決
の
差
異
を
中
心
に
検
討
す
る
。
先
ず
、
第
一
審

判
決
と
控
訴
審
で
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
の
賠
償
額
の
差
額
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
第
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、
既
存
貸
付
け
の
借

換
分
一
億
四
九
〇
〇
万
円
と
本
件
融
資
（
八
四
〇
〇
万
）
と
を
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
Ｔ
産
業
か
ら
の
弁
済
額

一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
全
額
を
上
記
借
換
分
に
充
当
し
、
八
四
〇
〇
万
円
の
全
額
の
請
求
を
認
容
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
で
は
、
本
件
融
資
と
既
存
貸
付
け
借
換
分
は
一
個
の
証
書
貸
付
と
し
て
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弁
済
額

一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
を
借
入
金
額
に
応
じ
て
案
分
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
本
件
融
資
八
四
〇
〇
万
円
と
既
存
貸
付
け
借
換
分
一

億
四
九
〇
〇
万
円
と
合
わ
せ
二
億
三
三
〇
〇
万
円
が
一
個
の
証
書
貸
付
と
し
て
、
平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日
に
実
行
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。
そ
し
て
、
平
成
一
九
年
九
月
三
〇
日
ま
で
に
同
貸
付
に
対
し
て
合
計
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
が
弁
済
さ
れ
、
同
貸
付
け
に
係
る
貸
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金
残
元
本
は
二
億
一
六
三
四
万
五
〇
〇
〇
円
と
な
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
結
果
、
本
件
融
資
に
つ
い
て
弁
済
額
を
融
資
額
で
按
分
し

た
六
〇
〇
万
四
三
七
七
円
（
＝
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
×
八
四
〇
〇
万
／
二
億
三
三
〇
〇
万
円
）
の
限
度
で
回
収
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
と
し
た
。

故
に
、
本
件
融
資
相
当
額
八
四
〇
〇
万
か
ら
回
収
済
み
の
六
〇
〇
万
四
三
七
七
円
を
控
除
し
た
七
七
九
九
万
五
六
二
三
円
が
、
本
件
融
資

に
係
る
損
害
額
で
あ
る
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、
本
件
融
資
と
既
存
貸
付
け
の
借
換

分
と
を
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
差
額
を
生
じ
た
要
因
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
を
控
訴
審
で
は
修
正
し
て
い
る
。

既
存
貸
付
の
借
換
え
分
に
つ
い
て
は
、
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
が
平
成
一
九
年
九
月
末
時
点
ま
で
に
返
済
さ
れ
た
が
、
本
件
融
資
を

含
め
二
億
一
六
三
四
万
五
〇
〇
〇
円
が
現
在
も
回
収
不
能
と
な
っ
て
い
る
。
本
件
融
資
は
回
収
見
込
み
が
な
い
た
め
、
平
成
一
九
年
三
月

末
時
点
で
全
額
が
不
良
債
権
と
し
て
償
却
さ
れ
、
同
時
に
Ｔ
産
業
の
債
務
者
区
分
は
実
質
破
綻
先
と
査
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
監
査

法
人
か
ら
再
三
、
債
務
者
区
分
の
変
更
を
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
要
管
理
先
か
ら
要
注
意
先
に
変
更
さ
れ
て
い
た
に
留
ま
る
。

ま
た
Ｙ
1
、
Ｙ
2
は
不
動
産
の
任
意
売
却
等
に
よ
る
回
収
金
額
を
損
害
額
か
ら
控
除
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
動
産
の

売
却
代
金
等
は
い
ず
れ
も
債
権
者
Ｘ
の
弁
済
充
当
指
定
に
よ
り
本
件
融
資
と
は
別
個
の
貸
金
債
権
の
弁
済
に
充
当
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
融
資
を
含
む
二
億
三
三
〇
〇
万
円
の
証
書
貸
付
の
弁
済
に
充
当
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
が
な
い
た
め
却

下
さ
れ
た
。

本
件
融
資
を
含
め
、
回
収
不
能
の
金
額
全
体
に
つ
い
て
、
融
資
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
取
締
役
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
果
た
す
べ
き
で

あ
る
。
Ｙ
1
の
行
為
と
の
相
当
因
果
関
係
も
認
め
ら
れ
、
控
訴
審
の
認
容
す
る
通
り
、
弁
済
額
を
除
い
た
金
額
を
損
害
賠
償
請
求
と
し
て

認
め
る
こ
と
は
相
当
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
本
事
案
に
関
す
る
検
討
・
研
究
を
行
っ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
さ
ら
に
関
連
す
る
理
論
的
考
察
を
進
め
、
そ
の
上
で
、
改
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め
て
本
事
案
を
振
り
返
り
、
類
似
例
な
ど
と
比
較
研
究
し
て
い
き
た
い
。

五
．
詐
害
行
為
取
消
請
求
訴
訟
に
関
わ
る
理
論
的
考
察

1
．
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
関
わ
る
判
決
の
差
異

⑴
本
事
案
の
詐
害
行
為
取
消
請
求
の
概
要　

Ｙ
1
の
妻
子
へ
の
不
動
産
贈
与
に
対
す
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
Ｘ

は
、
元
頭
取
の
唯
一
の
資
産
と
い
え
る
土
地
建
物
を
譲
り
受
け
た
Ｙ
1
の
妻
子
に
対
し
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
基
づ
い
て
贈
与
契
約
の
取

消
し
お
よ
び
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
き
を
求
め
た
。
当
該
事
案
の
詐
害
行
為
取
消
請
求
に
関
わ
る
部
分
を
時
系
列
に
追
っ
て

み
た
い
。

平
成
一
五
年
一
二
月
一
七
日　

本
件
融
資
、
実
行

平
成
一
六
年
三
月　

　
　
　
　

債
務
者
区
分
が
破
綻
懸
念
先
に
変
更

平
成
一
九
年
二
月
二
三
日　

　

決
算
が
四
期
ぶ
り
の
赤
字
確
定

同
年　

二
月
二
七
日

 

〜
六
月
二
〇
日　

金
融
庁
、
立
ち
入
り
検
査
（
不
適
切
な
融
資
判
断
や
管
理
を
指
摘
さ
れ
る
）

　
　
　
　
　

三
月
末　

　
　
　

本
件
融
資
、
不
良
債
権
と
し
て
償
却
、
同
時
に
実
質
破
綻
先
に
変
更

　
　
　
　
　

五
月
一
日　

　
　

Ｙ
1
、
群
馬
県
の
土
地
お
よ
び
建
物
を
贈
与

　
　
　
　
　

五
月
二
日　

　
　

Ｙ
1
、
神
奈
川
県
の
土
地
お
よ
び
建
物
を
贈
与

　
　
　
　
　

五
月
一
八
日　

　

Ｙ
1
、
取
締
役
を
引
責
辞
任



七
八

　
　
　
　
　

六
月
一
二
日　

　

株
主
総
会
で
退
職
慰
労
金
贈
呈
の
決
議

　
　
　
　
　

七
月
一
四
日　

　

所
有
権
移
転
登
記
手
続

平
成
二
〇
年
一
月　

　
　
　
　

Ｙ
1
、
経
営
責
任
調
査
委
員
会
に
説
明
を
求
め
ら
れ
る

同
年　

　
　

九
月
三
〇
日　

　

本
件
訴
訟
提
起

⑵
第
一
審
と
控
訴
審
の
判
決
の
差
異　

詐
害
行
為
取
消
請
求
に
つ
い
て
、
本
事
案
の
検
討
を
通
じ
つ
つ
、
検
討
を
行
い
た
い
。
第
一
審

判
決
は
、
各
贈
与
が
な
さ
れ
た
時
点
で
Ｙ
1
ら
に
対
す
る
責
任
追
及
の
具
体
的
な
手
続
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
な
事
情
が
な
い
こ
と
、
引
責

辞
任
後
に
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
に
お
い
て
Ｙ
1
へ
の
退
職
慰
労
金
贈
呈
の
決
議
が
可
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
贈
与
の
時
点

で
本
件
融
資
に
つ
い
て
損
害
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
詐
害
意
思
を
否
定
し
、
請
求

を
棄
却
し
て
い
る
。
ま
た
、「
本
件
融
資
の
金
額
は
八
四
〇
〇
万
円
で
あ
っ
て
、
原
告
の
不
良
債
権
総
額
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は
小
さ

い
と
考
え
ら
れ
る

（
13
）

」
と
す
る
。

つ
ま
り
、
①
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
と
②
無
資
力
に
な
る
と
の
認
識
と
の
、
各
々
の
有
無
が
争
点
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
銀
行
融
資
特

有
の
課
題
と
し
て
、
回
収
可
能
性
の
認
識
が
あ
り
、
こ
の
点
を
控
訴
審
判
決
と
と
も
に
事
案
に
沿
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
先
ず
控
訴

審
判
決
は
、
①
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
に
お
い
て
は
、
本
件
融
資
の
時
点
で
融
資
の
回
収
不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
認
識
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
前
提
で
あ
り
、
償
還
財
源
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
が

事
実
上
頓
挫
し
て
い
て
、
代
替
償
還
財
源
も
見
込
め
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
各
贈
与
の
時
点
で
融
資
先
の
債

務
者
区
分
が
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
、
さ
ら
に
実
質
破
綻
先
に
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
贈
与
が
引
責
辞
任
の
直
前
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
、
金
融
庁
か
ら
不
適
切
な
融
資
判
断
や
管
理
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
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あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。

次
に
②
無
資
力
に
な
る
と
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
退
職
慰
労
金
の
贈
呈
は
贈
与
時
に
は
確
定
的
で
な
く
、
Ｙ
1
に
各
贈
与
に
よ
り
無
資

力
に
な
る
認
識
を
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
本
件
贈
与
時
に
お
い
て
退
職
慰
労
金
の
支
払
等
を
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
る

旨
の
取
締
役
会
決
議
は
い
ま
だ
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、
既
に
平
成
一
九
年
三
月
末
の
時
点
で
本
件
融
資
は
回
収
の
見
込
み

が
な
い
不
良
債
権
と
し
て
償
却
さ
れ
、
債
務
者
区
分
は
実
質
破
綻
先
に
変
更
さ
れ
、
Ｘ
の
同
年
三
月
期
決
算
は
四
期
ぶ
り
に
赤
字
と
な
る

こ
と
が
確
定
し
、
同
年
二
月
二
七
日
か
ら
金
融
庁
の
立
入
検
査
が
行
わ
れ
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
贈
与
が
行
わ

れ
て
い
た
当
時
、
Ｙ
1
に
対
し
て
退
職
慰
労
金
が
支
給
さ
れ
る
客
観
的
な
見
込
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
一
九
年
五
月
一
一
日
の
取
締
役
会
に
お
い
て
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
金
融
庁
立
入
検
査
が
終
了
し
た
後
の
取
締
役
会
で
処
分

状
況
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
旨
を
付
加
し
て
決
議
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
含
め
て
、
よ
う
や
く
退
職
慰
労
金
の
支
払
決

議
が
承
認
さ
れ
た
後
、
退
職
慰
労
金
の
具
体
的
内
容
は
取
締
役
会
に
一
任
す
る
旨
の
株
主
総
会
決
議
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

上
記
検
査
の
結
果
次
第
で
退
職
慰
労
金
の
大
幅
な
減
額
、
ま
た
は
無
支
給
も
あ
り
得
る
こ
と
が
客
観
的
に
予
測
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
と

し
て
い
る
。
以
上
の
状
況
か
ら
Ｙ
1
は
、
贈
与
当
時
に
本
件
贈
与
に
よ
っ
て
Ｘ
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

状
態
（
無
資
力
）
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

2
．
詐
害
行
為
取
消
請
求
訴
訟
の
理
論
的
考
察

⑴
債
権
者
取
消
権
の
制
度
趣
旨
│
破
産
法
上
の
否
認
権
と
の
異
同
│　

債
権
者
取
消
権
（
詐
害
行
為
取
消
権
）
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
債

権
者
は
、「
債
務
者
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
行
っ
た
法
律
行
為
（
詐
害
行
為
）
の
取
消
し
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
」（
民
法
四
二
四
条
一
項
）。
債
権
者
取
消
権
は
、
債
務
者
が
債
権
の
共
同
担
保
が
減
少
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
責
任
財
産
を
減
少
さ
せ



八
〇

る
行
為
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
行
為
の
効
力
を
否
認
し
て
、
債
権
の
共
同
担
保
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
債
権
者
取
消
権

の
制
度
趣
旨
に
つ
い
て
、
強
制
執
行
の
準
備
段
階
と
し
て
の
責
任
財
産
保
全
が
目
的
と
さ
れ
る
。
債
権
者
代
位
権
と
の
相
違
点
は
受
益
者
、

転
得
者
等
の
取
引
の
安
全
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
点
に
あ
る
。

債
権
者
取
消
権
と
類
似
す
る
制
度
と
し
て
、
破
産
法
上
の
否
認
権
の
制
度
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
破
産
者
が
破
産
宣
告
前
に
し
た
破
産
債

権
者
を
害
す
べ
き
行
為
の
効
力
を
、
破
産
財
団
と
の
関
係
で
否
認
し
て
、
破
産
財
団
の
状
態
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
制
度

で
あ
る
。
両
制
度
は
、
前
提
お
よ
び
制
度
目
的
が
異
な
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
否
認
権
の
場
合
は
破
産
ま
で
至
っ
た
状
況
の
も
と
、
財

産
状
態
が
悪
化
し
た
時
点
で
さ
れ
た
財
産
処
分
行
為
を
広
範
に
否
認
し
て
、「
破
産
財
団
の
充
実
を
目
指
し
、
で
き
る
だ
け
多
額
の
満
足

と
全
債
権
者
の
公
平
な
満
足
を
は
か
る
制
度
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
債
権
者
取
消
権
は
、
破
産
ま
で
に
も
至
ら
な
い
段
階
で
も
機
能

し
う
る
も
の
で
あ
り
、「
個
別
執
行
の
準
備
と
し
て
、
個
々
の
債
権
者
が
持
つ
個
別
の
債
権
の
保
全
を
目
指
し
た
制
度
」
で
あ
る
と
い
え

る
。
最
高
裁
判
例
も
、
取
消
権
者
の
み
が
優
先
的
弁
済
を
享
受
す
る
の
で
は
な
く
、
総
債
権
者
が
平
等
の
割
合
で
弁
済
を
受
け
る
こ
と
を

前
提
と
す
る
が
、
取
消
権
者
が
取
消
し
の
結
果
受
叙
し
た
価
格
賠
償
を
他
の
債
権
者
に
分
配
す
る
義
務
は
負
わ
な
い
と
し
（
最
判
昭
和

三
七
年
一
〇
月
九
日
）、
弁
済
の
取
消
訴
訟
で
金
銭
の
支
払
を
求
め
ら
れ
た
被
告
は
、
自
己
の
債
権
旗
の
按
分
額
の
支
払
を
拒
む
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
（
最
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
九
日
）、
事
実
上
取
消
権
者
へ
の
優
先
弁
済
効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
破
産
法
上
の
否
認
権

の
規
定
は
、
故
意
否
認
、
危
機
否
認
や
無
償
否
認
を
認
め
て
お
り
、
対
抗
要
件
の
否
認
（
破
産
法
七
四
条
）
や
執
行
行
為
の
否
認
（
同
条

七
五
条
）
に
つ
い
て
の
規
定
も
あ
る
。
こ
の
点
で
、
故
意
否
認
に
相
当
す
る
詐
害
行
為
の
取
消
し
の
み
を
予
定
す
る
債
権
者
取
消
権
よ
り

も
範
囲
が
広
い
。
し
か
し
、
元
来
両
制
度
は
一
体
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
債
務
者
の
詐
害
的
財
産
処
分
行
為
を
債

権
者
と
の
間
で
是
正
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
否
認
権
に
関
す
る
法
条
は
豊
富
で
あ
り
、
近
時
も
立
法
に
よ
り
一
段
と
充
実
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し
、
債
権
者
取
消
権
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
り
え
よ
う
。

⑵
債
権
者
取
消
権
の
要
件

イ
債
権
者
取
消
権
の
要
件　

債
権
者
取
消
権
の
要
件
に
つ
い
て
、
債
権
者
取
消
権
は
債
権
者
、
債
務
者
、
受
益
者
・
転
得
者
の
各
々
に

要
件
が
あ
る
。
そ
の
中
で
本
事
案
で
は
、
債
務
者
の
要
件
で
あ
る
債
務
者
の
無
資
力
と
債
権
者
の
要
件
で
あ
る
債
権
取
得
時
期
が
関
係
す

る
と
考
え
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
債
権
者
取
消
権
の
要
件
論
概
説
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
債
権
者
側
で
は
、
被
保
全
債
権
と
し
て
金

銭
債
権
で
あ
る
こ
と
、
債
権
取
得
時
期
は
詐
害
行
為
の
前
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
債
務
者
側
で
は
、
客
観
的
要
件
で
あ
る
詐
害
行

為
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
無
資
力
お
よ
び
財
産
権
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
こ
と
、
主
観
的
要
件
と
し
て
悪
意
の
存
在
が
挙
げ
ら

れ
る
。
受
益
者
・
転
得
者
側
で
は
悪
意
の
存
在
が
要
件
と
な
る

（
14
）

。

ロ
債
務
者
の
無
資
力
要
件　

先
ず
、
債
務
者
の
無
資
力
要
件
に
つ
い
て
触
れ
る
。
債
権
者
取
消
権
は
、
法
秩
序
が
債
務
者
の
財
産
管
理

に
対
し
て
債
権
者
に
介
入
権
限
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
民
法
が
基
礎
と
す
る
財
産
権
絶
対
の
原
則
に
照
ら
せ
ば
、
例
外
的
に
債
権

者
に
債
務
者
の
財
産
に
つ
い
て
の
管
理
・
処
分
権
限
を
付
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
債
権
者
取
消
権
は
、
責
任
財
産
保
全
に
必
要
な

限
り
、
か
つ
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
債
務
者
の
財
産
管
理
権
へ
の
不
当
な
干
渉
と
な
ら
な
い
範
囲
で
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

そ
れ
故
、
債
権
者
取
消
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
債
務
の
共
同
担
保
で
あ
る
責
任
財
産
に
不
足
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
無
資
力
要
件
）。
債
務
者
の
無
資
力
に
つ
い
て
、「
債
権
者
を
害
す
る
」（
四
二
四
条
一
項
）
と
は
債
務
超
過
（
無
資
力
）

に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
債
務
超
過
の
要
件
は
法
律
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
存
在
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
後
債
務
超
過
が
解
消

す
れ
ば
取
消
す
必
要
は
な
く
な
る
。
即
ち
、
債
務
者
の
無
資
力
は
財
産
処
分
行
為
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
時
点
で
の
責
任

財
産
の
価
値
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
。
さ
ら
に
債
務
者
は
、
債
権
者
取
消
権
行
使
時
点
（
実
際
上
、
事
実
口
頭
弁
論
終
結
時
）
に
お
い
て
も
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無
資
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
力
が
回
復
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
財
産
管
理
権
へ
の
介
入
は
不
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
取
消

の
判
決
が
出
る
と
き
、
実
際
上
は
無
資
力
要
件
が
事
実
審
口
頭
弁
論
終
結
時
に
も
存
在
す
る
必
要
が
あ
り
、
即
ち
詐
害
行
為
か
ら
口
頭
弁

論
終
結
時
ま
で
の
間
と
な
る
。

ハ
債
権
取
得
時
期　

債
権
取
得
時
期
に
焦
点
を
当
て
る
。
責
任
財
産
保
全
と
い
う
制
度
趣
旨
か
ら
言
う
と
、
取
消
債
権
者
が
債
権
を
取

得
し
た
時
点
が
、
責
任
財
産
の
基
準
時
で
あ
る
。
従
っ
て
、
基
準
時
以
後
に
な
さ
れ
た
債
務
者
の
法
律
行
為
は
取
消
し
の
対
象
と
な
る
が
、

そ
れ
以
前
の
行
為
に
よ
っ
て
債
権
者
が
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
原
則
で
あ
る

（
15
）

。

し
か
し
、
詐
害
行
為
時
に
債
権
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
基
礎
と
な
る
法
律
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
債
権
発
生
の
蓋
然

性
が
あ
る
た
め
、
詐
害
行
為
取
消
権
は
与
え
ら
れ
る
と
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
東
京
高
判
昭
和
二
九
年
七
月
三
一
日
は
、

損
害
賠
償
請
債
権
が
具
体
的
に
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
予
定
（
民
法
四
二
〇
条
）
が
あ
り
、
そ
の
上
債
務
者
が
、
そ
の
発
生
す
る

こ
と
が
極
め
て
確
実
と
な
っ
た
時
に
な
し
た
贈
与
は
、
そ
の
後
に
発
生
し
た
損
害
賠
償
債
権
に
よ
っ
て
取
消
し
得
る
と
し
て
い
る
。
ま
た

訴
訟
係
属
中
の
債
権
が
被
担
保
債
権
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
取
消
訴
訟
提
起
の
妨
げ
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
訴
訟

係
属
中
の
債
権
が
被
保
全
債
権
の
場
合
も
、
併
合
提
訴
は
可
能
で
あ
る

（
16
）

。
被
保
全
債
権
の
履
行
期
は
到
来
し
て
い
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ

る
が
、
責
任
財
産
保
全
は
財
産
に
対
す
る
執
行
を
想
定
し
て
お
り
、
遥
か
先
に
履
行
期
が
到
来
す
る
場
合
に
は
取
消
権
を
肯
定
す
る
の
が

適
当
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
（
先
行
投
資
等
）。

ニ
要
件
論　

次
に
、
要
件
論
の
概
説
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
詐
害
行
為
取
消
権
の
要
件
に
つ
い
て
、
客
観
的
要
件
と
主
観
的
要
件
に
分

け
て
判
断
す
る
の
が
伝
統
的
手
法
で
あ
る
。
客
観
的
要
件
と
は
、
民
法
四
二
四
条
が
規
定
し
て
い
る
「
債
務
者
が
債
権
者
を
害
す
る
法
律

行
為
」
を
し
た
こ
と
で
あ
る
（
詐
害
行
為
）。
主
観
的
要
件
と
は
、
債
務
者
が
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
「
知
っ
て
」
い
た
こ
と
で
あ
る
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（
詐
害
意
思
）。
従
来
の
解
釈
論
は
、
客
観
的
要
件
、
主
観
的
要
件
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
の
議
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
（
二
元
説
）。

学
説
は
、
通
説
と
し
て
債
務
者
の
悪
意
に
つ
い
て
、
詐
害
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
た
（
認
識
説
）。
そ
し
て
こ
れ
は
、
通
説
が
、

一
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
お
よ
び
代
物
弁
済
ま
た
は
相
当
価
格
に
よ
る
財
産
の
売
却
に
つ
い
て
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
詐
害
性
を
認
め

て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る

（
17
）

。
つ
ま
り
、
主
観
的
要
件
を
緩
や
か
に
す
る
代
わ
り
に
、
客
観
的
要
件
を

厳
し
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
判
例
は
弁
済
等
の
行
為
の
場
合
は
、
債
務
者
に
通
謀
あ
る
と
き
に
詐
害
性
を
認
め
る
と
し
て
、

意
思
説
に
依
っ
て
い
る
。

昨
今
で
は
両
要
件
を
総
合
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
学
説
（
相
関
関
係
説
）
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
判
例
も
客
観
的
要
件
と
主
観

的
要
件
の
区
別
を
し
な
い
で
、
総
合
的
に
検
討
し
て
詐
害
行
為
取
消
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
破
産
法
上

の
考
え
を
用
い
て
、
行
為
を
「
有
害
性
」
と
「
不
当
性
」
を
判
断
基
準
と
す
る
考
え
も
出
さ
れ
て
い
る

（
18
）

。

ホ
詐
害
の
意
思　

上
記
の
詐
害
の
意
思
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
み
た
い
。
判
例
理
論
に
お
け
る
詐
害
の
意
思
は
、
債
務
者

の
純
粋
な
心
理
的
活
動
自
体
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
詐
害
行
為
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
債
務
者
の
行
為
は
詐
害
性
の
強
い
も
の
と
そ

う
で
な
い
も
の
が
あ
り
、
判
例
は
事
案
の
具
体
的
妥
当
性
の
観
点
か
ら
弁
済
等
に
つ
い
て
は
詐
害
の
意
思
を
厳
格
に
、
贈
与
等
に
つ
い
て

は
緩
や
か
に
解
す
る
。
詐
害
行
為
の
成
立
の
判
断
に
お
い
て
、
債
務
者
の
詐
害
の
意
思
と
い
い
つ
つ
、
行
為
の
詐
害
性
（
逸
出
財
産
の
多

寡
、
重
要
性
、
対
価
等
）
も
視
野
に
入
れ
、
相
手
方
と
の
関
係
（
債
権
者
か
否
か
、
親
疎
の
別
、
共
謀
の
有
無
、
身
分
関
係
な
ど
）
も
重
要
な
要
素

と
す
る
。
判
例
は
客
観
的
要
件
と
主
観
的
要
件
の
区
別
を
し
な
い
な
が
ら
も
、
総
合
的
に
検
討
し
て
詐
害
行
為
取
消
の
認
定
を
決
定
し
て

い
る
。
判
例
の
い
う
詐
害
の
意
思
は
信
義
則
、
権
利
濫
用
、
公
序
良
俗
ま
た
は
正
当
事
由
等
の
一
般
条
項
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
学
説
で
は
、
債
務
者
の
悪
意
に
つ
い
て
詐
害
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
た
が
、
通
説
が
一
債
権
者
に
対
す
る
弁
済
お
よ
び
代
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物
弁
済
ま
た
は
相
当
価
格
に
よ
る
財
産
の
売
却
に
つ
い
て
客
観
的
要
件
と
し
て
の
詐
害
性
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
。
判

例
は
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
、
詐
害
の
意
思
を
相
手
方
と
の
通
謀
の
あ
る
と
き
等
を
要
求
し
た
が
、
弁
済
以
外
の
行
為
は
必
ず
し
も
意

思
説
に
固
執
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
通
説
が
認
識
説
を
採
り
、
判
例
が
意
思
説
に
よ
る
と
い
っ
て
も
弁
済
等
の
行
為
を
除
い
て
、
詐
害
行

為
取
消
の
要
件
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
両
者
の
間
に
差
異
は
あ
ま
り
な
い
と
い
い
得
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

も
っ
と
も
弁
済
や
相
当
価
格
に
よ
る
財
産
の
売
却
に
お
い
て
詐
害
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り
、
従
来
の
通
説
が
見
直
さ
れ
、

取
消
要
件
を
詐
害
の
意
思
で
な
く
詐
害
の
認
識
と
す
る
と
詐
害
行
為
取
消
成
立
の
要
件
が
緩
く
な
る
こ
と
か
ら
、
認
識
説
を
維
持
し
つ
つ
、

客
観
的
な
取
消
要
件
ま
た
は
主
観
的
要
件
を
厳
し
く
す
る
理
論
構
成
が
さ
れ
る

（
19
）

。
ま
た
近
年
、
学
説
で
は
判
例
を
是
認
し
、
弁
済
を
詐
害

行
為
か
ら
除
外
し
た
通
説
の
考
え
を
是
正
し
、
詐
害
行
為
の
成
立
を
認
め
、
要
件
と
し
て
客
観
的
・
主
観
的
の
区
別
に
と
ら
わ
れ
ず
に
総

合
的
に
検
討
す
る
相
関
関
係
説
も
出
さ
れ
て
い
る

（
20
）

。
学
説
の
基
準
は
、
判
例
が
詐
害
の
意
思
と
い
う
取
消
要
件
の
認
定
の
た
め
具
体
的
に

示
し
た
事
実
を
統
合
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
説
に
よ
っ
て
も
具
体
的
事
件
に
当
て
は
め
れ
ば
結
論
に
は
大
き
な
相
違
は
な

い
と
み
ら
れ
る

（
21
）

。

3
．
本
事
案
の
当
て
は
め
と
検
討

⑴
控
訴
審
判
決
の
妥
当
性　

以
上
の
通
り
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
成
立
要
件
は
、
客
観
的
要
件
で
あ
る
詐
害
行
為
（
詐
害
性
）
と
主
観

的
要
件
で
あ
る
詐
害
意
思
の
二
つ
で
あ
る
。
詐
害
行
為
と
は
、
債
権
者
を
害
す
る
債
務
者
の
行
為
と
い
え
る
。
詐
害
意
思
と
は
、「
こ
の

行
為
に
よ
り
責
任
財
産
が
減
少
す
る
」
と
い
う
認
識
（
悪
意
）
で
足
り
、
積
極
的
な
意
欲
は
要
し
な
い
。
従
来
の
学
説
は
、
二
つ
の
要
件

を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
判
断
し
て
詐
害
行
為
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
詐
害
行
為
か
ど
う
か
は
客
観
的
事
情
に
よ
っ
て
判
断
し
、
か
つ
行
為
の

時
を
基
準
に
画
一
的
に
判
断
す
べ
き
と
し
て
き
た
。
判
例
は
債
務
者
の
主
観
、
行
為
の
性
質
・
態
様
等
、
主
観
・
客
観
の
両
要
素
を
総
合
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的
・
相
関
的
に
考
慮
し
て
詐
害
行
為
を
判
断
し
て
い
る
。
詐
害
行
為
と
い
っ
て
も
詐
害
性
に
は
各
々
質
的
な
差
が
あ
り
、
債
務
者
の
悪
意

に
関
し
て
も
法
文
上
「
害
す
る
こ
と
を
知
り
て
為
し
た
る
法
律
行
為
」
と
あ
る
の
み
で
、
明
確
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
事
案
に
お
け
る
各
種
事
情
を
総
合
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
。
具
体
的
に
無
償
行
為
（
贈
与
）
や
不
相
当
代
価
に
よ

る
処
分
の
よ
う
な
詐
害
性
の
大
き
い
行
為
は
主
観
的
要
件
を
単
な
る
認
識
で
足
り
る
と
し
、
主
観
性
と
客
観
的
な
詐
害
性
の
大
小
の
相
関

に
よ
り
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
控
訴
審
判
決
で
Ｘ
の
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
め
た
判
断
は
妥
当
で
あ
り
、
近
時
の
詐
害
行
為
請
求
権

に
つ
い
て
の
判
例
の
流
れ
か
ら
も
、
成
立
要
件
を
個
々
の
案
件
を
総
合
的
・
相
関
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
、
第
一
審
判
決
は
少
々
杓
子
定
規
な
傾
向
が
あ
る
と
感
ず
る
。
ま
た
、
前
掲
の
「
本
件
融
資
の
金
額
は
八
四
〇
〇
万
円
で
あ
っ
て
、

原
告
の
不
良
債
権
総
額
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
判
断
は
、
既
述
の
損
害
賠
償
請
求
の
賠
償
額
に
関
す

る
第
一
審
判
決
と
の
相
違
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
控
訴
審
判
決
で
は
、
本
案
件
の
事
実
お
よ
び
状
況
を
精
査
し
、
総
合
的
か

つ
相
関
的
に
判
断
す
る
と
い
っ
た
柔
軟
性
が
あ
り
、
判
例
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
贈
与
に
よ
る
無
償
行

為
で
あ
り
、
上
記
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
詐
害
性
は
認
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
控
訴
審
判
決
に
対
す
る
若
干
の
違
和
感
と
ス
ジ
論
か
ら
の
疑
問　

も
っ
と
も
、
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
も
の
足
り
な
さ

も
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
客
観
的
要
素
で
あ
る
詐
害
性
と
悪
性
度
を
示
す
主
観
的
要
素
の
相
対
性
か
ら
検
討
す
る
立
場
を
貫
く
と
、
控

訴
審
判
決
の
よ
う
に
、
①
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
と
、
②
無
資
力
に
な
る
と
の
認
識
と
の
各
々
の
有
無
か
ら
判
断
す
る
立
場
と
は
少
し
異

な
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
②
の
概
念
は
か
な
り
大
き
な
も
の
と
い
え
、
相
手
を
詐
害
し
て
始
め
て
詐
害
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
裁
判
所
は
判
断
を
し
て
お
ら
ず
、
私
見
で
あ
る
が
、
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
贈
与
に
よ
り
、
ど
の
程
度
の
詐
害
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を
原
告
た
る
銀
行
側
が
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
言
及
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
感
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
一
方
で
Ｘ
が
Ｙ
1
に
対
す
る
退
職
慰
労
金
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
贈
呈
す
る
総
会
決
議
を
行
っ
て
い
な
が
ら
、
二
次

的
に
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
に
よ
る
抹
消
登
記
請
求
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
被
担
保
債
権
は
将
来
債
権
た
る
損
害
賠
償
請
求
権
で

あ
る
こ
と
、
そ
の
Ｘ
請
求
の
損
害
賠
償
請
求
金
額
は
八
四
〇
〇
万
円
に
留
ま
る
こ
と
等
に
対
し
て
は
、
若
干
の
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。

損
害
賠
償
請
求
権
の
有
無
、
金
額
自
体
も
不
確
定
な
未
認
定
段
階
で
あ
り
、
仮
に
詐
害
行
為
取
消
権
が
成
立
し
た
と
し
て
も
被
担
保
債
権

の
弁
済
期
到
来
等
も
問
題
と
な
る
。
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
は
、
無
資
力
要
件
の
継
続
性
、
Ｙ
1
の
債
務
超
過
等
の
認
定
な
ら
び
に
Ｙ
1

に
お
け
る
無
資
力
の
認
識
の
有
無
も
判
決
の
中
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

客
観
的
に
Ｘ
に
対
す
る
詐
害
行
為
と
い
え
る
の
か
、
次
段
階
と
し
て
詐
害
の
意
思
に
関
し
て
も
、
認
定
す
る
に
当
た
っ
て
十
分
な
検
討

は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
仮
に
取
消
請
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
も
、
六
六
〇
〇
万
円
は
Ｙ
1
の
手
元
に
残
り
、
個
人
資
産
は
上
積

み
さ
れ
る
計
算
で
あ
る
。
判
旨
に
お
い
て
は
、
従
前
の
被
告
Ｙ
1
が
原
告
で
あ
る
Ｘ
の
経
営
ト
ッ
プ
に
転
じ
た
経
緯
、
Ｙ
1
の
着
任
時
期

と
相
互
銀
行
か
ら
の
転
換
時
期
、
Ｔ
に
対
す
る
Ｙ
1
や
原
告
の
関
係
や
い
き
さ
つ
な
ど
の
認
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
翻
っ
て
ス
ジ
論
と
し

て
、
そ
も
そ
も
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
め
る
べ
き
案
件
で
あ
っ
た
の
か
、
一
抹
の
疑
問
を
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、

後
記
で
再
度
検
討
し
た
い
。

4
．
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
と
無
資
力
の
認
識　

そ
こ
で
、
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
と
無
視
力
の
認
識
の
観
点
か
ら
、
再
度
事
案
の
検

討
を
試
み
る
。
一
審
判
決
は
、
各
贈
与
時
点
で
Ｙ
1
ら
に
対
す
る
責
任
追
及
の
具
体
的
な
手
続
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
な
事
情
が
な
い
こ
と
、

引
責
辞
任
後
に
開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
に
お
い
て
Ｙ
1
へ
の
退
職
慰
労
金
贈
呈
の
決
議
が
可
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
各
贈
与
時

点
で
本
件
融
資
に
つ
い
て
損
害
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
詐
害
意
思
を
否
定
し
、
請
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求
を
棄
却
し
て
い
る
。
ま
た
、「
本
件
融
資
の
金
額
は
八
四
〇
〇
万
円
で
あ
っ
て
、
原
告
の
不
良
債
権
総
額
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は
小

さ
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
①
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
、
②
無
資
力
に
な
る
と
の
認
識
の
各
々
の
有
無
が
争
点
に
な
り
、
控
訴

審
で
は
認
定
し
て
い
る
。

先
ず
、
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
に
お
い
て
は
、
本
件
融
資
の
時
点
で
融
資
の
回
収
不
能
と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
認
識
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
前
提
で
あ
り
、
償
還
財
源
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
が
事
実

上
頓
挫
し
て
い
て
、
代
替
償
還
財
源
も
見
込
め
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
の
上
、
①
各
贈
与
の
時
点
で
融
資
先
の
債
務
者
区
分
が
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
、
さ
ら
に
実
質
破
綻
先
に
変
更
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
②
贈
与
が
引
責
辞
任
の
直
前
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
③
金
融
庁
か
ら
不
適
切
な
融
資
判
断
や
管
理
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘

案
す
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
控
訴
審
は
述
べ
る
。

次
に
、
無
資
力
に
な
る
と
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
退
職
慰
労
金
の
贈
呈
は
贈
与
時
に
は
確
定
的
で
な
く
、
Ｙ
1
は
各
贈
与
に
よ
り
無
資

力
に
な
る
認
識
を
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
本
件
贈
与
時
に
お
い
て
退
職
慰
労
金
の
支
払
等
を
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
る

旨
の
取
締
役
会
決
議
は
い
ま
だ
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
上
で
、
④
既
に
平
成
一
九
年
三
月
末
の
時
点
で
本
件
融
資
は
回
収
の
見
込

み
が
な
い
不
良
債
権
と
し
て
償
却
さ
れ
、
債
務
者
区
分
は
実
質
破
綻
先
に
変
更
さ
れ
、
⑤
Ｘ
の
同
年
三
月
期
決
算
は
四
期
ぶ
り
に
赤
字
と

な
る
こ
と
が
確
定
し
、
同
年
二
月
二
七
日
か
ら
金
融
庁
の
立
入
検
査
が
行
わ
れ
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
贈
与
が

行
わ
れ
て
い
た
当
時
、
Ｙ
1
に
対
し
て
退
職
慰
労
金
が
支
給
さ
れ
る
客
観
的
な
見
込
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
⑥
平
成
一
九
年
五
月
一
一
日
の
取
締
役
会
に
お
い
て
退
職
慰
労
金
に
つ
い
て
は
金
融
庁
立
入
検
査
が
終
了
し
た
後
の
取
締
役
会
で

処
分
状
況
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
旨
を
付
加
し
て
決
議
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
含
め
て
よ
う
や
く
退
職
慰
労
金
の
支
払
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決
議
が
承
認
さ
れ
た
後
、
株
主
総
会
で
退
職
慰
労
金
の
具
体
的
内
容
は
取
締
役
会
に
一
任
す
る
旨
の
株
主
総
会
決
議
が
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
上
記
検
査
の
結
果
次
第
で
退
職
慰
労
金
の
大
幅
な
減
額
、
ま
た
は
無
支
給
も
あ
り
得
る
こ
と
が
客
観
的
に
予
測
で
き
る
状

況
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
Ｙ
1
は
贈
与
当
時
に
本
件
贈
与
に
よ
っ
て
Ｘ
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
務
を
弁
済
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
状
態
（
無
資
力
）
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

本
件
に
お
け
る
詐
害
行
為
は
、「
無
償
の
贈
与
」
で
あ
り
、
元
来
、
詐
害
性
が
強
い
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
①
か
ら
⑥
の
具
体
事
実
か

ら
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
債
権
発
生
の
蓋
然
性
が
極
め
て
確
実
だ
と
い
え
る
。
ま
た
控

訴
審
で
平
成
一
九
年
五
月
一
日
お
よ
び
二
日
の
時
点
で
、
Ｙ
1
に
対
し
、
七
七
九
九
万
五
六
二
三
円
の
損
害
賠
償
債
権
を
有
し
て
い
た
と

判
決
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
控
訴
審
判
決
で
Ｘ
の
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
め
た
判
断
は
妥
当
だ
と
考
え
る
。
近
時
の
詐
害
行
為
請

求
権
に
つ
い
て
判
例
の
流
れ
か
ら
も
、
成
立
要
件
を
個
々
案
件
の
総
合
的
・
相
関
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
債
務
者
の
無
資
力
要
件
に
つ
い
て
は
、
疑
義
が
生
じ
か
ね
な
い
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
六
月
一
二
日
株
主
総
会
に
お
い
て
、
Ｙ
1
に

対
し
、
退
職
慰
労
金
と
し
て
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
贈
呈
す
る
旨
の
決
議
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
退
職
慰
労

金
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
き
、
こ
の
事
実
は
、
債
務
者
の
無
資
力
要
件
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
既
述
の
通

り
、
債
務
者
の
無
資
力
は
詐
害
行
為
時
か
ら
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
詐
害
行
為
の
具
体
的
事
実
レ
ベ
ル
で
は
、
相
関
関
係
説
を
基
礎
と
し
て
い
る
控
訴
審
判
決
を
支
持
す
る
が
、
前
提
状

況
で
あ
る
債
務
者
の
無
資
力
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
控
訴
審
判
決
に
は
、
に
わ
か
に
賛
同
し
難
い
面
も
あ
る
。
た
だ
本
件
賠
償
認
定
額
は

七
七
九
九
万
五
六
二
三
円
で
あ
る
が
、
太
刀
川
産
業
に
対
す
る
実
際
の
回
収
不
能
額
は
、
弁
済
さ
れ
た
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
を
引
い
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て
も
、
二
億
一
六
三
四
万
五
〇
〇
〇
円
残
っ
て
い
る
。
本
件
賠
償
額
を
差
し
引
い
て
も
一
億
三
八
三
四
万
九
三
七
七
円
残
る
こ
と
に
な
る
。

仮
定
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
退
職
慰
労
金
が
有
効
だ
と
前
提
と
す
る
と
き
、
回
収
不
能
額
を
見
越
し
て
、
裁
判
所
が

詐
害
取
消
権
を
認
め
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
。

5
．
事
案
の
背
景
と
特
性　

控
訴
審
が
詐
害
取
消
権
を
認
め
た
背
景
と
事
案
の
特
性
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
試
み
る
。
先
述
の
通
り
、

本
件
融
資
の
金
額
は
八
四
〇
〇
万
円
と
原
告
の
不
良
債
権
総
額
に
占
め
る
割
合
と
し
て
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
地
裁
判
決
に
指

摘
が
あ
る
。
控
訴
審
で
は
賠
償
額
は
案
分
比
例
分
の
返
済
充
当
後
、
さ
ら
に
七
七
九
九
万
五
六
二
三
円
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点

は
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
行
使
を
逆
に
否
定
す
る
方
向
に
も
な
る
要
因
で
は
あ
る
。

無
資
力
の
認
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
通
り
、
詐
害
取
消
権
行
使
の
要
件
と
し
て
の
詐
害
の
意
思
に
つ
き
、
無
資
力
の
認
識
と
損
害
の
認

識
の
両
方
が
必
要
な
と
こ
ろ
、
原
審
は
損
害
の
認
識
が
な
い
こ
と
の
み
認
定
し
て
い
る
。
退
職
慰
労
金
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
の

言
及
は
あ
る
が
、
無
資
力
の
認
識
の
有
無
に
つ
い
て
は
認
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
、
Ｙ
1
の
詐
害
の
意
思
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の

点
、
控
訴
審
判
決
で
は
共
に
認
定
し
て
い
る

（
22
）

。

無
資
力
の
認
識
は
、
損
害
の
認
識
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
。
前
者
は
客
観
性
、
後
者
は
主
観
性
が
強
い
要
因
と
な
る
。
無
資
力
要
件

に
つ
い
て
は
、
無
資
力
で
あ
る
と
い
う
客
観
性
、
即
ち
詐
害
行
為
時
か
ら
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
無
資
力
が
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
主
観
性
と
し
て
の
無
資
力
の
認
識
が
必
要
と
な
る
。
控
訴
審
判
決
で
は
、
実
は
無
資
力
で
あ
る
と
い
う
客
観
性
は
認
定

さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
状
態
で
無
資
力
の
認
識
を
認
定
し
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
ス
ジ
論
か
ら
は
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
を
認
め
る
必
然
性
に
乏
し
く
、
加
え
て
、
無
資
力
要
件
に
関
し
て
は
継

続
性
を
欠
き
、
控
訴
審
の
よ
う
に
取
消
権
行
使
を
認
め
る
こ
と
に
は
直
ち
に
首
肯
し
か
ね
る
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
で
も
控
訴
審
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で
は
、
賠
償
認
定
額
と
退
職
慰
労
金
の
金
額
の
突
合
か
ら
、
回
収
不
能
額
を
見
越
し
て
、
裁
判
所
が
詐
害
取
消
権
を
認
め
た
可
能
性
も
あ
る
。

原
審
判
断
の
中
で
事
案
の
特
性
を
み
る
と
、
Ｘ
、
Ｙ
1
、
訴
外
Ｔ
産
業
の
三
者
に
つ
き
、
先
ず
Ｔ
産
業
と
Ｘ
の
長
年
の
取
引
関
係
が
記

さ
れ
て
い
る

（
23
）

。
Ｘ
と
Ｙ
1
に
つ
い
て
は
Ｙ
1
が
旧
大
蔵
省
出
身
で
Ｘ
へ
の
入
行
の
経
緯
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
24
）

。
Ｙ
1
、
Ｔ
産
業
に
つ
い
て

は
、
親
密
な
関
係
と
し
て
、
頭
取
銘
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
、
Ｙ
2
と
Ｔ
産
業
の
個
人
的
な
親
密
関
係
も
認
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
者
間
の
関
係
に
関
し
て
は
、
Ｘ
と
Ｙ
1
と
の
関
係
ぶ
り
が
十
分
な
認
定
が
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
る
。
即
ち
、
Ｙ
1
の
入
行

の
経
緯
に
留
ま
ら
ず
、
Ｘ
の
普
通
銀
行
へ
の
業
態
転
換
以
後
の
業
務
拡
大
な
ど
に
お
い
て
、
監
督
官
庁
の
旧
大
蔵
省
か
ら
転
じ
て
き
た
Ｙ
1

の
果
た
し
た
事
実
上
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
の
か
ど
う
か

（
25
）

、
そ
れ
故
に
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
退
職
慰
労
金
の
交
付
を
決
議
し
た
上
で
、

そ
の
金
額
の
内
数
で
あ
る
被
担
保
債
権
た
る
八
四
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
く
取
消
請
求
す
る
と
い
う
、
や
や
バ
ラ
ン
ス
を

欠
い
た
請
求
を
し
た
の
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
点
の
認
定
が
控
訴
審
で
は
さ
れ
て
い
な
い
点
も
、
や
や
も
の
足
り
な
さ
を
感
じ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

六
．
救
済
融
資
に
関
す
る
四
国
銀
行
最
高
裁
判
決
と
の
比
較
考
察

1
．
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
違
反
の
救
済
融
資
の
判
断
と
し
て
の
相
違
点　

本
事
案
で
あ
る
東
和
銀
行
融
資
賠
償
訴
訟
判
決

と
四
国
銀
行
事
件
最
高
裁
判
決
を
比
較
す
る
と
、
後
者
は
銀
行
と
し
て
の
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
た
も
の
の
、
融
資
の
中
止
・
撤
退
の
引

き
際
の
判
断
を
誤
る
と
い
う
善
管
注
意
義
務
違
反
で
あ
り
、
一
部
致
し
方
の
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
、
審
査
部
門
や
融
資

部
門
な
ど
の
反
対
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
取
締
役
ら
各
個
人
の
都
合
や
私
情
に
よ
っ
て
、
融
資
が
強
引
に
決
定
さ
れ
、
そ
れ
を
元
に

実
行
し
、
結
局
銀
行
に
大
き
な
損
害
を
与
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
明
ら
か
な
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
違
反
で
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あ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
よ
り
も
前
者
の
方
が
圧
倒
的
に
悪
意
は
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
違
反
に
重
度
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
前
者
の
方
が
明
ら
か
に
重
い
。
即
ち
本
事
案
は
、
経
営
判
断
原
則
（B

usiness Judgm
ent R

ule

）

の
適
用
を
考
察
す
る
以
前
の
段
階
の
レ
ベ
ル
と
い
え
、
控
訴
審
判
決
で
は
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
表
れ

て
い
る
。
経
営
判
断
原
則
適
用
を
検
討
す
る
前
段
階
で
の
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
企
業
統
治
）
の
機
能
欠
如
の
事
例
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
四
国
銀
行
事
件
で
は
救
済
融
資
が
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
本
事
案
は
類
似
で
は
あ
る
が
融
資
先
が
救
済
の
域

を
超
え
て
そ
も
そ
も
撤
退
す
べ
き
案
件
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

2
．
四
国
銀
行
事
件
の
具
体
的
検
討
な
ら
び
に
近
接
性　

他
方
で
は
、
両
事
案
に
は
共
通
性
も
存
在
す
る
。
四
国
銀
行
事
件
を
具
体
的

に
検
討
し
、
本
件
東
和
銀
行
事
件
と
の
比
較
考
察
を
図
り
た
い
。
四
国
銀
行
事
件
は
、
Ｓ
（
株
式
会
社
四
国
銀
行
）
の
株
主
で
あ
る
Ｚ
ら

（
上
告
人
、
補
助
参
加
人
の
株
主
）
が
、
Ｓ
銀
行
の
Ｂ
社
（
闘
犬
セ
ン
タ
ー
）
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
、
回
収
可
能
性
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
融
資
当
時
の
Ｓ
銀
行
取
締
役
ら
の
う
ち
、
融
資
実
行
の
決
裁
や
取
締
役
会
で
の
承
認
決
議
に
関
与
し
た

取
締
役
に
は
、
そ
の
決
裁
等
を
行
っ
た
点
で
、
そ
の
他
の
取
締
役
に
は
、
監
視
義
務
を
怠
っ
た
点
で
、
各
々
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
り
、

各
取
締
役
は
、
融
資
に
よ
り
Ｓ
銀
行
が
被
っ
た
損
害
に
つ
き
旧
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
の
責
任
を
負
う
旨
を
主
張
し
て
、
Ｗ
ら
（
被
上

告
人
）
に
対
し
て
連
帯
し
て
Ｓ
銀
行
に
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う
求
め
る
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
。
争
点
は
、
Ｗ
ら
の
善
管
注
意
義
務
違
反

の
有
無
で
あ
る
（
回
収
見
込
み
判
断
の
合
理
性
）。

改
め
て
事
案
に
お
け
る
融
資
等
の
経
緯
を
時
系
列
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

平
成
八
年
三
月　

　
　
　
　
　
　

闘
犬
興
業
を
行
う
Ｃ
経
営
の
土
産
物
店
の
資
金
繰
り
が
悪
化
し
た
た
め
、
そ
の
個
人
事
業
を
法
人
化
し

た
会
社
に
対
し
て
、
九
億
五
〇
〇
〇
万
円
（
本
件
県
融
資
）
の
実
行
を
計
画
し
、
実
行
ま
で
の
つ
な
ぎ
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融
資
を
Ｓ
に
要
請
。

平
成
八
年
一
〇
月
一
日

 

〜
平
成
九
年
一
月
三
一
日　

Ｃ
個
人
と
Ｂ
社
に
対
す
る
融
資
を
Ｓ
が
実
行
（
本
件
つ
な
ぎ
融
資
）。

平
成
九
年
九
月
三
〇
日

 

〜
平
成
一
〇
年
三
月
二
日　

Ｂ
社
に
二
億
九
七
〇
〇
万
円
融
資
（
本
件
追
加
融
資
1
）。

平
成
一
〇
年
六
月
三
〇
日

 

〜
平
成
一
一
年
三
月
一
日　

Ｂ
社
に
一
億
六
五
〇
〇
万
円
融
資
（
本
件
追
加
融
資
2
）。

平
成
一
一
年
三
月　

　
　
　
　
　

Ｂ
社
の
債
務
者
区
分
が
要
注
意
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
変
更
。

平
成
一
一
年
四
月
二
八
日

 

〜
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日　

Ｂ
社
に
三
億
九
三
五
〇
万
円
融
資
（
本
件
追
加
融
資
3
）。

最
高
裁
の
判
断
と
し
て
、
本
件
つ
な
ぎ
融
資
に
つ
い
て
、
平
成
八
年
三
月
に
は
闘
犬
セ
ン
タ
ー
事
業
の
取
引
先
の
手
形
が
不
渡
り
と
な

り
、
同
事
業
の
資
金
繰
り
が
悪
化
し
、
Ｃ
に
同
事
業
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
は
九
億
五
〇
〇
〇
万
円
も
の
資
金
援
助
を
要
す
る
よ
う
な
状

況
に
あ
り
、
Ｂ
社
は
、
そ
の
よ
う
な
信
用
状
況
に
あ
る
Ｃ
会
長
の
個
人
事
業
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
っ
て
、
本
件
つ
な
ぎ
融
資
の
実
行
当
時
、
Ｃ
会
長
や
Ｂ
社
は
到
底
健
全
な
融
資
先
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
下
で
本
件
つ
な
ぎ
融
資
の
実
行
を
決
裁
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
補
助
参
加
人
が
県
と
の
信
頼
関
係
を
維
持
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
本
件
県
融
資
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
つ
な
ぎ
融
資
の
融
資
金
相
当
額
を
ほ
ぼ
確
実
に
回
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
県
の
企
画
部
長
ら
が
本
件

県
融
資
に
関
す
る
文
書
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
県
融
資
の
実
行
に
よ
り
、
本
件
つ
な
ぎ
融
資
の
融
資
金
相
当
額
を
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ほ
ぼ
確
実
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
善
管
注
意
義
務
違
反

が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
本
件
追
加
融
資
1
に
つ
い
て
、
当
初
平
成
九
年
五
月
に
は
本
件
県
融
資
が
実
行
さ
れ
る
も
の
と
見
込
ん
で
い
た
も
の
の
実
行
さ
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
県
の
本
件
融
資
制
度
に
係
る
審
査
会
に
補
助
参
加
人
か
ら
人
材
を
派
遣
す
れ
ば
本
件
県
融
資
を
実
行
す
る
と
の
意

向
を
示
し
、
補
助
参
加
人
も
Ｂ
社
に
派
遣
し
、
Ｂ
社
の
経
営
体
制
の
整
備
が
図
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
追
加
融
資

1
の
開
始
時
点
で
本
件
回
収
見
込
み
判
断
の
合
理
性
が
失
わ
れ
て
い
た
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
件
追
加
融
資
2
お
よ
び
3
に
つ
い
て
、
平
成
一
〇
年
五
月
二
一
日
知
事
が
Ｃ
会
長
一
族
を
Ｂ
社
の
経
営
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
本
件

県
融
資
の
実
行
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
と
の
連
絡
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
商
工
政
策
課
長
か
ら
本
件
県
融
資
に
つ
い
て
今
し
ば
ら
く
時
間

が
ほ
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
知
事
の
意
向
を
踏
ま
え
て
Ｃ
会
長
一
族
の
排
除
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
そ
の
実
現
が
図
ら

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
、
格
別
不
合
理
な
こ
と
で
は
な
く
、
本
県
回
収
見
込
み
判
断
の
下
に
追
加
融
資
を
続
け
る
こ
と
も
そ
の
合

理
性
が
直
ち
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
他
方
、
県
の
担
当
者
や
補
助
参
加
人
は
、
本
件
つ
な
ぎ
融
資
の
開
始
以
前
か
ら
、
Ｃ
会
長

を
Ｂ
社
の
経
営
か
ら
排
除
し
て
そ
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
を
前
提
に
、
本
件
県
融
資
や
本
件
つ
な
ぎ
融
資
を
実
行
す
る
も
の
と
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｃ
会
長
一
族
が
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
事
情
か
ら
、
一
定
期
間
県
の
対
応
を
見
守
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
と
し
て

も
、
県
の
対
応
に
よ
っ
て
も
Ｃ
会
長
一
族
の
排
除
に
つ
き
格
別
の
進
展
が
見
ら
れ
な
い
場
合
に
ま
で
、
本
件
回
収
見
込
み
判
断
の
下
、
追

加
融
資
を
続
け
る
と
き
は
、
本
件
県
融
資
が
実
行
さ
れ
る
可
能
性
も
十
分
見
込
め
な
い
ま
ま
、
い
た
ず
ら
に
回
収
不
能
額
を
増
大
さ
せ
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
理
性
を
欠
く
に
至
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
平
成
一
一
年
三
月
に
Ｂ
社
の
債
務
者
区
分
が
要
注
意

先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
変
更
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
す
る
と
、
本
件
追
加
融
資
2
に
つ
い
て
は
、
本
件
回
収
見
込
み
判
断
の
合
理
性
を
直
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ち
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
件
追
加
融
資
3
に
つ
い
て
は
、
本
件
回
収
見
込
み
判
断
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
っ
た
も
の
と
い

わ
ざ
る
を
得
ず
、
本
件
追
加
融
資
3
に
関
し
て
は
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

本
件
東
和
銀
行
事
件
の
判
例
は
、
四
国
銀
行
事
件
の
判
例
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
共
通
す
る
争
点
は
、
善
管
注
意
義

務
違
反
の
有
無
で
あ
る
。
四
国
銀
行
事
件
で
は
債
務
者
区
分
や
回
収
見
込
み
判
断
の
合
理
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。
四
国
銀
行
事
件
で
は
、

Ｂ
社
が
平
成
一
一
年
三
月
に
債
務
者
区
分
が
要
注
意
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
東
和
銀
行
事
件
で
は
、
債
務
者

区
分
が
平
成
一
四
年
九
月
に
要
注
意
先
か
ら
要
管
理
先
へ
、
平
成
一
六
年
三
月
に
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
へ
、
平
成
一
九
年
三
月
に

破
綻
懸
念
先
か
ら
実
質
破
綻
先
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
て
い
る
。

両
判
決
に
お
い
て
、
善
管
注
意
義
務
違
反
と
判
断
し
た
共
通
の
根
拠
に
回
収
可
能
性
の
合
理
性
が
あ
る
。
合
理
性
の
具
体
的
な
基
準
を

四
国
銀
行
事
件
の
判
決
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
回
収
可
能
性
の
合
理
性
と
は
、
追
加
融
資
の
リ
ス
ク
と
全
体
の
回
収
不
能
額
を
減

少
で
き
る
可
能
性
を
比
較
し
、
追
加
融
資
の
リ
ス
ク
の
方
が
低
け
れ
ば
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
和

銀
行
事
件
判
決
で
も
、
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
る
条
件
緩
和
、
本
件
融
資
回
収
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
が
中
止
さ
れ

た
こ
と
、
Ｍ
ホ
テ
ル
買
収
計
画
の
消
滅
、
さ
ら
に
Ｔ
産
業
の
債
務
者
区
分
な
ど
か
ら
、
追
加
融
資
の
リ
ス
ク
が
高
い
た
め
、
回
収
可
能
性

の
合
理
性
に
適
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
回
収
見
込
み
判
断
の
合
理
性
に
つ
い
て
、
四
国
銀
行
事
件
の
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
、
当
事
者
の
信
頼
関
係
の
維
持
と
融

資
金
相
当
額
を
ほ
ぼ
確
実
に
回
収
で
き
る
か
を
比
較
し
合
理
性
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
。
他
方
で
東
和
銀
行
事
件
で
は
、
融
資
の
五
原

則
と
し
て
、
安
全
性
、
収
益
性
、
公
共
性
、
流
動
性
、
成
長
性
を
掲
げ
、
こ
の
五
原
則
を
基
に
合
理
性
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
。

経
営
判
断
原
則
に
つ
い
て
鑑
み
る
と
、
経
営
判
断
原
則
と
は
、
判
断
の
前
提
た
る
事
実
認
識
を
不
注
意
で
誤
っ
た
か
、
事
実
に
基
づ
く
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判
断
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
っ
た
場
合
は
善
管
注
意
義
務
違
反
と
す
る
原
則
で
あ
る
が
、
東
和
銀
行
事
件
で
は
こ
の
点
の
判
断
は
避
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
債
務
者
区
分
の
変
更
や
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
の
中
止
、
Ｍ
ホ
テ
ル
買
収
計
画
の
消
滅
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
Ｔ

産
業
の
経
営
状
況
は
悪
く
、
経
営
判
断
に
よ
る
免
責
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
件
融
資
は
不
合
理
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
国
銀
行
事
件
の
場
合
、
債
務
者
区
分
の
変
更
や
Ｃ
会
長
一
族
の
排
除
が
不
可
能
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
本
件
追
加
融
資
3
の
実
行
は
不
合

理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
高
裁
は
、
追
加
融
資
の
一
部
に
つ
い
て
、
当
時
の
訴
外
会
社
の
債
務
者
区
分
が
要
注
意
先
か
ら
破
綻
懸
念

先
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
ほ
と
ん
ど
回
収
見
込
み
の
な
い
追
加
融
資
を
実
行
す
る
こ
と
は
、
単
に
回
収

不
能
額
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
で
、
全
体
の
回
収
不
能
額
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
、
追
加
融
資
の
一
部

に
つ
い
て
は
、
決
裁
関
与
取
締
役
の
本
件
回
収
見
込
判
断
は
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。「
著
し
く
不
合
理
」
の
判

断
を
下
し
て
い
る
点
で
、
東
和
銀
行
事
件
の
原
審
に
近
接
性
を
持
っ
て
い
る
。
経
営
判
断
原
則
に
関
し
て
は
、
後
掲
す
る
。

二
つ
の
事
件
は
、
経
営
判
断
原
則
や
融
資
原
則
の
適
用
の
相
違
の
面
で
定
か
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
直
接
的
に
繋
が
り
を
持
つ
も
の

で
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
の
案
件
の
性
質
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
も
い
え
、
東
和
銀
行
事
件
は
、
債
務
者
区
分
の
変
更
や
回
収
見
込
み
判

断
の
合
理
性
を
問
題
と
し
た
四
国
銀
行
事
件
と
共
通
性
は
あ
り
、
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
、
東
和
銀
行
事
件
の
判
例
は
四
国
銀
行
事
件
の

判
例
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
東
和
銀
行
事
件
と
四
国
銀
行
事
件
に
お
け
る
追
加
融
資
の
回
収
可
能
性
の
合
理
的
判
断

に
関
し
て
は
、
後
掲
で
改
め
て
論
じ
た
い
。

七
．
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
判
決
、
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
判
決
と
の
比
較
検
討

1
．
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
判
決
と
の
比
較　

最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
時
一
九
九
七
号
一
四
八
頁
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
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件
）
は
、「
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、
銀
行
の
取
締
役
に
一
般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
に
照
ら
し
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
と
い
わ
ざ

る
を
得
」
な
い
と
し
て
、
銀
行
の
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
り
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
判
示
し
て
い

た
が
、
東
和
銀
行
融
資
賠
償
訴
訟
の
第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
は
、「
融
資
業
務
に
あ
た
っ
て
銀
行
の
代
表
取
締
役
が
負
う

べ
き
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
本
件
第
一
審
で
は
、
既
述
の
通
り
、「
Ｙ
1
は
、
本
件
融
資
金
が
回
収
不
能
と
な
る
お
そ
れ
が
高
い
こ
と
を
十
分
に
認
識

し
な
が
ら
、
実
質
的
に
経
営
破
綻
状
態
に
あ
る
Ｔ
産
業
に
対
し
、
審
査
担
当
者
等
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
本
件
融
資
を
承
認
し
実
行
さ
せ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
原
告
の
指
摘
す
る
融
資
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
判
断
は
、
銀
行
の
取
締
役
（
特
に
代
表
取

締
役
頭
取
）
が
融
資
業
務
上
果
た
す
べ
き
注
意
義
務
に
反
し
合
理
性
を
欠
く
と
い
う
ほ
か
な
い
。
よ
っ
て
、
Ｙ
1
は
、
本
件
融
資
に
関
し
、

取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
な
い
し
善
管
注
意
義
務
に
違
反
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
が
被
っ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
。」、「
Ｙ
2
は
、
正
し
く
本
件
融
資
が
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
断
念
の
た
め
の
見
返
り
融
資
と
い
え
る
こ
と
を

了
知
し
な
が
ら
、
回
収
可
能
性
等
を
等
閑
視
し
、
原
告
に
生
じ
う
る
損
害
を
考
慮
せ
ず
、
専
ら
Ｔ
産
業
の
利
益
を
図
っ
て
本
件
融
資
を
促

し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
2
は
、
当
時
は
役
付
き
の
業
務
推
進
部
長
な
い
し
営
業
統
括
部
長
で
あ
り
、
本
件
融
資
に
つ
い
て
決

裁
権
限
を
有
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
回
収
不
能
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る

こ
と
を
回
避
す
る
措
置
を
と
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
関
係
者
に
対
し
積
極
的
な
関
与
、
働
き
か
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
の
取
締

役
と
し
て
の
融
資
業
務
上
の
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
2
の
行
為
は
、
Ｘ
の
指
摘
す
る
融
資
原

則
に
反
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
銀
行
の
取
締
役
が
職
務
上
果
た
す
べ
き
注
意
義
務
に
著
し
く
違
反
し
た
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
。
よ
っ

て
、
Ｙ
2
は
、
本
件
融
資
に
関
し
、
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
な
い
し
善
管
注
意
義
務
に
違
反
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
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か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
原
告
が
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
が
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
Ｙ
1
と
は
異
な
り
、
被
告
Ｙ
2
に
は
「
注
意
義
務
に
著
し
く
違
反
し
た
」
と
認
定
し
て
い
る
。「
著
し
く
」
の
文
言
が
、

後
述
の
判
例
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
思
料
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
の
か
、
Ｙ
2
に
お
い
て
は
Ｙ
1
の
よ
う
な
経
営
ト
ッ
プ

た
る
頭
取
で
は
な
く
、
経
営
判
断
原
則
適
用
も
一
応
考
慮
し
、
Ｙ
1
と
は
判
断
枠
組
み
を
変
え
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
は
定
か
で
は
な
い
。

控
訴
審
で
は
、
Ｙ
2
に
関
し
て
は
、「
本
件
融
資
に
つ
い
て
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る
」
と
し
、「
著
し
く
」
の
文
言
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
な
く
、
直
接
に
注
意
義
務
違
反
を
認
め
る
。
こ
の
点
で
、
控
訴
審
は
、

破
綻
懸
念
先
で
な
く
回
収
可
能
性
が
あ
り
、
経
営
判
断
原
則
に
よ
る
免
責
を
主
張
し
た
被
告
に
対
し
て
、
両
被
告
共
に
適
用
は
全
く
問
題

に
も
な
ら
な
い
旨
を
徹
底
し
た
と
も
と
れ
よ
う
か
。

2
．
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
判
決
と
の
比
較　

次
に
、
東
和
銀
行
融
資
賠
償
訴
訟
の
第
一
審
判
決
に
お
い
て
は
、
最
決
平
成
二
一
年

一
一
月
九
日
刑
集
六
三
巻
九
号
一
一
一
七
頁
（
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件

（
26
）

）
が
「
融
資
業
務
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
銀
行
の
取
締
役
の
注
意
義

務
の
程
度
は
一
般
の
株
式
会
社
取
締
役
の
場
合
に
比
べ
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
」
れ
る
と
し
た
こ
と
を
踏
襲
し
て
い
る
。
即
ち
、

「
株
式
会
社
の
取
締
役
は
、
会
社
か
ら
委
任
を
受
け
会
社
に
対
し
て
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
を
負
う
と
こ
ろ
、
銀
行
の
取
締
役

に
つ
い
て
は
、
銀
行
業
が
広
く
預
金
者
か
ら
資
金
を
集
め
、
こ
れ
を
原
資
と
し
て
企
業
等
に
融
資
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
免
許
事
業
で

あ
る
こ
と
（
銀
行
法
四
条
）、
銀
行
業
務
の
公
共
性
や
社
会
的
信
頼
に
か
ん
が
み
る
と
（
同
法
一
条
）、
銀
行
の
取
締
役
は
金
融
取
引
の
専
門

家
で
あ
り
、
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
融
資
業
務
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
反
面
、
銀
行
が
破
綻
し
、
あ
る
い
は
経
営
危
機
に

瀕
し
た
際
に
は
、
社
会
一
般
に
広
範
か
つ
深
刻
な
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
融
資
業
務
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
注

意
義
務
の
程
度
は
一
般
の
株
式
会
社
に
比
べ
て
高
い
水
準
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
の
取
締
役
が
融
資
業
務
を
行
う
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に
当
た
っ
て
は
、
元
利
金
の
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
な
る
べ
く
生
じ
な
い
よ
う
に
融
資
先
の
経
営
状
況
、
資
産
状
態
等
を
調
査
、
検
討

し
、
そ
の
安
全
性
を
確
認
し
て
融
資
を
決
定
し
、
原
則
と
し
て
担
保
を
徴
求
す
る
な
ど
相
当
な
保
全
措
置
を
と
る
義
務
が
あ
り
、
一
方
で

継
続
的
な
貸
借
取
引
に
お
い
て
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
融
資
に
よ
る
回
収
額
の
増
加
の
見
込

み
の
有
無
、
程
度
、
そ
の
変
動
要
因
の
有
無
、
程
度
等
を
勘
案
し
て
、
い
つ
の
時
点
で
融
資
打
ち
切
る
の
か
な
ど
を
検
討
し
、
当
該
融
資

を
実
行
し
た
方
が
そ
れ
自
体
回
収
不
能
と
な
る
危
険
性
を
考
慮
し
て
も
、
既
存
の
融
資
を
含
む
融
資
全
体
の
回
収
不
能
額
を
小
さ
く
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
融
資
を
決
定
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
。
ま
た
、
融
資
の
決
裁
権
限
を
有
し
な
い
取
締
役
に
つ
い
て
は
、
回
収
不
能
と
言
う
事
態
が
存
す
る
こ
と
を
予
見
し
得
た
場
合
に
は
、

こ
れ
を
等
閑
視
す
る
こ
と
な
く
、
決
裁
権
限
を
有
す
る
取
締
役
に
対
し
そ
の
旨
を
伝
え
る
な
ど
、
必
要
か
つ
適
切
な
手
段
を
講
じ
て
当
該

融
資
を
承
認
又
は
執
行
し
な
い
よ
う
監
視
、
監
督
す
る
義
務
が
あ
る
。」
と
述
べ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
控
訴
審
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
本
件
は
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
が
一
般
事

業
会
社
に
比
し
て
加
重
さ
れ
る
か
、
の
判
断
に
関
係
な
く
、
仮
に
一
般
事
業
者
の
取
締
役
を
想
定
し
て
も
善
管
注
意
義
務
が
尽
く
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
だ
か
ら
と
判
断
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
で
は
特
別
背
任
罪
が
問
わ

れ
、
経
済
犯
罪
と
し
て
責
任
を
加
重
す
る
こ
と
を
明
白
に
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
件
の
原
審
・
控
訴
審
共
に
、
融
資
業
務
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
に
関
す
る
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
を
認
定
し
た
点
で
は
、

拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
等
と
整
合
す
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
経
営
判
断
原
則
違
反
を
問
題
に
も
し
て
い
な
い
こ
と
が
少
な
く
と

も
控
訴
審
で
は
窺
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
審
で
は
、「
著
し
く
」
の
文
言
が
あ
る
た
め
、
微
妙
な
面
は
あ
る
が
、
詳
細
に
経
営
判
断
原

則
違
反
の
検
討
を
し
て
い
る
節
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
銀
行
取
締
役
の
責
任
加
重
に
関
し
て
は
、
控
訴
審
で
は
言
及
自
体
が
消
え
て
い
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九
九

る
。
従
っ
て
、
原
審
に
比
し
て
控
訴
審
で
は
損
害
賠
償
金
額
の
減
額
は
さ
れ
た
も
の
の
の
、
そ
の
判
断
枠
組
み
で
は
よ
り
厳
格
か
つ
直
裁

的
に
被
告
の
責
任
追
及
を
図
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

八
．
追
加
融
資
の
限
界
点
の
考
察

追
加
融
資
の
限
界
点
は
、
そ
の
融
資
が
不
良
債
権
（
回
収
不
能
な
元
本
・
利
息
も
し
く
は
延
滞
し
た
賃
金
な
ど
の
債
権
）
と
判
断
で
き
る
と
き

で
あ
り
、
融
資
の
回
収
可
能
性
を
導
く
要
件
や
事
実
と
回
収
不
能
を
導
く
要
件
や
事
実
を
比
較
考
量
し
、
後
者
が
前
者
を
超
え
て
い
る
判

断
で
き
る
と
き
で
あ
る
。

四
国
銀
行
株
主
代
表
訴
訟
事
件
に
お
い
て
、
限
界
点
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
四
国
銀
行
が
資
産
査
定
を
実
施
し
、
株
式
会
社
の
債
務
者

区
分
を
要
注
意
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
へ
と
変
更
し
た
、
い
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
株
式
会
社
は
破
綻
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
平
成

一
一
年
三
月
末
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
以
降
の
融
資
は
、
株
式
会
社
の
破
綻
の
危
険
性
が
高
く
、
回
収
可
能
性
が
著
し
く
低
い
と
社

会
通
念
に
照
ら
し
合
わ
し
て
も
判
断
で
き
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
金
融
機
関
に
携
わ
る
も
の
が
そ
う
い
う
判
断
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

は
な
い
の
で
、
合
理
性
は
な
く
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
件
東
和
銀
行
事
件
に
お
い
て
も
、
限
界
点
は
、
Ｔ
産
業
の
資
産
査
定
に
お
い
て
債
務
者
区
分
を
、
Ｔ
産
業
の
赤
字
の
影
響
は
子
会
社

な
ど
の
影
響
に
し
て
、
実
際
の
資
産
状
況
と
は
異
な
る
、
よ
り
甘
い
段
階
に
留
め
て
し
ま
っ
た
と
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
追

加
融
資
の
限
界
点
に
つ
い
て
は
、
メ
イ
ン
バ
ン
ク
と
し
て
の
従
前
の
取
引
状
況
、
あ
る
い
は
融
資
金
額
が
逆
に
巨
額
に
な
り
、
融
資
先
の

破
綻
が
自
行
の
経
営
に
影
響
す
る
な
ど
の
諸
要
素
も
あ
ろ
う
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
だ
か
ら
こ
そ
、
英
断
を
持
っ
て
融
資
を
打
ち
切
る
べ

き
と
も
い
え
る
。
中
・
長
期
経
営
計
画
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
経
営
改
善
が
目
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
、
正
常
な
融
資
判
断
の
範
疇
に
入
る



一
〇
〇

場
合
も
あ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
総
合
的
な
判
断
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
判
断
の
重
要
な
要
素
と
な
り
得
る
の
は
、
債

務
者
の
資
産
査
定
に
係
る
情
報
な
ど
の
客
観
的
要
件
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
、
判
断
が
入
っ
て
お
り
、
純
粋
な
客
観
的
な
要
件
と
い
え
る
か

も
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

九
．
融
資
原
則
の
考
察
│
融
資
決
済
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
│

1
．
融
資
原
則　

融
資
の
審
査
に
お
け
る
回
収
可
能
性
の
検
討
は
、
程
度
の
問
題
で
あ
り
、
融
資
原
則
は
実
務
上
の
概
念
で
あ
る
た
め
、

場
面
に
よ
っ
て
意
味
す
る
こ
と
に
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
札
幌
地
裁
平
成
一
四
年
一
二
月
二
五
日
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
第

一
審
判
決
）
で
は
公
共
性
、
確
実
性
、
収
益
性
、
流
動
性
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
金
融
機
関
は
、
融
資
に
対
し
て
迅
速
か
つ
的
確
に
対

応
し
、
融
資
を
行
う
企
業
の
実
態
把
握
、
資
金
使
途
の
確
認
、
所
要
資
金
の
算
定
、
返
済
財
源
の
確
認
、
返
済
期
間
・
方
法
な
ど
の
検
討

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
融
資
の
五
原
則
と
し
て
、
銀
行
法
第
一
条
を
根
拠
に
、
公
共
性
（
情
実
融
資
の
禁
止
等
）、

確
実
性
（
回
収
の
確
実
性
）、
収
益
性
、
流
動
性
（
自
行
の
特
性
お
よ
び
経
済
情
勢
に
応
じ
た
融
資
）、
成
長
性
を
掲
げ
て
い
る
。

東
和
銀
行
事
件
に
お
い
て
も
原
告
は
融
資
の
五
原
則
と
し
て
、
安
全
性
、
収
益
性
、
公
共
性
、
流
動
性
、
成
長
性
を
掲
げ
る
。
第
一

審
・
控
訴
審
共
に
こ
の
点
の
言
及
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
東
和
銀
行
事
件
が
融
資
の
五
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
改
め
て
検
討

す
る
と
、
先
ず
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
九
日
の
役
員
昼
食
会
に
お
い
て
、
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
中
止
さ
せ
る
べ
き
と
の
意
見
が
多
数
を
占
め

た
た
め
、
Ｔ
産
業
に
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
の
中
止
を
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
Ｔ
産
業
は
、
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
計
画
を
断
念
す
る
代
わ
り
に
、
建
築
計

画
に
伴
っ
て
設
計
費
用
が
か
か
っ
て
い
る
と
し
て
本
件
融
資
を
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
件
融
資
は
、
Ａ
ホ
テ
ル
改
修

費
用
を
口
実
と
し
た
見
返
り
融
資
と
考
え
ら
れ
、
社
会
的
必
要
性
に
欠
け
る
た
め
、
公
共
性
の
原
則
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
被
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一
〇
一

告
は
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
七
日
ま
で
に
Ｋ
ホ
テ
ル
の
構
造
を
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
に
変
更
し
、
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
は
形
式
も
実
態
も
ビ
ジ

ネ
ス
ホ
テ
ル
経
営
と
し
て
存
続
し
て
い
る
た
め
、
本
件
融
資
は
見
返
り
融
資
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
Ｔ
産
業
は
ビ
ジ
ネ
ス

ホ
テ
ル
を
経
営
し
た
こ
と
が
な
く
、
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
や
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
と
し
て
の
営
業
利
益
の
見
積
も
り

が
ホ
テ
ル
の
稼
働
率
を
高
目
に
設
定
し
た
り
客
室
設
備
に
付
加
価
値
を
持
た
せ
る
な
ど
し
た
明
確
な
根
拠
に
欠
け
た
算
出
結
果
で
あ
っ
た

と
い
う
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
仮
に
本
件
融
資
が
見
返
り
融
資
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
と
し
て
利
益
を
得
る
可
能
性
は

低
い
と
考
え
ら
れ
、
安
全
性
の
原
則
や
収
益
性
の
原
則
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
東
和
銀
行
と
Ｔ
産
業
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｙ
1
（
当
時
の
代
表
取
締
役
）
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
取
引
先
を
頭
取
銘
柄
と
呼
び
、

頭
取
銘
柄
に
つ
い
て
は
融
資
を
可
と
す
る
結
論
が
稟
議
に
先
行
し
て
い
て
、
人
事
権
を
掌
握
し
て
い
た
Ｙ
1
の
恣
意
的
な
人
事
に
よ
り
、

実
質
的
な
審
査
を
差
し
控
え
る
風
潮
が
生
じ
、
常
務
会
が
形
骸
化
し
て
お
り
、
Ｔ
産
業
も
頭
取
銘
柄
の
一
つ
で
あ
っ
た
事
実
か
ら
、
本
件

融
資
は
Ｙ
1
と
Ｔ
産
業
と
の
間
に
個
人
的
な
親
交
が
あ
り
、
客
観
的
な
判
断
に
欠
け
て
い
る
た
め
公
共
性
の
原
則
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
各
々
の
親
密
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
た
い
。

2
．
融
資
決
済
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
判
例
理
論　

融
資
決
裁
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
は
、
融
資

申
込
先
の
銀
行
の
債
務
者
と
し
て
の
適
格
性
の
審
査
、
当
該
申
込
先
に
関
す
る
企
業
調
査
を
通
し
た
信
用
状
態
の
審
査
、
当
該
融
資
案
件

自
体
に
関
す
る
審
査
、
銀
行
全
体
の
信
用
リ
ス
ク
の
統
制
の
四
つ
の
側
面
に
分
け
て
認
識
で
き
る
と
さ
れ
る

（
27
）

。

本
事
案
に
お
い
て
は
、
融
資
原
則
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
札
幌
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
二
五
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ

コ
ム
事
件
第
一
審
判
決
）
も
同
様
に
、「
こ
の
よ
う
な
銀
行
の
公
共
性
に
鑑
み
て
、
従
来
か
ら
、
そ
の
重
要
業
務
の
一
つ
で
あ
る
融
資
（
貸

付
）
は
、
公
共
性
の
原
則
（
利
害
関
係
に
立
脚
し
た
情
実
融
資
の
禁
止
等
）、
確
実
性
（
安
全
性
）
の
原
則
（
回
収
が
確
実
な
融
資
の
実
行
）、
収
益



一
〇
二

性
の
原
則
（
銀
行
に
と
っ
て
収
益
の
あ
る
融
資
の
実
行
）、
流
動
性
の
原
則
（
自
行
の
特
性
、
経
済
情
勢
に
応
じ
た
融
資
の
実
行
）
等
の
下
に
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
拓
銀
に
お
け
る
貸
出
業
務
取
扱
規
定
も
、
以
上
の
四
原
則
に
従
っ
た
融
資
の
励
行
が
な
さ
れ
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
拓
銀
の
投
融
資
会
議
や
経
営
会
議
の
よ
う
に
取
締
役
に
よ
る
審
議
に
よ
り
融
資
の
可

否
・
金
額
・
融
資
条
件
等
が
判
断
さ
れ
る
際
に
も
、
上
記
四
原
則
が
順
守
さ
れ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
り
、
銀
行
に
お
け
る
健
全
経
営
の
確

保
の
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
と
り
わ
け
融
資
に
つ
い
て
の
確
実
性
と
収
益
性
の
判
断
は
合
理
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
、

元
本
回
収
の
確
実
性
を
重
視
す
る
判
断
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
融
資
決
済
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
内
容
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
地
方
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
判
時
一
八
一
〇
号
一
一
〇
頁
（
国
民
銀
行
事
件
）
で
、

「
銀
行
の
取
締
役
は
、
融
資
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
リ
ス
ク
を
勘
案
の
上
、
当
該
融
資
に
よ
り
合
理
的
な
利
益
を
期
待
し
得
る
場
合
に

の
み
融
資
を
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
不
特
定
多
数
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
を
他
に
融
資
す
る
と
い
う
業
務
の
特
殊
性
お
よ
び
金
融
シ
ス
テ

ム
の
根
幹
を
担
う
と
い
う
公
共
性
か
ら
し
て
、
引
き
受
け
る
リ
ス
ク
に
は
お
の
ず
と
限
度
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、「
融
資

か
ら
期
待
さ
れ
る
利
益
の
検
討
の
み
な
ら
ず
、
融
資
の
持
つ
リ
ス
ク
を
的
確
に
分
析
・
評
価
し
、
そ
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。」
と
判
示
す
る
。
即
ち
、
銀
行
の
引
き
受
け
る
信
用
リ
ス
ク
に
は
限
界
が
あ
り
、
銀
行
取
締
役
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
の
統
制
が
求
め

ら
れ
る
と
す
る
。

東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
判
時
一
八
六
三
号
一
二
八
頁
（
日
債
銀
ジ
ェ
イ
・
ト
ッ
プ
事
件
）
は
、「
本
件
融
資
か
ら
得
ら
れ
る
利

益
と
本
件
融
資
に
伴
う
危
険
と
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
本
件
融
資
が
適
法
、
適
切
で
あ
る
か
、
本
件
融
資
に
伴
う
危
険
に
応
じ
た
適

切
な
債
権
保
全
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
か
等
の
観
点
か
ら
本
件
貸
出
申
請
の
可
否
な
い
し
本
件
融
資
の
可
否
の
判
断
を
行
う
べ
き
注
意
義



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
三

務
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
お
り
、
費
用
便
益
分
析
の
実
施
、
当
該
融
資
の
信
用
リ
ス
ク
に
応
じ
た
適
切
な

保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。

大
阪
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
判
タ
一
一
六
七
号
二
〇
八
頁
（
幸
福
銀
行
事
件
）
で
は
、「
貸
出
業
務
等
の
与
信
業
務
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
信
用
リ
ス
ク
を
適
切
に
管
理
し
、
安
全
な
資
金
運
用
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
判
示
し
、
銀
行
取
締
役
に
健
全

な
融
資
運
営
を
求
め
る
。
高
知
地
判
平
成
一
七
年
六
月
一
〇
日
資
料
版
商
事
法
務
二
六
〇
号
一
九
四
頁
（
四
国
銀
行
事
件
）
も
同
旨
で
あ

る
。
前
掲
・
札
幌
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
二
五
日
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
第
一
審
判
決
）
も
同
様
に
、
元
本
回
収
の
確
実
性
を
重
視

す
る
判
断
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
高
等
裁
判
所
レ
ベ
ル
の
判
例
で
は
、
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
タ
一
二
五
七
号
二
三
九
頁
（
拓
銀
ミ
ヤ
シ
タ
事
件
控

訴
審
判
決
）
は
、「
銀
行
の
取
締
役
が
融
資
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
面
に
お
い
て
、
利
息
収
入
、
取
引
機
会
の
拡
大
、
既
存
融
資

の
回
収
可
能
性
の
増
加
等
の
融
資
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
最
大
限
期
待
し
、
他
面
に
お
い
て
、
融
資
先
の
倒
産
等
に
よ
っ
て
回
収
不
能
に

な
る
な
ど
の
融
資
の
持
つ
損
失
の
リ
ス
ク
を
極
力
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
専
門
性
と
将
来
予
測
を
伴
う
総
合
判
断
が
要
求
さ

れ
る
か
ら
、
そ
の
裁
量
の
幅
は
、
相
当
広
く
な
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
前
記
の
と
お
り
、
銀
行
業
務
の
公
共
性

お
よ
び
不
特
定
多
数
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
を
他
に
融
資
す
る
と
い
う
特
殊
性
か
ら
す
れ
ば
、
銀
行
が
引
き
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
リ
ス

ク
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
す
る
。
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
拓
銀
ソ

フ
ィ
ア
事
件
控
訴
審
判
決
）
も
同
旨
で
あ
る
。

同
日
同
一
裁
判
官
に
よ
り
判
決
が
下
さ
れ
た
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
時
一
九
四
六
号
一
二
八
頁
（
拓
銀
エ
ス
コ
リ
ー
ス
事
件

控
訴
審
判
決
）
は
、「
銀
行
の
取
締
役
が
融
資
判
断
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
面
に
お
い
て
、
利
息
収
入
、
取
引
機
会
の
拡
大
、
既
存
融



一
〇
四

資
の
回
収
可
能
性
の
増
加
等
の
融
資
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
確
保
、
拡
大
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
、
銀
行
の
健
全
経
営

の
確
保
、
預
金
者
等
の
保
護
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
銀
行
の
取
締
役
が
融
資
の
可
否
を
決
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
確
実
性
（
安
全
性
）
の

原
則
（
回
収
が
確
実
な
融
資
の
実
行
）
お
よ
び
収
益
性
の
原
則
（
銀
行
に
と
っ
て
収
益
の
あ
る
融
資
の
実
行
）
を
道
守
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
原
則
お
よ
び
前
記
の
銀
行
業
務
の
公
共
性
か
ら
銀
行
の
取
締
役
の
裁
量
の
幅
は
制
限
さ
れ
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
す
る
。
裁
量
の
幅
が
限
定
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
確
実
性
の
原
則
な
ど
の
融
資
の
基
本
原
則
と
銀
行
業
務
の
公

共
性
に
求
め
る
点
で
、
拓
銀
ミ
ヤ
シ
タ
事
件
控
訴
審
判
決
と
は
異
な
る
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
公
共
性
を
重
視

し
た
点
で
は
、
本
事
案
の
参
考
と
な
ろ
う
か
。

第
三
に
、
最
高
裁
判
例
で
は
、
平
成
九
年
経
営
破
綻
し
た
北
海
道
拓
殖
銀
行
旧
経
営
陣
に
対
す
る
Ｒ
Ｃ
Ｃ
（
整
理
回
収
機
構
）
の
三
件

の
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
つ
き
二
〇
〇
八
年
一
月
二
八
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
が
あ
る
。
一
件
は
、
旧
商
法
二
六
六
条
一
項
五

号
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
に
関
す
る
判
断
が
示
さ
れ

（
28
）

、
残
る
二
件
は
融
資
決
裁
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
善
管
注

意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
の
違
反
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
初
の
最
高
裁
判
例
で
あ
る
。
二
件
の
判
例
に
つ
い
て
最
高
裁

は
銀
行
取
締
役
が
融
資
を
決
裁
す
る
際
の
一
般
的
な
注
意
義
務
に
つ
い
て
判
示
し
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
当
該
融
資
を
決
裁
す
る
際
の

善
管
注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
の
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
事
例
判
決
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
本

事
案
の
控
訴
審
判
決
と
親
和
性
が
あ
る
。

最
二
小
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
（
判
時
一
九
九
七
号
一
四
三
頁
・
判
タ
一
二
六
二
号
六
三
頁
・
金
判
一
二
九
一
号
三
二
頁
・
金
法
一
八
三
八

号
四
八
頁
│
拓
銀
栄
木
不
動
産
事
件
最
高
裁
判
決
）
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
請
求
を
認
め
る
。「
本
件

追
加
融
資
は
、
こ
の
よ
う
に
健
全
な
貸
付
先
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
債
務
者
に
対
す
る
融
資
と
し
て
新
た
な
貸
出
リ
ス
ク
を
生
じ
さ
せ



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
五

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
過
振
り
の
事
後
処
理
に
当
た
っ
て
債
権
の
回
収
お
よ
び
保
全
を
第
一
義
に
考
え
る
べ
き
被
上
告
人
ら
に
と
っ

て
、
原
則
と
し
て
受
け
容
れ
て
は
な
ら
な
い
提
案
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
追
加
融
資
に
応
じ
る

と
の
判
断
に
合
理
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
本
件
追
加
融
資
の
担
保
と
し
て
提
供
さ
れ
た
本
件
不
動
産
に
つ
い
て
、
仮
に
本
件
追

加
融
資
後
に
そ
の
価
値
が
下
落
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
下
落
が
通
常
予
測
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
な
い
限
り
、
本
件
不
動
産
を
換
価
す

れ
ば
い
つ
で
も
本
件
追
加
融
資
を
確
実
に
回
収
で
き
る
よ
う
な
担
保
余
力
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
本

件
追
加
融
資
決
定
時
に
お
い
て
、
本
件
不
動
産
は
、
本
件
追
加
融
資
の
担
保
と
し
て
確
実
な
担
保
余
力
を
有
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
状

態
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
そ
う
す
る
と
、
栄
木
不
動
産
に
対
し
本
件
不
動
産
を
担
保
と
す
る
こ
と
を
条
件
に
本
件
追
加

融
資
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
被
上
告
人
ら
の
判
断
は
、
…
著
し
く
不
合
理
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
被
上
告
人
ら
に
は
取
締
役
と

し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

最
二
小
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
（
判
時
一
九
九
七
号
一
四
八
頁
・
判
タ
一
二
六
二
号
六
九
頁
・
金
判
一
二
九
一
号
三
八
頁
・
金
法
一
八
三
八

号
五
五
頁
│
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
最
高
裁
判
決
）
で
は
、
最
高
裁
は
原
判
決
の
Ｒ
Ｃ
Ｃ
敗
訴
部
分
を
破
棄
し
、
第
一
融
資
お
よ
び
第
三
融

資
と
も
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
請
求
を
認
め
る
判
断
を
示
し
た
。
第
一
融
資
に
つ
い
て
は
、「
銀
行
が
融
資
先
の
関
連
企
業
の
業
績
お
よ
び
株
価
の

み
に
依
存
す
る
形
で
一
九
五
億
七
〇
〇
〇
万
円
も
の
巨
額
の
融
資
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
リ
ス
ク
の
高
さ
に
か
ん
が
み
、
特
に
慎
重
な
検

討
を
要
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
融
資
先
が
弁
済
期
に
担
保
株
式
を
一
斉
に
売
却
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
株
価
が
暴
落
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
危
険
性
お
よ
び
そ
れ
を
回
避
す
る
方
策
等
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
形

跡
は
な
い
。
…
拓
銀
が
当
時
採
用
し
て
い
た
企
業
育
成
路
線
の
対
象
と
し
て
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
を
選
択
し
た
判
断
自
体
に
疑
問
が
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
…
あ
え
て
第
一
融
資
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
高
い
融
資
を
行
っ
て
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
を
支
援
す
る
と
の
判
断
に
合
理
性



一
〇
六

が
あ
っ
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
う
す
る
と
、
第
一
融
資
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
被
上
告
人
ら
の
判
断
は
、
第
一
融
資
が
当
時
拓
銀
が
採

用
し
て
い
た
企
業
育
成
路
線
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、
銀
行
の
取
締

役
に
一
般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
に
照
ら
し
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
被
上
告
人
ら
に
は
銀
行
の
取
締
役
と
し
て

の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
第
三
融
資
に
関
し
て
は
、「
第
三
融
資
は
そ
の
大

部
分
に
つ
き
当
初
か
ら
回
収
の
見
込
み
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス
事
業
自
体
の
採
算
性
に
つ
い
て
大
き
な

疑
問
が
あ
り
、
中
長
期
的
に
も
、
エ
イ
ペ
ッ
ク
ス
事
業
を
独
立
し
て
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
第
三
融
資
に
見
合
う
額
の
債
権
の
回
収
が

期
待
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
第
三
融
資
は
、
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
を
再
建
、
存
続
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
も
は
や
同

社
は
存
続
不
可
能
と
の
前
提
で
そ
の
破
た
ん
の
時
期
を
数
か
月
お
く
ら
せ
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
第

三
融
資
を
実
行
し
て
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
を
数
か
月
延
命
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
関
連
企
業
の
連
鎖
倒
産
を
回
避
で
き
た
と
も
、
共

同
信
用
組
合
の
破
た
ん
お
よ
び
拓
銀
に
対
す
る
そ
の
支
援
要
請
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
考
え
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
関
連
企
業

の
連
鎖
倒
産
の
お
そ
れ
や
共
同
信
用
組
合
の
破
た
ん
に
よ
り
拓
銀
に
そ
の
支
援
要
請
が
来
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
第
三
融

資
を
行
う
と
の
判
断
に
合
理
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
第
三
融
資
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
被
上
告
人
Ｙ
1

お
よ
び
同
Ｙ
2
の
判
断
は
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、
銀
行
の
取
締
役
に
一
般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
に
照
ら
し
、
著
し
く
不
合
理
な
も

の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
被
上
告
人
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
は
銀
行
の
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
私
見
で
あ
る
が
、
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
を
一
般
事
業
会
社
の
水
準
と
は
区
別
し
、
か
つ
「
著
し

く
」
の
文
言
が
あ
る
点
で
は
、
本
事
案
の
控
訴
審
判
決
と
は
異
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

拓
銀
栄
木
不
動
産
事
件
の
二
件
の
融
資
は
、
銀
行
の
内
部
事
故
を
糊
塗
す
る
た
め
の
融
資
で
あ
る
。
当
日
他
券
過
振
り
は
、
当
日
入
金



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
七

の
他
店
券
を
見
合
い
と
す
る
稟
議
手
続
を
踏
ま
な
い
翌
営
業
日
ま
で
の
当
座
貸
越
で
あ
り

（
29
）

、
通
常
は
他
店
券
が
決
済
さ
れ
て
貸
越
が
解
消

さ
れ
る
が
、
本
件
で
は
連
日
繰
り
返
さ
れ
、
四
八
億
四
〇
〇
〇
万
円
も
の
巨
額
に
達
し
た
事
案
で
あ
り
、
通
常
起
こ
り
え
な
い
銀
行
の
内

部
事
故
に
起
因
す
る
融
資
で
、
し
か
も
見
合
い
と
な
っ
た
他
店
券
は
売
上
回
収
に
か
か
る
小
切
手
・
手
形
で
な
く
、
栄
木
不
動
産
振
出
し

の
小
切
手
で
当
日
他
券
過
振
り
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
巨
額
の
当
日
他
券
過
振
り
が
副
支
店
長
に
よ
り
連
日
繰
り
返
さ

れ
、
拓
銀
の
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
重
大
な
欠
陥
が
あ
っ
た
も
の
で
、
内
部
事
故
に
よ
り
銀
行
が
被
る
損
害
が
不
祥
事
と
し
て
表
面
化
せ

ず
、
通
常
融
資
に
切
り
替
え
る
行
為
自
体
が
問
題
と
考
え
る
。
行
員
の
巨
額
の
使
い
込
み
を
同
人
へ
の
融
資
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
同

視
で
き
る
事
件
と
い
え
る
。
最
高
裁
は
、
銀
行
取
締
役
の
責
任
の
根
拠
に
つ
き
、
結
局
十
分
な
担
保
を
徴
求
し
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め
、

十
分
な
担
保
さ
え
徴
求
す
れ
ば
い
か
な
る
融
資
決
裁
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
点
に
、
銀
行
実
務
上
の
問
題
が
残
り
か
ね
ず
、

ま
た
銀
行
取
締
役
の
融
資
の
注
意
義
務
を
銀
行
に
損
害
を
与
え
な
い
義
務
と
置
換
し
、
担
保
徴
求
義
務
と
し
て
矮
小
化
し
か
ね
な
い
。
他

方
で
、
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
巨
額
の
融
資
金
額
の
た
め
銀
行
に
生
じ
た
損
害
も
大
き
く
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任

を
限
定
す
べ
き
立
場
か
ら
は
、
最
高
裁
が
元
取
締
役
の
対
会
社
責
任
を
認
め
た
点
に
つ
い
て
、
取
締
役
に
厳
し
い
責
任
を
課
す
る
こ
と
に

疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
あ
る

（
30
）

。
し
か
し
、
預
金
者
に
対
し
て
元
本
保
証
を
表
明
し
た
預
金
を
原
資
と
し
て
融
資
が
行
わ
れ
、
融
資
判
断
に

は
厳
格
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
バ
ブ
ル
期
の
融
資
と
は
い
え
、
第
一
融
資
は
、
融
資
先
中
核
企
業
発
行
の
株
式
の
み
を
担
保
と
し
て
お
り
、

担
保
取
得
に
関
し
て
も
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
二
年
分
利
息
を
含
め
て
融
資
し
、
そ
も
そ
も
融
資
先
企
業
の
収
益
で
は
弁
済
で
き
な
い
こ
と

を
当
初
か
ら
銀
行
が
認
め
、
回
収
は
主
と
し
て
担
保
処
分
に
よ
る
こ
と
を
予
定
し
た
と
も
い
え
る
。
右
肩
上
が
り
の
経
済
を
前
提
と
す
る

杜
撰
な
融
資
と
評
価
さ
れ
る
。
第
三
融
資
は
、
融
資
先
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
事
業
と
拓
銀
が
一
体
化
し
、
銀
行
法
一
二
条
の
他
業
禁
止
規
定

の
趣
旨
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
融
資
先
と
の
関
係
の
あ
り
方
自
体
に
問
題
が
あ
っ
た
事
案
で
あ
り
、
厳
正
な
融
資
審
査
を
実
施
で
き
る
は
ず



一
〇
八

も
な
い
。
最
高
裁
は
、
融
資
決
裁
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
し
て
、
あ
く
ま
で
も
個
別
融
資
に
お
け
る
義
務
違
反
を
認
め
、

融
資
決
裁
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
に
関
す
る
一
般
的
判
断
基
準
は
示
し
て
は
い
な
い
。
但
し
、
二
件
の
最
高
裁
判
決
は
、

原
審
の
結
論
を
覆
し
、
取
締
役
責
任
を
認
め
る
厳
し
い
判
断
を
示
し
て
い
る
点
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
．
銀
行
取
締
役
の
高
度
注
意
義
務
を
巡
る
理
論　

銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
を
高
度
注
意
義
務
と
す
る
見
解
が
提
唱
さ
れ
る

（
31
）

。
高
度

注
意
義
務
と
す
る
根
拠
は
、
銀
行
法
上
の
銀
行
経
営
の
健
全
性
維
持
の
要
請
、
預
金
者
保
護
の
必
要
性
や
専
門
家
責
任
と
の
類
似
性
な
ど

で
、
具
体
的
な
内
容
と
し
て
銀
行
取
締
役
に
慎
重
な
判
断
を
求
め
る
。
一
方
、
注
意
義
務
の
高
低
を
議
論
す
る
必
要
は
な
く
、
注
意
義
務

の
内
容
を
議
論
す
べ
き
と
の
見
解

（
32
）

、
預
金
者
等
の
関
係
で
高
度
な
注
意
義
務
が
肯
定
で
き
て
も
対
株
主
（
会
社
）
の
注
意
義
務
も
高
度
に

な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
す
る
見
解

（
33
）

が
唱
え
ら
れ
る
。

近
時
は
銀
行
負
担
の
リ
ス
ク
と
銀
行
取
締
役
の
経
営
判
断
の
裁
量
の
観
点
か
ら
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
を
説
明
す
る
見
解
も
あ
る
。

銀
行
取
締
役
に
は
慎
重
な
調
査
・
検
討
、
リ
ス
ク
の
小
さ
い
意
思
決
定
が
求
め
ら
れ
、
一
般
企
業
の
取
締
役
よ
り
裁
量
の
幅
が
狭
く
な
る

と
す
る
見
解

（
34
）

、
金
融
監
督
法
の
金
融
機
関
経
営
の
健
全
性
維
持
の
要
請
が
会
社
法
に
も
反
映
さ
れ
、
融
資
等
の
業
務
執
行
の
判
断
に
お
い

て
一
般
事
業
会
社
の
経
営
者
に
比
べ
リ
ス
ク
回
避
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解

（
35
）

、
経
営
の
健
全
性
お
よ
び
安
全
性
に
格
段
の
配
慮
を
払
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
の
判
例
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
る

（
36
）

。
銀
行
の
経
営
破
綻
に
関
し
て
、
銀
行
取
締
役
は
特
別
法
上
銀
行
を
破
綻
さ
せ

な
い
義
務
を
負
う
と
す
る
見
解

（
37
）

、
銀
行
を
一
般
企
業
よ
り
健
全
か
つ
安
定
的
に
経
営
す
る
と
い
う
特
殊
な
義
務
が
生
じ
る
と
す
る
見
解

（
38
）

、

銀
行
法
一
条
一
項
の
規
定
す
る
預
金
者
保
護
と
金
融
の
円
滑
を
踏
ま
え
、
破
綻
を
し
な
い
よ
う
な
銀
行
業
務
の
運
営
が
求
め
ら
れ
る
と
す

る
見
解

（
39
）

が
あ
る
。

最
二
小
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
（
拓
銀
栄
木
不
動
産
事
件
最
高
裁
判
決
）
以
前
は
、
銀
行
法
に
よ
り
銀
行
に
課
さ
れ
た
経
営
の
健
全



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
〇
九

性
維
持
の
要
請
に
基
づ
き
、
銀
行
取
締
役
は
業
務
の
執
行
に
際
し
て
、
よ
り
慎
重
な
判
断
、
よ
り
リ
ス
ク
を
避
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

と
す
る
の
が
多
数
説
と
み
ら
れ
る
。
近
時
は
、
他
方
で
、
①
会
社
が
事
業
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
経
営
さ
れ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
っ
て
、
事

業
の
公
益
性
に
基
づ
い
て
取
締
役
に
重
い
義
務
と
責
任
を
課
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
、
②
銀
行
法
上
の
規
制
を
取
締
役
の
法
令
遵
守

義
務
と
み
て
注
意
義
務
に
反
映
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
信
用
秩
序
の
維
持
や
金
融
行
政
の
運
営
上
の
政
策
的
考
慮
を
銀
行
取
締
役
の
裁
量

に
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
均
衡
を
失
す
る
、
と
の
指
摘
も
さ
れ
る

（
40
）

。
各
々
の
業
や
株
式
会
社
は
、
他
か
ら
み
れ
ば
全
て
特
殊
で
あ
り
、
銀
行

だ
け
を
特
別
な
も
の
と
み
る
必
要
は
な
く
、
銀
行
取
締
役
の
義
務
や
責
任
を
厳
格
化
し
て
裁
量
の
幅
を
限
定
す
る
解
釈
は
、
銀
行
経
営
上

の
制
約
要
因
と
な
る
だ
け
と
の
認
識
が
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
取
締
役
の
経
営
判
断
に
お
け
る
裁
量
の
幅
が
業
界
、
会
社
規
模
に
よ

り
差
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
で
、
金
融
機
関
の
取
締
役
と
し
て
責
任
の
厳
格
化
に
結
び
つ
け
る
こ
と
な
く
、
個
別
・
具
体
的
な
事
案
に
即

し
た
判
断
が
必
要
と
す
る
指
摘
も
あ
る

（
41
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
東
和
銀
行
控
訴
審
判
決
は
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
一
般
論
を
示
し
て
お
ら
ず
、
即
ち
、
北
海
道
拓
殖
銀

行
の
旧
経
営
陣
に
対
す
る
Ｒ
Ｃ
Ｃ
提
訴
に
よ
る
二
件
の
二
〇
〇
八
年
一
月
二
八
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
を
踏
襲
し
た
考
え
方
に

立
つ
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
か
。

下
級
審
判
例
に
お
い
て
も
、
銀
行
取
締
役
が
厳
格
な
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
静
岡
地
判
平
成
一
九
年
九
月

二
一
日
（
平
成
一
五
年
（
ワ
）
第
一
二
三
号
）
判
例
集
未
登
載
（
中
部
銀
行
事
件
）
は
、「
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
等
は
、
個
々
の
会
社
の
具

体
的
な
業
務
内
容
そ
の
他
の
事
実
関
係
の
下
で
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
業
務
内
容
が
異
な
る
銀
行
と
一
般

の
会
社
と
を
比
較
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
取
締
役
の
注
意
義
務
の
程
度
の
軽
重
を
抽
象
的
に
論
じ
る
こ
と
に
意
味
は
な
く
、
本
件
で
問
題
と
さ

れ
て
い
る
被
告
ら
の
善
管
注
意
義
務
等
違
反
の
有
無
は
、
本
件
支
払
承
諾
お
よ
び
本
件
各
手
形
貸
付
け
が
さ
れ
た
各
時
点
に
お
け
る
中
部



一
一
〇

銀
行
の
経
営
状
況
そ
の
他
同
行
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
を
踏
ま
え
、
被
告
ら
が
銀
行
の
取
締
役
と
し
て
ど
の
よ
う
な
注
意
義
務
を
負
担
し
て

い
た
の
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
。」
と
判
示
す
る
。
個
別
・
具
体
的
な
事
案
に
即
し
た
判
断
の
必
要
性
を
強
調
す
る
学
説
に
近
い
考
え
を

示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
つ
場
合
、
一
層
の
こ
と
、
具
体
的
注
意
義
務
の
基
準
を
示
す
こ
と
が
重
要
性
を
持
と

う
。
こ
の
点
は
、
後
述
の
融
資
原
則
の
関
連
で
述
べ
て
み
た
い
。

一
〇
．
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
基
準
に
関
す
る
米
国
と
我
が
国
の
比
較
法
的
考
察

事
例
判
決
と
な
る
最
高
裁
判
例
を
除
き
、
我
が
国
判
例
は
銀
行
法
上
の
預
金
者
保
護
、
銀
行
経
営
の
健
全
性
維
持
の
要
請
を
根
拠
に
銀

行
取
締
役
の
注
意
義
務
を
厳
格
な
も
の
と
捉
え
る
傾
向
が
あ
る

（
42
）

。

従
前
の
判
例
の
検
討
と
し
て
、
銀
行
は
預
金
を
原
資
と
し
、
業
と
し
て
融
資
を
実
行
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
融
資
に
は
確
実
な
回
収

可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
融
資
実
行
に
よ
り
合
理
的
な
利
益
が
期
待
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
リ
ス
ク
の
な
い
融
資
は
存
在
せ
ず
、

銀
行
取
締
役
は
預
金
者
に
対
す
る
預
金
返
還
債
務
を
確
実
に
履
行
で
き
る
よ
う
に
安
全
か
つ
健
全
な
資
金
運
用
を
基
本
と
し
つ
つ
、
負
担

す
る
信
用
リ
ス
ク
を
分
析
・
評
価
し
て
適
用
金
利
を
設
定
し
、
適
切
に
保
全
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
銀
行
全
体
の
信
用
リ
ス
ク
を
統

制
し
適
正
化
を
図
り
、
負
担
範
囲
を
超
え
る
信
用
リ
ス
ク
を
含
む
融
資
は
否
決
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
銀
行
が
融
資
の
相
手
方

に
つ
き
、
当
然
な
が
ら
、
銀
行
の
債
務
者
と
し
て
の
適
格
性
に
つ
い
て
調
査
・
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
銀
行
の
債
務
者
と
し
て
の

適
格
性
は
、
銀
行
業
務
の
公
共
性
か
ら
、
一
定
の
制
約
が
あ
る
。
以
上
か
ら
、
既
述
の
通
り
、
融
資
決
裁
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意

義
務
は
、
融
資
申
込
先
の
銀
行
の
債
務
者
と
し
て
の
適
格
性
に
関
す
る
審
査
、
当
該
申
込
先
に
関
す
る
企
業
調
査
を
通
し
た
信
用
状
態
に

関
す
る
審
査
、
当
該
融
資
案
件
自
体
に
関
す
る
審
査
、
銀
行
全
体
の
信
用
リ
ス
ク
の
統
制
の
四
つ
の
側
面
か
ら
認
識
で
き
よ
う

（
43
）

。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
一
一

米
国
に
お
い
て
は
、
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
を
め
ぐ
る
判
例
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
が
続
け
ば
注
意
義
務
の
基
準
を
引
き
上
げ
、
そ

れ
が
落
ち
着
け
ば
緩
や
か
に
解
し
て
お
り
、
周
期
的
に
循
環
す
る
傾
向
の
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
44
）

。

我
が
国
で
は
、
近
年
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
問
題
も
一
段
落
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
は
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

二
〇
〇
八
年
九
月
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
や
欧
州
債
務
危
機
な
ど
世
界
的
な
金
融
危
機
の
中
で
、
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

（
45
）

や
バ
ー
ゼ
ル

Ⅲ
（
46
）

な
ど
新
た
な
国
際
的
金
融
規
制
の
強
化

（
47
）

が
図
ら
れ
る
現
在
、
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
基
準
を
緩
和
す
る
解
釈
を
と
る
こ
と
の
是
非

は
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
関
連
す
る
米
国
と
の
比
較
法
的
考
察
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

一
一
．
銀
行
取
締
役
の
高
水
準
の
注
意
義
務
に
関
す
る
考
察

1
．
銀
行
取
締
役
の
高
水
準
の
注
意
義
務　

銀
行
取
締
役
の
高
水
準
の
注
意
義
務
に
関
し
て
、
関
連
判
例
も
含
め
、
改
め
て
検
討
し
た

い
。
東
和
銀
行
事
件
第
一
審
判
決
は
、
既
述
の
通
り
、
銀
行
の
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
に
関
し
、
銀
行
法
四
条
（
免
許
事

業
）、
一
条
（
銀
行
業
務
の
公
共
性
等
）、
金
融
取
引
の
専
門
家
と
し
て
の
融
資
業
務
遂
行
の
期
待
、
銀
行
が
破
綻
し
た
場
合
の
社
会
的
影
響

な
ど
の
要
素
を
挙
げ
、
銀
行
の
取
締
役
に
対
し
「
融
資
業
務
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
程
度
は
、
一
般
の
株
式
会
社
に
お
け
る

取
締
役
の
場
合
に
比
べ
て
高
い
水
準
の
も
の
が
要
求
さ
れ
る
」
と
の
見
解
を
述
べ
る
（
第
三
の
二
（
一

（
48
）

））。
最
三
小
決
平
成
二
一
年
一
一

月
九
日
刑
集
六
三
巻
九
号
一
一
一
七
頁
（
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
）
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
水
準
の
説
示
を
踏
襲
し
た
も
の

と
い
え
る
。

銀
行
取
締
役
は
一
般
株
式
会
社
の
取
締
役
よ
り
高
水
準
の
注
意
義
務
が
要
求
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
学
説
に
は
金
融

機
関
の
取
締
役
と
い
っ
て
も
、
一
般
の
事
業
会
社
の
取
締
役
よ
り
注
意
義
務
の
程
度
が
高
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る

（
49
）

。



一
一
二

米
国
で
は
一
九
三
四
年
ブ
ロ
デ
リ
ッ
ク
対
マ
ー
カ
ス
事
件
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
判
決
に
お
い
て
、「
銀
行
取
締
役
は
他
の
一
般
事

業
会
社
の
取
締
役
よ
り
、
よ
り
注
意
深
く
判
断
す
る
義
務
を
負
う
」
と
さ
れ
、
理
由
と
し
て
、
銀
行
取
締
役
は
「
預
金
者
の
資
金
が
安
全

に
か
つ
注
意
深
く
運
用
さ
れ
て
い
る
か
監
視
す
る
責
任
が
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
最
高
裁
決
定
以
前
の
も
の
と
し
て
、
札
幌
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
五
八
号
一
九
六

頁
）
判
決
で
、「
銀
行
は
、
営
利
性
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
と
し
て
の
利
潤
の
追
求
を
図
る
だ
け
で
は
な
く
、
公
益
性
の
観
点
か
ら
、
広

く
大
衆
か
ら
受
け
入
れ
た
莫
大
な
資
金
を
社
会
的
に
有
益
な
事
業
等
に
運
用
し
て
い
く
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
銀
行
法
は
、

こ
の
よ
う
な
銀
行
業
務
の
公
共
性
に
鑑
み
、
宣
言
的
に
上
記
目
的
を
掲
げ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
の
取
締
役
は
、
こ

の
よ
う
な
銀
行
法
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
そ
の
職
務
を
運
行
し
て
い
く
こ
と
が
職
責
上
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
他
の
一
般
の
株
式
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
よ
り
も
厳
格
な
注
意
義
務
を
負
い
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
経
営
判
断
に
お
け
る
裁
量
が
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
り
得
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
経
営
判

断
原
則
適
用
も
前
提
に
お
い
て
い
る
と
思
料
さ
れ
よ
う
か
。
私
的
利
益
の
調
整
を
目
的
と
し
、
株
主
利
益
の
最
大
化
を
基
本
と
す
る
会
社

法
と
、
金
融
機
関
の
健
全
性
を
守
り
、
取
付
な
ど
を
防
止
し
、
経
済
全
体
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
守
る
こ
と
に
主
目
的

が
あ
る
銀
行
法
な
ど
金
融
監
督
法
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

（
50
）

。

学
説
に
お
い
て
も
、
金
融
機
関
の
公
共
的
役
割
等
か
ら
、
経
営
者
は
一
般
の
事
業
会
社
の
経
営
者
よ
り
も
重
い
注
意
義
務
を
負
う
と
す

る
研
究
が
公
表
さ
れ
、
さ
ら
に
金
融
監
督
法
と
の
関
連
に
お
い
て
金
融
機
関
経
営
者
の
注
意
義
務
を
論
じ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

岩
原
紳
作
教
授
は
、
銀
行
法
や
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
介
入
す
る
規
定
を
設
け
た
の
は
、
銀
行
監
督

手
法
と
し
て
、
私
企
業
で
あ
る
銀
行
の
自
主
的
な
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
中
に
、
リ
ス
ク
管
理
そ
の
他
、
監
督
目
的
を
達
成
す



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
一
三

る
仕
組
み
を
ビ
ル
ト
イ
ン
し
た
も
の
で
、
規
制
の
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
げ
る
上
で
は
極
め
て
有
効
で
、
私
人
に
よ
る
法
の
エ

ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
活
用
例
と
述
べ
ら
れ
る

（
51
）

。

本
件
東
和
銀
行
事
案
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
判
決
・
控
訴
審
判
決
の
認
定
事
実
を
前
提
と
す
る
限
り
、
銀
行
取
締
役
の
高
い
水
準
の
注

意
義
務
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
著
し
い
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
現
に
控
訴
審
判
決
は
、
銀
行
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
注
意
義
務
の
水
準
に
つ
い
て
格
別
に
論
じ
て
い
な
い
が
、
Ｙ
1
に

つ
き
「
融
資
業
務
に
あ
た
っ
て
銀
行
の
代
表
取
締
役
が
負
う
べ
き
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
Ｙ
2
に
つ

き
「
銀
行
の
取
締
役
と
し
て
の
業
務
の
執
行
に
関
し
積
極
的
に
会
社
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
取

締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
」
と
述
べ
、
水
準
論
は
別
と
し
て
も
、
銀
行
取
締
役
に
特
有
の
注
意
義
務
が
観

念
さ
れ
る
こ
と
は
前
提
と
し
て
い
る

（
52
）

と
の
指
摘
も
あ
り
得
よ
う
。
こ
の
点
で
は
、
判
決
が
特
有
の
注
意
義
務
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
に

つ
き
、
議
論
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
般
的
な
株
式
会
社
に
お
け
る
注
意
義
務
レ
ベ
ル
で
す
ら
、
事
案
に
お

け
る
被
告
の
義
務
違
反
は
明
白
で
あ
る
。

2
．
高
水
準
の
注
意
義
務
と
事
案
の
特
殊
性　

本
件
は
株
主
代
表
訴
訟
で
な
く
、
銀
行
で
あ
る
Ｘ
自
ら
の
提
訴
で
あ
る
が
、
控
訴
審
判

決
が
補
正
・
引
用
す
る
第
一
審
判
決
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
平
成
一
九
年
三
月
期
決
算
に
お
い
て
四
期
ぶ
り
に
赤
字
と
な
り
、
同
年
二
月
二
七

日
か
ら
六
月
二
〇
日
ま
で
金
融
庁
の
立
入
検
査
を
受
け
、
同
年
八
月
二
四
日
特
定
与
信
先
に
つ
い
て
債
務
者
の
実
態
か
ら
乖
離
し
た
不
適

切
な
融
資
判
断
や
融
資
管
理
が
行
わ
れ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
、
背
景
に
は
一
部
に
代
表
取
締
役
Ｙ
1
の
主
導
・
関
与
が
認
め
ら
れ
る
な
ど

を
理
由
に
、
経
営
管
理
態
勢
お
よ
び
法
令
遵
守
態
勢
が
極
め
て
不
十
分
と
の
検
査
結
果
通
知
を
受
け
、
さ
ら
に
同
年
一
〇
月
一
二
日
付
け

で
関
東
財
務
局
か
ら
、
銀
行
法
二
六
条
一
項
に
基
づ
き
、
問
題
の
原
因
と
な
っ
た
経
営
責
任
の
明
確
化
（
客
観
的
な
検
証
体
制
の
構
築
お
よ



一
一
四

び
過
去
の
事
案
に
問
題
が
あ
っ
た
場
合
の
改
善
措
置
、
責
任
追
及
を
含
む
）
な
ど
を
内
容
と
す
る
業
務
改
善
命
令
を
受
け
る
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、

株
主
代
表
訴
訟
提
起
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
Ｘ
が
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
の
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
事
案
に
関
し

て
は
、
こ
う
し
た
銀
行
取
締
役
の
高
水
準
の
注
意
義
務
の
議
論
は
さ
ほ
ど
の
影
響
を
持
た
な
い
と
も
い
え
る
。

十
二
．
信
頼
の
法
理
と
高
度
注
意
義
務
に
関
わ
る
考
察

第
一
審
の
争
点
一
に
お
け
る
Ｙ
1
ら
の
主
張
に
お
い
て
、
取
締
役
の
信
頼
保
護
の
ル
ー
ル
が
述
べ
ら
れ
る
。
第
一
審
・
控
訴
審
判
決
に

お
い
て
は
、
特
段
こ
の
点
に
関
す
る
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
然
に
注
意
義
務
違
反
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、

信
頼
の
法
理
に
つ
い
て
付
言
し
て
み
た
い
。

銀
行
で
は
稟
議
制
度
を
用
い
る
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
が
採
ら
れ
、
銀
行
取
締
役
が
融
資
審
査
の
作
業
を
自
ら
直
接
全
て
を
行
う
こ
と
は

善
管
注
意
義
務
の
内
容
で
は
な
い

（
53
）

。
経
営
組
織
を
編
成
し
組
織
的
に
銀
行
業
務
を
遂
行
し
て
お
り
、
銀
行
取
締
役
は
経
営
組
織
体
制
の
下

で
融
資
業
務
を
執
行
す
れ
ば
よ
い
。
会
社
法
で
は
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
（
会
社
法
三
四
八
条
三
項
四
号
・
会
社
法
施
行
規
則
九
八
条
、
会
社
法

三
六
二
条
四
項
六
号
・
会
社
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
、
会
社
法
四
一
六
条
一
項
一
号
ロ
・
会
社
法
施
行
規
則
一
一
二
条
）
が
構
築
さ
れ
て
い
れ
ば
、
取

締
役
は
構
築
さ
れ
た
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
が
健
全
に
機
能
す
る
こ
と
を
信
頼
し
て
日
々
の
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
54
）

。
具
体
的
に

は
、
決
裁
権
限
を
有
す
る
融
資
案
件
に
つ
い
て
、
提
出
さ
れ
た
稟
議
書
を
対
象
に
審
査
を
実
施
し
決
裁
す
る
こ
と
が
銀
行
取
締
役
の
職
務

の
内
容
と
な
る
。
原
則
と
し
て
、
担
保
評
価
を
含
め
直
接
調
査
に
当
た
り
稟
議
を
起
案
し
、
担
保
徴
求
な
ど
を
含
む
融
資
実
行
手
続
を
履

践
す
る
こ
と
は
職
務
内
容
と
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
作
業
は
融
資
先
を
管
理
す
る
営
業
店
担
当
者
の
職
務
で
あ
る
。

銀
行
取
締
役
が
職
務
執
行
す
る
際
に
は
、
信
頼
の
原
則
が
妥
当
す
る
。
同
原
則
は
、
経
営
判
断
原
則
同
様
に
、
米
国
判
例
法
に
よ
り
発



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
一
五

展
し
て
き
た
考
え
方
で
あ
る

（
55
）

。

我
が
国
に
お
い
て
同
原
則
に
つ
い
て
判
示
す
る
も
の
に
東
京
地
判
平
成
一
四
年
四
月
二
五
日
判
時
一
七
九
三
号
一
四
〇
頁
（
長
銀
初
島

事
件
）
が
あ
り
、「
取
締
役
の
行
っ
た
情
報
収
集
・
分
析
、
検
討
な
ど
に
不
足
や
不
備
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
分
業
と
権

限
の
委
任
に
よ
り
広
汎
か
つ
専
門
的
な
業
務
の
効
率
的
な
遂
行
を
可
能
と
す
る
大
規
模
組
織
に
お
け
る
意
思
決
定
の
特
質
が
考
慮
に
入
れ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
…
意
思
決
定
権
者
が
、
自
ら
新
た
に
情
報
を
収
集
・
分
析
し
、
そ
の
内
容
を
は
じ
め
か
ら
検
討
し
直
す
こ
と
は
現

実
的
で
な
く
、
下
部
組
織
の
行
っ
た
情
報
収
集
・
分
析
、
検
討
を
基
礎
と
し
て
自
ら
の
判
断
を
行
な
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
…
専
門
知
識
と

能
力
を
有
す
る
行
員
を
配
置
し
、
…
重
畳
的
に
情
報
収
集
、
分
析
お
よ
び
検
討
を
加
え
る
手
続
が
整
備
さ
れ
た
大
銀
行
に
お
い
て
は
、
取

締
役
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
各
部
署
に
お
い
て
期
待
さ
れ
た
水
準
の
情
報
収
集
・
分
析
、
検
討
が
誠
実
に
な
さ
れ
た
と
の
前
提

に
立
っ
て
自
ら
の
意
思
決
定
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
特
段
の
事
情
の
有
無
は
、
当
該
取
締
役
の
知
識
・
経

験
・
担
当
職
務
、
案
件
と
の
関
わ
り
等
を
前
提
に
、
当
該
状
況
に
置
か
れ
た
取
締
役
が
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
意
思
決
定
を
行
な
う
こ
と
に

当
然
に
躊
躇
を
覚
え
る
よ
う
な
不
備
・
不
足
が
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
す
る

（
56
）

。

銀
行
取
締
役
は
部
下
が
作
成
し
た
稟
議
書
に
基
づ
き
意
思
決
定
が
で
き
る
が
、
取
締
役
の
融
資
決
裁
に
関
す
る
職
務
内
容
は
、
稟
議
書

の
形
式
の
点
検
、
決
裁
印
押
印
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
銀
行
取
締
役
と
し
て
の
実
質
的
経
営
判
断
の
た
め
の
作
業
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
部
下
や
関
係
部
署
が
行
っ
た
判
断
は
銀
行
取
締
役
の
経
営
判
断
に
当
然
に
は
代
替
せ
ず
、
そ
の
い
い
な
り
に
職
務
を
執
行
し

て
も
善
管
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
株
主
か
ら
個
人
的
資
質
で
あ
る
経
営
能
力
を
評
価
さ
れ
て
取
締
役
に
選
任

さ
れ
る
こ
と
、
銀
行
法
七
条
の
二
の
趣
旨
な
ど
が
根
拠
と
な
る
。

従
っ
て
、
銀
行
取
締
役
が
負
う
べ
き
高
度
注
意
義
務
の
内
容
を
具
体
的
に
み
る
と

（
57
）

、
融
資
審
査
と
決
裁
に
お
い
て
、
融
資
が
リ
ス
ク
負



一
一
六

担
能
力
の
低
い
預
金
を
原
資
と
す
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
企
業
調
査
の
結
果
を
的
確
に
把
握
し
て
銀
行
全
体
の
信
用
リ
ス
ク
の
統
制

を
図
り
、
申
込
金
額
、
資
金
使
途
、
融
資
期
間
、
返
済
方
法
を
的
確
に
判
断
し
て
適
用
金
利
を
的
確
に
設
定
し
、
必
要
に
応
じ
適
切
な
保

全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

本
件
東
和
銀
行
事
件
で
は
、
銀
行
取
締
役
と
し
て
の
実
質
的
な
経
営
判
断
の
た
め
の
作
業
を
行
っ
た
と
は
到
底
い
え
る
も
の
で
な
く
、

部
下
や
関
係
部
署
が
行
っ
た
判
断
が
銀
行
取
締
役
の
経
営
判
断
に
当
然
に
代
替
す
る
事
例
で
も
な
い
。
Ｙ
1
自
ら
が
、
悪
性
な
る
指
示
を

部
下
に
出
し
て
お
り
、
信
頼
の
法
理
の
適
用
も
考
え
ら
れ
な
い

（
58
）

。

一
三
．
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
考
察

1
．
銀
行
取
締
役
の
融
資
判
断
と
経
営
判
断
の
原
則　

銀
行
取
締
役
の
融
資
判
断
に
経
営
判
断
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
か
も
問
題
と
な

る
。
経
営
判
断
原
則
は
、
周
知
の
通
り
、
経
営
判
断
を
行
っ
た
取
締
役
に
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
裁
量
権
の

逸
脱
の
有
無
の
観
点
に
よ
り
裁
判
所
が
審
査
す
る
判
断
基
準
で
あ
る

（
59
）

。
一
般
的
定
式
化
と
し
て
は
、
経
営
判
断
の
前
提
と
な
っ
た
事
実
の

認
識
に
重
要
か
つ
不
注
意
な
誤
り
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
の
事
実
に
基
づ
く
意
思
決
定
の
過
程
・
内
容
に
お
い
て
企
業
経
営
者
と
し

て
著
し
く
不
合
理
・
不
適
切
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
か
、
で
あ
る

（
60
）

。
誤
り
や
不
合
理
が
な
け
れ
ば
、
当
該
経
営
判
断
は
裁
量
の
範
囲
を
逸

脱
す
る
も
の
で
な
く
、
取
締
役
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
同
原
則
は
、
①

経
営
判
断
の
前
提
と
な
る
事
実
認
識
の
過
程
に
お
け
る
不
注
意
な
誤
り
に
起
因
す
る
不
合
理
さ
の
有
無
、
②
事
実
認
識
に
基
づ
く
意
思
決

定
の
推
論
過
程
お
よ
び
内
容
の
著
し
い
不
合
理
さ
の
存
否
を
裁
判
に
お
け
る
審
査
対
象
と
す
る

（
61
）

。
最
近
の
判
例
で
は
、
経
営
判
断
に
至
る

過
程
の
適
正
さ
を
重
視
す
る
傾
向
が
指
摘
さ

（
62
）

れ
（
63
）

る
（
64
）

。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
一
七

融
資
決
裁
は
銀
行
取
締
役
に
よ
る
経
営
判
断
の
一
つ
で
あ
り
、
決
裁
に
当
た
る
取
締
役
の
負
う
善
管
注
意
義
務
に
違
反
す
る
結
果
と
し

て
違
法
性
を
帯
び
る
。
善
管
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
か
に
関
す
る
裁
判
上
の
審
査
基
準
と
し
て
経
営
判
断
の
原
則
を
用
い
る
こ
と
は
有
益

で
あ
る
が
、
最
高
裁
レ
ベ
ル
で
必
ず
し
も
定
式
化
・
統
一
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
最
近
の
学
説
で
は
、
我
が
国
の
判
例
状
況
を
以
下
の
通
り
要
約
す
る
も
の
も
あ
る
。
①
取
締
役
に
は
経
営
者
と
し

て
広
範
な
裁
量
権
限
が
あ
る
。
②
取
締
役
の
経
営
判
断
に
お
け
る
過
失
の
有
無
は
、
当
該
判
断
が
な
さ
れ
た
時
点
を
基
準
に
し
て
、
当
該

判
断
そ
の
も
の
に
つ
き
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③
取
締
役
の
経
営
判
断
に
つ
き
無
過
失
が
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
以
下
の
要

件
が
み
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⒜
当
該
判
断
に
関
す
る
前
提
事
実
に
関
し
、
そ
の
情
報
収
集
手
続
き
と
事
実
認
識
に
お
い
て
著
し

い
不
合
理
が
な
い
こ
と
、
⒝
当
該
判
断
に
関
し
、
そ
の
決
定
手
続
き
と
決
定
内
容
に
お
い
て
著
し
い
不
合
理
が
な
い
こ
と
。
④
「
著
し
い

不
合
理
」
と
さ
れ
る
か
否
か
は
、
当
該
業
界
に
お
け
る
通
常
の
経
営
者
の
判
断
を
基
準
に
し
て
判
定
さ
れ
る
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
、

取
締
役
が
善
管
注
意
義
務
を
つ
く
し
た
か
否
か
の
判
断
基
準
そ
の
も
の
に
関
す
る
判
例
法
理
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
の
独
自
の
内
容
を
備

え
る
判
例
法
理
が
「
経
営
判
断
の
原
則
」
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い

（
65
）

。

2
．
判
例
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則

⑴
経
営
判
断
原
則
の
適
用　

融
資
の
貸
倒
に
つ
き
銀
行
取
締
役
の
対
会
社
責
任
の
関
連
判
例
を
み
る
と
、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月

二
五
日
判
時
一
八
五
一
号
二
一
頁
（
長
銀
ノ
ン
バ
ン
ク
支
援
事
件
第
一
審
判
決
）
で
、「
本
件
各
支
援
行
為
に
つ
い
て
取
締
役
の
責
任
を
問
う

た
め
に
は
、
取
締
役
の
判
断
に
許
容
さ
れ
た
裁
量
の
範
囲
を
超
え
た
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
意
思
決
定
が

行
わ
れ
た
当
時
の
状
況
下
に
お
い
て
、
原
告
と
同
程
度
の
規
模
を
有
す
る
大
銀
行
の
取
締
役
に
一
般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
に
照
ら
し
て
、

当
該
判
断
を
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
情
報
収
集
・
分
析
、
検
討
が
合
理
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
、
こ
れ
ら
を
前
提
と
す
る
判
断



一
一
八

の
推
論
過
程
お
よ
び
内
容
が
明
ら
か
に
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
判
示
し
、
一
定
の
定
式

化
が
行
わ
れ
て
い
る
。

個
々
の
判
例
を
検
討
す
る
と
、
定
式
化
に
は
相
違
も
あ
り
、
札
幌
高
判
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
判
タ
一
二
六
一
号
二
五
八
頁
（
拓
銀

カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
控
訴
審
判
決
）
で
は
、「
各
取
締
役
に
つ
い
て
、
そ
の
予
測
や
判
断
の
基
礎
と
な
っ
た
資
料
の
収
集
・
検
討
に
お
い
て
杜

撰
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
当
該
案
件
に
つ
い
て
取
締
役
が
会
社
と
利
益
相
反
す
る
客
観
的
事
情
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
著
し
く

不
合
理
な
も
の
が
認
め
ら
れ
、
当
該
取
締
役
の
予
測
や
判
断
そ
の
も
の
が
不
誠
実
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
」
に
限
っ
て
注

意
義
務
違
反
を
認
め
る
。
こ
の
判
旨
に
対
し
、
不
誠
実
性
と
い
う
新
た
な
基
準
で
経
営
判
断
原
則
を
理
解
し
、
取
締
役
は
悪
意
に
近
い
事

情
で
も
な
い
限
り
責
任
を
負
わ
な
い
考
え
方
を
と
る
と
共
に
、
バ
ブ
ル
期
の
取
締
役
の
行
為
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
責
任
を
問
わ
な
い

方
向
を
打
ち
出
し
た
と
評
価
で
き
る
と
の
批
判
も
あ
る

（
66
）

。

経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
場
合
、
取
締
役
の
責
任
を
否
定
す
る
判
例
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
銀
行
融
資
の
貸
倒
の
関
連
判
例
に
お
い

て
は
、
経
営
判
断
原
則
の
観
点
か
ら
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
判
例
も
存
在
す
る

（
67
）

。
今
後
は
、
最
高
裁
に
よ
る
定
式
化
の
確
立
が
望
ま
れ

よ
う
。

経
営
判
断
の
原
則
に
照
ら
し
て
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
経
営
判
断
の
原
則
が
注
意
義
務
に
関
す
る
審
査

基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

（
68
）

。

銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
、
基
準
と
な
る
人
物
の
知
見
・
経
験
の
問
題
が
あ
る
。
銀
行
と
い
う
業
種
の

特
徴
、
銀
行
取
締
役
の
適
格
性
要
件
に
つ
い
て
規
定
し
た
銀
行
法
七
条
の
二
の
規
定
の
趣
旨
を
前
提
に
、
銀
行
取
締
役
を
基
準
と
し
て
、

期
待
さ
れ
る
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
、
業
種
を
超
越
し
た
取
締
役
を
基
準
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
一
九

多
く
の
判
例
は
銀
行
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
注
意
義
務
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
が
、
最
高
裁
判
例
を
含
め
、
取
締
役
を
基
準
と
す
る
判

例
も
み
ら
れ

（
69
）

る
（
70
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
東
和
銀
行
事
件
に
お
い
て
、
第
一
審
判
決
は
銀
行
の
取
締
役
の
前
提
で
判
断
し
て
い
る
が
、
控
訴
審
判
決
で
は
、
取

締
役
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
最
高
裁
の
流
れ
に
あ
ろ
う
。

融
資
自
体
が
個
別
の
法
令
に
違
反
す
る
融
資
と
、
融
資
を
決
裁
し
た
銀
行
取
締
役
が
特
別
背
任
罪
に
問
わ
れ
う
る
融
資
を
除
く
と
、
銀

行
の
融
資
は
、
当
該
融
資
を
決
裁
し
た
取
締
役
が
善
管
注
意
義
務
に
違
反
し
て
決
裁
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
違
法
性
を
帯
び
る
こ
と
と
な

る
。
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
か
ら
み
た
場
合
、
大
半
の
融
資
は
中
間
に
位
置
し
、
か
な
り
の
広
が
り
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
融

資
決
裁
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
の
具
体
的
な
内
容
は
、
や
は
り
解
釈
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

と
な
る

（
71
）

。

⑵
経
営
判
断
原
則
の
適
用
事
例
の
更
な
る
検
討
│
北
海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
に
お

け
る
経
営
判
断
原
則
適
用
│　

旧
北
海
道
拓
殖
銀
行
破
綻
に
伴
い
、
拓
銀
か
ら
資
産
を
譲
り
受
け
た
Ⅹ
か
ら
、
拓
銀
の
取
締
役
に
対
し
、

当
該
融
資
が
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
に
違
反
す
る
と
し
て
、
責
任
（
会
社
法
四
三
四
条
一
項
）
を
追
及
す
る
提
訴
が
多
く
な
さ
れ
、
①
北

海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
三
頁
）、
②
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件

（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
九
頁
）
も
そ
の
一
環
で
あ
る

（
72
）

。

松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
は
、
両
事
件
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
本
件
①
②
事
件
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も

い
わ
ゆ
る
経
営
判
断
の
原
則
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
八
月
三
一
日
に
お
い
て
争
点
と
さ
れ
た
特
別
背
任
罪
も
、
経
営

判
断
と
裏
表
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。）。
本
件
①
②
事
件
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
拓
銀
と
融
資
先
（
栄
木
不
動
産
、
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
）
と
の
間
に



一
二
〇

特
段
の
癒
着
や
特
別
利
害
関
係
な
ど
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
（
癒
着
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
盛
岡
地
判
平
成
一
九
年
七
月

二
七
日
判
タ
一
二
九
四
号
二
六
四
頁
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
時
点
か
ら
、
相
手
方
に
交
渉
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
を
握
ら
れ
、
ズ
ル

ズ
ル
と
資
金
を
供
与
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
融
資
先
に
弱
み
を
握
ら
れ
、「
ミ
ス
を
隠
し
た
り
、

先
延
ば
し
す
る
た
め
」
ズ
ル
ズ
ル
と
融
資
を
継
続
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
両
事
件
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
当
初
の
融
資
時
に
お

け
る
審
査
の
厳
格
さ
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
本
件
①
②
事
件
に
お
け
る
Ｙ
ら
の
判
断
が
、
い
ず
れ
も
「
経
営
判
断
」

な
ど
と
い
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
融
資
が
注
意
義
務
違
反
に
当
た
る
条
件
を
明
示
し

た
本
件
①
②
事
件
は
、
銀
行
が
ど
こ
ま
で
取
引
先
に
関
わ
る
か
の
試
金
石
と
な
る
判
例
群
で
あ
る
。」

銀
行
融
資
に
お
け
る
取
締
役
責
任
に
つ
き
、
経
営
判
断
原
則
適
用
の
観
点
か
ら
論
及
す
る
と
共
に
、
定
式
化
を
試
み
て
お
ら
れ
、
破
綻

懸
念
先
に
対
す
る
銀
行
融
資
判
断
と
し
て
も
関
連
し
て
、
今
後
の
判
例
の
動
向
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
と
評
さ
れ
よ
う
。

十
四
．
破
綻
懸
念
先
に
対
す
る
銀
行
の
融
資
判
断
の
具
体
的
考
察

1
．
回
収
可
能
性
の
合
理
性
の
判
断

⑴
救
済
融
資
と
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務　

我
が
国
の
学
説
に
お
い
て
、
既
述
の
通
り
、
金
融
機
関
の
公
共
的
役
割
か
ら
、
経
営
者
は

一
般
事
業
会
社
の
経
営
者
よ
り
も
重
い
注
意
義
務
を
負
う
と
す
る
見
解
が
多
く
示
さ
れ
、
金
融
監
督
法
の
関
連
に
お
い
て
経
営
者
の
注
意

義
務
を
論
じ
る
こ
と
も
学
説
の
傾
向
で
あ
る

（
73
）

。
さ
ら
に
本
事
案
に
お
け
る
よ
う
に
、
銀
行
の
継
続
的
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収

不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資

（
74
）

に
着
眼
し
、
銀
行
取
締
役
の
負
う
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
注
意
義
務
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
、
議

論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
二
一

救
済
融
資
実
行
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
は
、
事
業
会
社
の
取
締
役
と
比
較
し
て
慎
重
か
つ
詳
細
に
事
前
の
検
討
が
必
要

な
事
項
が
含
ま
れ
る
。
救
済
融
資
に
関
す
る
経
営
判
断
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
場
合
、
経
営
判
断
原
則
適
用
の
前
に
、
銀
行
取
締
役
に
課

せ
ら
れ
た
高
度
な
注
意
義
務
が
経
営
判
断
に
い
た
る
過
程
を
含
め
十
分
に
果
た
さ
れ
た
か
が
慎
重
に
吟
味
さ
れ
、
取
締
役
の
側
で
同
原
則

に
よ
る
免
責
を
一
方
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
救
済
融
資
を
実
行
し
た
銀
行
取
締
役
の
経
営
判
断
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、

同
原
則
の
機
能
す
る
局
面
は
限
定
さ
れ
て
こ
よ
う
。
救
済
融
資
が
金
融
機
関
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
限
り
、

取
締
役
の
任
務
違
背
は
否
定
さ
れ
、
融
資
先
の
業
績
回
復
が
確
実
に
見
込
め
る
融
資
の
み
が
銀
行
取
締
役
に
許
さ
れ
る
救
済
融
資
で
あ
る

（
75
）

。

⑵
本
事
案
と
追
加
融
資
の
善
管
注
意
義
務
の
具
体
化
の
検
討　

東
和
銀
行
事
件
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
既
述
の
通
り
、
第
一
審
判
決

（
判
時
二
一
〇
〇
号
一
五
三
頁
）
に
お
い
て
、
融
資
業
務
に
関
す
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
程
度
は
一
般
の
株
式
会
社
に
お
け
る
取
締

役
の
場
合
に
比
べ
て
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
継
続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
融
資
に
よ
る
回
収
額
の
増
加
の
見
込
み
の
有
無
・
程
度
、
そ
の
変
動
要
因
の
有
無
、
程
度
等
を
勘
案
し
て
、
い
つ
の
時

点
で
融
資
を
打
ち
切
る
か
な
ど
を
検
討
し
、
当
該
融
資
を
実
行
し
た
方
が
そ
れ
自
体
回
収
不
能
と
な
る
危
険
性
を
考
慮
し
て
も
、
既
存
の

融
資
を
含
む
融
資
全
体
の
回
収
不
能
額
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
合
理
性
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
融
資
を
決
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
融
資
の
決
定
権
限
を
有
し
な
い
取
締
役
に
つ

い
て
は
、
回
収
不
能
と
な
る
こ
と
を
予
見
し
得
た
場
合
に
は
、「
こ
れ
を
等
閑
視
す
る
こ
と
な
く
、
決
定
権
限
を
有
す
る
取
締
役
に
対
し

そ
の
旨
を
伝
え
る
な
ど
、
必
要
か
つ
適
切
な
手
段
を
講
じ
て
当
該
融
資
を
承
認
又
は
実
行
し
な
い
よ
う
監
視
、
監
督
す
る
義
務
が
あ
る
」

と
説
示
し
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
1
に
つ
い
て
は
、
本
件
融
資
当
時
Ｔ
産
業
が
実
質
的
に
破
綻
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
回
収
を
図
る
上

で
唯
一
の
方
策
と
い
え
た
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
が
頓
挫
し
た
こ
と
を
了
知
し
て
お
り
、
本
件
融
資
が
回
収
不
能
と
な
る
お
そ
れ
が
高
い
こ
と
を



一
二
二

十
分
に
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
審
査
担
当
者
等
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
本
件
融
資
を
承
認
し
実
行
さ
せ
た
こ
と
は
、
銀
行
の
取
締
役
（
特

に
代
表
取
締
役
頭
取
）
の
注
意
義
務
に
反
し
合
理
性
を
欠
く
と
判
示
し
、
ま
た
、
融
資
の
決
裁
権
限
が
な
い
Ｙ
2
に
つ
い
て
も
、
回
収
不
能

と
な
る
お
そ
れ
を
十
分
に
認
議
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
事
態
の
回
避
措
置
を
と
ら
ず
、
か
え
っ
て
関
係
者
に
対
し
積
極
的
な
関
与
・
働
き

か
け
を
行
っ
て
、
銀
行
取
締
役
と
し
て
の
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
判
断
し
た
。

控
訴
審
（
資
料
版
商
事
三
三
四
号
八
三
頁
）
も
、
Ｙ
1
に
つ
き
、「
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
と
し
て
の
収
支
計
画
が
本
件
融
資
の
承
認
を
得
る
た

め
の
辻
褄
合
わ
せ
に
過
ぎ
ず
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
十
分
認
識
し
て
い
た
」
こ
と
等
を
述
べ
て
、
銀
行
の
代
表
取
締
役
が
負
う

べ
き
忠
実
義
務
・
善
管
注
意
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
と
し
、
Ｙ
2
の
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
・
善
管
注
意
義
務
違
反
も
認
め
た

（
76
）

。
第

一
審
判
決
は
、
継
続
的
な
貸
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
に
つ
い
て
善
管
注
意
義
務
の
内
容
を

か
な
り
具
体
的
に
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
。

2
． 

東
和
銀
行
事
件
と
四
国
銀
行
事
件
に
お
け
る
追
加
融
資
の
回
収
可
能
性
の
合
理
的
判
断
な
ら
び
に
な
み
は
や
銀
行
事
件
の
特
段
の

事
情
の
考
察

⑴
東
和
銀
行
事
件
と
四
国
銀
行
事
件
に
お
け
る
追
加
融
資
の
回
収
可
能
性
の
合
理
的
判
断　

本
事
案
を
具
体
的
に
み
る
と
、
償
還
財
源

で
あ
る
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
の
実
効
性
の
有
無
、
つ
ま
り
貸
付
け
に
対
す
る
回
収
可
能
性
の
合
理
的
判
断
が
注
意
義
務
の
是
非
を
分
け
る
と
考

え
る
。
検
討
を
深
め
る
た
め
、
先
の
四
国
銀
行
株
主
代
表
訴
訟
上
告
審
判
決
（
最
二
判
平
成
二
一
年
一
一
月
二
七
日
金
判
一
三
三
五
号
二
〇
頁
）

を
改
め
て
、
参
照
し
た
い

（
77
）

。

事
実
の
概
要
を
要
約
し
て
再
掲
す
る
と
、「
Ｓ
銀
行
（
四
国
銀
行
）
は
、
県
の
観
光
名
所
で
闘
犬
事
業
を
行
っ
て
い
た
Ｂ
ま
た
は
そ
の
会

長
で
あ
る
Ｃ
に
対
し
て
、
経
営
支
援
の
た
め
の
県
融
資
（
本
件
県
融
資
）
が
実
行
さ
え
る
ま
で
の
つ
な
ぎ
融
資
を
要
請
さ
れ
た
の
を
契
機



銀
行
取
締
役
の
追
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融
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任
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察
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一
二
三

と
し
て
、
そ
の
後
の
追
加
融
資
と
の
合
計
一
八
億
余
円
の
貸
付
け
を
行
っ
た
が
、
こ
の
後
、
Ｂ
は
民
事
再
生
手
続
の
開
始
決
定
を
申
し
立

て
（
そ
の
後
、
Ｓ
の
反
対
に
よ
り
同
手
続
は
廃
止
さ
れ
た
）、
相
当
部
分
が
回
収
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｓ
の
株
主
で
あ
る

Ｘ
1
・
Ｘ
2
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
Ｓ
が
行
っ
た
本
件
各
融
資
は
回
収
見
込
み
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
本
件
各
融
資
の
決
裁
当
時
い
ず
れ
も
Ｓ
の
取
締
役
で
あ
っ
た
Ｄ
（
被
告
・
控
訴
人
。
原
審
口
頭
弁
論
終
結
後
に
死
亡
し
た
た
め
、

Ｄ
1
│
Ｄ
3
〔
被
上
告
人
〕
が
訴
訟
継
承
）
お
よ
び
Ｄ
4
│
Ｄ
9
（
被
告
・
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
に
は
、
本
件
各
融
資
の
実
行
の
決
裁
等
に
関

与
し
、
ま
た
は
、
取
締
役
の
監
視
義
務
を
怠
っ
た
点
で
そ
れ
ぞ
れ
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
、
Ｓ
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
て

株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
し
た
。
な
お
、
本
件
各
融
資
の
う
ち
、
実
質
的
に
は
無
担
保
融
資
で
な
さ
れ
た
本
件
つ
な
ぎ
融
資
（
九
億

五
〇
〇
〇
万
円
）
に
つ
い
て
は
、
担
当
専
務
で
あ
っ
た
Ｄ
4
お
よ
び
担
当
部
長
で
あ
っ
た
Ｄ
7
が
、
本
件
追
加
融
資
1
（
二
億
九
七
〇
〇
万

円
）
お
よ
び
本
件
追
加
融
資
2
（
一
億
六
五
〇
〇
万
円
）
に
つ
い
て
は
担
当
副
頭
取
で
あ
っ
た
Ｄ
5
お
よ
び
担
当
部
長
で
あ
っ
た
Ｄ
9
が

各
々
の
実
行
を
承
認
す
る
決
裁
を
行
い
、
本
件
追
加
融
資
3
（
三
億
九
三
五
〇
万
円
）
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
お
い
て
、
各
々
の
実
行
を

承
認
す
る
旨
の
決
議
を
し
、
取
締
役
会
に
出
席
し
た
代
表
取
締
役
Ｄ
ら
取
締
役
は
各
決
議
に
賛
成
し
た
。
第
一
審
判
決
（
高
知
地
判
平
成

一
七
年
六
月
一
〇
日
資
料
版
商
事
法
務
二
六
〇
号
一
九
四
頁
）
は
、
県
が
融
資
を
実
行
す
る
意
向
を
表
示
し
て
い
る
と
し
て
も
実
現
さ
れ
る
蓋

然
性
は
相
当
低
く
、
Ｂ
の
経
営
は
実
質
的
に
破
綻
し
て
お
り
Ｂ
の
営
業
利
益
か
ら
貸
付
金
を
回
収
で
き
る
状
況
で
は
な
く
善
管
注
意
義
務

違
反
が
あ
っ
た
と
し
、
Ｘ
1
ら
の
請
求
（
弁
済
分
を
除
く
）
を
一
部
認
容
し
た
。
原
審
判
決
（
高
松
高
判
平
成
一
九
年
三
月
一
六
日
資
料
版
商
事

法
務
三
一
〇
号
二
六
〇
頁
）
は
、
Ｂ
に
再
建
可
能
性
あ
り
と
の
Ｄ
1
ら
の
判
断
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
、
Ｓ
は
Ｂ
の
倒
産
回
避
の
た
め
融

資
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
の
必
要
最
小
限
で
、
金
額
、
時
期
と
も
に
合
理
的
な
融
資
で
あ
る
と
し
て
Ｘ
1
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。」

最
高
裁
判
決
は
、
一
部
破
棄
差
戻
し
、
一
部
棄
却
と
し
て
い
る

（
78
）

。



一
二
四

四
国
銀
行
最
高
裁
判
決
は
、
本
件
追
加
融
資
の
評
価
に
関
し
て
、
融
資
金
相
当
額
を
「
ほ
ぼ
確
実
に
」
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判

断
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
「
限
ら
れ
る
」
と
し
、
厳
格
な
基
準
を
掲
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
四
国
銀
行
最
高
裁
判
決
に

お
い
て
は
、
本
件
県
融
資
を
償
還
財
源
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
県
融
資
の
実
行
の
条
件
で
あ
る
Ｃ
会
長
一
族
を
Ｂ
の
経
営
か

ら
排
除
が
困
難
な
状
況
で
あ
り
格
別
な
進
展
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
四
国
銀
行
か
ら
県
に
対
す
る
二
度
目
の
融
資
実
行
要
請
の
期
限
を
徒

過
し
た
こ
と
、
資
産
査
定
に
よ
る
Ｂ
の
債
務
者
区
分
を
要
注
意
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
に
変
更
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
等
を
鑑
み
る
と

本
件
追
加
融
資
3
に
つ
い
て
は
、
決
裁
関
与
取
締
役
の
本
件
回
収
見
込
判
断
は
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

と
判
断
し
た
。

東
和
銀
行
事
件
判
決
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
銀
行
取
締
役
に
お
け
る
追
加
融
資
の
注
意
義
務
に
関
し
て
、
回
収
不
能
懸
念
が
あ
る

貸
付
先
に
対
す
る
回
収
可
能
性
の
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
償
還
財
源
の
合
理
性
で
あ
る
。
金
融
機

関
の
融
資
が
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
は
、
大
半
が
融
資
業
務
に
お
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
貸
付
先
に
回
収
懸
念
が
あ
る
場
合
が
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
で
の
融
資
、
殊
に
継
続
的
な
賃
貸
取
引
で
あ
る
追
加
融
資
に
つ
い
て
の
注
意
義
務
の
程
度
を
償
還
財
源
の

合
理
性
に
置
く
こ
と
は
、
複
雑
な
融
資
判
断
が
迫
ら
れ
る
銀
行
取
締
役
に
お
い
て
現
実
的
か
つ
明
確
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
継

続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
回
収
不
能
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
貸
付
先
に
対
し
て
は
、
融
資
に
対
す
る
償
還
財
源
の
合
理

性
が
明
ら
か
に
消
失
し
た
状
況
下
で
は
、
直
ち
に
追
加
融
資
を
停
止
す
べ
き
で
あ
り
、
な
お
も
追
加
融
資
を
継
続
し
た
経
常
判
断
は
著
し

く
不
合
理
で
あ
り
善
管
注
意
義
務
違
反
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
銀
行
取
締
役
に
は
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
き
め
細
か

い
判
断
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
融
資
業
務
を
業
務
の
根
幹
と
す
る
銀
行
業
に
お
け
る
債
権
保
全
を
含
む
リ
ス
ク
管
理
の
重
要
性
か
ら

は
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
し
て
当
然
に
要
求
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
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す
る
考
察
（
藤
川
）

一
二
五

⑵
な
み
は
や
銀
行
事
件
の
特
段
の
事
情
の
考
察　

も
っ
と
も
、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
六
日
判
タ
一
一
三
四
号
二
四
八
頁

（
な
み
は
や
銀
行
（
福
徳
銀
行
）
事
件
）
に
あ
る
よ
う
に
、「
銀
行
取
締
役
は
融
資
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
資
金
使
途
、
返
済
原
資
、
担
保

状
況
等
の
諸
事
情
を
踏
ま
え
、
回
収
で
き
な
い
こ
と
が
具
体
的
に
予
見
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、
当
該
融
資
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
銀
行
が
す
で
に
実
行
し
て
い
た
貸
付
金
の
回
収
額
が
増
加
し
、
今
回
実
行
す
る
新
規
貸
付
金
に
よ
る
回
収
不
能
額
を
控
除
し
て

も
な
お
、
全
体
と
し
て
の
回
収
額
が
増
加
し
、
当
該
融
資
を
行
う
こ
と
が
銀
行
に
と
っ
て
利
益
と
な
り
、
全
株
主
に
と
っ
て
も
利
益
と
な

る
な
ど
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
融
資
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
特
段
の
事
情
」
が

あ
れ
ば
、
宥
恕
さ
れ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
が
、
決
し
て
銀
行
が
担
保
主
義
に
な
る
こ
と
を
助
長
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
79
）

。
本
事
案

に
お
い
て
、
こ
の
特
段
の
事
情
を
認
め
る
余
地
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
正
し
く
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

（
80
）

に
お
け
る
株
主
と
ス
テ
イ
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
に
関
わ
る
議
論
の
現
出

の
場
で
も
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
適
切
な
米
国
の
内
部
統
制
議
論
に
お
け
る
統
制
環
境
の
下
で
の
従
業
員
に
対
す
る
内
部
統
制
と
経
営
陣

に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
弛
ま
ぬ
経
営
規
律
を
醸
成
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。

一
五
． 

米
国
判
例
と
の
比
較
法
的
考
察
ほ
か
│
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
具
体
的
基
準
、
独
自
の
調
査
義
務

と
融
資
基
本
原
則
の
調
和
、
経
営
判
断
原
則
な
ど
の
比
較
法
的
考
察
な
ら
び
に
信
頼
の
原
則
に
関
す
る
高

鍋
信
用
金
庫
会
員
代
表
訴
訟
事
件
判
決
と
の
比
較
考
察
ほ
か
│

1
．
継
続
的
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
の
注
意
義
務
の
基
準
な
ら
び
に
本
事
案
の
具
体

的
考
察　

本
件
事
案
に
つ
い
て
一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
の
認
定
事
実
を
前
提
と
す
る
限
り
、
あ
え
て
銀
行
取
締
役
の
高
い
水
準
の



一
二
六

注
意
義
務
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
Ｙ
1
お
よ
び
Ｙ
2
に
著
し
い
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
現
に
控
訴
審
判
決
は
、
銀
行
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
注
意
義
務
の
水
準
に
つ
い
て
は
格
別
に
言
及
し
て
い

な
い
。
も
っ
と
も
同
判
決
は
、
Ｙ
1
に
つ
き
「
融
資
業
務
に
あ
た
っ
て
銀
行
の
代
表
取
締
役
が
負
う
べ
き
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
の

違
反
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
Ｙ
2
に
つ
き
「
銀
行
の
取
締
役
と
し
て
の
業
務
の
執
行
に
関
し
積
極
的
に
会
社
に
損
害
を
あ
た
え
る
お
そ
れ

が
あ
る
行
為
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
取
締
役
と
し
て
の
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
準

論
は
と
も
か
く
、
銀
行
取
締
役
に
特
有
の
注
意
義
務
と
い
う
も
の
が
観
念
さ
れ
る
こ
と
は
前
提
と
し
て
い
る

（
81
）

と
の
見
解
も
あ
り
得
よ
う
。

そ
こ
で
、
銀
行
が
行
う
「
継
続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
」
と
い
う
点
に
着
眼
し
、

銀
行
取
締
役
の
負
う
善
管
注
意
義
務
お
よ
び
注
意
義
務
の
具
体
的
な
基
準
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
み
て
い
き
た
い
。

本
事
案
に
お
い
て
は
、
償
還
財
源
で
あ
る
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
に
着
眼
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
Ｋ
ホ
テ
ル
の
事
業
計
画
が
立
ち

あ
が
っ
た
当
初
は
、
同
ホ
テ
ル
の
建
築
予
定
地
に
つ
い
て
、
ラ
ブ
ホ
テ
ル
の
建
築
が
禁
止
さ
れ
る
区
域
に
該
当
し
な
い
の
で
、
建
築
確
認

を
申
請
す
る
前
に
周
辺
住
民
と
の
協
議
お
よ
び
高
崎
市
ラ
ブ
ホ
テ
ル
建
築
審
議
会
の
調
査
審
議
を
経
て
、
高
崎
市
長
か
ら
の
事
前
同
意
と

建
築
確
認
を
得
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｔ
産
業
は
、
高
崎
市
長
に
対
し
、
高
崎
市
旅
館

建
築
計
画
届
出
書
と
共
に
本
件
誓
約
書
を
提
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｙ
1
も
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
八
日
の
役
員
昼
食
会
に
て
、

そ
の
事
実
を
知
っ
た
。
そ
の
事
実
を
知
っ
た
上
で
、
Ｙ
1
は
、
Ｔ
産
業
に
対
し
、
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
中
止
す
る
よ
う
伝
達
し
た
。
こ
の
流

れ
か
ら
も
、
Ｔ
産
業
が
本
件
誓
約
書
を
高
崎
市
に
提
出
し
た
時
点
で
、
本
件
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
償
還
財
源
の
合
理
性
は
破
綻
し

た
と
い
え
る
。
か
つ
、
Ｙ
1
も
、
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
仮
に
Ｔ
産
業
が
本
件
誓
約
書
を
提
出
し
て
い
な
か
っ
た

な
ら
ば
、
回
収
可
能
性
の
合
理
性
を
議
論
す
る
余
地
が
少
な
か
ら
ず
残
っ
た
で
あ
ろ
う
。
継
続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
二
七

不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
に
お
い
て
、
貸
付
先
の
償
還
財
源
の
合
理
性
こ
そ
、
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
基
準
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
示
し
た
い
。
こ
の
こ
と
を
含
め
、
銀
行
の
融
資
判
断
原
則
の
調
和
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

2
．
回
収
可
能
性
の
判
断
な
ら
び
に
融
資
基
本
原
則
の
調
和
と
本
事
案
に
関
わ
る
考
察　

融
資
基
本
原
則
に
つ
い
て
、
既
述
し
た
が
、

考
察
を
深
め
た
い
。
銀
行
の
融
資
業
務
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
安
全
性
、
流
動
性
、
収
益
性
、
公
共
性
、
成
長
性
と
い
う
五
つ
の

原
則
で
あ
る

（
82
）

。

安
全
性
は
、
融
資
が
確
実
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
派
生
し
て
、
融
資
が
地
域
別
、
業
種
別
、
企
業
別
等
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の

観
点
か
ら
適
度
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
流
動
性
は
、
預
金
の
払
戻
し
に
備
え
る
た
め
、
あ
る
程
度
手
元
に
現
金
化
可
能
な
資

産
を
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
資
金
調
達
と
資
金
運
用
の
期
間
構
成
の
調
整
で
あ
る
。
収
益
性
は
銀
行
の
収

益
・
利
潤
を
生
む
こ
と
、
公
共
性
は
融
資
に
当
た
り
公
共
の
利
益
と
い
う
こ
と
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
成
長
性
は
融
資
に

よ
り
貸
付
先
の
成
長
に
寄
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
五
原
則
は
、
必
ず
し
も
揃
っ
て
提
唱
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
ケ
ー
ス
に
よ
り
意
味
に
違
い
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

札
幌
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
二
五
日
（
判
例
未
登
載
）（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
第
一
審
判
決
）
で
は
、
銀
行
の
「
重
要
業
務
の
一
つ
で
あ

る
融
資
（
貸
付
）
は
、
公
共
性
の
原
則
（
利
害
関
係
に
立
脚
し
た
情
実
融
資
の
禁
止
等
）、
確
実
性
（
安
全
性
）
の
原
則
（
回
収
が
確
実
な
融
資
の

実
行
）、
収
益
性
の
原
則
（
銀
行
に
と
っ
て
の
収
益
の
あ
る
融
資
の
実
行
）、
流
動
性
の
原
則
（
自
行
の
特
性
、
経
済
情
勢
に
応
じ
た
融
資
の
実
行
）

等
の
下
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
」
い
る
と
判
示
し
、
公
共
性
、
確
実
性
（
安
全
性
）、
収
益
性
、
流
動
性
の
四
原
則
を
挙
げ
て

い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
融
資
判
断
原
則
の
中
で
も
重
視
さ
れ
る
の
が
、
安
全
性
の
原
則
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
融
資
は
、
銀
行



一
二
八

が
元
本
を
保
証
し
た
預
金
を
原
資
と
す
る
以
上
、
原
則
と
し
て
確
実
な
回
収
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
銀
行
取
締
役
が
回
収
可
能

性
の
融
資
を
認
識
し
つ
つ
決
裁
す
る
こ
と
は
、
背
任
に
当
た
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
ま
た
回
収
可
能
性
が
全
く
な
い
融
資
は
、
融
資
と
は
呼

べ
ず
、
贈
与
性
質
を
帯
び
か
ね
な
い
。
た
だ
し
、
回
収
可
能
性
は
、
あ
る
か
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
程
度
の
問
題
で
あ
る

（
83
）

。
回
収
不

能
懸
念
が
高
く
な
れ
ば
、
程
度
に
応
じ
適
正
金
利
へ
の
反
映
が
行
わ
れ
、
保
全
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
な
ど
す
る
。
融
資
資
金
が
元
本
・
金

利
と
も
に
確
実
に
回
収
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
流
動
性
や
収
益
性
と
い
っ
た
他
の
融
資
原
則
も
満
た
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

や
は
り
安
全
性
の
原
則
が
、
銀
行
の
融
資
業
務
に
お
け
る
核
を
な
す
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
保
全
措
置
を
完
全
に
講
じ
れ
ば
、
貸
倒

損
失
が
発
生
す
る
危
険
性
は
低
下
す
る
が
、
担
保
処
分
に
よ
っ
て
貸
付
資
金
の
回
収
を
図
る
こ
と
は
、
融
資
・
審
査
か
ら
み
れ
ば
失
敗
で

あ
り
、
担
保
処
分
は
基
本
的
に
は
債
務
者
の
信
用
補
完
の
手
段
と
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た

（
84
）

。

上
記
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
融
資
原
則
は
、
各
々
が
矛
盾
す
る
側
面
を
持
つ
た
め
、
各
原
則
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

収
益
性
の
原
則
に
偏
重
す
れ
ば
、
高
い
金
利
を
掲
示
す
る
取
引
先
か
ら
優
先
的
に
融
資
を
実
行
す
べ
き
結
論
に
な
る
が
、
利
潤
最
大
化
の

み
を
目
的
と
す
る
融
資
業
務
遂
行
は
、
預
金
を
原
資
と
行
わ
れ
る
点
か
ら
は
社
会
的
批
判
を
浴
び
る
可
能
性
も
あ
る
。
公
共
性
の
原
則
を

強
調
す
れ
ば
、
社
会
的
に
有
用
で
あ
っ
て
も
収
益
の
見
込
め
な
い
事
業
に
優
先
的
に
融
資
し
、
経
営
危
機
に
陥
る
が
社
会
的
重
要
性
が
あ

る
事
業
に
対
す
る
継
続
的
融
資
を
選
択
す
る
な
ど
、
社
会
的
重
要
性
に
応
じ
て
融
資
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
銀
行
破
綻
に
繋

が
る
懸
念
が
発
生
す
る
。

融
資
原
則
は
、
銀
行
の
融
資
業
務
の
あ
り
方
、
融
資
の
執
行
方
法
に
も
影
響
を
与
え
、
銀
行
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
も
か
か
わ
る

重
要
な
問
題
で
あ
る
。
継
続
的
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
が
あ
る
場
合
の
追
加
融
資
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
の
原
則
、

公
共
性
の
原
則
を
よ
り
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
回
収
不
能
可
能
性
が
あ
る
貸
付
先
に
は
収
益
性
や
成
長
性
は
見
込
め
ず
、
安
全
性
（
確
実
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一
二
九

性
）
の
原
則
、
公
共
性
の
原
則
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
平
時
の
融
資
に
お
け
る
安
全
性
の
原
則
、
公
共
性
の
原
則
に
求
め
ら
れ
る
水

準
よ
り
も
、
他
の
原
則
を
補
填
す
る
た
め
の
高
水
準
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

本
事
案
に
敷
衍
し
て
考
察
す
れ
ば
、
第
一
審
判
決
の
Ｘ
の
主
張
に
お
い
て
、「
本
件
融
資
は
赤
堀
ホ
テ
ル
改
修
費
用
を
口
実
と
し
な
が
ら
、

実
質
は
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
を
断
念
し
た
こ
と
の
見
返
り
融
資
で
あ
り
、
そ
の
使
途
は
不
明
で
あ
っ
て
公
共
性
の
原
則
に
反
す
る
違
法
な
融
資

で
あ
る

（
85
）

。」
と
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、「
本
件
融
資
は
回
収
可
能
性
を
欠
き
、
安
全
性
な
い
し
確
実
性
の
原
則
に
反
す
る
違
法
な
融
資
で

あ
る

（
86
）

。」
と
あ
る
。
両
者
と
も
に
Ｘ
の
主
張
で
は
あ
る
が
、
的
を
射
て
い
る
と
感
ず
る
。
付
け
加
え
る
と
、
Ｔ
産
業
と
Ｘ
（
殊
に
Ｙ
1
）
は

古
く
か
ら
関
係
が
あ
り
、
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
Ｙ
1
は
「
Ｔ
に
対
し
、
Ｍ
ホ
テ
ル
の
買
収
を
検
討
す
る
よ
う
助
言
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
Ｍ
ホ
テ
ル
が
第
三
者
に
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
Ｔ
産
業
は
い
わ
ば
売
値
を
上
げ
る
当
て
馬
と
し
て
利
用
さ
れ
た
形
に

な
っ
た

（
87
）

。」
と
い
う
背
景
を
勘
案
す
る
と
、
情
実
融
資
の
性
格
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
本
事
案
は
安
全
性

（
確
実
性
）
の
原
則
・
公
共
性
の
原
則
に
著
し
く
反
す
る
融
資
で
あ
る
よ
う
に
思
料
さ
れ
る
。

3
．
合
理
性
基
準
、
信
頼
の
権
利
と
取
締
役
の
独
自
の
調
査
義
務
に
関
す
る
米
国
と
の
比
較
法
的
考
察

先
に
回
収
可
能
性
の
合
理
性
と
述
べ
た
が
、
具
体
的
に
、
合
理
性
と
は
な
に
か
。
銀
行
取
締
役
に
関
す
る
米
国
の
判
例
と
近
時
の
宮
崎

地
判
平
成
二
三
年
三
月
四
日
（
判
時
二
一
一
五
号
一
一
八
頁
）（
高
鍋
信
用
金
庫
会
員
代
表
訴
訟
事
件
）
も
参
考
に
し
つ
つ
、
合
理
性
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。

⑴FD
IC v. Castetter

判
決
と
合
理
性
の
考
察　

先
ず
は
、
米
国
の
判
例
で
あ
るF

D
IC

 v. C
astetter

判
決
（
以
下
、
米
国
判
例
判

決
）
を
と
り
あ
げ
る

（
88
）

。
同
判
決
で
は
銀
行
取
締
役
に
経
営
判
断
原
則
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
二
月
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
上
席
銀
行
検
査
官
等
、
二
六
年
の
経
験
を
有
す
る
銀
行
員
Ｐ
は
Ｂ
銀
行
を
設
立
し
、



一
三
〇

同
行
社
長
兼
最
高
経
営
責
任
者
に
就
い
た
。
Ｐ
は
被
告
四
人
を
銀
行
の
社
外
取
締
役
に
迎
え
た
が
、
四
人
の
中
に
は
銀
行
業
務
を
経
験
を

有
す
る
者
は
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
Ｐ
は
銀
行
の
自
動
車
ロ
ー
ン
を
運
営
す
べ
く
、B

ank of A
m
erica

自
動
車
ロ
ー
ン
部
門
に
お

い
て
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
Ｃ
を
従
業
員
と
し
て
雇
用
し
た
。
一
九
八
四
年
一
月
時
点
で
Ｂ
銀
行
の
経
営
に
問
題
は
な
い
と
す
る
Ｏ
Ｃ
Ｃ

（
通
貨
監
督
局
）
の
報
告
の
後
、
Ｐ
は
取
締
役
ら
に
対
し
、「
銀
行
の
経
営
は
順
調
で
あ
り
、
貸
出
延
滞
利
息
も
銀
行
業
界
の
平
均
を
相
当

程
度
下
回
る
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
知
ら
せ
た
。
同
年
五
月
Ｐ
が
急
死
し
、
取
締
役
会
は
別
の
人
物
を
社
長
兼
最
高
経
営
責
任
者
に
就
任

さ
せ
、
経
営
状
態
を
評
価
す
べ
く
銀
行
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
雇
用
し
た
。
同
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
は
Ｂ
銀
行
が
深
刻
な
経
営
問
題
を
抱
え
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
、
Ｏ
Ｃ
Ｃ
も
同
様
の
こ
と
を
検
・
通
知
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
取
締
役
会
はC

redit Q
uality A

ction P
lan

（
請
求

書
の
作
成
発
送
の
適
切
な
措
置
、
延
滞
資
料
の
報
告
お
よ
び
融
資
担
当
役
員
の
実
行
検
査
）
の
実
行
、
融
資
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
と
自
動
車

ロ
ー
ン
の
引
受
書
類
を
検
査
す
る
新
し
い
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
雇
用
、
お
よ
び
取
締
役
会
の
定
期
的
開
催
等
を
通
じ
て
、
銀
行
の
経
営
改
善

に
乗
り
出
し
た
。
同
年
一
二
月
Ｏ
Ｃ
Ｃ
は
特
段
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
命
じ
る
排
除
命
令
を
発
し
、
従
業
員
Ｃ
の
解
雇
、
会
計
事
務
所
雇

用
等
、
様
々
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
七
年
に
か
け
て
Ｂ
銀
行
は
深
刻
な
経
営
危
機
に
陥
り
、
貸
倒
引
当
金
を

適
正
と
分
析
し
て
い
た
会
計
事
務
所
の
報
告
は
誤
り
と
判
明
し
て
間
も
な
く
、
Ｂ
銀
行
は
支
払
不
能
の
宣
告
を
受
け
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（
連
邦

預
金
保
険
公
社
）
の
財
産
保
全
管
理
処
分
に
置
か
れ
た
。
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
、
Ｂ
銀
行
取
締
役
ら
に
対
し
て
過
失
責
任
追
及
の
訴
訟
を
提
起
し
、

取
締
役
ら
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
経
営
判
断
原
則
を
援
用
し
て
、
軽
過
失
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な
い
旨
を
主
張
し
た
。

地
区
地
方
裁
判
所
は
、
陪
審
に
よ
る
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
勝
訴
の
評
決
を
取
り
消
し
、
取
締
役
ら
の
再
審
理
の
申
立
て
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
。

第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
再
審
理
を
認
め
た
地
方
裁
判
所
の
決
定
を
追
認
す
る
判
決
を
下
し
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
。
差
戻
審
に
お

い
て
、
地
方
裁
判
所
は
取
締
役
ら
の
申
立
て
を
認
め
る
略
式
判
決
を
下
し
た
。
第
九
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、「
上
席
銀
行
検
査
官
と
し
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一
三
一

て
の
経
歴
を
含
め
、
二
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
Ｐ
お
よ
び
会
計
事
務
所
に
よ
る
分
析
が
、
取
締
役
ら
の
判
断
に
誤
り
を
生
じ
せ
し
め

た
。
取
締
役
ら
は
外
部
の
銀
行
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
助
言
に
従
っ
た
り
、
個
人
的
に
資
金
を
投
じ
た
り
す
る
な
ど
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

銀
行
の
破
綻
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
取
締
役
ら
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
経
営
判
断
原
則
に
よ
り
過
失
責
任

を
負
う
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
地
方
裁
判
所
の
決
定
を
追
認
す
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。
以
下
、
判
旨
を
記
述
す
る
。

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ａ
（
金
融
機
関
改
革
救
済
執
行
法
）
一
八
二
一
条
⒦
項
は
、
連
邦
付
保
国
法
銀
行
の
取
締
役
・
役
員
は
、
重
過
失
、
全
て
の

類
似
の
行
為
、
あ
る
い
は
故
意
の
不
法
行
為
を
含
む
、
重
過
失
よ
り
も
注
意
義
務
を
懈
怠
す
る
行
為
に
つ
い
て
個
人
的
に
金
銭
的
損
害
賠

償
責
任
を
負
う
と
規
定
す
る
。
し
か
し
ア
サ
ー
ト
ン
判
決

（
89
）

に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
八
二
一
条
⒦
項
を
解
釈
し
、
単
純
過
失
の
よ

う
な
州
法
上
の
注
意
義
務
基
準
が
連
邦
法
上
の
注
意
義
務
基
準
に
比
し
て
厳
格
で
あ
る
場
合
に
は
州
法
上
の
注
意
義
務
基
準
が
適
用
す
る

と
判
示
し
た
。
本
件
米
国
判
例
法
で
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
は
一
八
二
一
条
⒦
項
の
定
め
る
重
過
失
基
準
に
比
し
て
厳
格
な
注
意
義

務
基
準
を
定
め
、
連
邦
付
保
国
法
銀
行
の
取
締
役
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
被
告
取
締
役
ら
の
責
任
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
。

本
件
米
国
判
例
判
決
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
取
締
役
ら
が
不
注
意
に
も
銀
行
の
財
務
状
態
に
つ
い
て
自
ら
調
査
し
、
報
告
を
行
わ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
経
営
判
断
原
則
を
適
用
し
て
保
護
を
受
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
法
は
一
九
三
三
年
証
券
法
一
一
条
の
よ
う
な
調
査
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
法
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
取

締
役
が
さ
ら
な
る
調
査
を
行
う
こ
と
な
く
会
社
の
従
業
員
や
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
信
頼
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
か
か
る
抗
弁
に
依
拠
す
る
た

め
、
取
締
役
は
自
身
が
誠
実
に
行
動
し
た
こ
と
を
証
明
し
、
相
当
な
調
査
に
つ
い
て
一
応
の
（prim

a facie

）
証
明
を
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
下
で
は
、
取
締
役
会
が
過
半
数
の
社
外
取
締
役
で
構
成
さ
れ
、
独
立
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン



一
三
二

ト
か
ら
助
言
を
得
て
い
る
場
合
、
誠
実
性
と
相
当
な
調
査
に
関
す
る
一
応
の
証
明
は
立
証
さ
れ
る
。
本
件
米
国
判
例
判
決
で
は
、
上
記
要

件
を
満
た
し
、prim

a facie

を
立
証
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
、
①
取
締
役
ら
は
自
身
が
得
て
い
た
情
報
を
理
解
し
な
か
っ

た
こ
と
、
②
情
報
に
基
づ
い
て
適
切
に
行
動
し
な
か
っ
た
こ
と
、
③
貸
出
し
、
資
本
適
正
、
回
収
、
内
部
統
制
に
関
し
て
適
切
な
政
策
を

採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
等
を
主
張
す
る
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
反
証
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
情
報
に
基
づ
く
取
締
役
の

行
為
の
妥
当
性
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
は
反
証
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
経
営
判
断
原
則
の
保
護
の
権
利
が
与
え
ら
れ

る
。
本
件
米
国
判
例
判
決
は
、
①
連
邦
法
（
一
八
二
一
条
⒦
項
）
の
注
意
義
務
基
準
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
注
意
義
務
基
準
の
い
づ
れ

を
適
用
す
る
か
、
②
取
締
役
ら
が
不
注
意
に
も
銀
行
の
財
務
状
態
に
つ
い
て
自
ら
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
過
失
責
任
を
追
及
で

き
る
か
、
と
の
点
が
あ
る
が
、
後
者
の
争
点
に
着
目
す
る
。

後
者
の
争
点
で
は
、
自
ら
調
査
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
の
主
張
が
あ
る
た
め
、

取
締
役
の
信
頼
の
権
利
を
定
め
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
会
社
法
三
〇
九
条
⒝
項
が
重
要
な
判
断
基
準
と
な
る
。
同
項
は
、
模
範
事
業
会
社

法
八
・
三
〇
条
⒝
項
お
よ
び
Ａ
Ｌ
Ｉ
（
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
）「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
理
：
分
析
と
勧
告
」
四
・
〇
二
条
に
倣
っ

て
い
る

（
90
）

。
し
か
し
、
模
範
事
業
会
社
法
八
・
三
〇
条
⒝
項
各
号
お
よ
び
Ａ
Ｌ
Ｉ
四
・
〇
二
条
各
項
で
は
「
信
ず
る
」
と
い
う
文
言
の
前
に

「
合
理
的
に
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。「
合
理
的
に
信
ず
る
」
こ
と
を
取
締
役
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
自
身
が
信
頼
す
る
役
員
、

弁
護
士
あ
る
い
は
会
計
士
等
の
誠
実
性
や
有
能
性
に
関
す
る
独
自
の
調
査
義
務
を
取
締
役
に
負
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
懸
念
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
同
項
で
は
「
合
理
的
に
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
下
で
は
、
自
身
が
信
頼
す
る
役

員
ま
た
は
そ
の
他
の
者
の
誠
実
性
や
有
能
性
に
疑
い
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
状
況
が
な
い
限
り
、
取
締
役
は
そ
の
者
が
誠
実
か
つ
有
能
で

あ
る
と
信
じ
て
、
そ
の
問
題
を
調
査
す
る
必
要
が
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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本
件
米
国
判
例
判
決
で
も
、
経
験
豊
富
な
Ｐ
、
銀
行
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
お
よ
び
会
計
事
務
所
の
誠
実
性
や
有
能
性
に
つ
い
て
取
締
役
ら

の
内
心
に
疑
い
を
生
じ
せ
し
め
る
状
況
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
被
告
取
締
役
ら
に
信
頼
の
権
利
が
認
め
ら
れ
、
自
ら
調
査
す
る
必
要
が
な

か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
一
般
的
に
、
取
締
役
の
信
頼
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
取
締
役
ら
は
自
身
が
誠
実
に
行

動
し
た
こ
と
を
証
明
し
、
相
当
な
調
査
に
つ
い
て
一
応
の
証
明
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
か
か
る
明
文
規
定
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
法
に
は
な
い
。
従
っ
て
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
反
証
も
な
く
、
裁
判
所
は
経
営
判
断
原
則
を
認
め
る
決
定
を
下
し
て
い
る
。

⑵
米
国
判
例
と
本
事
案
と
の
関
連
性
の
考
察　

こ
の
米
国
判
例
判
決
で
注
目
す
べ
き
は
、「
合
理
的
に
」
の
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
よ

り
、
取
締
役
の
独
自
の
調
査
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
と
の
考
え
方
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
で
は
調
査
義
務
を
取
締
役
に
負
わ
せ
な

い
た
め
に
、「
合
理
的
に
」
の
文
言
を
削
除
す
る
。「
合
理
的
に
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
独
自
の
調
査
義
務
を
指
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
注
目
し
、
本
件
東
和
銀
行
損
害
賠
償
等
請
求
判
決
に
お
い
て
主
張
し
た
「
回
収
可
能
性
の
合
理
性
」
の
「
合
理
性
」
と
い
う

言
葉
が
持
つ
効
用
を
「
取
締
役
自
ら
の
独
自
調
査
」
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
と
提
起
し
た
い
。
但
し
、
こ
の
言
葉
の
射
程
は
手
続
き

の
段
階
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
の
判
断
基
準
と
は
ま
た
別
で
、
判
旨
中
に
も
あ
る
が
、
正
に
情
報
に
基
づ

く
取
締
役
の
行
為
の
妥
当
性
と
い
う
別
の
判
断
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
回
収
可
能
性
の
合
理
性
」
を
満
た
す
要
件
の

一
部
と
し
て
、
取
締
役
の
独
自
の
調
査
義
務
の
遂
行
が
必
須
と
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ま
た
米
国
判
例
判
決
は
信
頼
の
権
利
に
も
触
れ

て
い
る
。
東
和
銀
行
損
害
賠
償
等
請
求
判
決
（
第
一
審
判
決
）
で
も
、
Ｙ
1
の
主
張
で
「
企
業
は
、
組
織
体
と
し
て
広
範
囲
な
事
業
を
行

う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
取
締
役
が
業
務
執
行
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
人
等
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
お
よ
び
調
査
結
果

等
に
特
に
疑
う
べ
き
事
情
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
信
頼
し
て
し
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
忠
実
義
務
な
い
し
善
管
注
意
義
務
違
反
に
該
当
し

な
い

（
91
）

」
と
取
締
役
の
信
頼
保
護
の
ル
ー
ル
を
主
張
し
て
い
る
。



一
三
四

4
．
信
頼
の
権
利
と
取
締
役
の
調
査
義
務
│
高
鍋
信
用
金
庫
会
員
代
表
訴
訟
事
件
と
本
事
案
の
検
討
│

従
っ
て
、
今
度
は
我
が
国
の
判
例
に
お
い
て
、
信
頼
の
権
利
と
取
締
役
の
調
査
義
務
の
関
連
を
検
討
す
る
た
め
、
近
時
信
頼
の
権
利
に

つ
い
て
言
及
す
る
高
鍋
信
用
金
庫
会
員
代
表
訴
訟
事
件
（
宮
崎
地
判
平
成
二
三
年
三
月
四
日
判
時
二
一
一
五
号
一
一
八
頁
）
に
つ
い
て
触
れ
た

い
。
事
案
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

当
該
信
用
金
庫
の
Ｂ
社
、
Ｃ
社
、
Ｄ
社
に
対
す
る
融
資
に
関
し
、
信
用
金
庫
の
理
事
で
あ
っ
た
Ｙ
ら
に
善
管
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
違

反
が
あ
っ
た
と
し
て
、
当
該
信
用
金
庫
の
会
員
で
あ
る
Ｘ
が
二
億
円
余
の
賠
償
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
、
請
求
の
一
部
を
認
容
し
た
。

裁
判
所
は
、
信
用
金
庫
の
理
事
と
し
て
融
資
を
行
う
べ
き
か
否
か
の
判
断
は
、「
融
資
に
よ
っ
て
信
用
金
庫
が
得
る
利
益
と
負
担
す
る

リ
ス
ク
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
専
門
的
な
評
価
・
判
断
を
伴
う
経
営
判
断
事
項
と
し
て
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら

れ
る

（
92
）

」
と
し
、「
し
か
し
、
そ
の
判
断
が
、
当
時
の
具
体
的
状
況
下
に
お
け
る
信
用
金
庫
の
理
事
の
判
断
と
し
て
著
し
く
不
合
理
な
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る

（
93
）

」
と
し
て
、
最

決
平
成
二
一
年
一
一
月
九
日
（
刑
集
六
三
巻
九
号
一
一
一
七
頁
）（
旧
拓
銀
特
別
背
任
事
件
）
に
沿
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
判
旨
は
信
頼
の
権
利
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
原
則
的
に
は
営
業
店
・
審
査
部
に
よ
る
情
報
の
収
集
・
分
析

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
従
っ
て
誠
実
に
行
わ
れ
た
も
の
と
信
頼
し
て
そ
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
」
い
る
。
続
い
て
、

「
判
断
の
基
礎
と
な
る
資
料
お
よ
び
情
報
収
集
の
内
容
や
営
業
店
・
審
査
部
の
判
断
が
適
切
に
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
生
じ
さ
せ

る
事
情
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
安
易
に
こ
れ
を
信
頼
し
て
、
判
断
の
前
提
と
な
っ
た
事
実
の
認
識
に
看
過
し
難
い
誤
り
を
来
し
た
よ
う

な
場
合
に
つ
い
て
は
、
理
事
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
、
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
免
れ
な
い
」

と
一
般
論
を
述
べ
た
。
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一
三
五

以
上
の
前
提
の
上
で
、
裁
判
所
は
、
土
地
購
入
・
建
物
建
築
資
金
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
Ｂ
社
へ
の
融
資
に
お
い
て
、
担
当
支
店
が

見
積
り
の
提
出
を
受
け
て
い
る
も
の
の
建
築
の
着
工
予
定
を
裏
付
け
る
資
料
を
徴
求
し
て
い
な
い
こ
と
、
入
居
予
定
で
あ
る
Ｅ
に
対
す
る

確
認
を
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
担
当
支
店
の
審
査
部
の
調
査
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
常
務
審
査
会
に
提
出
さ
れ
る
書
類
に

は
裏
付
け
資
料
が
存
在
せ
ず
、
理
事
は
調
査
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
得
た
か
ら
、
経
営
判
断
原
則
は
適
用
さ
れ
ず
、
理
事
の
義

務
違
反
を
も
認
め
て
い
る
。

こ
の
判
例
に
鑑
み
て
も
、
信
頼
の
権
利
を
主
張
す
る
際
に
は
、「
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
」
が
あ
る
場
合
、
取
締
役
は
十
分
な
調
査

義
務
を
負
う
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
件
東
和
銀
行
損
害
賠
償
等
請
求
判
決
に
お
い
て
も
、
被
告
取
締
役
ら
が
Ｔ
産
業
に
対
す
る
融
資
は
リ
ス
ク
過
多
で
あ
る
こ
と
を
認
識

し
て
お
り
、
本
件
融
資
反
対
の
意
思
を
示
す
審
査
部
長
の
レ
ポ
ー
ト
提
出
も
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
、
積
極
的
に
融
資

決
行
を
進
め
た
取
締
役
ら
は
信
頼
の
権
利
を
主
張
す
る
に
は
、
か
け
離
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
も
取
締
役
の
独
自
調
査
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
米
国
判
例
判
決
と
比
べ
る
と
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
法
と
の
比
較
と
な
る
が
、
信
頼
の
権
利
適
用
に
お
い
て
、
高
鍋
信
用
金
庫
会
員
代
表
訴
訟
判
決
の
方
が
、
よ
り
厳
し
い
適
用
基

準
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

小
括
す
れ
ば
、
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
判
例
判
決
を
参
照
す
る
と
す
れ
ば
、
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合

（
94
）

の
合
理
性
に
は
、
手

続
き
段
階
で
の
取
締
役
の
独
自
の
調
査
が
含
意
さ
れ
る
と
提
起
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
高
鍋
信
用
金
庫
会
員
代
表
訴
訟
判
決
で
は
、

信
頼
の
権
利
を
主
張
す
る
際
、
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
が
存
在
す
る
と
き
は
、
取
締
役
の
十
分
な
調
査
を
要
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
、
こ
う
し
た
理
解
の
上
に
立
っ
て
初
め
て
、
継
続
的
な
賃
借
取
引
に
お
い
て
貸
付
先
に
回
収
不
能
懸
念
が



一
三
六

あ
る
場
合
の
追
加
融
資
と
い
う
場
面
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
融
資
に
対
す
る
償
還
財
源
の
回
収
可
能
性
存
在
が
基
準
と
な
る
も
の
と

主
張
で
き
よ
う
。

十
六
．
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
銀
行
取
締
役
の
融
資
責
任

1
．
米
国
金
融
危
機
と
経
営
判
断
原
則　

米
国
で
は
金
融
危
機
に
関
連
し
て
、
取
締
役
の
合
理
的
判
断
を
推
定
す
る
経
営
判
断
原
則

（B
usiness Judgm

ent R
ule

）
を
補
強
す
る
判
例
が
相

（
95
）

次
（
96
）

ぎ
（
97
）

、
代
表
的
な
も
の
に
二
〇
〇
九
年
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
判
決
が
あ
る
（
デ
ラ
ウ
エ

ア
衡
平
裁
判
所

（
98
）

）。
最
高
リ
ス
ク
責
任
者
（
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
が
取
締
役
会
・
監
査
委
員
会
の
下
部
組
織
で
リ
ス
ク
管
理
担
当
の
Ａ
Ｒ
Ｍ
委
員
会
へ

報
告
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
存
在
を
裁
判
所
が
認
め
て
い
る
。
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
有
す
る
金
融
機
関
取
締
役
に
対
し
て
も
事
業
会
社

取
締
役
同
様
の
経
営
判
断
原
則
を
適
用
す
る
シ
テ
ィ
基
準
に
よ
り
、
多
く
の
株
主
訴
訟
が
却
下
さ
れ
、
変
動
リ
ス
ク
の
高
い
金
融
資
本
市

場
に
お
け
る
平
時
の
経
営
判
断
原
則
適
用
に
対
し
て
は
批
判
的
な
見
解
も
出
さ
れ

（
99
）

、
経
営
者
団
体
と
議
会
・
機
関
投
資
家
間
の
対
立
色
が

強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

米
国
シ
テ
ィ
判
決
に
関
し
て
は
、
法
令
遵
守
と
い
い
つ
つ
、
内
容
は
リ
ス
ク
管
理
、
効
率
性
な
ど
種
々
の
要
素
が
混
在
し
、
再
検
討
す

る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
取
締
役
の
法
令
遵
守
義
務
と
同
体
制
構
築
義
務
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
は
個
別
の
裁
判
所
の
判
断
に
馴
染

み
や
す
い
が
、
後
者
は
企
業
風
土
に
よ
る
企
業
間
の
相
違
も
あ
り
、
裁
量
の
幅
が
広
く
、
裁
判
所
審
査
に
は
馴
染
み
に
く
い
面
が
あ
る
。

私
見
で
あ
る
が
内
部
統
制
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent　

全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
の
統
制

環
境
（C

ontrol E
nvironm

ent

）
に
関
わ
る
部
分
で
も
あ
り
、
結
局
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
と
の
一
体
的
運
営
如
何
に
か
か
っ
て
こ
よ
う
。
リ

ス
ク
委
員
会
に
つ
い
て
、
リ
ス
ク
管
理
専
門
家
を
最
低
一
人
を
配
す
る
こ
と
以
外
、
平
均
的
取
締
役
の
個
人
の
資
質
は
問
わ
れ
て
い
な
い



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
三
七

な
ど
、
形
式
基
準
に
流
れ
、
実
体
的
な
前
提
を
欠
い
て
い
る
こ
と
も
経
営
判
断
原
則
適
用
の
判
例
と
の
相
似
と
し
て
問
題
視
さ
れ

（
100
）

る
（
101
）

。

2
．
銀
行
取
締
役
が
担
う
注
意
義
務
の
細
分
化　

銀
行
取
締
役
が
担
う
注
意
義
務
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
米
国
、
一
般
企
業
、
さ
ら
に

銀
行
で
も
業
態
間
の
相
違
と
細
分
化
し
て
考
察
す
る
必
要
も
あ
る

（
102
）

。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
Ｐ
Ｆ
）
対
象
企
業
の
融
資
審
査

の
場
合
、
直
ち
に
異
同
を
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
と
も
み
ら
れ
る
が
、
担
保
保
全
、
収
益
性
確
保
な
ど
、
最
終
的
決
定
の
合
理
性
を
検
討

す
る
場
合
、
取
締
役
の
裁
量
の
幅
は
一
般
融
資
の
場
合
よ
り
狭
く
な
り
、
注
意
義
務
違
反
を
問
わ
れ
や
す
い
面
が
あ
ろ
う
か

（
103
）

。

私
見
で
あ
る
が
、
米
国
の
金
融
規
制
改
革
法
で
あ
る
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er 

P
rotection A

ct

）
に
よ
り
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
後
退
、
銀
行
持
株
会
社
化
進
展
、
業
務
多
様
化
の
縮
小
に
向
か
う
場
合
、
Ｐ
Ｆ
等
に

お
け
る
銀
行
取
締
役
責
任
の
加
重
と
平
仄
を
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
り
緩
和
の
方
向
に
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
単
純
な
融
資
形
態
で
あ
れ
ば

免
責
の
余
地
は
逆
に
乏
し
く
な
る
と
も
い
え
る
。
複
雑
な
融
資
形
態
だ
か
ら
こ
そ
専
門
性
が
必
要
に
な
り
、
シ
テ
ィ
基
準
が
効
果
を
発
揮

す
る
と
も
み
ら
れ
る
。
個
別
・
具
体
的
な
融
資
状
況
に
応
じ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う

（
104
）

。

十
七
．
詐
害
的
会
社
分
割
に
お
け
る
詐
害
行
為
概
念
と
の
整
合
性

1
．
濫
用
的
な
会
社
分
割
に
関
す
る
裁
判
例　

近
年
、
濫
用
的
会
社
分
割

（
105
）

に
関
す
る
裁
判
例
が
相
次
い
で
出
さ
れ
、
残
存
債
権
者
保
護

の
観
点
か
ら
、
詐
害
行
為
取
消
権
（
民
法
四
二
四
条
）
行
使
（
大
阪
高
判
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
金
法
一
九
一
六
号
一
〇
八
頁
ほ
か
）、
破
産

管
財
人
の
否
認
権
（
破
産
法
一
六
〇
条
）
行
使
（
福
岡
地
判
平
成
二
一
年
一
一
月
二
七
日
金
法
一
九
一
一
号
八
四
頁
）、
法
人
格
否
認
法
理
の
適
用

（
福
岡
地
判
平
成
二
二
年
一
月
一
四
日
金
判
一
三
六
四
号
四
二
頁
）、
会
社
法
二
二
条
一
項
類
推
適
用
（
東
京
地
判
平
成
二
二
年
七
月
九
日
金
法

一
九
〇
三
号
一
四
頁
）、
免
責
的
債
務
引
受
に
つ
き
債
権
者
承
諾
・
同
意
を
必
要
と
す
る
民
法
一
般
原
理
の
適
用
（
大
阪
地
裁
堺
支
判
平
成



一
三
八

二
二
年
九
月
一
三
日
金
判
一
三
五
二
号
三
七
頁
）
な
ど
の
積
み
重
ね
が
さ
れ
て
い
る
。

会
社
分
割
に
詐
害
行
為
取
消
権
の
行
使
を
認
め
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
上
記
の
ほ
か
、
大
阪
地
裁
平
成
二
一
年
八
月
二
六
日
判
決
（
金

法
一
九
一
六
号
一
一
三
頁
）、
東
京
地
裁
平
成
二
二
年
五
月
二
七
日
判
決
（
金
判
一
三
四
五
号
二
六
頁
、
判
時
二
〇
八
三
号
一
四
八
頁
）、
東
京
高

裁
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
七
日
判
決
（
金
判
一
三
五
五
号
四
二
頁
、
金
法
一
九
一
〇
号
七
七
頁
）、
名
古
屋
地
裁
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
判
決

（
金
判
一
三
七
五
号
四
八
頁
）、
福
岡
高
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
判
決
（
金
判
一
三
八
四
号
四
九
頁
）
な
ど
多
数
あ
る
。

詐
害
行
為
取
消
権
の
要
件
に
つ
き
、
福
岡
高
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
七
日
金
判
一
三
八
四
号
四
九
頁
（
オ
リ
ッ
ク
ス
債
権
回
収
会
社
事

件
）
を
例
示
す
る
と
、
①
会
社
分
割
に
詐
害
行
為
取
消
権
の
行
使
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
、
会
社
分
割
自
体
か
、

そ
れ
と
も
会
社
分
割
に
伴
う
権
利
な
い
し
資
産
か
と
い
う
点
に
議
論
が
あ
る
が
、
本
判
決
は
い
ず
れ
も
含
ん
で
い
る
か
に
み
え
る
。
②
要

件
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
本
件
の
株
式
譲
渡
お
よ
び
増
資
と
一
連
一
体
の
本
件
会
社
分
割
が
、
債
務
者
Ｙ
1
の
責
任
財
産
の
減
少
を
招

い
た
と
し
、
債
権
者
Ｘ
を
害
す
る
行
為
（
客
観
的
要
件
を
充
足
）
と
認
定
し
た
。
債
務
者
・
受
益
者
が
詐
害
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
か
（
主

観
的
要
件
）
に
つ
い
て
は
、
本
件
は
新
設
分
割
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
益
者
た
る
新
設
会
社
Ｙ
2
は
分
割
以
前
に
は
存
在
し
な
い
た
め
、

受
益
者
の
主
観
を
問
題
に
す
る
前
提
が
な
い
と
の
見
方
も
あ
り
う
る
が
、
本
判
決
は
、
Ｙ
1
が
詐
害
性
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
た
上
で
、

Ｙ
1
と
Ｙ
2
（
各
々
の
代
表
者
が
親
子
）
と
が
互
い
に
意
を
通
じ
て
い
た
と
構
成
し
て
い
る
。
③
行
為
の
詐
害
性
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、

詐
害
行
為
と
詐
害
の
意
思
を
分
け
る
か
つ
て
の
二
元
説
を
採
ら
ず
、
両
者
の
要
因
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
の
要
件
と
は

捉
え
ず
一
連
の
行
為
と
把
握
し
総
合
的
に
判
断
し
て
お
り
、
多
数
説
（
相
関
関
係
説
）
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

（
106
）

る
（
107
）

。

2
．
濫
用
的
会
社
分
割
と
詐
害
行
為
取
消
権　

上
記
の
通
り
、
紛
争
類
型
と
し
て
は
、
①
会
社
分
割
（
な
い
し
は
会
社
分
割
に
よ
り
生
ず

る
権
利
義
務
の
承
継
）
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
る
解
決
（
詐
害
行
為
取
消
権
（
民
四
二
四
条
）、
破
産
法
上
の
否
認
権
（
破
産
法
一
六
〇
条



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
三
九

│
一
六
二
条
））、
②
承
継
会
社
・
新
設
会
社
に
対
す
る
責
任
追
及
を
認
め
る
こ
と
に
よ
る
解
決
（
会
社
法
二
二
条
の
類
推
適
用
、
法
人
格
否
認

の
法
理
）
に
分
類
さ
れ
る
。
濫
用
的
会
社
分
割
と
詐
害
行
為
取
消
権

（
108
）

に
つ
き
、
詐
害
性
に
関
し
て
、
特
に
破
産
法
上
の
否
認
権
と
の
関
係

か
ら
類
型
化
し
、
①
財
産
の
減
少
、
②
財
産
隠
匿
等
の
お
そ
れ
（
財
産
の
質
的
変
容
・
劣
化
）、
③
債
権
者
間
の
不
平
等
（
偏
頗
行
為
）
の
三

タ
イ
プ
に
分
け
る
見
解
が
あ
る
。

詐
害
行
為
取
消
権
に
関
し
て
も
、
①
│
③
の
類
型
に
分
け
て
分
析
・
検
討
を
行
い
、
濫
用
的
会
社
分
割
実
質
的
問
題
点
を
分
割
会
社
の

資
産
／
負
債
比
率
の
低
下
に
よ
り
生
じ
る
残
存
債
権
者
と
承
継
債
権
者
間
の
不
平
等
（
偏
頗
行
為
性
）
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ
る
。
そ
の

上
で
、
実
質
的
な
問
題
意
識
を
偏
頗
行
為
性
に
求
め
る
と
し
て
も
、
判
断
枠
組
み
と
し
て
は
詐
害
行
為
性
（
財
産
の
絶
対
的
減
少
な
い
し
は

財
産
の
質
的
変
容
・
劣
化
）
に
求
め
、
会
社
分
割
対
価
と
し
て
分
割
会
社
に
交
付
さ
れ
る
新
設
会
社
株
式
の
価
値
の
相
当
性
の
評
価
の
問
題

で
あ
る
と
述
べ
る

（
109
）

。
こ
の
場
合
、
偏
頗
性
を
主
観
的
要
素
、
客
観
的
要
素
の
い
ず
れ
に
振
り
分
け
る
の
か
が
課
題
と
な
ろ
う
が
、
主
観
的

要
素
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
件
東
和
銀
行
損
害
賠
償
等
請
求
判
決
に
関
し
て
み
る
と
、
債
務
者
の
①
詐
害
行
為
（
債
務
者
の
無
資
力
、
行
為
の
詐
害
性
）、
②
詐
害
の

意
思
、
に
つ
い
て
相
関
的
に
判
断
す
る
点
は
同
様
で
あ
る
。
贈
与
に
よ
る
無
償
行
為
と
し
て
詐
害
性
の
大
き
い
行
為
は
、
主
観
的
要
件
は

単
な
る
認
識
で
足
り
、
控
訴
審
判
決
は
総
合
的
か
つ
相
関
的
に
判
断
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。
濫
用
的
会
社
分
割
で
は
、
実
質
的
な
問

題
意
識
を
偏
頗
行
為
性
に
求
め
る
と
し
て
も
、
判
断
枠
組
み
は
詐
害
行
為
、
即
ち
詐
害
性
の
点
で
判
断
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
東
和

銀
行
事
件
は
会
社
分
割
の
よ
う
な
債
権
者
保
護
が
全
面
に
出
る
事
案
で
は
な
く
、
比
較
検
討
す
る
意
味
合
い
は
多
く
は
な
い
に
せ
よ
、
客

観
的
な
面
か
ら
の
考
察
を
重
視
す
る
傾
向
の
あ
る
点
で
、
近
時
の
判
例
の
と
同
じ
流
れ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
は
、
法
人
格
を
利
用
し
た
倒
産
隔
離
を
詐
害
行
為
と
し
て
否
定
す
る
会
社
分
割
な
ど
の
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近
時
の
裁
判
例
の
検
討
を
通
し
て
、
法
人
格
否
認
の
法
理
を
詐
害
行
為
取
消
権
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
「
特
則
」
的
位
置
づ
け
を
有
す

る
と
し
、
将
来
の
債
権
者
保
護
法
制
へ
の
重
要
な
示
唆
を
示
し
て
お
ら
れ
る

（
110
）

。
本
事
案
の
控
訴
審
判
決
も
、
一
審
判
決
と
異
な
り
、
詐
害

行
為
取
消
を
認
め
た
背
景
を
慮
る
と
、
債
権
者
保
護
の
観
点
に
立
ち
、
こ
う
し
た
判
例
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

十
八
．
東
和
銀
行
事
件
判
決
と
今
後
の
展
望

1
．
問
題
意
識
│
ス
ジ
論
か
ら
の
疑
問
│　

控
訴
審
判
決
で
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
め
た
判
断
は
基
本
的
に
は
妥
当
と
考
え
る
。
事

実
お
よ
び
状
況
を
精
査
し
、
総
合
的
・
相
関
的
に
判
断
す
る
柔
軟
性
が
あ
り
、
判
例
・
学
説
の
流
れ
に
沿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一

審
判
決
は
少
々
杓
子
定
規
な
傾
向
が
あ
る
と
感
ず
る
。
も
っ
と
も
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
も
の
足
り
な
さ
も
感
じ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
客
観
的
要
素
で
あ
る
詐
害
性
と
悪
性
度
を
示
す
主
観
的
要
素
の
相
対
性
か
ら
検
討
す
る
立
場
を
貫
く
と
、
控
訴
審
判
決
の
よ
う

に
、
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
、
無
資
力
に
な
る
と
の
認
識
の
各
々
の
有
無
か
ら
判
断
す
る
立
場
と
は
少
し
異
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
後
者

の
概
念
は
か
な
り
大
き
く
、
相
手
を
詐
害
し
て
始
め
て
詐
害
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
裁
判
所
は
判
断
し
て
お
ら
ず
、
私
見
で

あ
る
が
、
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
贈
与
に
よ
り
、
ど
の
程
度
の
詐
害
を
Ｘ
が
受
け
た
か
に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
の
感
を
抱
く
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
方
で
Ｘ
が
退
職
慰
労
金
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
贈
呈
す
る
総
会
決
議
を
行
い
、
二
次
的
に
取
消
権
行
使
に
よ
る
抹
消
登
記

請
求
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
被
担
保
債
権
は
将
来
債
権
た
る
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
こ
と
、
損
害
賠
償
請
求
金
額
は
八
四
〇
〇

万
円
に
留
ま
る
こ
と
等
に
対
し
て
は
、
若
干
の
違
和
感
も
禁
じ
得
な
い
。
損
害
賠
償
請
求
権
の
有
無
、
金
額
自
体
も
不
確
定
な
未
認
定
段

階
で
あ
り
、
取
消
権
が
成
立
し
た
と
し
て
も
弁
済
期
到
来
等
も
問
題
と
な
る
。
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
、
無
資
力
要
件
の
継
続
性
、
債
務
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超
過
等
の
認
定
な
ら
び
に
無
資
力
の
認
識
の
有
無
も
述
べ
ら
れ
な
い
。
客
観
的
に
詐
害
行
為
と
い
え
る
の
か
、
次
段
階
と
し
て
詐
害
意
思

に
関
し
て
も
、
認
定
に
当
た
っ
て
十
分
な
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。
取
消
請
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
も
、
六
六
〇
〇
万
円
は
Ｙ
1
の
手
元

に
残
り
、
個
人
資
産
は
上
積
み
さ
れ
る
。
当
事
者
間
の
親
密
な
関
係
は
十
分
に
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
翻
っ
て
ス
ジ
論
と
し
て
、
そ
も

そ
も
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
め
る
べ
き
案
件
で
あ
っ
た
の
か
、
一
抹
の
疑
問
を
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

2
．
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
と
無
資
力
の
認
識　

控
訴
審
判
決
は
損
害
賠
償
債
務
の
認
識
に
お
い
て
、
本
件
融
資
の
時
点
で
回
収
不
能

と
な
る
可
能
性
が
高
い
と
認
識
し
て
い
た
と
す
る
。
償
還
財
源
と
し
て
想
定
さ
れ
た
Ｋ
ホ
テ
ル
事
業
が
事
実
上
頓
挫
し
、
代
替
償
還
財
源

も
見
込
め
な
い
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
贈
与
時
点
で
要
管
理
先
か
ら
破
綻
懸
念
先
、
さ
ら
に
実
質
破
綻
先
に
変
更
さ
れ
、
贈
与

は
引
責
辞
任
の
直
前
に
行
わ
れ
た
。
金
融
庁
か
ら
不
適
切
な
融
資
判
断
や
管
理
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を

問
わ
れ
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。

た
だ
債
務
者
の
無
資
力
要
件
に
つ
い
て
、
疑
義
が
生
じ
か
ね
な
い
面
も
あ
る
。
無
資
力
の
認
識
は
、
損
害
の
認
識
よ
り
も
広
い
概
念
で

あ
る
。
前
者
は
客
観
性
、
後
者
は
主
観
性
が
強
い
要
因
と
な
る
。
無
資
力
要
件
に
つ
い
て
は
、
無
資
力
の
客
観
性
、
即
ち
詐
害
行
為
時
か

ら
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
無
資
力
の
継
続
性
が
必
要
で
あ
り
、
主
観
性
と
し
て
の
無
資
力
の
認
識
も
必
要
と
な
る
。
控
訴
審
判
決
で
は
、

無
資
力
の
客
観
性
は
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
無
資
力
の
認
識
を
認
定
し
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
六
月
一
二
日
総
会

に
お
い
て
、
Ｙ
1
に
対
し
、
退
職
慰
労
金
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
を
贈
呈
す
る
決
議
が
さ
れ
て
い
る
。
退
職
慰
労
金
の
有
効
を
前
提
と
す
る

と
、
こ
の
事
実
は
債
務
者
の
無
資
力
要
件
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
債
務
者
の
無
資
力
は
詐
害
行
為
時
か
ら
口
頭
弁
論
終
結

時
ま
で
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
。
詐
害
行
為
の
具
体
的
事
実
レ
ベ
ル
で
は
、
相
関
関
係
説
を
基
礎
と
し
て
い
る
控
訴
審
判
決
を
支
持
す
る

が
、
前
提
状
況
で
あ
る
債
務
者
の
無
資
力
の
観
点
か
ら
は
、
に
わ
か
に
賛
同
し
難
い
面
も
な
し
と
し
な
い
。
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ス
ジ
論
か
ら
は
取
消
権
行
使
を
認
め
る
必
然
性
に
乏
し
く
、
加
え
て
無
資
力
要
件
に
関
し
て
は
継
続
性
を
欠
き
、
控
訴
審
が
取
消
権
行

使
を
認
め
る
こ
と
に
直
ち
に
首
肯
し
か
ね
る
こ
と
と
も
な
る
。
そ
れ
で
も
控
訴
審
で
は
、
賠
償
認
定
額
と
退
職
慰
労
金
の
金
額
の
突
合
か

ら
取
消
権
を
認
め
た
可
能
性
も
あ
る
。
賠
償
認
定
額
は
七
七
九
九
万
五
六
二
三
円
で
あ
る
が
、
Ｔ
産
業
に
対
す
る
実
際
の
回
収
不
能
額
は
、

弁
済
さ
れ
た
一
六
六
五
万
五
〇
〇
〇
円
を
引
い
て
も
二
億
一
六
三
四
万
五
〇
〇
〇
円
残
り
、
本
件
賠
償
額
を
差
し
引
い
て
も
一
億

三
八
三
四
万
九
三
七
七
円
残
る
こ
と
に
な
る
。
仮
定
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
退
職
慰
労
金
が
有
効
だ
と
前
提
と
す
る

と
き
、
回
収
不
能
額
を
見
越
し
て
、
裁
判
所
が
詐
害
取
消
権
を
認
め
た
可
能
性
も
あ
る
。

3
．
事
案
の
背
景
と
特
性
│
当
事
者
間
の
親
密
な
関
係
│　

事
案
の
特
性
を
勘
案
す
る
と
、
Ｘ
、
Ｙ
1
、
Ｔ
産
業
の
三
者
に
つ
き
、
Ｔ

産
業
と
Ｘ
の
長
年
の
取
引
関
係
が
記
さ
れ
る
。
Ｘ
と
Ｙ
1
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
1
が
旧
大
蔵
省
出
身
で
Ｘ
入
行
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
Ｙ
1
、

Ｔ
産
業
に
つ
い
て
は
、
親
密
な
頭
取
銘
柄
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
、
Ｙ
2
と
Ｔ
産
業
の
個
人
的
親
密
関
係
も
認
定
さ
れ
る
。
Ｘ
と
Ｙ
1
の

関
係
ぶ
り
が
十
分
な
認
定
が
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ
る
。
入
行
の
経
緯
に
留
ま
ら
ず
、
普
銀
へ
の
業
態
転
換
以
後
の
業
務
拡
大
な
ど
、

監
督
官
庁
か
ら
転
じ
て
た
Ｙ
1
の
果
た
し
た
事
実
上
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
か
、
そ
れ
故
に
退
職
慰
労
金
の
交
付
を
決
議
し
た
上
で
、
内

数
で
あ
る
被
担
保
債
権
た
る
八
四
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
基
づ
く
取
消
請
求
と
い
う
、
や
や
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
請
求
を
し
た

の
か
ど
う
か
、
か
か
る
認
定
が
控
訴
審
で
は
さ
れ
て
い
な
い
点
も
、
や
や
も
の
足
り
な
さ
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

4
．
実
務
上
の
留
意
点　

私
見
で
あ
る
が
、
東
和
銀
行
事
件
で
は
、
形
式
的
に
は
融
資
の
プ
ロ
セ
ス
自
体
は
経
て
い
る
も
の
の
、
実
質

的
に
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
内
実
面
に
お
い
て
、
上
司
か
ら
の
圧
力
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
大
き
く
逸
脱
し
て
お
り
、
正
し
く
経
営
判
断
の

過
程
の
適
正
さ
が
問
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
特
に
控
訴
審
で
は
①
銀
行
取
締
役
の
責
任
の
重
責
化
（
注
）、
②
経

営
判
断
原
則
の
適
用
の
有
無
、
に
関
し
て
特
段
の
考
察
・
判
断
を
加
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
③
経
営
ト
ッ
プ
た
る
Ｙ
1
ら
に
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対
す
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
る
直
接
的
な
責
任
と
し
て
問
題
視
し
て
い
る
節
が
あ
る
。
第
一
審
判
決
で
は
明
白
に
銀
行
の

取
締
役
の
前
提
で
判
断
し
て
い
る
が
、
控
訴
審
判
決
で
は
、
取
締
役
を
基
準
と
し
て
判
断
し
て
い
る
節
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
。

④
株
主
代
表
訴
訟
で
な
く
、
銀
行
自
身
が
提
訴
し
て
お
り
、
こ
の
面
か
ら
も
事
案
の
悪
性
度
の
高
さ
が
窺
え
よ
う
。
⑤
そ
し
て
、
破
綻
懸

念
先
に
対
す
る
銀
行
融
資
の
善
管
注
意
義
務
の
内
容
を
第
一
審
判
決
は
具
体
的
に
示
し
た
点
に
も
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

法
律
時
報
八
四
巻
七
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）
一
〇
八
頁
で
は
、
後
述
の
通
り
、
第
一
審
・
控
訴
審
判
決
を
、
共
に
銀
行
取
締
役
の
注
意

義
務
を
一
般
事
業
会
社
よ
り
も
高
い
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
が
、
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
判
断
を
避
け
た
も

の
で
、
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
一
般
論
を
示
し
て
お
ら
ず
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
旧
経
営
陣
に
対
す
る
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
二
件

の
二
〇
〇
八
年
一
月
二
八
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
を
踏
襲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
取
締
役
の
経
営
判
断
に

お
け
る
裁
量
の
幅
が
業
界
や
会
社
の
規
模
に
よ
っ
て
差
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
、
金
融
機
関
の
取
締
役
と
し
て
責
任
の
厳
格
化
に
結
び
つ

け
る
の
で
は
な
く
、
個
別
・
具
体
的
な
事
案
に
即
し
た
判
断
を
行
う
も
の
で
、
こ
と
本
件
に
関
し
て
は
事
案
の
悪
質
さ
か
ら
、
銀
行
取
締

役
の
責
任
の
軽
重
、
経
営
判
断
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
仮
に
一
般
事
業
会
社
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
当
然
に
責
任
追
及
が
認
め
ら

れ
る
べ
き
事
案
で
あ
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
前
提
で
は
、
か
な
り
射
程
度
の
狭
い
事
案
と
も
い
え
よ
う
か
。

5
．
注
意
義
務
の
水
準
と
な
る
裁
判
規
範
な
ど
の
形
成　

融
資
原
則
、
経
営
判
断
原
則
、
債
務
者
区
分
等
の
検
討
を
本
事
案
の
具
体
的

事
実
や
関
連
判
例
と
共
に
進
め
、
考
察
し
て
き
た
。
何
れ
も
最
大
の
眼
目
は
融
資
判
断
の
合
理
性
の
判
断
に
集
約
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
な
い
。
米
国
や
我
が
国
に
お
い
て
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠
実
義
務
の
水
準
は
、
一
般
の
株
式
会
社
の
取
締
役
よ

り
高
い
と
す
る
も
の
が
多
数
説
を
占
め
、
銀
行
の
事
業
の
性
質
や
社
会
へ
影
響
を
鑑
み
る
と
、
あ
る
い
は
当
然
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
仮

に
そ
う
し
た
場
合
に
、
課
題
と
し
て
は
、
銀
行
取
締
役
と
他
の
一
般
の
株
式
会
社
の
取
締
役
を
区
別
す
る
根
拠
規
定
は
存
在
せ
ず
、
注
意



一
四
四

義
務
の
水
準
を
決
め
て
い
る
の
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
判
例
を
み
て
も
、
注
意
義
務
の
水
準
と
な
る
よ

う
な
裁
判
規
範
は
形
成
途
上
と
も
い
え
、
必
ず
し
も
一
義
的
に
明
確
で
は
な
い
嫌
い
が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
裁
判
所
の
判
断
の
み
で
注

意
義
務
の
水
準
が
決
め
ら
れ
、
予
見
可
能
性
を
欠
き
、
銀
行
取
締
役
は
一
般
の
株
式
会
社
の
取
締
役
よ
り
も
狭
い
経
営
判
断
原
則
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
銀
行
業
務
を
執
り
行
う
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
影
響
は
あ
り
、

ソ
フ
ト
ロ
ー
に
せ
よ
、
早
急
に
銀
行
取
締
役
と
他
の
一
般
の
株
式
会
社
の
取
締
役
を
区
別
す
る
よ
う
な
規
定
面
の
整
備
の
必
要
が
あ
り
は

し
な
い
か
。
裁
判
規
範
の
形
成
を
待
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
英
国
の
最
善
行
動
規
範
（B

est C
ode of C

onduct

）、
あ
る
い
は
コ

モ
ン
ロ
ー
な
ど
を
有
し
な
い
我
が
国
に
お
い
て
、
銀
行
融
資
関
連
事
案
は
各
時
代
の
背
景
を
含
め
、
個
別
の
特
殊
性
も
あ
り
、
法
規
制
自

体
に
は
馴
染
ま
な
い
側
面
も
あ
る
が
、
何
ら
か
の
規
範
の
定
立
が
求
め
ら
れ
よ
う
か
。
一
石
を
投
じ
た
い
。
個
別
・
具
体
的
な
事
案
に
即

し
た
微
妙
な
判
断

（
111
）

が
必
要
な
だ
け
に
難
し
い
面
も
あ
る
が
、
企
業
活
動
の
健
全
化
・
活
発
化
に
向
け
て
、
今
後
判
例
等
の
蓄
積
と
相

俟
っ
て
、
取
締
役
の
注
意
義
務
の
性
質
や
内
容
が
よ
り
一
層
明
ら
か
に
さ
れ
、
注
意
義
務
違
反
の
判
断
基
準
も
明
確
化
さ
れ
て
い
く
こ
と

が
望
ま
れ
る
。
一
方
、
金
融
機
関
で
な
い
一
般
の
株
式
会
社
で
も
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
必
要
不
可
欠
な
も
の
を
事
業
対
象
に
し
て
い

る
株
式
会
社
の
取
締
役
の
注
意
義
務
の
水
準
を
個
人
の
利
潤
の
み
を
追
求
す
る
株
式
会
社
の
取
締
役
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
の
か
、
そ
の

点
に
つ
い
て
も
判
例
の
蓄
積
は
今
後
期
待
で
き
よ
う
が
、
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
の
水
準
と
合
わ
せ
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
る
必
要
も

あ
ろ
う
。

﹇
追
記
﹈
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
度
日
本
大
学
法
学
部
研
究
費
（
共
同
研
究
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
四
五

（
1
） 

日
本
大
学
法
学
部
商
事
法
研
究
会
の
研
究
報
告
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
）
を
基
に
し
て
い
る
。

（
2
） 

判
例
時
報
二
一
二
七
号
一
〇
五
│
一
二
三
頁
（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）。

（
3
） 
資
料
版
商
事
法
務
№
三
三
四
号
八
三
│
一
一
九
頁
（
二
〇
一
二
年
一
月
）。

（
4
） 
弥
永
真
生
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
№
一
四
三
九
」（
二
〇
一
二
年
四
月
）
二
│
三
頁
。

（
5
） 

弥
永
・
前
掲
三
頁
。

（
6
） 

前
掲
・（
注
3
）八
三
│
八
四
頁
。

（
7
） 

業
績
が
良
好
で
財
務
内
容
に
も
特
段
の
問
題
が
な
い
債
務
者
。
全
国
銀
行
協
会
「
不
良
債
権
と
自
己
査
定
」
参
照
、
以
下
同
。

（
8
） 

元
本
返
済
も
し
く
は
利
息
支
払
い
が
事
実
上
延
滞
し
て
い
る
な
ど
履
行
状
況
に
問
題
が
あ
る
債
務
者
の
ほ
か
、
業
況
が
低
調
な
い
し
は
不
安
定

な
債
務
者
ま
た
は
財
務
内
容
に
問
題
が
あ
る
債
務
者
な
ど
今
後
の
管
理
に
注
意
を
要
す
る
債
務
者
。
金
融
再
生
法
に
お
い
て
は
、
要
注
意
先
債
権
の

う
ち
三
ケ
月
以
上
延
滞
債
権
お
よ
び
貸
出
条
件
緩
和
債
権
に
つ
い
て
要
管
理
債
権
と
さ
れ
る
。

（
9
） 

現
状
経
営
破
綻
の
状
況
に
は
な
い
が
、
経
営
難
の
状
態
に
あ
り
、
経
営
改
善
計
画
な
ど
の
進
捗
状
況
が
芳
し
く
な
く
、
今
後
経
営
破
綻
に
陥
る

可
能
性
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
債
務
者
。

（
10
） 

法
的
・
形
式
的
な
経
営
破
綻
の
事
実
は
発
生
し
て
い
な
い
も
の
の
深
刻
な
経
営
難
の
状
態
に
あ
り
、
再
建
の
見
通
し
が
な
い
状
況
に
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
な
ど
実
質
的
に
経
営
破
綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
。

（
11
） 

法
的
・
形
式
的
な
経
営
破
綻
の
事
実
が
発
生
し
て
い
る
債
務
者
。

（
12
） 

金
融
・
商
事
判
例
№
一
三
三
五
（
二
〇
一
〇
年
三
月
一
日
）
二
〇
│
三
〇
頁
、
判
例
時
報
三
〇
六
三
号
一
三
八
│
一
四
七
頁
。

（
13
） 

第
三
・
二
（
争
点
二
）、
前
掲
・（
注
2
）一
二
三
頁
下
段
一
一
。

（
14
） 

内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
債
権
総
論
・
担
保
物
権
（
第
三
版
）』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
五
年
）
三
〇
二
頁
以
下
。

（
15
） 

内
田
・
前
掲
三
〇
四
頁
。
判
例
・
通
説
も
同
様
で
あ
る
。

（
16
） 

飯
原
一
乗
『
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
』
悠
々
社
（
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
│
六
四
頁
、
一
〇
六
│
一
一
三
頁
参
照
。
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
全
般
に
つ

い
て
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
。
同
『
詐
害
行
為
取
消
権
・
否
認
権
の
研
究
』
日
本
評
論
社
（
一
九
八
九
年
）、
佐
藤
岩
昭
『
詐
害
行
為
取
消
権
の
理



一
四
六

論
』
東
京
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
17
） 

飯
原
・
前
掲
『
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
』
一
〇
八
頁
。

（
18
） 
従
前
の
判
例
は
行
為
の
詐
害
生
の
強
さ
と
の
相
関
で
主
観
的
要
件
を
判
断
す
る
と
い
う
柔
軟
な
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
た
が
、
改
正
破
産
法
が
、

従
来
は
主
観
的
要
件
と
の
相
関
で
詐
害
行
為
に
な
り
う
る
と
解
さ
れ
て
い
た
弁
済
・
担
保
供
与
・
相
当
価
格
で
の
不
動
産
売
却
に
つ
い
て
明
確
な
判

断
基
準
を
示
し
、
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
み
ら
れ
る
。

（
19
） 

客
観
的
要
件
を
厳
し
く
す
る
説
は
、
民
法
四
二
四
条
の
「
知
っ
て
」
に
つ
き
、
債
務
者
の
主
観
的
要
件
は
詐
害
の
意
思
で
な
く
詐
害
の
認
識
で

足
り
る
と
し
、
客
観
的
要
件
と
し
て
は
一
般
に
要
求
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
債
務
者
の
行
為
に
不
当
性
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
。
下
森
定
『
注
釈

民
法
（
一
〇
）』
有
斐
閣
（
昭
和
六
二
年
）
七
九
五
頁
、
片
山
直
也
「
相
当
価
格
に
よ
る
財
産
売
却
と
詐
害
行
為
」
森
泉
教
授
還
暦
記
念
論
集
『
現

代
判
例
民
法
学
の
課
題
』
法
学
書
院
（
昭
和
六
三
年
）
五
五
九
頁
、
竹
内
康
夫
「
不
動
産
の
処
分
詐
害
行
為
」
小
川
英
明
・
長
野
益
三
編
『
現
代
民

事
裁
判
の
課
題
①
不
動
産
取
引
』
新
日
本
法
規
出
版
（
平
成
元
年
）一
四
六
頁
他
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
弁
済
、
代
物
弁
済
お
よ
び
担
保
の
供
与
は
、

判
例
の
い
う
通
謀
や
詐
害
意
思
が
あ
る
場
合
も
義
務
の
履
行
ま
た
は
そ
れ
に
繋
が
る
行
為
と
し
て
、
不
当
性
が
な
く
詐
害
行
為
は
成
立
し
な
い
こ
と

が
あ
る
。
板
木
郁
郎
「
詐
害
行
為
取
消
権
に
関
す
る
研
究
」『
否
認
権
に
関
す
る
実
証
的
研
究
』
立
命
館
出
版
部
（
昭
和
一
八
年
）
三
九
六
│

四
二
二
頁
。
他
方
で
、
主
観
的
要
件
を
厳
し
く
す
る
も
の
説
は
、
詐
害
行
為
成
立
の
客
観
的
要
件
と
し
て
、
債
権
者
の
立
場
か
ら
、
担
保
力
の
減
少

が
あ
れ
ば
常
に
債
権
者
を
害
す
る
と
し
、
主
観
的
要
件
と
し
て
債
務
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
さ
ら
に
誠
実
義
務
違
反
の
認
識
を
必
要
と

す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
債
務
者
が
隠
匿
ま
た
は
浪
費
目
的
で
不
動
産
を
売
却
す
る
と
詐
害
行
為
と
な
る
が
、
債
務
弁
済
の
目
的
で
は

詐
害
行
為
は
成
立
し
な
い
。
有
泉
亨
・
判
民
昭
八
年
七
四
事
件
、
松
坂
佐
一
「
債
権
者
取
消
権
」
浅
井
清
信
・
大
場
茂
行
・
松
坂
佐
一
『
総
合
判
例

研
究
叢
書
（
民
法
七
）』
有
斐
閣
（
昭
和
三
二
年
）
二
〇
四
頁
。

（
20
） 

沢
井
裕
「
判
批
」
法
学
論
集
（
関
西
大
学
法
学
会
）
八
巻
六
号
八
四
頁
、
好
美
清
光
「
判
批
」
民
集
五
二
巻
六
号
九
〇
二
頁
。

（
21
） 

詐
害
行
為
取
消
要
件
を
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
か
ら
総
合
的
に
み
て
い
く
と
、
訴
訟
で
当
事
者
が
主
張
・
立
証
の
命
題
と
す
べ
き
主
要
事

実
で
あ
る
要
件
事
実
が
問
題
と
な
り
、
債
権
者
を
詐
害
す
る
行
為
と
す
れ
ば
、
詐
害
の
意
思
の
よ
う
に
一
般
条
項
と
同
様
な
扱
い
を
受
け
、
学
説
の

挙
げ
る
具
体
的
事
実
は
そ
の
間
接
事
実
と
な
る
。
法
律
行
為
の
目
的
・
動
機
が
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
例
え
ば
弁
済
資
金
獲
得
の
た
め



銀
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締
役
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追
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責
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関
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察
（
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川
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一
四
七

誠
意
を
も
っ
て
し
た
不
動
産
売
却
（
大
判
大
正
一
三
年
四
月
二
五
日
）、
生
計
費
お
よ
び
子
女
教
育
費
の
捻
出
の
た
め
の
財
産
処
分
（
最
判
昭
和

四
二
年
一
一
月
九
日
）、
営
業
継
続
の
た
め
や
む
な
く
し
た
担
保
提
供
行
為
（
最
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
九
日
）
な
ど
の
事
実
は
、
詐
害
性
を
阻

却
す
る
た
め
に
被
告
の
な
す
べ
き
間
接
反
証
事
項
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
民
事
訴
訟
で
は
間
接
反
証
の
概
念
は
一
般
的
で
な
く
、
抗
弁
と
解
す

べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
船
越
隆
司
「
詐
害
行
為
取
消
権
」『
実
定
法
秩
序
と
証
明
責
任
』
尚
学
社
（
平
成
八
年
）
五
〇
〇
頁
、
飯
原
・
前
掲

『
詐
害
行
為
取
消
訴
訟
』
一
一
〇
│
一
一
二
頁
。

（
22
） 

第
三
・
二
（
二
）
ア
・
イ
、
前
掲
・（
注
3
）一
一
七
│
一
一
八
頁
。

（
23
） 

第
三
・
一
（
争
点
二
）、
前
掲
・
判
時
一
二
三
頁
。

（
24
） 

第
二
・
一
（
一
）、
前
掲
・
判
時
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。
第
三
・
一
（
一
）、
前
掲
・
判
時
一
一
四
頁
。

（
25
） 

Ｘ
は
一
九
八
九
年
二
月
普
通
銀
行
に
転
換
、
株
式
会
社
東
和
銀
行
に
商
号
変
更
し
た
。
Ｙ
1
の
原
告
へ
の
入
行
時
期
は
一
九
九
二
年
で
あ
り
、

代
表
取
締
役
副
頭
取
就
任
は
翌
年
の
一
九
九
三
年
六
月
、
一
九
九
四
年
六
月
か
ら
二
〇
〇
七
年
五
月
ま
で
代
表
取
締
役
頭
取
を
務
め
る
。
こ
の
間
は
、

公
表
資
料
を
見
る
限
り
、
二
〇
〇
一
年
五
月
一
五
日 

経
営
破
綻
し
た
新
潟
中
央
銀
行
の
一
部
営
業
を
譲
渡
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
四
日
セ
ブ
ン
銀

行
と
Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用
提
携
開
始
以
外
に
は
さ
し
た
る
業
容
拡
大
は
見
当
た
ら
な
い
。
も
っ
と
も
二
〇
〇
七
年
五
月
一
一
日
前
期
最
終
赤
字
が
二
七
四
億

円
と
な
り
、
責
任
を
取
っ
て
Ｙ
1
が
頭
取
が
辞
任
し
、
そ
の
後
は
副
頭
取
が
頭
取
に
就
任
す
る
。
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
二
日
金
融
庁
か
ら
改
善
命

令
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
八
日
に
は
金
融
機
能
強
化
法
に
基
づ
く
公
的
資
金
三
五
〇
億
円
が
資
本
注
入
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
原
告
は
経
営
破
綻

は
免
れ
て
お
り
、
退
職
後
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
持
ち
得
た
の
か
、
こ
う
し
た
点
は
不
明
で
あ
る
。

（
26
） 

経
済
犯
罪
と
し
て
実
務
上
問
題
と
な
り
、
株
式
会
社
の
取
締
役
等
の
特
別
背
任
罪
（
会
社
法
九
六
〇
条
）
を
例
に
し
て
、
保
護
法
益
の
観
点
か

ら
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
、
北
沢
義
博
「
経
営
判
断
に
お
け
る
「
前
提
と
な
る
事
実
の
認
識
の
不
注
意
」
│
さ
い
た
ま
地
判
平
成
二
二
年
三
月

二
六
日
の
検
討
」
大
宮
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
第
七
号
（
二
〇
一
一
年
二
月
）
一
二
七
│
一
三
八
頁
参
照
。
特
別
背
任
罪
に
関
し
て
、
最
決
平
成
二
一
年

一
一
月
九
日
刑
集
六
三
巻
九
号
一
一
一
七
頁
（
北
海
道
拓
殖
銀
行
事
件
）
は
、
都
市
銀
行
の
代
表
取
締
役
頭
取
が
実
質
倒
産
状
態
に
あ
る
グ
ル
ー
プ

企
業
に
対
し
て
実
質
無
担
保
で
の
追
加
融
資
を
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
、
任
務
違
背
行
為
と
し
て
特
別
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
銀
行
取
締
役
と

経
営
判
断
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
、「
銀
行
の
取
締
役
が
負
う
べ
き
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
株
式
会
社
取
締
役
と
同
様
に
、
受
任
者
の
善



一
四
八

管
注
意
義
務
（
民
法
六
四
四
条
）
お
よ
び
忠
実
義
務
（
平
成
一
七
年
法
律
第
八
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
商
法
二
五
四
条
の
三
、
会
社
法
三
五
五
条
）

を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る
経
営
判
断
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
銀
行
業
が
広
く
預
金
者
か
ら
資
金
を
集
め
、
こ
れ
を

原
資
と
し
て
企
業
等
に
融
資
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
免
許
事
業
で
あ
る
こ
と
、
銀
行
の
取
締
役
は
金
融
取
引
の
専
門
家
で
あ
り
、
そ
の
知
識
経
験

を
活
用
し
て
融
資
業
務
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
万
一
銀
行
経
営
が
破
た
ん
し
、
あ
る
い
は
危
機
に
ひ
ん
し
た
場
合
に
は
預
金
者
お

よ
び
融
資
先
を
始
め
と
し
て
社
会
一
般
に
広
範
か
つ
深
刻
な
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
融
資
業
務
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
銀
行

の
取
締
役
の
注
意
義
務
の
程
度
は
一
般
の
株
式
会
社
取
締
役
の
場
合
に
比
べ
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
所
論
が
い
う
経
営
判
断
の
原
則

が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
そ
れ
だ
け
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
特
別
背
任
罪
に
お
け
る
任
務
違
背
行
為

の
成
否
に
つ
い
て
は
、
経
営
判
断
の
尊
重
に
よ
る
刑
事
処
罰
の
限
定
が
問
題
と
な
る
が
、
本
決
定
に
お
い
て
は
、
銀
行
取
締
役
に
つ
い
て
も
経
営
判

断
の
原
則
が
適
用
さ
れ
得
る
も
の
の
、
限
定
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
銀
行
業
が
他
の
会
社
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
預
金
者
や
融
資
先
を
含

め
た
社
会
一
般
へ
の
影
響
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
会
社
法
の
特
別
背
任
罪
（
会
社
法
九
六
〇
条
以
下
）
は
、
一
般
的
に
は
刑
法
の
背
任
罪

の
加
重
類
型
と
理
解
さ
れ
、
本
人
で
あ
る
株
式
会
社
に
財
産
的
損
害
を
与
え
る
財
産
犯
と
な
る
。
株
式
会
社
の
取
締
役
は
会
社
の
受
任
者
と
し
て
の

立
場
に
あ
り
、
株
主
利
益
の
た
め
に
行
動
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
が
高
度
に
進
展
し
た
現
代
経
済
社
会
に
お
い
て
は
、
株
式
会

社
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
、
株
主
や
従
業
員
の
利
益
を
超
え
て
社
会
公
共
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
会
社
法
そ
の
他
の
法
令
は
、
会
社
経
営
や
組

織
の
自
由
度
を
高
め
る
一
方
で
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
や
各
種
の
情
報
開
示
に
つ
き
積
極
的
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
株
式
会
社
の
役
割
と
法
規
制

の
要
請
に
照
ら
す
と
、
株
式
会
社
の
経
営
を
担
う
取
締
役
は
、
国
民
が
株
式
会
社
に
対
し
て
期
待
す
る
役
割
や
社
会
的
使
命
に
沿
う
行
動
に
出
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
、
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
は
社
会
公
共
の
利
益
を
危
殆
化
す
る
。
銀
行
業
の
特
殊
性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

特
別
背
任
罪
の
罪
質
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
理
解
と
も
整
合
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
特
別
背
任
罪

の
罪
質
が
、
財
産
犯
で
あ
る
刑
法
の
背
任
罪
と
は
異
な
り
、
社
会
公
共
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
27
） 

銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
と
し
て
、
神
吉
正
三
「
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
再
論
（
二
）」
龍
谷
大
学
法
学
会
四
一
巻

四
号
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
九
三（
七
三
七
）│
一
七
五（
八
一
九
）頁
に
詳
説
さ
れ
る
。
以
下
、
参
照
し
た
。

（
28
） 

最
二
小
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
民
集
六
二
巻
一
号
一
二
八
頁
・
判
時
一
九
九
五
号
一
五
一
頁
・
判
タ
一
二
六
二
号
五
六
頁
・
金
判



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
四
九

一
二
九
一
号
二
四
頁
・
金
法
一
八
三
八
号
四
六
頁
。「
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
基
づ
く
会
社
の
取
締
役
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時

効
期
間
は
、
商
法
五
二
二
条
所
定
の
五
年
で
は
な
く
、
民
法
一
六
七
条
一
項
に
よ
り
一
〇
年
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
29
） 
神
吉
正
三
・
前
掲（
注
27
）一
〇
九（
七
五
三
）│
一
一
八（
七
六
二
）頁
。

（
30
） 
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
平
成
二
〇
年
二
月
一
二
日
上
告
棄
却
判
決
を
言
い
渡
し
、
旧
経
営
陣
一
三

人
に
五
三
億
四
〇
〇
〇
万
円
の
損
害
賠
償
を
命
じ
た
大
阪
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
。「（
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
）
最
高
裁
決
定
に
よ
る
ダ
ス
キ
ン
事
件
の
終

結
」
商
事
法
務
一
八
二
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
八
頁
は
、
ダ
ス
キ
ン
株
主
代
表
訴
訟
事
件
終
結
を
主
な
題
材
と
し
、
蛇
の
目
ミ
シ
ン
工
業
事
件
、

拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
を
含
む
一
連
の
拓
銀
事
件
に
つ
い
て
も
役
員
に
対
し
て
厳
格
な
責
任
を
課
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

（
31
） 

吉
井
敦
子
『
破
綻
金
融
機
関
を
め
ぐ
る
責
任
法
制
』
多
賀
出
版
（
一
九
九
九
年
）
二
六
八
頁
、
山
田
剛
志
「
金
融
機
関
の
破
綻
と
取
締
役
の
責

任
」
法
政
理
論
三
二
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
四
頁
、
同
「
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
を
巡
る
二
つ
の
最
高
裁
基
準
」
金
融
・
商
事
判
例

一
三
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
四
月
）
二
│
五
頁
、

神
吉
正
三
「
金
融
機
関
の
救
済
融
資
に
お
け
る
取
締
役
の
行
為
規
制
」
企
業
法
学
五
巻
（
一
九
九
六
年
）
二
三
九
頁
、
同
「
銀
行
取
締
役
の
注
意

義
務
」
筑
波
法
政
二
八
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
六
頁
。

（
32
） 

山
田
剛
志
「
金
融
機
関
の
破
綻
と
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
二
二
頁
。
北
村
雅
史
「
判
批
」

判
例
時
報
一
九
九
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
九
五
頁
、
和
田
宗
久
「
判
批
」
金
融
・
商
事
判
例
一
三
〇
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
二
頁
・
二
五
頁
、

志
谷
・「
批
判
」
判
例
時
報
二
〇
一
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
九
六
頁
。
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
時
一
九
四
六
号
一
二
八
頁
（
拓
銀
エ

ス
コ
リ
ー
ス
事
件
控
訴
審
判
決
）
は
、「
銀
行
の
取
締
役
が
負
う
注
意
義
務
の
内
容
は
一
般
の
営
利
企
業
の
取
締
役
が
負
う
注
意
義
務
の
内
容
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
企
業
の
営
む
業
務
の
違
い
に
よ
っ
て
取
締
役
の
負
う
注
意
義
務
の
内
容
に
違
い
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
銀
行
の
取
締
役
の
負
う
注
意
義
務
の
程
度
と
一
般
の
営
利
企
業
の
取
締
役
が
負
う
注
意
義
務
の
程
度
を
比
較
し
、
い
ず
れ
が
重
い
か
を
議
論

す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
。」
と
判
示
す
る
。
神
吉
正
三
・
前
掲（
注
27
）一
一
八（
七
六
二
）頁
以
下
参
照
。

（
33
） 

川
口
恭
弘
「
事
業
の
公
共
性
と
取
締
役
の
責
任
」
商
事
法
務
一
七
四
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
一
頁
。

（
34
） 

吉
原
和
志
「
取
締
役
の
経
営
判
断
と
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
・
近
藤
光
男
編
『
新
版
株
主
代
表
訴
訟
大
系
』
弘
文
堂
（
二
〇
〇
二
年
）



一
五
〇

一
一
九
頁
。
同
「
判
批
」
会
社
法
判
例
百
選
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
三
頁
。
青
竹
正
一
「
判
批
」
判
例
時
報
一
八
七
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
一

頁
、
同
『
新
会
社
法
』（
信
山
社　

二
〇
〇
六
年
）
二
五
九
頁
。
藤
原
俊
雄
「
判
批
」
金
融
法
務
事
情
一
七
七
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
頁
。
中

村
信
男
「
判
批
」
監
査
役
五
〇
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
九
頁
は
リ
ス
ク
を
合
理
的
に
小
さ
く
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
す
る
。

（
35
） 
岩
原
紳
作
・
後
掲（
注
42
）二
一
四
頁
、
同
・「
銀
行
融
資
に
お
け
る
取
締
役
の
注
意
義
務
〔
上
〕〔
下
〕
│
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
高
裁
判
決
を
中

心
と
し
て
」
商
事
法
務
一
七
四
二
号
四
頁
。

（
36
） 

青
竹
正
一
「
判
批
」
判
例
時
報
一
八
七
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
九
九
頁
。

（
37
） 

山
田
剛
志
「
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
〇
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
三
頁
。

（
38
） 

松
井
智
予
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
六
号
（
二
〇
〇
年
）
一
二
一
頁
。

（
39
） 

今
井
克
典
「
銀
行
の
貸
出
業
務
に
お
け
る
公
共
性
に
基
づ
く
義
務
の
存
否
」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
二
一
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
八
│

六
九
頁
。

（
40
） 

森
田
章
ほ
か
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
取
締
役
の
義
務
と
責
任
」
私
法
六
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
九
頁
〔
山
下
友
信
発
言
〕。

（
41
） 

小
林
俊
明
「
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
五
〇
頁
。
株
主
代
表
訴
訟
の
判
例

で
あ
る
水
戸
地
裁
下
妻
支
部
判
平
成
一
五
年
二
月
五
日
判
時
一
八
一
六
号
一
四
一
頁
（
つ
く
ば
銀
行
事
件
）
判
例
評
釈
。
私
見
と
し
て
、
こ
の
立
場

を
と
り
た
い
。

（
42
） 

岩
原
紳
作
「
金
融
機
関
取
締
役
の
注
意
義
務
│
会
社
法
と
金
融
監
督
法
の
交
錯
」
小
塚
荘
一
郎
＝
高
橋
美
加
編
『
落
合
誠
一
先
生
還
暦
記
念
商

事
法
へ
の
提
言
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
）
二
〇
二
頁
以
下
。
神
吉
正
三
「
判
例
お
よ
び
銀
行
法
に
お
け
る
銀
行
業
の
特
徴
と
銀
行
取
締
役
の

注
意
義
務
」
流
経
法
学
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
頁
以
下
。

（
43
） 

神
吉
正
三
・
前
掲（
注
27
）一
一
一（
七
五
五
）│
一
一
二（
七
五
六
）頁
。
反
社
会
的
勢
力
に
は
、
業
務
の
「
公
共
性
」
を
明
定
さ
れ
た
免
許
業
た

る
銀
行
の
債
務
者
と
し
て
の
適
格
性
は
な
い
。
総
会
屋
も
、
銀
行
の
株
主
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
に
対
す
る
融
資
が
会
社
法
一
二
〇
条
に
基
づ
く

利
益
供
与
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
は
別
に
、
そ
も
そ
も
銀
行
の
債
務
者
と
し
て
の
適
格
性
が
な
い
。

（
44
） Jonathan R

. M
acey &
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銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
五
一

91,100
（
45
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
関
し
て
、
拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
銀
行
持
株
会
社
な
ら
び
に
Ｍ
＆
Ａ
取
引
等
に
か
か
る
考

察
」
日
本
法
学
第
七
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）
六
五
│
九
二
頁
。
包
括
的
な
金
融
制
度
改
革
を
図
る
た
め
、
オ
バ
マ
政
権
は
二
〇
一
〇
年

七
月
二
一
日
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
改
革
お
よ
び
消
費
者
保
護
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er 

P
rotection A

ct

）
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

（
46
） 

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
Ⅲ
に
つ
き
、
前
掲
・
拙
稿
七
四
頁
、
八
九
頁
。

（
47
） 

国
際
的
金
融
規
制
の
域
外
適
用
等
と
今
後
の
方
向
性
な
ら
び
に
我
が
国
の
対
応
に
関
し
て
、
前
掲
・
拙
稿
八
五
│
八
九
頁
。

（
48
） 

前
掲
・（
注
3
）三
三
四
号
八
五
│
八
六
頁
参
照
。

（
49
） 

前
田
重
行
ほ
か
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

金
融
機
関
の
健
全
性
維
持
お
よ
び
破
綻
処
理
に
つ
い
て
」
金
融
法
研
究
一
三
号
（
平
成
九
年
）
五
二
頁
以

下
﹇
前
田
重
行
・
宍
戸
善
一
発
言
﹈）。
私
見
と
し
て
、
賛
成
し
た
い
。

（
50
） 

棲
み
分
け
あ
る
い
は
後
者
か
ら
前
者
へ
の
介
入
。

（
51
） 

岩
原
紳
作
・
前
掲（
注
42
）一
七
五
頁
以
下
。

（
52
） 

前
掲
・（
注
3
）三
三
四
号
八
六
頁
。

（
53
） 

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
四
版
〕』
有
斐
閣
（
二
〇
一
一
年
）
四
三
八
頁
。
神
吉
正
三
・
前
掲（
注
27
）一
二
五（
七
六
九
）│
一
二
九

（
七
七
三
）頁
、
同
「
取
締
役
の
『
信
頼
の
権
利
』
に
関
す
る
一
考
察
」
流
経
法
学
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
│
六
二
頁
。

（
54
） 

神
崎
克
郎
「
会
社
の
法
令
遵
守
と
取
締
役
の
責
任
」
法
曹
時
報
三
四
巻
四
号
（
一
九
八
二
年
）
一
四
頁
。

（
55
） M

odel B
us. C

orp. A
ct §

8.30 
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）. T
H
E
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M
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R
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A
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A
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U
T
E
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C
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L
E
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F
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O
R
P
O
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A
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G
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N
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D
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E
C
O
M

M
E
N
D
A
T
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N
S
 §

4.01 

（a

）（2

）・（b

）, §
4.02, §

4.03.

畠
田
公
明
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
制
度
』（
法
律
文
化
社　

二
〇
〇
二
年
）
四
〇
│
七
八
頁
。
中
京
銀
行
事
件
株
主
代
表
訴
訟
事
件
の
判
例
評
釈

で
信
頼
の
原
則
に
関
す
る
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
神
崎
克
郎
「
銀
行
の
取
締
役
が
融
資
の
決
定
を
す
る
際
の
善
管
注
意
義
務
」
金
融
法
務
事
情

一
四
九
二
号
（
一
九
九
七
年
）
七
八
頁
│
七
九
頁
。



一
五
二

（
56
） 

こ
の
他
、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
時
一
七
九
四
号
一
三
一
頁
（
長
銀
Ｅ
Ｉ
Ｅ
第
一
次
訴
訟
第
一
審
判
決
）、
東
京
地
判
平
成

一
四
年
一
〇
月
三
一
日
判
時
一
八
一
〇
号
一
一
〇
頁
（
国
民
銀
行
事
件
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
判
時
一
八
六
三
号
一
二
八
頁
（
日

債
銀
ジ
ェ
イ
・
ト
ッ
プ
事
件
）、
札
幌
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
判
タ
一
一
五
八
号
一
九
六
頁
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件
第
一
審
判
決
）、
札
幌
高

判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
タ
一
二
五
七
号
二
三
九
頁
（
拓
銀
ミ
ヤ
シ
タ
事
件
控
訴
審
判
決
）、
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
時
一
九
四
六

号
一
二
八
頁
（
拓
銀
エ
ス
コ
リ
ー
ス
事
件
控
訴
審
判
決
）。

（
57
） 

神
吉
正
三
・
前
掲（
注
27
）一
二
八（
七
七
二
）│
一
二
九（
七
七
三
）頁
。

（
58
） 

東
京
地
判
平
成
一
四
年
七
月
一
八
日
判
時
一
七
九
四
号
一
三
一
頁
（
長
銀
イ
ー
・
ア
イ
・
イ
事
件
第
一
審
判
決
）
も
、「
特
段
の
事
情
の
な
い

限
り
、
監
督
義
務
懈
怠
の
責
め
を
負
う
こ
と
は
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
神
吉
正
三
・『
融
資
判
断
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
責
任
』（
二
〇
一
一
年
）

中
央
経
済
社
二
一
一
│
二
四
五
頁
。
私
見
で
あ
る
が
、
東
和
銀
行
事
件
に
つ
い
て
「
特
段
の
事
情
」
を
み
れ
ば
、
被
告
に
業
務
経
験
に
欠
け
る
こ
と

は
な
い
が
、
特
定
事
実
に
つ
い
て
善
意
で
な
く
、
悪
性
の
発
信
源
で
あ
り
、
当
然
に
同
理
論
か
ら
も
責
め
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
59
） 

近
藤
光
男
「
判
例
に
見
る
他
企
業
支
援
と
取
締
役
の
義
務
」
同
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
経
営
者
責
任
』（
有
斐
閣
（
二
〇
〇
四
年
））

一
一
六
頁
。
吉
本
健
一
『
レ
ク
チ
ャ
ー
会
社
法
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
〇
八
年
）
二
三
三
頁
。
前
掲
・
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
〔
第
四
版
〕』

四
三
八
│
四
四
〇
頁
。

（
60
） 

吉
原
和
志
「
取
締
役
の
経
営
判
断
と
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
＝
近
藤
光
男
編
『
新
版
株
主
代
表
訴
訟
大
系
』（
弘
文
堂
（
二
〇
〇
二
））

一
一
七
頁
。

（
61
） 

東
京
地
方
裁
判
所
商
事
研
究
会
編
『
類
型
別
会
社
訴
訟
〔
第
二
版
〕』
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
（
二
〇
〇
八
年
）
二
四
四
頁
〔
佐
々
木
宗
啓
・
森
岡

康
彦
〕。

（
62
） 

北
村
雅
史
「
最
近
の
判
例
に
見
る
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
・
近
藤
光
男
編
『
新
し
い
株
主
代
表
訴
訟
』
弘
文
堂
（
二
〇
〇
三
年
）
八
四
頁
。

（
63
） 

米
国
に
お
い
て
も
、
銀
行
取
締
役
に
経
営
判
断
原
則
の
適
用
を
否
定
し
た
最
近
の
裁
判
例
を
踏
ま
え
、
銀
行
取
締
役
に
経
営
判
断
の
原
則
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。Joel B

. H
arris &
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 harles T
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銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
五
三

（
64
） 

米
国
の
経
営
判
断
原
則
な
ど
に
関
し
て
、
近
藤
光
男
『
経
営
判
断
と
取
締
役
の
責
任
│
「
経
営
判
断
の
法
則
」
適
用
の
検
計
』
中
央
経
済
社
、

山
田
剛
志
「
リ
ー
ガ
ル
リ
サ
ー
チ
サ
ポ
ー
ト
サ
イ
ト
／
金
融
機
関
の
破
綻
と
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
取
締
役
の
責
任
追
及
」
参
照
。

（http:/w
w
w
.In-academ

ic.jp/lexis/lecturesR
C
C
01.htm

）

（
65
） 
石
山
卓
磨
・
河
内
隆
史
・
尾
崎
安
央
・
川
島
い
ず
み
『
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
会
社
法
』
法
律
文
化
社
（
二
〇
一
二
年
）
一
六
七
│
一
六
八
頁
。

（
66
） 

岩
原
紳
作
・
前
掲（
注
42
）六
頁
。
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
原
審
札
幌
高
裁
判
決
に
つ
い
て
Ｒ
Ｃ
Ｃ
敗
訴
部
分
を
破
棄

し
、
三
つ
の
融
資
す
べ
て
に
つ
い
て
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
を
認
め
た
が
、
最
高
裁
は
、
経
営
判
断
の
原
則
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

（
67
） 

大
阪
地
判
平
成
一
四
年
三
月
二
七
日
判
タ
一
一
一
九
号
一
九
四
頁
（
な
み
は
や
銀
行
（
な
に
わ
銀
行
）
事
件
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
四
月

二
五
日
判
時
一
七
九
三
号
一
四
〇
頁
（
長
銀
初
島
事
件
）、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
六
日
判
タ
一
一
三
四
号
二
四
八
頁
（
な
み
は
や
銀
行

（
福
徳
銀
行
）
事
件
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
一
日
判
時
一
八
一
〇
号
一
一
〇
頁
（
国
民
銀
行
事
件
）、
札
幌
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月

二
五
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
第
一
審
判
決
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
五
日
判
時
一
八
五
一
号
二
一
頁
（
長
銀
ノ

ン
バ
ン
ク
支
援
事
件
第
一
審
判
決
）、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
判
時
一
八
六
三
号
一
二
八
頁
（
日
債
事
件
第
一
審
判
決
）、
大
阪
地
判
平

成
一
六
年
七
月
二
八
日
判
タ
一
一
六
七
号
二
〇
八
頁
（
幸
福
銀
行
事
件
）、
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
時
一
九
四
六
号
一
二
八
頁
（
拓
銀

エ
ス
コ
リ
ー
ス
事
件
控
訴
審
判
決
）、
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件
控
訴
審
判
決
）、
平
成
一
八
年

三
月
二
日
札
幌
高
判
平
成
一
八
年
三
月
二
日
判
タ
一
二
五
七
号
二
三
九
頁
（
拓
銀
ミ
ヤ
シ
タ
事
件
控
訴
審
判
決
）。
国
民
銀
行
事
件
、
拓
銀
エ
ス
コ

リ
ー
ス
事
件
控
訴
審
判
決
の
二
件
の
判
例
は
、
経
営
判
断
の
原
則
の
定
式
化
を
示
し
て
経
営
判
断
の
原
則
に
則
っ
て
審
査
す
る
こ
と
を
判
示
す
る
も

の
の
、
取
締
役
の
責
任
を
認
め
る
結
論
部
分
で
は
、
定
式
化
に
沿
っ
た
判
断
を
示
し
て
い
な
い
。

（
68
） 

取
締
役
に
違
法
行
為
を
行
う
裁
量
は
な
く
、
取
締
役
が
違
法
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
法
令
に
違
反
す
る
経
営
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
、
経
営
判
断

の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。
岩
原
紳
作
「
大
和
銀
行
代
表
訴
訟
事
件
一
審
判
決
と
代
表
訴
訟
制
度
改
正
問
題
〔
下
〕」
商
事
法
務
一
五
七
七
号

（
二
〇
〇
〇
年
）
七
頁
。T
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（a

）

（
69
） 

最
二
小
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
時
一
九
九
七
号
一
四
三
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
判
時
一
八
六
三
号
一
二
八
頁
（
日
債



一
五
四

銀
ジ
ェ
イ
・
ト
ッ
プ
事
件
）。
松
山
昇
平
「
銀
行
取
締
役
の
融
資
判
断
に
お
け
る
注
意
義
務
│
最
二
小
判
平
二
〇
・
一
・
二
八
」
金
融
法
務
事
情

一
八
三
三
号
（
二
〇
〇
八
）
三
五
頁
は
、
上
記
最
判
が
取
締
役
を
基
準
と
し
た
の
は
、
取
締
役
の
判
断
に
裁
量
的
な
要
素
が
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

と
す
る
。

（
70
） 
吉
本
健
一
「
融
資
先
企
業
に
対
す
る
追
加
融
資
を
決
定
し
た
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
│
四
国
銀
行
株
主
代
表
訴
訟
上
告
審
判
決

﹇
最
二
判
平
成
二
一
・
一
一
・
二
七
﹈」
金
融
・
商
事
判
例
一
三
四
七
号
（
二
〇
一
〇
年
八
月
）
七
│
一
一
頁
。
吉
本
教
授
は
、
一
五
の
判
例
の
分
析

を
踏
ま
え
、
経
営
判
断
原
則
の
適
用
事
例
と
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
一
四
・
三
・
一
三
判
時
一
七
九
二
号
一
三
七
頁
（
住
友
信
託
銀
行
磐
梯
リ
ゾ
ー

ト
開
発
事
件
）
判
決
（
銀
行
取
締
役
を
基
準
）、
大
阪
地
判
平
成
一
四
・
一
〇
・
一
六
判
タ
一
一
三
四
号
二
四
八
頁
（
な
み
は
や
銀
行
京
都
厚
生
会

事
件
）
判
決
（
銀
行
取
締
役
を
基
準
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
・
一
〇
・
三
一
判
時
一
八
一
〇
号
一
一
〇
頁
（
国
民
銀
行
事
件
）
判
決
、
札
幌
地
判

平
成
一
五
・
九
・
一
六
判
時
一
八
四
二
号
一
三
〇
頁
（
拓
銀
エ
ス
コ
リ
ー
ス
事
件
第
一
審
判
決
）
判
決
、
東
京
地
判
平
成
一
六
・
三
・
二
五
判
時

一
八
五
一
号
二
一
頁
（
長
銀
ノ
ン
バ
ン
ク
支
援
事
件
）、
札
幌
地
判
平
成
一
六
・
三
・
二
六
判
タ
一
一
五
八
号
一
九
六
頁
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件
第

一
審
判
決
）
判
決
（
い
ず
れ
も
大
銀
行
取
締
役
を
基
準
）、
札
幌
地
判
平
成
一
六
・
三
・
二
六
判
タ
一
一
五
八
号
一
九
六
頁
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件

第
一
審
判
決
）
判
決
（
銀
行
取
締
役
を
基
準
）、
札
幌
高
判
平
成
一
八
・
三
・
二
判
タ
一
二
五
七
号
二
三
九
頁
（
拓
銀
ミ
ヤ
シ
タ
事
件
控
訴
審
判
決
）

判
決
（
銀
行
取
締
役
を
基
準
）
が
あ
る
。
経
営
判
断
原
則
に
触
れ
な
い
事
例
と
し
て
は
、
名
古
屋
地
判
平
成
九
・
一
・
二
〇
判
時
一
六
〇
〇
号

一
四
四
頁
（
中
京
銀
行
事
件
）
判
決
（
通
常
の
企
業
人
を
基
準
）、
松
山
地
判
平
成
一
四
・
二
八
判
タ
一
〇
四
六
号
二
三
二
頁
（
伊
予
銀
行
事
件
）

判
決
（
通
常
の
経
営
者
を
基
準
）、
東
京
地
判
平
成
一
四
・
四
・
二
五
判
時
一
七
九
三
号
一
四
〇
頁
（
長
銀
初
島
事
件
）
判
決
（
取
締
役
を
基
準
）、

最
判
平
成
二
〇
・
一
・
二
八
金
判
一
二
九
一
号
三
八
頁
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
）
判
決
（
銀
行
取
締
役
を
基
準
）
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
四
国

銀
行
事
件
判
決
で
は
、
追
加
融
資
3
に
関
す
る
本
件
回
収
見
込
判
断
は
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
と
す
る
。
第
一
に
、
追
加
融
資
の
必
要
性
と
つ
な
ぎ

融
資
の
回
収
可
能
性
に
つ
い
て
、
本
件
県
融
資
の
実
行
可
能
性
の
有
無
を
検
討
し
、
ア
原
審
と
の
相
違
と
し
て
、
原
審
で
は
、
①
本
件
県
融
資
の
実

行
可
能
性
、
②
Ｂ
会
社
の
財
務
状
況
の
抜
本
的
改
善
の
可
能
性
、
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
。
②
の
可
能
性
は
、
Ｂ
会
社
の
経
営
陣
の
刷
新
が
不

可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
が
実
現
す
る
場
合
に
は
、
①
の
実
行
も
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
イ
追
加
融
資
の
必
要
性
と
つ
な
ぎ
融
資
の
回
収
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
本
件
つ
な
ぎ
融
資
を
本
件
県
融
資
の
実
行
に
よ
り
回
収
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
追
加
融
資
に
よ
り
Ｂ
会
社



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
五
五

の
倒
産
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
っ
た
（
必
要
条
件
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
追
加
融
資
を
し
て
も
本
件
県
融
資
が
実
現
し
な
い
限
り
つ
な
ぎ
融
資
を
回

収
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
県
融
資
の
実
現
こ
そ
が
本
件
つ
な
ぎ
融
資
を
回
収
す
る
た
め
の
十
分
条
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

件
県
融
資
の
実
現
可
能
性
こ
そ
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
第
二
に
、
経
営
判
断
原
則
に
お
け
る
融
資
の
実
行
に
関
す
る
利
害
得
失
の
比
較
衡
量
の
位
置

付
け
に
つ
い
て
、
経
営
判
断
原
則
に
お
け
る
手
続
面
（
情
報
収
集
・
調
査
、
検
討
）
と
内
容
面
を
一
体
的
に
判
断
し
、
詳
細
な
分
析
を
図
ら
れ
る
。

（
71
） 

神
吉
・
前
掲（
注
27
）九
九（
七
四
三
）頁
。
最
近
の
経
営
判
断
原
則
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
最
三
小
決
平
成
二
一
年
一
一
月
九
日
刑
集
六
三
巻
九

号
一
一
一
七
頁
（
拓
銀
特
別
背
任
事
件
上
告
審
決
定
）、
最
一
小
判
平
成
二
二
年
七
月
一
五
日
判
時
二
〇
九
一
号
九
〇
頁
（
ア
パ
マ
ン
シ
ョ
ッ
プ
株

主
代
表
訴
訟
上
告
審
判
決
）
の
金
融
機
関
、
一
般
株
式
会
社
に
関
す
る
二
つ
の
最
高
裁
判
例
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
神
吉
正
三
「
金
融
機
関
の

融
資
判
断
と
経
営
判
断
原
則
」
龍
谷
大
学
法
学
会
四
四
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
一
一
六
三
│
一
一
九
二
頁
。
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
が
提

訴
し
た
破
綻
金
融
機
関
の
元
役
員
に
対
す
る
融
資
の
貸
倒
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
追
及
に
お
い
て
、
大
半
の
事
例
で
元
役
員
の
責
任
が
認
め
ら
れ

た
の
は
、
整
理
回
収
機
構
が
豊
富
な
証
拠
に
基
づ
い
て
訴
訟
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
後
に
破
綻
し
た
金
融
機
関
に

お
い
て
は
、
バ
ブ
ル
経
済
の
時
期
に
、
融
資
審
査
を
放
棄
し
た
と
も
い
え
る
杜
撰
な
融
資
審
査
に
よ
っ
て
業
容
拡
大
を
優
先
さ
せ
た
こ
と
が
大
き
な

原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
融
資
業
務
に
経
営
判
断
原
則
が
適
用
さ
れ
、
融
資
判
断
に
お
け
る
裁
量
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
金

融
機
関
経
営
の
健
全
性
を
実
現
す
る
方
策
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
模
索
す
べ
き
で
あ
る
。
同
一
一
九
一
│
一
一
九
二
頁
。

（
72
） 

北
海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
に
つ
い
て
は
、
松
嶋
隆
弘
教
授
・
弁
護
士
が
説
示
さ
れ
る
。
松

嶋
隆
弘
「
北
海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
三
頁
）／
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト
デ
コ
ム

事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
九
頁
）」
平
成
二
〇
年
主
要
民
事
判
例
解
説
（
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
五
号
）
一
六
〇

│
一
六
一
頁
。
こ
の
他
、
最
二
小
判
平
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
五
六
頁
（
評
釈
と
し
て
大
久
保
拓
也
・
税
務
事
例
四
一
巻
六
号
七
一

頁
）。
②
は
、
特
別
背
任
罪
の
成
否
が
争
点
と
さ
れ
た
札
幌
高
判
平
一
八
年
八
月
三
一
日
判
タ
一
二
二
九
号
一
一
六
頁
（
ソ
フ
ィ
ア
事
件
：
評
釈
と

し
て
大
久
保
拓
也
・
税
務
事
例
三
九
巻
一
二
号
六
二
頁
）
と
共
に
、
拓
銀
破
綻
の
引
き
金
と
な
っ
た
融
資
事
件
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。

（
73
） 

岩
原
紳
作
・
前
掲（
注
42
）一
七
五
頁
。

（
74
） 

金
融
機
関
の
救
済
融
資
に
関
し
て
、
神
吉
正
三
「
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
救
済
融
資
に
関
す
る
法
的
研
究
」（
一
九
九
八
年
筑
波
大
学
学
位
論
文
）、



一
五
六

同
『
金
融
機
関
役
員
の
融
資
決
裁
責
任
』
酒
井
書
店
（
二
〇
〇
五
年
五
月
）、
近
藤
光
男
「
金
融
支
援
と
取
締
役
の
責
任
」
金
融
法
務
事
情

一
四
二
四
号
（
一
九
九
五
）
六
│
一
二
頁
、
同
『
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
』（
中
央
経
済
社
一
九
九
六
年
）
三
九
│
五
一
頁
、
森
本
滋
・
河
村
貢
・

橋
本
孝
一
・
成
毛
文
之
・
野
島
斌
・
豊
泉
貫
太
郎
「（
座
談
会
）
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
救
済
融
資
に
つ
い
て
」
取
締
役
の
法
務
一
九
九
五
年
四
月
二
五

日
号
八
二
│
九
〇
頁
、
前
田
重
行
「
わ
が
国
に
お
け
る
銀
行
監
督
法
と
そ
の
立
法
的
課
題
│
序
説
的
考
察
」
落
合
誠
一
・
江
頭
憲
治
郎
・
山
下
友
信

編
『（
鴻
常
夫
先
生
古
稀
記
念
）
現
代
企
業
立
法
の
軌
跡
と
展
望
』（
商
事
法
務
研
究
会
一
九
九
五
年
）
四
六
九
│
四
九
八
頁
な
ど
。
破
綻
先
へ
の
融

資
の
検
討
に
関
し
て
、
中
村
直
人
「
代
表
訴
訟
と
グ
ル
ー
プ
子
会
社
救
済
」
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
四
八
号
（
一
九
九
二
年
）
四
六
│
四
八
頁
、

川
口
恭
弘
「
系
列
会
社
の
救
済
と
取
締
役
の
責
任
│
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
の
後
遺
症
」
神
戸
学
院
法
学
二
五
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）
一
六
九
│

一
八
九
頁
な
ど
。

（
75
） 

救
済
融
資
に
対
す
る
一
定
の
理
解
を
み
せ
る
も
の
と
し
て
、
大
光
相
互
銀
行
事
件
判
決
（
新
潟
地
判
昭
和
五
九
年
五
月
一
七
日
判
時
一
一
二
三

号
三
頁
）
は
、
救
済
融
資
の
実
行
に
際
し
て
担
保
の
徴
求
、
相
手
先
企
業
へ
の
人
材
派
遣
に
よ
る
債
権
保
全
措
置
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
救
済
融

資
は
貸
倒
リ
ス
ク
の
高
い
融
資
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
救
済
融
資
と
不
良
貸
付
と
の
異
同
は
、
誰
の
利
益
を
優
先
し
た
か
と
い
う
融
資
の
目
的
の

違
い
に
よ
る
。
近
藤
光
男
「
判
例
に
み
る
他
企
業
支
援
と
取
締
役
の
義
務
」
金
融
法
務
事
情
一
四
九
一
号
（
一
九
九
七
年
）
三
七
│
四
六
頁
。
神
崎

克
郎
「
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
の
原
則
」
金
融
法
務
事
情
一
三
八
五
号
（
一
九
九
四
年
）
一
七
│
二
三
頁
。

（
76
） 

法
律
時
報
八
四
巻
七
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）
一
〇
八
頁
に
お
い
て
は
、
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
株
式
会
社
の

取
締
役
と
比
べ
て
高
い
水
準
の
も
の
と
す
る
裁
判
例
と
こ
の
よ
う
な
相
違
を
特
に
認
め
な
い
も
の
に
分
か
れ
る
と
し
、
第
一
審
判
決
、
控
訴
審
判
決

共
に
、
前
者
の
立
場
に
立
つ
裁
判
例
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
旨
を
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
控
訴
審
に
関
し
て
は
、
第
一
審
ほ
ど
明
白
に
区

別
し
た
書
き
ぶ
り
で
は
な
い
と
思
料
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

（
77
） 

四
国
銀
行
事
件
と
救
済
融
資
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
銀
行
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
と
経
営
判
断
原
則
な
ど
に
関
わ
る
考
察
│
四
国
銀
行
株

主
代
表
訴
訟
上
告
審
判
決
（
最
二
判
平
成
二
一
・
一
一
・
二
七
金
判
一
三
三
五
号
二
〇
頁
）
の
検
討
、
米
国
の
比
較
法
的
観
点
な
ど
を
通
じ
て
│
」

日
本
大
学
法
学
紀
要
第
五
二
巻
（
二
〇
一
一
年
三
月
）
四
三
│
一
三
三
頁
。

（
78
） 

吉
井
敦
子
「
取
引
先
に
対
す
る
追
加
融
資
を
実
行
し
た
取
締
役
の
銀
行
に
対
す
る
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
二
〇
号
一
三
六
頁
。



銀
行
取
締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
五
七

（
79
） 

担
保
が
あ
る
か
ら
融
資
を
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
銀
行
の
場
合
、
本
末
転
倒
で
あ
り
、
融
資
審
査
を
放
棄
す
る
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で

な
い
。
預
金
者
（
債
権
者
保
護
）、
株
主
（
株
主
利
益
最
大
化
原
則
）
の
利
害
対
立
す
る
双
方
に
対
す
る
高
度
の
注
意
義
務
を
負
う
。
株
主
と
預
金

者
の
利
害
を
調
整
す
る
た
め
の
結
節
点
と
な
る
概
念
は
「
銀
行
経
営
の
健
全
性
」
で
あ
る
。
神
吉
正
三
・
前
掲（
注
27
）一
七
二（
八
一
六
）│
一
七
一

（
八
一
五
）頁
。

（
80
） 

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
い
て
は
マ
ク
ロ
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
、
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
な
ど
金
融
機
関
規
制
を
強
化
す
る
と
共
に
、
金
融

機
関
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
強
化
を
図
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
バ
ー
ゼ
ル
規
制
も
同
様
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
重
視
す

る
。
金
融
規
制
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
、
前
掲
・
拙
稿
八
八
頁
。

（
81
） 

前
掲
・（
注
3
）三
三
四
号
八
五
頁
。

（
82
） 

神
吉
・
前
掲（
注
58
）一
三
七
│
一
四
一
頁
。

（
83
） 

神
吉
・
前
掲（
注
58
）一
三
七
頁
以
下
。
融
資
審
査
に
お
い
て
は
、
回
収
可
能
性
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ
し

て
、
銀
行
の
融
資
は
、
融
資
先
の
事
業
収
益
で
確
実
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。

（
84
） 

筆
者
は
日
本
政
策
投
資
銀
行
に
長
年
勤
務
し
、
主
と
し
て
融
資
・
審
査
業
務
、
格
付
な
ど
を
担
っ
て
き
た
が
、
現
場
の
経
験
と
し
て
つ
と
に
実

感
さ
れ
る
。

（
85
） 

判
時
二
一
二
七
号
一
一
〇
頁
二
段
目
。

（
86
） 

判
時
二
一
二
七
号
一
一
一
頁
上
段
。

（
87
） 

判
時
二
一
二
七
号
一
一
三
頁
三
段
目
。

（
88
） 

前
原
信
男
「
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
の
原
則
」
近
藤
光
男
・
志
谷
匡
史
編
著
『
新
・
ア
メ
リ
カ
商
事
判
例
研
究
』
商
事
法
務
研

究
会
（
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
二
│
三
〇
七
頁
参
照
。F

D
IC

 v. C
astetter, 184 F

. 3d 1040 

（9th C
ir. 1999

）. http://bulk.resource.org/

courts.gov/c/F
3/184/184.F

3d.1040.97-56775.htm
l

（
89
） A

therton v. F
D
IC

 519 U
.S

.213.

吉
井
敦
子
「
破
綻
金
融
機
関
取
締
役
の
注
意
義
務
と
連
邦
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
岸
田
雅
雄
・
黒
沼
悦
郎
・
近

藤
光
男
編
著
『
ア
メ
リ
カ
商
事
判
例
研
究
』
商
事
法
務
研
究
会
（
二
〇
〇
一
年
）
三
〇
二
│
三
〇
七
頁
参
照
。
山
田
剛
志
『
金
融
自
由
化
の
法
的
構



一
五
八

造
』
信
山
社
（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
〇
│
一
一
一
頁
。

（
90
） 

「
取
締
役
は
自
身
の
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た
り
、
⑴
信
頼
に
値
し
か
つ
有
能
で
あ
る
と
信
ず
る
役
員
・
従
業
員
、
⑵
職
業
的
ま
た
は
専
門
的

能
力
の
範
囲
内
に
あ
る
と
信
ず
る
事
項
に
関
し
て
、
弁
護
士
、
独
立
の
会
計
士
あ
る
い
は
そ
の
他
の
者
、
⑶
取
締
役
が
信
頼
に
値
す
る
と
信
ず
る
取

締
役
会
の
委
員
会
に
よ
っ
て
備
え
ら
れ
た
も
し
く
は
提
示
さ
れ
た
財
務
諸
表
お
よ
び
他
の
財
務
上
の
資
料
を
含
め
、
情
報
、
意
見
、
報
告
あ
る
い
は

陳
述
を
信
頼
す
る
権
利
を
付
与
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
る
。

（
91
） 

判
時
二
一
二
七
号
一
一
一
頁
下
段
。

（
92
） 

松
尾
健
一
「
平
成
二
三
年
度
会
社
法
関
係
重
要
判
例
の
分
析
〔
上
〕」
商
事
法
務
一
九
七
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
頁
上
段
。

（
93
） 

前
掲
・
商
事
法
務
一
九
七
二
号
一
〇
頁
中
段
。

（
94
） 

も
っ
と
も
、
日
米
の
経
営
判
断
原
則
に
は
完
全
な
同
一
の
素
地
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
米
国
の
経
営
判
断
原
則
適
用
を
前
提
と

し
た
考
察
で
あ
る
。
日
米
の
経
営
判
断
原
則
に
つ
い
て
、
吉
原
和
志
「
取
締
役
の
経
営
判
断
と
株
主
代
表
訴
訟
」
小
林
秀
之
・
近
藤
光
男
編
『
株
主

代
表
訴
訟
大
系
』
弘
文
堂
（
一
九
九
六
年
）
五
三
│
五
五
頁
、
片
岡
大
輔
「
取
締
役
の
負
う
経
営
判
断
に
伴
う
法
的
責
任
」
立
命
館
法
政
論
集
第
一

号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
三
二
│
二
六
一
頁
。
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
（
Ａ
Ｌ
Ｉ
）
のC

orporate G
overnance P

roject 

第
四
・
〇
一
条
に
お
い
て
取

締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
の
原
則
の
基
本
的
考
え
方
が
明
文
化
さ
れ
る
。
第
四
・
〇
一
条
ａ
項
は
取
締
役
の
注
意
義
務
を
規
定
し
、
ｃ
項
で
同

原
則
の
定
式
化
を
試
み
、「
経
営
判
断
の
対
象
と
利
害
関
係
を
有
し
て
お
ら
ず
」（
一
号
）、「
当
該
状
況
の
下
で
適
当
で
あ
る
と
合
理
的
に
信
ず
る
程

度
に
知
識
を
有
し
た
上
で
」（
二
号
）、
か
つ
「
会
社
の
最
善
の
利
益
に
合
致
す
る
と
相
当
に
信
じ
た
」（
三
号
）
場
合
に
は
取
締
役
は
ａ
項
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
注
意
義
務
を
果
た
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
一
号
で
経
営
判
断
対
象
と
の
利
害
関
係
が
な
い
事
を
要
求
す
る

が
、
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
と
を
異
質
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
注
意
義
務
違
反
に
関
す
る
事
例
か
ら
忠
実
義
務
違
反

が
問
題
と
な
り
う
る
事
例
を
取
り
除
く
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
忠
実
義
務
違
反
が
問
題
と
な
り
う
る
取
締
役
の
経
営
判
断
に
関
し
て
は
、
同
原

則
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
く
な
る
。
二
号
・
三
号
の
要
件
は
、
経
営
活
動
を
経
営
判
断
の
過
程
な
い
し
手
続
き
と
内
容
に
分
け
、
合
理
的

（reasonably

）
か
、
相
当
（rationally

）
か
と
い
う
異
な
る
基
準
を
用
い
て
判
断
し
て
い
る
。

（
95
） In re C

itigroup S
’holder L

itig., 964 A
.2d 106, 122 

（D
el.C

h. 2009
）, Joseph W

. C
ooch “In re C

itigroup Inc. S
hareholder 



銀
行
取
締
役
の
追
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一
五
九

D
erivative L

itigation:In the H
eat of C

risis, C
hancery C

ourt S
crutinizes E

xecutive C
om

pensation” 2011
（
96
） In re B

ear S
tearns L

itigation, 23 M
isc. 3d 447 

（N
.Y

. S
up. C

t. 2008

）.
（
97
） 

“IN
 R

E
 T

H
E
 D

O
W

 C
H
E
M

IC
A
L
 C

O
M

P
A
N
Y
 D

E
R
IV

A
T
IV

E
 L

IT
IG

A
T
IO

N
” IN

 T
H
E
 C

O
U
R
T
 O

F
 C

H
A
N
C
E
R
Y
 O

F
 

C
O
N
S
O
L
ID

A
T
E
D
 C

ivil A
ction N

o. 4349-C
C
 T

H
E
 S

T
A
T
E
 O

F
 D

E
L
A
W

A
R
E
 D

ate D
ecided: January 11, 2010

（
98
） 

松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）
三
八
│
四
二
頁
参
照
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
も
株
主
権
強
化
は
市
場
再
生
の
手
段
と
し
て
重
視
さ
れ
ず
、
金
融
危
機
以
降
の
米
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
進
化
し
て
い
な
い
。

（
99
） O

ppenheim
er &

 C
o., C

anadian Im
perial B

ank of C
om

m
erce, F

rem
ont G

eneral C
orp., M

organ S
tanley, the M

errill L
ynch 

division of B
ank of A

m
erica C

orp., S
tate S

treet C
orp. and B

ank U
nited C

orp.

（
100
） 

私
見
で
あ
る
が
、
同
原
則
に
は
簡
易
判
決
（sum

m
ary judgem

ent

）
の
存
在
な
ど
比
較
検
討
の
前
提
が
共
通
す
る
か
、
議
論
も
あ
る
。
銀
行

融
資
の
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
違
反
な
ど
、
従
前
の
判
例
で
は
米
国
は
我
が
国
よ
り
も
厳
格
と
も
み
ら
れ
、
一
概
に
言
い
切
れ
な
い
。
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

（
101
） C

arem
ark

判
決
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
関
し
て
、S

tephen M
. B

ainbridge “C
arem

ark and E
nterprise R

isk M
anagem

ent” 2009. w
w
w
.

delaw
arelitigation.com

/uploads/fi le/intB
0 

（1
）.pdf.

（
102
） 

内
部
統
制
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
が
、
業
態
で
異
な
る
と
さ
れ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
よ
う
か
。

（
103
） 

フ
ァ
ム
・
ヴ
ィ
エ
ト
・
デ
ュ
ク
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
」
横
浜
国
際
社
会
学
研
究
第
一
二
巻

第
二
号
（
二
〇
〇
七
年
八
月
）
一
二
三
│
一
三
九
頁
。
神
吉
正
三
・
前
掲（
注
58
）一
四
六
│
一
五
五
頁
。

（
104
） 

私
見
と
し
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
の
域
外
適
用
に
よ
り
、
銀
行
業
務
の
狭
隘
化
が
進
め
ば
責
任
厳
格
化
へ
の
収
斂
、

シ
テ
ィ
基
準
に
よ
る
緩
和
等
が
検
討
さ
れ
よ
う
。

（
105
） 

岡
正
晶
「
濫
用
的
会
社
分
割
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
七
号
六
六
頁
、
神
田
秀
樹
「
会
社
分
割
と
債
権
者
保
護
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
九
号
六
四

頁
、
山
下
眞
弘
「
事
業
承
継
会
社
責
任
規
制
の
立
法
論
的
検
討
」
阪
大
法
学
六
〇
巻
五
号
二
二
頁
。

（
106
） 

山
下
眞
弘
「
新
設
分
割
に
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
が
否
定
さ
れ
詐
害
行
為
取
消
権
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
早
稻
田
大
学
商
法
研
究
会



一
六
〇

（
二
〇
一
二
年
五
月
七
日
）
参
照
。
法
人
格
否
認
法
理
の
適
用
に
よ
る
解
決
に
比
べ
、
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
に
よ
る
解
決
で
は
、
一
般
法
理
と

違
っ
て
明
文
規
定
の
適
用
に
よ
る
解
決
が
で
き
る
。
分
割
会
社
の
債
権
者
が
新
設
分
割
設
立
会
社
に
請
求
で
き
る
額
は
、
新
設
会
社
に
移
さ
れ
た
資

産
等
に
制
限
さ
れ
る
た
め
、
新
設
会
社
の
負
担
が
抑
制
さ
れ
る
が
、
請
求
額
を
算
定
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
本
判
決
も
、
会
計
専
門
家
の
算
定

結
果
に
さ
ら
に
三
分
の
二
程
度
と
い
う
必
ず
し
も
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
算
定
基
準
を
持
ち
込
ん
で
お
り
、
こ
の
点
が
難
題
と
い
え
る
旨
を
指
摘

さ
れ
る
。

（
107
） 

立
法
的
解
決
の
展
望
と
し
て
、
民
法
の
詐
害
行
為
取
消
権
行
使
（
現
状
維
持
）、「
債
務
の
履
行
の
見
込
み
」
要
件
の
復
活
、
残
存
債
権
者
へ
の

異
議
権
付
与
（
会
社
分
割
無
効
の
訴
え
の
原
告
適
格
付
与
）、（
鳥
山
恭
一
「
会
社
分
割
と
残
存
債
権
者
の
権
利
」
金
判
一
三
六
七
号
一
頁
ほ
か
）、

個
別
催
告
の
義
務
化
と
違
反
に
連
帯
責
任
で
対
処
（
森
本
滋
・
金
法
一
九
二
三
号
三
九
頁
）、「
事
業
」
承
継
の
会
社
分
割
に
債
務
承
継
を
義
務
化
な

ど
が
検
討
さ
れ
る
。
会
社
法
改
正
中
間
試
案
で
は
、
新
た
な
規
律
と
し
て
、
①
民
法
の
詐
害
行
為
取
消
権
制
度
の
存
在
を
前
提
と
し
会
社
法
に
新
規

律
を
創
設
。
②
主
観
的
要
件
「
残
存
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
」
に
つ
い
て
、
分
割
会
社
と
吸
収
分
割
承
継
会
社
の
悪
意
が
共
に
要
件
（
内

容
は
民
法
に
同
じ
）、
た
だ
し
、
新
設
分
割
設
立
会
社
に
つ
い
て
は
主
観
的
要
件
が
求
め
ら
れ
な
い
。
③
請
求
の
範
囲
は
、
承
継
財
産
の
価
額
を
限

度
と
し
て
請
求
可
。
④
事
業
譲
渡
に
も
同
様
の
規
律
を
創
設
。

（
108
） 

詐
害
行
為
取
消
権
の
行
使
に
お
け
る
判
断
要
素
と
し
て
、
債
務
者
で
は
、
①
詐
害
行
為
（
債
務
者
の
無
資
力
、
行
為
の
詐
害
性
）、
②
詐
害
の

意
思
、
受
益
者
で
は
③
悪
意
と
な
る
（
①
と
②
に
つ
い
て
は
判
例
に
お
い
て
相
関
的
に
判
断
）。

（
109
） 

前
田
修
志
「
分
割
会
社
債
権
者
へ
の
詐
害
行
為
に
あ
た
る
会
社
分
割
の
詐
害
行
為
取
消
権
に
よ
る
取
消
し
」
名
古
屋
高
裁
平
成
二
四
年
二
月
七

日
判
決
金
法
一
九
四
五
号
一
一
一
頁
（
原
審
：
名
古
屋
地
裁
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
金
商
一
三
七
五
号
四
八
頁
）
早
稻
田
大
学
商
法
研
究
会

（
二
〇
一
二
年
七
月
三
〇
日
）
参
照
。
行
為
自
体
の
詐
害
性
の
把
握
は
裁
判
例
上
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
会
社
分
割
に
お
け
る
権
利
義
務
の
承
継
と

新
設
会
社
の
発
行
株
式
の
関
係
に
照
ら
す
と
、（
形
式
的
な
）
価
値
の
等
価
性
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
基
本
的
な
理
解
を
前
述
の

②
タ
イ
プ
的
に
と
ら
え
る
。
行
為
自
体
の
詐
害
性
は
高
く
な
い
が
、
詐
害
の
意
思
が
強
く
認
め
ら
れ
る
場
合
に
詐
害
行
為
取
消
を
認
め
る
（
但
し
、

破
一
六
一
条
の
要
件
と
の
整
合
性
の
問
題
）
旨
を
述
べ
ら
れ
る
。

（
110
） 

松
島
隆
弘
「
新
し
い
企
業
形
態
に
お
け
る
法
人
格
の
意
義
と
会
社
債
権
者
保
護
」
判
タ
一
二
〇
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
四
│
七
二
頁
。「
こ
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締
役
の
追
加
融
資
責
任
に
関
す
る
考
察
（
藤
川
）

一
六
一

れ
ら
を
含
め
た
法
人
格
否
認
の
法
理
の
機
能
を
考
え
る
と
、
同
法
理
は
、
実
質
的
に
は
民
法
上
の
詐
害
行
為
取
消
権
（
民
法
四
二
四
条
）
と
同
様
の

機
能
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
現
に
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
法
的
性
質
に
つ
き
責
任
説
を
取
れ
ば
、
事
実
上
法
人
格
否
認
の
法
理
と
同
様
な

効
果
を
導
く
こ
と
も
、
両
者
の
機
能
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
何
よ
り
の
表
れ
で
あ
る
。
法
人
格
否
認
の
法
理
と
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
の
「
特
別
」

的
な
位
置
づ
け
を
有
す
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
株
式
会
社
に
対
す
る
現
物
出
資
を
詐
害
行
為
と
し
て
取
り
消
し
た
東

京
地
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
金
判
一
一
七
八
号
二
頁
や
、
会
社
が
新
会
社
を
設
立
し
、
右
新
会
社
に
会
社
の
営
業
部
門
の
営
業
全
部
を
承
継

さ
せ
る
会
社
分
割
に
つ
き
、
当
該
新
設
分
割
の
無
効
を
認
め
た
名
古
屋
地
判
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
九
日
判
時
一
八
八
一
号
一
二
二
頁
と
い
っ
た
下

級
審
裁
判
例
も
、
上
記
の
「
傾
向
」
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
以
上
の
と
お
り
、
法
人
格
を
利
用
し
た
倒
産
隔
離
を
詐
害
行
為
と

し
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
裁
判
例
を
み
て
き
た
。
新
し
い
企
業
形
態
を
法
人
擬
制
説
の
復
活
と
み
れ
ば
、
こ
れ
は
形
を
変
え
た
法
人
実
在
説
の
復
活

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
の
擬
制
説
と
実
在
説
と
が
対
立
し
な
が
ら
止
揚
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
両
者
の
調
整
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」（
六
一
│
六
二
頁
）。
同
「
債
務
の
株
式
化
に
関
す
る
一
考
察
」
石
山
卓
磨
・
上
村
達
男
・
川
島
い
づ
み
・
尾
崎
安
央
編
著
酒
巻
俊

雄
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
『
二
一
世
紀
の
企
業
法
制
』
商
事
法
務
（
二
〇
〇
三
年
）
七
九
三
│
八
〇
九
頁
。
他
方
で
株
主
地
位
に
つ
き
、
同
「
会
社

法
に
お
け
る
株
主
の
地
位
と
企
業
承
継
」『
二
一
世
紀
の
家
族
と
法
│
小
野
幸
二
教
授
古
稀
記
念
論
集
』
法
学
書
院
（
二
〇
〇
七
年
）
五
三
二
│

五
四
七
頁
。

（
111
） 

こ
と
さ
ら
金
融
機
関
の
取
締
役
と
し
て
責
任
の
厳
格
化
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
個
別
・
具
体
的
な
事
案
に
即
し
た
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

小
林
俊
明
「
銀
行
取
締
役
の
注
意
義
務
と
経
営
判
断
原
則
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
五
〇
頁
。
私
見
で
あ
る
が
、
基
本
的
に

は
一
般
企
業
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
注
意
義
務
と
い
う
前
提
で
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
同
一
レ
ベ
ル
だ
か
ら
こ
そ
、
現
状
で
は
業
種
の
持
つ
特

性
、
複
雑
性
等
が
逆
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
、
各
事
案
の
抱
え
る
具
体
的
か
つ
複
雑
な
内
容
に
応
じ
て
、
注
意
義
務
に
関
わ
る
判
例
が
区
々
多
様
か
つ

セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
形
で
現
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
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六
三

中
世
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー

│
│
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
契
約
「
カ
ウ
サ
」
理
論
│
│

菊　
　

池　
　

肇　
　

哉

序
章
的
考
察

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
概
念
史
の
歴
史
的
特
質

法
学
者
に
よ
る
学
識
法
が
間
接
的
に
実
務
を
支
配
し
て
い
た
大
陸
法
体
系
に
比
べ
、
大
学
教
育
と
独
立
し
た
法
曹
院
で
実
務
法
曹
を
教

育
し
て
い
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
に
お
い
て
は
あ
る
概
念
の
連
続
性
に
つ
い
て
ロ
ー
マ
法
ほ
ど
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
メ

イ
ト
ラ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
法
史
を
叙
述
す
る
ま
で
、
英
国
法
曹
に
と
っ
て
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
権
威
的
書
物
や
実
務
理
論
家

に
よ
る
理
論
書
や
時
折
出
さ
れ
る
ロ
ー
・
リ
ポ
ー
ツ
と
い
っ
た
も
の
に
長
く
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
1
）

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
は
法

学
者
の
歴
史
で
は
な
く
実
務
家
の
歴
史
で
あ
り
、
同
時
に
、
ケ
ー
ス
・
ロ
ー
で
あ
り
慣
習
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
法
制
史
、



一
六
四

法
実
務
、
法
理
論
の
間
に
明
確
な
線
引
き
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
2
）

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
理
論
は
内
省
的
に
理
論
的
一
貫
性
を
志

向
す
る
よ
り
、
あ
る
時
点
で
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
た
法
規
則
を
理
解
し
た
り
「
正
当
化
」
し
た
り
す
る
た
め
や
、
新
し

い
社
会
の
需
要
に
答
え
る
た
め
に
既
存
の
先
例
に
「
可
能
性
の
あ
る
解
釈
」
を
与
え
る
た
め
に
奉
仕
し
て
き
た
。
無
論
、
大
陸
法
に
も
判

例
実
務
は
存
在
し
（
3
）

、
新
し
い
社
会
の
需
要
に
答
え
る
た
め
に
ロ
ー
マ
法
学
は
古
代
の
テ
キ
ス
ト
に
自
覚
的
、
非
自
覚
的
に
建
設
的
な

「
間
違
っ
た
解
釈
」
を
加
え
て
き
た
と
も
言
え
る
（
4
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
権
威
と
な
る
テ
キ
ス
ト
が
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
以
来
基
本
的
に
変

化
せ
ず
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
「
概
念
」
も
既
に
所
与
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
き
た
点
は
異
な
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史

家
は
約
因
と
い
う
概
念
も
し
く
は
理
論
も
判
例
法
の
中
で
ど
の
時
点
で
明
確
に
「
確
立
」
し
て
き
た
の
か
、
も
し
く
は
「
結
晶
化
」
さ
れ

た
の
か
を
一
〇
年
前
後
の
単
位
の
ス
パ
ン
で
あ
る
程
度
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
あ
る
未
知
の
新
し
い
事
案
が
起
こ
っ
た

時
、
そ
の
問
題
の
解
決
に
ロ
ー
マ
法
な
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
中
で
知
ら
れ
る
過
去
の
理
由
付
け
な
り
を
参
考
に
し
て
、
恐
ら
く
は
何
通
り

か
の
有
力
な
「
理
由
付
け
」
と
解
決
が
提
示
さ
れ
、
時
間
が
経
つ
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
複
数
の
「
理
由
付
け
」
は
淘
汰
さ
れ
て
い
き
、
生

き
残
っ
た
も
の
が
「
法
準
則
」
と
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
化
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
成
立
し
た
時
点
で
は
新
し
く
創
出
さ
れ
た
「
法
準

則
」
と
い
う
よ
り
「
過
去
か
ら
す
で
に
存
在
し
た
法
準
則
」
と
し
て
擬
制
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
は
ゲ
ル
マ
ン

的
な
「
古
き
良
き
法
」
の
概
念
も
関
係
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
後
の
法
政
史
家
は
「
理
由
付
け
」
な
り
「
概
念
」
な
り
を
実
際
存

在
し
た
よ
り
古
く
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遡
っ
た
時
代
に
、
特
定
の
概
念
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
文

脈
で
理
解
さ
れ
て
い
た
保
証
は
無
い
の
で
あ
る
（
5
）

。
ゆ
え
に
、
慣
習
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
概
念
史
、
理
論
史
よ
り
、「
ル
ー
ル
の

結
晶
化crystallization of a certain legal rule

」
を
論
じ
た
ほ
う
が
実
際
的
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
概
念
の
「
正
当
性
」

や
「
連
続
性
」
に
関
す
る
慣
習
法
体
系
の
不
明
瞭
性
は
、
特
に
、
ロ
ー
マ
法
に
は
存
在
し
な
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
の
概
念
に
関
す
る
場
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一
六
五

合
に
よ
り
問
題
と
な
る
。
け
だ
し
、
学
者
に
よ
る
外
在
的
洗
練
を
受
け
る
「
学
識
法
」
で
は
な
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
は
、
基
礎
的
な

諸
概
念
の
絶
え
間
な
い
乱
用
と
誤
用
の
歴
史
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
六
世
紀
の
約
因
論
は
「
引
受
訴
訟
」
の
中
の
文
言
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
状
况
を
理
解
す
る
た
め
に
は
先
行
す
る
世
紀
の
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
於
け
る
契
約
法
の
基
礎
前
提
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

令
状
方
式form

s of action
か
ら
理
解
さ
れ
る
貸
金
訴
訟
と
合
意
訴
訟
の
本
質

初
期
の
ロ
ー
マ
法
が
「
契
約
」
と
い
う
一
般
概
念
を
持
た
ず
当
初
は
認
知
さ
れ
て
き
た
数
々
の
取
引
類
型
の
歴
史
的
集
合
体
で
し
か
な

か
っ
た
の
と
同
様
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
も
当
初
は
契
約
法
と
い
う
独
立
し
た
法
領
域
は
存
在
せ
ず
、
今
日
我
々
が
契
約
法
に
関
わ

る
と
理
解
す
る
様
々
な
権
利
保
護
の
体
系
で
あ
る
「
訴
訟
令
状
の
様
式
」
の
集
合
体
が
存
在
し
た
だ
け
で
あ
る
。「
令
状w

rit

」
は
本
来

は
行
政
的
な
「
命
令
文
書
」
で
あ
り
、
最
初
期
は
国
王
に
よ
る
個
別
的
、
例
外
的
な
権
利
救
済
で
あ
っ
た
が
、
一
二
世
紀
後
半
ヘ
ン
リ
ー

二
世
（
一
一
三
三
│
一
一
八
九
：
在
位
一
一
五
四
│
一
一
八
九
）
の
治
世
以
降
は
一
般
化
、
標
準
化
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
標
準
化

に
伴
い
行
政
の
効
率
化
の
た
め
、「
令
状
の
方
式
や
雛
形
」
が
固
定
し
、
そ
の
令
状
の
一
定
の
方
式
に
当
て
は
ま
る
場
合
に
権
利
救
済
が

さ
れ
て
い
っ
た
。
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
「
我
々
は
訴
訟
形
式
を
葬
っ
た
が
、
そ
れ
は
未
だ
我
々
を
墓
場
か
ら
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
本
来
そ
の
権
利
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
考
え
る
場
合
、

既
に
廃
止
さ
れ
た
は
ず
の
「
令
状
の
方
式
に
内
在
す
る
権
利
保
護
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
を
必
ず
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
6
）

。
ユ
ス
・
コ

ム
ー
ネ
の
法
律
家
の
思
考
が
ロ
ー
マ
法
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
方
向
性
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（text orientated

）
と
す
る
と
、
英
米
法
の
法



一
六
六

律
家
の
思
想
は
令
状
方
式
に
よ
り
方
向
性
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（form

s of w
rit orientated

）
と
言
え
る
（
7
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
古
典
期
の
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
と
違
い
、
恐
ら
く
は
学
識
法
と
し
て
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
か
ら
中
世
の
イ
ギ
リ
ス
の

法
律
家
は
「
契
約
」
や
「
合
意
」
と
い
っ
た
基
本
概
念
は
有
し
て
い
た
し
、
物
権
的
権
利
と
債
権
的
権
利
の
区
別
や
、
債
権
は
債
務
者
の

死
と
共
に
消
滅
す
る
と
い
っ
た
概
念
も
有
し
て
い
た
。

貸
金
訴
訟
の
物
権
的
寄
託
的
構
成

今
日
の
我
々
か
ら
見
て
契
約
法
に
当
た
る
訴
訟
形
式
の
中
で
、「
貸
金
令
状w

rit of debt

」、「
合
意
令
状w

rit of covenant

」、「
引

受
訴
訟
令
状w

rit of assum
psit

」
の
三
つ
が
特
に
重
要
で
あ
る
。「
貸
金
令
状w

rit of debt

」
は
請
求
権
の
あ
る
一
定
量
の
金
銭
や
一

定
量
の
種
類
物
を
回
復
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
種
類
物fungibles

の
概
念
は
明
ら
か
に
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約

m
utuum

の
定
義
の
影
響
に
負
っ
て
い
る
（
8
）

。
し
か
し
な
が
ら
中
世
の
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
は
「
貸
金
訴
訟
」
を
債
権
法
に
分
類
す
る
よ
り
は
、

物
権
法
に
分
類
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
恐
ら
く
は
同
一
の
書
式
か
ら
出
た
と
比
定
さ
れ
る
「w

rit of detinue

返
還
請
求
令
状
」

と
「w

rit of debt

貸
金
請
求
令
状
」
と
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。「w

rit of detinue

返
還
請
求
令
状
」
と
は
当
初
は
動
産

chattel

の
み
に
適
用
さ
れ
た
が
後
に
不
動
産
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
訴
訟
方
式
で
、
不
法
に
当
該
財
産
の
専
有
を
行
う
被
告defendant

﹇
Ｄ
﹈に
正
当
な
権
限
保
持
者
で
あ
る
原
告petitioner

﹇
Ｐ
﹈へ
と
財
産
を
返
還
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
も
の
で
あ
り
、
動
産
の
場
合
は

「paecipe D
 qu

od
 red

d
at P

 catella qu
ae in

ju
ste d

etin
et

被
告
に
彼
が
不
法
に
占
有
す
る
動
産
を
返
却
す
る
よ
う
に
命
令
せ
よ
」

と
の
要
式
を
持
つ
。
こ
れ
は
明
確
に
物
権
的
構
成
に
基
づ
く
返
還
請
求
の
基
本
的
な
書
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「w

rit of debt

貸
金
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請
求
令
状
」
の
訴
訟
形
式
は
、「praecipe D

 qu
od

 red
d

at P
 £n

 qu
as ei d

ebet et in
ju

ste d
etin

et

被
告
に
彼
が
債
務
を
負
い
、
不

法
に
占
有
す
る
と
こ
ろ
の
金
銭
（
若
し
く
は
種
類
物
）
を
引
き
渡
す
よ
う
に
命
令
せ
よ
」
と
の
要
式
を
持
ち
そ
の
類
似
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

両
者
と
も
何
ら
か
の
原
因
で
今
は
不
法
に
被
告
が
占
有
し
て
い
る
物
の
引
渡
し
を
要
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「w

rit of debt

貸
金
請
求

令
状
」
は
そ
の
名
称
に
関
わ
ら
ず
、
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約
の
よ
う
に
合
意
を
守
る
と
い
う
債
権
的
構
成
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「（
相
手
方
に
渡
っ
て
い
る
原
因
は
問
題
と
し
な
い
が
）
相
手
方
が
現
在
で
は
不
法
に
占
有
し
て
お
り
預
け
て
あ
る
も
の
を
返
せ
」
と
い
う
寄
託

depositum

的
構
成
な
の
で
あ
る
。

合
意
令
状
の
特
定
履
行
的
、
一
般
合
意
的
性
格
と
一
四
世
紀
に
お
け
る
押
印
証
書
化

次
に
、「
合
意
令
状w

rit of covenant
」
の
性
格
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
訴
訟
形
式
は
「praecipe D

 qu
od

 ten
eat P

 

con
ven

tion
em

 in
ter eos factam

被
告
は
原
告
に
対
し
彼
ら
の
間
で
為
さ
れ
た
合
意
を
守
る
よ
う
に
命
令
せ
よ
（
9
）

」
と
い
う
要
式
を
持
つ
。

こ
れ
は
要
式
書
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、
当
事
者
間
の
間
で
な
さ
れ
た
合
意
の
特
定
履
行
を
許
容
す
る
も
の
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
当
初

は
合
意
全
般
に
適
用
さ
れ
て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
貸
金
債
務
訴
訟
が
合
意
訴
訟
の
中
に
し
ば
し
ば
内
包
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
10
）

。
し
か
し

な
が
ら
一
三
か
ら
一
四
世
紀
を
通
じ
て
「
合
意covenant
」
は
よ
り
特
定
的
な
技
術
的
意
味
を
有
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、

「covenant

」
と
は
「
合
意
令
状
」
お
い
て
保
護
さ
れ
る
「
合
意
」
で
あ
り
、
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
適
切
に
証
人
に
よ
り
認
証
さ
れ
封

印
さ
れ
押
印
証
書deed

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
一
四
世
紀
以
降
、
合
意
保
護
の
た
め
の
「
押
印
証
書
」
の

要
求
は
固
定
し
た
原
則
と
な
り
、
そ
の
時
点
で
「
合
意
」
は
「
押
印
証
書deed
」
と
同
意
語
に
な
っ
た
。



一
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同
一
四
世
紀
に
お
け
る
大
陸
で
の
合
意
化
さ
れ
た
問
答
契
約
の
証
書
化
と
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求

同
一
四
世
紀
に
、
大
陸
の
中
世
ロ
ー
マ
法
に
於
い
て
も
本
質
的
に
口
頭
で
あ
っ
た
「
問
答
契
約stipulatio

」
が
公
証
人
立
会
い
に
よ

る
証
書
化
さ
れ
、
そ
の
証
書
に
は
「
特
定
の
原
因causa

」
の
記
載
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
「
合
意
の
証
書
化
」
の
傾
向
が

見
ら
れ
る
（
11
）

。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
で
取
引
慣
習
と
し
て
一
四
世
紀
に
は
合
意
の
証
書
化
が
進
行
し
て
い
た
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
。

証
書
化
さ
れ
て
い
な
い
無
方
式
合
意
を
保
護
す
る
中
世
カ
ノ
ン
法
に
お
け
る
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求

ま
た
、
こ
の
証
書
化
さ
れ
た
問
答
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
の
要
求
は
、
無
方
式
合
意
を
保
護
し
契
約
保
護
に
証
書
を
要
求
し
な
い
カ
ノ

ン
法
学
に
お
け
る
（
恐
ら
く
は
訴
訟
提
起
書
に
お
け
る
）
訴
訟
法
上
の
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求
に
も
見
ら
れ
、
恐
ら
く
は
現
在

の
ド
マ
か
ら
通
じ
る
カ
ウ
サ
理
論
の
今
一
方
の
ソ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
両
理
論
論
は
似
て
い
る
が
、
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
カ
ノ
ン
法
で
の
訴
訟
法
上
の
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
の
要
求
と
先
述
の
世
俗
ロ
ー
マ
法
で
の
証
書
化
さ
れ

た
問
答
契
約
で
の
カ
ウ
サ
記
載
の
要
求
の
両
者
間
に
、
法
テ
キ
ス
ト
上
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
内
在
的
関
連
性
が
果
た
し
て
あ
る
の
か
は
長
年
考

え
て
い
る
が
筆
者
は
ま
だ
考
え
を
整
理
出
来
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
と
も
こ
の
意
味
で
の
カ
ウ
サ
は
「
当
事
者
が
真
剣
に
合

意
し
た
こ
と
」
を
証
す
る
、
訴
訟
法
上
の
要
件
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、「causa=vestim

entum

理
論
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
検
証
は
独
立
し
た
別
論
文
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
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コ
ブ
ナ
ン
ト
の
証
書
化
に
対
す
る
中
世
ロ
ー
マ
法
の
永
小
作
権
へ
の
証
書
要
求
の
影
響
の
可
能
性

イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
説

Lease of land

とEm
phyteusis

話
を
戻
す
と
先
に
合
意
令
状
の
正
式
押
印
証
書deed

化
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
だ
と
、
な
ぜ
合
意
が
押

印
証
書deed

へ
と
変
化
し
た
の
か
、「
訴
訟
形
式
」
の
内
在
的
理
由
か
ら
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
。
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン

D
avid Ibbetson

は
、「em

phyteusis

」
つ
ま
り
日
本
語
で
は
「
永
小
作
権
、
永
代
借
地
権
」
と
訳
さ
れ
る
ロ
ー
マ
法
の
制
度
か
ら
の
借

用
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
の
主
張
は
、covenant

に
証
書
を
求
め
る
こ
と
は
土
地
貸
借lease of land

の
判
例
か
ら
波
及
し

て
お
り
、em

phyteusis

は
恐
ら
く
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
リ
ー
ス
に
最
も
近
い
類
似
物
で
あ
り
、em

phyteusis

が
効
力
を
持
つ
た
め
に

は
証
書
が
要
求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
12
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
我
々
日
本
の
法
律
家
か
ら
は
、「
永
貸
借
権
」
は
契
約
で
は
な
く
、
他
人
物
に
対
す
る
物
権ius in re aliena （13
）

も
し

く
は
用
益
物
権
で
あ
り
、「
土
地
貸
借
の
リ
ー
ス
」
が
「
一
定
の
期
間
」
の
貸
借
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
永
代
借
地

権
」
は
そ
の
訳
語
が
示
す
と
お
り
、「
永
久
使
用
」
を
前
提
と
す
る
物
権
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
現
在
の
大
陸
法
に
お
け
る

理
解
で
、
ア
ゾ
は
『
法
学
提
要
へ
の
ス
ン
マS

um
m
a Insitutuonum

』
のI, 1. 2. 1

へ
の
注
解
に
お
い
て
確
か
に
ロ
ー
マ
法
の
「
契
約
」

で
あ
り
、
証
書
を
要
す
る
文
書
契
約
の
一
種
と
し
て
い
る
（
14
）

。
イ
ベ
ッ
ト
ソ
ン
も
ア
ゾ
の
『
勅
法
集
へ
の
ス
ン
マS

um
m
a C
odicis

』
のC

. 

4. 66. 1.

へ
の
文
言
「C

elebretu
r iste con

tractu
s scriptu

ra in
terven

ien
te, n

on
-aliter

そ
の
契
約
は
文
書
の
介
在
に
よ
る
以
外

の
方
法
で
締
結
さ
れ
な
い
。」
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
逆
に
大
陸
法
の
法
学
者
な
ら
指
摘
が
難
し
か
っ
た
点
か
も
知
れ
な
い
。
ア



一
七
〇

ゾ
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ソ
ー
ス
と
し
て
有
名
で
あ
り
一
三
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
確
か
に
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
続
く
一
四
世
紀
と
一
五
世
紀
は
一
般
に
ロ
ー
マ
法
の
影
響
が
後
退
し
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
時
期
と
理
解
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
点
で
は
若
干
の
問
題
は
残
ろ
う
。

次
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
初
め
て
体
系
的
に
叙
述
し
た
一
二
世
紀
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
＝

着
衣
論
の
影
響
を
概
観
す
る
。

一
二
世
紀
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
の
影
響

ユ
帝
法
学
提
要
の
影
響

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
や
ブ
ラ
ク
ト
ン
な
ど
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
が
自
国
の
法
制
度
を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
使
用
可
能
で
あ
っ

た
唯
一
の
基
礎
的
概
念
や
枠
組
み
は
学
識
法
と
し
て
の
中
世
ロ
ー
マ
法
の
物
で
あ
っ
た
。
両
書
と
も
ロ
ー
マ
法
全
体
の
簡
便
な
理
論
的
入

門
書
を
体
現
し
て
い
た
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
の
影
響
が
強
い
。
分
析
ツ
ー
ル
が
ロ
ー
マ
法
の
も
の
し
か
無
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
及
び
慣
習leges et consuetudo A

ngliae

」
を
叙
述
し
た
際
に
も
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
て
い
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
と
大
陸
法
法
律
家
の
思
考
様
式
の
差
異

し
か
し
な
が
ら
、
専
門
用
語
や
基
礎
概
念
に
関
し
て
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
借
用
が
あ
っ
た
事
実
は
必
ず
し
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
が
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大
陸
の
法
学
者
と
同
じ
思
考
経
路
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
両
法
系
の
思
考
様
式
に
は
根
本
的
差
異
が
当
初
か
ら
現
代
に
い

た
る
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
文
化
根
本
的
差
異
は
大
陸
法
の
カ
ウ
サ
と
英
米
法
の
約
因
を
比
較
す
る
際
に
も
、
大
陸
法
の

法
学
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
間
に
微
妙
な
齟
齬
を
生
み
出
し
て
い
る
。
一
般
に
大
陸
法
学
者
の
法

思
考
が
概
念
や
理
論
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
に
比
べ
、
英
米
法
学
者
の
思
考
は
よ
り
事
実
的
、
手
続
き
的
で
あ
り
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ッ
ク
で

あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
差
異
は
一
部
に
は
、
大
陸
法
が
一
六
世
紀
の
後
期
ス
コ
ラ
学
と
そ
れ
に
続
く
一
七
世
紀
以
降
の
自

然
法
学
と
の
接
触
を
通
じ
て
法
学
外
の
哲
学
的
思
考
に
晒
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
か
も
知
れ
な
い
。

大
陸
法
学
者
と
コ
モ
ン
ロ
ー
ヤ
ー
に
お
け
る
「
影
響
」
の
理
解
の
差
異

大
陸
法
学
者
は
「
概
念
的
関
連
性
」
を
影
響
と
認
識
す
る
の
に
対
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
律
家
は
「
理
由
付
け
」
の
合
致
を
影
響
と
す
る

し
か
る
に
、
カ
ウ
サ
理
論
は
、
古
代
、
中
世
と
通
し
て
「
法
テ
キ
ス
ト
」
と
「
哲
学
、
論
理
学
的
理
論
」
と
の
影
響
の
中
間
に
位
置
し
、

そ
れ
以
前
を
問
題
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
陸
法
学
者
が
「
影
響
」
が
あ
る
と
い
う
場
合
は
「
概
念
的
関
連
性
」
が
あ
る
こ
と
を
指

す
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
学
者
が
「
影
響
」
が
あ
る
と
い
う
場
合
は
裁
判
に
お
け
る
「
理
由
付
けreasoning

」
に
同
一
性
が
あ
る

こ
と
を
求
め
る
場
合
が
多
い
。
概
念
的
関
連
性
が
ロ
ー
マ
法
学
と
あ
っ
て
も
「
理
由
付
け
の
同
一
性
も
し
く
は
関
連
性
」
が
無
い
場
合
は

イ
ギ
リ
ス
の
学
者
は
ロ
ー
マ
法
学
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
の
影
響
を
認
め
な
い
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
傾
向
は
「
法

を
民
族
精
神
」
の
現
れ
と
し
た
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
の
影
響
の
強
か
っ
た
一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
前
半
に
は
あ
る
種
の
「
民
族
主
義
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
も
関
連
し
た
が
、
今
日
の
学
者
間
の
齟
齬
は
む
し
ろ
根
本
的
な
法
文
化
や
思
考
様
式
の
差
異
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
る
。



一
七
二

「
約
因
論
」
に
対
す
る
「
カ
ウ
サ
論
」
の
影
響
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
問
題
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
、
概
念
的

関
連
性
と
し
て
は
カ
ウ
サ
論
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
確
実
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
約
因
の
「
実
質
的
理
由
付
け
」
の
内

実
を
埋
め
る
ル
ー
ル
は
「reciprocity

対
価
的
牽
連
性
」
で
あ
り
一
三
世
紀
の
早
い
「
貸
金
訴
訟debt

」
に
お
け
る
段
階
で
「
道
徳
哲

学
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
於
け
る
交
換
的
正
義
違
反breach of com

m
utative justice

と
実
定
的
違
法
性breach of 

virtue justice

」
の
議
論
と
の
関
連
は
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
実
質
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
の
理
由
付
け
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
同
じ
事
実
認
識
を
共
有
し
て
も
大
陸
法
学
者
は
概
念
的
関
連
性
か
ら
「
ロ
ー
マ
法
の
影
響
」
を
認
め
る
だ
ろ
う

し
、
逆
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
者
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
約
因
論
の
独
自
性
」
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
「
債
務
原
因causa debendi

」
と
「
債
務
令
状w

rit of debt

」

一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
比
べ
こ
の
「
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
と
一
般
に
言
い
習
わ
さ
れ
る
書
」
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
学
の
影
響
は

そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
ポ
ロ
ッ
ク
＆
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
通
常
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
歴
史
は
一
二
世
紀
前
半
か
ら

始
ま
り
、
一
二
世
紀
前
半
か
ら
中
葉
に
於
い
て
は
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
所
謂
注
釈
学
派glossators

の
学
問
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
も
未

だ
揺
籃
期
に
あ
り
両
者
と
も
基
礎
が
か
た
ま
り
切
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
ラ
ヌ
ル
フ
・
ド
ゥ
・
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル

R
anulf de G

lanvill

（c. 1112-1190

）
は
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
治
世
に
於
け
るC

hief Justiciar

（1180-1189

）
で
あ
り
、
ヘ
ン
リ
ー
二
世

の
法
改
革
の
中
心
的
立
役
者
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
本
書
『T

ractatus de legibus et consuetudinibus regni A
ngliae

イ
ン

グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
法
及
び
慣
習
論
』
は
一
一
八
八
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
比
定
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
固
有
法
で
あ

る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
叙
述
し
た
最
初
の
理
論
書
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
根
幹
を
成
す
「W

rit system

令
状
シ
ス
テ
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一
七
三

ム
」
そ
の
も
の
が
、
一
二
世
紀
後
半
の
ヘ
ン
リ
ー
二
世
の
治
世
に
な
っ
て
よ
う
や
く
根
付
い
た
の
で
あ
る
が
、
令
状w

rit

の
確
立
に
グ

ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
ロ
ー
マ
法
か
ら
概
念
を
借
り
た
「
訴
権actio

論
」
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

先
に
ゼ
ル
ナ
ー
な
ど
の
所
説
に
基
づ
き
、
カ
ウ
サ
理
論
の
濫
觴
を
ア
ゾ
若
し
く
は
彼
の
師
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
バ
シ
ア
ー
ヌ
ス
に
お
い
た
が
、

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
れ
よ
り
も
古
く
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
初
の
注
解
学
派
の
影
響
、
以
前
に
は
ウ
ァ
カ
リ
ウ
スR

ogerius 

V
acarius

（c. 1120-c. 1200
）
と
そ
の
著
書
、
貧
乏
な
学
生
に
も
買
え
る
よ
う
な
本
と
い
う
意
味
で
彼
が
安
価
に
発
表
し
た
『
貧
者
の
書

L
iber pauperum

』
か
ら
パ
ウ
パ
リ
ス
トpauparists L

. pauparistae （15
）

と
呼
ば
れ
る
学
派
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
影
響
を
考
え
る

こ
と
と
な
る
（
16
）

。
旧
来
は
ウ
ァ
カ
リ
ウ
スV

acarius

は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
ロ
ー
マ
法
を
講
義
し
た
最
初
の
人
間
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
近
時
の
研
究
で
は
リ
ン
カ
ー
ン
シ
ャ
ー
の
教
会
付
属
学
校
で
教
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
有

力
説
が
出
て
い
る
。
早
期
で
あ
る
が
『
法
学
提
要
』
の
シ
ス
テ
ム
に
通
暁
し
て
い
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
既
に
荒
削
り
な
が
ら
も
実
質
的
な

ロ
ー
マ
契
約
法
の
知
識
を
見
せ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
「
様
々
な
債
務
の
諸
原
因
に
つ
い
てD

e plu
ribu

s cau
sis d

eben
d

i

」
と
言
わ

れ
る
章
の
中
で
カ
ウ
サ
概
念
に
言
及
し
て
い
る
。

「V
troque vero existente in curia, is qui petit pluribus ex causis debitum

 potere potest. A
ut enim

 debetur quid ex 

cau
sa m

utui, aut ex uenditionis cau
sa, aut ex com

m
odato, aut ex locatio, aut ex depositio, aut alia iusta debendi 

cau
sa （

17
）. ’

両
当
事
者
が
法
廷
内
に
い
る
場
合
に
、
被
告
は
様
々
な
債
務
原
因
に
も
続
き
訴
訟
を
持
ち
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
、



一
七
四

あ
る
者
は
消
費
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
売
買
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
者
は
使
用
貸
借
を
原
因
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
寄
託
を
原

因
と
し
て
、
も
し
く
は
た
の
正
当
な
債
務
原
因
か
ら
債
務
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
こ
こ
で
カ
ウ
サ
概
念
を
債
務
を
成
り
立
た
せ
る
バ
ッ
ク
ラ
ン
ド
と
し
て
の
社
会
的
原
因
と
い
う
広
い
意
味
で
使
用
し

て
お
り
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
で
の
厳
密
な
法
的
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
で
は
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
訴
訟

原
因causa actionis
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、「
正
当
原
因
」
と
い
う
概
念
は
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響

で
あ
る
こ
と
は
恐
ら
く
間
違
い
で
は
な
い
。
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
い
て
は
「
合
意
令
状w

rit of covenant

」
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
一
節
は
「
貸
金
・
債
務
令
状w

rit of debt

」
に
関
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
の
消
費
貸
借
契
約

m
utuum

で
は
貸
金
の
所
有
権
は
相
手
方
に
移
り
、
そ
れ
を
使
用
、
消
費
し
た
後
に
同
種
同
量
の
物
を
変
換
す
る
の
で
あ
る
が
、
先
述
の

通
り
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
貸
金
債
務
令
状
」
で
は
「
物
権
的
寄
託
的
構
成
」
を
と
っ
て
お
り
、
所
有
権
も
し
く
は
権
限title

は
移
転
し

な
い
。
こ
の
あ
た
り
齟
齬
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
大
陸
法
学
者
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
貸
金
訴
訟
」
を
位
置
づ
け
る
と
す
る
と
「
消
費

貸
借m

utuum

」
と
「
寄
託depositum

」
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
リ
ッ
ト
を
中
心
と
し
た
「
訴
訟
法
主
体
」
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
構
築
し
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、「
実
体
法
的
な
法
律
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
」「
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
し
て
社
会
事
実
と
し
て
の

カ
ウ
サ
」「
手
続
き
法
的
訴
訟
要
件
と
し
て
の
カ
ウ
サ
」
の
区
別
は
全
て
曖
昧
で
あ
る
。
ま
た
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
は
、「
消
費
貸
借
」

は
「
貸
金
訴
訟debt

」
の
数
あ
る
可
能
的
原
因
の
一
つ
で
し
か
無
か
っ
た
が
、
後
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
「
消
費
貸
借
契
約
」

の
中
核
的
概
念
で
あ
る
「
種
類
物fungible

」
の
引
渡
し
が
「
貸
金
訴
訟
」
要
素
と
し
て
入
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
は
カ
ウ
サ
概

念
の
混
同
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
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つ
ま
り
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
続
く
一
節
で
「
消
費
貸
借
」
に
お
け
る
カ
ウ
サ
と
種
類
物
の
概
念
に
関
し
て
触
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
貸
金

訴
訟debt

」
の
要
件
と
「
消
費
貸
借
契
約m

utuum

」
の
要
件
と
を
混
同
し
、「debt

」
の
定
義
に
「fungibles

」
を
持
ち
込
む
原
因
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

「‘E
x cau

sa m
utui debetur aliquid cum

 quis credit alii aliquid tale quod constituit in num
ero vel pondere vel 

m
ensura （18

）. ’

消
費
貸
借
を
カ
ウ
サ
と
し
て
人
は
何
ら
か
の
物
を
債
務
と
し
て
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
他
人
に
数
量
も
し
く
は
重

量
も
し
く
は
計
量
の
中
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
物
を
信
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
最
初
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
関
す
る
書
物
で
あ
る
の
で
、
こ
の
一
節
は
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
てfungibles

の
概
念
を
最

初
に
叙
述
し
た
一
節
と
な
る
。
か
れ
は
続
け
て
利
息
取
得
を
「
我
々
の
法
に
よ
れ
ば
高
利
的
で
あ
るu

su
riu

s per legem
 terre

」
か
ら

と
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
利
息
取
得
禁
止
は
カ
ノ
ン
法
、
し
い
て
は
既
に
旧
約
聖
書
に
著
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
に
そ
の
源
泉
を

有
す
る
（
19
）

。

最
後
に
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
ロ
ー
マ
法
学
識
の
ソ
ー
ス
は
何
か
に
つ
い
て
問
題
が
残
る
が
、『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る
法
及
び
慣

習
論
』
は
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
のR

egious P
rofessor

で
あ
っ
た
デ
・
ズ
ル
エ
タF

rancis D
e Z
ulueta 

（1878-1958

）
に
よ
り
戦
前
に

発
見
さ
れ
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
初
め
て
ロ
ー
マ
法
を
講
じ
たV

acarius

本
人
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
研



一
七
六

究
で
彼
の
学
派
に
属
す
る
が
ウ
ァ
カ
リ
ウ
ス
本
人
の
も
の
で
な
い
と
し
て
セ
ル
デ
ン
協
会
か
ら
無
名
の
作
者
（anonim

ous

）
の
も
の
と
し

て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
教
授
で
あ
っ
た
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
タ
イ
ンP

eter S
tein

に
よ
り
解
説
付
き
で
一
九
九
〇
年
に
翻
訳
出
版
さ
れ
、
今

で
は
大
英
博
物
館
所
蔵
の
手
稿 R

oyal M
S
. 4. B

. IV

と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
法
学
提
要
講
義L

ectu
ra su

per In
stitu

tion
es

』

と
類
似
性
を
示
し
て
い
る
（
20
）

。
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
「
我
々
の
テ
キ
ス
ト
は
イ
ギ
リ
ス
産
で
あ
り
一
二
世
紀
最
後
の
四
半
世
紀
に
遡
る

O
ur text is of E

nglish origin and dates from
 the last quarter of the tw

elfth century.

」
と
さ
れ
、
厳
密
に
は
ホ
ー
ル
に
よ
り

一
一
八
七
年
か
ら
一
一
八
九
年
の
間
に
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
と
比
定
さ
れ
て
い
る
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
序
文
で

‘R
egiam

 potestatem
 n

on
 solu

m
 arm

is con
tra rebelles et gen

tes sibi regn
oqu

e in
su

rgen
tes oportet esse d

ecoratu
m

, 

sed
 et legibu

s ad
 su

bd
itos et popu

los pacifi cos regen
d

os d
ecet esse orn

atu
m

, u
t u

traqu
e tem

pora, pacis scilicet et 

belli, gloriu
s rex n

oster ita feliciter tran
sigat,... ’ （

21
）

「
王
権
は
反
乱
軍
や
そ
の
領
国
へ
迫
り
来
る
諸
国
民
に
対
す
る
兵
備
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
る
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
臣
下
や
民
草
を
平
和
的

に
統
治
す
る
諸
法
に
よ
っ
て
も
飾
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
平
時
、
及
び
戦
時
に
於
い
て
我
ら
が
栄
え
あ
る
王
が
か
か
る
ご
と
く

幸
福
に
過
ご
さ
れ
ん
よ
う
に
…
」

と
述
べ
る
が
、

無
名
作
者
の
『
法
学
提
要
講
義L

ectu
ra su

per In
stitu

tion
es

』
序
文
で
は
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七
七

‘im
perat. m

. D
u

o in
ter se d

iu
ersa su

n
t tem

pora bellolu
m

 sc. et pacis. tem
pore belli opu

s est arm
is, pacis legu

m
 

au
xilio. U

troqu
e igitu

r im
peratore

（m

） con
d

ecet esse m
u

n
itu

m
, u

su
 sc. arm

oru
m

 et legu
m （

22
）.

「
皇
帝
大
権
は
戦
時
と
平
時
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
戦
時
に
は
兵
備
が
必
要
と
さ
れ
、
平
和
時
に
は
法
の
助
け
が
必
要
と
さ
れ
る
。

両
者
、
つ
ま
り
兵
備
と
法
の
両
方
の
使
用
は
皇
帝
に
ふ
さ
わ
し
い
。」

と
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
が
彼
の
著
作
を
書
き
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
を
強
く
意
識
し
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
に
於
け
る
カ
ウ
サ
論
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
「E

x nudo pacto actio non nascitur.

裸
の
合
意
か
ら
訴
権

は
生
ま
れ
な
い
」
に
連
結
す
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
で
は
無
い
、
し
か
し
な
が
ら
、「
債
務
・
訴
権
の
原
因
」
と
し
て
何
ら
か
の
カ
ウ

サ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
既
に
見
ら
れ
、「
債
務
令
状w

rit of debt

」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
と
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ルR
anulf de G

lanvill

（c. 1112-1190

）
と
ア
ン
リ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ク
ト
ンH

enry de B
racton

（ca. 1210-68

）
の
間

に
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
の
生
年
の
開
き
が
あ
る
が
、B

racton

『D
e L
egibus et C

onsuetudinibus A
ngliae

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る

法
及
び
慣
習
に
つ
い
て
』
とG

lanvill

『T
ractatus de legibus et consuetudinibus regni A

ngliae

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
に
お
け
る

法
及
び
慣
習
論
（c. 1188

）』
と
の
間
に
は
題
名
か
ら
見
て
も
明
確
な
影
響
が
見
ら
れ
る
。
学
者
に
よ
っ
て
は
制
定
法
へ
の
言
及
な
ど
か



一
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八

ら
そ
の
大
部
分
は
一
二
三
五
年
ま
で
に
彼
の
上
役
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
仕
事
は
そ
れ

を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
補
完
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
主
要
な
部
分
が
ロ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
か
ブ
ラ

ク
ト
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
か
学
者
間
で
の
一
致
を
今
日
ま
で
見
な
い
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
死
の
前
年
の
一
二
六
七
年
ま
で
は
こ
の
書
の

増
補
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
作
品
自
体
は
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
活
版
印
刷
術
の
な
い
時
代
に
、
こ
の
書
が
果
た

し
て
作
者
の
生
前
に
公
表
さ
れ
た
の
か
も
一
切
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
便
宜
上
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
呼
ん
で
い
る
が
、「
ブ

ラ
ク
ト
ン
の
作
品
の
作
者
達
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
書
か
れ
た
年
代
に
し
て
も
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
の
約
五
〇
年
後

（
一
二
三
五
年
）
か
ら
八
二
年
後
（
一
二
六
七
年
）
ま
で
開
き
が
あ
る
。
こ
の
執
筆
期
間
の
開
き
は
一
二
三
〇
年
ま
で
に
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
完

成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
法
大
全
』
へ
の
「
標
準
注
釈glossa ordinaria

」
を
果
た
し
て
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
知
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
衆
目
の
一
致
す
る
所
で
は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
主
要

な
ロ
ー
マ
法
の
ソ
ー
ス
は
ア
ゾ
の
作
品
で
あ
り
、
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
の
標
準
注
釈
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
を
完
全
に
は
排
除
で
き
な
い
が
、

恐
ら
く
標
準
注
釈
を
知
る
に
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
早
す
ぎ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
我
々
は
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
を

見
た
が
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ア
ゾ
の
直
接
的
な
影
響
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
問
題

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
正
確
に
叙
述
し
て
い
た
の
か
？

ま
た
一
三
世
紀
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
が
よ
り
は
っ
き
り
確
立
し
て
お
り
、
果
た
し
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
叙
述
し
た
「
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
法
と
慣
習
」
の
叙
述
が
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
務
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
な
の
か
、
ロ
ー
マ
法
の
知
識
か
ら
彼
が
案
出
し
た
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一
七
九

も
の
な
の
か
の
所
謂
「
ブ
ラ
ク
ト
ン
問
題
（
23
）

」
が
一
九
世
紀
か
ら
の
伝
統
的
議
論
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
有
名
な
点
で
は
サ
ー
・
ヘ
ン

リ
ー
・
メ
イ
ン
は
『
古
代
法
（
一
八
六
一
）』
第
四
章
（
24
）

に
お
い
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
叙
述
は
完
全
な
ロ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
一
切
信
用
で
き

な
い
と
し
て
い
る
が
、
後
に
ア
ゾ
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
間
の
共
通
テ
キ
ス
ト
を
抜
出
し
詳
細
な
分
析
を
し
た
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
研
究

（
一
八
九
五
（
25
）

）
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
極
端
な
見
解
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
点
に
関
し
て
は
現
在
ま
で
論
争
が
続
い
て

い
る
と
言
っ
て
良
い
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
へ
の
ア
ゾ
以
外
の
法
律
家
に
よ
る
影
響

先
述
の
よ
う
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
ロ
ー
マ
法
の
影
響
は
よ
り
顕
著
で
あ
り
一
九
世
紀
後
半
の
カ
ー
ル
・
ギ
ュ
タ
ー
ボ
ッ
クK

arl 

G
üterbock

（
一
八
六
一
（
26
）

）
や
メ
イ
ト
ラ
ン
ドF

. W
. M
aitland, S

elected
 P

assages from
 th

e w
orks of B

racton
 an

d
 A

zo, 

S
eld

en
 S

ociety V
olu

m
e V

III

（L
ondon, 1895
）
以
来
、
ア
ゾ
と
の
関
係
は
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
我
々
が
見
て
き
た
ア
ゾ
に

よ
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
に
当
た
る
部
分
は
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
前
掲
書
の
一
四
一
か
ら
一
四
五
ペ
ー
ジ
に
明
確
に
観
察
さ
れ
る
。
以
来
、

一
九
四
三
年
に
は
シ
ュ
ル
ツF

ritz S
chulz

は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
カ
ノ
ン
法
源
の
研
究
を
研
究
し
、
タ
ン
ク
レ
ッ
ドT

ancred

のO
rd

o 

Iudiciarius, 1. 3

や
ラ
モ
ン
・
ド
・
ペ
ニ
ャ
フ
ォ
ー
ルR

aym
ond of P

enafort

のS
u

m
m

a d
e C

asibu
s, 3. 17

を
ブ
ラ
ク
ト
ン
が

使
用
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
た
（
27
）

。
ま
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
法
律
書
『R

egiam
 

M
aiestatem （

28
）

』
と
の
比
較
研
究
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
時
代
に
お
け
る
他
の
注
釈
学
派
の
中
世
ロ
ー
マ
法
源
の
使
用
状
况
に
つ
い
て
貴
重
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
（
29
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
に
関
す
る
限
り
ア
ゾ
の
影
響
は
中
心
的
な
も
の
と

し
て
残
る
。



一
八
〇

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
同
様
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ユ
帝
『
法
学
提
要
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た
。
そ
の
第
三
巻
冒
頭
に
お
い
て
ブ

ラ
ク
ト
ン
は
「D

ictu
m

 est su
pra d

e person
is et rebu

s.  N
u

n
c au

tem
 d

icen
d

u
m

 est d
e ation

ibu
s.

上
で
は
人
と
物
に
つ
い
て

述
べ
た
が
、
し
か
る
に
今
は
訴
権
に
関
し
て
述
べ
な
け
れ
な
な
ら
な
い
（
30
）

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
後
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
影
響
を
与
え
た

こ
と
で
も
有
名
な
『
法
学
提
要
』
の
「
人
の
法
」「
物
の
法
」「
訴
権
の
法
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
31
）

に
基
づ
い
て
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
叙
述
し
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ま
っ
先
に
問
題
と
な
る
の
は
『
法
学
提
要
』
に
対
す
る
ア
ゾ
の
小
品
、『S

um
m
a Institutionum

』
で

あ
ろ
う
が
、
関
連
同
所
で
は
よ
り
大
部
の
『S

um
m
a C
odicis

』C
. 2. 3.

に
対
す
る
注
釈
が
リ
フ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
そ
こ
か

ら
、D

. 2. 14. 7.

の
テ
キ
ス
ト
へ
と
繋
が
る
。
第
三
巻
冒
頭
で
『
訴
権actio

』
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
如
何

に
し
て
訴
権
が
形
成
さ
れ
る
か
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
つ
ま
り
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
お
い
て
「
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
」
が
論
じ
ら
れ
る
の

は
「
訴
権
論
」
の
中
で
あ
る
。

「V
idendum

 est etiam
 unde actio oritur. E

t sciendum
 quod ex ob

ligation
ib

u
s p

raeced
en

tib
u

s tanquam
 a m
atre 

fl ilia. O
bligatio autem

, quae est m
ater actionis, originem

 duicit et initium
 ex aliqua cau

sa p
raeced

en
te, sive ex 

contractu vel quasi sive ex m
alfi cio vel quasi. E

x contractu vero oriri poterit m
ultis m

odis, sicut ex conventione, per 

interrogationes et responsiones, ex verborum
 conceptione quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

, sicut 

p
acta con

ven
ta, quae nuda sunt aliquando, aliqundo vestita. Q

uae si nuda fuerint exinde non sequitur actio, quia ex 

nudo pacto non nascitur actio. O
portet igitur quod haveat vestim

enta de quibus inferius dicendum （
32
）.
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八
一

同
じ
く
、
ど
こ
か
ら
訴
権
が
生
成
す
る
の
か
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
訴
権
は
先
行
す
る

債
務
か
ら
ま
る
で
娘
が
母
親
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
訴
権
の
母
で
あ
る
と
こ
ろ
の
債
務
は

何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ
サ
・
原
因
か
ら
生
ま
れ
始
め
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
契
約
か
ら
で
あ
る
か
準
契
約
か
ら
で
あ
る
か
、
不
法

行
為
か
ら
で
あ
る
か
準
不
法
行
為
か
ら
で
あ
る
。
契
約
か
ら
で
あ
る
場
合
は
ま
さ
に
多
く
の
方
法
で
（
債
務
）
は
発
生
し
う
る
。
つ
ま
り

先
行
す
る
問
い
か
け
と
応
答
に
よ
る
言
葉
に
よ
る
合
意
か
ら
、
二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
言

葉
の
合
致
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
裸
で
あ
り
あ
る
時
は
着
衣
さ
れ
て
い
る
合
意
さ
れ
た
合
意
の
よ
う
に
。
な
ぜ
な
ら
合
意
が
裸
で

あ
る
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
は
訴
権
は
続
か
な
い
か
ら
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
裸
の
合
意
か
ら
は
訴
権
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ

ゆ
え
、（
訴
権
を
生
み
出
す
た
め
に
は
）
合
意
は
外
套
・
着
衣
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
関
連
テ
キ
ス
ト
の
混
乱

上
で
訳
出
し
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
。
訴
権
が
先
行
す
る
債
務
か
ら
「
娘
が
母
か

ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
中
世
ロ
ー
マ
法
の
影
響
で
あ
る
。A

zo, S
u

m
m

a In
siton

u
m
 to I. 3. 13

に

同
趣
旨
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
先
行
す
る
債
務
」
と
は
恐
ら
く
は
自
然
債
務
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
続

き
、
債
務
は
「
契
約
か
ら
か
準
契
約
か
ら
か
不
法
行
為
か
ら
か
準
不
法
行
為
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
法
学
提
要
に
見
ら
れ
る
説
明
が
続

く
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
よ
る
と
そ
の
四
種
は
訴
権
の
母
と
よ
べ
る
「
先
行
す
る
債
務
」
の
そ
の
ま
た
「
先
行
す
る
原
因
、
カ
ウ
サ
」
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
が
大
分
混
乱
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
来
の
筋
で
は
カ
ウ
サ
論
は
、
契
約
法
の
中
で
着

衣
と
し
て
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「E

x contractu vero oriri poterit m
ultis m

odis

契
約
か
ら
で
あ
る
場
合
は



一
八
二

ま
さ
に
多
く
の
方
法
で
（
債
務
）
は
発
生
し
う
る
」
と
続
く
が
、「per interrogationes et responsiones

問
い
か
け
と
返
答
を
通
じ

て
」
は
恐
ら
く
は
本
来
は
、「
言
語
に
よ
る
契
約contractus verbis

」
で
あ
る
問
答
契
約stipulatio

に
関
し
て
の
文
章
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
「
合
意
か
らex conventione

」
と
等
置
さ
れ
て
い
る
。「
言
葉
の
合
致
」
と
訳
し
た
「verborum

 conceptio

」
と
い

う
言
葉
も
本
来
は
問
答
契
約
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、「quae voluntates duorum

 in unum
 trahit consensum

二
人
の
人
間
の
意
思
が
合
意
と
し
て
一
つ
の
も
の
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
」
と
関
係
詞
で
同
値
化
し
て
い
る
内
容
は
「consensus

の
定
義
」

で
あ
る
。
ど
う
も
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
問
答
契
約
」
と
「
合
意conventio

」
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
続
く
、pacta 

conventa

はT
horne

の
訳
す
と
お
り
「
合
意
さ
れ
た
合
意
」
と
で
も
こ
の
文
脈
で
は
訳
す
し
か
無
い
が
、
本
来
は
中
世
ロ
ー
マ
法
の
文

脈
で
は
第
六
の
着
衣
で
あ
る
、
先
行
契
約
へ
の
無
方
式
合
意
の
付
着
、「cohaerentia contractus

」
を
表
す
専
門
用
語
で
あ
る
。

「conventa

は
「
合
意
さ
れ
た
」
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
先
行
債
務
と
同
行
す
る
（con+venire

共
に
行
く
）
無
方
式
合
意
つ
ま
り

pactum

」
に
よ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ど
う
も
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
訴
権
の
母
と
し
て
先
行
す
る
意
味
で
の
先
行
債
務
（
つ
ま
り
、
訴
権

が
与
え
ら
れ
る
前
の
自
然
債
務
）」
と
「
有
効
な
先
行
契
約
へ
無
方
式
合
意
が
付
着
す
る
場
合
の
先
行
契
約
」
と
を
混
同
し
て
お
り
非
常
に

混
乱
し
た
意
味
不
明
の
テ
キ
ス
ト
の
キ
メ
ラ
に
仕
上
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
三
年
前
に
こ
の
主
題
に
付
き
論
文
（
33
）

を
書
い
た
時
点
で

は
、
意
味
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
正
確
に
混
乱
し
て
る
か
理
解
で
き
ず
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
英
訳
を
つ
け

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
い
い
づ
ら
い
こ
と
で
あ
る
が
現
代
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
ハ
ー
バ
ー
ド
の
教
授
で
あ
っ
た
ソ
ー
ヌ
の

英
訳
は
一
般
的
に
信
頼
す
る
に
足
る
精
度
で
は
な
く
広
範
囲
に
意
訳
や
翻
訳
抜
け
ラ
テ
ン
語
の
文
法
構
造
を
誤
解
し
た
誤
訳
が
見
ら
れ
る
。

書
い
て
い
る
本
人
が
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
場
合
、
何
百
年
も
後
の
読
者
が
「
混
乱
し
た
理
由
も
含
め
て
」
意
味
を
わ
か
る
こ
と
は
非

常
に
困
難
で
あ
る
。
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一
八
三

し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
スD

. 2. 14. 7

「ex nudo pacto non nascitur actio

裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
」
と
い

う
キ
ー
テ
キ
ス
ト
と
、vestim

entum

着
衣
・
外
套
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
で
、
一
応
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。

結
論
と
し
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
カ
ウ
サ
と
い
う
言

葉
はD

. 2. 14. 7
で
使
わ
れ
て
い
る
本
来
の
意
味
「
訴
権
の
要
件
」
つ
ま
り
「causa actionis

」
と
し
て
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
様
々
な
ロ
ー
マ
法
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
通
常
用
法
と
の
混
同
が
見
ら
れ
る
。
四
つ
の
基
本
的
な
着
衣
＝
カ
ウ
サ
と
し
て
の
契

約
四
類
型
の
内
、
不
確
か
な
が
ら
も
論
じ
ら
れ
た
の
は
「
問
答
契
約
」
だ
け
で
こ
れ
も
「
無
方
式
合
意
」
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
訴
権
の
母
」
と
し
て
の
「
自
然
債
務
の
意
味
で
の
先
行
債
務
」
と
、
第
六
の
着
衣
類
型
の
「
先
行
契
約
」
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

上
、
第
六
の
着
衣
類
型
を
「
先
行
債
務
へ
の
無
方
式
合
意
の
付
着
」
を
表
す
「pacta conventa

共
に
行
く
合
意
」
も
「
合
意
さ
れ
た
合

意
」
と
し
て
無
方
式
合
意
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」
を
明
ら
か
に
読
ん
で
参
考
に
し
て
い
た

が
、
精
密
に
は
ま
と
も
に
意
味
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
裸
の
合
意
か
ら
訴
権
は
生
じ
な
い
」

と
い
う
文
言
と
、
訴
権
を
生
じ
る
た
め
に
は
「
何
ら
か
の
カ
ウ
サ
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
非
常
に
お
お
ま
か
な
意
味
は
こ
の
混
迷
を
極

め
た
テ
キ
ス
ト
で
も
伝
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
は
続
い
て
、
契
約
、
準
契
約
、
不
法
行
為
、
準
不
法
行
為
の
説
明
に
う
つ
り
、
債
務
の
本
質
に
つ
い
て
語
る
。
そ
こ
で
彼

は
、J. Inst. 3. 13

「
契
約
は
そ
れ
に
よ
り
我
々
が
我
々
の
法
に
従
っ
て
必
要
的
に
何
ら
か
の
物
を
履
行
す
る
よ
う
に
我
々
自
身
を
義
務
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付
け
る
と
こ
ろ
の
法
の
鎖
で
あ
るobligatio est iuris vinculum

, quo necessitate adstringuim
ur alcuinus solvendae rei 

secum
dum
 nostrae civitatis iura ’

」
を
内
容
的
に
引
用
す
る
。
考
え
る
に
、
恐
ら
く
は
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
ロ
ー
マ
法
理
解
は
『
ユ
帝
法

学
提
要
』
と
ア
ゾ
の
『
法
学
提
要
の
ス
ン
マ
』
に
大
部
分
基
づ
い
て
お
り
、
よ
り
大
部
の
『
勅
法
集
の
ス
ン
マ
』
を
介
し
たD

igesta

の

テ
キ
ス
ト
の
ま
と
も
な
理
解
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
た
め
混
乱
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、『
法
学
提
要
』
内
の

法
文
理
解
は
全
く
問
題
な
く
見
え
自
由
に
他
の
『
法
学
提
要
』
内
の
箇
所
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
主
にD

igesta

内
の

D
. 2. 14. 7

に
関
わ
る
法
文
の
理
解
に
な
る
と
途
端
に
意
味
不
明
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、「
着
衣
＝
カ
ウ
サ

理
論
」
の
本
体
は
既
に
見
た
よ
う
にD

. 2. 14. 7

に
基
づ
き
、
基
本
的
な
理
解
の
中
核
部
分
で
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
問
題
は

お
も
に
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
と
他
の
契
約
へ
の
付
着
と
い
う
原
テ
キ
ス
ト
で
一
番
難
解
な
場
所
で
生
じ
て
い
る
。

「E
t sciendum

 est obligatio est iuris vinculum
 quo necessitate astringim

ur ad aliquid dadum
 et faciendum

, ut si quis 

ligatus fuerit astricus alicui ad aliquid, et ille alius ei ad aliquid contraligatus. E
st enim

 obligatio quasi contraligatio, 

et quatuor habet species quibus contrahitur et plura vestim
enta. C

ontrahitur enim
 re, verb

is, scrip
to, con

sen
su

, 

trad
ition

e, iu
n

ctra, quae om
inia dicuntur vestim

enta pactorum （
34
）.

そ
し
て
、
債
務
と
は
そ
れ
に
よ
り
我
々
が
必
要
的
に
何
か
ら
の
こ
と
を
与
え
た
り
為
し
た
り
す
る
よ
う
に
我
々
を
義
務
付
け
る
法
の
鎖

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
も
し
あ
る
人
が
あ
る
人
に
対
し
厳
密
に
何
ら
か
の
物
事
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
れ

ば
、
相
手
方
も
彼
に
対
し
何
ら
か
の
物
事
に
反
対
に
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
債
務
と
は
あ
た
か
も
反
対
拘
束
で
あ
る
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quasi contraligatio

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
契
約
が
為
さ
れ
る
四
つ
の
種
類
が
あ
り
、
多
く
の
着
衣
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

契
約
は
物
、
言
語
、
文
書
、
合
意
、
引
渡
し
、
付
着
に
よ
り
為
さ
れ
、
こ
れ
ら
全
て
が
合
意
の
外
套
・
着
衣
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。」

こ
こ
で
訳
し
た
節
で
は
、「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
理
論
」
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
に
述
べ
た
「
契
約
は
必
要
的
法
の

鎖
」
で
あ
る
に
続
く
部
分
は
恐
ら
く
は
第
五
の
着
衣
＝
カ
ウ
サ
で
あ
る
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
「
牽
連
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
そ
の
部
分

で
も
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
理
解
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
「
債
務
と
は
あ
た
か
も
反
対
拘
束
で
あ
る
か
ら
で
あ
るE

st 

enim
 obligatio quasi contraligatio

」
と
続
け
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
が
契
約
の
定
義
と
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
を
混
乱
し
て
述
べ
た
こ
の
部
分
が

権
威
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
有
効
な
契
約
に
お
け
る
カ
ウ
サ
論
＝
約
因
論
の
対
価
的
牽
連
性
に
繋
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
ア
ゾ
の
標
準
的
な
六
つ
の
着
衣
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
要
物
契
約
」「
文
言
契
約
」「
文
書
契
約
」「
諾
成
契
約
」
の
ロ
ー

マ
法
契
約
の
基
本
四
類
型
と
、「
引
渡
しtraditio
」
と
称
さ
れ
る
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
「
対
価
的
牽
連
性
」、
ア
ゾ
で
は
「rei interventio

物
の
介
在
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
と
、
第
六
番
目
の
着
衣
と
し
て
の
「
有
効
に
契
約
と
し
て
成
立
す
る
先
行
契
約
へ
の
付
着
」、

「iunctra

接
着
」、
ア
ゾ
で
は
「cohaerentia contractus
」
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
基
本
線
で
は
ア
ゾ
の
「
カ
ウ
サ
＝
着
衣
論
」

の
基
本
六
類
型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
主
にD

. 2. 14. 7

の
第
五
番
目
の
シ
ュ
ナ
ラ
グ
マ
の
牽
連
性
と
第
六
番
目
の
先
行
契
約
へ
の
付
着
に

関
し
て
重
複
し
て
論
じ
ら
て
い
る
上
に
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
自
身
細
部
の
テ
キ
ス
ト
理
解
で
は
非
常
に
混
乱
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

以
上
が
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
と
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
於
け
る
「
カ
ウ
サ
理
論
」
の
影
響
の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
が
言
う
な
れ
ば
第
一
の
カ
ウ
サ
論
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の
影
響
の
波
で
あ
る
。
両
書
は
一
六
世
紀
の
活
版
印
刷
期
に
な
っ
て
再
度
印
刷
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
六
世
紀
中
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ

ル
は
一
五
五
五
年
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
一
五
六
九
年
に
活
版
印
刷
化
さ
れ
、
両
書
に
含
ま
れ
る
カ
ウ
サ
理
論
（
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
う
も
の
で
あ

る
が
）
も
影
響
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
の
カ
ウ
サ
理
論
の
影
響
の
波
の
リ
バ
イ
バ
ル
と
第
二
の
カ
ウ
サ
理
論
の
波

と
は
重
複
す
る
こ
と
と
な
る
。
シ
ン
プ
ソ
ン
に
よ
り
例
示
さ
れ
て
い
る
一
五
四
一
年
のL

yte v. P
eny

（1541

）
に
於
け
る
シ
ェ
リ
ー
判

事
に
よ
る
言
葉
「B

ut it is otherw
ise of a m

ere gift w
ithout any cause precedent.

し
か
し
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ

サ
無
し
に
は
単
な
る
贈
与
で
あ
る
（
つ
ま
り
強
行
で
き
な
い
（
35
）

）」
と
い
う
用
法
は
上
で
挙
げ
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
「O

bligatio autem
, quae 

est m
ater actionis, originem

 duicit et initium
 ex aliqua cau

sa p
raeced

en
te

し
か
る
に
、
訴
権
の
母
で
あ
る
と
こ
ろ
の
債

務
は
何
ら
か
の
先
行
す
る
カ
ウ
サ
・
原
因
か
ら
生
ま
れ
始
め
ら
れ
る
」
の
「
先
行
す
る
カ
ウ
サ
」
を
想
起
さ
せ
る
。

了

（
1
） F

. W
. M
aitland, W

hy the H
istory of C

om
m
on L

aw
 is not W

ritten, T
h

e C
ollected

 P
aper of  F

red
ric W

illiam
 M

aitlan
d ed. H

. 

A
. L
. F
isher vol. I 

（C
am
bridge, 1911

）, pp. 480-97.

（
2
） J. G
. S
auveplainne, C

od
ifi ed

 an
d

 Ju
d

ge M
ad

e L
aw
. T

h
e R

ole of C
ou

rts an
d

 L
egislators in

 C
ivil an

d
 C

om
m

on
 L

aw
 

S
ystem

s, 

（A
m
sterdam

, 1982

）.

（
3
） P
eter S

tein, “T
he C

ivil L
aw
 doctrine of custom

 and the grow
th of C

ase L
aw

”, in S
cin

tillae Iu
ris: S

tu
d

i in
 M

em
oria d

i 

G
in

o G
lora, 

（M
ilano, 1994

）, pp. 371-81.

（
4
） S

hael H
erm
an, “T

he U
ses and A

buses of R
om
an L

aw
 T
exts”, T

h
e A

m
erican

 Jou
rn

al of C
om

parative L
aw
, 29 

（1981

）, pp. 
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671-690.
（
5
） A

. W
. B
. S
im
pson, “T

he analysis of L
egal C

oncepts”, L
aw

 Q
u

arterly R
eview

, 80 

（1964

）, p. 535-59. A
lso see S

im
pson, 

T
he C

om
m
on L

aw
 and L

egal T
heory, L

egal T
h

eory an
d

 L
egal H

istory, pp. 359-82.

（
6
） F

. W
. M
aitland, T

h
e F

orm
s of A

ction
 at C

om
m

on
 L

aw
, 

（C
am
bridge, 1909

）.

（
7
） 

ロ
ー
マ
契
約
法
と
英
米
契
約
法
の
一
般
的
比
較
研
究
は
、T
ony W

eir, “C
ontracts in R

om
e and E

ngland”, T
u

lan
e L

aw
 R

eview
, 66 

（1992

）, pp. 1615-1648.

（
8
） J. H

. B
aker, A

n
 In

trod
u

ction
 to E

n
glish

 L
egal H

istory 3rd. ed. 

（L
ondon, 1990

）, p. 365.

（
9
） 

こ
れ
ら
の
要
式
はJ. H

. B
aker, op. cit., pp. 360-73.

か
ら
全
て
引
用
し
た
。

（
10
） W

illiam
 M
. M
cG
overn, “C

ontract in M
edieval E

ngland: T
he N

ecessity for Q
u

id
 pro qu

o and a S
um
 C
ertain”, T

h
e 

A
m

erican
 Jou

rn
al of L

egal H
istory, 13 

（1969

）, pp. 173-201, esp. p. 173-74.

「
引
き
受
け
訴
訟
」
以
前
の
無
方
式
合
意
の
保
護
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
。

W
illiam

 M
. M
cG
overn, “T

he enforcem
ent of Inform

al C
ontracts in the L

ater M
iddle A

ges”, C
aliforn

ia L
aw

 R
eview

, 59 

（1971

）, pp. 1145-1193; “T
he enforcem

ent of O
ral C

ontracts prior to A
ssum

psit”, N
orth

w
estern

 U
n

iversity L
aw

 R
eview

, 65 

（1970

）, pp. 576-614; “C
ontract in M

edieval E
ngland”, Iow

a L
aw

 R
eview

, 54 

（1968

）, pp. 19-62; M
. S
. A
rnold, “F

orteen C
entury 

P
rom
ises, C

am
brid

ge L
aw

 Jou
rn

al”, 36 

（1976
）, pp. 321-34.

（
11
） R

om
unaldo T

rifi ne, L
a ‘stipulatio’ nelle dottorine dei glossatori, S

tu
d

i in
 on

ore d
i E

n
rico B

esta vol. I 

（1939

）, p. 171; 

W
infried T

rusen, Z
ur G

eschichte des M
ittelalterlichen N

otariats, Z
S

S
, 98 

（1981

）, p. 369. Z
im
m
erm
ann, O

bligation
s, pp. 546-7.

（
12
） D
avid Ibbetson, W

ords and D
eeds: T

he action of C
ovenant in the R

eign of E
dw
ard I, L

aw
 an

d
 H

istory R
eview

, 4 

（1986

）, p. 

83.

そ
れ
に
反
対
す
る
見
解
と
し
てR

. C
. P
alm
er, C

ovenant, Ju
sticies W

rits and R
easonable S

how
ings, 31 A

m
erican

 Jou
rn

al of 

L
egal H

istory 

（1987

）, p. 102.

（
13
） 

こ
の
概
念
を
最
初
に
創
出
し
た
の
は
一
六
世
紀
の
ド
ネ
ル
ス
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
扱
う
中
世
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
わ



一
八
八

り
に
お
い
て
は
無
意
味
で
あ
る
。

R
 F
eenstra, “D

om
inium

 and ius in re aliena: T
he O

rigins of a C
ivil L

aw
 D
istinction”, in N

ew
 P

erspectives in
 th

e R
om

an. 

L
aw

 of P
roperty, ed. P

. B
irks, 

（O
xford, 1989

）, pp. 111-122.

（
14
） A

zo P
ortius, S

u
m

m
a In

stitu
on

u
m
 to I, 1. 2. 1, no. 6. G

ordley, p. 43.

（
15
） P

eter S
tein, “T

he V
acarian S

chool”, Jou
rn

al of L
egal H

istory, 13 

（1992

）, pp. 23-31.

近
時
の
貴
重
な
研
究
と
し
てJason 

T
aliadoros, L

aw
 A

n
d

 T
h

eology in
 T

w
elfth

-C
en

tu
ry E

n
glan

d
: T

h
e W

orks of M
aster V

acariu
s 

（C
. 1115/1120-C

. 1200

）, 

（B
repols P

b., 2007
）.

（
16
） T

hom
as E

dw
ard S

crutton, “R
om
an L

aw
 in G

lanvill”, in T
h

e In
flu

en
ce of th

e R
om

an
 L

aw
 on

 th
e L

aw
 of E

n
glan

d, 

（C
am
bridge, 1885

）, pp. 74-77.

（
17
） 

T
ractatu

s d
e L

egibu
s et C

on
su

etu
d

in
ibu

s R
egn

i A
n

glie qu
i G

lan
villa vocatu

r, X
, 3; G

lanvill edited. G
. D
. G
. H
all 

（L
ondon, 1965

）, p. 117-8.

ホ
ー
ル
に
よ
る
同
所
の
前
書
き
解
説H

all, Ibid, p. xxxvii-viii.

も
参
照
せ
よ
。

（
18
） G

lanvill by H
all, p. 117.

（
19
） F

or usury see G
lanvill V

II, 16, by H
all, p. 89, 117, 124.

cf. R
. H
. H
elm
holz, “U

sury and the m
edieval E

nglish C
hurch courts”, S

pecu
lu

m
, 61 

（1986

）, pp. 364-80.

（
20
） F

rancis D
e Z
ulueta and P

eter S
tein, T

h
e T

ea
ch

in
g of R

om
a

n
 L

a
w

 in
 E

n
gla

n
d

 a
rou

n
d

 1200, S
eld

en
 S

ociety 

S
u

pplem
en

tary S
eries V

ol. 8, 

（L
ondon, 1990

）.

こ
の
文
献
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
初
の
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
論
ず
る
時
、
不
可
欠
で
あ
る
。

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
出
版
以
前
に
一
九
六
一
年
に
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
り
当
時
の
ロ
ー
マ
、
カ
ノ
ン
法
と
の
比
較
研
究
が
存
在
す
る
。H

ort 

K
aufm

ann, ‘C
ausa debendi’ und ‘causa petendi’ bei G

lanvill sow
ie im

 R
öm
ischen und kanonischen R

echt seiner Z
eit, 17 T

rad
itio 

（1961

）, p. 107.

（
21
） G

lanvill by H
all, p. 1.

（
22
） D

e Z
ulueta and S

tein, Ibid, p. 1.



中
世
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（
菊
池
）

一
八
九

（
23
） H

erm
ann K

antorow
icz, B

racton
ian

 problem
s: bein

g th
e n

in
th

 lectu
re on

 th
e D

avid
 M

u
rray fou

n
d

ation
 in

 th
e U

n
iversity 

of G
lasgow

, 

（G
lasgow

, 1941

）.
（
24
） H

enry S
um
ner M

aine, A
n

cien
t L

aw
 Its C

on
n

ection
 w

ith
 th

e E
arly H

istory of S
ociety, an

d
 Its R

elation
 to M

od
ern

 Id
eas, 

（L
ondon, 4

th ed., 1870

）, p. 82.

‘A
nd to take a phenom

enon of sm
aller interest, it assists us, though only partially, to understand the plagiarism

s of B
racton. 

T
hat an E

nglish w
riter of the tim

e of H
enry III should have been able to put off  his countrym

en as a com
pendium

 of pure 

E
nglish law

 a treatise of w
hich the entire form

 and third of the contents w
ere directly borrow

ed from
 the C

orpus Juris, and 

that he should have ventured on this experim
ent in a country w

here the system
atic study of R

om
an L

aw
 w
as form

ally 

proscribed, w
ill alw

ays am
ong the m

ost hopeless enigm
as in the history of jurisprudence.’

（
25
） F

. W
. M
aitland, S

elected
 P

assages from
 th

e w
orks of B

racton
 an

d
 A

zo, S
eld

en
 S

ociety V
olu

m
e V

III 

（L
ondon, 1895

）.

（
26
） K

arl G
üterbock, B

racton
 an

d
 h

is relation
 to th

e R
om

an
 law

: A
 con

tribu
tion

 to th
e h

istory of th
e R

om
an

 law
 in

 th
e 

m
id

d
le age, 

（P
hiladelphia, 1865

） translated from
 G
erm
an original 

（1861

） by B
rinton C

oxe.

（
27
） F

ritz S
ultz, C

ritical S
tudies on B

racton’s T
reatise, 54 L

aw
 Q

u
artrely R

eview
 

（1943

）, pp. 172-180; F
ritz S

ultz, B
racton 

and R
aym
ond de P

eñafort, 56 L
aw

 Q
u

artrely R
eview

 

（1945

）, pp. 286-92. C
f. C
harles D

uggan, T
w

elfth
-cen

tu
ry d

ecretal 

collection
s an

d
 th

eir im
portan

ce in
 E

n
glish

 h
istory, U

n
iversity of L

on
d

on
 H

istorical S
tu

d
ies vol. 12 

（L
ondon, 1963

）.

（
28
） 

本
書
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
書
が
再
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

T
heodore F

rank T
hom
as P
lucknett, A

 con
cise h

istory of th
e com

m
on

 law
, 

（1929

）, p. 257.

‘M
anuscripts of G

lanvill continued to be copied as usuful book for the next hundred years-even after B
racton’s m

uch larger 

（but m
uch m

ore costly and diffi  cult

） treatise available. A
ttem
pts to re-edit G

lanvill seem
 never to have got beyound the stages 

of private experim
ents w

hich did not reach the general public-at least, in E
ngland: in S

cotland, how
ever, a m

uch revised 

version of G
lanvill becam

e infl uential under the  title of its opening w
ords, R

egiam
 M
aiestatem

.’



一
九
〇

（
29
） H

. G
. R
ichardson, “R

om
an L

aw
 in the R

egiam
 M
aiestatem

”, Ju
rid

ical R
eview

, 67 

（1955

）, pp. 155-87; H
. G
. R
ichardson, 

B
racton

: th
e problem

 of h
is text, S

eld
en

 S
ociety S

u
ppl. S

er. II 

（1965

）, p. 18.
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
同
書
で
は
ア
ゾ
、
タ
ン
ク
レ
ッ
ド
、
ペ
ニ
ャ
フ
ォ
ー
ル
と
い
っ
た
よ
う
に
ブ
ラ
ク
ト
ン
と
同
じ
ソ
ー
ス
が
使
わ
れ
て
る
と
論

じ
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
そ
の
意
味
で
同
じ
学
派
に
属
し
て
い
る
と
論
じ
た
が
、
シ
ュ
タ
イ
ン
はR

egiam
 M
aiestatem

の
ソ
ー
ス
は
ト
ラ
ー
ノ
の
ゴ
フ

レ
ー
ド
ゥ
スG

off redusof T
rano

のS
um
m
a D
ecretalium

で
あ
り
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
に
と
っ
て
は
使
用
に
は
若
干
遅
す
ぎ
そ
の
意
味
で
ブ
ラ
ク
ト

ン
は
特
異unique
で
あ
る
と
す
る
。

P
. S
tein, R

om
an

 L
aw

 an
d

 E
n

glish
 Ju

rispru
d

en
ce Yesterd

ay an
d

 T
od

ay: A
n

 In
au

gu
ral L

ectu
re by P

eter S
tein, 25pages, 

（C
U
P
: C
am
bridge, 1969

）, note 3.

（
30
） B

racton, D
e L

egibu
s et C

on
su

etu
d

ion
ibu

s A
n

gliae ed. G
. E
. W
oodbine and S

. E
. T
horne 

（1968-77

）, vol. II, p. 282.

（
31
） A

ndré-Jean A
rnaud, L

es origin
es d

octrin
ales d

u
 C

od
e civil fran

çais, 

（P
aris, 1969

）, S
ec. II, n. 1. L

a transform
ation du 

plan des <<Institutes>>, pp. 130-134; P
eter S

tein, “T
he F

ate of Institutional S
ystem

”, in H
u

ld
igin

gsbu
n

d
el P

au
l van

 

W
arm

elo, eds. J. van der W
estthuizen, P

. J. T
hom
as, et als, 

（P
retoria, 1984

）, pp. 218-27.

（
32
） B

racton by T
horne, vol. II, p. 283.

（
33
） T

oshiya K
ikuchi, “T

he doctrine of ‘causa’ in the ‘Ius C
om
m
une’ and the theory of consideration in the C

om
m
on L

aw
” 

（L
ondon, 1998

） L
L
M
 T
hesis at U

. C
. L
.

（
34
） B

racton by T
horne, vol. II, p. 283.

（
35
） A

. W
. B
. S
im
pson, A

 H
istory of th

e C
om

m
on

 L
aw

 of C
on

tract: T
h

e R
ise of th

e A
ction

 of A
ssu

m
psit, 

（O
xford, 1975

）, p. 

343.



【
政
経
研
究
所
】





ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
に
関
す
る
一
考
察
（
倉
島
）

一
九
三

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
に
関
す
る
一
考
察

倉　
　

島　
　
　
　
　

隆

☆
目
次

○
序
論

第
一
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
前
提
と
し
て
の
法
の
支
配
と
主
権

第
二
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
理
論

第
三
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
古
代
の
知
恵
に
お
け
る
主
な
共
和
国

第
四
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵

○
結
論



一
九
四

○
序
論

二
〇
一
一
年
に
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
理
論
研
究
に
お
い
て
久
方
振
り
に
刺
激
的
な
論
説
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ラ

ヴ
ェ
ッ
ト
に
よ
る
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
法
の
支
配
（
1
）

」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
八
年
の
Ｇ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
著
「
政
体
の
平
和
の
回
復

（
コ
モ
ン
ロ
ー
の
危
機
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ハ
リ
ン
ト
ン
の
応
答
）」
と
Ｊ
・
Ｃ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
著
「
不
平
等
な
共
和
国
に
お
け
る
平
等
（
ハ
リ

ン
ト
ン
の
共
和
主
義
と
平
等
の
意
味
（
2
）

）」
と
い
っ
た
優
れ
た
、
論
文
以
来
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
思
想
に
お
け
る
基
盤
的
問
題
を
扱
う
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
論
文
は
、
自
ら
の
大
胆
な
問
題
提
起
に
し
て
自
ら
の
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
論
文
は
、
ま
ず
自
ら
の
論
理
を
簡
明
に
示
す
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
ハ
リ
ン
ト
ン
の
全
て
の
読
者
が
「
財
産
（property

）
が
統
治
の

基
礎
で
あ
る
」
と
言
い
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
論
が
政
治
思
想
へ
の
彼
の
中
心
的
に
し
て
最
も
耐
久
力
を
も
つ
貢
献
で
あ
る
と
解
釈
す
る
（
3
）

と

い
う
要
点
か
ら
始
め
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
政
治
理
論
分
野
に
お
い
て
財
産
権
の
重
要
性
を
強
調
す
る
位
置
づ
け
を
確
認
す

る
。
続
い
て
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
は
、
最
も
広
範
な
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
の
大
部
分
が
、
こ
の
標
準
的
読
解
の
中
で
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例

え
ば
、「
彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
経
済
学
的
解
釈
の
正
確
さ
と
奥
深
さ
、
或
い
は
彼
の
政
治
制
度
の
機
構
的
説
明

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

が
市
民
的
有
徳
の
共

和
主
義
的
説
明
に
取
っ
て
代
っ
た
範
囲
と
い
っ
た
、
派
生
的
争
点
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
（
4
）

」
と
し
て
、
従
来
の
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
の
問
題

点
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
そ
の
中
核
的
論
点
な
い
し
問
題
点
﹇
例
え
ば
、
法
の
支
配
﹈
を
避
け
て
い
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
「
未
完
」
と
し
て
表
現
す
る
。
し
か
し
彼
は
、「
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
主
要
な

反
対
者
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
を
選
択
す
べ
き
理
由
に
つ
い
て
こ
の
読
解
に
お
い
て
当
惑
さ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
彼
は
、
そ
の

法
の
支
配
に
つ
い
て
バ
ー
ジ
ェ
ス
ら
の
前
記
の
論
文
の
長
所
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
自
ら
「
そ
の
標
準
﹇
通
説
﹈
的
読
解
の
不
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五

完
全
さ
を
例
示
す
る
た
め
に
、『
オ
シ
ア
ナ
』
の
比
較
的
無
視
さ
れ
た
局
面
を
検
討
す
る
（
5
）

」
と
主
張
す
る
。

ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
て
彼
の
先
行
研
究
に
対
す
る
長
所
と
短
所
を
示
し
つ
つ
、
自
ら
の
「
法
の
支
配
」
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
な

る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
中
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
古
代
の
知
恵
」
と
「
近
代
の
知
恵
」
の
解
釈
の
不
十
分
性
を
指
摘
す
る
部
分
も
列
挙
す
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
あ
る
研
究
が
誤
っ
て
「
古
代
の
知
恵
を
混
合
政
体
と
同
一
視
し
、
近
代
の
知
恵
を
封
建
主
義
と
同
一
視
」
す
る
（
6
）

と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
を
真
摯
に
受
け
と
め
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
二
つ
の
統
治
原
理
論
に
お
け
る
「
知
恵
」
解
釈
を
整
理
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
ま
ず
そ
の
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
通
説
批
判
に
そ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
基
礎
概
念
で
あ

る
「
法
の
支
配
と
主
権
」
を
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
理
論
の
文
脈
な
い
し
前
提
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
前

提
と
し
て
、
彼
の
理
論
枠
組
み
と
し
て
の
「
古
代
の
知
恵
」
と
「
近
代
の
知
恵
」
を
検
討
す
る
。

（
1
） F

rank L
ovett, ‘H

arrington’s E
m
pire of L

aw
’, P

olitical S
tu

d
ies, 2012 

﹇2011

﹈, V
ol.60, pp.59-75.

彼
は
、
以
下
の
著
書
を
最
近
刊
行
し
て
い
る
。F

.L
ovett, A

 G
en

eral T
h

eory of D
om

in
ation

 an
d

 Ju
stice, O

xford, 2010.

（
2
） G

len B
urgess, R

epacifying the P
olity: T

he R
esponses of H

obbes and H
arrington, and J.C

.D
avis, E

quality in an unequal 

com
m
onw
ealth: Jam

es H
arrington’s republicanism

 and the m
eaning of equality, I.G

entles, J.M
orrill and B

.W
orden 

（eds.

）, 

S
old

iers, W
riters, an

d
 S

tatesm
en

 of th
e E

n
glish

 R
evolu

tion, C
am
bridge, 1998.

わ
れ
わ
れ
は
、
後
者
の
論
文
に
つ
い
て
以
下
の
論
稿
で
言
及
し
て
い
る
。
拙
稿
「
Ｊ
．
ハ
リ
ン
ト
ン
の
平
等
な
共
和
国
（
な
い
し
自
由
国
家
）
の

一
考
察
」（『
政
経
研
究
』
第
四
八
巻
第
四
号
所
収
）。

（
3
） F
rank L

ovett, op.cit., 

﹇2011

﹈, pp.59-61.

（
4
） 

Ibid.

（
5
） 

Ibid.
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九
六

（
6
） 

Ibid., p.73. 

そ
の
標
的
と
し
て
彼
は
、
以
下
の
著
書
を
批
判
す
る
。A

rihiro F
ukuda, S

overeign
ty an

d
 S

w
ord

: H
arrin

gton
, H

obbes, 

an
d

 M
ixed

 G
overn

m
en

t in
 th

e C
ivil W

ars, O
xford, 1997.

第
一
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
前
提
と
し
て
の
法
の
支
配
と
主
権

法
の
支
配
論
は
、
周
知
の
如
く
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
制
の
議
会
主
権
と
と
も
に
二
大
原
理
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

一
般
に
い
か
な
る
権
力
も
法
に
含
ま
れ
た
手
続
き
、
原
理
、
及
び
制
限
に
よ
る
こ
と
を
除
き
、
行
使
し
得
ぬ
統
治
形
態
な
ど
で
あ
る
こ
と

を
含
意
す
る
。
こ
れ
は
、
近
代
の
国
家
権
力
か
ら
の
市
民
的
自
由
の
基
本
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
の
一
つ
と
関
わ
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で

の
一
七
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ハ
リ
ン
ト
ン
ら
の
議
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
と
も
関
連
す
る
が
、
権
力
の
集
中
を
含
意
す
る
近
代
国
家

の
主
権
権
力
の
形
成
状
況
を
背
景
と
す
る
。
従
っ
て
法
の
支
配
は
、
そ
の
国
家
の
物
理
的
強
制
力
に
関
わ
る
事
項
も
そ
の
文
脈
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ゆ
え
に
法
を
形
成
し
か
つ
修
正
す
る
の
は
国
家
政
府
で
あ
る
如
く
、
裁
判
官
を
任
免
す
る
も

の
は
、
国
家
政
府
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
わ
れ
わ
れ
は
、
本
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
文
脈
な
い
し
前
提
と
し
て
の
法
の
支
配
と
主
権
を
示
す
こ

と
と
な
る
。
本
節
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
主
権
論
者
に
し
て
法
の
支
配
論
者
で
あ
る
と
い
う
仮
説
の
下
で
論
を
進
め
る
。
確
か
に
ハ
リ
ン
ト

ン
は
、
法
の
支
配
（rule of law

）
に
つ
い
て
そ
の
文
字
通
り
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
文
章
な
ど
少
な
い
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン

は
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
（
共
和
国
）』
に
お
い
て
「
共
和
国
の
自
由
は
、
そ
の
法
の
支
配
（em

pire

）
か
ら
な
り
、
そ
の
欠
如
は
共
和
国
の
僭

主
の
強
欲
へ
と
移
り
、
こ
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
お
う
（
1
）

」
と
主
張
し
、
そ
の
共
和
制
下
に
お
け
る
市
民
の
自
由
の
基
本
に
そ
れ
を
据
え
て
い
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る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
法
の
支
配
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
彼
の
統
治
原
理
を
支
え
る
基
盤
を
構
成
す
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

本
節
は
、
ま
ず
そ
れ
を
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
及
び
主
権
的
﹇
法
的
﹈
終
結
と
の
関
連
で
捉
え
、
か
つ
彼
の
主
著
の
文
脈
の
中
で
確
認
し
よ

う
と
す
る
。

周
知
の
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
刊
行
目
的
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
君
主
制
が
崩
壊
し
た
理
由
を
説
明
し
、
か
つ
特
に

よ
り
適
切
な
政
体
が
そ
の
地
位
の
構
成
を
可
能
に
す
る
原
理
を
置
く
た
め
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
ら
の
任
務
を
遂
行
す
る
と

き
、
ホ
ッ
ブ
ズ
及
び
立
憲
主
義
的
王
政
主
義
者
達
と
同
様
な
主
権
的
終
結
﹇
決
定
﹈
及
び
法
の
支
配
の
上
に
構
築
す
る
よ
う
に
進
め
る
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
全
て
が
類
似
な
そ
れ
ら
の
基
礎
の
上
に
構
成
し
た
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
結
果
と
し
て
そ
の
構
造
は
、
相
互
に
全

く
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
幾
つ
か
の
価
値
﹇
例
え
ば
、
法
の
支
配
や
平
和
の
維
持
﹈
を
共
有
し
た
が
、
特

定
の
理
論
（
例
え
ば
、
共
和
主
義
）
を
共
有
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
2
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
観
か
ら
措
定
し
て
い
く
。

確
か
に
彼
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
如
く
主
権
論
者
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
明
確
に
ホ
ッ
ブ
ズ
を
評
価
し
た
。
だ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

主
権
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
必
要
な
法
学
用
語
へ
と
、
自
ら
の
平
等
な
共
和
国
の
定
義
を
変
換
す
る
努
力
を
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
権
論
の

如
く
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
主
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
そ
の
『
立
法
の
技
術
（T

h
e A

rt of L
aw

givin
g

）』
で
、「
究
極
的
結
果
が
存
在

す
る
と
こ
ろ
で
、
主
権
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
誰
が
疑
う
の
か
。
そ
し
て
オ
シ
ア
ナ
の
究
極
的
結
果
は
、
民
会
な
い
し
代
議
院
に

あ
る
（
3
）

」
と
。
さ
ら
に
彼
は
『
政
治
の
体
系
（A

 S
ystem

 of P
olitics

）』
の
司
法
部
門
形
態
に
関
す
る
章
で
「
自
由
裁
量
的
権
限
は
、
法
に

従
っ
て
、
三
種
か
ら
な
り
、
法
形
成
、
法
の
変
更
、
法
の
廃
止
、
或
い
は
法
解
釈
か
ら
な
り
、
そ
れ
は
主
権
権
力
に
属
す
る
（
4
）

」
と
も
述
べ



一
九
八

た
。
こ
れ
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の
明
確
な
主
権
言
説
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
想
の
共
和
制
は
、
周
知
の
如
く
、
上
部
構
造
な
い
し
三
水
準
（
討
議
し
提
案
す
る
「
元
老
院
」、
決
議
す
る
「
民
会
」、
及

び
市
民
選
挙
を
通
じ
て
の
公
職
輪
番
制
の
「
統
治
官
部
」）
を
表
わ
す
こ
と
に
よ
る
、
平
等
な
農
地
法

・

・

・

・

・

・

に
基
づ
く
統
治
政
体
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に

ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
は
、
そ
の
全
体
の
活
動
な
い
し
国
民
﹇
市
民
﹈
全
体
に
含
む
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
マ

シ
ュ
ー
・
レ
ン
（M

.W
ren

）
と
の
議
論
で
主
権
が
多
数
者
（
民
会
な
い
し
代
議
院
）
に
あ
り
、
元
老
院
に
な
い
く
ら
い
ま
で
近
く
な
る
（
5
）

。
し

か
し
な
が
ら
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
原
理
へ
の
傾
向
は
、
そ
れ
が
次
の
自
ら
の
基
礎
で
あ
る
主
権
的
終
結
（closure

）
原
理
の
評
価
の
基

盤
を
置
く
。

わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
の
終
結
事
項
へ
と
移
る
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
古
来
の
立
憲
制
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
当
時
の
行
き
渡
る
理
論
で
あ
る
そ
れ
が
も
つ
失
敗
な
い

し
そ
の
試
み
の
限
界
を
示
す
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
理
解
も
表
わ
す
。
例
え
ば
、
彼
は
そ
の
『
政
治
的
格
言
（A

ph
orism

s P
olitical

）』

に
お
い
て
「
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
制
は
、
武
力
に
よ
る
よ
り
も
法
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
不
完
全
な
い
し
有
効
で
な
い

法
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
6
）

」
と
も
い
っ
た
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
特
に
護
国
卿
制
統
治
が
武
力
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

『
格
言
』
に
よ
れ
ば
、「
法
に
よ
る
統
治
と
武
力
に
よ
る
統
治
の
相
違
を
感
じ
た
、
国
民
﹇
市
民
﹈
は
い
つ
も
法
に
よ
る
統
治
を
望
み
、
武

力
に
よ
る
統
治
を
嫌
う
だ
ろ
う
（
7
）

」
と
い
っ
た
法
に
よ
る
支
配
観
を
と
っ
て
い
た
。
確
か
に
用
語
上
法
に
よ
る
統
治
と
法
の
支
配
は
異
な
る

が
、
人
の
支
配
で
な
い
こ
と
や
、
恣
意
的
支
配
﹇
武
力
に
よ
る
も
の
で
な
い
な
ど
も
含
む
﹈
で
な
い
と
い
う
意
味
な
ど
で
内
容
上
同
じ
で

あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
Ｇ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
が
論
じ
る
如
く
、
古
来
の
立
憲
制
は
、
不
安
定
な
統
治
で
あ
っ
た
が
、

人
々
の
た
め
の
平
和
維
持
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
人
々
が
直
面
し
た
任
務
は
、
安
定
し
た
法
の
統
治
が
存
在
し
得
る
平
和
な
政
体
に
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基
づ
き
、
か
つ
そ
れ
に
基
づ
き
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
故
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
思
想
は
、
こ
う
し
た
目
的
へ
と
向
け
ら
れ
た
の

で
あ
る
（
8
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
的
終
結
論
理
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
『
国
民
協
約
（A

greem
en

t of th
e P

eople

）』
の
注
釈
で
強
調
的
に
主
張
さ
れ

た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
国
民
協
約
』
が
至
高
な
代
表
な
い
し
議
会
の
立
法
権
か
ら
幾
つ
か
の
事
項
を
保
留
し
た
と
説
く
。
彼
は
、
そ
の

『
協
約
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
代
表
者
達
が
幾
つ
か
の
こ
と
で
「
そ
の
民
会
が
武
力
で
彼
ら
に
抵
抗
し
得
る
こ
と
を
除
き
、
主
権
権
力
を

も
つ
（
9
）

」
と
い
う
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
注
釈
し
た
。

「
そ
の
第
一
は
矛
盾
で
あ
り
、
次
は
あ
か
ら
さ
ま
な
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
。
主
権
権
力
が
君
主
制
自
体
に
お
け
る
ほ
ど
全
体
的
に
し
て

絶
対
的
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
結
局
統
治
な
ど
あ
り
得
な
い
。
共
和
国
の
大
義
で
あ
る
の
は
主
権
権
力
の
制
限
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な

諸
階
級
の
均
衡
な
い
し
気
構
え
（libration or pose of orders

）
で
あ
る
。
即
ち
、
統
治
を
侵
略
し
た
り
、
或
い
は
権
力
を
も
ち
得
る
利
益

を
有
す
る
、
人
々
の
数
に
お
い
て
同
じ
で
あ
り
得
ず
、
か
つ
そ
う
し
た
こ
と
を
な
し
た
り
乱
し
た
り
す
る
利
益
を
も
ち
得
る
権
力
を
も
つ

人
々
の
数
で
も
あ
り
得
ぬ
よ
う
な
﹇
諸
階
級
の
均
衡
な
い
し
気
構
え
で
あ
る
﹈。
共
和
国
の
階
級
が
こ
の
格
言
（
そ
の
う
ち
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
の
こ
れ
は
、
何
も
も
た
ぬ
）
へ
と
近
づ
い
た
り
、
或
い
は
離
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
諸
階
級
は
よ
り
単
調
で
あ
る
か
或
い
は
混
乱
で
あ
る
（
10
）

」。

と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
民
主
制
的
権
力
（popular pow

er

）」
を
支
持
し
た
一
点
に
お
い
て
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
一
致
し
た
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
立
場
が
「
内
戦
の
種
」
を
ま
く
こ
と
を
否
定
し
た
。
彼
は
そ
の
代
わ
り
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

「
自
然
の
方
式
は
平
和
を
必
要
と
す
る
。
平
和
の
方
式
は
、
法
へ
の
服
従
を
必
要
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
議
会
に
よ
る
以
外
に
形

成
し
得
ぬ
。
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
、
完
全
に
民
会
（
国
民
代
表
議
会
）
と
な
る
。
民
会
で
形
成
さ
れ
た
法
は
、
時
に
は
恐
れ
得
る
し
、
或
い

は
だ
ま
し
得
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
民
の
（popular

）
法
の
総
計
は
共
和
国
に
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
11
）

」。



二
〇
〇

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
お
け
る
広
義
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
（
普
通
選
挙
制
以
前
の
民
衆
が

国
家
の
最
終
的
意
思
決
定
者
で
あ
る
と
い
う
思
想
）
世
界
観
を
共
有
し
て
い
る
と
み
な
す
。
こ
れ
は
、
最
終
的
決
定
権
が
国
民
な
い
し
民
衆
に

あ
る
と
い
う
「
広
義
の
民
主
制
」
な
い
し
「
思
想
と
し
て
の
民
主
主
義
」
と
同
じ
内
容
を
示
す
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
衆
に

国
家
的
権
威
の
基
盤
を
置
く
ウ
ィ
ッ
グ
の
思
想
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
王
権
神
授
説
に
対
抗
す
る
王

政
復
古
後
期
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ヴ
ィ
ル
に
つ
な
が
る
思
想
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。

と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
共
和
主
義
者
と
し
て
通
常
的
で
な
い
抵
抗
権
の
関
与
を
拒
否
す
る
。
こ
れ
は
、
ネ
ヴ
ィ
ル
と
同
様
に
そ
の

ウ
ィ
ッ
グ
的
思
想
傾
向
の
う
ち
の
一
つ
の
要
素
と
も
異
な
る
側
面
で
も
あ
る
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
抵
抗
と
暴
力
は
、
避
け
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
法
の
支
配
・
主
権
的
終
結
・
及
び
平
和
の
維
持
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
憲
法
構
造

・

・

・

・

を

生
み
だ
す
こ
と
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
立
憲
主
義
的
王
政
主
義
者
や
ホ
ッ
ブ
ズ
ら
と
と
も
に
基
本
的
な
理
念
類
型
を
共
有
す
る
。

バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
に
驚
い
た
よ
う
に
、
多
く
の
立
憲
主
義
的
王
政
主
義
者
達
の
如
く
か
く
し
て
思
え

さ
え
で
き
よ
う
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
王
座
は
、
正
し
い
基
礎
の
上
に
比
例
的
な
農
地
法
に
よ
っ
て
自
ら
の
足
を
固
定
す
る
た
ん
な
る

欠
如
を
通
じ
て

﹇
そ
れ
が
﹈
地
上
全
体
に
対
す
る
驚
き
の
見
世
物
で
あ
る
如
き
恐
怖
を
も
つ
に
至
っ
た
」
こ
と
を
嘆
く
が
、「
世
界

が
知
っ
て
い
る
人
々
の
自
由
に
最
も
寛
大
で
﹇
あ
っ
た
﹈
し
、
そ
の
自
由
に
つ
い
て
き
わ
め
て
多
年
に
わ
た
っ
て
最
も
侵
略
的
で
な
か
っ

た
（
13
）

」﹇
こ
と
に
驚
く
ご
と
く
﹈。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
古
来
の
立
憲
制
が
精
々
の
と
こ
ろ
自
由
に
役
立
っ
た
と
し
て
も
、
時
代
の
盛
衰

や
社
会
的
衰
退
に
よ
っ
て
台
無
し
に
さ
れ
た
と
そ
れ
を
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
論
と
前
出
の
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
法
の
支
配
論
と
と
も
に
こ
れ
ら
を
、
そ
の
文
脈
と
し
て
結
論
づ
け

て
み
よ
う
。
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一

ハ
リ
ン
ト
ン
が
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
議
論
を
枠
づ
け
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
法
の
支
配
﹇「
幻
想
」
説
﹈
批
判
に
対
し
て
、
そ
れ
が

単
に
幻
想
で
あ
る
ば
か
り
で
な
い
こ
と
を
示
す
問
題
で
あ
り
、
か
く
し
て
共
和
主
義
的
自
由
（
恣
意
的
支
配
か
ら
の
あ
る
種
の
独
立
）
は
、

不
可
能
で
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
モ
デ
ル
が
法
の
支
配
の
可
能
な
る
実
現
﹇
か
つ
ゆ
え
に
共
和
主
義
的
自
由
﹈
を

例
示
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
と
た
び
適
切
に
制
度
化
さ
れ
る
と
、
こ
の
遂
行
の
可
能
な
る
安
定
も
例
示
す
る
と
想
定
で
き
る
（
14
）

。
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に
つ
い
て
拙
稿
前
掲
で
論
及
し
た
。

（
10
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.657-658; G

.B
urgess, ibid.

（
11
） J.G
.A
.P
ocock, ed., ibid., p.660; G

.B
urgess., ibid.

（
12
） 

ウ
ィ
ッ
グ
的
思
想
傾
向
や
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
、
拙
著
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究

│
そ
の
『
プ
ラ
ト
ン
再

生
』
を
中
心
に

│
』（
三
和
書
籍
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
） J.H

arrington, T
h

e C
om

m
on

w
ealth

 of O
cean

a, J.G
.A
.P
ocock, ed., p.235; G

.B
urgess, p.223.



二
〇
二

（
14
） 

例
え
ば
、F

.L
ovett, ‘H

arrington’s E
m
pire of L

aw
’, pp.64-65, etc.

本
節
で
は
、
法
の
支
配
論
に
重
点
を
お
く
ゆ
え
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
法
を
適
用
し
か
つ
解
釈
す
る
機
関
を
担
う
裁
判
所
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
評
価
す
る
解
説
で
補
足
と
し
た
い
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
司
法
部
項
に
お
い
て
、「『
政
治

の
体
系
（A

 S
ystem

 of P
olitics

）』
と
い
う
王
政
復
古
後
す
ぐ
に
多
分
書
か
れ
た
著
作
で
法
の
適
用

・

・

・

・

と
連
想
さ
れ
た
、
一
般
原
理
に
関
す
る
最
も
簡
潔

に
し
て
鋭
い
説
明
を
与
え
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
期
待
し
得
る
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
法
全
て
が
一
立
法
者

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
、
本
質
的
に
制
定
法

・

・

・

で
あ
る
と
信
じ
た
」
と
説
く
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
司
法
部
に
よ
る
恣
意
的
権
力
よ
り
も
主
権

機
関
と
し
て
の
民
会
や
国
民
﹇
市
民
﹈
的
要
素
﹇
こ
こ
で
は
陪
審
制
な
ど
も
あ
げ
て
い
る
﹈
を
多
く
も
つ
も
の
に
よ
る
法
の
支
配

・

・

・

・

を
強
調
す
る
と
い
う
。

従
っ
て
彼
は
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
に
関
連
し
た
項
を
結
ぶ
。「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
司
法
制
度
の
説
明
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
今
ま
で
馴
染
み
な
特
徴

（
主
権
的
終
結
及
び
法
の
支
配
﹇
即
ち
、
適
法
過
程
に
よ
る
裁
判
で
あ
る
が
、
恣
意
的
権
力
の
移
り
気
に
よ
ら
ぬ
﹈）
を
か
く
し
て
明
ら
か
に
組
み
合
わ

せ
た
」
と
い
う
。
従
っ
て
「
究
極
的
に
主
権
者
﹇
こ
こ
で
は
民
会
を
意
味
す
る
﹈
は
、
か
く
し
て
秩
序
立
っ
た
法
執
行
﹇
適
用
﹈
を
破
る
こ
と
な
し
に

主
権
的
終
結
を
完
遂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
さ
な
裁
判
所
に
対
し
て
不
満
を
も
つ
人
々
が
訴
え
得
る
最
終
的
な
自
由
裁
量
的

・

・

・

・

・

・

・

・

・

﹇arbitrary

﹈
上
訴

・

・

裁
判
所

・

・

・

を
形
成
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（G

.B
urgess, ibid., pp.223-224

）。

第
二
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
理
論

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
文
脈
的
背
景
と
し
て
、
彼
の
法
の
支
配
と
主
権
論
と
を
概
観
し
て
き
た
。
本
節
で
は
わ
れ
わ
れ

の
主
題
で
あ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
統
治
原
理
は
、
農
地
法
﹇「
オ
シ
ア
ナ
の
固
有
の
領
土
内
に
あ

り
か
つ
存
在
し
、
か
つ
故
に
そ
の
権
力
が
多
数
者
か
ら
逸
脱
し
得
ぬ
よ
う
な
均
衡
に
お
い
て
、
土
地
財
産
を
述
べ
る
土
地
に
お
け
る
年
二

千
ポ
ン
ド
の
収
入
に
割
り
当
て
ら
れ
る
」
法
﹈
と
公
職
輪
番
制
﹇
九
二
年
版
の
二
三
四
頁
﹈
を
内
包
す
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
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中
で
の
古
代
の
知
恵
と
近
代
の
知
恵
に
焦
点
を
あ
て
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
政
治
理
論
の
概
観
全
体
を
示
す
『
オ
シ
ア
ナ
（
共
和
国
）』
の
「
序
文
（Introduction

）」
に
お
い
て
そ
の
全

四
部
か
ら
な
る
表
題
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

「
一
統
治
原
理
を
示
す
、
序
説
・

・

（T
he P

relim
inaries

）。
二
共
和
国
形
成
の
技
術
を
示
す
、
立
法
者
評
議
会

・

・

・

・

・

・

（C
ouncil of L

egislators

）。

三
こ
う
し
た
技
術
の
効
果
を
示
す
、
オ
シ
ア
ナ
共
和
国

・

・

・

・

・

・

・

﹇
憲
法
﹈
モ
デ
ル
。
四
そ
う
し
た
統
治
の
幾
つ
か
の
結
果
を
示
す
、
論
理
的
帰

・

・

・

・

結・
（
1
）

」。

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
定
め
よ
う
と
す
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
は
、
そ
の
第
一
部
に
主
に
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
二
部
﹇
な
い
し

章
﹈
か
ら
な
る
長
い
序
説
を
構
成
す
る
。
彼
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
理
想
的
共
和
国
の
基
盤
と
な
る
、
統
治
原
理
を
措
定
す
る
。
ま
ず
ハ
リ

ン
ト
ン
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
第
一
序
説
で
、「
ジ
ア
ノ
ッ
テ
ィ
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
最
も
優
れ
た
記
述
者
は
、
二
つ
の
時
代

に
、
一
連
の
統
治
全
体
を
分
け
る
（
2
）

」
と
説
き
起
こ
す
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
現
代
の
決
定
版
と
さ
れ
る
『
ハ
リ
ン
ト
ン
政
治
著
作
集
』
の
編
者
で
あ
る
Ｊ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、

『
著
作
集
』（P

isa, 1819

）
に
お
け
る
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
』
の
著
者
で
あ
る
Ｄ
・
ジ
ア
ノ
ッ
テ
ィ
の
区
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
タ

リ
ア
史
に
適
用
す
る
が
、
統
治
区
分
全
体
で
は
な
い
。
さ
ら
に
上
記
に
続
く
彼
の
著
述
の
思
想
は
、
ほ
ぼ
「
ハ
リ
ン
ト
ン
自
身
の
も
の
（
3
）

」

で
あ
る
と
説
く
。
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
早
速
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
す
る
古
代
の
知
恵
と
近
代
の
知
恵
に
関
わ
る
概
念
に
言
及
す
る
。

ロ
ー
マ
の
自
由
が
終
結
す
る
時
代
ま
で
が
、「
古
代
の
知
恵
の

方
向
な
い
し
支
配
（em

pire

）」
で
あ
っ
た
。
最
初
に
、
古
代
イ
ス

ラ
エ
ル
共
和
国
の
構
造
に
お
い
て
神
自
身
に
よ
っ
て
人
間
に
見
出
さ
れ
、
後
で
性
質
上
、
人
間
の
足
跡
か
ら
見
つ
け
ら
れ
、
か
つ
「
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
人
達
全
て
（
4
）

」
に
よ
っ
て
従
わ
れ
た
と
彼
は
説
く
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
大
筋
で
古
代
の
知
恵
の
時
代
を
古
代

イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
及
び
ロ
ー
マ
の
時
代
に
措
定
す
る
。



二
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ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
も
う
一
方
の
「
近
代
の
知
恵
」
と
い
う
統
治
の
時
代
に
論
を
進
め
る
。
そ
れ
は
、
古
代
の
知
恵
か
ら
近
代
の
知
恵
へ

の
移
行
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
除
き
、
当
時
に
お
い
て
、

「
こ
う
し
た
西
洋
の
諸
地
域
に
お
け
る
さ
ら
に
悪
化
す
る
統
治
の
悪
し
き
特
徴
に
よ
っ
て
世
界
の
様
相
全
体
を
歪
め
た
、
フ
ン
族
・
ゴ
ー

ト
族
・
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
・
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
族
・
及
び
サ
ク
ソ
ン
族
の
侵
入
」
に
よ
っ
て
、
市
民
の
自
由
を
根
こ
そ
ぐ
こ
と
で
、「
カ
エ

サ
ル
の
武
力
に
よ
っ
て
」
開
始
す
る
、
も
う
一
方
の
時
代
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
そ
の
浸
透
し
得
ぬ
状

況
に
よ
っ
て
野
蛮
人
達
の
手
を
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
目
を
「
古
代
の
知
恵
」
に
固
定
さ
せ
、
か
つ
自
ら
の
モ
デ
ル
を
超
え
て

さ
え
完
全
の
極
致
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
5
）

。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
を
か
な
り
高
く
評
価
す
る
論
調
を
示

す
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
説
き
起
こ
し
部
分
を
辿
っ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
定
義
へ
と
論
を
進
め
る
文
節
に
向
か
う
。

彼
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
二
つ
の
時
代
を
比
較
し
て
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
定
義
づ
け
れ
ば
、
或
い
は
古
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

に
よ
れ
ば
、「
統
治

は
、
市
民
﹇
政
治
﹈
社
会
が
共
通
の
権
利
な
い
し
共
通
の
利
益
の
基
礎
の
上
に
設
定
さ
れ
、
か
つ
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
技
術
・

・

で
あ
る
、

或
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
、
法
の
支
配
（em

pire

）
で
あ
っ
て
、
人
の
支
配
で
は
な
い
（
6
）

」
と
説
く
。

こ
の
文
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
統
治
を
古
代
の
知
恵
が
規
範
と
す
る
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
近
代
の
知
恵
は
、
わ

れ
わ
れ
が
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
法
の
支
配
に
よ
る
基
準
で
そ
れ
を
定
義
づ
け
る
。

こ
れ
と
対
照
的
な
も
の
と
し
て
後
者
の
時
代
の
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
。
近
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

に
従
っ
て
統
治
を
定
義
づ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、

「
あ
る
人
な
い
し
あ
る
小
数
の
人
々
が
一
都
市
国
家
な
い
し
国
家
を
、
そ
の
私
的
利
益
に
服
せ
し
め
、
か
つ
支
配
す
る
こ
と
に
よ
る
技
術

で
あ
り
」、
こ
れ
は
、
こ
う
し
た
事
例
に
お
け
る
「
法
が
一
人
な
い
し
少
数
の
家
族
の
利
益
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
法
の
支
配
で
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な
く
し
て
人
の
支
配
で
あ
る
（
7
）

」
と
言
い
得
る
。

続
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
ジ
ア
ノ
ッ
テ
ィ
の
二
つ
の
時
代
に
関
連
す
る
二
つ
の
定
義
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
次
の
二
つ
の
部
分
に
分

け
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
即
ち
、
第
一
期
は
、「
統
治
原
理
一
般
を
扱
い
」、
か
つ
古
代
人
達
に
従
っ
て
そ
れ
を
扱
う
。
第
二
期
は
、
特
に

後
の
オ
シ
ア
ナ
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
の
統
治
を
扱
い
、
か
つ
「
近
代
の
知
恵
（
8
）

」
の
原
理
に
従
っ
て
そ
れ
を
扱
う
。

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
二
つ
の
統
治
定
義
を
「
二
つ
の
時
期
」
に
分
け
る
も
の
に
従
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ

を
補
足
す
る
。「
古
代
の
知
恵
」
期
は
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
・
ギ
リ
シ
ャ
・
及
び
ロ
ー
マ
の
時
代
と
し
て
区
分
し
、
法
の
支
配

・

・

・

・

を
第
一
次
的
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
市
民
の
自
由

・

・

・

・

・

も
享
受
す
る
。
そ
の
例
外
と
し
て
こ
れ
に
含
め
る
の
は
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
共
和
国
で
あ
る
。「
近
代
の
知
恵
」
期
は
、
そ
の
市
民
の
自
由
が
失
わ
れ
、
か
つ
そ
の
自
由
の
喪
失
が
カ
エ
サ
ル
の
武
力
に
よ
っ

て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
、
か
つ
フ
ン
人
達
・
ゴ
ー
ト
人
達
・
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
達
・
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
人
達
・
及
び
サ
ク
ソ
ン
人
達
の
そ
の
地

域
へ
の
殺
到
に
よ
っ
て
彼
ら
の
自
由
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
人
の
支
配
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
枠
組
み
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
統
治
の
精
神
的
な
原
理
と
統
治
の
経
済
的
原

理
の
基
準
を
設
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
自
ら
の
理
論
を
よ
り
一
層
奥
深
い
も
の
に
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
オ
シ
ア
ナ
人
達
が
自
分
達
の
途
を
行
く
が
、
古
代
人
達
に
従
う
た
め
に
、「
統
治
原
理
は
、
次
の
二
つ
の
部

分
か
ら
な
る
。
一
方
は
、
対
内
的
善
な
い
し
精
神
の
善
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
対
外
的
善
な
い
し
財
産
の
善
」
で
あ
る
。
前
者
は
、

「
賢
明
﹇
な
知
恵
﹈・
知
恵
・
及
び
勇
気
な
ど
と
し
て
自
然
的
有
徳
な
い
し
得
ら
れ
た
有
徳
」
で
あ
る
。
後
者
は
、「
富
」
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
「
健
康
・
美
・
力
と
し
て
身
体
の
善
」
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
次
の
理
由
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
と
い
う
の
は
も
し

一
人
の
人
、
或
い
は
軍
隊
が
「
勝
利
な
い
し
絶
対
的
支
配
権
（em

pire

）」
を
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、「
被
征
服
民
が
自
然
的
力
・
美
・
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か
つ
健
康
を
よ
り
多
く
も
ち
得
る
」
が
、
彼
ら
の
自
然
的
健
康
・
美
・
或
い
は
知
力
に
よ
る
よ
り
も
彼
ら
の
「
規
律
・
武
力
・
及
び
武
勇

か
ら
多
く
生
じ
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
解
決
策
を
見
い
だ
せ
ぬ
（
9
）

」
か
ら
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
次
に
「
統
治
原
理
は
、
精
神
の
善
な
い
し
財
産
の
善
」
に
あ
る
と
い
う
。
精
神
の
善
に
は
、「
権
威
」
が
応

え
る
。
財
産
の
善
に
は
「
権
力
な
い
し
絶
対
的
支
配
権
」
が
応
え
る
と
説
か
れ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
ら
「
富
が

力パ
ワ
ー

で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
正
し
い
が
、「
知
恵
（prudence

）、
な
い
し
知
恵
の
評
判
が
力パ

ワ
ー

で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
誤
る
（
10
）

、

と
指
摘
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
人
間
の
学
識
な
い
し
知
恵
は
、「
正
し
く
権
威
で
あ
る
、
著
書
な
い
し
著
者
の
学
識
及
び
知
恵
と
同
様
に

も
は
や
権
力
を
も
た
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
は
説
く
。
学
識
あ
る
作
者
は
、
権
力
を
も
た
ぬ
が
、
権
威
を
も
つ
。
そ
し
て
愚

か
な
統
治
官
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
尊
敬
な
い
し
権
威
な
ど
も
た
ぬ
が
、「
権
力
を
も
ち
得
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
者
の
相
違
は
、「
リ

ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
エ
ヴ
ァ
ン
ド
ロ
ス
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
」。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
即
ち
、「
彼
は
権
力
よ
り
も
む

し
ろ
権
威
に
よ
っ
て
支
配
し
た
（
11
）

」
と
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
物
理
的
強
制
力
を
担
う
国
民
な
い
し
﹇
市
民
﹈
軍
を
第
一
次
的
に
念
頭
に
置
く
が
、
統
治
は
権
力
よ
り
も
権

威
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
権
威
と
権
力
の
徹
底
し
た
相
違
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と

の
差
別
化
を
な
し
た
。

（
1
） J.G
.A
.P
ocock, ed., Jam

es H
arrin

gton
: T

h
e C

om
m

on
w

ealth
 of O

cean
a and A

 S
ystem

 of P
olitics, C

am
bridge, 1992, p.7.

（
2
） J.G

.A
.P
ocock, ed., op.cit., p.8.

（
3
） 

Ibid.

（
4
） 

Ibid.
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（
5
） 

Ibid.
（
6
） 

Ibid.
（
7
） 

Ibid., p.9.

（
8
） 

Ibid., p.10.

（
9
） 

Ibid., pp.10-11.

（
10
） 

Ibid., p.11.

（
11
） 

Ibid.第
三
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の 
古
代
の
知
恵
に
お
け
る
主
な
共
和
国

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
古
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

の
内
容
を
備
え
た
共
和
国
モ
デ
ル
と
し
て
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ギ

リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
な
ど
を
そ
の
適
例
と
す
る
文
書
・

・

を
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
う
け
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
『
民
主
制
的
統
治
の

手
短
な
説
明
（
民
主
制
的
統
治
な
い
し
適
合
的
に
し
て
完
全
な
モ
デ
ル
が
形
成
し
得
、
か
つ
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
或
い
は
理
解
し
得
る
方
法
を
示

す
）』
と
い
う
文
書
に
そ
の
適
合
的
モ
デ
ル
（
1
）

を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
の
文
書
は
、
七
つ
の
共
和
国
モ
デ
ル
の
提
案
と
い
う

表
現
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
Ｃ
・
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
が
述
べ
る
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
「
古
代
」
が
よ
き
言
葉
を
意
味
し
、

か
つ
「
近
代
」
が
必
ず
し
も
よ
い
意
味
で
ば
か
り
に
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
2
）

。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
こ
の
七
つ
の
共
和
国
モ

デ
ル
の
う
ち
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
な
ど
の
共
和
国
事
例
に
つ
い
て
よ
き
「
古
代
の
知
恵
」
の
内
容
を
も
つ
そ
の
事
例
と

し
て
要
約
的
に
示
す
も
の
と
解
す
る
。



二
〇
八

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
文
書
の
「
序
」
に
お
い
て
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
﹇
オ
シ
ア
ナ
﹈
国
家
が
明
ら
か
に
次
の
「
二
つ
の
原
因
の
複
雑
な

絡
み
」
に
よ
っ
て
大
い
に
混
乱
さ
れ
か
つ
困
惑
さ
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
即
ち
、
第
一
に
、
こ
の
国
の
現
状
は
、
ま
さ
に
「
民
主
制
的
統

治
形
態
で
遂
行
し
得
ぬ
原
因
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
国
の
国
民
が
「
民
主
制
的
統
治
に
当
然
に
必
要
な
形
態
な
い
し
モ
デ
ル
」
が
何

で
あ
る
の
か
、
或
い
は
こ
の
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
使
用
へ
の
そ
の
適
合
の
た
め
に
「
こ
の
形
態
な
い
し
知
恵
に
お
け
る
必
要
を
理
解
し
得
る

人
が
き
わ
め
て
少
な
い
」
と
い
う
原
因
で
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
ら
の
欠
点
故
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
二
部
か
ら
な
る
手
短
な
言
説
な
い
し
説

明
に
よ
っ
て
「
解
決
策
を
提
示
」
す
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
民
主
制
的
統
治
な
い
し
共
和
国
形
態
な
い
し
モ
デ
ル
を
「
第

一
部
で
示
す
」
と
説
く
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
こ
で
「
七
つ
の
共
和
国
モ
デ
ル
を
大
ま
か
に
し
て
一
般
的
に
提
示
（
3
）

」
す
る
と
宣
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
彼
の
前
置
き
を
確
認
し
た
ゆ
え
に
、
古
代
の
知
恵
を
含
意
す
る
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
の
統
治

原
理
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
第
一
部
の
説
明
書
き
に
お
い
て
彼
は
、
こ
の
各
枠
組
み
に
お
け
る
そ
の
形
態
が
そ
の
ま
ま
で
は
、

「
そ
の
財
産
に
適
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
か
、
或
い
は
そ
の
財
産
が
力
な
く
し
て
他
国
で
実
際
的
で
あ
り
得
る
と
き
も
あ
る
が
、「
ほ
ぼ
実
際

的
で
な
く
、
変
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
枠
組
み
に
適
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
よ
き
「
一
つ

の
方
法
の
知
識
」
の
た
め
に
両
方
の
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
4
）

。

早
速
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
「
第
一
共
和
国
モ
デ
ル
提
案
」
と
し
て
の
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
を
示
す
。
と
い
う
の
は
前
節
で
示
し
た
そ
れ
は
、

古
代
の
知
恵
と
し
て
真
っ
先
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
知
識
人
達
が
一
七
世
紀
半
ば
の
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
聖
書
に
対
す
る
信
心
の
強
さ
の
反
映
で
も
あ
る
（
5
）

。
比
較
的
信
仰
が
薄
い
と
示
さ
れ
る
ネ
ヴ
ィ
ル
で
さ
え
、
ハ
リ
ン
ト
ン

と
同
様
な
聖
書
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
証
明
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
6
）

。
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﹈　

古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
オ
シ
ア
ナ
』
の
第
一
序
説
に
お
い
て
経
験
上
の
共
和
国
の
諸
範
疇
を
論
じ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
自
ら
自
然
か
ら
「
共
和
国
原
理
を
正
し
く
記
述
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
神
と
世
界
に
請
う
」
と
い
う
。
ハ
リ
ン

ト
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
の
構
造
に
お
い
て
「
神
に
」、
か
つ
「
普
遍
的
な
一
連
の
古
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

に
お
い
て
世
界
」
に
請
う
と
説
く
。

し
か
し
彼
は
、
同
じ
共
和
国
が
「
立
法
者
評
議
会
」
で
主
に
開
か
れ
る
点
で
、
そ
れ
ら
に
手
短
で
あ
る
が
今
言
及
し
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の

立
法
者
評
議
会
（
7
）

」
で
開
始
す
る
と
示
す
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
が
「
元
老
院
・
民
会
・
及
び
統
治
官
部
か
ら
な
る
（
8
）

」
と
措
定
す
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
聖
書
に

よ
っ
て
主
に
敷
衍
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
民
会
が
集
会
な
い
し
会
衆
で
あ
り
、
元
老
院
が
「
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
」
で
あ
り
、
か
つ
統
治
官

部
が
「
祭
司
達
と
レ
ビ
人
達
（
9
）

」
で
あ
る
と
説
く
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短
な
説
明
』
で
は
こ
れ
を
よ
り
要
約
的
に
述
べ
る
。
こ
の
共
和
国
は
、「
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹇
貴
族

の
下
の
階
級
﹈・
及
び
庶
民
（the people

）
が
共
和
国
」
に
彼
ら
の
土
地
全
て
を
放
棄
す
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
こ
の

庶
民
全
体
が
そ
の
土
地
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
庶
民
が
「
部
族
（tribes

）
と
呼
ば
れ
る
、
同
等
な
一
二
区
域
（precincts

）」
に
区
分

さ
れ
る
。
各
部
族
で
最
も
身
分
の
高
い
人
物
は
、
自
ら
の
部
族
の
君
主
の
世
襲
制
位
階
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
及
び
彼
の
相

続
者
達
に
年
約
「
一
万
ポ
ン
ド
」
を
与
え
さ
せ
る
。
各
部
族
に
お
け
る
部
族
の
君
主
下
で
の
次
位
の
高
位
階
を
有
す
る
他
の
「
一
〇
人
は
、

族
長
﹇patriarchs

﹈」
と
い
う
世
襲
制
位
階
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
い
は
長
老
達
の
う
ち
の
長
に
よ
っ
て
彼
ら
の
う
ち
の
各
々
に
、

か
つ
彼
ら
の
相
続
者
達
に
与
え
ら
れ
た
同
じ
も
の
で
年
約
「
二
千
ポ
ン
ド
」
を
与
え
さ
せ
る
と
い
う
。
四
八
の
町
々
及
び
そ
の
近
郊
を
除

き
、
残
り
の
土
地
部
分
が
「
抽
選
に
よ
っ
て
平
等
に
庶
民
全
体
」
に
配
分
さ
れ
る
。
い
か
な
る
部
族
の
君
主
や
族
長
他
の
も
の
が
そ
う
し
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た
方
法
で
そ
こ
の
彼
の
土
地
な
い
し
い
か
な
る
部
分
も
売
っ
た
り
或
い
は
譲
る
こ
と
は
、
違
法
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
理
由
で
ジ
ュ
ビ

リ
ー
﹇
五
〇
年
﹈
祭
で
あ
る
各
五
〇
年
に
、
そ
の
範
囲
内
で
の
土
地
全
て
は
、
古
き
所
有
者
な
い
し
適
法
な
相
続
者
に
売
ら
れ
、
或
い
は

譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は
適
法
で
あ
る
。
一
二
区
域
に
加
え
ら
れ
た
、
も
う
一
つ
の
部
族
﹇
レ
ビ
族
﹈
が
あ
る
。
こ
う
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た

こ
の
部
族
は
、
上
記
で
留
保
さ
れ
た
「
四
八
の
町
々
（
そ
れ
ら
は
、
近
郊
を
も
つ
﹇
即
ち
、
奥
行
き
二
、〇
〇
〇
腕
尺
で
あ
る
、
そ
れ
ら
の
各
々
に

土
地
量
を
も
つ
﹈）
を
除
き
」、
及
び
い
か
な
る
地
方
の
土
地
も
、
も
た
さ
れ
ぬ
。
こ
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
も
の
や
い
つ
も
彼
ら
の
相
続
者

を
定
め
る
。
本
来
の
献
納
概
念
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
全
体
の
十
分
の
一
税
の
他
に
、
他
の
献
納
が
今
違
反
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
本
来
の
献
納
下
で
一
人
当
た
り
毎
年
の
硬
貨
一
枚
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
部
族
は
こ
の
部
族
君
主
の
た

め
に
一
人
の
世
襲
制
大
主
教
な
い
し
高
位
の
司
祭
を
も
つ
聖
職
者
達
か
ら
な
る
。
神
に
よ
る
言
葉
の
法
な
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
神
の
言

葉
の
法
に
お
い
て
最
も
よ
く
熟
練
し
た
そ
の
聖
職
者
達
が
全
て
の
司
法
裁
判
所
、
全
て
の
統
治
官
職
、
及
び
職
務
で
あ
れ
選
出
で
き
る
（
10
）

。

終
身
で
そ
の
部
族
の
人
々
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
、
二
三
人
の
裁
判
官
か
ら
な
る
一
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
裁
判
所
と
と
も
に
部
族
の

君
主
か
ら
な
る
も
の
は
、
同
じ
統
治
で
あ
る
。
一
二
の
地
方
区
分
の
人
々
は
、
投
票
に
よ
っ
て
彼
ら
の
諸
部
族
間
で
賢
人
達
や
知
性
を

も
っ
た
人
々
を
選
出
し
、
か
つ
彼
ら
か
ら
終
身
で
七
〇
人
の
長
老
か
ら
な
る
共
和
国
全
体
の
元
老
院
を
構
成
す
る
。
各
地
方
部
族
は
、
月

毎
に
彼
ら
自
身
の
人
数
か
ら
、
二
、〇
〇
〇
人
を
選
出
す
る
。
全
部
で
「
二
四
、〇
〇
〇
人
」
に
達
す
る
こ
れ
ら
の
選
挙
は
、
首
府
な
い
し

首
都
で
集
ま
り
、
か
つ
毎
月
民
会
代
表
と
な
る
。
そ
の
元
老
院
は
、
神
法
の
判
決
を
示
す
権
限
に
よ
っ
て
、
他
の
全
て
の
裁
判
所
か
ら
の

常
設
上
訴
司
法
裁
判
所
と
な
る
。
神
法
の
他
に
「
七
〇
人
の
長
老
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
」、
か
つ
毎
月
の
民
会
代
表
に
よ
っ
て
「
決
定
さ

れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
国
法
」
と
な
る
（
11
）

。
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orks of Jam

es H
arrin

gton, 1977, p.583.
（
2
） 

例
え
ばC

.B
litzer, op.cit., pp.176-179, etc.

（
3
） J.G

.A
.P
ocock, ed., op.cit., p.584.

（
4
） 

Ibid.

（
5
） 

例
え
ば
、C

.B
litzer, ibid., pp.278-283, etc.

（
6
） 

例
え
ば
、
拙
著
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., p.25.

（
8
） 

Ibid.

（
9
） 

Ibid., pp.26-28.

（
10
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1977, ibid., pp.584-5.

（
11
） 

Ibid.

﹇
二
﹈　

ス
パ
ル
タ
共
和
国

わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
を
古
代
の
知
恵
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
示
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
オ

シ
ア
ナ
』
に
お
い
て
ス
パ
ル
タ
の
統
治
機
構
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。「
ス
パ
ル
タ
﹇
共
和
国
﹈
は
、
元
老
院
が
提
案
し
、
民
会
が
決

議
の
み
な
し
、
か
つ
そ
れ
は
決
し
て
討
議
せ
ず
（
そ
れ
は
、
こ
の
共
和
国
の
存
続
期
間
に
ま
で
長
引
く
過
程
で
あ
っ
た
）、
か
つ
二
人
の
国
王
、

エ
フ
ォ
ロ
イ
﹇
監
督
官
達
﹈
の
裁
判
所
、
及
び
多
様
な
他
の
執
行
官
達
（
1
）

」
か
ら
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短

な
説
明
』
に
お
い
て
「
第
三
の
共
和
国
モ
デ
ル
提
案
」
節
で
そ
れ
を
さ
ら
に
補
足
す
る
形
で
表
現
す
る
。
こ
れ
は
、
ス
パ
ル
タ
の
共
和
国



二
一
二

事
例
に
よ
っ
て
示
す
﹇
ト
ー
ラ
ン
ド
（
2
）

版
﹈。

「
貴
族
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹇
貴
族
の
下
の
階
級
﹈、
及
び
平
民
（the people

）
が
説
得
に
よ
っ
て
社
会
に
（public

）
自
ら
の
土
地
を
放
棄

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
領
土
全
体
が
十
万
の
同
等
な
区
画
」
へ
と
細
分
化
さ
れ
、
か
つ
二
つ
以
上
は
「
一
万
エ
ー
カ
ー
」
か
ら
各
々

が
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
下
位
の
区
画
は
、
平
民
な
い
し
国
民
に
配
分
さ
れ
る
。
区
画
を
所
有
す
る
各
人
は
、
市
民
で
も
あ
る
。

残
り
は
、
市
民
の
子
供
の
み
を
除
き
、
市
民
達
の
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ツ
（
使
用
人
達
）
で
あ
り
、
か
つ
市
民
達
の
た
め
の
土
地
耕
作
者
達
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
少
し
の
自
称
「
見
習
い
（students

）」
も
い
な
い
と
説
く
。
い
か
な
る
市
民
達
も
軍
隊
の
み
の
交
換
の
も
の
を
行
使
し
な

い
。
貨
幣
の
使
用
は
鉄
か
ら
つ
く
ら
れ
る
も
の
以
外
に
全
体
的
に
追
放
さ
れ
る
。
周
知
の
如
く
ス
パ
ル
タ
に
は
二
人
の
世
襲
の
国
王
が
い

る
。
そ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
し
た
一
万
エ
ー
カ
ー
区
画
の
一
部
を
所
有
す
る
。
彼
ら
は
、
一
回
き
り
の
投
票
に
よ
る
元
老
院
の
議
長

で
あ
り
、
か
つ
「
戦
時
に
は
軍
隊
指
揮
権
（
3
）

」
を
も
つ
。

国
王
の
他
に
民
会
に
よ
っ
て
終
身
で
選
出
さ
れ
た
「
二
八
人
の
上
院
議
員
か
ら
な
る
元
老
院
が
提
案
」
し
、
か
つ
同
じ
元
老
院
に
よ
っ

て
決
議
さ
れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
、
法
と
な
る
。
国
民
﹇
市
民
﹈
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
五
人
の
一
年
任
期
の
統
治
官
か
ら
な
る
裁
判
所

が
存
在
す
る
。
こ
の
裁
判
所
が
「
法
を
公
然
と
或
い
は
秘
密
裡
に
侵
し
、
或
い
は
統
治
を
侵
す
、
国
王
と
元
老
議
員
他
を
起
訴
す
る
権
限
（
4
）

」

を
も
つ
。

（
1
） J.G
.A
.P
ocock, ed., ibid., p.29.

（
2
） J.T

oland, ed., T
h

e O
cean

a an
d

 oth
er W

orks of Jam
es H

arrin
gton, 1747, pp.524-540.

（
3
） J.T

oland, ed., op.cit., pp.526-7. 

（
4
） 

Ibid., p.527.
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三

﹇
三
﹈　

古
代
の
ア
テ
ナ
イ
共
和
国

わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代
を
古
代
の
知
恵
期
と
し
て
前
記
の
ス
パ
ル
タ
と
と
も
に
示
す
も
の
に
移
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、『
オ
シ
ア
ナ
』
で
ア
テ
ナ
イ
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
ア
テ
ナ
イ
共
和
国
は
、「
元
老
院
議

会
が
提
案
し
、
民
会
が
決
議
し
、
か
つ
こ
の
民
会
が
し
ば
し
ば
討
議
も
す
る
（
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
国
の
崩
壊
の
原
因
で
あ
っ
た
）
も
の
か
ら

な
っ
た
。
そ
し
て
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
会
﹇
司
法
部
で
あ
る
元
老
院
﹈、
執
行
す
る
九
人
の
執
政
官
﹇
ア
ル
コ
ン
﹈、
及
び
多
様
な
他
の
統

治
官
達
か
ら
も
な
っ
た
（
1
）

」
の
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短
な
説
明
』
に
お
い
て
第
四
の
共
和
国
モ
デ
ル
提
案
を
要
約
す
る
。
こ
れ
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
そ
れ

で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
が
古
代
の
知
恵
を
そ
の
内
容
と
し
て
含
む
第
三
の
共
和
国
モ
デ
ル
と
示
す
。
彼
の
そ
の
文
書
の
中
で
は
最
も
短

い
も
の
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
（
2
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、「
五
、〇
〇
〇
人
か
ら
な
る
民
会
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。
彼
ら
は
抽
選
に
よ
る
「
四
〇
〇
﹇
マ
マ
﹈
人
か
ら
な

る
﹇
ビ
ー
ン
評
議
会
で
あ
る
﹈
元
老
院
、
及
び
一
年
任
期
の
九
人
の
君
主
か
ら
な
る
選
挙
に
よ
る
政
庁
」
を
選
出
す
る
。

元
老
院
の
各
四
分
の
一
は
、
そ
の
任
期
の
四
分
の
一
の
期
間
で
「
国
策
評
議
会
」
と
な
る
。
こ
の
評
議
会
は
、
元
老
院
を
招
集
し
得
る
。

こ
の
評
議
会
は
、
元
老
院
に
提
案
し
か
つ
民
会
に
提
案
で
き
る
。「
元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
る
も
の
、
及
び
民
会
に
よ
っ
て
決
議
さ

れ
る
も
の
は
、
法
」
と
な
る
（
3
）

。

（
1
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.28-29.

（
2
） J.T

oland, ed., ibid., p.527.

（
3
） 

Ibid.



二
一
四

﹇
四
﹈　

古
代
の
ロ
ー
マ
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
オ
シ
ア
ナ
』
に
お
い
て
古
代
ロ
ー
マ
共
和
国
の
統
治
機
構
を
要
約
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
代
の
知
恵
期
と
し
て

の
カ
ル
タ
ゴ
と
と
も
に
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
で
次
の
よ
う
に
記
す
。「
ロ
ー
マ
は
、
提
案
す
る
元
老
院
、
決
議
し
、
か
つ
（
そ

の
動
乱
を
も
た
ら
し
た
）
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
討
議
す
るconcio

即
ち
、
こ
の
民
会

・

・

か
ら
な
っ
た
。
そ
し
て
執
政
官
・
監
察
官
・
造
営
官
・

護
民
官
・
高
級
行
政
官
・
及
び
多
様
な
他
の
統
治
官
達
」
か
ら
な
っ
た
と
い
う
（
1
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
に
加
え
て
『
手
短
な
説
明
』
に
お
い
て
第
五
の
共
和
国
モ
デ
ル
と
し
て
ロ
ー
マ
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
古
代
の

知
恵
の
要
素
を
も
つ
最
も
典
型
的
な
共
和
国
と
し
て
上
記
の
如
く
、
ロ
ー
マ
の
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
。
早
速
本
項
で
そ
れ
を
確
認
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

彼
は
、
そ
こ
に
お
い
て
「
国
家
全
体
を
三
つ
の
特
有
な
階
級
（orders

）」
に
細
分
化
さ
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
元
老
院
階
級

な
い
し
貴
族
、
騎
士
階
級
な
い
し
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹇
貴
族
の
下
の
階
級
﹈、
及
び
「
平
民
階
級
な
い
し
市
民
（plebeian, or popular

）
階

級
」
で
あ
る
と
い
う
。
騎
士
階
級
は
、
共
和
国
の
騎
兵
隊
で
あ
り
、「
平
民
は
歩
兵
隊
」
で
あ
る
。
元
老
院
階
級
か
ら
な
る
、
元
老
院
が

あ
り
、「
終
身
任
期
で
三
〇
〇
」
人
の
議
員
か
ら
な
る
。
五
年
任
期
の
二
人
の
統
治
官
で
あ
る
「
監
察
官
（censors

）」
は
、
民
会
で
選
出

さ
れ
る
。
こ
の
監
察
官
は
、
元
老
院
か
ら
「
元
老
院
議
員
を
罷
免
」
し
、
か
つ
貴
族
な
い
し
、
と
き
に
は
か
く
す
る
こ
と
で
貴
族
に
さ
れ

る
「
平
民
を
元
老
院
に
選
出
す
る
権
限
・

・

」
を
有
す
る
。
執
政
官
は
元
老
院
議
長
で
あ
り
、
軍
の
指
揮
権
を
も
つ
。
元
老
院
（
彼
ら
が
状
況

を
判
断
す
る
如
く
）
は
、「
独
裁
官
」
を
一
人
と
し
て
短
期
間
に
指
名
し
得
る
。
こ
の
独
裁
官
は
、
自
ら
の
短
い
「
任
期
内
で
主
権
権
力
（
2
）

」

を
も
つ
。

国
民
全
体
の
区
分
は
、
そ
の
財
産
﹇estates

﹈
評
価
に
従
っ
て
六
階
級
へ
と
ど
ん
な
階
級
に
も
存
在
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
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ン
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一
考
察
（
倉
島
）

二
一
五

例
え
ば
、
第
一
階
級
﹇classis

﹈
は
、
一
人
に
二
千
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
者
全
て
か
ら
な
る
。
第
二
階
級
は
、
例
え
ば
二

千
ポ
ン
ド
以
下
で
年
千
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
者
全
て
か
ら
な
る
。
第
三
階
級
は
、
千
ポ
ン
ド
以
下
で
年
に
六
〇
〇
ポ
ン
ド

以
上
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
人
々
か
ら
な
る
。
第
四
階
級
は
、
六
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
で
年
三
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
を
も
つ
人
々
か
ら

な
る
。
第
五
階
級
は
、
前
の
割
合
以
下
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
人
々
全
て
か
ら
な
る
。
第
六
階
級
は
、
税
も
払
わ
ず
、
か
つ
土
地
も
も
た

ぬ
人
々
か
ら
な
り
、
彼
ら
は
軍
隊
に
仕
え
ぬ
（
3
）

。

こ
の
共
和
国
で
は
、「
元
老
院
が
法
全
て
を
提
案
」
し
、
民
会
が
そ
れ
を
制
定
へ
と
進
め
る
。
統
治
官
全
て
は
、
同
じ
も
の
に
よ
っ
て

選
出
さ
れ
る
。
こ
の
民
会
全
て
は
、
次
の
よ
う
な
方
式
で
五
つ
の
階
級
か
ら
な
る
。
即
ち
、
第
一
、
第
二
階
級
の
投
票
が
対
等
に
近
い
な

ら
ば
、
第
三
階
級
が
招
集
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
一
致
し
な
け
れ
ば
、
第
四
階
級
が
招
集
さ
れ
、
ゆ
え
に
残
り
の
も
の
も
同
様
で
あ
る
。
か

く
し
て
「
元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
か
つ
民
会
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
る
も
の
」
は
、
法
と
な
る
（
4
）

。

こ
の
枠
組
み
で
元
老
院
は
、
第
一
、
第
二
階
級
か
ら
な
る
貴
族
制
（
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
或
い
は
決
し
て
不
一
致
と
な
ら
ぬ
）
に
よ
っ
て
主
要

な
民
会
制
度
を
除
き
、
全
て
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
か
ら
元
老
院
と
次
の
よ
う
な
民
会
と
の
間
の
継
続
的
争
い
な
い
し
敵
対
を
引
き
起
こ
す
。

即
ち
、
民
会
は
、
協
議
す
る
こ
と
を
除
き
、
市
民
の
協
議
を
導
入
し
、
よ
り
多
く
の
投
票
の
平
等
制
度
で
部
族
に
よ
っ
て
、
或
い
は
教
区

に
よ
っ
て
の
如
く
、
他
の
会
議
方
式
を
設
定
し
、
彼
ら
自
身
の
統
治
官
達
を
選
出
し
、
元
老
院
な
い
し
貴
族
を
拘
束
す
る
命
令
を
形
成
し
、

貴
族
の
均
衡
を
弱
め
、
或
い
は
減
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴
族
の
権
限
を
変
え
よ
う
と
努
め
る
と
。
こ
れ
ら
全
て
は
、
騒
乱
的
に
し
て
統
治

の
変
更
を
も
た
ら
し
、
か
つ
ア
ナ
ー
キ
ー
に
よ
っ
て
こ
の
共
和
国
全
体
期
全
て
を
苦
し
め
て
い
た
ゆ
え
に
、
き
わ
め
て
多
様
な
形
態
下
で

し
ば
し
ば
諸
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
（
5
）

。
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﹇
五
﹈　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
前
記
の
如
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
そ
れ
を
古
代
の
知
恵
の
内
容
を
備
え
る
と
い
う
。
確
か
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
古
代

の
知
恵
の
時
代
に
必
ず
し
も
該
当
し
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
該
当
す
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で

は
わ
れ
わ
れ
は
、
第
五
の
モ
デ
ル
と
表
現
す
る
も
の
を
こ
の
範
疇
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
他
の
も
の
と
同
様
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
『
オ
シ
ア
ナ
』
で
要
約
的
に
言
及
す
る
。「
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
は
、
提
案
す
る
元
老
院
﹇P

regati

﹈、
及
び
時
に
は
決
議
も
す
る
大
評
議
会
な
い
し
民
会
か
ら
な
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
そ
の

結
果
は
、
立
憲
制
的
で
あ
る
。
そ
し
て
統
領
・
政
庁
・
監
察
官
・
十
人
会
・
四
十
人
会
・
及
び
他
の
統
治
官
」
か
ら
も
な
る
（
2
）

と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短
な
説
明
』
で
は
そ
れ
を
や
や
具
体
的
に
記
述
す
る
。
彼
は
、「
主
権
権
力
が
四
、〇
〇
〇
人
か
ら
選
出
さ

れ
た
」
人
々
に
、
か
つ
恒
久
的
に
彼
ら
の
相
続
者
が
授
け
ら
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
そ
う
し
た
四
千
人
か
ら
な
る
「
大
評
議
会
﹇great 

C
ouncil

﹈」
が
存
在
し
、
か
つ
二
五
歳
で
自
ら
の
息
子
達
が
同
じ
も
の
に
対
す
る
権
威
を
も
つ
と
述
べ
ら
れ
る
。
大
評
議
会
が
一
人
の
統

領
﹇D

uke

﹈
を
終
身
任
期
で
選
出
す
る
。
そ
の
統
領
は
「
国
費
に
よ
り
護
衛
を
も
ち
、
か
つ
一
年
に
一
、五
〇
〇
ポ
ン
ド
の
収
入
を
も
つ
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こ
と
に
よ
っ
て
統
領
宮
殿
に
充
て
さ
せ
、
か
つ
統
領
は
共
和
国
の
主
権
的
地
位
（
3
）

」
を
有
す
る
。

か
く
し
て
統
領
は
、
大
評
議
会
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
た
「
六
人
の
顧
問
官
」
を
も
つ
。
統
領
自
身
名
が
存
在
す
る
が
、
彼
の
名
の

み
で
は
い
か
な
る
文
書
に
署
名
さ
せ
る
権
限
も
も
た
ず
、
か
つ
自
ら
の
政
治
機
能
の
い
か
な
る
こ
と
も
果
た
す
権
限
も
も
た
ぬ
。
し
か
し

統
領
の
顧
問
達
は
、
統
領
名
で
い
か
な
る
文
書
に
も
署
名
さ
せ
る
権
限
を
も
ち
、
或
い
は
統
領
な
し
で
統
領
の
政
治
機
能
の
い
か
な
る
も

の
も
果
た
す
権
限
を
も
ち
、
こ
う
し
た
「
六
人
の
顧
問
官
達
と
と
も
に
統
領
」
は
、
共
和
国
政
庁
を
構
成
す
る
（
4
）

。

共
和
国
政
庁
が
そ
の
名
の
評
議
会
全
て
に
お
い
て
「
会
議
と
統
治
官
達
と
と
も
に
、
毎
年
選
挙
」
権
を
も
ち
、
各
々
な
い
し
彼
ら
の
い

か
な
る
も
の
に
も
共
同
し
て
、
或
い
は
幾
ら
か
の
も
の
の
い
ず
れ
か
で
提
案
権
を
も
つ
（
5
）

。

「
大
評
議
会
に
よ
っ
て
他
の
評
議
会
と
統
治
官
達
と
と
も
に
毎
年
選
出
さ
れ
た
一
二
〇
人
」
は
も
ち
ろ
ん
、
同
様
な
名
誉
が
彼
ら
に
属

し
て
お
り
、
そ
れ
は
元
老
院
で
あ
る
（
6
）

。

元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
か
つ
六
カ
月
任
期
で
大
評
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
「
一
六
人
の
他
の
統
治
官
達
」
は
、
評
議
会
と
は

別
で
あ
り
、
三
人
の
週
毎
の
「
監
督
官
﹇provosts
﹈
と
提
案
官
と
と
も
に
統
治
官
会
﹇college （7
）

﹈」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。

共
和
国
政
庁
﹇
最
高
執
行
機
関
﹈
は
、
統
治
官
会
を
招
集
で
き
、「
統
治
官
会
に
提
案
」
が
で
き
る
。
そ
の
統
治
官
会
は
、
元
老
院
を

招
集
で
き
、
か
つ
大
評
議
会
に
よ
っ
て
問
わ
れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
「
法
（
8
）

」
と
な
る
。

そ
こ
で
は
大
評
議
会
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
た
「
十
人
会
﹇council

﹈」
が
あ
る
。
こ
の
十
人
会
は
、
政
庁
及
び
統
治
官
会
の
う
ち

の
あ
る
者
と
と
も
に
、
同
様
な
「
会
議
と
選
挙
権
」
を
も
ち
、
時
に
は
こ
の
共
和
国
に
お
け
る
「
独
裁
官
権
力
」
を
行
使
で
き
る
（
9
）

。

共
和
国
の
支
配
権
下
で
市
民
の
残
り
が
武
装
解
除
さ
れ
、
か
つ
「
属
州
の
総
督
達
」
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
と
い
う
。
共
和
国
は 

規

律
や
給
与
に
お
い
て
外
国
人
な
い
し
他
の
者
か
ら
構
成
す
る
「
常
備
軍
」
を
も
つ
。
艦
隊
な
く
し
て
陸
軍
に
よ
る
と
同
時
に
、
艦
隊
に
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よ
っ
て
接
近
し
得
ぬ
様
式
で
都
市
国
家
が
存
在
し
、
海
上
に
基
盤
が
置
か
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
は
「
諸
属
州

及
び
傭
兵
軍
（
10
）

」
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
1
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1977, T

h
e P

olitical W
orks of Jam

es H
arrin

gton, 1977, p.588.

（
2
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., p.29.

（
3
） 

Ibid.

（
4
） 

Ibid.

（
5
） 

Ibid.

（
6
） J.G

.A
.P
ocock, ed., 1977, op.cit., p.589.

（
7
） 

Ibid.

（
8
） 

Ibid.

（
9
） 

Ibid.

（
10
） 

Ibid.第
四
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵

本
節
で
は
ま
ず
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
政
治
理
論
上
の
一
般
的
位
置
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ

は
、
今
ま
で
彼
の
原
典
の
詳
細
に
限
定
し
過
ぎ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
般
的
位
置
づ
け
を
通
じ
て
同
時
代
の
理
論

と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
特
徴
を
示
す
論
理
が
明
確
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
周
知
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
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に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
「
保
存
の
た
め
の
共
和
国
」
と
「
拡
大
の
た
め
の
共
和
国
」
基
準
に
よ
る
位
置
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
が
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
共
和
国
を
前
者
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
示
し
、
か
つ
ロ
ー
マ
の
そ
れ
を
「
拡
大
の
た
め
の
共
和
国
」
と
確
認
す
る
こ
と
に
関
わ

る
。
即
ち
、
前
者
の
も
の
は
、
そ
の
小
さ
な
人
口
、
及
び
そ
の
平
民
が
軍
隊
に
託
さ
れ
ぬ
国
家
を
も
つ
統
治
か
ら
な
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
そ
れ
は
、
高
度
な
対
内
的
静
穏
を
享
受
し
た
が
、
平
民
が
軍
隊
に
託
さ
れ
ぬ
故
に
、
対
外
的
に
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
ロ
ー
マ
の
そ
れ
は
、
国
内
で
動
乱
の
代
償
を
払
っ
た
が
、
数
多
く
の
人
々
に
武
器
を
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を
確
保
し

た
（
1
）

。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
拡
大
の
た
め
の
共
和
国
を
選
好
す
る
論
理
を
表
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
国
内
的
不
和
が
そ
の
平
民
﹇
民
衆
﹈
に
武
器
を
不
可
避
的
に
随
伴
さ
せ
る
と
い
う
主
張
を
拒
絶
し
た
。
彼

は
、
平
民
が
武
器
を
所
有
し
、
故
に
大
規
模
な
軍
事
力
を
保
有
す
る
こ
と
が
そ
の
不
正
義
の
犠
牲
で
あ
る
時
の
み
、
反
乱
を
増
す
と
宣
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
が
完
全
に
平
等

・

・

・

・

・

・

・

・

﹇
農
地
法
の
意
﹈
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
正
義
の
原
因
が
生
ぜ
ず
、
ゆ
え
に
正
し
く
構
成
さ
れ

た
統
治
は
、
完
全
な
安
全
に
よ
っ
て
そ
の
平
民
を
武
装
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
他
の
同
時
代
的
共
和
主

義
者
（
例
え
ば
、
シ
ド
ニ
ー
や
ネ
ヴ
ィ
ル
）
の
よ
う
に
武
装
的
市
民
と
広
義
の
民
主
制
﹇
即
ち
、
思
想
と
し
て
の
民
主
主
義
﹈
と
を
組
み
合

わ
せ
る
傾
向
を
も
つ
（
2
）

。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
武
装
的
市
民
論
が
そ
う
し
た
限
定
つ
き
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た

一
般
的
な
共
和
主
義
思
想
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
古
代
の
知
恵
の
内
容
を
示
す
共
和
国
に
つ
い
て
論
及
し
て
き
た
。
本
節
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の

「
古
代
の
知
恵
」
か
ら
「
近
代
の
知
恵
」
へ
の
移
行
論
を
検
討
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵
論
を
イ
ギ
リ
ス
立
憲

制
史
と
し
て
、
主
に
ゴ
ー
ト
的
均
衡
期
、
中
世
期
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
、
空
位
期
な
ど
と
し
て
検
討
す
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
の
第
二
序

論
の
冒
頭
で
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
。
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彼
は
、
ま
ず
「
近
代
の
知
恵
の
発
達
・
進
展
・
及
び
衰
退
を
」
示
そ
う
と
努
め
る
と
説
き
起
こ
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
既
に
示
さ
れ
た
如

く
、
こ
の
「
種
の
政
治
形
態
の
時
代
」
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
圧
倒
す
る
民
族
の
殺
到
か
ら
想
定
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

こ
の
帝
国
が
古
代
人
達
に
追
い
付
き
か
つ
ず
っ
と
把
握
で
き
た
は
ず
の
「
近
代
の
知
恵
の
大
部
分
な
い
し
立
憲
制
に
お
い
て
少
し
の
そ
の

外
見
も
存
在
し
な
い
」
よ
う
に
、「
必
要
と
す
る
も
の
を
挿
入
し
た
に
違
い
な
い
」
と
説
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
は
気

力
が
弱
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
力
と
刺
激
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
精
神
の
善
」
が
萎
え
、

そ
れ
に
替
わ
っ
て
武
力
的
に
し
て
激
情
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向
を
問
題
視
す
る
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
を
「
カ
エ
サ
ル
の
武
力

（
あ
の
幸
福
な
犯
罪
﹇felix scelus
﹈）」
に
よ
っ
て
刺
激
し
て
怒
ら
せ
る
、
ロ
ー
マ
の
皇
帝
達
の
「
忌
む
べ
き
支
配
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

の
嵐
の
中
で
ロ
ー
マ
共
和
制
と
い
う
船
は
、
あ
の
貴
重
な
も
の
を
自
ら
解
き
放
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
共
和
制
の
船
は
以
来
一
度

も
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
湾
」
に
お
け
る
以
外
に
船
首
を
現
わ
し
た
り
船
首
を
あ
げ
た
り
し
得
な
か
ろ
う
（
3
）

と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
古
代
の
知
恵
期
か
ら
近
代
の
知
恵
期
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
聖
書
に
お
け
る
言
葉
に
よ
っ
て
説
き
起
こ
す
。「
お

お
、
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
汝
の
悪
は
、
汝
自
身
か
ら
生
じ
る
の
だ
」
と
ロ
ー
マ
の
政
治
問
題
が
あ
る
如
く
、「
自
分
自
身
以
外
に
誰
も
傷
つ

け
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
モ
ラ
リ
ス
ト
達
の
言
葉
で
そ
れ
に
対
し
て
答
え
る
。
彼
は
、
有
名
な
ロ
ー
マ
の
農
地
法
が
侵
さ
れ
た
怠
慢
を
通
じ
て
、

贅
沢
の
巣
窟
の
中
で
な
し
、
か
つ
自
身
の
た
め
に
そ
し
て
子
孫
の
た
め
の
「
こ
の
上
な
き
自
由
の
宝
」
を
侵
し
た
（
4
）

と
表
現
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
人
達
の
農
地
法
は
、
二
種
類
か
ら
な
る
と
措
定
す
る
。
第
一
に
そ
の
土
地
は
、
植
民
地
に
言
及
す
る

こ
と
な
く
し
て
「
平
民
の
間
に
分
割
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
は
土
地
は
、
そ
の
所
在
を
変
え
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

ぬ
。
第
二
に
、
土
地
は
、
植
民
地
に
言
及
さ
れ
か
つ
植
民
地
の
状
態
に
よ
っ
て
平
民
に
分
割
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
土
地
は
そ
の
所
在
を
変

え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
か
つ
そ
の
都
市
に
そ
の
よ
う
に
課
さ
れ
た
土
地
に
自
ら
植
民
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
方
法
の
い
ず
れ
か
で
課
さ
れ
、
或
い
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
土
地
は
、「
三
種
類
」
か
ら
な
っ
た
。
第
一
に
、
敵
か
ら
得

ら
れ
、
か
つ
「
平
民
に
配
分
」
さ
れ
た
よ
う
な
土
地
で
あ
る
。
第
二
に
、
敵
か
ら
獲
得
さ
れ
か
つ
「
社
会
の
使
用
に
留
保
さ
れ
る
外
見
の

下
で
獲
得
さ
れ
た
」
よ
う
な
土
地
は
、「
貴
族
に
よ
っ
て
密
か
に
所
有
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
第
三
に
、「
配
分
さ
れ
る
た
め
に
公
金
に

よ
っ
て
買
わ
れ
た
」
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
提
供
さ
れ
た
法
の
う
ち
で
、
敵
か
ら
獲
得
さ
れ
、
或
い
は
公
金
で
買
わ
れ
た
土
地

を
分
割
し
た
も
の
は
、
決
し
て
い
か
な
る
係
争
も
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
貴
族
か
ら
彼
ら
が
纂
奪
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
か
つ

平
民
間
の
剣
の
買
い
取
り
を
分
割
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
よ
う
な
法
は
、
大
変
動
以
外
に
決
し
て
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
次
の
よ
う
な

貴
族
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
な
か
ろ
う
。
即
ち
、
そ
う
し
た
貴
族
は
、
自
ら
の
分
捕
り
品
を
保
存
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
で
膨
大
に
富

を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
民
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
分
有
を
徐
々
に
平
民
か
ら
凡
そ
買
い
取
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
共
和
国
の
均
衡
の
破
壊
」
と
い
う
こ
の
変
化
は
、
強
制
手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
を
覆
そ
う
と
努
め
た
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
に
よ
っ
て
認
識
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
改
革
者
達
の
努
力
は
、
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
陣
営
に
は
償
い
得
ぬ
欠
陥
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
（
そ
の
均
衡
が
民
衆
﹇the people
﹈
の
陣
営
に
移
行
す
る
オ
シ
ア
ナ
で
起
こ
っ
た
こ
と
﹇
彼
ら
は
貴
族
を
打
倒
し
て
い
る
﹈
と

全
く
逆
に
）
ロ
ー
マ
の
貴
族
は
、
ス
ラ
の
指
導
下
で
、
平
民
と
共
和
国
を
打
倒
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ス
ラ
が
征
服
地
の
（
今
敵
に
つ
い
て
で

は
な
く
、
市
民
に
つ
い
て
）
彼
ら
の
「
兵
士
の
四
七
軍
団
﹇legions

﹈
へ
の
彼
の
配
分
」
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
軍
事
植
民
地
の
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
継
続
的
君
主
制
の
基
礎
で
あ
っ
た
、
あ
の
新
し
い
均
衡

・

・

・

・

・

・

・

を
最
初
に
導
入
す
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
彼
が
常
設
的
独

裁
官
と
な
る
よ
う
に
な
り
、
同
様
な
力
で
地
位
を
継
承
す
る
方
法
は
、「
奇
跡
で
は
な
い
（
5
）

」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、

古
代
の
知
恵
期
か
ら
「
近
代
の
知
恵
期
へ
の
悲
劇
的
展
開
」
を
示
す
こ
と
と
な
る
と
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
（
6
）

に
よ
っ
て
説
か
れ
る
。

『
オ
シ
ア
ナ
』
の
第
二
序
説
は
、
引
き
続
き
ロ
ー
マ
帝
国
の
均
衡
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
継
続
的
皇
帝
が
（
ア



二
二
二

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
古
参
兵
達
の
配
分
に
よ
っ
て
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
や
カ
ッ
シ
ア
ス
を
打
倒
し
た
如
く
）
そ
の
兵
士
団
を
植
民
し
続
け
た
よ
う
な
方
法
で
、

そ
う
し
た
軍
事
植
民
地
は
、
も
し
彼
ら
が
「
封
土
兵
士
」
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
次
の
如
く
想
定
す
る
よ
う
な
も
の
か
ら

な
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
土
地
保
有
態
様
が
封
土
（
即
ち
、
兵
士
達
自
身
の
負
担
で
、
生
涯
及
び
戦
争
に
お
け
る
義
務
な
い
し
軍
役
条

件
に
よ
る
）
に
よ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
封
土
を
Ａ
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
は
、
同
じ
条
件
で
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
現
職
者
達
の
継

承
者
達
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
が
彼
ら
の
均
衡
を
与
え
た
領
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
事

例
に
よ
っ
て
八
千
人
事
項
で
あ
る
、
君
主
の
治
安
の
た
め
に
必
要
同
然
で
あ
っ
た
封
土
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら

の
陣
営
か
ら
切
り
離
し
た
が
「
近
衛
部
隊
」
と
呼
ば
れ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
部
隊
は
、
こ
の
種
の
政
体
に
既
に
観
察

さ
れ
た
治
癒
し
得
ぬ
欠
陥
に
よ
っ
て
そ
の
話
の
筋
に
お
い
て
見
出
し
得
る
、
彼
ら
の
主
人
達
の
う
ち
の
最
も
頻
繁
な
殺
害
者
で
あ
っ
た
と

皮
肉
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ロ
ー
マ
の
君
主
制
は
、
そ
れ
が
統
治
を
開
く
労
を
自
分
に
省
か
せ
る
「
オ
ス

マ
ン
ト
ル
コ
に
お
け
る
時
代
（
7
）

」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
「
ゴ
ー
ト
的
均
衡
」
論
へ
と
変
換
す
る
文
に
移
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お

け
る
統
治
の
基
本
的
不
安
定
は
、
そ
の
近
衛
部
隊
へ
の
皇
帝
の
依
存
に
よ
っ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
成
功
の
み
に
よ
る
が
、
ま
ず
は
克
服
し
た
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
近
衛
部
隊
は
、
他
者
に
対
す
る
彼
ら
の
主
人
に
よ
る
専
制
の
残
虐
な
執
行
者
で
あ
り
、
及
び
そ
の
主
人
に
対
す
る
特

有
な
自
分
達
に
よ
る
専
制
の
残
虐
な
処
刑
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
か
ら
継
続
し
た
故
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
大
帝
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
近
衛
部
隊
の
権
力
が
破
壊
さ
れ
、
か
つ
皇
帝
達
が
こ
の
ず
っ
と
以
前
に
「
他
の
支
持
方
法
を
見
出
し
た
（
8
）

」

に
違
い
な
く
例
示
し
た
と
い
う
。
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
式
が
「
傭
兵
と
し
て
の
ゴ
ー
ト
人
の
使
用
（
9
）

」
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
と
い
う
。
と
は
い
え
最
終
的
に
こ
の
便
法
は
、
初
期
の
近
衛
部
隊
の
使
用
で
あ
る
く
ら
い
に
ま
で
破
壊
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
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し
、
か
つ
ゴ
ー
ト
人
達
が
軍
務
概
観
と
し
て
元
々
受
け
取
っ
た
も
の
を
年
貢
と
し
て
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
ハ
リ

ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
も
の
は
「
古
代
の
知
恵
か
ら
近
代
の
知
恵
へ
の
転
換
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
前
述
の
論
調
と
同
様
に
、

ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
、
フ
ン
族
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
族
、
フ
ラ
ン
ク
族
、
及
び
サ
ク
ソ
ン
族
の
侵
入
に
よ
っ
て
「
ロ
ー
マ
帝
国
の
各
地
域
で
継

続
さ
れ
る
」﹇
古
代
の
知
恵
﹈
違
反
は
、
川
、
国
、
海
、
山
、
及
び
人
々
の
名
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
古
代
の
言
語
、
学
識
、
知
恵
、

風
俗
、
都
市
」
を
圧
倒
し
た
と
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
カ
ミ
ル
ス
、
カ
エ
サ
ル
、
及
び
ポ
ン

ペ
イ
ウ
ス
は
オ
シ
ア
ナ
で
は
「
エ
ド
マ
ン
ド
、
リ
チ
ャ
ー
ド
、
及
び
ジ
ォ
フ
リ
ー
（
10
）

」
と
名
を
変
え
て
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
か
ら
近
代
の
知
恵
の
基
本
的
要
素
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
ゴ
ー
ト
的
均
衡
」（
封
建
制
を
も
つ
君
主
制
）
議
論
を

確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
新
し
い
政
治
家
達
の
基
礎
な
い
し
均
衡
を
開
く
た
め
に
法
律
家
で
あ
る

Ｊ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ン
が
言
う
如
く
、feudum
﹇
封
、
封
土
﹈
は
、
多
様
な
意
味
を
も
つ
ゴ
ー
ト
語
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
、
戦
争

の
こ
と
が
意
味
づ
け
ら
れ
、
或
い
は
自
分
が
彼
ら
の
恒
常
的
君
主
で
あ
り
、
自
分
達
が
臣
民
で
あ
る
と
認
め
る
と
い
う
条
件
で
、
自
ら
の

戦
争
で
業
績
を
あ
げ
た
そ
の
武
将
と
兵
士
の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
そ
の
勝
者
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
た
、「
征
服
地
の
所
有
（
11
）

」
の
こ
と
が

意
味
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
三
種
な
い
し
三
階
級
が
存
在
し
た
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
貴
族
の
第
一
階
級
は
、
公
爵
・
侯
爵
・
及

び
伯
爵
の
称
号
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
征
服
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
都
市
、
城
、
及
び
村
を
与
え
ら
れ
た
し
、
王
権

﹇regalia

﹈
と
呼
ば
れ
た
貨
幣
を
鋳
造
し
、
統
治
官
達
を
創
設
し
、
租
税
と
関
税
を
徴
収
し
、
没
収
な
ど
を
行
う
「
権
利
」
を
も
っ
た
（
12
）

。

第
二
階
級
の
封
土
は
、
国
王
の
同
意
に
よ
っ
て
そ
の
国
王
に
加
え
て
、
彼
ら
が
武
装
し
て
そ
の
主
人
の
名
誉
と
財
産
を
守
る
条
件
で
、

彼
ら
の
「
男
爵
」
の
称
号
保
持
者
達
に
封
建
君
主
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
下
位
の
封
土
階
級
は
貴
族
で



二
二
四

あ
れ
非
貴
族
で
あ
れ
、
彼
ら
の
上
位
者
達
に
義
務
の
よ
う
な
も
の

・

・

・

・

・

・

・

・

に
彼
ら
を
義
務
付
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
第
二
階
級
の
人
々
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
三
階
級
に
し
て
「
陪
臣
﹇vavasors

﹈」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ゴ
ー
ト
的
均

衡
で
あ
り
、
こ
の
均
衡
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
当
時
の
王
国
全
て
は
、
最
初
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
理
由
に
よ
っ

て
、
も
し
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
時
間
的
余
裕
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
場
で
ド
イ
ツ
帝
国
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
及

び
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
諸
王
国
議
論
を
開
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
近
代
の
知
恵
の
一
般
原
理
の
発
見
で
十
分
と
い
わ
れ
る
限
り
で
、
ハ

リ
ン
ト
ン
は
よ
り
特
定
的
で
あ
る
、
彼
の
言
説
の
残
り

・

・

・

・

・

・

・

を
三
つ
の
部
に
分
け
る
。

第
一
部
は
、﹇
当
時
に
お
け
る
﹈
最
近
の
オ
シ
ア
ナ
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
君
主
制
の
立
憲
制
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
二
部
は
、﹇
当
時
に
お
け
る
﹈
最
近
の
オ
シ
ア
ナ
君
主
制
の
立
憲
制
の
解
体
を
示
す
。

第
三
部
は
、
当
時
の
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
共
和
国
の
誕
生
を
示
す
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
共
和
制
以
前
の
君
主
制
に
お
け
る
立
憲
制
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
異
な
っ
た
諸
民
族
と
の
関
連
で
検
討
す
る
。

そ
う
し
た
諸
民
族
に
よ
っ
て
そ
の
君
主
制
は
、
成
功
裡
に
征
服
さ
れ
、
か
つ
統
治
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
は
、
ロ
ー
マ

人
達
で
あ
り
、
第
二
が
サ
ク
ソ
ン
人
達
で
あ
り
、
第
三
が
デ
ー
ン
人
達
で
あ
り
、
か
つ
第
四
が
ノ
ル
マ
ン
人
達
で
あ
る
（
13
）

と
措
定
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
前
述
の
サ
ク
ソ
ン
人
達
の
創
設
と
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
﹇
オ
シ
ア
ナ
﹈
の
君
主
制
」
を
み
な
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
。
即
ち
、
彼
ら
は
、
近
代
及
び
大
抵
の
近
代
の
諸
国
に
お
け
る
劣
っ
た
政
治
的
知
恵
が
基
づ
く
、
あ
の
欠
陥
を
も
つ
ゴ
ー
ト
的
均
衡

﹇
封
建
制
を
も
つ
君
主
制
﹈
制
度
に
お
い
て
従
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
が
実
の
と
こ
ろ
国
家
の
諸
身
分
﹇
国

王
・
貴
族
・
コ
モ
ン
ズ
﹈
を
も
っ
た
と
説
か
れ
る
。
と
い
う
の
は
平
民
が
サ
ク
ソ
ン
の
賢
人
会
議
に
参
加
し
た
と
主
張
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
土
地
保
有
態
様
の
封
建
制
度
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
が
統
治
の
致
命
的
欠
陥
で
あ
る
と
み
な
し
た
貴
族
制
的
要
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五

素
に
よ
る
あ
の
貴
族
優
位
型
過
剰
均
衡
を
も
た
ら
し
た
（
14
）

と
い
う
。

次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ノ
ル
マ
ン
の
征
服
以
後
期
へ
と
近
代
の
知
恵
期
議
論
を
移
す
。
そ
の
時
期
に
お
い
て
彼
が
重
視
す
る
土
地
は
、

そ
の
大
部
分
が
六
万
人
の
騎
士
達
の
封
土
で
あ
る
方
法
で
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
土
地
は
二
五
〇
人
の
貴
族
と
聖
職
貴
族
に
よ
っ
て
所
有
さ

れ
た
。
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
少
数
者
な
い
し
貴
族
の
統
治
と
し
て
継
続
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
そ
の
平
民
は
会
合
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

た
ん
な
る
「
名
目
同
然
」
で
し
か
会
合
を
も
ち
得
ぬ
と
い
う
。
ノ
ル
マ
ン
人
の
国
王
達
は
、
絶
対
的
と
な
る
こ
と
を
熱
望
し
た
。
し
か
し

彼
ら
は
、
貴
族
間
で
土
地
を
分
割
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
貴
族
に
権
力
を
与
え
て
も
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
か
く
し
て
中
世
の
イ
ギ
リ

ス
史
は
、「
国
王
と
貴
族
と
の
レ
ス
リ
ン
グ
試
合
同
然
」
と
す
る
戦
争
が
生
ま
れ
た
（
15
）

の
で
あ
る
。

続
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
近
代
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
期
へ
と
「
近
代
の
知
恵
」
期
を
進
め
る
。
こ
う
し
た
国
王
と
貴
族
と
の
内
戦
を
通
じ
て

貴
族
権
力
を
減
じ
よ
う
と
努
め
た
ヘ
ン
リ
ー
七
世
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
貴
族
も
君
主
制
も
解
体
す
る
三・

制
定
法

・

・

・

を
通
じ
て
そ
れ
を
実
行
し

た
と
い
う
歴
史
観
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
論
じ
始
め
る
。
即
ち
、
そ
の
第
一
の
制
定
法
は
、「
住
民
法
（statute of population

）」
で

あ
り
、
二
〇
エ
ー
カ
ー
以
上
の
土
地
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
農
夫
の
住
宅
全
て
は
、
維
持
し
得
、
か
つ
彼
ら
に
置
か
れ
た
十
分
な
割
合
の
土

地
に
よ
っ
て
保
持
し
得
、
か
つ
決
し
て
後
の
制
定
法
に
よ
っ
て
切
断
し
得
な
か
っ
た
（
16
）

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
土
地
の
大

部
分
を
ヨ
ー
マ
ン
達
及
び
中
間
階
級
の
保
有
と
所
有
へ
と
譲
渡
」
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
Ｚ
・
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、「
貴
族
が
自

ら
の
軍
支
配
を
失
う
、
地
主
達
へ
の
依
存
か
ら
彼
ら
を
解
放
し
た
（
17
）

」
と
説
か
れ
た
。

第
二
は
、「
封
建
家
臣
法
（statute of retainer

）」
で
あ
る
。
貴
族
達
は
自
分
達
の
歩
兵
を
失
っ
た
よ
う
に
、「
自
分
達
の
騎
兵
や
指
揮

官
」
は
封
建
家
臣
法
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
貴
族
達
が
そ
の
騎
兵
隊
や
指
揮
官
を
引
く
家
臣
達
を

貴
族
か
ら
奪
う
過
程
を
助
け
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
、「
譲
渡
法
（statute of alienation

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貴
族
達
が
土
地
を
売
る
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こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
法
の
結
果
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
大
部
分
が
民
衆
の
手
に
渡
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
ヘ
ン
リ
ー
七
世
に
よ
る
世
俗
貴
族
権
力
の
破
壊
は
、
修
道
院
の
解
体
の
媒
介
を
通
じ
て
次
の
治
世
に
お
け
る
宗
教
貴
族
権
力
の
崩

壊
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
18
）

。

貴
族
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
ぬ
君
主
制
は
、「
大
き
な
胃
袋
を
も
つ
野
獣
が
育
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、
軍
隊
・

・

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
軍
隊
の
維
持
能
力
は
、
土
地
の
所
有
者
が
誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
空
位

期
に
至
る
最
後
の
国
王
が
恣
意
的
に
支
配
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、
彼
の
費
用
に
見
出
し
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
君
主
制

の
解
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
解
体
は
、
土
地
の
均
衡
ゆ
え
に
、
権
力
の
均
衡
が
そ
の
国
民
﹇
民
衆
﹈
の
手
に
渡
り
、
か
つ
君
主
制
と
支
配
的

な
民
主
制
的
要
素
が
両
立
し
得
ず
、
か
つ
と
も
に
存
在
し
得
ぬ
と
い
う
事
実
の
自
然
的
結
果
で
あ
っ
た
。『
オ
シ
ア
ナ
』
に
よ
れ
ば
、﹇
当

時
の
﹈
最
近
の
君
主
制
解
体
は
、「
人
間
の
死
と
同
様
に
自
然
的
死
（
19
）

」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
が
消
滅
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
き
、
新
し
い
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
主
導
の
共
和
制
な
ど
自
ら
が

気
に
入
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
宣
し
た
如
く
、「
残
部
議
会
」
は
、
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
実
際
に
お
い
て
先
例
な
ど
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
古
代
の
知
恵
に
お
い
て
も
何
ら
の
同
様
な
も
の
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
望
ま
し
い

共
和
国
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
三
〇
人
僭
主
と
、
ロ
ー
マ
の
十
代
官
団
に
お
け
る
も
の
が
残
部
議
会
と
最
も
近
い
歴
史
的
に

同
様
な
も
の
と
み
な
し
た
。
そ
れ
は
、
シ
ド
ニ
ー
が
「
古
来
の
大
義
」
と
し
て
残
部
議
会
を
み
な
す
も
の
と
対
照
を
な
し
た
（
20
）

。

幸
い
な
こ
と
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
名
の
具
体
的
描
写
を
与
え
る
人
物
に
忠
誠
的
軍
隊
が
残
っ
た
。
彼
が
『
オ
シ
ア
ナ
』

で
伝
え
る
如
く
、
そ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
政
治
の
教
師
達
に
広
範
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
し
、
ほ
ぼ
大
筋
に
お
い
て
結
局
描
い
た

と
主
張
す
る
政
治
哲
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
と
示
さ
れ
る
。
そ
の
架
空
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
諸
国
家
が
立
法
者
に
よ
っ
て
直
ち
に
全
て
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な
さ
れ
る
と
き
の
み
、
よ
く
形
成
さ
れ
た
と
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
文
献
に
お
い
て
読
む
と
き
に
そ
の
問
題
を
熟
考
し
、
か
つ
「
議
会
に

よ
っ
て
別
の
方
向
の
必
要
（
21
）

」
が
納
得
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
軍
隊
の
前
に
こ
の
問
題
を
置
い
た
の
で

あ
り
、
次
の
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
議
会
が
廃
止
さ
れ
、
か
つ
彼
が
「
オ
シ
ア
ナ
の
ア
ル
コ
ン
卿
、
或
い
は
唯
一
の
立
法
者
」

を
創
設
し
た
し
、
古
代
の
知
恵
の
保
持
者
達
の
骨
折
り
に
よ
っ
て
彼
を
助
け
る
五
〇
人
か
ら
な
る
評
議
会
﹇
ア
テ
ナ
イ
の
も
の
の
如
き
﹈

と
、
次
の
よ
う
な
一
二
人
の
「
プ
リ
タ
ン
ツ
（prytans

）﹇
ア
テ
ナ
イ
の
五
〇
〇
人
評
議
会
成
員
の
如
き
﹈」
か
ら
な
る
評
議
会
に
よ
る
と

言
う
。
即
ち
、
彼
ら
は
、「
そ
の
民
会
（
こ
の
共
和
国
の
枠
組
み
か
ら
便
宜
的
に
除
外
さ
れ
な
か
っ
た
）
が
、
自
ら
な
し
て
い
た
こ
と
が
前
面
に

来
る
時
、
信
じ
る
」
た
め
に
、
彼
ら
が
そ
の
民
会
に
報
告
し
、
彼
ら
か
ら
の
提
案
に
従
っ
た
。
つ
ま
り
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
統
治
原
理
序
説

が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
よ
う
な
立
憲
制
の
創
設
者
と
な
り
、
至
高
な
権
威
を
行
使
し
、
自
ら
を
絶
対
的
に
す
る
の
で
は

な
く
、
完
全
な
共
和
制
を
設
立
す
る
よ
う
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
誘
導
に
よ
っ
て
終
え
た
（
22
）

の
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、N

.M
achiavelli, D

iscou
rses on

 L
ivy, trans., H

.C
.M
ansfi eld and N

.T
arcov, 1996, pp.7, 17, etc.

こ
の
「
拡
大
」
と
「
保
存
」
の
た
め
の
共
和
国
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
で
は
以
下
の
ペ
ー
ジ
で
使
わ
れ
る
。

J.G
.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., pp.156-159.

（
2
） J.G

.A
.P
ocock, ed., op.cit., pp.154-6; Z

.F
ink, T

h
e C

lassical R
epu

blican
s, 1945, p.68；

及
び
前
掲
拙
著
な
ど
。

（
3
） J.G
.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., p.43.

（
4
） 
Ibid., p.43; Z

.F
ink, op.cit.

（
5
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.44; C

.B
litzer, op.cit., p.180.

（
6
） C

.B
litzer, op.cit., p.180.
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（
7
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.44-45.

（
8
） 

Ibid., pp.45-46.
（
9
） C

.B
litzer, op.cit., pp.181-2.

（
10
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.46.

（
11
） 

Ibid., pp.46-47.

（
12
） 

Ibid., p.47.

（
13
） 

Ibid.

（
14
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid.; Z

.F
ink, ibid., p.69.

（
15
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.52; Z

.F
ink, ibid.

（
16
） J.G

.A
.P
ocock, ed., Ibid., pp.54-55.

（
17
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.55.

（
18
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.62; Z

.F
ink, op.cit.

（
19
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.64-5; Z

.F
ink, ibid., p.70；

及
び
拙
著
『
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
の
政
体
思
想
』（
時
潮
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.67.

（
21
） J.G

.A
.P
ocock, ed., pp.69-71; Z

.F
ink, ibid., p.71.

（
22
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., etc.
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○
結
論

わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
古
代
の
知
恵
」
を
混
合
政
体
と
し
、
か
つ
「
近
代
の
知
恵
」
が
封
建
主
義
で
あ
る
と
規
定
す

る
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
。
本
結
論
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
本
論
で
検
討
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
要
約
的
に
規
定

す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
問
題
は
、
Ｆ
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
指
摘
に
よ
る
も
の
を
起
点
と
す
る
。
本
稿
で
は
そ
の
指
摘
が
要
点
を
捉
え
て
い
る
と
み
な
す
と
こ

ろ
か
ら
発
す
る
。
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
全
て
誤
り
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
視
点

に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
標
準
的
見
解
で
は
、
古
代
の
知
恵
が
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
「
法
の
統
治
」
で
あ
っ
て
、
人

の
統
治
で
は
な
い
こ
と
を
構
成
し
た
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
制
度
に
し
て
知
恵
（
1
）

」
で
あ
る
。「
オ
シ
ア

ナ
」
の
統
治
原
理
は
、
農
地
法
と
公
職
輪
番
制
﹇
選
挙
を
含
む
﹈
が
基
本
法
で
あ
る
こ
と
を
内
包
す
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

古
代
の
知
恵
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
第
一
次
的
な
支
柱
と
み
な
す
。

本
稿
の
第
一
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
法
の
支
配
と
主
権
が
、
そ
の
統
治
原
理
の
前
提
と
示
す
。
彼
は
、
自
ら
共
和
国
に
お
け
る
法

の
支
配
を
前
提
と
し
て
市
民
の
自
由
を
主
張
す
る
。
彼
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
目
的
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
君
主
制
が
崩
壊
し
た
理

由
を
説
き
、
か
つ
そ
れ
に
代
え
て
特
に
自
ら
の
理
想
的
共
和
制
の
構
成
を
可
能
に
す
る
原
理
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
法
の
支
配
と
と
も
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
が
近
代
的
国
家
の
主
権
論
も
そ
の
前
提
と
す
る
も
の
と
解
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
究

極
的
結
果
を
も
た
ら
す
に
は
国
民
代
表
に
基
づ
く
主
権
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
言
う
如
く
、
法
の
支
配

的
視
点
か
ら
「
主
権
権
力
に
属
す
る
も
の
」
は
、
自
由
裁
量
的
権
限
が
法
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
法
形
成
、
法
の
変
更
、
法
の
廃
止
、
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な
い
し
法
解
釈
か
ら
な
る
と
説
く
。
こ
れ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
国
民
主
権
論
の
要
点
で
あ
る
。

本
稿
の
第
二
節
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
理
論
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
理
想
的
共
和
国
の
統
治
原
理
を
措
定
す
る
こ
と

と
な
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
論
の
主
題
の
定
義
的
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ま
ず
そ
れ
を
二
つ
の
時
代
区
分

と
表
現
す
る
。
そ
れ
が
古
代
の
知
恵
期
と
近
代
の
知
恵
期
と
い
う
二
分
法
で
あ
る
。
簡
明
に
彼
に
従
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
そ
の
統
治
は
、

市
民
﹇
政
治
﹈
社
会
が
共
通
の
権
利
な
い
し
共
通
利
益
の
基
礎
上
で
設
定
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
保
全
さ
れ
る
技
術
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
の

支
配
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
政
治
社
会
に
お
け
る
市
民
の
共
通
の
権
利
及
び
共
通
益
を
守
る
た
め

の
法
の
支
配
で
あ
る
。
後
者
に
よ
っ
て
統
治
は
、
単
一
人
物
な
い
し
少
数
者
が
国
家
を
私
益
な
も
の
に
し
、
か
つ
支
配
す
る
技
術
で
あ
り
、

か
つ
法
が
そ
の
家
族
の
利
益
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
故
、
人
の
支
配
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
、
国
家
に
お
い
て
一
人
な
い
し

少
数
者
に
よ
る
私
益
の
た
め
の
人
の
支
配
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
国
民
﹇
平
民
﹈
的
利
益
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
古
代
の

知
恵
時
代
は
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
時
代
を
含
む
区
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
の
自
由
の
喪
失
で

終
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
近
代
知
恵
期
は
、
古
代
の
知
恵
や
国
民
の
自
由
の
蹂
躪
と
い
う
形
で
カ
エ
サ
ル
の
武
力
に
よ
っ
て
そ
の
先
鞭
が

付
け
ら
れ
、
フ
ン
族
、
ゴ
ー
ト
族
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
族
、
及
び
サ
ク
ソ
ン
族
達
の
そ
の
地
域
で
の
殺
到
に
よ
っ
て
彼
ら
の
自
由
が
根
こ

そ
ぎ
に
さ
れ
た
時
代
へ
と
続
く
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
論
は
、
そ
の
古
代
人
の
知
恵
に
従
う
た
め
に
、「
対
内
的
善
」
な
い
し
精
神
の
善
と
、
対
外
的
善
な

い
し
財
産
の
善
を
含
む
。
彼
は
前
者
に
有
徳
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
と
し
て
説
く
。
後
者
が
富
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統

治
原
理
に
つ
い
て
精
神
的
善
と
財
産
の
善
が
言
及
さ
れ
る
。
そ
の
前
者
に
「
権
威
」
が
対
応
し
、
か
つ
後
者
は
権
力
な
い
し
絶
対
支
配
権

が
呼
応
す
る
と
説
か
れ
る
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
物
理
的
強
制
権
力
支
配
よ
り
も
学
識
、
知
恵
、
尊
敬
を
含
意
す
る
権
威
に
よ
る
支



ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
に
関
す
る
一
考
察
（
倉
島
）

二
三
一

配
を
選
好
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
市
民
の
自
由
が
保
た
れ
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
は
説
く
。

第
三
節
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
古
代
の
知
恵
に
お
け
る
主
な
共
和
国
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
知
恵
の
内
容
を
表
現
す
る
モ
デ
ル

を
彼
の
文
章
か
ら
確
認
す
る
。
そ
れ
は
、
典
型
的
に
は
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ス
パ
ル
タ
・
ア
テ
ナ
イ
・
ロ
ー
マ
の
各
共
和
国
で
あ
り
、

か
つ
例
外
的
に
中
世
以
来
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
で
あ
っ
た
。

第
四
節
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵
」
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
近
代
の
知
恵
の
発
達
、
進
展
、
及
び
衰
退
を
示
そ

う
と
努
め
る
と
示
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
政
治
形
態
の
時
代
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
圧
倒
し
た
民
族
の
侵
入
か
ら
想
定
し

得
る
と
い
う
。
こ
の
帝
国
が
古
代
人
達
を
追
い
越
す
べ
き
「
近
代
の
知
恵
」
の
大
部
分
な
い
し
立
憲
制
な
ど
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
嘆
か
れ
る
。
土
地
は
公
平
に
し
て
比
例
的
に
平
民
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
い
っ
た
農
地
法
が
侵
さ
れ
、
か
つ
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
下
で

も
共
和
国
の
均
衡
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
。
ス
ラ
の
指
導
下
で
ロ
ー
マ
貴
族
が
平
民
と
共
和
国
を
打
倒
し
た
と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
引
き
続
き
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
の
知
恵
（
古
代
の
知
恵
の
長
所
を
も
た
ぬ
）
期
の
時
代
を
辿
る
。
彼
に
よ
れ
ば
封
建
制
を

も
つ
君
主
制
期
と
し
て
、
ゴ
ー
ト
的
均
衡
期
と
中
世
期
を
み
な
す
。
彼
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
期
を
君
主
制
の
解
体
過
程
期
と
み
な
し
、
か
つ

自
国
の
空
位
期
（
残
部
議
会
で
さ
え
）
も
古
代
の
知
恵
の
長
所
を
も
た
ぬ
時
代
と
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、H
.M
.H
öpel, H

arrington, Jam
es, in T

h
e O

xford
 D

iction
ary of N

ation
al B

iograph
y, O
xford, 2004, etc.

参
考
文
献

（
本
稿
は
、
そ
の
﹇
注
﹈
の
文
献
以
外
に
、
多
く
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
紙
幅
の
都
合
上
最
低
限
の
参
考
文
献
を
列
挙
す

る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。）
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・L
ivy, H

istory of R
om

e （L
oeb C

lassical L
ibrary

）, B
ooks 1-10.

・V
ergil, A

en
eid, 

（L
.C
.L
. 63

）.
・P

lato, G
orgias 

（L
.C
.L
. 166

）.

・P
lato, T

h
e L

aw
s （L
.C
.L
. 187

）.

・C
icero, T

h
e R

epu
blic （L

.C
.L
. 213

）.

・C
icero, O

n
 D

u
ties （C

am
brid

ge T
exts

）,1991.

・T
acitus, H

istories （L
.C
.L
. 111

）.

・O
céan

a d
e H

arrin
gton

 
（F

rench translation of J.P
ocock, ed., T

h
e P

olitical W
orks O

f Jam
es H

arrin
gton, 1977, by C

laud 

L
efort et al.

）, B
elin,1995.

・O
eu

vres politiqu
es d

e J.H
arrin

gton, 

﹇translation by L
eclere

﹈ 1794.

・B
acon, F

., T
h

e W
orks of F

ran
cis B

acon, L
ondon, 1857-74.

・M
olesw

orth, W
., ed., T

h
e W

orks of T
h

om
as H

obbes, L
ondon, 1839-45.

・S
elden, J., T

itles of H
on

ou
r, 1631.

・W
ren, M

., C
on

sid
eration

s U
pon

 M
r. H

arrin
gton

’s C
om

m
on

w
ealth

 of O
cean

a, 1657.

・D
avis, J.C

., U
topia an

d
 th

e Id
eal S

ociety, C
am
bridge, 1980.

・L
ane, F

.C
., V

en
ice, J.H

.U
P
., 1973,etc.

・
永
井
三
明
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
世
界
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
四
年
）

・
伊
藤
貞
夫
『
古
典
期
の
ポ
リ
ス
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）

・
小
山
貞
夫
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
形
成
と
近
代
的
変
容
』（
創
文
社
、
一
九
八
三
年
）

・
長
谷
川
博
隆
『
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
と
社
会
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）

・
拙
稿
「
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
選
挙
制
度
論
研
究
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
三
巻
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。
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イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
自
由
民
主
党
の
現
在

渡　
　

辺　
　

容
一
郎

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
保
守
党
・
自
民
党
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
と
連
立
協
定

Ⅲ
．
国
政
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
保
守
党
と
自
民
党

Ⅳ
．
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
期
の
二
大
野
党
と
そ
の
変
容

Ⅴ
．
お
わ
り
に

│
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
自
由
民
主
党
の
現
在

Ⅰ
．
は
じ
め
に

小
選
挙
区
制
と
い
う
厚
い
壁
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
の
旧
自
由
党
・
現
自
由
民
主
党
（
以
下
、
自
民

党
）
は
、
二
大
政
党
政
治
に
対
す
る
不
満
の
「
受
け
皿
」
と
し
て
、
民
族
主
義
諸
政
党
と
共
に
、
い
わ
ば
第
三
極
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
。



二
三
四

周
知
の
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
は
、
三
六
年
ぶ
り
に
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung P

arliam
ent

）
が
出
現
し
た
。
そ
の
結
果
、

保
守
党
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
（D

avid C
am

eron

）
を
首
班
と
す
る
戦
後
初
の
連
立
内
閣
が
成
立
し
、
一
三
年
ぶ
り
の
政
権
交
代
も
実
現
し
た
。

そ
し
て
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg

）
党
首
率
い
る
自
民
党
は
、
保
守
党
と
の
連
立
を
支
え
る
一
翼
と
し
て
、
戦
後
（
あ
る
い
は
、
自
民
党
結
成

以
来
）
初
の
国
政
政
権
入
り
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

国
政
選
挙
に
比
べ
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
選
挙
・
地
方
議
会
で
は
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
出
現
し
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
連
立
の
一
員

と
し
て
当
該
地
方
政
府
を
構
成
す
る
機
会
は
自
民
党
に
も
割
と
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
自
民
党
も
国
政
政
党
で
あ
り
、
か
つ
、

ホ
イ
ッ
グ
（W

hig

）
あ
る
い
は
自
由
党
と
し
て
国
政
を
運
営
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
以
上
、
そ
の
本
来
の
目
標
が
国
政
レ
ベ
ル
で
の
政
権

獲
得
・
党
政
策
実
現
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
近
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
を
理
解
す
る
た
め
、「
知
ら
れ
ざ
る
」
第
三
政
党
・
自
民
党
の
現
在
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
万
年
野
党
」
で
あ
り
続
け
た
自
民
党
が
、
国
政
レ
ベ
ル
の
連
立
協
定

（
政
策
合
意
）
や
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
（
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
）
に
及
ぼ
し
た
影
響
な
ど
に
着
目
す
る
。
加
え
て
、
元
来
政
策
面
で
は
「
水
と

油
」
の
関
係
に
あ
る
「
保
守
党
」
と
「
自
民
党
」
と
の
連
立
政
権
（
以
下
、
連
立
政
権
）
が
実
現
し
た
要
因
・
背
景
に
つ
い
て
も
、
両
党
の

内
部
事
情
と
そ
の
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

Ⅱ
．
保
守
党
・
自
民
党
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
と
連
立
協
定

こ
こ
で
は
、
連
立
協
定
（coalition agreem

ent

）
に
象
徴
さ
れ
る
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
に
、
相
対
的
弱
者
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
、
ど

の
程
度
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。
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現
連
立
政
権
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
・
経
済
・
社
会
全
て
を

‘broken ’

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
向
こ
う
五
年
間
の
解

散
総
選
挙
を
封
印
す
る
な
ど
、「
安
定
し
た
」
政
府
に
よ
る
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
を
表
面
上
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た

（
1
）

。

そ
の
結
果
、
連
立
政
権
と
し
て
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
で
は
、
信
用
を

失
っ
た
政
治
を
改
革
す
る
こ
と
（
特
に
選
挙
制
度
改
革
）、
記
録
的
な
政

府
債
務
を
大
幅
に
削
減
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
学
校
教
育
を
改
善
す
る

こ
と
、
こ
れ
ら
三
つ
が
主
要
優
先
事
項
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
見
る
限
り
、
保
守
・

自
民
両
党
の
主
要
政
策
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
（
表
1
を
参
照
）。

と
り
わ
け
対
Ｅ
Ｕ
政
策
や
移
民
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
質
的
に
「
水
と

油
」
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
現
状
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
立
政
権
の
政
策
は
、
二
〇
一
〇
年
五

月
一
一
日
に
最
終
合
意
を
見
た
。
前
述
し
た
そ
の
連
立
協
定
に
、
両
党

の
政
策
的
主
張
が
、
ど
の
程
度
、
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を

調
べ
る
こ
と
で
、
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
お
よ
び
連
立
政
権
そ
の
も
の
に
対

す
る
両
党
の
影
響
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

表 1　2010年総選挙における三大政党の主要政策比較（要点）

政治改革（選挙制度改革） 経済（政府債務削減）

労働党 ＡＶ制に関する国民投票実施を
確約

年内は景気対策を優先し、2011
年から削減

保守党 超党派の検討委員会を設置
（現行制度維持）

年内にも歳出削減開始

自民党 比例代表制導入を目指す 年内は景気対策を優先し、2011
年から削減

移民政策 対ＥＵ政策

労働党 現行政策維持を通じて移民を減
らす

協調的。欧州における強いイギ
リスを目標

保守党 受入れ人数に上限設定 懐疑的。譲渡した一部の権限を
取り戻す

自民党 長期滞在の優良不法移民にも市
民権付与

積極的。ユーロ導入は国益と合
致する

出典　『朝日新聞』2010年 5 月12日、『毎日新聞』2010年 5 月11日。
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三
六

そ
こ
で
、
ま
ず
、
主
要
政
策
ご
と
に
両
党
の
主
張
が
、
ど
の
程
度
、
連
立
協

定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
報
道
・
分
析
に
従
っ
て
「
勝
敗
表
」
を

作
成
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
、
表
2
の
と
お
り
と
な
る
。

自
民
党
（
比
例
代
表
制
導
入
派
）
と
保
守
党
（
小
選
挙
区
制
維
持
派
）
が
互
い
に

譲
歩
し
た
結
果
（
Ａ
Ｖ
制
導
入
を
め
ぐ
る
国
民
投
票
実
施
）
に
な
っ
た
と
は
い
え
、

「
投
票
制
度
の
変
更
は
、
自
民
党
が
ど
の
政
党
と
組
む
か
を
決
定
づ
け
る
必
要

条
件

（
2
）

」
と
し
て
い
た
ク
レ
ッ
グ
の
狙
い
ど
お
り
、
政
治
改
革
で
は
自
民
党
が
収

穫
を
得
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、「
政
治
改
革
」
と
い
う

ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
め
ぐ
っ
て
自
民
党
の
相
対
的
弱
者
効
果
が
表
れ
た
か
ら
こ
そ
、

連
立
政
権
誕
生
に
至
っ
た
と
見
て
よ
い
。
逆
に
保
守
党
側
が
こ
こ
ま
で
譲
歩
で

き
た
の
も
、
一
三
年
ぶ
り
に
政
権
を
獲
得
し
た
後
、「
党
」
と
し
て
選
挙
改
革

反
対
運
動
（
Ｎ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
に
着
手
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
を
筆
頭
と
す
る
保
守
党
執
行
部
側
に
も
、「
不

安
定
な
」
単
独
少
数
党
政
権
や
、
総
選
挙
敗
者
同
士
の
労
働
・
自
民
「
進
歩

派
」
連
立
政
権
の
成
立
を
阻
止
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
は
、
そ
の
党
内
基
盤
を
今
後
さ
ら

に
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

表 2　連立政権の政策プランと両党の政策採用度比較（30点満点）

◎（ 3点）⇒ 党の意見が、ほぼ全面的
に採用

〇（ 2点）⇒党の意見が、一応採用

△（ 1点）⇒ 党の意見が、最低限採用 ×（ 0点）⇒ ほぼパートナー党の意見
に譲歩

政治改革 経済 教育 対外政策・欧州 医療

保守党 〇 〇 △ ◎ ◎

自民党 ◎ △ △ × ×

市民的自由 年金と福祉 移民 環境 家庭 合計

保守党 〇 〇 ◎ ◎ ◎ 24点

自民党 〇 〇 △ 〇 × 12点

出典　 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/election_2010/8677088.stm
を参考に作成。
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七

し
か
し
な
が
ら
「
政
治
改
革
」
以
外
の
分
野
に
関
し
て
は
、
連
立
内
相
対
的
強
者
で
あ
る
保
守
党
側
の
主
張
が
、
ほ
ぼ
優
先
的
に
採
用

さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
対
Ｅ
Ｕ
を
含
む
対
外
政
策
、
移
民
問
題
、
家
庭
に
関
す
る
政
策
で
は
、
ほ
と
ん
ど
保
守
党
側
の
主
張
が
採
用

さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

（
3
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
結
果
を
見
る
限
り
、
連
立
政
権
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
自
民
党
が
及
ぼ
し
た
影
響

は
、
党
略
追
求
や
連
立
政
権
誕
生
と
も
直
結
す
る
「
政
治
改
革
分
野
」
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

総
選
挙
に
伴
う
両
党
の
議
席
差
、
あ
る
い
は
過
去
の
統
治
経
験
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
当
初
か
ら
十
分
予
測
さ
れ

得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
連
立
政
権
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
に
対
す
る
自
民
党
の
影
響
は
、
本
当
に
こ
の
程
度
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

政
治
学
者
の
ク
イ
ン
（T

hom
as Q

uinn

）
ら
は
、
各
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
政
策
的
立
場
と
連
立
政
権
の
政
策
的
立
場
と
を
比
較
し
な
が

ら
、
例
え
ば
政
策
Ｘ
に
つ
い
て
は
Ｙ
党
が
「
得
た
」（gained

）、
あ
る
い
は
、
Ｚ
党
が
「
失
っ
た
」（lost

）
と
い
う
判
定
方
法
で
、
連
立

協
定
と
い
う
包
括
的
政
策
合
意
文
書
の
文
言
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
政
策
領
域
ご
と
比
較
的
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
一
部
の
政

策
領
域
で
は
、
保
守
党
の
ほ
う
が
自
民
党
よ
り
多
く
「
得
た
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
全
体
的
に
「
右
か
左
か
」
と
い

う
尺
度
を
用
い
る
と
、
連
立
協
定
の
内
容
は
保
守
党
よ
り
自
民
党
の
立
場
に
近
く
、
ま
た
全
般
的
に
両
党
と
も
、
当
初
重
視
し
て
い
た
政

策
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
「
得
た
」
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る

（
4
）

。
換
言
す
れ
ば
、
保
守
党
と
の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
に

お
い
て
、
自
民
党
は
意
外
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
度
は
、
彼
ら
の
結
論
、
と
り
わ
け
「
全
体
的
に
『
右
か
左
か
』
と
い
う
尺
度
を
用
い
た
場
合
、
連
立
協
定

（
5
）

の
内
容
は
、
保
守

党
よ
り
も
自
民
党
の
立
場
に
近
い
」
と
い
う
指
摘
に
注
目
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ク
イ
ン
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
調
査
グ
ル
ー
プ
（the M

anifesto R
esearch G

roup, M
R
G

）
を
通
じ
て
開
発
さ
れ



二
三
八

た
Ｃ
Ｍ
Ｐ
コ
ー
ド
化
計
画
を
用
い
て
連
立
協
定
を
分
析
し
た
。
こ
れ
は
、
同
一
争
点
に
関
す
る

「
対
決
的
立
場
」
と
い
う
よ
り
、
政
策
面
で
の
「
優
先
事
項
」
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
五
六
個
を
コ
ー
ド
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
変
数
を
『
右
か
左
か
』
の
尺
度
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
各
党
の
政
策
を
測
定
す
る
と
、
各
党
の
全
体
的
立
場
は
、『
右
か
左
か
』
と
い
う
ス
コ
ア

（right-left score

、
以
下
Ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
ス
コ
ア
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
連
立
協
定

の
政
策
的
位
置
、
な
ら
び
に
、
二
大
連
立
与
党
の
平
均
的
な
政
策
的
立
場
を
Ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
ス
コ
ア
で

示
す
と
、
図
1
の
と
お
り
に
な
る
と
さ
れ
る
。

ク
イ
ン
ら
に
よ
る
と
、
図
1
の
ス
コ
ア
0
は
中
道
を
示
す
の
で
、
保
守
・
自
民
両
党
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
内
容
の
平
均
は
、
ほ
ぼ
対
極
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
連
立
協
定
の

場
合
、
そ
の
文
言
の
二
五
・
六
％
が
「
右
（right

）」
で
コ
ー
ド
化
で
き
た
の
に
対
し
、

二
四
・
〇
％
は
「
左
（left

）」
で
コ
ー
ド
化
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
立
協
定
の
Ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｅ

ス
コ
ア
は
プ
ラ
ス
一
・
六
と
な
る
た
め
、
連
立
協
定
の
政
策
内
容
は
「
中
道
よ
り
や
や
右
」
と
い

う
結
果
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
連
立
協
定
の
全
体
的
内
容
は
、
保
守
党
（
そ
の
差
は
一
六
・
〇
）
よ

り
自
民
党
（
そ
の
差
は
四
・
六
）
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
ほ
う
に
近
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

（
6
）

。

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
政
府
債
務
削
減
時
期
、
国
防
力
強
化
、
寛
容
な
移
民
政
策
、
Ｅ
Ｕ
へ
の
さ
ら

な
る
権
限
移
譲
に
関
し
て
は
自
民
党
側
の
主
張
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
自
民
党
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
四
つ
の
優
先
事
項
、
す
な
わ
ち
税
制
の
公
平
化
、
学
校
教
育
改
革
、
環
境
を
重
視
し

図 1　保守・自民両党のマニフェスト内容、および連立協定の内容に関する
　　　　RILE スコアの「左・右」比較

－10 －8 －6 －4 －2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

出典　 T. Quinn, J. Bara and J. Bartle, ‘The UK Coalition Agreement of 2010: 
Who Won?’, J. Fisher and C. Wlezien （eds.）, The UK General Election of 
2010  Explaining the Outcome （Abington: Routledge） 2012, p. 183の図を
もとに作成。

自民（－3.0）

↓

連立（＋1.6）

↓

保守（＋17.6）

↓
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た
経
済
、
そ
し
て
政
治
改
革
調
査
委
員
会
設
置
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
と
し
て
い
た
。
当
時
自
民
党
の
連
立
交
渉
担
当
議
員
だ
っ
た
ロ
ー

ズ
（D

avid L
aw

s

）
は
、
保
守
党
と
の
交
渉
で
は
自
民
党
と
し
て
望
ん
で
い
た
内
容
の
七
五
〜
八
〇
％
が
確
保
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る

（
7
）

が
、

や
は
り
何
と
い
っ
て
も
自
民
党
最
大
の
収
穫
は
、
保
守
党
に
「
Ａ
Ｖ
制
導
入
に
関
す
る
国
民
投
票
実
施
」
を
最
終
オ
フ
ァ
ー
と
し
て
提
案

さ
せ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
民
党
の
望
ん
で
い
た
ブ
ラ
ウ
ン
（G

ordon B
row

n

）
首
相
辞
任
と
引
き
換
え
に
、
労
働
党
と
自
民

党
が
本
格
的
な
連
立
交
渉
に
入
り
、
進
歩
派
連
立
政
権
誕
生
の
可
能
性
が
高
ま
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
自
民
党
は

「
向
こ
う
五
年
間
解
散
総
選
挙
を
実
施
し
な
い
」
こ
と
を
要
求
し
て
、
保
守
党
側
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
理
由
に
つ
い
て

は
後
述
）。

こ
う
し
て
み
る
と
、
連
立
協
定
と
い
う
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
（
二
〇
一
〇
年
五
月
）
に
関
し
て
、
自
民
党
は
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト

と
い
う
状
況
を
存
分
に
活
用
し
、
連
立
の
「
か
な
め
的
立
場
と
し
て
の
力

（
8
）

」（pow
er of pivotality

）
を
大
い
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
二
〇
一
〇
年
五
月
当
時
に
限
定
す
る
な
ら
、
保
守
党
と
の
連
立
政
権
づ
く
り
や
、
連
立
政
権
と
し
て
の
政

策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
に
対
し
、
意
外
に
も
自
民
党
は
積
極
的
か
つ
効
果
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
政
策
面
だ
け
で
な
く
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
と
「
連
立
の
組
合
せ
（
連
立
交
渉
）」
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
ど
の
よ

う
な
連
立
政
権
に
も

│
保
守
党
主
体
の
連
立
で
さ
え

│
関
与
で
き
る
「
か
な
め
党
」（pivotal party

）
的
存
在
に
自
民
党
が
成
長
し

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
自
民
党
は
、
政
府
与
党
を
批
判
す
る
だ
け
の
、
い
わ
ゆ
る
「
国

政
万
年
野
党
」、
あ
る
い
は
単
な
る
「
抵
抗
政
党
」
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



二
四
〇

Ⅲ
．
国
政
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
保
守
党
と
自
民
党

次
に
、
連
立
政
権
の
形
成
に
関
し
て
、
保
守
・
自
民
両
党
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
は
、
連
立

を
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
守
党
が
「
自
民
党
」
か
ら
、
あ
る
い
は
「
自
民
党
と
の
連
立
」
か
ら
、
い
か
な
る
影
響
を
受
け
て
、
そ
れ
が

何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1
．
連
立
政
権
形
成
に
対
す
る
保
守
・
自
民
両
党
の
反
応
と
そ
の
背
景

ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
総
選
挙
結
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
守
党
議
員
の
八
〇
％
は
単
独
少
数
党
政
権
を
希
望
し
て
い
た
と
す

る
報
道
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
財
政
再
建
の
た
め
に
は
安
定
し
た
政
府
が
不
可
欠
ゆ
え
、
保
守
党
の
意
向
は
自
民
党
と
の
閣
外
協
力
で

は
な
く
、
連
立
内
閣
だ
っ
た
と
い
う
報
道
も
あ
る

（
9
）

。
保
守
党
の
場
合
、
お
そ
ら
く
前
者
は
一
般
議
員
（backbenchers

）
の
主
張
で
あ
り
、

後
者
は
キ
ャ
メ
ロ
ン
な
ど
一
部
の
幹
部
議
員
（frontbenchers

）
の
声
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
見
た
場
合
、
保
守
党
一

般
議
員
の
大
半
（
主
流
）
は
「
右
派
」、
す
な
わ
ち
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
伝
統
的
家
族
観
等
を
重
視
す
る
「
社
会
保
守
」
な
い
し

ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
だ
が
、
政
府
と
経
済
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
小
さ
な
政
府
を
志
向
す
る
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

（
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
）」
の
保
守
主
義
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
や
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
（G

eorge O
sborne

）
財
務
相
な
ど
党
首

に
近
い
議
員
た
ち
は
、
政
権
奪
回
の
た
め
党
の
イ
メ
ー
ジ
や
方
向
性
を
ソ
フ
ト
化
・
中
道
化
し
よ
う
と
す
る
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
で
、「
エ
コ

ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
の
保
守
主
義
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
自
民
党
議

員
の
主
流
は
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
か
つ
、
大
き
な
政
府
志
向
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う

に
、
ク
レ
ッ
グ
党
首
に
象
徴
さ
れ
る
市
場
経
済
重
視
型
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
も
、
近
年
、
幹
部
議
員
の
間
で
徐
々
に
抬
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頭
し
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
伝
統
的
に
中
道
左
派
色
の
濃
い
自
民
党
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
党
の
ほ
う
が
組
み
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
当
初

は
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
自
民
党
員
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
選
挙
制
度
改
革
案
を
保
守
党
が
受
け
入
れ

た
こ
と
に
加
え
、
総
選
挙
で
過
半
数
議
席
を
失
っ
た
現
職
総
理
（
ブ
ラ
ウ
ン
）
を
支
え
る
リ
ス
ク

│
正
当
性
に
欠
け
た
連
立
政
府
を
形

成
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
信
頼
を
一
層
失
う
可
能
性

│
を
憂
慮
し
た
結
果
、
ク
レ
ッ
グ
党
首
自
身
、
国
民
か
ら
の
マ
ン
デ
ー
ト
（
委

任
）
が
最
も
多
い
政
党
に
組
閣
の
第
一
優
先
権
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
自
民
党
が
保
守
党
と
連
立
を
組
む
可
能
性
も
生
じ

て
き
た
の
で
あ
る
。

自
民
党
幹
部
議
員
の
大
半
は
、
保
守
党
と
の
連
立
に
伴
う
意
見
の
不
一
致
を
、
あ
る
い
は
、
例
え
ば
大
学
授
業
料
値
上
げ
問
題
を
め
ぐ

る
自
民
党
の
豹
変
と
、
そ
れ
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
非
難
を
、
比
較
的
楽
観
視
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
だ
が
、
ハ
ン
グ

パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
た
め
、
そ
の
選
挙
制
度
改
革
要
求
が
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
民
党
と
し
て
は
保
守
党
で
あ

れ
労
働
党
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
か
の
政
党
と
「
連
立
」
を
組
む
用
意
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
保
守
党
単
独
政
権
で
も
労

働
党
単
独
政
権
で
も
、
少
数
党
内
閣
と
し
て
行
き
詰
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は

│
よ
り
一
層
の
緊
縮
策
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
、
あ
り

得
な
い
話
だ
が

│
政
府
の
人
気
が
意
外
に
高
ま
っ
た
場
合
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
状
態
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
総

選
挙
実
施
の
例
も
あ
る
よ
う
に
、
政
府
が
再
度
解
散
総
選
挙
に
踏
み
切
る
可
能
性
も
当
然
出
て
く
る
。
そ
し
て
再
び
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ

ン
ト
が
出
現
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
保
守
党
が
再
び
勝
て
る
と
い
う
保
証
は
な
か
っ
た
が
、
実
は
自
民
党
こ
そ
再
総
選
挙
実
施

を
一
番
恐
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
即
座
に
再
び
総
選
挙
を
戦
う
資
金
的
余
裕
が
自
民
党
に
は
全
く
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る

（
10
）

。
前
述
し
た
よ
う
に
、
自
民
党
と
保
守
党
が
向
こ
う
五
年
間
の
解
散
総
選
挙
封
印
を
要
求
し
、
し
か
も
逸
早
く
合
意
し
て
速
や
か
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に
発
表
し
た
真
の
理
由
は
、
自
民
党
側
の
「
台
所
事
情
」
に
も
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
、
連
立
政
権
の
形
成
に
対
す
る
両
党
の
反
応
を
知
る
た
め
に
は
、
先
ほ
ど
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
共
通
す
る
党
内
対
立
パ

タ
ー
ン
の
存
在
に
も
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
保
守
党
の
場
合
「
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
で
中
道
化
志
向
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
と

幹
部
議
員
（
連
立
派
）　

対　

社
会
的
保
守
が
多
数
を
占
め
る
一
般
議
員
（
反
連
立
、
単
独
政
権
派
）」、
そ
し
て
自
民
党
で
は
、「
エ
コ
ノ

ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
中
道
化
志
向
の
ク
レ
ッ
グ
党
首
と
幹
部
議
員
（
連
立
派
）　

対　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
一
般
議
員

（
労
働
党
と
の
連
立
志
向
派
）」
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
連
立
政
権
形
成
過
程
を
考
察
す
る
に
は
、
政
党
同
士
の
（
ヨ
コ
の
）

関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
各
党
内
に
お
け
る
党
首
脳⇔

一
般
議
員
・
党
員
と
い
う
（
タ
テ
の
）
関
係
に
も
、
一
応
眼
を
向
け
て
み
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
両
党
首
、
す
な
わ
ち
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
ク
レ
ッ
グ
の
「
相
性
の
良
さ
」、
あ
る
い
は
そ
の
理
由
と
な
る
二
人
の
類
似
性
・

共
通
点
と
い
う
「
偶
然
的
要
素
」
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
二
人
は
名
門
校
で
教
育
を
受

け
た
経
歴
を
持
っ
て
お
り
、
年
齢
も
四
〇
歳
を
す
ぎ
た
ば
か
り
（
当
時
）
と
い
う
若
さ
に
加
え
、
政
治
家
と
し
て
も
議
員
歴
一
〇
年
未
満

で
与
党
経
験
は
一
切
な
か
っ
た
し
、
今
や
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
は
共
通
の
政
敵
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
見
る
と
、「
進
歩
派
勢
力
」
同

士
と
は
い
え
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
が
ブ
ラ
ウ
ン
労
働
党
と
簡
単
に
組
め
な
い
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
保
守
党
と
自
民
党

の
、
少
な
く
と
も
主
要
閣
僚
同
士
で
は
、
良
好
な
人
間
関
係
さ
え
存
在
し
た
た
め
、
連
立
政
権
「
調
整
用
マ
シ
ー
ン
」
は
不
要
だ
っ
た
と

い
う
声
す
ら
あ
る

（
11
）

。
ま
た
、
従
来
以
上
に
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
が
常
態
化
し
や
す
い
今
日
、
総
選
挙
を
再
度
実
施
す
る
リ
ス
ク
や
、

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
に
見
ら
れ
る
微
妙
な
議
席
差
（
い
わ
ゆ
る
院
内
算
術
）
な
ど
も
、
連
立
政
権
形
成
に
対
す
る
両
党
の
反
応
を
理
解

す
る
う
え
で
、
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
両
党
の
と
り
わ
け
上
層
部
を
通
じ
て
「
連
立
」
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
両
党
首
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る

「
相
互
接
近
へ
の
努
力
」
の
ほ
か
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
十
数
年
前
か
ら
見
ら
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
類
似
性
の
高
ま
り
（
構
造
的
要
因
）

が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

2
．
保
守
党
に
対
す
る
「
自
民
党
」
お
よ
び
「
自
民
党
と
の
連
立
」
の
影
響
と
そ
の
意
味

保
守
党
の
場
合
、
自
民
党
と
の
連
立
に
関
し
て
は
、
党
首
・

・

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
巧
み
な
党
内
「
操
縦
」
が
注
目
さ
れ
る
。
連
立
交
渉
当
時

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
党
の
幹
部
議
員
や
一
般
議
員
に
対
し
（
真
実
か
ど
う
か
、
か
な
り
疑
わ
し
い
の
だ
が
）「
労
働
党
は
国
民
投
票
抜
き
の
Ａ
Ｖ

制
を
自
民
党
に
提
案
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
Ａ
Ｖ
制
導
入
の
賛
否
を
国
民
投
票
で
問
う
と
し
た
『
保
守
党
・
自
民
党
』
の
連
立
形
成
に
諸

君
が
反
対
し
て
し
ま
っ
た
ら
、『
労
働
党
・
自
民
党
プ
ラ
ス
そ
の
他
』
の
連
立
政
権
が
成
立
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
国
民
投
票
抜
き

の
ス
ト
レ
ー
ト
な
Ａ
Ｖ
制
実
現
に
も
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
会
合
で
は
予
想
ど
お
り
一
握
り
の
右
派
議

員
が
異
議
を
唱
え
た
も
の
の
、
党
首
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
は
大
半
の
一
般
議
員
も
自
民
党
と
の
連
立
に
従
う
以
外
な
く
、
キ
ャ
メ

ロ
ン
の
提
案
、
す
な
わ
ち
自
民
党
と
の
完
全
連
立
案
は
、
も
は
や
既
成
事
実
に
近
い
形
で
党
内
承
認
さ
れ
た

（
12
）

。

極
論
す
れ
ば
、
自
民
党
と
の
連
立
は
、
事
実
上
キ
ャ
メ
ロ
ン
と
比
較
的
彼
に
近
い
幹
部
議
員
の
主
導
で
進
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。
一
部
を
除
け
ば
、
一
般
議
員
は
も
ち
ろ
ん
幹
部
議
員
で
す
ら
、
こ
の
流
れ
に
口
を
は
さ
み
に
く
い
状
況
を
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
自
ら
、

つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
保
守
党
内
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
・

・

自
身
が
軸
と
な
り
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

の
形
で
連
立
政
権
の
形
成
に
至
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

一
方
自
民
党
で
も
、
保
守
党
と
の
連
立
は
、
基
本
的
に
「
党
首
お
よ
び
一
部
の
幹
部
議
員
」
中
心
で
行
わ
れ
た
。
自
民
党
で
は
、
以
前

か
ら
ク
レ
ッ
グ
党
首
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
関
し
て
党
内
批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
党
と
の
連
立
交
渉
中
、
党
内
協
議
不
足
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だ
と
い
う
不
満
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
13
）

。
党
是
と
も
い
う
べ
き
選
挙
制
度
改
革
の
実
現
が
か
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
五
月
の
総
選
挙
時
は
二
七
％
も
あ
っ
た
そ
の
支
持
率
が
三
か
月
後
に
は
一
四
％
に
減
少
し
た
た
め
、
連
立
入
り
は
む
し

ろ
逆
効
果
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
さ
え
党
内
に
広
ま
り
始
め
た
。
と
り
わ
け
、
ク
レ
ッ
グ
が
Ｖ
Ａ
Ｔ
引
き
上
げ
な
ど
一
定
の

政
策
で
保
守
党
側
に
譲
歩
し
た
こ
と
に
対
す
る
党
内
の
不
満
は
大
き
く
、
あ
る
自
民
党
元
下
院
議
員
な
ど
は
、
保
守
党
と
の
連
立
と
そ
れ

に
基
づ
く
妥
協
を
、「
悪
魔
と
の
夕
食

（
14
）

」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
連
立
政
権
は
成
立
し
た
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
研
究
の
泰
斗
で
保
守
党
上
院
議
員
で
も
あ
る
ノ
ー
ト
ン
（P

hilip 

N
orton

）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
両
党
が
「
頭
部
・
上
半
身
で
合
同
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
下
半
身
で
は
（
よ
り
正
確
に

は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
的
に
心
の
部
分
で
は
）
合
同
し
て
い
な
か
っ
た

（
15
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
「
両
党
首
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
づ
く
り
に
関
与
し
た
が
、
自
分
に
従
う
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
党
下
院
議
員
た
ち
を
説
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
連
立
交
渉

中
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
党
内
右
派
議
員
を
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
が
、
彼
ら
は
正
式
に
支
持
し
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

…
…
院
外
で
は
、
選
挙
レ
ベ
ル
の
連
立
は
一
切
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
保
守
党
も
自
民
党
も
、
別
々
の
存
在
と
し
て
選
挙
を
戦
っ
た
か

ら
で
あ
る

（
16
）

」。
そ
れ
ゆ
え
、
自
民
党
あ
る
い
は
自
民
党
と
の
連
立
が
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
う
の
は
、
両
党
の
「
党

首
」
あ
る
い
は
「
影
の
閣
僚
」
レ
ベ
ル
の
み
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
方
党
員
・
活
動
家
の
レ
ベ
ル
で
も
、
何
ら
か
の
軋
轢

や
協
力
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
の
形
成
や
、
対
立
し
た
主
要
争
点
を
め
ぐ
る
一
般
議
員
の
造
反
も
含
め
、
こ
の

連
立
が
基
本
的
に
は
両
党
の
ほ
ぼ
院
内
政
党
上
層
部
限
定
の
現
象
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
議
院
内
閣
制
諸
国
の
連
立
政
権
を
考
察
す
る
場
合
、
既
述
の
よ
う
に
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
（
と
り
わ
け
保

守
党
議
員
と
自
民
党
議
員
）
と
い
う
い
わ
ば
「
ヨ
コ
」
の
相
互
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
連
立
を
組
む
政
党
内
で
見
ら
れ
る
「
タ
テ
」
の
政
治
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二
四
五

競
争
な
い
し
相
互
関
係
・
対
立
も
、
一
応
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

（
17
）

。
政
党
と
い
う
の
は
、
単
一
か
つ
一
枚
岩
の
ア
ク
タ
ー
で
は

な
く
、
政
治
的
官
職
の
追
求
や
特
定
政
策
の
実
現
な
ど
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
多
様
な
形
態
で
行
動
す
る
、
様
々
な
党
内
諸
要
素
の
複
合
体

だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
民
党
あ
る
い
は
自
民
党
と
の
連
立
が
（
キ
ャ
メ
ロ
ン
）
保
守
党
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
察
し
て
み
る
と
、
保
守
「
党

組
織
全
体
」
と
い
う
よ
り
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
個
人
」
と
そ
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
ほ
う
に
、
よ
り
意
義
深
い
効
果
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
逆
（
保
守
党
と
の
連
立
が
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
に
及
ぼ
し
た
影
響
）
も
ま
た
然
り
で
あ

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
リ
ー
（S

im
on L

ee

）
の
見
解
に
従
え
ば
、
連
立
政
権
の
形
成
を
通
じ
て
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
の
保
守
・

自
民
両
党
首
脳
の
失
策
（
保
守
党
↓
単
独
過
半
数
獲
得
に
失
敗
、
自
民
党
↓
前
回
総
選
挙
よ
り
五
議
席
減
）
を
両
党
の
不
満
分
子
で
さ
え
忘
れ
て

し
ま
う
ほ
ど
「
大
胆
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
集
め
る
機
会
」
が
効
果
的
に
提
供
さ
れ
た

（
18
）

か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
本
人
か
ら

す
れ
ば
、
自
民
党
と
の
連
立
は
、
自
身
の
党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
補
強
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
院
内
保
守
党
で

は
、「
社
会
保
守
」
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
首
相
時
代
以
降
定
着
し
て
し
ま
っ
た
「
冷
酷
な
党
」

（nasty party

）
と
い
う
印
象
を
完
全
に
払
拭
し
、
逆
に
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
な
い
し
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
立
場
を
貫
く
た
め
に
は
、

自
民
党
と
の
連
立
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
有
効
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
過
半
数
議
席
を
取

れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
政
策
遂
行
の
失
敗
、
党
内
改
革
な
ど
に
対
す
る
党
内
右
派
か
ら
の
批
判
を
「
連
立
」
の
せ
い
に
し
て
受
け
流
す
こ

と
も
で
き
る
の
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
流
「
そ
ら
し
の
政
治
」（politics of defl ection

）
ま
で
正
当
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る

（
19
）

。

し
た
が
っ
て
、
特
に
元
来
党
内
基
盤
が
盤
石
で
な
い
キ
ャ
メ
ロ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
存
在
な
い
し
自
民
党
と
の
連
立

に
は
、「
お
膝
元
」
か
ら
の
批
判
・
党
首
降
ろ
し
を
巧
み
に
か
わ
す
た
め
の
「
防
壁
」
効
果
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
う
し
た
意
味
で
、
自
民
党
の
存
在
、
あ
る
い
は
自
民
党
と
の
連
立
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
保
守
「
党
」
以
上
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
本

人
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
と
っ
て
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
期
の
二
大
野
党
と
そ
の
変
容

こ
こ
で
は
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
の
結
果
、
両
党
の
連
立
政
権
が
実
現
し
た
要
因
・
背
景
を
探
る
た
め
、
各
党
の
内
部
事
情
と
そ
の
変

容
を
や
や
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
常
に
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
に
内
在
し
、
党
首
選
挙
や
党
政
策
形
成
な
ど
の
基
本

的
輪
郭
を
構
成
す
る
、
前
述
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
の
図
式
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

元
来
政
策
的
に
は
「
水
と
油
」
の
よ
う
な
側
面
も
あ
っ
た
両
党
で
は
あ
る
が
、
Ⅲ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
両
党
は
内
部
に
政
策
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
緊
張
関
係
を
抱
え
て
い
る
。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
そ
の
基
本
的
な
対
立
軸
は
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
政
府
と
経
済
（
ま

た
は
自
由
主
義
）
の
あ
り
方
「
政
府
介
入
重
視
（social liberalism

）⇔

市
場
経
済
重
視
（econom

ic/classic liberalism

）」、
社
会
の
あ
り

方
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル⇔

社
会
保
守
」、
そ
し
て
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
保
守
党
の
場
合
は
、
党
の
あ
り
方
「
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー⇔

ト
ラ

デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

自
民
党
は
、
社
会
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
総
じ
て
リ
ベ
ラ
ル
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
保
守
党
で
は
、
相
対
的
に
「
市
場
経
済
重
視
、
社

会
保
守
、
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
の
保
守
主
義
者
が
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
派
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
方
、
保
守
党

の
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
（
現
首
相
）
の
立
場
は
、
既
に
触
れ
た
と
お
り
「
市
場
経
済
重
視
、
社
会
リ
ベ
ラ
ル
、
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
」
で
あ
る
と

見
ら
れ
る
。

ま
た
、
ク
レ
ッ
グ
党
首
（
現
副
首
相
）
は
、
長
年
自
民
党
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
か
ら
、「
エ
コ
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ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
へ
の
方
向
転
換
（
改
革
あ
る
い
は
中
道
化
）
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ま

で
の
両
党
歴
代
党
首
に
比
べ
る
と
、
二
人
に
は
そ
の
社
会
的
政
治
的
経
歴
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
や
方
向
性
で
も
、

重
複
す
る
部
分
や
共
鳴
し
や
す
い
要
素
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
総
選
挙
前
、
イ

ギ
リ
ス
政
治
史
上
初
と
な
る
一
連
の
公
開
テ
レ
ビ
党
首
討
論
会
な
ど
で
存
分
に
発
揮
さ
れ
た
そ
の
テ
レ
ビ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
演
説
能
力

が
党
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
何
ら
か
の
貢
献
を
し
た
と
い
う
点
で
も
、
二
人
に
は
共
通
す
る
部
分
が
多
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
両
党
の
連
立
実
現
の
要
因
と
背
景
を
理
解
す
る
手
が
か
り
の
一
部
と
し
て
、
両
「
党
首
」
の
存
在
・
役
割
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

1
．
自
民
党
の
変
容

二
〇
一
〇
年
総
選
挙
後
、
自
民
党
を
代
表
し
て
連
立
交
渉
を
担
当
し
た
ロ
ー
ズ
下
院
議
員
は
、
交
渉
中
の
経
緯
を
叙
述
し
た
『
五
月
の

二
十
二
日
間　

自
民
・
保
守
連
立
政
権
の
誕
生
』（
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
著
書
の
な
か
で
、
一
九
九
七
〜
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
ニ
ュ
ー

レ
ー
バ
ー
政
権
時
代
、
労
働
党
と
自
民
党
に
よ
る
「
進
歩
派
」
連
立
実
現
の
機
会
は
常
に
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
結
局
そ
れ

が
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、
彼
は
、
一
九
九
七
年
総
選
挙
で
の
労
働
党
「
地
滑
り
」
勝
利
、
ブ
ラ
ウ
ン
な
ど
労
働
党
首
脳
側

に
党
内
純
血
主
義
が
根
強
か
っ
た
こ
と
、
労
働
党
純
血
主
義
の
象
徴
・
ブ
ラ
ウ
ン
を
二
〇
〇
八
年
以
降
党
首
の
座
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
す

こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
の
三
点
を
挙
げ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
前
後
、
自
民
党
首
脳
に
は
保
守
党
と
の
連
立
に
踏
み
出

そ
う
と
す
る
野
心
は
一
切
な
く
、
あ
く
ま
で
国
益
と
党
益
（
自
民
党
と
し
て
の
政
策
優
先
事
項
、
と
り
わ
け
選
挙
制
度
改
革
の
実
現
可
能
性
）
を

考
慮
し
て
判
断
し
た
結
果
、
保
守
党
と
の
連
立
形
成
に
至
っ
た
の
だ
と
い
う

（
20
）

。

さ
ら
に
ロ
ー
ズ
は
、
両
党
の
連
立
形
成
が
実
現
に
至
っ
た
短
期
的
要
因
と
し
て
、
①
二
〇
一
〇
年
議
会
（
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
）
の
政
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党
別
議
席
差
に
伴
う
「
院
内
算
術
」、
す
な
わ
ち
労
働
党
・
自
民
党
の
合
計
獲
得
議
席
数
（
過
半
数
に
届
か
な
い
三
一
五
議
席
）
よ
り
保
守
党

単
独
獲
得
議
席
数
（
三
〇
七
議
席
）
の
ほ
う
が
わ
ず
か
に
少
な
か
っ
た
こ
と
、
②
イ
ギ
リ
ス
と
世
界
を
取
り
巻
く
経
済
状
況
（
安
定
し
た
強

力
な
政
府
の
必
要
性
）、
そ
し
て
③
過
去
数
年
間
の
主
要
政
党
の
動
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
か
で
も
決
定
的
役
割
を
果
た
し
た
要
因
と
し

て
、
彼
は
①
を
最
重
要
視
し
て
い
る
。
総
選
挙
結
果
に
基
づ
く
「
院
内
算
術
」
の
結
果
次
第
で
は
、
自
民
党
と
労
働
党
が
組
む
可
能
性
も

否
定
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
保
守
党
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
目
的
で
「
Ａ
Ｖ
制
」
と
い
う
譲
歩
案
を
自
民
党
に
提
示
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
即
座
の
再
総
選
挙
実
施
を
懸
念
す
る
自
民
党
側
も

│
比
例
代
表
制
と
い
う
第
一
志
望
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ

│
Ａ
Ｖ
制
に
関
す

る
国
民
投
票
実
施
と
い
う
こ
と
で
妥
協
で
き
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
る

（
21
）

。

本
稿
は
、
③
の
要
因
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
微
妙
な
議
席
差
に
基
づ
く
院
内
算
術
の
結
果
、
そ
し
て
両
党
の
思
惑
が
一

致
し
た
結
果
、
保
守
・
自
民
両
党
の
連
立
政
権
が
実
現
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
両
党
と
も
党
内
部
に
変
化
が
生
じ
な
か
っ
た

ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
、
ク
レ
ッ
グ
両
党
首
が
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
か
っ
た
し
、
結
果
的
に
連
立
政
権
の
形
成
は
相
当
困

難
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
期
に
見
ら
れ
た
自
民
党
の
主
な
変
容
は
、
前
述
の
と
お
り
⒜
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
重
視

の
立
場
か
ら
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
志
向
に
シ
フ
ト
し
た
点
、
そ
し
て
⒝
ク
レ
ッ
グ
党
首
の
選
出

（
22
）

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
重
大
な
変
化
と
し
て
、
⒞
一
九
八
八
年
に
就
任
し
た
ア
シ
ュ
ダ
ウ
ン
（Jerem

y, ‘P
addy ’ A

shdow
n

）
党
首
時
代
以

降
、
自
民
党
内
権
力
闘
争
の
結
果
、
地
方
党
員
・
党
活
動
家
以
上
に
党
下
院
議
員
（
院
内
政
党
）
が
徐
々
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
つ
つ
あ
っ

た
と
い
う
同
党
の
党
内
事
情
を
つ
け
加
え
た
い
。

⒜
に
関
し
て
強
調
す
べ
き
は
、
全
体
的
に
自
民
党
の
「
労
働
党
離
れ
」
が
進
行
し
て
い
た
ケ
ネ
デ
ィ
（C

harles K
ennedy

）
党
首
時
代
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の
二
〇
〇
四
年
当
時
、
ロ
ー
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
自
民
党
右
派
議
員
が
中
心
と
な
っ
て
『
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク　

自
由
主
義
の
再
主
張
』

（T
h

e O
ran

ge B
ook: R

eclaim
in

g L
iberalism

）
と
い
う
論
文
集
が
出
版
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る

（
23
）

。
そ
の
内
容
は
、
旧
自
由
党
（
自
民

党
）
の
理
念
・「
自
由
主
義
」
の
二
大
潮
流
の
一
つ
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
立
場
を
政
策
分
野
別
に
再
主
張
し
た
も
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
民
党
自
由
主
義
の
も
う
一
つ
の
伝
統
（
主
流
）
で
あ
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
批
判
で
も

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
再
表
明
さ
れ
た
自
民
党
的
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
は
、
別
名
「
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
・
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
」（O

range B
ook L

iberalism

）
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
因
み
に
そ
の
寄
稿
者
に
は
、
保
守
党
と
の
連
立
交
渉
を
担
当
し
た

ロ
ー
ズ
の
ほ
か
、
ク
レ
ッ
グ
現
党
首
や
ケ
ー
ブ
ル
（V

ince C
able

）
産
業
・
刷
新
・
技
術
担
当
相
、
二
〇
〇
七
年
に
ク
レ
ッ
グ
と
党
首
選

挙
を
争
っ
た
ヒ
ュ
ー
ン
（C

hris H
uhne

）
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
・
気
候
変
動
担
当
相
な
ど
、
党
内
の
大
物
政
治
家
が
含
ま
れ
て
い
た
。

党
内
の
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
（M

enzies C
am

pbell

）
党
首
時
代
の
二
〇
〇
七
年
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」

の
立
場
か
ら
、
党
内
左
派
議
員
が
『
国
家
を
徹
底
的
に
つ
く
り
な
お
す　

二
一
世
紀
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』（R

ein
ven

tin
g 

th
e S

tate: S
ocial L

iberalism
 for th

e 21st C
en

tu
ry

）
と
題
す
る
論
文
集
を
出
版
し
て
い
る
。
ク
レ
ッ
グ
と
ヒ
ュ
ー
ン
は
こ
ち
ら
に
も
寄

稿
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
二
冊
の
相
次
ぐ
刊
行
は
、
政
策
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
の
自
民
党
内
主
導
権
争
い
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。『
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
』
の
内
容
は
、
経
済
社
会
問
題
に
対
す
る
「
大
き
な
政
府
」
的
「
増
税
プ
ラ
ス
支
出
」
的
解
決
か
ら
の
脱
却
に
、

そ
し
て
特
に
公
共
サ
ー
ビ
ス
面
で
の
供
給
者
利
益
支
持
か
ら
の
脱
却
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
比
較
的
（
地
方
）
公
共
部
門
労

働
者
の
多
い
自
民
党
活
動
家
側
か
ら
反
発
を
受
け
て
い
た

（
24
）

か
ら
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
の
ク
レ
ッ
グ
党
首
選
出
は
、
こ
う
し
た
党
内
主
導
権
争
い
に
お
け
る
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
側
の
勝
利
と

解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
伝
統
が
完
全
に
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
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で
は
な
い
。
自
民
党
歴
代
党
首
の
な
か
で
も
ク
レ
ッ
グ
は
、
保
守
党
と
も
労
働
党
と
も
「
均
等
に
距
離
を
置
き
」、「
同
党
に
と
っ
て
ベ
ス

ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
思
え
る
党
と
手
を
組
む
」
こ
と
が
で
き
る
初
め
て
の
党
首
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
レ
ッ
グ
が

党
首
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
保
守
党
に
近
い
「
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
へ
の
シ
フ
ト
も
本
格
化
し
た
し
、
ま
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン

保
守
党
と
の
連
立
も
可
能
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
ク
レ
ッ
グ
が
党
首
と
し
て
果
た
し
た
役
割
は
、
決
し
て
小
さ
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ク
レ
ッ
グ

「
党
首
」
の
個
人
的
立
場
や
役
割
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
よ
り
本
質
的
な
部
分
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。
ま
ず
、
党
首
選
挙

結
果
（
註
22
）
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ク
レ
ッ
グ
は
党
内
か
ら
圧
倒
的
に
支
持
さ
れ
て
党
首
に
選
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
地
方
党
員
・
活
動
家
の
利
益
を
代
弁
し
て
い
た
ヒ
ュ
ー
ン
に
僅
差
（
得
票
率
〇
・
六
％
差
）
で
勝
利
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ク
レ
ッ
グ
は
有
権
者
の
間
で
個
人
的
な
人
気
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
党
内
的
立
場
は
思
っ
た
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
あ

る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
『
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
』
が
刊
行
さ
れ
、
自
由
主
義
に
関
す
る
党
内
論
争
が
本
格
化
し
た

の
は
、
ク
レ
ッ
グ
が
党
首
に
就
任
す
る
少
な
く
と
も
三
年
前
（
ケ
ネ
デ
ィ
元
党
首
時
代
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
立
場
を
ク
レ
ッ
グ
自
ら
が
完
全
に
放
棄
し
た
り
否
定
し
た
と
い
う
証
拠
も
な
い
。

さ
ら
に
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
今
日
、
自
民
党
内
で
党
首
が
党
の
あ
り
方
に
そ
れ
な
り
の
影
響
力
を
及
ぼ
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
地
方
党
員
や
地
方
議
員
以
上
に
党
下
院
議
員
（
院
内
自
民
党
）
の
漸
進
的
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
が
進
ん
で
い
た

こ
と
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
院
内
政
党
か
ら
組
織
化
し
て
い
っ
た
保
守
党
と
は
異
な
り
、
旧
自
由
党
と
労
働
党
内
右
派

（
社
会
民
主
党
）
と
の
合
併
（
一
九
八
八
年
）
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
自
民
党
の
党
内
構
造
は
、
い
わ
ば
「
連
邦
的
党
内
構
造
」（the federal 

party

）
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
自
民
党
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
各
自
民
党
に
分
か
れ
て
お
り
、
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一

特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
自
民
党
の
場
合
は
、
全
国
自
民
党
に
そ
の
政
策
事
項
が
委
ね
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
党
研
究
者
ド
ラ
イ
バ
ー

（S
tephen D

river

）
に
よ
る
と
、
そ
の
党
内
構
造
上
「
院
内
自
民
党
」（
党
下
院
議
員
）
は
「
明
白
か
つ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
役
割
を
一
切
持
た

さ
れ
て
い
な
い

（
25
）

」
た
め
、
そ
の
位
置
づ
け
は
中
途
半
端
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
分
、
地
方
党
員
・
活
動
家
の

ほ
う
が
、
今
ま
で
は
相
対
的
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
中
央
（
特
に
下
院
議
員
）」
と
「
地
方
（
党
員
・
活
動
家
）」
と
の
間
で
分
裂
や
権
力
闘
争
が
生
じ
て
も
、
前
者
は
党
内
の

単
な
る
一
要
素
的
位
置
づ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
自
民
党
の
場
合
、
二
〇
〇
八
年
現
在
で
六
万
人
と
も
い
わ
れ
て
い
る
「
党
員
」
の

ほ
う
が
、
党
務
や
政
策
決
定
に
関
し
て
は
、
圧
倒
的
に
存
在
感
を
示
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
と
り
わ
け
一
九
八
九
年
以
降
、
各
種
地
方
選
挙
や
総
選
挙
で
当
選
者
が
多
く
な
り
、
必
然
的
に
自
民
党
議
員
も
増
加
し
て

い
っ
た
。
同
時
に
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
政
党
公
的
助
成
や
私
的
支
援
金
も
拡
大
し
た
結
果
、
従
来
以
上
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
党
選

挙
マ
シ
ー
ン
の
構
築
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
党
外
か
ら
メ
デ
ィ
ア
関
係
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
リ
ク
ル
ー
ト
し
て
、
選
挙

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
一
任
し
た
結
果
、
党
内
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
主
体
の
伝
統
的
選
挙
運
動
ま
で
ビ
ジ
ネ
ス
的
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
選

挙
戦
術
や
党
組
織
が
専
門
職
化
し
た
こ
と
で
、
ア
マ
チ
ュ
ア
的
地
方
党
員
・
活
動
家
へ
の
依
存
度
も
従
来
以
上
に
減
少
し
、
自
民
党
内
の

権
力
関
係
が
逆
転
す
る
傾
向
、
す
な
わ
ち
「
院
内
自
民
党
の
強
大
化
」
イ
コ
ー
ル
「
地
方
党
員
・
活
動
家
の
相
対
的
弱
体
化
」
傾
向
が
出

て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
党
政
策
形
成
過
程
も
、
従
来
の
「
党
員
・
党
大
会
中
心
型
」
か
ら
、
党
首
お
よ
び
党
下
院
議
員
に
よ
る

「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
」
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
自
民
党
は
、
そ
れ
な
り
に
「
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
」
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
地
方
政
治
以
外
に
国
政
で
も
、
既
成
政
党
に
対
す
る
不
満
の
「
受
け
皿
」
的
役
割
を
果
た
し
た
り
す
る
な
ど
、
旧
自
由
党
以
上



二
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二

の
成
功
ま
で
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
党
内
主
導
権
が
党
首
や
党
下
院
議
員
の
側
に
シ
フ
ト
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
党
員
に
も
国
民
に
も
人
気
の
あ
っ
た
ケ
ネ
デ
ィ
党
首
や
、
ベ
テ
ラ
ン
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
党
首
が
、
い
ず
れ

も
自
民
党
下
院
議
員
の
「
党
内
ク
ー
デ
タ
」
で
党
首
の
座
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
さ
れ
た
（
そ
し
て
そ
の
結
果
、
ク
レ
ッ
グ
現
党
首
登
場
の
き
っ

か
け
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
）
と
い
う
事
実
は
、
そ
う
し
た
自
民
党
内
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
シ
フ
ト
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

（
26
）

。

自
民
党
内
部
事
情
と
そ
の
変
容
を
考
慮
し
て
み
た
場
合
、
保
守
党
と
の
連
立
で
ク
レ
ッ
グ
党
首
が
果
た
し
た
役
割
と
い
う
の
は
、
確
か

に
軽
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ク
レ
ッ
グ
党
首
単
独
で
の
貢
献
と
い
う
よ
り
、
自
民
党
側
の
党
内
構
造
の
特
質
に
関
連
す
る

党
内
権
力
バ
ラ
ン
ス
変
化
が
近
年
生
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ク
レ
ッ
グ
も
党
首
と
し
て
連
立
へ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
自
民
党
は
、
野
党
時
代
に
不
満
の
「
受
け
皿
」
的
役
割
を
担
う
こ
と
で
、
結
果
的
に
党
政
策
の
シ
フ
ト
や
、

保
守
・
労
働
二
大
政
党
並
の
選
挙
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
化
を
経
験
し
た
。
そ
し
て
そ
の
帰
結
と
し
て
、
自
民
党
の
内
部
変
化
と
、

そ
れ
に
伴
う
保
守
党
と
の
連
立
が
、
あ
る
程
度
実
現
可
能
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

2
．
保
守
党
の
変
容

ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
政
権
時
代
の
中
道
的
か
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
労
働
党
理
念
に
対
抗
し
て
、
二
大
野
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
右
傾
化
」（
保
守
党
）
な
ら
び
に
「
左
傾
化
」（
自
民
党
）
し
て
い
く
傾
向
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
既
述
の
よ
う
に
、
自
民
党
で
は
、

ク
レ
ッ
グ
党
首
登
場
以
前
か
ら
党
内
に
変
化
が
生
じ
た
結
果
、
ク
レ
ッ
グ
党
首
時
代
（
二
〇
〇
七
年
〜
）
に
中
道
化
、
す
な
わ
ち
「
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
一
辺
倒
か
ら
の
脱
却
（
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
強
調
）
に
一
応
成
功
し
た
。

一
方
保
守
党
は
、
一
九
九
七
年
以
降
、
コ
ア
ボ
ー
ト
戦
略
と
称
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
拘
り
続
け
、
結
果
的
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
流
ト
ラ

デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
（
右
派
）
の
「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
（
市
場
経
済
重
視
）、
社
会
保
守
、
欧
州
懐
疑
主
義
」
依
存
か
ら
脱
却
（
中
道
化
）
で
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き
ず
に
い
た
。
正
確
に
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
以
前
の
歴
代
党
首

│
ヘ
イ
グ
（W

illiam
 H

ague

、
党
首
在
任
一
九
九
七
〜
二
〇
〇
一
年
）、
ダ
ン

カ
ン
ス
ミ
ス
（Iain D

uncan S
m
ith

、
同
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
三
年
）、
ハ
ワ
ー
ド
（M

ichael H
ow

ard

、
同
二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
五
年
）

│
も

「
党
首
」
と
し
て
野
党
保
守
党
を
蘇
生
さ
せ
る
べ
く
中
道
化
や
党
内
改
革
を
そ
れ
な
り
に
試
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の

い
わ
ゆ
る
「
セ
ン
タ
ー
」
に
陣
取
っ
た
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
と
ブ
レ
ア
に
終
始
圧
倒
さ
れ
続
け
た
。
ま
た
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
党
首
時
代
以
降
党

内
で
増
大
し
て
い
た
「
右
派
」
議
員
の
存
在
と
圧
力
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
周
知
の
よ
う
に
一
三
年
間
も
政
権
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
右
派
の
デ
ー
ヴ
ィ
ス
（D

avid D
avis

）
を
決

選
投
票
で
倒
し
た
二
〇
〇
五
年
党
首
選
挙

（
27
）

で
あ
っ
た
。
で
は
、
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
に
は
、
い
か
な
る
特

徴
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
何
か
と
類
似
点
の
多
い
ク
レ
ッ
グ
党
首
と
比
較
し
た
場
合
、
保
守
党
の
変
容
に
関
す
る
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の

貢
献
と
影
響
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

現
在
、
連
立
政
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
を
構
成
す
る
三
大
要
素
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
次
の
よ
う
な
論
理
思
考
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
①
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場
に
対
す
る
批
判
（
も
は
や
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
、broken

な
イ
ギ
リ
ス

を
立
て
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
）⇒

②
よ
っ
て
、
中
央
政
府
に
よ
っ
て
下
令
さ
れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る⇒

③
そ

の
た
め
に
は
、
地
方
分
権
化
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
形
態
を
通
じ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
個
人
に
、
も
っ
と
多
く
の
権
力
が
与
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る

（
28
）

。
こ
の
指
摘
に
従
う
と
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
は
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
つ
つ
も
、
イ
ギ
リ
ス
の

再
建
に
関
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
で
財
政
を
悪
化
さ
せ
た
「（
大
き
な
）
政
府
」
の
役
割
よ
り
も
、「
地
方
」
や
「
社
会
」
の
役

割
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。
特
に
こ
の
「
地
方
」
重
視
の
姿
勢
は
、
伝
統
的
な
自
民
党
（
旧
自
由
党
）
の
理
念
と
も
合
致
し



二
五
四

て
い
る
。
ま
た
、
紙
幅
の
都
合
で
そ
の
詳
細
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
政
府
」
で
は
な
く
「
社
会
」
を
重
視
す
る
キ
ャ
メ
ロ
ン

の
立
場
は
、
い
わ
ゆ
る
「
偉
大
な
社
会
」（B

ig S
ociety

）
プ
ラ
ン
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
政
府
の
役
割
を
地
域
社
会

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
目
下
の
財
政
赤
字
削
減
に
貢
献
す
る
と
い
う
戦
略
に
も
通
じ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
地
方
政
治
」
改
革
あ
る
い
は
地
域
「
社
会
」
を
通
じ
て
人
び
と
に
責
任
を
果
た
し
て
も
ら
う
こ
と
を
強
調
す

る
姿
勢
な
い
し
自
由
主
義
観
は
、
ク
レ
ッ
グ
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
〇
〇
七
年
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、‘I am

 a liberal C
onservative ’

と
述
べ
て
、「
自
由
主
義
的
保
守
主
義
」（liberal C

onservatism

）

と
い
う
哲
学
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
れ
は
、
無
意
味
な
個
人
主
義
や
利
己
的
な
自
由
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
共
同
体
の
義
務
と
か
「
制

度
」
と
い
っ
た
保
守
主
義
的
価
値
観
を
強
調
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
少
な
く
と
も
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
、

環
境
保
護
、
そ
し
て
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
四
つ
の
分
野
に
関
し
て
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
も
、
保
守
主
義
と
自
由
主
義
と
の
間
に
共
通
の
地

盤
が
あ
る
と
考
え
て
い
る

（
29
）

。
換
言
す
れ
ば
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
と
自
由
主
義
と
は
融
合
可
能
な
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
同
時

に
、
来
た
る
（
二
〇
一
〇
年
）
総
選
挙
で
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
出
現
を
見
据
え
た
結
果
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
従
来
以
上
に
協
力
し

や
す
く
な
っ
た
自
民
党
に
対
し
、
保
守
党
党
首
の
立
場
で
送
っ
た
秋
波
と
し
て
、
こ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
ビ
ー
チ
（M

att B
eech

）
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
前
述
し
た
「
自
由
主
義
的
保
守
主
義
」
を
好
ん

で
用
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
の
思
想
を
厳
密
に
要
約
す
る
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
政
治
的
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

上
の
配
置
転
換
と
い
っ
た
、
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
当
然
果
た
す
べ
き
任
務
を
遂
行
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、

キ
ャ
メ
ロ
ン
が
自
ら
の
保
守
主
義
に‘liberal ’

を
つ
け
加
え
る
理
由
と
し
て
、
以
下
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
社
会
・
道
徳

問
題
に
つ
い
て

│
例
え
ば
、
同
性
愛
夫
婦
に
対
す
る
寛
容
な
ど

│
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
自
分
に
敵
対
し
「
社
会
保
守
」
を
標
榜
し
て
き
た
党
内
議
員
グ
ル
ー
プ
（
右
派
）
を
牽
制
す
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
一
九
九
七
年
以
降
の
野
党
（
不
毛
）
時
代
に
払
拭
し
き
れ
な
か
っ
た
「
冷
酷
な
党
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
か
ら
保
守
党
を
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
る
。
二
つ
目
は
、
自
分
が
保
守
傍
流
の
異
端
の
党
首
で
は
な
く
、
む
し
ろ
例
え
ば
一
九
世
紀
の
ピ
ー
ル
（R

obert P
eel

）
や

デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

enjam
in D

israeli

）、
あ
る
い
は
二
〇
世
紀
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw

in

）
な
ど
の
系
譜
に
連
な
る
現
実
的

か
つ
穏
健
な
保
守
主
義
者
と
し
て
の
立
場
を
強
調
で
き
る
。
そ
し
て
三
つ
目
と
し
て
は
、
当
初
の
予
想
以
上
に
「
大
き
な
政
府
・
中
央
集

権
化
し
た
」
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
「
自
由
」
を
、
国
民
に
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

（
30
）

。

要
す
る
に
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
的
な
保
守
主
義
と
の
違
い
を
示
し
、
な
お
か
つ
、
自
身
の
党
内
主
導
権
を
確
立
・
強
化
（
党
内
権
力
闘
争

に
勝
利
）
す
る
だ
け
で
な
く
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
か
ら
の
久
々
の
政
権
奪
回
に
も
利
用
で
き
そ
う
な
政
治
理
念
を
構
築
す
る
と
な
る
と
、

必
然
的
に
「
自
由
主
義
的
保
守
主
義
」
と
い
う
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
で
あ
れ
ば
、
右
傾
化
し
た

ク
レ
ッ
グ
自
由
党
と
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
提
携
し
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ビ
ー
チ
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
自
由
主
義
的
保
守
主
義
に
つ
い
て
、
完
璧
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
保
守
党

「
党
首
」
の
政
策
理
念
で
あ
る
が
ゆ
え
重
要
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
四
大
特
徴
（
要
素
）
と
し
て
、
以
下
の
点
を
挙
げ
て

い
る
。

・
個
人
の
自
由
を
最
大
化
し
た
り
、
自
由
社
会
に
財
と
サ
ー
ビ
ス
を
効
果
的
に
提
供
し
た
り
す
る
た
め
の
最
も
有
効
な
手
段
と
し
て
、
ネ

オ
・
リ
ベ
ラ
ル
の
経
済
哲
学
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
が
ち
な
強
硬
か
つ
原
理
主
義
的
な
も
の
で
は
な
い
。

・
従
来
的
か
つ
サ
ッ
チ
ャ
ー
的
な
保
守
党
右
派
の
保
守
主
義
と
区
別
し
て
も
ら
う
た
め
、
環
境
重
視
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
協
力
、
貧
困

へ
の
関
与
、
そ
し
て
、
公
的
な
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
提
供
す
る
存
在
と
し
て
の
Ｎ
Ｈ
Ｓ
存
続
な
ど
に
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
る
。
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・
同
じ
理
由
で
、
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
な
態
度
を
示
す
。

・
国
際
問
題
に
つ
い
て
は
、
世
界
各
国
の
民
主
化
に
も
関
与
す
る
「
理
想
（
自
由
）
主
義
的
側
面
」
と
、
例
え
ば
Ｅ
Ｕ
の
介
入
に
反
発
し

て
、
英
国
益
の
積
極
的
追
求
に
も
関
与
す
る
「
現
実
（
保
守
）
主
義
的
側
面
」
と
を
併
せ
持
っ
て
い
る

（
31
）

。

見
方
に
よ
れ
ば
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
と
い
う
の
は
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
、
と
り
わ
け
「
社
会
保
守
」
的
側
面
か
ら
の
脱
却
戦
略

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
党
首
と
し
て
の
演
説
で
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
環
境
な
ど
を
重
視
す
る
姿
勢
を
打

ち
出
す
と
同
時
に
、「
現
代
的
で
、
思
い
や
り
の
あ
る
保
守
主
義
」（m

odern, com
passionate C

onservatism

）
を
標
榜
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
「
党
首
」
と
し
て
、
保
守
党
モ
ダ
ナ
イ
ザ
ー
あ
る
い
は
「
社
会
リ
ベ
ラ
ル
」
の
立
場
か
ら
保
守

党
の
あ
り
方
を
変
え
よ
う
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
保
守
党
の
政
権
奪
回
も
自
民
党
と
の
連
立
も
実
現
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ビ
ー
チ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
保
守
主
義
は
「
ポ
ス
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
・
ニ
ュ
ー
レ
ー

バ
ー
」
の
保
守
主
義
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
「
ア
ン
チ
・
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
の
保
守
主
義
で
は
な
い

（
32
）

こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
の
「
自
由
主
義
的
保
守
主
義
」
と
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
「
オ
レ
ン
ジ
ブ
ッ
ク
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
」
は
、
十
分
調
和
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
両
者
と
も
自
己
の
党
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
相
対
的
少
数
派
」
で
あ
り
、
両
者
共
通
の
敵

は
「
社
会
保
守
」、
そ
し
て
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る

（
33
）

。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
党
内
基
盤
が
完
全
に
盤
石

と
は
い
え
な
い
二
人
に
と
っ
て
、
両
党
の
連
立
形
成
・
維
持
は
、
党
内
主
導
権
争
い
に
お
け
る
相
互
援
助
あ
る
い
は
共
同
防
衛
の
手
段
に

も
つ
な
が
る
筈
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
お
よ
び
そ
の
一
派
と
、
党
内
一
般
議
員
（
一
九
二
二
年
委
員
会
）
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
若
干
触
れ
て
み
た
い
。
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
に
対
す
る
保
守
党
一
般
議
員
の
不
満
は
、
過
半
数
議
席
を
取
り
損
ね
た
た
め
自
民
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党
と
連
立
を
組
ま
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
結
果
、
閣
僚
・
大
臣
ポ
ス
ト
の
取
り
分
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
自
民
党
と
の
連
立
に

よ
っ
て
、「
よ
り
リ
ベ
ラ
ル
な
」
政
策
ま
で
実
現
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ら
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
二
〇
一
〇
年

五
月
二
六
日
に
投
票
が
実
施
さ
れ
た
一
九
二
二
年
委
員
会
委
員
長
選
挙
で
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
推
す
候
補
者
が
「
反
キ
ャ
メ
ロ
ン
改
革
」

候
補
者
に
「
八
五　

対　

一
二
六
」
で
敗
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
も
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
に
対
す
る
党
内
不
満
（
分
子
）
の
存
在

を
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

（
34
）

。

し
か
し
、
深
刻
な
党
内
分
裂
や
造
反
、
あ
る
い
は
ダ
ン
カ
ン
ス
ミ
ス
元
党
首
時
代
（
二
〇
〇
三
年
）
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
キ
ャ
メ
ロ

ン
党
首
降
ろ
し
」
の
動
き
は
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
本
格
化
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
一
番
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
連
立
と
い

う
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
の
お
か
げ
で
保
守
党
が
一
三
年
ぶ
り
に
「
政
権
」
に
返
り
咲
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た

意
味
で
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
の
一
三
年
間
は
、
自
民
党
の
変
容
と
保
守
党
の
変
容
を
、
同
時
に
刺
激
す
る
う
え
で
役
立
っ
た
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
連
立
に
至
る
ま
で
の
自
民
党
の
変
容
が
ク
レ
ッ
グ
党
首
登
場
以
前
か
ら
党
内
構
造
の
面

で
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
保
守
党
の
変
容
に
関
し
て
は
、
や
は
り
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
「
個
人
」
の
存
在
と
役
割
が
、
と
り
わ

け
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
本
人
に
よ
る
「
党
首
」
と
し
て
の
貢
献
や
影
響
は
、
相
対
的
に
ク
レ
ッ
グ
党
首
よ
り
も
大

き
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

ロ
ー
ズ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
両
党
が
連
立
に
踏
み
切
っ
た
直
接
的
理
由
・
き
っ
か
け
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙
結
果
（
ハ

ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
）
に
基
づ
く
前
述
の
「
院
内
算
術
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
な
ど
、
政
策

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
両
党
が
連
立
を
実
現
で
き
た
最
も
注
目
す
べ
き
要
因
・
背
景
は
、
両
党
首
の
存
在
・
貢
献
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
両
党

の
変
容
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
の
変
容
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
共
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通
点
と
同
時
に
相
違
点
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
党
首
の
果
た
し
た
個
人
的
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

役
割
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
れ
で
も
、
あ
え
て
両
党
の
違
い
を
強
調
し
て
み
る
と
、「
党
首
」
の
持
つ
意
味
で
は
、
自
民
党
よ
り
保
守
党
の
ほ
う
が
相
対
的
に
大

き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
元
来
「（
政
権
を
確
保
で
き
る
と
い
う
条
件
つ
き
で
院
内
政
党
か
ら
支
持
さ
れ
た
）『
党
首
』
主
権
の
保
守
党
」

と
、「
か
つ
て
は
党
構
造
全
体
の
一
要
素
に
す
ぎ
ず
、
近
年
の
選
挙
上
の
成
功
に
よ
っ
て
院
内
政
党
と
そ
の
代
表
た
る
『
党
首
』
の
地
位

が
向
上
し
て
き
た
自
民
党
」
と
い
う
、
二
つ
の
政
党
の
歴
史
的
発
展
過
程
や
党
内
構
造
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
違
い
な
ど
か
ら
、
両
党
の
変
容

に
関
す
る
基
本
的
な
相
違
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
自
民
党
の
長
期
的
変
容
に
加
え
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
党
首
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
形
で
、
両
党
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
接
近
も
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
と
い
う
結
果
が
出
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
現

在
の
両
党
連
立
政
権
実
現
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅴ
．
お
わ
り
に

│
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
自
由
民
主
党
の
現
在

以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
要
点
を
列
挙
す
る
と
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
な
る
。

◆　

連
立
協
定
に
象
徴
さ
れ
る
連
立
政
権
ア
ジ
ェ
ン
ダ
形
成
や
、
国
政
連
立
パ
ー
ト
ナ
ー
保
守
党
に
対
し
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
な
ら
び
に

同
党
と
の
連
立
は
、
想
像
以
上
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

◆　

連
立
政
権
の
本
質
は
、
両
党
の
「
頭
（
党
首
）」
を
軸
と
し
た
「
党
内
上
半
身
」
同
士
の
連
立
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。

◆　

こ
の
連
立
に
よ
る
最
大
の
受
益
者
は
、（
現
時
点
で
は
）
保
守
党
「
党
首
」
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
で
あ
る
。
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二
五
九

◆　

保
守
・
自
民
両
党
が
戦
後
初
の
連
立
を
組
む
こ
と
が
で
き
た
要
因
・
背
景
と
し
て
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
お
よ
び
ク
レ
ッ
グ
と
い
う
二
人

の
党
首
が
個
人
的
に
果
た
し
た
役
割
に
加
え
、
二
人
に
長
期
的
な
い
し
間
接
的
に
影
響
を
与
え
た
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
の
存
在
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

◆　

連
立
実
現
の
要
因
と
背
景
に
つ
い
て
、
両
党
の
内
部
事
情
か
ら
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
両
党
の
構
造
的
特
質
や
歴
史
的
展
開
な

ど
の
違
い
も
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
民
党
の
場
合
、
ク
レ
ッ
グ
「
党
首
」
の
個
人
的
効
果
・
貢
献
は
軽
視

で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
年
、
不
満
の
「
受
け
皿
」
的

│
国
内
理
想
主
義
者
の
拠
り
所
的

│
野
党
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
国
政

レ
ベ
ル
で
も
支
持
さ
れ
て
き
た
「（
良
識
あ
る
自
由
主
義
的
）
第
三
政
党
」
内
部
の
漸
進
的
変
容
の
ほ
う
に
、
そ
れ
以
上
の
ウ
ェ
イ
ト
を

置
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
保
守
党
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
「
党
首
」
の
個
人
的
効
果
・
積
極
的
貢

献
の
ほ
う
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

目
下
（
二
〇
一
三
年
現
在
）、
自
民
党
支
持
率
の
低
迷
や
選
挙
敗
北
、
支
持
者
の
自
民
党
離
れ
と
い
っ
た
流
れ
が
続
い
て
お
り
、
自
民
党

は
保
守
党
と
の
連
立
の
せ
い
で
現
実
主
義
の
波
に
埋
没
し
た
感
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
一
〇
年
総
選
挙

結
果
に
伴
う
保
守
党
と
の
連
立
政
権
形
成
に
関
し
て
は
、
自
民
党
も
そ
れ
な
り
に
相
対
的
弱
者
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、

「
か
な
め
党
」
と
し
て
の
役
割
を
担
え
る
存
在
に
成
長
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
あ
る
い
は
ポ
ス
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
（valence politics

の
時
代
）
と
も
い
わ
れ
る
今
日
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
執
着
を
持
た
な
い
浮
動
票
層
や
、
二
大
政
党
に
不
満
を
持
つ
有
権
者
が
増
大
し
た
。
自
民
党
は
、（
旧
自
由
党
時
代
も
含
め
て
）
そ

う
し
た
有
権
者
の
受
け
皿
と
し
て
求
心
力
を
高
め
つ
つ
、
他
方
で
二
大
政
党
と
の
連
立
交
渉
に
も
十
分
対
応
で
き
る
現
実
的
柔
軟
性
や
適

応
力
を
着
実
に
備
え
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
党
内
基
盤
が
強
固
と
は
い
え
な
い
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
「
党
首
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ



二
六
〇

の
政
権
・
党
内
運
営
か
ら
す
れ
ば
、
ク
レ
ッ
グ
自
民
党
は
、（
皮
肉
に
も
）
い
わ
ば
「
助
け
舟
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
自
民
党
は
地
方
政
治
や
国
政
選
挙
で
徐
々
に
支
持
を
伸
ば
し
て
躍
進
し
た
結
果
、
既
述
の
よ
う
に
、
二
大
政
党
並
の
「
選
挙

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
政
党
」
に
成
長
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
守
党
と
の
連
立
政
権
下
で
現
実
主
義
的
立
場
か
ら
国

政
に
関
与
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
野
党
時
代
に
培
っ
て
き
た
期
待
や
信
頼
、
存
在
理
由
を
喪
失
し
て
い
き
、
有
権
者
や
伝
統
的
な

自
民
党
支
持
層
か
ら
も
「
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
に
、「
理
想
主
義
的
第
三
政
党
」

│
と
し
て
有
権

者
に
認
識
さ
れ
続
け
て
き
た

│
自
民
党
最
大
の
ジ
レ
ン
マ
と
課
題
が
あ
る
。

既
に
触
れ
た
「
自
民
党
の
変
容
」
と
連
立
入
り
、
そ
の
背
景
の
一
つ
と
も
い
え
る
が
党
内
で
職
業
政
治
家
・
公
選
職
が
従
来
以
上
に
優

勢
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
連
立
へ
の
関
与
に
よ
っ
て
政
策
面
の
競
合
関
係
が
多
少
弱
ま
り
競
争
の
「
質
」
が
変
化
し
た
こ
と
、
野
党
時
代

と
は
違
っ
て
「
社
会
」
よ
り
「
国
家
（
政
府
）」
に
軸
足
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
（
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
）
政
党
に
対
す
る
国
家
助
成
が
従
来
以
上
に
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
一
連
の
現
象
を
踏
ま
え
る
と
、

現
在
の
イ
ギ
リ
ス
自
民
党
は
、
メ
ア
（P

eter M
air

）
が
主
張
す
る
一
種
の
「
カ
ル
テ
ル
政
党
」
化
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

評
価
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
変
化
と
傾
向
が
、
将
来
の
自
民
党
に
と
っ
て
「
プ
ラ
ス
」
に
な
る
の
か
ど
う
か
疑
問
は

残
る
に
せ
よ
、
政
党
離
れ
が
続
く
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
第
三
政
党
・
自
民
党
も
状
況
の
変
化
に
対
し
て
そ
れ
な
り
に
適
応
で
き
て
い

る
、
あ
る
い
は
変
化
し
て
き
た
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

註（
1
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s/politics/8702267.stm
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二
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七
年
一
二
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に
実
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さ
れ
た
自
民
党
党
首
選
挙
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ニ
ッ
ク
・
ク
レ
ッ
グ　

　

二
〇
、九
八
八
票
（
得
票
率　

五
〇
・
六
％
）

ク
リ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ン　

　

二
〇
、四
七
七
票
（
得
票
率　

四
九
・
四
％
）
投
票
率
六
五
％　

党
員
数　

約
六
五
、〇
〇
〇
人
（
二
〇
〇
七
年
当
時
）

自
民
党
の
党
首
は
、
一
党
員
一
票
の
郵
便
投
票
と
選
択
的
投
票
制
で
決
定
さ
れ
、
立
候
補
に
は
、
党
下
院
議
員
一
〇
％
お
よ
び
二
〇
以
上
の
選
挙

区
に
分
散
す
る
党
員
二
〇
〇
名
以
上
の
支
持
が
必
要
と
さ
れ
る
。C

f. A
ndrew

 H
eyw

ood, E
ssen

tials of U
K

 P
olitics, 2nd edition 

（B
asingstoke: P
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あ
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27
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二
〇
〇
五
年
保
守
党
党
首
選
挙
決
選
投
票
結
果
（
一
党
員
一
票
）
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
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デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
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ャ
メ
ロ
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・
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％
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デ
ー
ヴ
ィ
ッ
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・
デ
ー
ヴ
ィ
ス　
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、三
九
八
票
（
得
票
率　

三
二
・
四
％
）
投
票
率
七
八
％　

党
員
数　

約
二
〇
万
人

拙
稿
「
二
〇
〇
五
年
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
党
首
選
挙
の
特
質
と
意
義
」『
選
挙
研
究
』N

o.23

日
本
選
挙
学
会
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。

（
28
） S

tuart M
cA

nulla, “L
iberal C
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: Ideological C

oherence?”, in T
im

othy H
eppell and D

avid S
eaw

right 

（eds.
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C
am

eron
 an

d
 th

e C
on
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T
h
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ran

sition
 to C
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overn
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asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2012, pp. 

166-167.

（
29
） S

. L
ee, op. cit., p. 7.

（
30
） M

att B
eech, “C

am
eron and C

onservative Ideology”, in S
. L

ee and M
. B

eech 

（eds.

）, T
h

e C
on

servatives u
n

d
er D

avid
 

C
am

eron　

B
u

ilt to L
ast? 

（B
asingstoke: P

algrave M
acm

illan

） 2009, pp. 26-27.

（
31
） 

Ibid., pp. 268-269.

（
32
） 

Ibid., p. 30.

（
33
） 

Ibid., pp. 267-271.

（
34
） 

保
守
党
の
一
九
二
二
年
委
員
会
は
、
一
九
二
三
年
総
選
挙
で
初
当
選
し
た
新
人
議
員
の
党
内
教
育
機
関
と
し
て
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
一
般
議
員
の
党
内
フ
ォ
ー
ラ
ム
的
存
在
と
な
り
、
党
首
選
挙
な
ど
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
二
年
委
員
会

の
役
割
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
議
員
の
「
空
気
」
を
幹
部
議
員
に
伝
え
る
こ
と
、
党
首
選
挙
を
管
理
す
る
こ
と
、
院
内
業

務
を
議
論
す
る
た
め
定
期
的
に
会
合
を
開
く
こ
と
、
党
下
院
議
員
の
一
五
％
が
一
九
二
二
年
委
員
長
宛
て
に
書
面
で
党
首
不
信
任
投
票
実
施
を
訴
え

た
場
合
、
委
員
長
は
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
実
質
的
な
現
職
党
首
降
ろ
し
の
主
体
と
な
る
）。

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
挙
党
態
勢
確
立
を
目
標
と
し
て
（
真
の
狙
い
は
、
右
派
の
多
い
一
般
議
員
の
発
言
力
を
弱
め
る
た
め
）、
一
九
二
二
年
委
員
会

で
閣
僚
・
大
臣
な
ど
幹
部
議
員
も
投
票
で
き
る
よ
う
同
委
員
会
を
よ
り
開
放
的
に
す
る
と
い
う
提
案
を
強
引
に
行
っ
て
、
半
ば
無
理
矢
理
成
立
さ
せ

た
。
そ
う
し
た
や
り
方
と
提
案
の
内
容
に
反
発
し
た
多
く
の
一
般
議
員
の
不
満
が
、
こ
の
時
の
一
九
二
二
年
委
員
長
選
挙
で
爆
発
し
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。



二
六
四

﹇
付
記
﹈　

本
稿
は
、
平
成
二
四
年
度
日
本
比
較
政
治
学
会
研
究
大
会
報
告
ペ
ー
パ
ー
に
、
一
部
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
に

関
し
て
は
、
貴
重
な
ご
助
言
や
討
論
を
い
た
だ
い
た
。
関
係
各
位
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。



高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
（
稲
葉
・
三
橋
・
中
川
・
矢
野
・
菅
野
）

二
六
五

高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

稲
葉
陽
二
、
三
橋
博
巳
、
中
川
雅
之
、
矢
野　

聡
、
菅
野　

剛

一　

は
じ
め
に

地
方
都
市
の
周
辺
部
に
孤
立
し
て
居
住
し
て
い
る
高
齢
者
は
、
社
会
的
費
用
を
含
め
れ
ば
費
用
が
効
用
を
上
回
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
、
中
心
市
街
地
へ
の
転
居
策
を
講
じ
る
こ
と
に
経
済
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
住
宅
の
過
半
、
と
く
に
地
方
都

市
の
周
辺
部
に
孤
立
し
て
居
住
し
て
い
る
高
齢
者
の
住
宅
の
多
く
が
更
新
時
期
に
き
て
い
る
が
、
資
金
難
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か

ら
建
替
え
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
地
方
に
お
い
て
高
齢
者
が
孤
立
し
て
居
住
し
続
け
る
こ
と
は
、
経
済
的
に
も
物

理
的
に
も
困
難
な
状
況
に
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
中
心
市
街
地
へ
の
移
転
促
進
策

の
合
理
性
に
つ
い
て
、
経
済
合
理
性
だ
け
で
は
な
く
、
住
民
の
社
会
関
係
資
本
の
も
つ
外
部
性
を
含
め
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
住
民
の
移

転
を
促
進
す
る
と
い
う
施
策
は
、
基
本
的
に
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
も
し
移
転
を
促
進
す
べ
き
な
ら
、
ど

　（
1
）
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う
す
れ
ば
地
域
社
会
の
実
態
に
即
し
た
高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
で
き
る
か
を
、
社
会
関
係
資
本
調
査
の
結
果
の
紹
介
を
踏

ま
え
て
考
察
す
る
。

（
1
） 

稲
葉
陽
二　

法
学
部
教
授
、
三
橋
博
巳　

元
理
工
学
部
教
授
、
中
川
雅
之　

経
済
学
部
教
授
、
菅
野
剛　

文
理
学
部
教
授
。

二　

堅
牢
都
市
モ
デ
ル
か
ら
の
示
唆

堅
牢
都
市
モ
デ
ル
の
含
意

都
市
の
人
口
は
、
繁
栄
時
は
大
き
く
増
加
す
る
が
、
衰
退
時
は
さ
ほ
ど
変
化
し
な
い
。
す
で
に
住
居
を
保
有
し
て
い
る
住
民
は
、
そ
の

都
市
が
衰
退
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
は
転
居
で
き
な
い
。
住
宅
供
給
は
都
市
の
成
長
を
促
す
変
化
、
た
と
え
ば
新
た
な
企
業
が

立
地
す
る
と
か
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
の
国
際
的
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
、
な
ど
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
反
映
し
て
増
加
す
る

が
、
主
要
企
業
の
撤
退
な
ど
都
市
を
衰
退
さ
せ
る
変
化
が
生
じ
た
場
合
は
反
応
し
な
い
。
つ
ま
り
、
住
宅
が
取
り
壊
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。

G
laser and G

youko

（2001

）
は
こ
れ
を
住
宅
の
耐
久
性
の
観
点
か
ら
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
（m

ortar and bricks m
odel

）
と
し
て
理
論

的
に
説
明
し
、
中
川
（
二
〇
〇
五
）
は
こ
れ
が
わ
が
国
に
も
該
当
す
る
こ
と
を
実
証
し
た
。
ま
た
、
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
に
は
、
衰
退
都
市

の
人
的
資
本
の
質
が
低
下
す
る
と
い
う
含
意
も
あ
り
、
中
川
（
二
〇
〇
五
）
は
、
衰
退
都
市
で
は
大
卒
以
上
の
住
民
の
比
率
が
減
少
し
て

い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
れ
も
日
本
に
も
あ
て
は
ま
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
政
策
的
含
意
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
と
は
多
少
異
な
っ
た
も
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の
に
な
る
。
地
震
対
策
も
あ
り
、
通
常
、
住
宅
を
堅
牢
化
し
て
耐
久
性
を
高
め
る
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
そ
う

し
た
住
宅
の
質
を
向
上
さ
せ
る
施
策
は
、
都
市
の
衰
退
時
に
は
人
口
減
少
を
短
期
的
に
緩
和
し
て
、
同
時
に
都
市
の
技
術
レ
ベ
ル
を
下
げ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。

堅
牢
都
市
モ
デ
ル
の
地
方
都
市
に
お
け
る
妥
当
性
の
検
証

た
し
か
に
、
個
別
の
事
例
で
み
て
も
、
図
1
（
県
庁
所
在
地
で
あ
る
大
都
市
・
地
方
中
枢
都
市
と
そ
の
影
響
を
受
け
る
地
方
中
核
都
市
・
地
方
中

心
都
市
と
を
対
比
し
て
い
る
（
1
）

）
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
、
多
く
の
都
市
で
は
工
業
製
品
出

荷
額
が
大
幅
に
落
ち
込
み
、
小
売
業
の
商
業
販
売
額
も
落
ち
込
ん
で
い
た
が
、
人
口
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
長
野
県
須

坂
市
の
場
合
、
工
業
統
計
製
造
品
出
荷
額
総
額
は
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
三
六
％
増
加
し
た
が
、
そ
の
後
大
幅
に
減
少

し
、
二
〇
〇
四
年
は
二
〇
〇
〇
年
の
半
分
以
下
、
九
一
年
と
比
較
し
て
も
約
四
割
減
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
間
、
人
口
は
一
貫
し
て
五

万
四
〇
〇
〇
人
前
後
で
安
定
し
て
い
る
。
同
様
の
状
態
は
、
隣
接
の
長
野
市
で
も
み
ら
れ
る
。
長
野
市
の
二
〇
〇
三
年
に
お
け
る
製
造
品

出
荷
額
総
額
は
、
一
九
九
一
年
比
四
五
％
減
、
ピ
ー
ク
時
の
一
九
九
七
年
と
比
べ
る
と
ほ
ぼ
半
減
で
あ
る
が
、
人
口
は
九
一
年
か
ら

二
〇
〇
三
年
の
間
に
三
％
増
加
し
て
い
た
。
図
1
は
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
工
業
製
品
出
荷
額
が
大
幅
に
落
ち
込
み
、
し
か
も
小
売
業
の
販

売
額
も
減
少
し
て
い
る
の
に
、
人
口
が
安
定
し
て
い
る
都
市
は
多
い
（
稲
葉
、
二
〇
〇
七
）。

し
か
し
、
稲
葉
（
二
〇
〇
七
）
は
、
一
九
七
七
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
二
八
年
間
に
わ
た
る
長
野
県
須
坂
市
の
中
心
市
街
地
の
土

地
利
用
形
態
の
変
化
を
、
須
坂
市
出
身
の
佐
藤
群
将
氏
の
協
力
を
得
て
詳
細
に
分
析
し
、
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
が
当
て
は
ま
る
ケ
ー
ス
で
も
、

中
心
市
街
地
の
土
地
利
用
形
態
は
長
期
的
に
は
経
済
合
理
性
が
貫
徹
し
て
い
る
と
の
結
論
を
得
て
い
る
。
図
2
（
2
）

は
、
須
坂
市
の
中
心
市
街
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図 1

（出所）稲葉（2007）



高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
（
稲
葉
・
三
橋
・
中
川
・
矢
野
・
菅
野
）

二
六
九

地
の
変
化
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
図
2
は
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）
か
ら
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
ま
で
の
二
八
年
間
の
中
心

市
街
地
の
変
化
を
住
宅
地
図
の
比
較
に
基
づ
き
、
佐
藤
氏
が
現
地
の
実
査
を
し
て
作
成
し
た
も
の
で
、
赤
で
示
し
た
地
点
は
そ
の
期
間
中

に
新
た
に
空
き
地
に
な
っ
た
地
域
、
ピ
ン
ク
は
新
た
に
空
き
家
に
な
っ
た
地
点
、
黄
色
は
新
た
に
駐
車
場
に
な
っ
た
地
点
、
青
は
新
規
住

宅
、
緑
は
新
規
商
業
施
設
（
配
送
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
新
規
事
業
所
も
含
む
）、
紫
は
新
規
公
共
施
設
を
示
し
て
い
る
。

旧
来
の
中
心
市
街
地
は
、
図
の
右
上
か
ら
左
上
に
通
っ
て
い
る
通
り
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
図
の
左
下
に
は
線
路
が
描

か
れ
、
長
野
電
鉄
須
坂
駅
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
一
一
年
（
長
野
か
ら
の
開
通
は
大
正
一
五
年
）
に
開
通
し
た
も
の
で
、
中
心
市
街
地
か
ら

五
〇
〇
ｍ
以
上
離
れ
て
い
る
。

図
2
の
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）

か
ら
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
ま

で
の
二
八
年
間
で
み
る
と
、
図
に
示
さ

れ
た
地
域
の
う
ち
面
積
で
約
一
割
強
の

利
用
形
態
が
変
化
し
た
。
道
路
や
病
院
、

学
校
、
刑
務
所
（
3
）

を
含
め
た
公
共
用
地
が

約
五
割
を
占
め
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、

公
共
用
地
を
除
い
た
面
積
で
考
え
れ
ば

約
二
割
の
土
地
の
利
用
形
態
が
変
化
し

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
住
宅
地
図

図 2

（出所）稲葉（2007）
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か
ら
確
認
で
き
た
変
化
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
こ
れ
を
大
き
く
上
回
る
規
模
で
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
細
か
い

分
析
に
な
る
が
、
図
2
を
作
成
し
た
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
九
〇
年
以
降
の
変
化
で
は
医
療
関
係
施
設
の
新
設
が
目
立
つ
と
い
う
（
4
）

。
こ
れ

は
、
図
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
県
立
須
坂
病
院
の
存
在
も
影
響
し
て
い
る
も
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
市
の
事
業
所
統
計
で
み
て
も
福

祉
医
療
関
係
は
、
平
成
一
六
年
で
全
二
六
四
五
事
業
所
の
な
か
で
一
一
八
事
業
所
、
従
業
者
総
数
一
万
八
七
一
三
名
の
う
ち
一
二
七
四
名

を
占
め
て
、
高
齢
化
に
と
も
な
い
ウ
ェ
イ
ト
を
高
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

中
心
市
街
地
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
空
洞
化
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
↓
空
き
地
な
い
し
駐
車
場
↓
住
宅
と
い
う
仮
説
が
で

き
る
。
住
宅
化
は
最
後
の
段
階
と
い
う
こ
と
だ
が
、
須
坂
の
例
で
み
る
限
り
、
宅
地
化
は
す
で
に
八
〇
年
代
か
ら
生
じ
て
い
た
よ
う
だ
。

空
き
家
↓
空
き
地
な
い
し
駐
車
場
↓
空
き
家
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
直
ち
に
空
き
家
か
ら
住
宅
と
い
う
例
も
み
ら
れ
る
。
中
心
市
街
地

の
宅
地
化
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
生
じ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
住
宅
の
役
割
を
も
っ
と
以
前
か
ら
再
評
価
す
る

べ
き
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
」
で
は
住
宅
の
整
備
は
都
市
の
淘
汰
を
遅
ら
せ
る
と
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
中
心
市
街
地
は
商
業

地
と
し
て
の
価
値
は
減
少
し
て
も
、
住
宅
地
と
し
て
の
価
値
は
あ
り
、
有
効
利
用
策
と
し
て
住
宅
が
建
て
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

須
坂
市
の
場
合
は
、
中
心
市
街
地
の
中
核
で
あ
る
上
町
（
か
ん
ま
ち
）
地
区
と
穀
町
（
こ
く
ま
ち
）
地
区
で
区
画
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
市
営
住
宅
と
公
園
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
行
政
に
よ
る
住
宅
供
給
で
「
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
」
で
は
否
定
的
に
解
釈
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
も
と
も
と
須
坂
市
は
工
業
都
市
で
あ
り
、
製
糸
工
場
の
労
働
者
の
た
め
に
、
中
心
市
街
地
を
含
め
た
旧
須

坂
町
区
に
昭
和
三
四
年
時
点
で
長
屋
が
九
〇
三
戸
も
存
在
し
、
同
区
総
世
帯
の
五
割
が
居
住
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
そ
う
し
た
劣
悪
な

住
宅
を
更
新
す
る
の
は
、
都
市
防
災
と
住
民
の
居
住
環
境
改
善
の
観
点
か
ら
は
当
然
で
あ
ろ
う
（
5
）

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
昭
和
五
二
年
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稲
葉
・
三
橋
・
中
川
・
矢
野
・
菅
野
）

二
七
一

（
一
九
七
七
年
）
か
ら
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
ま
で
の
間
、
市
街
地
の
二
割
以
上
で
利
用
形
態
が
変
更
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
長
期

的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
市
場
の
力
が
貫
徹
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
須
坂
市
の
場
合
か
ら
判
断
す
る
と
、「
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
」
は
長

期
的
に
は
、
妥
当
し
な
い
と
も
解
せ
よ
う
。

た
だ
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
の
富
士
通
（
6
）

撤
退
の
影
響
は
、
人
口
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
堅
牢
都
市

モ
デ
ル
」
が
依
拠
す
る
「
住
宅
ス
ト
ッ
ク
」
の
堅
牢
性
（
要
す
る
に
、
職
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
住
居
を
た
た
ん
で
、
職
の
あ
る

地
域
に
転
居
は
で
き
な
い
）
に
も
よ
る
が
、
富
士
通
が
飯
山
な
ど
の
通
勤
可
能
な
地
域
で
の
配
置
転
換
を
行
な
っ
た
こ
と
、
退
職
年
齢
間
近

な
従
業
員
や
兼
業
農
家
も
多
く
、
そ
の
ま
ま
農
業
や
退
職
生
活
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
人
々
も
多
い
、
等
の
「
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
」
の
想

定
外
の
高
齢
化
や
事
業
主
の
対
応
要
因
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

須
坂
市
の
事
例
か
ら
み
る
と
、
人
口
の
推
移
な
ど
の
デ
ー
タ
上
は
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
心
市
街

地
は
商
店
街
の
衰
退
と
い
う
事
実
か
ら
み
れ
ば
空
洞
化
だ
が
、
高
齢
者
向
け
の
福
祉
・
医
療
関
連
施
設
、
宅
地
、
駐
車
場
な
ど
へ
の
転
用

で
あ
り
、
長
期
的
に
は
経
済
性
に
則
っ
た
有
効
利
用
が
図
れ
て
い
る
。

住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
か
ら
み
た
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
の
含
意

堅
牢
都
市
モ
デ
ル
は
、
住
居
の
平
均
寿
命
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
妥
当
す
る
。
木
造
を
主
体
と
す
る
日
本
の
住
居
の
平
均
寿
命
は
欧
米

に
比
し
て
短
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
三
橋
・
北
村
（
二
〇
〇
四
）
に
よ
る
推
計
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
木
造
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
平

均
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
（
平
均
年
齢
）
は
四
三
年
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
表
1
に
示
す
よ
う
に
、
地
域
別
に
み
る
と
関
東
エ
リ
ア
は
三
七
年

と
平
均
よ
り
短
い
が
、
一
方
、
中
国
エ
リ
ア
と
四
国
エ
リ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
五
六
年
、
五
二
年
と
老
朽
化
し
て
い
る
。
関
東
エ
リ
ア
以
外
は
、
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す
べ
て
全
国
平
均
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
の
四
三
年
を
上
回
っ
て
い
る
。
全
国
平
均
四
三
年
は
、
木
造
住
宅
の
法
定

耐
用
年
数
二
二
年
を
大
幅
に
超
え
、
し
か
も
物
理
的
な
平
均
寿
命
と
い
わ
れ
て
い
る
三
〇
年
〜
四
〇
年
程
度

も
超
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
首
都
圏
以
外
の
木
造
住
宅
は
過
半
が
物
理
的
な
耐
用
年
数
を
超
え
て
い
る
も
の

と
推
測
で
き
る
。

二
〇
〇
五
年
国
勢
調
査
メ
ッ
シ
ュ
統
計
（
7
）

に
よ
り
、
一
㎢
当
た
り
の
高
齢
者
比
率
を
比
較
し
た
図
3
に
よ
れ

ば
、
赤
で
表
示
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
比
率
が
五
〇
％
を
超
え
る
メ
ッ
シ
ュ
は
、
三
大
都
市
圏
と
地
方
中
枢
都

市
（
札
幌
市
、
仙
台
市
、
広
島
市
、
福
岡
市
）
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
県
庁
所
在
地
を
含
む
地
方
中
核
都
市
の

ほ
と
ん
ど
全
て
の
地
域
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
図
3
を
一
㎢
当
た
り
の
人
口
（
図

4
）
に
重
ね
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
一
㎢
あ
た
り
の
人
口
が
九
九
九
人
以
下
の
地
域
、
か
つ
大
部
分
は

二
九
九
人
以
下
の
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
地
方
中
核
都
市
や
地
方
都
市
の
周
辺
に
は
、
高

齢
者
の
居
住
者
が
若
年
層
・
壮
年
層
と
離
れ
て
、
い
わ
ば
孤
立
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
を
、
住
宅
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
と
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
が
わ
が
国
で
も
少
な
く
と
も
一
〇
年
程

度
の
タ
ー
ム
で
は
該
当
す
る
こ
と
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
日
本
の
住
宅
の
過
半
、
と
く
に
地
方
都
市

の
周
辺
部
に
孤
立
し
て
居
住
し
て
い
る
高
齢
者
の
住
宅
の
多
く
が
更
新
時
期
を
迎
え
て
い
る
が
、
資
金
難
な

ど
な
ん
ら
か
の
理
由
か
ら
建
替
え
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

つ
ま
り
、
地
方
に
お
い
て
高
齢
者
が
孤
立
し
て
居
住
し
続
け
る
こ
と
は
、
経
済
的
に
も
物
理
的
に
も
困
難

だ
が
、
堅
牢
都
市
モ
デ
ル
の
実
証
結
果
は
こ
の
問
題
が
一
向
に
解
決
し
て
い
な
い
現
状
を
表
し
て
い
る
と
も

表 1　エリア別木造住宅の平均ヴィンテージ（単位：年）

地域 北海道・
東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州・

沖縄
全国
平均

平均ヴィン
テージ 約45 約37 約48 約44 約46 約56 約52 約45 約43

（出所）三橋博巳・北村敏彦（2004）
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解
釈
で
き
る
。三　

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
論（
8
）
か
ら
の
検
討

加
盟
国
に
お
け
る
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
政
策
の
レ
ヴ
ュ
ー
で
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（2012

）
は
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
行
政
か
ら
提

供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ス
ト
が
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
四
〇
人
、
つ
ま
り
一
㎢
あ
た
り
四
〇
〇
〇
人
に
満
た
な
い
地
域
で
は
、
市
民
一
人
当

図 3

出所：総務省統計局平成17年国勢調査メッシュ統計

http://www.stat.go.jp/data/mesh/pdf/mesh17.pdf

図 4

出所：総務省統計局平成17年国勢調査メッシュ統計

http://www.stat.go.jp/data/mesh/pdf/17sousu.pdf



二
七
四

た
り
の
平
均
コ
ス
ト
を
上
回
る
、
と
い
う
富
山
市
の
試
算
を
紹
介
し
て
い
る
（
9
）

。
つ
ま
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
コ
ス
ト
は
人
口
密
度
と

逆
相
関
し
、
人
口
密
度
が
低
い
ほ
ど
コ
ス
ト
が
高
い
。
一
㎢
あ
た
り
四
〇
〇
〇
人
と
い
う
水
準
は
東
京
都
千
代
田
区
の
四
一
七
〇
人

（
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
現
在
）
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
（
10
）

。
と
く
に
、
国
勢
調
査
メ
ッ
シ
ュ
統
計
の
デ
ー
タ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
人
口
密
度
の

低
い
地
域
で
は
高
齢
者
比
率
が
高
い
。
こ
れ
は
、
現
在
の
日
本
の
地
方
中
核
都
市
以
下
の
都
市
問
題
は
、
む
し
ろ
、
中
心
市
街
地
で
は
な

く
地
方
都
市
の
周
辺
部
に
孤
立
し
て
い
る
高
齢
者
へ
の
対
応
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
中
川
（
中
川　

二
〇
一
二
、
中
川
・
豊
田　

二
〇
一
二
）
は
、
都
市
周
辺
部
の
孤
立
居
住
高
齢
者
は
、
社
会
的
費
用
を
含
め
れ
ば
、
費
用
が
効
用
を
上
回
る
可
能
性
が
高
く
、
高
齢
者

の
中
心
市
街
地
へ
の
転
居
策
に
経
済
合
理
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
事
実
、
現
在
の
地
方
自
治
体
の
財
政
難
と
、
高
齢
者
対
応
の
サ
ー
ビ

ス
が
医
療
・
介
護
な
ど
が
中
心
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
施
策
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
も
、
高
齢
者
が
中
心
市
街
地
に
集

ま
っ
て
居
住
す
る
ほ
う
が
よ
り
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

と
く
に
中
川
（
二
〇
一
二
）
は
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
と
も
な
う
今
後
の
都
市
圏
の
人
口
減
少
、
そ
れ
に
と
も
な
い
総
体
と
し
て
の

医
療
需
要
が
、
地
域
単
位
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
減
少
す
る
地
域
が
多
く
な
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、「
高
齢
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
重

点
化
が
必
要
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
当
面
の
（
高
齢
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
）
供
給
力
の
向
上
は
、
需
要
減
少
期
の
調
整
に
大
き
な
コ
ス
ト
を
生

じ
さ
せ
な
い
効
率
化
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。

四　

孤
立
高
齢
者
移
転
策
の
検
討

中
川
（
二
〇
一
二
）
は
、
上
記
の
よ
う
な
都
市
周
辺
部
に
お
け
る
高
齢
者
の
孤
立
居
住
、
そ
れ
に
と
も
な
う
医
療
を
含
め
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
た
め
の
コ
ス
ト
増
に
対
応
す
る
た
め
に
、
都
市
構
造
の
変
革
策
と
、
高
齢
者
移
動
の
促
進
策
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
施
策
を
提
言
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し
て
い
る
。

ま
ず
、
都
市
構
造
の
変
革
策
と
し
て
考
え
る
べ
き
点
と
し
て
、
高
齢
者
に
と
っ
て
魅
力
的
な
環
境
、
つ
ま
り
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
や
す
い
安
全
安
心
な
住
環
境
の
提
供
、
そ
の
た
め
に
医
療
・
福
祉
事
業
と
高
齢
者
住
宅
整
備
を
一
体
的
に
行
な
い
う
る
主
体
を
設
立

し
、
そ
の
主
体
が
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
都
市
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
境
界
を
縮
小
し
、
公
共
施
設
の
再
配
置
の
検
討
を
行
な
う
べ
き
だ

と
し
て
い
る
。
従
来
は
過
疎
法
な
ど
に
よ
り
、
人
口
密
度
が
低
い
地
域
に
か
か
る
補
助
率
嵩
上
げ
な
ど
の
優
遇
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
こ

れ
ら
の
施
策
は
撤
廃
し
、
そ
の
か
わ
り
に
複
数
の
市
町
村
が
策
定
す
る
公
共
施
設
の
再
配
置
計
画
と
、
そ
の
実
施
に
対
す
る
嵩
上
げ
補
助

の
新
設
を
提
案
し
て
い
る
。
市
町
村
に
施
設
の
集
積
、
再
編
成
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
公
共
施
設
の
再
配
置
の
検
討
、
と
く
に
、
公
共
施
設
の
管
理
の
見
直
し
で
あ
る
Ｐ
Ｒ
Ｅ
（P

ublic R
eal E

state 

M
anagem

ent

）
作
業
を
各
イ
ン
フ
ラ
公
共
施
設
に
つ
い
て
行
な
い
、
そ
れ
を
都
市
計
画
に
組
み
込
み
、
か
つ
、
税
金
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
し

た
イ
ン
フ
ラ
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
合
理
性
が
あ
る
地
域
（
都
市
サ
ー
ビ
ス
境
界
）
だ
け
を
今
後
の
都
市
と
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
す
る
。

す
で
に
先
進
自
治
体
（
11
）

で
は
、
Ｐ
Ｒ
Ｅ
作
業
の
中
で
も
、
公
共
施
設
を
更
新
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
再
配
置
を
行
な
う
こ
と
が
「
再
配
置

計
画
」
な
ど
に
定
め
ら
れ
た
時
間
軸
の
中
で
コ
ミ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
様
の
措
置
を
他
の
自
治
体
で
も
採
用
す
る
。
具
体
的
に
は
、

一
定
の
年
限
の
な
か
で
そ
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
行
政
が
約
束
し
、
人
々
の
期
待

を
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
沿
わ
せ
、
移
転
な
ど
の
行
動
を
促
す
も
の
と
し
て
設
計
す
る
。
都
市
計
画
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
縮
小

を
前
提
と
し
た
都
市
計
画
は
、
一
定
の
時
間
軸
の
な
か
で
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
の
対
象
に
は
医
療
、
介
護
・
福

祉
、
高
齢
者
居
住
機
能
の
配
置
も
含
ま
れ
る
。
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こ
の
ほ
か
、
都
市
構
造
変
革
の
た
め
の
広
域
的
視
点
を
提
供
す
る
た
め
に
、
都
市
雇
用
圏
ご
と
に
、
各
種
機
能
の
配
置
や
そ
れ
を
支
え

る
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
方
針
、
つ
ま
り
、
今
後
の
都
市
計
画
は
広
域
的
な
視
点
で
、
医
療
、
介
護
・
福
祉
、
高
齢
者
居
住
に
関
す
る
機
能
集

積
を
ど
こ
で
行
な
う
の
か
、
そ
れ
を
支
え
る
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
し
て
図
る
の
か
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
、

都
市
計
画
の
決
定
に
、
複
数
市
町
村
の
都
市
計
画
担
当
部
局
の
み
な
ら
ず
、
医
療
・
福
祉
関
係
者
が
参
加
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
確
立
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

現
状
は
、
詳
細
都
市
計
画
で
あ
る
地
区
計
画
制
度
は
、
基
本
的
に
は
高
さ
、
空
地
の
確
保
、
色
、
形
態
、
イ
ン
フ
ラ
な
ど
の
物
理
的
属

性
に
関
す
る
詳
細
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
の
制
度
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
医
療
、
介
護
・
福
祉
、
高
齢
者
居
住
機
能
の
集
積
を
効
率
的
に

実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
種
機
能
の
配
置
と
そ
れ
を
支
援
す
る
イ
ン
フ
ラ
の
形
態
を
詳
細
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
別
の
し
く
み
と
そ
の

実
践
組
織
と
し
て
の
高
齢
者
ま
ち
づ
く
り
会
社
（
12
）

を
新
た
に
創
出
す
る
。

ま
た
高
齢
者
の
移
動
の
促
進
策
と
し
て
、
中
川
（
二
〇
一
二
）
は
、
高
齢
者
の
集
積
を
促
す
た
め
の
高
齢
者
比
率
の
高
い
地
域
に
移
転

す
る
場
合
に
支
払
わ
れ
る
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
を
提
案
し
て
い
る
。
米
国
で
は
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
でM

oving to O
pportunity

と
い
う

名
の
バ
ウ
チ
ャ
ー
実
験
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
低
所
得
者
の
近
隣
効
果
を
回
避
す
る
た
め
に
、
低
所
得
者
比
率
の
低
い
地
域
に
移
転
し
た

場
合
に
の
み
支
払
わ
れ
る
バ
ウ
チ
ャ
ー
で
、
集
積
に
と
も
な
う
負
の
外
部
効
果
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
住
民
の
移
動
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
逆
に
集
積
の
外
部
経
済
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
施
策
と
し
て
利
用
す
る
。
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五　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
視
点

社
会
関
係
資
本
の
地
域
比
較

本
稿
で
は
、
基
本
的
に
地
方
都
市
の
周
辺
地
域
に
居
住
す
る
高
齢
者
の
都
心
部
へ
の
移
住
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
移
転
の
経
済
合
理

性
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
費
用
・
便
益
分
析
が
求
め
ら
れ
る
が
、
都
市
周
辺
部
の
高
齢
者
孤
立
居
住
は
、
富
山
市
の
試
算
か
ら
み
て

も
、
費
用
が
便
益
を
上
回
っ
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
個
人
の
効
用
関
数
は
、
資
産
・
所
得
な
ど
の
経
済

力
だ
け
に
規
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。S

tiglitz et al.

（2009

）
は
、
従
来
経
済
学
で
重
視
し
て
き
た
物
質
的
な
生
活
水
準
（
所
得
、
消

費
お
よ
び
財
産
）
に
加
え
て
、
客
観
的
幸
福
度
を
測
る
対
象
と
し
て
健
康
、
教
育
、
仕
事
を
含
む
個
人
的
諸
活
動
、
政
治
へ
の
発
言
と
ガ

バ
ナ
ン
ス
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
、
環
境
の
状
態
、
経
済
的
お
よ
び
物
理
的
な
安
全
度
の
七
項
目
を
挙
げ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
「
公
平
な

割
り
当
て
」、
つ
ま
り
平
等
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
移
転
に
と
も
な
う
物
質
的
な
生
活
水
準
の
維
持
の
た
め
の
施
策
だ

け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
前
節
で
紹
介
し
た
中
川
の
住
民
移
転
促
進
策
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
地
域
で
移
転
策
を

実
行
す
る
際
は
、
住
民
同
士
の
信
頼
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
社
会
関
係
資
本
を
毀
損
し
な
い
方
策
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

稲
葉
（
二
〇
一
一
）
は
、
二
〇
一
〇
年
社
会
関
係
資
本
全
国
調
査
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査

で
は
居
住
形
態
も
尋
ね
て
い
る
の
で
、
一
人
住
ま
い
と
そ
れ
以
外
の
回
答
者
に
わ
け
て
デ
ー
タ
を
集
計
で
き
る
（
13
）

。
大
都
市
、
人
口
一
〇
万

人
以
上
の
市
、
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
市
・
郡
部
の
三
分
類
に
層
化
し
て
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
け
て
分
析
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
の
設
問
は
、
稲
葉
が
二
〇
〇
八
年
に
長
野
県
須
坂
市
で
、
二
〇
〇
九
年
徳
島
県
上
勝
町
で

そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
た
郵
送
法
調
査
と
同
一
で
あ
る
の
で
、
人
口
五
万
人
程
度
の
地
方
都
市
（
須
坂
市
）
と
人
口
二
〇
〇
〇
人
程
度
の
小
規
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模
な
自
治
体
（
上
勝
町
）
と
全
国
平
均
と
の
比
較
が
、
健
康
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
の
二
項
目
に
つ
い
て
は
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
全

国
調
査
と
須
坂
市
調
査
は
、
同
居
人
の
数
も
聞
い
て
い
る
の
で
、
孤
立
居
住
の
高
齢
者
に
つ
い
て
も
、
全
国
平
均
と
人
口
五
万
人
程
度
の

地
方
都
市
（
須
坂
市
）
間
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
。

表
2
は
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
結
果
を
対
象
地
域
の
人
口
別
に
大
都
市
、
人
口
一
〇
万
人
以
上
の
市
、
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
市
・

郡
部
に
三
分
類
し
た
結
果
と
人
口
五
万
人
強
の
地
方
都
市
で
あ
る
須
坂
市
、
人
口
二
〇
〇
〇
人
弱
の
上
勝
町
で
の
調
査
結
果
と
比
較
し
た

も
の
で
あ
る
。

全
国
調
査
の
都
市
規
模
別
三
グ
ル
ー
プ
、
特
に
大
都
市
と
一
〇
万
人
未
満
と
の
間
の
比
較
で
み
る
と
、
一
般
的
信
頼
は
ほ
ぼ
同
水
準
で

あ
る
が
、
一
〇
万
人
未
満
の
ほ
う
が
、
近
所
の
人
々
へ
の
信
頼
で
あ
る
特
定
化
信
頼
が
圧
倒
的
に
高
い
。
ま
た
、
近
所
づ
き
あ
い
の
程
度

と
人
数
も
、
大
都
市
住
民
の
平
均
よ
り
も
一
〇
万
人
未
満
の
地
域
の
住
民
の
平
均
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
高
い
。
そ
の
ほ
か
、
地
縁
活
動
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
へ
の
参
加
率
は
、
一
〇
万
人
未
満
の
地
域
の
ほ
う
が
大
都
市
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。
大
都
市
と
人
口
一
〇

万
未
満
の
地
域
と
の
比
較
で
は
、
人
口
一
〇
万
人
未
満
の
地
域
の
ほ
う
が
、
住
民
同
士
の
信
頼
で
あ
る
特
定
化
信
頼
が
高
く
、
住
民
同
士

の
交
流
や
団
体
参
加
も
参
加
率
や
頻
度
が
高
い
。
こ
の
傾
向
は
、
人
口
五
万
人
の
須
坂
市
、
さ
ら
に
人
口
二
〇
〇
〇
人
の
上
勝
町
を
含
め

て
も
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
口
が
少
な
い
ほ
ど
、
住
民
同
士
の
交
流
は
頻
繁
で
あ
り
、
住
民
同
士
の
信
頼
は
厚
い
（
14
）

。
こ
れ
ら
の
調
査

デ
ー
タ
で
み
る
限
り
、
特
定
化
信
頼
や
団
体
参
加
は
自
治
体
の
規
模
と
逆
相
関
し
て
い
る
。

前
節
ま
で
は
都
市
周
辺
部
に
孤
立
居
住
す
る
高
齢
者
を
移
転
対
象
と
考
え
て
き
た
が
、
一
人
暮
ら
し
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
全
国
調
査
で
は
、
居
住
形
態
に
つ
い
て
回
答
の
あ
っ
た
一
五
六
九
票
の
な
か
で
、
一
人
暮
ら
し
は
一
三
七
票
、
回
答
者
全
体

の
八
・
七
％
、
つ
ま
り
一
一
人
に
一
人
は
一
人
暮
ら
し
で
あ
る
。
一
人
暮
ら
し
は
、
大
都
市
や
人
口
一
〇
万
人
以
上
の
都
市
で
、
全
体
の
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表
2
　
調
査
結
果
の
概
要

類
型

一
般
的
信
頼

相
互
信
頼
・
相
互
扶
助

つ
き
あ
い

社
会
参
加
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

設
問

一
般
的

信
頼

旅
先
で

の
信
頼

近
所

家
族

親
戚

友
人
・

知
人

職
場
の

同
僚

近
所
づ
き

あ
い
の

人
数

近
所
づ
き

あ
い
の

程
度

友
人
・

知
人
と
の

つ
き
あ
い

親
戚
づ
き

あ
い

同
僚
と
の

つ
き
あ
い
地
縁
活
動
ス
ポ
ー
ツ
・

趣
味
・
娯
楽

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・

NPO

サ
ン
プ

ル
数

ほ
と
ん
ど

信
頼
で
き
る

頼
り
に
な
る

か
な
り
多

く
と
面
識

日
常
的
・
頻
繁

参
加
し
て
い
る

全
　
国

（
2010）

1,599
27.9

21.3
40.5

89.1
66.7

69.7
36.5

59.5
60.4

49.2
38.0

22.1
46.1

46.7
25.3

全
　
国

（
2003）

1,878
24.8

18.9
36.8

90.1
55.5

63.6
31.0

70.1
67.7

57.7
37.1

25.4
35.5

30.9
16.8

大
都
市

402
26.8

19.4
36.2

87.4
61.8

68.5
35.0

53.7
55.2

45.8
31.3

21.9
37.4

45.8
17.5

10万
以
上

の
都
市

682
29.7

23.2
38.0

90.5
67.6

71.0
38.0

56.0
57.5

49.3
36.2

21.4
46.8

47.8
24.6

10万
未
満

の
都
市

511
26.0

20.4
47.4

88.6
69.3

69.1
35.8

68.7
68.3

51.9
45.8

23.1
52.1

46.0
32.3

須
坂
市

601
33.8

22.0
48.4

88.7
71.9

68.7
31.9

72.7
72.7

54.1
39.6

20.5
53.2

46.9
27.3

上
勝
町

632
25.2

13.3
74.2

93.4
83.0

72.8
46.7

81.6
81.6

59.5
41.3

28.2
51.6

30.9
36.0

（
出
所
）
内
閣
府
国
民
生
活
局
調
査
（
全
国
2003）、

稲
葉
調
査
（
全
国
2010・

須
坂
市
・
上
勝
町
）
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四
分
の
三
を
占
め
、
人
口
一
〇
万
人
以
下
の
都
市
の
居
住
者
が

四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
一
人
暮
ら
し
と
そ
う
で
な
い
人
々

の
属
性
を
比
較
す
る
と
、
一
人
暮
ら
し
は
大
都
市
の
居
住
者
が

多
く
、
一
〇
万
人
未
満
の
地
域
の
居
住
者
が
少
な
い
。
ま
た
、

教
育
程
度
が
高
い
が
、
無
職
が
四
分
の
一
を
占
め
る
。
ま
た
、

同
居
人
が
い
る
回
答
者
は
八
四
％
が
持
ち
家
で
あ
る
の
に
対
し
、

一
人
暮
ら
し
は
六
割
以
上
が
借
家
住
ま
い
で
、
現
住
所
へ
の
居

住
年
数
も
短
い
。

次
に
、
全
国
調
査
で
一
人
暮
ら
し
の
社
会
関
係
資
本
を
同
居

人
の
あ
る
者
と
の
比
較
で
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ

る
（
表
4
）。
一
人
暮
ら
し
は
、
基
本
的
に
身
近
な
者
へ
の
信

頼
で
あ
る
特
定
化
信
頼
が
薄
く
、
近
所
づ
き
あ
い
も
疎
遠
で
あ

る
。
近
所
づ
き
あ
い
の
程
度
も
低
く
、
人
数
も
少
な
い
。
ま
た
、

団
体
参
加
は
地
縁
団
体
で
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
で
も
、
一
人
暮
ら
し

の
ほ
う
が
低
い
。

一
人
暮
ら
し
の
回
答
者
の
社
会
関
係
資
本
を
み
る
限
り
、
近

隣
地
区
に
お
け
る
社
会
関
係
資
本
は
薄
い
。
換
言
す
れ
ば
、
本

表 3　一人暮らしの属性

一人暮らし 同居人あり

性別 男性比率（％） 46.0 45.0

年齢 中位数（歳） 49.0 53.0

職業 無職の比率（％） 24.4 12.6

学歴 大卒以上（％） 36.0 25.7

居住形態 持ち家比率（％） 37.2 84.2

居住年数 中位数（年） 10.0 23.0

所得 中位階層（万円） 200－400万円未満 400－600万円未満

都市規模

居住者の分布比率（％） － －

大都市 34.3 24.6

10万人以上 42.3 42.6

10万人未満 23.3 31.9

所得格差 居住地のジニ係数（中位値） 0.3733 0.3691

（出所）表 2に同じ
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稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
高
齢
者
の
移
転
の
対
象
と
し
て
、
少
な
く
と
も
社
会
関
係
資
本
か
ら
み
る
限
り
、
単
身
世
帯
は
適
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
高
齢
者
の
移
転
は
一
人
暮
ら
し
の
単
身
者
の
社
会
関
係
資
本
を
改
善
さ
せ
る
契
機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
本
稿
が
想
定
し
て
い
る
地
方
都
市
周
辺
に
孤
立
居
住
し
て
い
る
高
齢
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
詳
細
な
検
討
を

必
要
と
し
よ
う
。
表
2
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
口
五
万
人
の
須
坂
市
や
人
口
二
〇
〇
〇
人
の
上
勝
町
で
は
、
大
変
厚
い
社
会
関
係

資
本
が
近
所
づ
き
あ
い
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

表
4
　
居
住
形
態
別
社
会
関
係
資
本

類
型

一
般
的
信
頼

特
定
化
信
頼

つ
き
あ
い

社
会
参
加
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

設
問

一
般
的

信
頼

旅
先
で

の
信
頼

近
所

家
族

親
戚

友
人
・

知
人

職
場
の

同
僚

近
所
づ
き

あ
い
の

人
数

近
所
づ
き

あ
い
の

程
度

友
人
・

知
人
と
の

つ
き
あ
い

親
戚
づ
き

あ
い

同
僚
と
の

つ
き
あ
い
地
縁
活
動
ス
ポ
ー
ツ
・

趣
味
・
娯
楽

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・

NPO

サ
ン
プ

ル
数

ほ
と
ん
ど

信
頼
で
き
る

頼
り
に
な
る

か
な
り
多

く
と
面
識

日
常
的
・
頻
繁

参
加
し
て
い
る

全
　
国

1,599
27.9

21.3
40.5

89.1
66.7

69.7
36.5

59.5
60.4

49.2
38.0

22.1
46.1

46.7
25.3

一
人

暮
ら
し

137
26.5

23.5
25.4

78.6
54.5

65.2
42.9

34.3
38.0

53.8
33.6

25.6
23.3

44.2
16.7

同
居
人

あ
り

1,432
29.4

22.1
43.2

92.7
69.7

71.9
41.6

62.9
63.4

49.2
38.9

23.3
47.5

51.6
29.4

（
出
所
）『
く
ら
し
の
安
心
・
信
頼
・
社
会
参
加
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
』
2010年

社
会
関
係
資
本
全
国
調
査
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ま
た
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
を
内
閣
府
国
民
生
活
局
が
実
施
し
た
二
〇
〇
三
年
全
国
調
査
と
の
比
較
で
分
析
す
る
と
、
二
〇
〇
三
年

調
査
か
ら
二
〇
一
〇
年
調
査
の
変
化
を
み
る
と
、
表
2
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
的
信
頼
や
近
所
の
人
々
、
親
戚
、
友
人
・
知
人
、
職

場
の
同
僚
な
ど
へ
の
相
互
信
頼
（
特
定
化
信
頼
）
は
向
上
し
て
お
り
、
か
つ
地
縁
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
活
動

な
ど
へ
の
参
加
率
も
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
つ
き
あ
い
の
程
度
は
、
近
所
、
職
場
、
親
戚
、
友
人
・
知
人
な
ど

全
て
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
一
〇
年
両
調
査
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
値
を
比
較
し
た
ｔ
検
定
で
は
、

一
般
的
信
頼
と
親
戚
づ
き
あ
い
の
程
度
に
つ
い
て
は
有
意
な
差
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
近
所
の
人
々
、
親
戚
、
友

人
・
知
人
、
職
場
の
同
僚
な
ど
へ
の
相
互
信
頼
（
特
定
化
信
頼
）、
地
縁
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
活
動
な
ど
へ
の

参
加
率
、
近
所
、
職
場
、
友
人
・
知
人
と
の
つ
き
あ
い
の
程
度
は
い
ず
れ
も
統
計
的
に
有
意
な
差
と
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
職
場
の
同
僚

と
の
つ
き
あ
い
（
両
側
五
％
水
準
で
有
意
）
以
外
は
、
全
て
一
％
水
準
（
両
側
）
で
有
意
で
あ
っ
た
。
こ
の
七
年
間
で
特
定
化
信
頼
は
向
上

し
、
地
縁
活
動
な
ど
の
参
加
率
も
上
昇
し
た
が
、
人
々
の
日
常
の
つ
き
あ
い
自
体
は
減
っ
た
。

構
造
方
程
式
モ
デ
リ
ン
グ
（
Ｓ
Ｅ
Ｍ
）
に
よ
る
分
析

ま
た
、
稲
葉
・
菅
野
（
二
〇
一
一
）
は
二
〇
〇
三
年
調
査
と
二
〇
一
〇
年
調
査
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
認
知
的
社
会
関
係
資
本
の
一
般

的
な
信
頼
、
構
造
的
社
会
関
係
資
本
の
つ
き
あ
い
・
社
会
参
加
の
三
つ
の
潜
在
変
数
を
構
築
す
る
検
証
的
因
子
分
析
を
行
な
い
、
経
時
変

化
を
表
す
調
査
年
と
、
基
礎
的
変
数
の
性
別
と
年
齢
を
モ
デ
ル
に
含
め
、
適
合
度
は C

hisq

＝405.332

、df

＝42

、G
F
I

＝.975

、

A
G
F
I

＝.953

、C
F
I

＝.927

、R
M
S
E
A

＝.057

、R
M
R

＝.041

で
あ
り
、
サ
ン
プ
ル
数
（n

＝2,693

）
を
考
慮
す
る
と
良
好
で
あ
る
。
図

5
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
つ
の
社
会
関
係
資
本
の
間
に
正
の
相
関
が
あ
り
構
造
的
社
会
関
係
資
本
の
つ
き
あ
い
と
社
会
参
加
の
相
関
は



高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
（
稲
葉
・
三
橋
・
中
川
・
矢
野
・
菅
野
）

二
八
三

0.68
と
大
き
い
（
調
査
年
、
年
齢
、
性
別

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）。
信
頼
と
つ
き
あ
い

の
相
関
は0.21
、
信
頼
と
社
会
参
加
の

相
関
は0.15
で
あ
る
。
調
査
年
と
年
齢

に
関
連
が
み
ら
れ
、
二
〇
一
〇
年
に
お

い
て
平
均
年
齢
が
わ
ず
か
に
高
く
な
っ

て
い
る
（0.06

）。
男
性
に
お
い
て
信
頼

が
高
く
（－

0.15

）、
つ
き
あ
い
は
女
性

の
方
が
多
い
（0.15

）。
年
齢
が
高
い
ほ

ど
信
頼
が
高
く
（0.09

）、
つ
き
あ
い
が

多
く
（0.41

）、
社
会
参
加
も
多
い

（0.34

）。
性
別
と
年
齢
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
た
状
況
で
、
二
〇
〇
三
年
よ
り
も

二
〇
一
〇
年
に
お
い
て
信
頼
が
増
加
し

（0.27

）、
社
会
参
加
も
増
加
し
て
い
る

（0.16

）
が
、
つ
き
あ
い
は
減
少
し
て
い

る
（－

0.15

）。

図 5

（出所）稲葉・菅野（2011）



二
八
四

つ
ま
り
、
こ
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
理
解
す
れ
ば
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
、
地
域
の
隣
近
所
を
中
心
と
す
る
つ
き
あ
い

は
全
般
的
に
低
下
し
て
い
る
の
で
、
移
転
策
を
講
じ
て
も
社
会
関
係
資
本
の
毀
損
は
少
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
団
体
参
加
率

は
向
上
し
て
い
る
の
で
、
地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
か
か
わ
り
を
維
持
し
つ
つ
、
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
を
主
に
、
社
会
関
係
資
本
の
状
況
を
都
市
の
規
模
別
、
居
住
形
態
別
に
見
て
き
た
。
個
人
の
効
用
関
数

に
社
会
関
係
資
本
な
ど
の
外
部
性
を
反
映
さ
せ
た
場
合
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
合
理
的
な
結
論
で
も
、
必
ず
し
も
個
人
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
な

ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
多
国
間
比
較
で
は
所
得
が
増
え
て
も
満
足
度
が
向
上
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
イ
ー
ス
タ
リ
ン
・
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
は
、
国
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
間
（
都
市
対
地
方
）
で
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
は
、
所
得
が
低
下
し

て
も
、
効
用
は
低
下
し
な
い
と
い
う
逆
イ
ー
ス
タ
リ
ン
・
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
所
得
や
資
本
な
ど
の
経
済
力
の
低
下
を
、

社
会
関
係
資
本
の
外
部
性
が
補
完
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
外
部
性
は
市
場
に
内
部
化
で
き
る
は
ず
だ
が
、
地
域
に
お
け
る
絆
な
ど

の
社
会
関
係
資
本
の
外
部
性
は
内
部
化
し
よ
う
と
す
る
（
経
済
価
値
に
換
算
し
て
支
払
を
行
う
）
と
社
会
関
係
資
本
そ
の
も
の
を
毀
損
し
て
し

ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
加
え
て
、
た
と
え
個
人
レ
ベ
ル
で
み
て
経
済
合
理
性
が
あ
っ
て
も
、
個
人
が
合
理
的
に
行
動
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

前
節
で
み
た
中
川
の
提
案
で
あ
る
高
齢
者
の
中
心
市
街
地
移
転
の
施
策
は
、
マ
ク
ロ
か
ら
の
都
市
経
済
学
の
分
析
で
は
正
当
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
個
別
の
地
域
ベ
ー
ス
に
落
と
し
た
場
合
、
実
施
に
困
難
を
伴
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
特
に
地
方
都
市
の
周
辺
部
に
み
ら
れ

る
高
齢
者
孤
立
居
住
は
完
全
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
隔
絶
し
て
生
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
落
単
位
で
生
じ
て
い
る
可
能
性

が
高
い
。
つ
ま
り
、
個
人
単
位
で
は
な
く
集
落
単
位
の
対
策
が
求
め
ら
れ
、
高
齢
者
の
居
住
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
社
会
関
係
資

本
の
内
容
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
節
で
は
上
記
の
都
市
経
済
学
の
欠
点
を
補
完
す
る
た
め
に
、
社
会
関
係
資
本
か
ら
の
検
討
を
行
な
っ
た
。
全
国
調
査
に
お
け
る
一
人



高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
（
稲
葉
・
三
橋
・
中
川
・
矢
野
・
菅
野
）

二
八
五

暮
ら
し
の
単
身
世
帯
を
み
る
限
り
、
現
住
所
の
居
住
年
数
も
短
く
、
隣
近
所
の
接
触
は
も
と
も
と
希
薄
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
移
転

も
十
分
可
能
な
よ
う
に
も
み
え
る
。
む
し
ろ
、
移
転
が
単
身
者
の
社
会
関
係
資
本
回
復
の
契
機
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
移
転
を
講
じ

る
な
ら
そ
う
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
須
坂
市
や
上
勝
町
の
社
会
関
係
資
本
を
み
る
と
、
全
国
調
査
の
結
果
を
凌

駕
す
る
、
篤
い
近
所
づ
き
あ
い
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
の
中
・
小
都
市
に
居
住
し
て
い
る
独
居
高
齢
者
の
場
合
は
、
人
口
一
〇
万

人
を
超
え
る
都
市
に
居
住
し
て
い
る
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
と
は
異
な
っ
た
対
応
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

六　

結
語

二
〇
三
〇
年
に
は
老
年
人
口
比
率
が
三
一
・
六
％
（
中
位
推
計
）、
世
帯
主
が
六
五
歳
以
上
の
単
身
お
よ
び
夫
婦
だ
け
の
世
帯
が

一
二
八
六
万
世
帯
に
上
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
（
15
）

日
本
に
と
っ
て
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
都
市
周
辺
部
に
お
け
る
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の

中
心
市
街
地
へ
の
移
転
促
進
は
、
持
続
可
能
な
超
高
齢
化
社
会
の
実
現
の
た
め
に
必
須
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
二
〇
一
〇
年
全
国
調
査
に

依
拠
し
て
き
た
が
、
多
く
の
今
後
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。

第
一
に
、
高
齢
者
そ
の
も
の
の
分
析
は
し
て
い
な
い
。
本
稿
で
も
用
い
た
全
国
調
査
で
は
、
一
人
暮
ら
し
者
は
、
同
居
人
の
い
る
者
よ

り
も
年
齢
が
低
か
っ
た
。
本
来
な
ら
、
一
人
暮
ら
し
の
単
身
者
の
な
か
で
さ
ら
に
高
齢
者
を
抽
出
し
て
、
そ
の
特
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
全
国
調
査
で
は
十
分
な
サ
ン
プ
ル
数
を
確
保
で
き
な
い
の
で
本
稿
で
は
分
析
し
て
い
な
い
。

第
二
に
、
具
体
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
際
に
、
社
会
関
係
資
本
の
観
点
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
施
策
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
か
は
論
じ
て

い
な
い
。

第
三
に
、
高
齢
者
の
中
心
市
街
地
移
転
策
を
実
行
す
る
に
は
、
関
係
自
治
体
内
の
諸
部
門
、
自
治
体
間
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
間
、



二
八
六

Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
含
む
関
連
機
関
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
重
要
に
な
る
（
16
）

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

第
四
に
、
な
に
よ
り
も
、
本
来
高
齢
者
の
移
転
は
、
単
な
る
経
済
合
理
性
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
観
点
か
ら
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。「
立
法
者
及
び
政
策
担
当
者
の
良
心
か
ら
み
て
、
現
実
に
窮
迫
し
、
ニ
ー
ド
を
欲
し
て
い
る
人
々
の
ほ
か
に
、
陰

に
隠
れ
て
み
え
な
い
が
、
懸
命
な
生
活
を
し
て
い
る
圧
倒
的
多
数
の
人
々
の
日
常
生
活
の
不
安
や
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
常
に
そ
の
人
の
身

に
な
っ
て
考
え
抜
く
配
慮
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。」（
矢
野
聡
、
二
〇
一
二
）
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
本
稿
は
そ
の
域
に
達
し
て
い
な
い
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
本
稿
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
残
し
て
お
り
、
今
後
の
研
究
の
過
程
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
謝
辞
）

本
稿
は
平
成
二
二
年
度
日
本
大
学
学
術
研
究
助
成
金
（
総
合
研
究
）
を
受
け
て
実
施
し
た
研
究
の
総
括
報
告
で
す
。
本
研
究
を
基
礎
に

し
た
研
究
申
請
が
、
平
成
二
四
年
度
文
部
科
学
省
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ａ
）（
課
題
番
号
二
四
二
四
三
〇
四
〇
研
究
代
表
者
：
稲
葉
陽
二
）
と
し

て
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
助
成
を
賜
り
ま
し
た
日
本
大
学
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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』
総
合
研
究
開
発
機
構
、
一
五
│
三
〇
頁
。

中
川
雅
之
（
二
〇
一
二
）「
少
子
高
齢
化
時
代
の
都
市
の
あ
り
方
」
二
〇
一
二
年
七
月
二
四
日
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
経
済
研
究
会
資
料
。

三
橋
博
巳
・
北
村
敏
彦
（
二
〇
〇
四
）「
環
境
共
生
住
宅
市
街
地
モ
デ
ル
事
業
の
利
用
状
況
に
関
す
る
研
究
」
平
成
一
六
年
度
日
本
大
学
理
工
学
部
学

術
講
演
会
講
演
録
。

三
橋
博
巳
（
二
〇
一
〇
）「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
│
理
念
と
ケ
ー
ス
│
」
丸
尾
直
美
、
三
橋
博
巳
、
廣
野
桂
子
、
矢
口
和
宏
（
編
著
）『
Ｅ
Ｃ
Ｏ
シ
テ
ィ

環
境
シ
テ
ィ
・
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
・
福
祉
シ
テ
ィ
の
実
現
に
向
け
て
』
中
央
経
済
社
、
一
〇
九
│
一
三
〇
頁
。

矢
野
聡
（
二
〇
一
二
）「
誰
の
た
め
の
社
会
保
障
か
」『
週
刊
社
会
保
障
』
二
〇
一
二
年
四
月
九
日
、
五
〇
│
五
五
頁
。

（
1
） 

本
稿
で
は
酒
田
（
一
九
九
一
）
に
し
た
が
い
、
都
市
を
①
大
都
市
（
東
京
二
三
区
、
大
阪
市
、
名
古
屋
市
）、
②
大
都
市
周
辺
都
市
、
③
地
方

中
枢
都
市
（
札
幌
市
、
仙
台
市
、
広
島
市
、
福
岡
市
）、
④
地
方
中
核
都
市
（
人
口
二
〇
万
人
の
都
市
と
県
庁
所
在
地
）、
⑤
地
方
中
心
都
市
（
地
方



二
八
八

生
活
圏
に
お
け
る
中
心
都
市
）、
⑥
地
方
中
・
小
都
市
、
の
六
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

（
2
） 

図
2
は
、
日
興
出
版
『
日
興
の
住
宅
地
図
‘
七
七 

須
坂
市
』
第
一
出
版
『
平
成
五
年
版
住
宅
地
図
須
坂
市
・
小
布
施
町
・
高
山
村
・
若
穂
地

区
』『
一
七
年
版
メ
ー
サ
イ
ズ
須
坂
市
・
小
布
施
町
・
高
山
村
・
長
野
市
若
穂
地
区
』
に
基
づ
き
、
須
坂
市
出
身
の
佐
藤
群
将
氏
が
筆
者
の
監
修
の

も
と
に
作
成
し
た
。
ま
た
、
同
氏
か
ら
は
須
坂
市
の
現
況
に
つ
い
て
多
く
の
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。

（
3
） 

長
野
刑
務
所
（
敷
地
面
積
九
万
八
六
四
六
平
方
ｍ
）
が
須
坂
駅
徒
歩
五
分
の
地
点
に
あ
る
。

（
4
） 

本
稿
で
は
示
し
て
い
な
い
が
、
稲
葉
（
二
〇
〇
七
）
で
は
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
の
変
化
と
一
九
九
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま

で
の
変
化
も
分
析
し
て
い
る
。

（
5
） 

須
坂
製
糸
研
究
委
員
会
（
二
〇
〇
一
）
一
七
一
頁
。

（
6
） 

富
士
通
は
一
九
四
二
年
に
須
坂
工
場
を
操
業
し
、
そ
の
後
、
関
連
企
業
六
〇
社
が
須
坂
に
立
地
し
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
雇
用
を
創
出
し
て
い
た

が
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
生
産
規
模
を
大
幅
に
削
減
し
た
。

（
7
） 

平
成
一
七
年
国
勢
調
査
メ
ッ
シ
ュ
統
計
。
人
口
はhttp://w

w
w
.stat.go.jp/data/m

esh/pdf/17sousu.pdf

、
高
齢
者
人
口
比
率
はhttp://

w
w
w
.stat.go.jp/data/m

esh/pdf/m
esh17.pdf

に
よ
る
。
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
。

（
8
） 

本
稿
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
促
進
論
者
の
論
拠
に
は
効
率
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
促
し
環
境
負
荷
を
低
減
す
る
と

い
う
点
を
挙
げ
る
も
の
が
多
い
。
こ
の
観
点
か
ら
の
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
論
と
し
て
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（2012

）
の
ほ
か
三
橋
（
二
〇
一
〇
）、
三
橋
・

北
村
（
二
〇
〇
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
） 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（2012

）
一
四
二
頁
。

（
10
） 

千
代
田
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。http://w

w
w
.city.chiyoda.tokyo.jp/service/pdf/d0014635_2.pdf

ア
ク
セ
ス
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
。

（
11
） 

神
奈
川
県
秦
野
市
で
は
既
存
の
公
共
イ
ン
フ
ラ
の
Ｐ
Ｒ
Ｅ
を
実
施
し
て
い
る
。

（
12
） 

中
川
（
二
〇
一
二
）
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
ま
ち
づ
く
り
会
社
は
以
下
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
。
①
高
齢
者
向
け
医
療
、
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

高
齢
者
住
宅
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
の
一
体
的
提
供
。
②
地
域
開
発
の
機
能
。
具
体
的
に
は
、
急
性
期
医
療
、
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
の
医
療
、
介
護
・
福
祉
、

高
齢
者
居
住
機
能
の
機
能
配
置
を
定
め
う
る
機
能
再
配
置
型
地
区
計
画
の
提
案
権
能
。
高
齢
者
ま
ち
づ
く
り
会
社
が
機
能
す
れ
ば
、
高
齢
者
居
住
の



高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
（
稲
葉
・
三
橋
・
中
川
・
矢
野
・
菅
野
）

二
八
九

集
積
の
利
益
、
イ
ン
フ
ラ
が
も
た
ら
す
効
果
は
全
て
、
地
代
あ
る
い
は
地
価
に
反
映
さ
れ
る
た
め
、
医
療
福
祉
ま
ち
づ
く
り
会
社
の
収
益
最
大
化
行

動
は
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に
実
現
で
き
る
「
次
世
代
型
の
ま
ち
」
を
自
然
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

（
13
） 
調
査
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稲
葉
（
二
〇
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
） 
た
だ
し
、
社
会
関
係
資
本
、
と
く
に
地
域
内
の
住
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
い
つ
も
プ
ラ
ス
の
外
部
性
を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
し

が
ら
み
と
な
り
、
負
の
外
部
性
を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。

（
15
） 

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
人
口
推
計
（
平
成
二
四
年
一
月
推
計
）http://w

w
w
.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/

new
est04/gh2401.pdf

ア
ク
セ
ス
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
。

（
16
） 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（2012
）
の
第
六
章
は
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
。





金
善
赫
博
士
連
続
講
義
要
約
（
稲
葉
）

二
九
一

日
本
大
学
法
学
部
で
は
韓
国
高
麗
大
学
校
行
政
学
科
大
学
院
教
授
金
善
赫

博
士
を
招
へ
い
し
、
平
成
二
四
年
一
月
二
七
日
（
金
）
連
続
講
義
を
実
施
し

た
。
第
一
講
か
ら
第
三
講
ま
で
い
ず
れ
も
示
唆
に
富
む
内
容
で
あ
っ
た
が
、

と
く
に
第
一
講
で
金
先
生
ご
自
身
の
研
究
成
果
で
あ
る
韓
国
に
お
け
る
抗
議

活
動
の
特
性
に
関
す
る
実
証
研
究
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第

三
講
「
東
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
建
設
に
お
け
る
統
一
理
念
と
し
て
の
連

帯
」
は
二
〇
一
二
年
九
月
以
降
の
状
況
に
鑑
み
る
と
極
め
て
感
慨
深
い
。
以

下
、
講
義
の
要
約
を
金
先
生
の
ご
承
諾
を
得
て
掲
載
す
る
。
な
お
、
講
義
は

英
語
で
行
わ
れ
た
が
、
本
講
義
録
は
通
訳
を
さ
れ
た
関
仁
氏
に
ま
と
め
て
い

た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
誤
り
な
ど
の
文
責
は
本
連
続
講
義
を
主

催
し
た
稲
葉
陽
二
に
あ
る
。

講
師　
　

高
麗
大
学
校　

政
経
大
学　

行
政
学
科
大
学
院

　
　
　
　

教
授　

金　

善
赫　

博
士
（
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学P

h. D

）

（
通
訳　

関　

仁　

氏
）

日
時　
　

一
月
二
七
日
（
金
）
一
三
時
〜
一
七
時
五
〇
分

場
所　
　

日
本
大
学
法
学
部
一
〇
号
館　

一
〇
三
一
講
堂

金
善
赫
博
士
連
続
講
義
要
約

稲　
　

葉　
　

陽　
　

二



二
九
二

第
一
講
：
韓
国
に
お
け
る
民
主
主
義
、
市
民
社
会
と
大
衆
運
動

講
義
の
内
容

一　

韓
国
の
ケ
ー
ス
：
概
観

二　

変
革
前
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

三　

一
九
八
七
年
以
降
の
展
開

四　

市
民
団
体
の
政
治

五　
「
論
争
型
民
主
主
義
」
の
挑
戦

韓
国
の
ケ
ー
ス

■　

韓
国
の
民
主
化
運
動
に
お
い
て
は
市
民
団
体
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
。
そ
れ
は
民
衆
主
導
型
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
た
ち

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
方
向
性
が
決
ま
る
民
主
主
義
で
は
な
く
、

一
般
の
人
々
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
論
争
に
満
ち
た
民
主
化
で
あ
っ

た
。
特
に
一
九
八
七
年
の
六
月
ご
ろ
に
は
非
常
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ

た
。
し
か
し
、
一
九
八
七
年
一
二
月
行
わ
れ
た
選
挙
で
体
制
派
の
候
補

が
選
ば
れ
る
に
つ
れ
て
、
民
衆
化
の
盛
り
上
が
り
と
は
対
照
的
な
暫
時

的
、
妥
協
的
な
変
革
が
実
施
さ
れ
、
市
民
運
動
は
尻
す
ぼ
み
と
な
っ
て

い
っ
た
。
た
だ
、
変
革
以
降
憲
法
の
改
正
、
公
正
な
選
挙
の
実
施
、
集

会
の
自
由
な
ど
大
幅
な
民
主
化
が
着
実
に
進
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時

期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
の
特
徴
と
し
て
、
変
革
以
前
だ
け
で
な
く
、

演
題　
　
「
朝
鮮
半
島
、
東
ア
ジ
ア
、
世
界
：
民
主
主
義
、
連
帯
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」

第
一
講　
【
一
三
時
〜
一
四
時
三
〇
分
】

韓
国
に
お
け
る
民
主
主
義
、
市
民
社
会
と
大
衆
運
動

D
em
ocracy, C

ivil S
ociety, and P

opular P
rotest in S

outh K
orea

第
二
講　
【
一
四
時
四
〇
分
〜
一
六
時
一
〇
分
】

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
国
家
の
対
応　

韓
国
の
ケ
ー
ス

G
lobalization and N

ational R
esponses: T

he C
ase of S

outh 

K
orea第

三
講　
【
一
六
時
二
〇
分
〜
一
七
時
五
〇
分
】

東
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
建
設
に
お
け
る
統
一
理
念
と
し
て
の
連
帯

S
olidarity as a U

nifying Idea in B
uilding an E

ast A
sian 

C
om
m
unity



金
善
赫
博
士
連
続
講
義
要
約
（
稲
葉
）

二
九
三

盧
泰
愚
政
権
下
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

　
（
一
九
八
八
年
│
一
九
九
三
年
）

■　

民
衆
運
動
団
体
に
よ
る
民
主
化
運
動
の
継
続
：
選
挙
で
選
ば
れ
た
最

初
の
大
統
領
と
な
っ
た
盧
泰
愚
は
軍
の
出
身
者
で
あ
っ
た
の
で
、
市
民

団
体
は
政
府
の
民
主
化
度
に
対
し
て
深
い
懐
疑
を
持
っ
て
い
た
。

一
九
九
〇
年
一
月
に
は
二
大
野
党
が
与
党
に
合
流
す
る
政
党
合
併
が
起

こ
り
、
民
主
自
民
党
を
結
成
し
た
。
名
前
か
ら
も
類
推
で
き
る
よ
う
に

日
本
の
自
由
民
主
党
の
よ
う
に
長
期
政
権
を
目
指
す
本
格
政
党
と
し
て

設
立
さ
れ
た
が
、
市
民
運
動
家
た
ち
は
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
化

が
逆
戻
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
機
感
を
高
め
た
。
そ
れ
が
Ｎ
Ｃ
Ｕ

Ｓ
Ｒ
（
学
生
の
全
国
組
織
）、
Ｋ
Ｃ
Ｎ
Ｄ
Ｍ
（
民
主
化
運
動
団
体
の
連

盟
）、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
（
農
業
従
事
者
の
団
体
）、
Ｋ
Ｔ
Ｅ
Ｗ
Ｕ
（
教
員
の
団

体
）
な
ど
民
衆
運
動
の
重
要
な
国
内
団
体
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｃ

Ｃ
Ｅ
Ｊ
（
経
済
正
義
実
践
市
民
連
合
）
な
ど
「
新
し
い
市
民
運
動
団

体
」
の
影
響
力
が
増
大
し
て
き
た
。

金
泳
三
政
権
下
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

　
（
一
九
九
三
年
│
一
九
九
八
年
）

■　

新
し
い
大
統
領
と
な
っ
た
金
泳
三
は
、
政
党
連
合
の
結
果
生
ま
れ
た

与
党
か
ら
選
出
さ
れ
た
の
で
、
国
民
の
間
で
は
ど
こ
ま
で
本
気
で
民
主

化
を
進
め
る
の
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
初
の
年
で
あ
る

以
後
も
政
治
に
対
す
る
抗
議
が
続
い
た
。
さ
ら
に
一
九
九
七
│
九
八
年

の
経
済
危
機
に
際
し
て
は
、
民
主
主
義
に
関
す
る
議
論
の
性
質
が
変
化

し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
大
手
企
業
が
多
く
倒
産
し
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の

支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
韓
国
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
と
い
え
る
期

間
で
あ
っ
た
。

権
威
主
義
下
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

■　

国
家
企
業
主
義
：
政
府
は
準
政
府
組
織
と
も
い
え
る
社
会
集
団
で
あ

る
韓
国
労
働
組
合
総
連
盟
（
Ｆ
Ｋ
Ｔ
Ｕ
）
や
全
国
経
済
人
連
合
会
（
Ｆ

Ｋ
Ｉ
）
な
ど
を
設
立
し
、
政
府
の
政
策
を
正
当
化
、
広
報
す
る
た
め
に

活
用
し
た
。
政
府
は
他
方
で
非
公
式
、
非
合
法
の
反
政
府
団
体
（
非
Ｆ

Ｋ
Ｔ
Ｕ
系
労
組
、
学
生
団
体
、
啓
蒙
団
体
な
ど
）
を
抑
圧
し
た
。

変
革
後
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

■　

前
述
の
政
府
系
団
体
（
Ｆ
Ｋ
Ｔ
Ｕ
な
ど
）
は
暫
時
的
に
政
府
か
ら
自

主
権
を
回
復
し
て
い
っ
た
。
非
合
法
化
さ
れ
た
民
衆
運
動
団
体
（
韓
国

第
二
の
労
組
で
あ
る
Ｋ
Ｃ
Ｔ
Ｕ
な
ど
）
も
合
法
化
さ
れ
、
公
的
な
認
知

と
政
策
立
案
過
程
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
供
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
や
中
産
階
級
市
民
に
よ
る
、
非
暴
力
、
新
た
な
課
題

（
経
済
的
正
義
、
環
境
保
全
、
性
差
別
撤
廃
、
等
）
を
扱
う
「
市
民
」

運
動
団
体
が
登
場
し
て
き
た
。



二
九
四

憲
法
秩
序
の
か
く
乱
、
収
賄
禁
止
法
へ
の
反
対
・
忌
避
、
地
域
主
義
の

扇
動
、
脱
税
、
国
会
期
間
中
の
不
適
切
な
言
動
、
等
を
犯
し
た
議
員
候

補
の
擁
立
、
当
選
を
禁
止
す
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
た
。
こ
の
運
動
は

大
き
な
成
果
を
上
げ
、
Ｇ
Ｓ
Ｇ
Ｅ
が
落
選
を
呼
び
か
け
た
八
六
候
補
者

の
う
ち
五
九
人
が
当
選
で
き
な
か
っ
た
。

盧
武
鉉
政
権
下
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

　
（
二
〇
〇
三
年
│
二
〇
〇
八
年
）

■　

Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｄ
を
中
心
と
し
た
市
民
運
動
の
影
響
力
は
維
持
、
拡
大
さ
れ

た
。
具
体
的
に
は
大
型
公
共
事
業
へ
の
反
対
を
行
っ
た
。
ま
た
、
市
民

団
体
は
労
組
、
農
業
団
体
、
野
党
、
そ
の
他
の
社
会
運
動
団
体
と
連
携

し
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
へ
の
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。
新
た
な
流
れ
と
し
て
、

「
保
守
的
」
な
社
会
団
体
が
登
場
し
て
き
た
。
新
し
い
「
保
守
的
」
社

会
団
体
は
過
度
の
民
主
化
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
し
て
批
判
、
福
祉
の
行

き
す
ぎ
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
低
下
を
懸
念
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
も
強

硬
策
を
主
張
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
市
民
団
体
は
民
主
化
運
動
促
進
を
主

な
目
的
と
し
た
進
歩
的
な
団
体
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
保
守
的
な
団
体

が
対
抗
勢
力
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
こ
の

よ
う
な
進
歩
的
か
保
守
的
か
と
い
っ
た
違
い
よ
り
、（
金
大
中
が
提
唱

し
た
太
陽
政
策
の
対
極
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
）「
保
守
的
」
社
会
団

体
の
提
示
し
た
北
朝
鮮
へ
の
強
硬
路
線
の
方
が
世
論
を
二
つ
に
割
る
も

一
九
九
三
年
に
実
施
し
た
改
革
に
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
た
め
、

政
権
の
正
統
性
に
関
す
る
国
民
の
疑
念
は
相
当
低
下
し
、
民
衆
運
動
団

体
の
勢
い
は
鈍
る
一
方
、
新
し
い
市
民
運
動
団
体
は
影
響
力
を
増
し
た
。

金
泳
三
は
当
初
の
支
持
率
が
九
五
％
と
非
常
に
高
く
、
一
方
で
退
任
す

る
こ
ろ
に
は
経
済
危
機
の
た
め
ほ
と
ん
ど
支
持
率
は
ゼ
ロ
、
最
高
と
最

低
の
支
持
率
を
記
録
し
た
珍
し
い
政
権
で
あ
っ
た
。
政
府
の
積
極
的
な

改
革
と
市
民
運
動
の
一
般
化
で
民
衆
運
動
団
体
は
弱
体
化
し
た
。

一
九
九
四
年
設
立
の
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｄ
（
参
加
型
民
主
主
義
の
た
め
の
国
民
連

帯
│
通
称
は
参
与
連
帯
）
は
「
民
衆
」
運
動
と
「
市
民
」
運
動
の
合
体

を
意
図
。
各
団
体
の
民
主
化
促
進
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
新
た
な
課
題

を
提
示
、
暴
力
は
否
定
す
る
路
線
を
取
っ
た
。
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
影
響
力
は

次
の
金
大
中
政
権
で
最
高
潮
に
達
す
る
。

金
大
中
政
権
下
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

　
（
一
九
九
八
年
│
二
〇
〇
三
年
）

■　

市
民
団
体
内
の
競
争
激
化
：
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
九
七
年
│
九
八
年
の
経
済

危
機
時
の
効
果
的
対
応
（
民
衆
の
声
を
適
切
に
代
返
し
た
）
と
そ
の
後

の
経
済
改
革
に
よ
り
韓
国
最
大
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
Ｃ
Ｃ
Ｅ
Ｊ
を
お
し
の

け
台
頭
し
た
。
そ
の
最
も
典
型
的
な
例
が
Ｐ
Ｓ
Ｄ
Ｐ
の
主
導
し
た
Ｃ
Ｓ

Ｇ
Ｅ
（
総
選
挙
の
た
め
の
市
民
団
体
）
に
よ
る
落
薦
・
落
選
運
動
で
あ

る
。
Ｐ
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
過
去
に
収
賄
、
選
挙
規
制
違
反
、
政
治
活
動
不
足
、
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各
種
デ
ー
タ

■　

そ
れ
で
は
ト
ピ
ッ
ク
を
少
し
変
え
て
、
私
が
過
去
二
〇
年
間
に
記
録

を
取
っ
て
き
たP

rotest E
vent D

ata A
rchive K

orea

（P
E
D
A
K

）

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
韓
国
に
お
け
る
抗
議
行

動
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
り
、
一
九
八
七
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の

九
三
二
八
件
の
抗
議
イ
ベ
ン
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
は
二
種

類
の
日
刊
新
聞
と
二
種
類
の
週
刊
誌
（
そ
れ
ぞ
れ
保
守
系
、
革
新
系
）

に
収
録
さ
れ
た
記
事
を
使
用
し
て
い
る
。E

kiert &
 K
ubik

が
開
発

し
た
様
式
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
収
集
方
法
を
使
用
し
て
お
り
、
こ
の
デ
ー

タ
は
四
ヵ
国
比
較
調
査
で
あ
るT

h
e L

ogic of C
ivil S

ociety

（
市
民

社
会
の
理
論
）
に
も
使
用
さ
れ
る
。

市
民
社
会
の
理
論

■　

こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
（
韓
国
と
台
湾
）
と
東
欧
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ハ
ン

ガ
リ
ー
）、
合
計
四
ヵ
国
の
初
期
民
主
政
権
を
比
較
す
る
国
際
調
査
で

あ
る
。
各
国
あ
た
り
二
人
の
専
門
家
が
任
命
さ
れ
、
市
民
団
体
の
タ
イ

プ
（
論
争
的
か
協
調
的
か
）、
異
な
る
市
民
団
体
の
タ
イ
プ
が
民
主
化

の
質
に
ど
う
影
響
す
る
か
、
な
ど
が
主
な
質
問
と
な
っ
て
い
る
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。

■　

年
間
の
抗
議
数

の
で
あ
っ
た
。

李
明
博
政
権
下
の
政
府
と
市
民
団
体
の
関
係

　
（
二
〇
〇
八
年
│
二
〇
一
二
年
）

■　

二
〇
〇
七
年
の
李
政
権
誕
生
は
、
盧
武
鉉
政
権
時
代
に
よ
り
強
化
さ

れ
た
保
守
的
市
民
団
体
の
支
援
を
受
け
た
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
李
政

権
は
進
歩
的
社
会
団
体
を
弱
体
化
さ
せ
、
保
守
的
団
体
を
強
化
す
る
政

策
を
実
施
し
た
。
前
政
権
の
「
参
加
型
」
政
策
で
設
け
ら
れ
た
多
く
の

諮
問
委
員
会
を
解
散
し
た
。「
法
と
秩
序
」
を
強
調
し
、
二
〇
〇
八
年

の
大
規
模
な
街
頭
デ
モ
は
一
部
の
左
翼
と
進
歩
的
市
民
団
体
の
演
出
と

断
定
、
李
政
権
は
こ
れ
ら
団
体
が
国
家
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止

し
た
。
反
政
府
の
抗
議
、
デ
モ
も
規
制
す
る
一
方
、
政
策
は
時
代
遅
れ

の
イ
ン
フ
ラ
事
業
に
集
中
し
た
。
現
実
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
双
方
に
お
け

る
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
試
み
も
行
い
、
若
年
層
の
支
持
を
大
き
く

下
げ
た
。
も
と
も
と
李
明
博
は
企
業
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で

あ
っ
た
た
め
、
彼
の
就
任
に
よ
っ
て
経
済
が
好
転
す
る
と
み
ら
れ
て
い

た
が
、
実
際
に
は
大
手
企
業
を
優
先
さ
せ
た
政
策
が
目
立
ち
、
あ
と
一

年
の
任
期
で
あ
る
が
人
気
は
な
い
。
四
月
の
総
選
挙
で
も
与
党
の
勝
利

は
到
底
無
理
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
て
い
る
。
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件
で
あ
る
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
は
約
三
五
〇
件
、
台
湾
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

は
い
ず
れ
も
一
五
〇
件
以
下
で
あ
り
、
韓
国
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
抗
議
行
動

が
多
く
、
台
湾
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
は
少
な
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

政
権
ご
と
の
抗
議
数

Governments Protests ％

盧泰愚
（1988─92）

3,167 34.0

金泳三
（1993─97）

1,346 14.4

金大中
（1998─2002）

1,684 18.1

盧武鉉
（2003─07）

1,234 13.2

李明博
（2008─10）

1,589 17.1

盧
泰
愚
政
権
時
の
数
字
が
高
い
の
は
民
主
化
直
後
で
あ
る
た
め
理
解
で
き

る
。
李
明
博
政
権
の
数
字
は
最
初
の
三
年
間
だ
け
の
も
の
な
の
で
、
最
終
的

に
は
三
〇
〇
〇
件
を
超
え
る
と
思
わ
れ
る
。

■　

抗
議
行
動
の
概
要
（
参
加
者
数
、
場
所
等
）

■　

参
加
者
の
社
会
的
、
職
業
的
特
性

■　

抗
議
行
動
を
指
揮
、
ま
た
は
費
用
負
担
し
た
組
織
の
性
格

■　

抗
議
の
一
般
的
戦
略

■　

抗
議
の
戦
略
の
詳
細

■　

抗
議
の
目
標
、
要
求
、
不
満
等

■　

抗
議
の
対
象

■　

抗
議
に
対
す
る
反
応

抗
議
行
動
の
数

Year Protests ％
1987 308 3.3
1988 1,222 13.1
1989 932 10.0
1990 577 6.2
1991 228 2.4
1992 208 2.2
1993 246 2.6
1994 222 2.4
1995 231 2.5
1996 374 4.0
1997 273 2.9
1998 389 4.2
1999 454 4.9
2000 288 3.1
2001 198 2.1
2002 355 3.8
2003 354 3.8
2004 256 2.7
2005 238 2.6
2006 160 1.7
2007 226 2.4
2008 599 6.4
2009 391 4.2
2010 599 6.4
Average 388.7
Total 9,328 100

数
字
を
見
る
と
一
九
八
八
年
に
山
が
一
つ
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
抗
議
行

動
は
主
に
労
働
組
合
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
民
主
化
直
後
に
ピ
ー
ク
を
迎
え

て
い
る
。
そ
の
後
年
間
件
数
は
二
〇
〇
件
前
後
に
落
ち
着
い
た
が
、
二
〇
〇
八

年
の
李
明
博
政
権
以
降
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。
年
平
均
の
件
数
は
約
三
八
八
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抗
議
の
対
象　

Ｉ

政府 経営者 立法 大統領
地方
自治体

政党
外国
政府

盧泰愚 36.5 27.8 5.5 6.3 5.1 6.4 2.9

金泳三 47.6 20.7 9.2 10.2 7.6 6.0 7.9

金大中 50.5 11.7 8.9 5.1 5.1 4.4 5.9

盧武鉉 36.5 13.7 12.3 5.2 10.0 4.9 6.3

李明博 38.9 14.6 12.7 15.9 4.3 5.7 3.5

盧
泰
愚
政
権
時
の
抗
議
は
労
組
に
よ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
対
象
は
経
営

（
者
）
が
多
い
。
李
明
博
政
権
で
は
大
統
領
自
身
が
抗
議
の
対
象
と
な
る
こ

と
が
多
い
。

抗
議
者
数
の
分
布

Governments 1─200
200─
2,000

2,000─

盧泰愚
（1988─92）

51.3 36.8 11.9

金泳三
（1993─97）

48.1 36.4 15.5

金大中
（1998─2002）

56.0 22.5 21.5

盧武鉉
（2003─07）

58.7 20.8 20.6

李明博
（2008─10）

67.3 18.2 14.5

小
規
模
な
抗
議
行
動
は
少
し
増
え
て
い
る
が
、
大
規
模
な
抗
議
も
減
っ
て

は
い
な
い
。

街
頭
デ
モ
参
加
者
の
割
合

Year ％

1988 42.0

1989 60.0

1990 68.3

1991 48.1

1992 48.4

1993 56.0

1994 61.5

1995 37.7

1996 39.4

1997 45.4

1998 32.6

1999 33.2

2000 12.9

2001 16.2

2002 72.8

2003 82.5

2004 68.5

2005 71.7

2006 50.4

2007 87.2

こ
の
数
字
に
は
署
名
運
動
に
署
名
し
た
だ
け
の
人
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、

比
較
的
高
い
数
字
だ
ろ
う
。
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抗
議
の
戦
略
と
方
法

政権
暴力的／
無秩序
（％）

非妨害的
（％）

盧泰愚
（1988─92）

56.5 43.5

金泳三
（1993─97）

78.8 21.2

金大中
（1998─2002）

85.1 14.9

盧武鉉
（2003─07）

77.3 22.7

平均 74.4 25.6

こ
の
数
字
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
韓
国
に
お
け
る
抗
議
行
動
は
無
秩
序
な

も
の
の
方
が
好
ま
れ
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
街
頭
デ
モ
な
ど
で
も
警
官
と

衝
突
す
る
ケ
ー
ス
の
方
が
多
い
。

韓
国
に
お
け
る
抗
議
（
要
約
）

■　

民
主
化
後
も
市
民
の
抗
議
行
動
は
減
っ
て
い
な
い
。
変
革
期
後
は
小

規
模
な
抗
議
行
動
の
割
合
が
少
し
ず
つ
上
昇
し
た
が
、
大
規
模
な
抗
議

の
数
も
減
っ
て
は
い
な
い
。
街
頭
デ
モ
や
抗
議
集
会
の
数
は
二
〇
〇
二

年
以
降
再
度
上
昇
し
始
め
た
。
国
（
中
央
・
地
方
政
府
、
大
統
領
、
国

会
）
政
治
団
体
（
政
党
な
ど
）
を
目
標
と
し
た
抗
議
の
割
合
は
少
し
ず

つ
上
昇
し
て
い
る
。
秩
序
だ
っ
た
や
り
方
よ
り
、
秩
序
を
乱
す
や
り
方

が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

抗
議
の
対
象　

Ⅱ

Year
国家・
政治・社会

市民
社会団体

企業・
経営者

外国政府・
国際機関

1989 48.1 8.7 22.6 2.3

1990 43.7 2.8 24.5 5.3

1991 50.9 13.0 18.2 0.6

1992 47.4 9.5 17.2 0.7

1993 65.9 5.5 14.8 7.6

1994 59.4 6.6 17.7 5.9

1995 58.1 10.2 17.2 4.5

1996 55.6 3.2 14.1 4.3

1997 60.2 5.8 12.4 5.1

1998 63.9 4.9 14.3 3.2

1999 67.3 5.3 11.8 3.5

2000 64.8 5.8 13.9 0.6

2001 75.5 3.5 7.5 0

2002 67.2 6.8 3.6 15.5

2003 72.8 6.9 4.1 10.4

2004 60.6 13.0 8.7 3.1

2005 55.5 3.4 21.5 0

2006 59.3 5.2 13.4 7.0

2007 56.4 8.1 17.4 4.6

「
国
家
・
政
治
・
社
会
」
に
は
政
党
も
含
ま
れ
る
。
韓
国
で
は
政
党
の
人

気
が
な
く
、
大
政
党
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
を
経
験
し
て
い

る
。
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
に
向
け
て
与
党
は
党
名
を
変
え
よ
う
と
し
た
り

し
て
い
る
。
大
統
領
候
補
も
政
党
と
関
係
の
な
い
人
が
多
く
、
今
人
気
の
あ

る
候
補
者
は
韓
国
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ス
と
呼
ば
れ
る
一
般
企
業
の
Ｃ

Ｅ
Ｏ
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
の
政
治
家
で
な
い
人
の
方
が
信
用
さ
れ
て
い

る
。
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二
九
九

か
（
代
表
制
で
は
な
い
、
議
論
を
通
じ
た
民
主
主
義
）

■　

あ
る
い
は
最
終
的
に
は
「
正
常
」
な
民
主
主
義
に
移
行
す
る
の
か
。

そ
れ
が
よ
い
の
か
。
専
門
家
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

第
二
講　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
国
家
の
対
応　

韓
国
の
ケ
ー
ス

内
容一

．
は
じ
め
に

二
．
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
「
多
様
化
」

三
．
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
：
韓
国
の
場
合

四
．
よ
り
柔
軟
な
戦
略
の
構
築

五
．
結
論

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

■　

今
日
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
い
く
つ
か
の
要
素
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
資
本
、
労
働
な
ど
が
過
去
と
比
べ
て
容

易
に
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
国
境
の
実
効
性
が
低
下
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
交
通
の
発
展
に
よ
り
国
を
ま
た
ぐ
通
信
と
拡
散
速
度
が
加
速

し
て
い
る
。
金
融
危
機
や
欧
州
の
ユ
ー
ロ
危
機
の
正
解
的
影
響
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
多
様
な
分
野
で
国
の
相
互
依
存
が
進
ん
で
い
る
。
従
来

国
際
問
題
は
国
が
主
役
で
あ
っ
た
が
、
今
で
は
当
事
者
と
ス
テ
ー
ク
ホ

考
察

■　

政
党
の
退
化
（
韓
国
で
は
非
政
治
家
の
方
が
信
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ

る
）

■　

大
衆
主
導
型
変
化
の
レ
ガ
シ
ー
（
市
民
運
動
は
常
に
有
力
な
オ
プ

シ
ョ
ン
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
政
治
に
何
か
を
求
め
る
と
き
、

一
般
の
人
は
政
党
に
訴
え
る
よ
り
、
市
民
団
体
に
訴
え
た
方
が
効
果
が

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。）

■　

参
加
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
欠
如

■　

社
会
運
動
の
進
化
：
祭
典
＋
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
か
つ
て
は
デ
モ
な
ど
に
参
加

す
る
こ
と
は
命
の
危
険
を
も
意
味
し
た
が
、
最
近
で
は
参
加
が
危
険
で

は
な
い
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
若
い
人
の
間
で
は
む
し
ろ
か
っ

こ
い
い
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
デ
モ
な
ど
に
参
加
し
て
い
る

自
分
の
写
真
を
撮
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
普
及
に
よ
り
運
動
の
展
開
方

法
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。）

結
論

■　

抗
議
は
韓
国
の
民
主
主
義
の
過
渡
期
の
も
の
？
恒
久
的
な
も
の
？

（
韓
国
で
は
政
党
が
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
市
民
運
動
な
ど
を
通
じ

た
論
争
型
の
民
主
主
義
が
主
流
で
あ
る
。
各
国
が
自
国
に
あ
っ
た
モ
デ

ル
を
採
用
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。）

■　
「
民
主
主
義
の
多
様
性
」：
韓
国
は
独
自
の
民
主
主
義
を
生
み
だ
す
の



三
〇
〇

義
の
波
の
こ
と
で
あ
る
。）

三
．
ニ
ュ
ー
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
の
理
論
に
基

づ
き
、
触
発
さ
れ
た
政
府
、
公
的
機
関
の
改
革
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
過
去
数
十

年
間
に
わ
た
っ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
政
治
改
革
の
理
念
。
民
間
セ
ク

タ
ー
は
効
率
、
透
明
性
が
高
く
、
コ
ス
ト
も
安
い
反
面
、
公
的
セ
ク

タ
ー
は
そ
の
逆
な
の
で
、
公
的
セ
ク
タ
ー
は
民
間
セ
ク
タ
ー
の
理
念
を

導
入
す
べ
し
、
と
い
う
の
が
そ
の
骨
子
。
主
に
英
米
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク

ソ
ン
系
の
国
で
採
用
さ
れ
た
。）

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン　

Ⅱ

議
論
の
ポ
イ
ン
ト

一
．
将
来
に
つ
い
て
の
国
際
、
超
国
家
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ビ
ジ
ョ
ン
（
今

後
一
〇
年
、
二
〇
年
経
っ
た
時
、
国
の
役
割
は
な
に
か
、
企
業
な
ど
の

チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
か
、
ま
た
国
際
統
治
は
ど
の
よ
う
な

構
造
で
行
う
べ
き
か
を
検
討
。）

二
．
集
約
対
多
様
化

一
．
国
家
体
制

二
．
個
別
政
策

「
多
様
性
」
の
出
現

同
一
性
よ
り
多
様
性
（
当
初
国
家
は
同
じ
よ
う
な
モ
デ
ル
に
集
約
さ
れ
て

ル
ダ
ー
が
政
府
だ
け
で
な
く
、
政
府
間
組
織
、
多
国
籍
企
業
、
国
際
Ｎ

Ｇ
Ｏ
、
個
人
活
動
家
な
ど
も
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
政
策
課
題
は

複
雑
化
、
不
確
定
化
、
予
測
困
難
度
が
上
昇
し
て
お
り
、
有
効
な
協
力

が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
中
国
の
黄
砂
問
題
は
国
際
協
力
が
必

要
な
環
境
問
題
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
：
地
球
レ

ベ
ル
で
の
変
化
、
特
に
国
境
の
実
効
性
低
下
、
国
を
ま
た
ぐ
通
信
と
拡

散
速
度
の
加
速
、
多
様
な
分
野
で
深
化
す
る
国
の
相
互
依
存
、
当
事
者

の
非
政
府
機
関
へ
の
拡
散
、
複
数
セ
ク
タ
ー
に
ま
た
が
る
事
象
と
問
題

解
決
に
お
け
る
協
業
の
増
加
。

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン　

Ｉ

一
．
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
の
浸
透
と
拡
大
（
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
は
世

界
は
市
場
経
済
と
社
会
主
義
経
済
に
対
立
し
て
い
た
が
、
七
〇
年
代
後

半
以
降
は
中
国
も
含
め
て
す
べ
て
の
国
が
自
由
主
義
経
済
を
採
用
し
た

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
」
と
い
う
表

現
は
、
八
〇
年
代
の
米
国
に
お
け
る
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
、
英
国
の

サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
な
ど
、
規
制
緩
和
な
ど
を
進
め
た
経
済
政
策
上
の
理

念
で
あ
る
。）

二
．
リ
ベ
ラ
ル
な
民
主
主
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
拡
大
と
普
及
（
サ
ミ
ュ
エ

ル
・
ハ
テ
ィ
ン
グ
ト
ン
が
「
第
三
の
波
」
で
述
べ
た
、
南
欧
に
始
ま
り
、

南
米
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
を
経
て
東
欧
に
波
及
し
て
い
っ
た
民
主
主
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三
〇
一

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
国
の
対
応

既存のグローバリゼーション
に対する態度

賛成 反対

グローバリ
ゼーション
の戦略

変化型 強化 抵抗

順応型 一気の同調 距離を置く

「
変
化
型
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
国
力
、
影
響
力
が
強
い
国
の
オ
プ

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
能
動
的
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
り
、

都
合
の
良
い
枠
組
み
を
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
は
大
国
で
は
な

い
の
で
変
化
型
の
政
策
は
取
れ
ず
、「
一
気
の
同
調
」
を
採
用
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

韓
国
の
場
合　

Ｉ

金
大
中
政
権
下
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
（
一
九
九
八
年
│
二
〇
〇
三
年
）：
金
大

中
か
ら
李
明
博
に
至
る
ま
で
の
政
権
に
は
ビ
ジ
ネ
ス
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が

い
く
と
す
る
予
測
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。
米
国
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
が
「
歴
史
の
終
わ
り
」
で
述
べ

た
将
来
予
測
。）

一
．「
資
本
主
義
の
多
様
性
」：
自
由
市
場
経
済
（
Ｌ
Ｍ
Ｅ
）、
調
整
市
場

経
済
（
Ｃ
Ｍ
Ｅ
）、
等

二
．「
民
主
主
義
の
多
様
性
」：
間
接
型
対
参
加
・
直
接
型
、
論
争
対
協
調

（
現
在
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
国
が
民
主
主
義
を
標
榜
し
て
い
る
が
、
実

際
の
統
治
形
態
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。）

三
．「
行
政
改
革
の
多
様
性
」：
Ｎ
Ｐ
Ｍ
対
ニ
ュ
ー
・
ガ
バ
ナ
ン
ス



三
〇
二

さ
な
政
府
、
生
産
性
、
規
制
緩
和
、
市
民
憲
章
な
ど
は
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
。

し
か
し
盧
武
鉉
政
権
も
成
果
主
義
、
顧
客
満
足
、
透
明
性
、
柔
軟
な
人

事
・
組
織
管
理
は
強
化
。

■　

現
在
の
李
明
博
政
権
：
金
大
中
政
権
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
再
興
。

効
率
、
透
明
性
、
顧
客
視
点
が
参
加
や
説
明
責
任
よ
り
強
調
さ
れ
て
い

る
。

よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
戦
略
の
策
定　

Ｉ

■　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
性
格
は
今
後
変
わ
る

か
。
韓
国
を
含
む
各
国
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル

な
政
策
対
応
は
民
主
主
義
と
発
展
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
も
た
ら
す

か
も
し
れ
な
い
。
個
人
的
な
経
験
だ
が
、
韓
国
で
は
ど
の
大
学
を
出
た

か
は
あ
る
程
度
そ
の
人
の
努
力
の
反
映
で
あ
っ
た
。
し
か
し
最
近
の
セ

ミ
ナ
ー
で
学
生
が
「
ど
の
大
学
を
出
た
か
は
そ
の
人
の
努
力
と
は
全
く

関
係
が
な
く
、
親
の
所
得
水
準
の
反
映
で
し
か
な
い
」
と
言
い
切
っ
て

い
た
。
一
九
八
〇
年
代
と
比
べ
て
教
育
の
意
味
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
く
問
題
で
あ
る
。

■　

世
界
的
な
金
融
危
機
は
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
の
内
部
リ
ス
ク
や
脆
弱

性
を
露
呈
し
、
国
家
や
セ
ク
タ
ー
を
超
え
た
協
調
に
対
す
る
国
の
懸
念

を
増
加
さ
せ
た
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を

分
け
て
考
え
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
有
力
な
選
択
肢
で
あ
る
と

活
躍
し
た
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
。
民
間
で
う
ま
く
い
っ
た
や
り
方
を
公
的

セ
ク
タ
ー
に
も
応
用
し
た
。

■　

金
融
政
策
：
予
算
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
（
予
算
よ
り
支
出
を
低
く

抑
え
ら
れ
れ
ば
個
人
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
供
与
さ
れ
る
制
度
）、

ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
予
算
編
成
（
従
来
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
最

初
に
枠
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
が
、
枠
の
中
で
な
ら
ど
の
よ
う
に
支
出
す

る
か
は
自
由
）、
人
件
費
総
枠
制
度

■　

人
事
管
理
：
オ
ー
プ
ン
・
ポ
ス
ト
制
度
（
公
的
機
関
へ
は
試
験
を

通
っ
た
も
の
し
か
入
れ
な
か
っ
た
が
、
特
定
の
言
語
が
う
ま
い
な
ど
専

門
知
識
を
持
っ
た
民
間
人
が
採
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
結
果
と
し
て

官
僚
主
義
の
弱
体
化
を
招
い
た
。）

■　

組
織
管
理
：
国
有
企
業
（
Ｓ
Ｏ
Ｅ
）、
行
政
機
関
の
民
営
化

韓
国
の
場
合　

Ⅱ

■　

盧
武
鉉
政
権
で
は
各
種
委
員
会
、
チ
ー
ム
・
シ
ス
テ
ム
省
庁
（
省
庁

は
水
平
な
関
係
と
さ
れ
、
タ
ス
ク
ご
と
に
組
織
が
変
更
さ
れ
た
。
多
く

の
省
庁
か
ら
は
不
満
の
声
が
出
た
）
を
特
徴
と
し
た
。
金
大
中
政
権
と

比
較
す
る
と
、
金
大
中
は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
導
入
し
、
強
力
に
推
進
し
た
。
盧

武
鉉
は
参
加
と
地
方
分
権
を
主
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
的
政
策
は
変
更
ま
た
は
逆

行
し
た
。
し
か
し
、
盧
武
鉉
時
代
に
も
金
時
代
に
導
入
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｍ

改
革
は
制
度
化
さ
れ
、
強
化
、
拡
張
、
深
化
し
た
。
競
争
、
効
率
、
小
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三
〇
三

結
論

■　

過
去
一
〇
年
間
、
韓
国
を
含
む
多
く
の
国
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
に
対
し
て
取
っ
た
反
射
的
と
も
い
え
る
対
応
は
、
性
質
的
に
は
ネ
オ

リ
ベ
ラ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
競
争
原
理
を
盲
目

的
に
導
入
す
る
た
め
に
国
の
仕
組
み
を
解
体
す
る
と
民
主
主
義
と
発
展

の
阻
害
と
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
改

革
は
公
的
機
関
や
政
策
決
定
過
程
を
よ
り
効
率
的
、
適
格
、
ア
ク
セ
ス

し
や
す
く
透
明
な
も
の
に
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
経
済
を
外
部
の
影

響
に
さ
ら
し
、
政
策
を
む
し
ろ
民
主
的
で
な
い
も
の
に
し
、
社
会
を
両

極
化
し
た
。
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
た
め
に
新
し
い
戦
略
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
の
二
つ
の
選
挙
で
は
官
民
の
両
方
を
理
解
し
、

そ
の
上
で
国
際
競
争
力
を
伸
ば
す
政
策
が
取
れ
る
リ
ー
ダ
ー
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

■　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
た
め
の
新
し
い
戦
略
は
、
こ

の
過
去
数
十
年
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
、
行
き
す
ぎ
た
ネ
オ
リ
ベ
ラ

ル
改
革
を
見
直
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
セ
ク
タ
ー
を
越
え
た
協
力
と

強
調
に
注
目
し
た
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
セ
ク
タ
ー
を
ま
た
ぐ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
協
力
の
ま
と
め
役
と
し
て
の
政
府
の
地
位
は
再

確
認
、
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
と
公
的
機
関
は
政
府
、
市
場
、

市
民
団
体
の
よ
り
建
設
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
作
り
出
す
運
動
を

始
め
る
時
が
来
て
い
る
。

認
識
す
る
こ
と
が
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
柔
軟
な
戦
略
を
構
築
す
る
た
め

の
第
一
歩
で
あ
ろ
う
。

よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
戦
略
の
策
定　

Ⅱ

■　

韓
国
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
的
改
革
は
政
府
と
公
的
セ
ク
タ
ー
、
特
に
内
部
の
組

織
と
管
理
に
注
目
し
、
政
府
と
市
場
、
市
民
団
体
と
の
リ
ン
ク
は
あ
ま

り
注
目
し
な
か
っ
た
。
国
家
を
否
定
し
、
市
場
経
済
を
優
先
さ
せ
す
ぎ

た
。
し
か
し
国
家
と
し
て
の
能
力
は
い
か
に
セ
ク
タ
ー
を
越
え
た
多
様

な
協
力
関
係
を
築
け
る
か
に
か
か
っ
て
き
て
い
る
。

よ
り
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
戦
略
の
策
定　

Ⅲ

■　

国
家
の
制
度
を
（
他
の
組
織
と
）「
緩
や
か
に
連
携
し
た
」
も
の
と

し
て
い
く
こ
と
が
政
策
的
失
敗
と
そ
の
悪
影
響
を
最
小
化
す
る
う
え
で

必
要
。
地
方
の
組
織
へ
の
権
限
付
与
、
民
主
主
義
を
手
続
き
か
ら
よ
り

本
質
的
な
面
へ
と
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
将
来
の
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
た
め
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
基
づ
く
改
革
を
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
国
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
生
き
延
び
ら
れ
る
か

は
多
様
な
レ
ベ
ル
、
セ
ク
タ
ー
の
制
度
を
作
り
発
展
さ
せ
ら
れ
る
か
、

政
策
に
基
づ
く
統
治
を
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
続
く
今
日
に
あ
っ
て
こ
れ
こ
そ
が
政
府
の
政
策
の
最
大
課
題
で
あ
る
。



三
〇
四

会
的
民
主
主
義
を
強
調
す
る
モ
デ
ル

●　

一
八
九
一
年
│
現
在
（
ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
社
会
的
教

え
）
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
正
義
と
社
会
福
祉
に
基
づ
く
モ
デ
ル

●　

一
九
四
五
年
│
現
在
（
Ｅ
Ｕ
）
前
述
三
モ
デ
ル
の
統
合
。
欧
州
の

経
済
・
政
治
の
統
合
に
と
も
な
い
超
国
家
的
に
展
開

フ
ラ
ン
ス
革
命

■　

一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
主
に
財
産
の
取
引
に
つ
い
て
借
金
を
返
済

し
契
約
を
守
るsolidarité

の
概
念
か
ら
派
生
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
、

政
治
的
制
圧
か
ら
の
自
由
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ャ

コ
バ
ン
派
の
運
動
は
「
兄
弟
の
社
会
」
を
建
設
す
る
た
め
に

solidarité

に
訴
求
。
社
会
的
地
位
、
職
業
、
財
政
的
地
位
の
違
い
を

超
え
よ
う
と
し
た
。
個
人
の
権
利
や
自
由
と
社
会
的
一
体
性
、
共
同
体

を
、
資
本
主
義
と
社
会
主
義
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
社
会
民
主
主
義

■　

マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
労
働
者
の
連
帯
か
ら
由
来
。「
兄
弟
の

よ
う
な
結
び
つ
き
が
各
国
の
労
働
者
を
結
び
つ
け
、
自
由
へ
の
活
動
を

通
じ
て
連
帯
す
る
」
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
死
後
二
つ
の

方
向
へ
と
分
裂
し
た
。
そ
れ
が
、
レ
ー
ニ
ン
と
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
の

革
命
的
民
主
主
義
と
欧
州
大
陸
の
社
会
民
主
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主

第
三
講
：
東
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
建
設
に
お
け
る
統
一
理
念
と
し
て

の
連
帯

内
容一

．
は
じ
め
に

二
．
州
の
歴
史
に
お
け
る
連
帯
の
倫
理
的
理
念

三
．
Ｅ
Ｕ
の
連
帯
：
シ
ュ
ー
マ
ン
宣
言
と
「
欧
州
社
会
モ
デ
ル
」
か
ら

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
シ
フ
ト
（
欧
州
で
起
き
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ

問
題
や
、
援
助
に
躊
躇
し
て
い
る
欧
州
主
要
国
を
見
て
ユ
ー
ロ
分
裂

の
危
機
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ケ
ル
は
こ
れ
を
き
っ
か

け
に
政
治
統
合
を
強
化
し
、
欧
州
が
勢
い
を
取
り
戻
す
こ
と
も
あ
り

得
る
。
結
論
を
出
す
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。）

四
．
連
帯
と
東
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
見
通
し

五
．
結
論

欧
州
の
歴
史
に
お
け
る
連
帯
の
倫
理
的
理
念

■　

連
帯
は
、
四
つ
の
重
要
な
モ
デ
ル
の
中
で
形
成
さ
れ
、
主
要
な
政
治

上
の
理
念
と
し
て
進
化
し
た
。

●　

一
七
八
九
年
│
現
在
。（
フ
ラ
ン
ス
革
命
）
共
同
責
任
と
市
民
の

友
情
か
ら
発
展
し
、
自
由
と
平
等
、
友
愛
を
中
核
に
し
た
モ
デ
ル

●　

一
八
四
八
年
│
現
在
（
マ
ル
ク
ス
と
そ
の
分
派
）
社
会
主
義
と
社
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三
〇
五

S
ollecitu

d
o R

ei S
ocialis

（1989

）：
世
界
的
相
互
依
存
が
加
速
す

る
現
在
に
お
い
て
、
連
帯
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
倫
理
的
義
務
で
あ
る
と

規
定
し
た
。

■　

C
en

tesim
u

s A
n

n
u

s

（1991

）：
連
帯
と
キ
リ
ス
ト
教
の
い
う
と
こ

ろ
の
、
公
共
に
お
け
る
「
貧
者
の
望
ま
し
い
オ
プ
シ
ョ
ン
」
を
よ
り
明

確
に
関
連
づ
け
た
。
上
記
の
す
べ
て
の
コ
メ
ン
ト
は
欧
州
員
会
（
Ｅ

Ｃ
）
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ロ
ー
ル
委
員
長
の
主
導
し
た
社
会
政
策
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
に
呼
応
し
て
発
表
さ
れ
た
。

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
連
帯　

Ｉ

F
rom
 the S

chum
an D

eclaration

（1950

）：
シ
ュ
ー
マ
ン
宣
言
よ
り

■　

こ
の
よ
う
に
し
て
実
現
し
た
連
帯
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
間
の
戦

争
が
考
え
ら
れ
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
物
理
的
に
も
不
可
能
な
こ
と

を
明
確
に
す
る
。
欧
州
は
一
瞬
に
し
て
形
成
さ
れ
た
り
、
単
一
の
計
画

に
よ
っ
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
成
果
に
よ
っ
て
ま
ず
実

質
的
な
連
帯
が
創
出
さ
れ
る
。

■　

二
〇
〇
七
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
は
「
連
帯
権
」
の
条
項
が
あ
り
、

医
療
や
社
会
福
祉
、
年
金
な
ど
の
労
働
に
関
す
る
権
利
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境

保
全
、
持
続
的
発
展
、
消
費
者
保
護
な
ど
の
優
先
事
項
に
つ
い
て
も
記

載
し
て
い
る
。

主
義
で
あ
る
。

■　

キ
ー
と
な
る
哲
学
者
：
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ベ
ル
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

社
会
民
主
主
義
者
は
マ
ル
ク
ス
の
唱
え
た
資
本
主
義
の
終
焉
を
待
た
ず

に
他
の
社
会
階
級
と
手
を
結
び
、
政
治
的
、
経
済
的
変
化
を
追
求
す
べ

き
と
提
唱
し
た
。

ロ
ー
マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク

■　

法
王
の
い
く
つ
か
の
不
平
等
を
克
服
し
、
社
会
福
祉
と
社
会
正
義
に

関
わ
る
公
的
機
関
を
強
化
す
る
必
要
を
訴
え
た
回
勅
に
由
来
す
る
。

R
eru

m
 N

ovaru
m

（L
eo X

III, 1891
）
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
引
用
し
、「
市
民
の
友
情
」
や
「
兄
弟
愛
」
の

主
要
理
念
を
強
調
し
た
。Q

u
ad

ragesim
o A

n
n

o
（P

ius X
I, 1931

）

で
は
教
会
自
身
を
含
む
任
意
団
体
は
「
社
会
的
慈
善
」
を
実
践
し
「
社

会
的
に
適
正
な
家
族
の
た
め
の
賃
金
」
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
推

奨
し
た
。M

ater et M
agistra

（John X
III, 1961

）
で
は
「
連
帯
」

と
い
う
言
葉
を
使
用
し
国
際
的
な
社
会
、
経
済
上
の
不
平
等
を
是
正
し

よ
う
と
し
た
。

ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
ル
二
世

■　

L
aborem

 E
xercen

s

（1981

）：
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
労
組
「
連
帯
」
の

運
動
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
連
帯
と
団
体
行
動
を
擁
護
し
た
。



三
〇
六

と
同
じ
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
国
債
が
投
げ
売
り
さ
れ
て
、
保
証
金
を
払

う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。」（
重
要
な

の
は
欧
州
が
ギ
リ
シ
ャ
支
援
を
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
。「
連
帯
」
を

守
る
こ
と
に
し
た
と
い
え
る
。）

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ｉ

■　

近
代
以
前
：
連
帯
の
理
念
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
。

中
国
を
中
心
と
し
た
階
級
制
度
は
中
国
の
歴
代
帝
国
を
頂
点
に
し
て
お

り
、
連
帯
の
必
要
が
な
か
っ
た
。
日
本
は
や
や
独
立
し
て
い
た
が
、
韓

国
は
属
国
的
な
存
在
で
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
同
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
い
う
関
係
に
は
無
理
が
あ
っ
た
。

■　

近
代
：「
連
帯
」
は
繰
り
返
し
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
登
場
し
た
。

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
、
日
本
を
中
心
と
し
た
軍
事
的
、
拡
張

的
な
概
念
と
し
て
登
場
。
冷
戦
時
代
に
は
極
め
て
理
念
的
な
概
念
。
冷

戦
の
相
手
に
抗
議
す
る
か
、
全
て
の
覇
権
に
反
対
。
一
九
九
〇
年
│
現

在
（
ポ
ス
ト
冷
戦
）
で
は
連
帯
を
地
域
の
組
織
作
り
に
活
用
す
る
発
想

が
少
し
ず
つ
増
加
。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ⅱ

■　

汎
ア
ジ
ア
の
連
帯
：
韓
国
、
日
本
、
中
国
は
全
て
地
域
の
連
帯
を
意

識
し
て
い
た
。
西
側
帝
国
主
義
に
対
抗
し
て
似
た
文
化
、
人
種
、
歴
史

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
連
帯　

Ⅱ

■　

一
九
九
二
年
の
市
場
統
合
と
同
時
期
の
デ
ロ
ー
ル
委
員
会
の
社
会
政

策
は
性
的
平
等
、
職
場
の
健
康
、
安
全
、
移
民
な
ど
の
課
題
に
お
け
る

Ｅ
Ｕ
の
役
割
を
拡
張
し
た
。
経
済
的
に
貧
し
く
、
経
済
統
合
の
進
行
に

よ
っ
て
さ
ら
に
社
会
的
経
済
的
な
弱
体
化
が
懸
念
さ
れ
る
地
域
を
支
援

す
る
た
め
の
「
構
造
的
基
金
」
を
拡
充
し
た
。
自
然
災
害
や
テ
ロ
攻
撃

の
際
の
援
助
の
た
め
の
危
機
対
応
基
金
を
設
立
。
こ
れ
に
は
国
際
収
支

に
困
難
を
き
た
す
非
加
盟
国
向
け
の
「
連
帯
基
金
」
も
含
ま
れ
た
。

論
争
の
中
の
連
帯
（
現
在
に
お
い
て
「
連
帯
」
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

い
る
か
）

■　

ジ
ョ
ー
ジ
・
パ
パ
ン
ド
ル
（
ギ
リ
シ
ャ
の
当
時
の
首
相
）：「
欧
州
の

連
帯
に
は
血
肉
が
通
っ
て
い
る
。
今
日
の
出
来
事
は
ギ
リ
シ
ャ
だ
け
の

こ
と
で
は
な
く
、
欧
州
と
Ｅ
Ｕ
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
決
断
だ
」（
欧

州
各
国
に
対
し
て
「
連
帯
」
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。）

■　

ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
：「
欧
州
は
大
き
な
課
題
に
対
す
る
行
動
力

を
証
明
し
た
。
ユ
ー
ロ
の
安
定
性
を
確
保
す
る
と
同
時
に
困
難
を
き
た

し
た
国
を
連
帯
し
て
守
っ
た
。」

■　

ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
：「
こ
の
合
意
は
ア
テ
ネ

が
期
待
し
て
い
た
全
面
的
な
連
帯
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
守
ら
な
く

て
済
む
よ
う
に
と
の
期
待
の
も
と
の
合
意
で
あ
る
。
銀
行
預
金
の
保
証
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三
〇
七

意
図
し
た
。

■　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

東南アジア 北東アジア

類似点
・親米反共
・団結は主に政治、軍事で共有、実施された

相違点

・アジア宣言
・共産主義に対抗する
ための政治と安全保
障が目的

・地域の団結は重要視
されなかった。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ｖ

■　

背
景
：
太
平
洋
の
世
紀
に
入
っ
て
「
ア
ジ
ア
の
勃
興
」
が
認
知
さ
れ

る
。
九
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
を
契
機
に
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
が

盛
り
上
が
る
↓
「
東
ア
ジ
ア
」
が
東
南
ア
ジ
ア
と
北
東
ア
ジ
ア
を
結
び

つ
け
る
概
念
と
し
て
登
場
。

■　

九
〇
年
代
初
頭
：
地
域
の
経
済
の
実
力
を
背
景
に
、
ア
ジ
ア
ニ
ズ
ム

を
持
つ
北
東
ア
ジ
ア
の
三
国
が
連
合
し
た
ら
よ
い
と
い
う
構
想
。

■　

韓
国
：「
東
洋
主
義
」
に
よ
っ
て
平
和
な
東
ア
ジ
ア
を
想
定
。
北
東

ア
ジ
ア
の
三
国
が
連
合
す
れ
ば
、
当
時
世
界
秩
序
の
盟
主
で
あ
っ
た
西

側
と
対
等
に
な
れ
る
と
考
え
た
。
キ
ム
・
オ
ク
・
キ
ュ
ン
は
著
書
「
三

国
の
調
和
」
の
中
で
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
の
連
盟
を
記
述
し
て
い
る
。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ⅲ

■　

中
国
：「
大
ア
ジ
ア
ニ
ズ
ム
」
サ
ン
・
ヤ
ッ
ト
・
セ
ン
。
一
九
二
〇

年
代
、
日
本
の
神
戸
で
日
本
人
に
対
し
「
ア
ジ
ア
の
人
々
が
こ
の
よ
う

に
連
帯
し
て
西
側
に
対
抗
す
れ
ば
最
終
的
な
勝
利
を
つ
か
め
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

■　

日
本
：
非
侵
略
的
な
概
念
か
ら
拡
張
・
軍
国
主
義
の
た
め
の
概
念
に
。

第
一
ス
テ
ー
ジ
で
は
日
本
の
ア
ジ
ア
ニ
ズ
ム
は
西
側
帝
国
主
義
と
対
抗

す
る
た
め
の
中
国
、
韓
国
と
の
連
合
と
協
力
を
想
定
（
中
韓
と
あ
ま
り

違
わ
な
い
）。
第
二
ス
テ
ー
ジ
で
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
が
軍
の
ア
ジ

ア
各
国
の
侵
略
、
征
服
、
植
民
地
化
を
正
当
化
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ

た
。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ⅳ

■　

非
同
盟
運
動
：
五
〇
年
代
中
葉
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
、
大
国
の
影
響

を
逃
れ
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
が
一
体
化
し
協
力
す
る
こ
と
を



三
〇
八

り
、
ア
ジ
ア
諸
国
は
「
規
則
の
受
け
手
」
か
ら
「
規
則
の
決
め
手
」
へ

と
進
化
し
た
。

危機以前
・開かれた地域主義
・アジアの貿易・生産ネットワーク
から自然に進化

危機以後
・欧米に対抗するため、アジアのみ
を前提とした経済協力ビジョン

■　

中
国
：
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
東
ア
ジ
ア
の
そ
の
他
の
国
を
強
力
に
組
み
込

む
役
割
を
果
た
し
、
今
後
と
も
そ
れ
は
続
く
だ
ろ
う
。
中
国
は
権
力
の

真
ん
中
に
い
る
つ
も
り
は
な
い
（
中
国
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
親
中
国
的

な
組
織
と
認
識
し
て
い
る
。
日
韓
は
別
の
考
え
が
あ
る
。
日
本
は
米
国

や
そ
の
他
の
国
に
も
入
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
、
韓
国
は
中
間
的
な
考
え
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
力
を
与
え
す
ぎ
る
の
は
危
険
と
い
う
人
も
い
る
）。

が
復
活
し
た
。

■　

九
〇
年
代
初
頭
か
ら
中
葉
：「
ア
ジ
ア
の
価
値
」
の
論
争
が
起
き
た
。

ア
ジ
ア
の
指
導
者
は
そ
れ
ま
で
の
成
果
に
自
信
を
持
ち
、「
西
欧
」
の

価
値
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
の
懐
疑
を
持
つ
に
至
っ
た
。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ⅵ

■　

マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
経
済
連
合
：
よ
り
統
合
さ
れ
た
ア

ジ
ア
の
概
念
が
提
唱
さ
れ
た
。
分
散
し
て
い
る
ア
ジ
ア
の
地
域
連
合
の

枠
組
み
を
「
東
ア
ジ
ア
」
に
統
合
し
て
は
ど
う
か
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア

諸
国
は
東
ア
ジ
ア
経
済
連
合
の
目
的
、
構
造
、
機
能
で
合
意
に
至
ら
な

か
っ
た
。

■　

Ａ
Ｐ
Ｔ
（A

S
E
A
N
 P
lus T

hree

）：
連
携
の
機
会
を
増
加
さ
せ
、

相
互
理
解
、
信
頼
、
友
好
関
係
を
促
進
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
交
流
を
強

化
し
た
。

■　

金
大
中
：
東
ア
ジ
ア
・
ビ
ジ
ョ
ン
・
グ
ル
ー
プ
。
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
の

Ｅ
Ａ
Ｅ
Ｇ
に
類
似
し
た
集
ま
り
。
最
初
の
東
ア
ジ
ア
・
サ
ミ
ッ
ト
は

二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
。
初
歩
的
な
組
織
づ
く
り
が
達
成

さ
れ
た
。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ⅶ

■　

九
七
、
九
八
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
：
各
種
の
地
域
経
済
合
意
に
よ



金
善
赫
博
士
連
続
講
義
要
約
（
稲
葉
）

三
〇
九

に
）
欧
州
の
政
治
文
化
の
中
で
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

連
帯
と
東
ア
ジ
ア　

Ⅷ

■　

日
本
：
小
泉
純
一
郎
は
二
〇
〇
二
年
、
東
ア
ジ
ア
の
「
共
同
体
で
共

に
歩
み
共
に
栄
え
る
」
も
の
を
作
る
べ
き
と
述
べ
、
二
〇
〇
四
年
に
は

「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
3
を
元
に
し
た
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
考
え
を
擁
護
」。

鳩
山
由
紀
夫
は
「
独
立
と
共
存
の
理
念
」
と
し
て
の
兄
弟
愛
（
友

愛
？
）
を
主
張
し
、「
兄
弟
愛
（
友
愛
？
）
の
理
念
か
ら
生
ま
れ
る
国

家
目
標
」
と
し
て
の
共
同
安
全
保
障
を
唱
え
た
。
鳩
山
は
東
ア
ジ
ア
の

熱
心
な
サ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
期
待
し
た
が
政
権
は
短
命
に
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
。

■　

米
国
：
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
米
国
は
ア
ジ
ア
に
効
果
的
な

地
域
共
同
体
を
建
設
す
る
際
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。

結
論

■　

連
帯
の
理
念
は
東
ア
ジ
ア
に
新
し
い
地
域
共
同
体
を
作
り
出
し
、
欧

州
の
既
存
の
経
済
・
政
治
共
同
体
を
活
性
化
す
る
た
め
の
共
通
理
念
と

し
て
使
え
る
。

■　

連
帯
は
東
ア
ジ
ア
の
協
力
と
将
来
の
統
合
を
加
速
す
る
う
え
で
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
理
念
は
積
極
的
、
本
質
的
に
適
用
さ

れ
、
特
に
問
題
解
決
に
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

■　

欧
州
の
統
合
は
、
部
分
的
に
は
欧
州
の
政
策
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
連

帯
が
明
確
に
謳
わ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
連
帯
は
（
前
述
の
よ
う
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三
一
三

平
成
二
十
三
年
度
日
本
大
学
学
部
連
携
研
究
推
進

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
た
総
合
的
研
究
」

日　

時　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日（
金
）・
二
十
五
日（
土
）

場　

所　

法
学
部
十
号
館
一
〇
一
一
講
堂　

主　

催　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会

後　

援　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
財
団
、
日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所

【
二
月
二
十
四
日（
金
）午
前
九
時
四
十
五
分
〜
】

セ
ッ
シ
ョ
ン
一

「
原
発
事
故
の
教
訓
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
へ
の
制
度
改
革
・
熱
源
選
択

の
あ
り
方
」

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
：
円
居　

総
一（
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
）

原
発
事
故
と
そ
の
対
策

池
村　

正
道（
日
本
大
学
法
学
部
）

原
発
事
故
の
民
事
法
的
検
討
〜
東
電
の
再
生
に
向
け
て
〜

松
嶋　

隆
弘（
日
本
大
学
法
学
部
）

原
子
力
と
電
力
供
給
体
制
改
革
へ
の
課
題
と
展
望

原　
　

英
史（
株
式
会
社
政
策
工
房
）

エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
に
向
け
た
熱
源
選
択
へ
の
現
実
解

円
居　

総
一（
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
）

セ
ッ
シ
ョ
ン
二

「
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
出
技
術
の
現
状
と
課
題
」　

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
：
小
林　

紀
之（
日
本
大
学
法
科
大
学
院
）

わ
が
国
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
現
状
と
日
本
大
学
の
取
り
組
み

井
上　

公
基（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
）

梼
原
町
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
の
取
り
組
み

矢
野　

富
夫（
高
知
県
梼
原
町
）

川
崎
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
株
式
会
社
の
現
状

小
山　
　

聡（
住
友
林
業
株
式
会
社
）

海
藻
バ
イ
オ
マ
ス
を
利
用
し
た
水
素
生
産
の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ

谷
生　

重
晴（
バ
イ
オ
水
素
株
式
会
社
）

セ
ッ
シ
ョ
ン
三

「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
出
技
術
の
現
状
と
課
題
」

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
：
増
田　

光
一（
日
本
大
学
理
工
学
部
）

太
陽
光
発
電
技
術
の
現
状
と
課
題西

川　

省
吾（
日
本
大
学
理
工
学
部
）

風
力
発
電
の
現
状
と
課
題

長
井　
　

浩（
日
本
大
学
生
産
工
学
部
）

わ
が
国
の
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
利
用
の
現
状
と
課
題



三
一
四

国
内
版
ク
レ
ジ
ッ
ト
制
度
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
事
例
と
課
題

向
井　

征
二（
株
式
会
社
日
本
環
境
取
引
機
構
）

環
境
経
営
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
実
践
と
課
題

川
村　

雅
彦（
株
式
会
社
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
原
子
力
発
電
代
替
に
向
け
た
展
望
と

プ
ラ
ン
」

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
：
廣
海　

十
朗（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
）

円
居　

総
一（
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
）

水
谷　
　

広（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
）

大
久
保
拓
也（
日
本
大
学
法
学
部
）

村
井　

秀
樹（
日
本
大
学
商
学
部
）

西
宮　

伸
幸（
日
本
大
学
理
工
学
部
）

長
井　
　

浩（
日
本
大
学
生
産
工
学
部
）

総
括 

研
究
者
代
表
者
：
大
賀　

圭
治（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
）

江
原　

幸
雄（
九
州
大
学
工
学
研
究
院
）

小
水
力
発
電
の
現
状
と
課
題

小
林　
　

久（
茨
城
大
学
農
学
部
）

潮
流
発
電
の
現
状
と
課
題

塩
野　

光
弘（
日
本
大
学
理
工
学
部
）

世
界
と
日
本
の
波
力
発
電
研
究
と
今
後

居
駒　

知
樹（
日
本
大
学
理
工
学
部
）

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
技
術

西
宮　

伸
幸（
日
本
大
学
理
工
学
部
）

【
二
月
二
十
五
日（
土
）午
前
十
時
〜
】

セ
ッ
シ
ョ
ン
四

「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
産
業
化
に
伴
う
新
ビ
ジ
ネ
ス
の
展
開
と
課

題
」

オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
：
村
井　

秀
樹（
日
本
大
学
商
学
部
）

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
と
環
境
経
済
・
経
営
・
会
社
問
題

村
井　

秀
樹（
日
本
大
学
商
学
部
）

グ
リ
ー
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
シ
ナ
ジ
ー
効
果

石
橋　

春
男（
日
本
大
学
商
学
部
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
農
山
村
の
役
割

高
橋　
　

巌（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
）



 

三
一
五

平
成
二
十
三
年
度
・
二
十
四
年
度
研
究
会
報
告

法
学
研
究
所

刑
事
法
研
究
会

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日（
水
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

検
察
官
の
適
正
な
公
訴
権
行
使
と
司
法
取
引

大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

加
藤　

康
榮

（
第
九
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）担
当
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

脱
線
転
覆
事
故
と
安
全
対
策
責
任
者
の
過
失　

│
尼
崎
Ｊ
Ｒ
脱
線
事
件
│

教
授　

船
山　

泰
範

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
一
日（
月
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

政
経
研
究
所
共
同
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
今
、
政
治
家
を
問
う
」

日　

時　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日（
土
）午
後
一
時
十
五
分
〜

場　

所　

法
学
部
十
号
館
一
〇
一
一
講
堂

主　

催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

一
、
基
調
講
演 

河
野　

洋
平（
元
衆
議
院
議
長
）

二
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

大
島
九
州
男（
参
議
院
議
員
：
日
本
大
学
法
学
部
卒
業
）

小
野　

晋
也（
元
衆
議
院
議
員
：
橿
樹
舍
舍
主
）

白　
　

眞
勲（
参
議
院
議
員
：
日
本
大
学
生
産
工
学
部
卒
業
）

福
島
み
ず
ほ（
社
民
党
党
首
）

福
田　
　

充（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

吉
野　
　

篤（
日
本
大
学
法
学
部
教
授
）

司
会　

秋
山　

和
宏（
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
長
）



三
一
六

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
に
関
す
る
違
憲
主
張
が
欠
前

提
処
理
さ
れ
た
事
例（
平
成
二
十（
あ
）一
三
九
世
田
谷
区
清
掃
・

リ
サ
イ
ク
ル
条
例
違
反
被
告
事
件
、
平
成
二
十
年
七
月
十
七
日
最

高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
決
定
、
刑
集
第
二
九
四
号
八
六
九
頁
）

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学　

山
本　

善
貴

②
適
法
用
途
に
も
著
作
権
侵
害
用
途
に
も
利
用
で
き
る
フ
ァ
イ
ル
共

有
ソ
フ
トW

inny

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
不
特
定
多
数

の
者
に
公
開
、
提
供
し
、
正
犯
者
が
こ
れ
を
利
用
し
て
著
作
物
の

公
衆
送
信
権
を
侵
害
す
る
こ
と
を
幇
助
し
た
と
し
て
、
著
作
権
法

違
反
幇
助
に
問
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
、
幇
助
犯
の
故
意
が
欠
け
る

と
さ
れ
た
事
例（
平
成
二
十
一（
あ
）一
九
〇
〇
著
作
権
法
違
反
幇

助
被
告
事
件
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
九
日
最
高
裁
判
所
第
三

小
法
廷
決
定
、
刑
集
六
五
巻
九
号
一
三
八
〇
頁
）

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

高
瀬　

俊
明

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
月
十
八
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
八
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
「
被
害
者
の
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
が
強
盗
の
機
会
に
行
わ

れ
た
も
の
と
さ
れ
た
事
例
」（
東
京
高
裁
平
成
二
十
三
年
一
月

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

共
犯
者
が
住
居
に
侵
入
し
た
後
、
強
盗
に
着
手
す
る
前
に
現
場
か
ら

離
脱
し
た
場
合
に
お
い
て
共
謀
関
係
の
解
消
が
否
定
さ
れ
た
事
例

（
最
決
平
二
十
一
・
六
・
三
十
、
刑
集
六
三
・
五
・
四
七
五
）

名
誉
教
授　

板
倉　
　

宏

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
立
法
の
検
討

教
授　

南
部　
　

篤

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
六
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

憲
法
上
保
障
さ
れ
る
証
拠
開
示
の
限
界
と
そ
の
実
現

　

│
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
のB

rady

法
理
を
巡
る
議
論
を
中
心
に
│

助
教　

三
明　
　

翔

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室



 

三
一
七

長
野
地
裁
判
決
平
成
二
十
四
年
十
月
十
九
日（
公
刊
物
未
搭
載
）に
つ

い
て

教
授　

船
山　

泰
範

（
第
八
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

適
正
手
続
と
検
察
官
の
役
割大

学
院
法
務
研
究
科
教
授　

加
藤　

康
榮

民
事
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
九
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
お
け
る
居
住
の
保
障
と
法
的

課
題　│ 

高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
の
契
約
書
等
に
関
す
る
実
態
調
査
結

果
を
て
が
か
り
と
し
て
│

准
教
授　

矢
田　

尚
子

②
物
件
の
喪
失
と
対
抗
問
題

二
十
五
日
平
成
二
十
二（
ラ
）第
一
七
五
六
号
・
高
刑
集
六
四
巻
一

号
一
頁
）

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

浜
崎　

昌
之

②
「
他
の
者
を
搭
乗
さ
せ
る
意
図
を
秘
し
、
航
空
会
社
の
搭
乗
業
務

を
す
る
係
員
に
外
国
行
き
の
自
己
に
対
す
る
搭
乗
券
の
交
付
を
請

求
し
て
そ
の
交
付
を
受
け
た
行
為
が
、
詐
欺
罪
に
当
た
る
と
さ
れ

た
事
例
」（
最
高
裁
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
九
日
決
定
平
成
二
十

年（
あ
）第
七
二
〇
号
・
刑
集
六
四
巻
五
号
八
二
九
頁
）

大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程　

淵
脇
千
寿
保

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

飲
酒
関
与
・
同
乗
者
に
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪
が
認
め
ら
れ
た
事

例（
さ
い
た
ま
地
裁
刑
事
部
平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
判
決（
平
成

二
十
一（
わ
）一
四
六
五
））

非
常
勤
講
師　

上
野　

幸
彦

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者



三
一
八

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

西
武
鉄
道
事
件
最
高
裁
判
決（
最
判
平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日

（
平
成
二
十
一（
受
）一
一
七
七
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
）・
金
判

一
三
七
六
号
三
三
頁
）

教
授　

松
嶋　

隆
弘

②（
判
例
研
究
）

濫
用
的
詐
害
分
割
に
つ
き
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
が
否
定
さ

れ
た
事
例（
福
岡
高
判
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日
・
金
法

一
九
三
六
号
七
四
頁
）

大
学
院
法
務
研
究
科
助
教　

金
澤　

大
祐

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
七
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
一
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

代
表
取
締
役
以
外
の
者
が
議
長
を
務
め
た
こ
と
等
を
理
由
と
し
て

代
表
取
締
役
解
任
決
議
に
つ
い
て
不
存
在
確
認
請
求
が
認
め
ら
れ

た
事
例（
東
京
地
判
平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
六
日
・
判
タ
一
三
六
一

号
二
一
八
頁
）

准
教
授　

大
久
保
拓
也

准
教
授　

堀
切　

忠
和

民
事
法
・
商
事
法
合
同
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
五
月
十
二
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
一
号
館
）二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
個
人
事
業
と
法
人
格

│ 

フ
ラ
ン
ス
Ｅ
Ｉ
Ｒ
Ｌ（
有
限
責
任
個
人
事
業
者
）制
度
の
創
設

を
機
縁
と
し
て
│

教
授　

清
水　

恵
介

②（
判
例
研
究
）

代
位
弁
済
に
よ
る
財
団
債
権
・
共
益
債
権
承
継
の
可
否（
最
判
平

成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
判
時
二
一
三
四
号
六
二
頁
、
最
判

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
判
時
二
一
三
四
号
六
七
頁
）

准
教
授　

杉
本　

純
子

商
事
法
研
究
会

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
二
月
四
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
六
講
堂



 

三
一
九

十
五
日
・
資
料
版
三
三
四
号
八
三
頁
）

教
授　

藤
川　

信
夫

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日（
金
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

原
子
力
事
業
者
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
・
ス
キ
ー
ム（
実
質
国

有
化
）に
つ
い
て
の
一
考
察

│
公
法
学
の
観
点
か
ら
│大

学
院
法
務
研
究
科
助
教　

平　
　

裕
介

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

会
社
経
営
陣
に
よ
る
自
社
買
収（
Ｍ
Ｂ
Ｏ
）に
関
す
る
内
部
文
書
の

提
出
を
命
じ
た
事
件（
神
戸
地
決
平
成
二
十
四
年
五
月
八
日
金
判

一
三
九
五
号
四
〇
頁
）

大
学
院
法
務
研
究
科
助
教　

佐
々
木
良
行

②
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
定
款
の
自
治

│ 
イ
ギ
リ
ス
私
会
社
に
お
け
る
判
例
法
理
の
分
析
と
わ
が
国
に

②（
判
例
研
究
）

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
ア
レ
ン
ジ
ャ
ー
が
そ
の
招
聘

に
応
じ
て
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
を
組
成
し
た
貸
付
人
に
対
し

て
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例（
名
古
屋
高
判
平
成

二
十
三
年
四
月
十
四
日
・
金
判
一
三
六
七
号
二
二
頁
）

商
学
部
助
教　

鬼
頭　

俊
泰

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
五
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
四
号
館
）第
四
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

旧
証
券
取
引
法
一
六
七
条
二
項
に
い
う
「
決
定
」
に
は
、「
業
務

執
行
を
決
定
す
る
機
関
」
で
、
公
開
買
付
け
等
の
実
現
を
意
図
し
、

そ
れ
に
向
け
た
作
業
を
会
社
の
業
務
と
し
て
行
う
決
定
が
あ
れ
ば

足
り
、
そ
の
具
体
的
な
実
現
可
能
性
ま
で
は
要
し
な
い
と
し
た
事

例（
最
判
平
成
二
十
三
年
六
月
六
日
・
刑
集
六
五
巻
四
号
三
八
五

頁
、
資
料
版
商
事
三
二
九
号
一
六
四
頁
）

朝
日
大
学
法
学
部
准
教
授　

中
村　
　

良

②（
判
例
研
究
）

銀
行
取
締
役
の
融
資
責
任
に
か
か
る
考
察
│
東
和
銀
行
損
害
賠
償

請
求
等
訴
訟
控
訴
審
判
決
│（
東
京
高
判
平
成
二
十
三
年
十
二
月



三
二
〇

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

世
界
の
諸
国
に
お
け
る
租
税
回
避
の
と
ら
え
方

│
比
較
租
税
法（com

parative tax law

）の
観
点
で
│

　
　
　

大
学
院
法
務
研
究
科
教
授　

今
村　
　

隆

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
六
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
八
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
居
住
福
祉
と
関
連
税
制

法
政
大
学
大
学
院
講
師
・
一
級
建
築
士　

倉
田　
　

剛

②
差
押
え
禁
止
財
産
と
普
通
預
金
の
差
押
え

立
正
大
学
法
学
部
客
員
教
授
・
税
理
士　

浦
野　

広
明

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
八
日（
水
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
北
米
市
場
に
お
け
る
日
本
産
マ
ン
ガ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

一
橋
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科
准
教
授　

松
井　
　

剛

②
ク
ー
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
政
策
の
現
状
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
海
外
展
開
を

中
心
に

経
済
産
業
省
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
産
業
課
課
長
補
佐　

三
原
龍
太
郎

お
け
る
課
題
│

准
教
授　

大
久
保　

拓
也

経
営
法
学
研
究
会

（
第
九
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
五
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
四
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

基
本
的
人
権
に
基
づ
く
税
法
及
び
税
務
会
計
の
基
本
的
な
問
題
点
と
、

そ
れ
に
関
係
す
る
重
加
算
税
に
関
す
る
逋
脱
犯
と
損
益
通
算
に
関
す

る
遡
及
立
法
の
一
考
察

九
州
共
立
大
学
総
合
研
究
所
客
員
研
究
員　

弓
削　

忠
史

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
一
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
九
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会
の
財
源
試
算

不
公
平
な
税
制
を
た
だ
す
会
運
営
委
員
・
税
理
士　

荒
川　

俊
之

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
五
月
十
九
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
五
講
堂



 

三
二
一

①
国
税
徴
収
法
運
用
の
現
状
と
法
的
問
題

税
理
士　

大
野　
　

寛

②
税
理
士
事
務
所
内
で
不
正
が
行
わ
れ
た
場
合
に
税
理
士
は
専
門
家

責
任
を
負
う
か青

山
学
院
大
学
客
員
教
授
・
税
理
士　

平　
　
　

仁

保
険
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
八
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①（
判
例
研
究
）

複
数
の
法
人
を
実
質
的
に
支
配
す
る
貸
主
が
複
数
の
法
人
を
巧
み

に
利
用
し
て
金
銭
貸
付
け
を
行
い
利
息
制
限
法
違
反
の
利
息
を
取

得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
人
格
を
否
認
さ
れ
、
借
主
か
ら
の
過

払
金
返
還
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例（
東
京
高
判
平
成
二
十
四
年

六
月
四
日
・
金
判
一
四
〇
一
号
一
四
号
）

商
学
部
助
教　

鬼
頭　

俊
泰

②（
判
例
研
究
）

損
害
の
元
本
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
旨
の
定
め
が
な
い

自
動
車
保
険
契
約
の
無
保
険
車
傷
害
条
項
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
一
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
八
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
そ
の
問
題
点

関
東
学
院
大
学
法
学
部
教
授
・
税
理
士　

阿
部　

徳
幸

②
大
日
本
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
の
比
較
に
よ
る
税
務
調
査
の
分

析

税
理
士　

福
重　

利
夫

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
八
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
農
地
等
に
係
る
納
税
猶
予
の
否
認
を
撤
回
さ
せ
た
事
例

立
正
大
学
法
学
部
客
員
教
授
・
税
理
士　

浦
野　

広
明

②
消
費
税
を
法
人
事
業
税
・
付
加
価
値
割
と
合
体
す
る
提
言

元
静
岡
大
学
教
授
・
税
理
士　

湖
東　

京
至

（
第
七
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
五
年
一
月
十
九
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
三
号
館
）三
二
八
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者



三
二
二

文
理
学
部
助
教　

日
吉　

秀
吉

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日（
木
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
六
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

儒
教
文
明
圏
の
国
際
関
係（
冊
封
制
度
を
中
心
に
）

釜
山
外
国
語
大
学
校
教
授　

権　
　

善
弘

経
済
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ハ
イ
エ
ク
の
貨
幣
観
の
基
礎
│
抽
象
と
全
体
論

非
常
勤
講
師　

川
村　

哲
章

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日（
火
）午
後
六
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

超
高
齢
化
社
会
と
都
市
経
済
学

経
済
学
部
教
授　

中
川　

雅
之

べ
き
保
険
金
の
算
定
方
法
／
自
動
車
保
険
契
約
の
無
保
険
車
傷
害

条
項
に
基
づ
く
保
険
金
の
支
払
債
務
に
係
る
遅
延
損
害
金
の
利
率

（
最
判
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
・
金
判
一
三
九
六
号
一
六

頁
）

教
授　

松
嶋　

隆
弘

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
十
三
日（
金
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

近
代
日
本
の
政
軍
関
係
に
関
す
る
研
究

│
新
制
度
論
の
視
点
か
ら
│

明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
兼
任
講
師　

小
森　

雄
太

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
六
日（
木
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）一
七
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

薄
熙
来
失
脚
と
中
国
政
治
の
行
方



 

三
二
三

名
誉
教
授　

山
岡　

永
知

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日（
土
）午
前
九
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
一
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
国
及
び
都
道
府
県
に
お
け
る
労
働
政
策
の
決
定
に
つ
い
て

　
　

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
雇
用
均
等
政
策
課

均
等
業
務
指
導
室
長　

田
平　

浩
二

②
厚
生
労
働
省
に
お
け
る
雇
用
均
等
政
策
の
決
定
と
実
施
に
つ
い
て

　
　

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
雇
用
均
等
政
策
課

法
規
課
長　

安
保
壮
一
郎

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
七
日（
土
）午
前
九
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
一
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

東
京
労
働
局
に
お
け
る
雇
用
均
等
政
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

東
京
労
働
局
雇
用
均
等
室
・
地
方
機
会
均
等
指
導
官　

下
平　

佳
子

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日（
木
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
に
お
け
る
人
権
基
盤
型
ア
プ
ロ
ー
チ

の
適
用
の
考
察

政
経
研
究
所
研
究
員　

髙
島　
　

淳

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
六
日（
木
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
本
館
）第
二
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｔ
．
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
進
化
論
的
経
済
学
に
お
け
る
「
製
作
本
能
と
そ

の
自
己
汚
染
」
に
つ
い
て

拓
殖
大
学
非
常
勤
講
師　

高
橋　

宏
幸

公
共
政
策
研
究
会

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日（
金
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

行
政
相
談
委
員
制
度
五
〇
年
の
歩
み
と
今
後
の
展
望



三
二
四

一
、
場
所　

法
学
部
本
館
二
階
第
一
会
議
室

司
会
・
進
行　

堀
切　

忠
和
・
臼
井　

哲
也

大
熊　

圭
子
・
喜
多　

義
人

水
本　

孝
二

一
、
自
由
論
題

①
日
露
開
戦
期
に
お
け
る
雑
誌
『
東
洋
』
と
『
日
本
週
報
』
に

関
す
る
考
察 

石
川　

徳
幸

②
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
受
容畠

山　
　

達

③
行
政
広
報
の
現
代
的
課
題 

岩
井　

義
和

二
、
在
外
研
究
報
告

①
『
書
叙
指
南
』
の
基
本
情
報
に
関
す
る
諸
問
題
と
そ
の
検
証

│
中
国
・
台
湾
に
お
け
る
文
献
調
査
・
研
究
の
報
告
に
か
え
て
│

福
木　

滋
久

②
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
考
え
る

佐
渡
友　

哲

③
憲
法
の
経
済
効
果
に
関
す
る
研
究 

坂
井　

吉
良

三
、
退
任
記
念
講
演

こ
れ
か
ら
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
推
進
と
そ
の
方
策 

野
々
村　

新

比
較
法
研
究
所

現
代
空
法
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
一
日（
土
）午
後
二
時
か
ら

一
、
法
学
部（
一
〇
号
館
）一
〇
四
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
航
空
行
政
法
学
は
成
立
す
る
か

│ 

空
法
、
航
空
法
の
定
義
を
端
緒
と
し
て
、
我
が
国
の
航
空
法

研
究
の
方
法
論
に
つ
い
て
、
行
政
法
学
の
立
場
か
ら
考
察
す

る
│

高
崎
経
済
大
学
教
授　

新
田　

浩
司

②
国
連
に
お
け
る
宇
宙
法
形
成
の
方
向
性

│
宇
宙
空
間
平
和
利
用
委
員
会
の
作
業
を
中
心
に
│

慶
應
義
塾
大
学
Ｓ
Ｆ
Ｃ
研
究
所
上
席
所
員（
訪
問
）　

大
塚　

敬
子

（
※
平
成
二
十
四
年
二
月
〜
平
成
二
十
五
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
三
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日（
金
）午
前
十
時
開
会



 

三
二
五

（
専
任
教
員
）

岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
関　
　

正
晴

松
嶋　

隆
弘
・
山
川　

一
陽
・
堀
切　

忠
和

（
校
友
弁
護
士
）

宮
崎　
　

章
・
木
津
川
迪
洽
・
髙
橋　

幸
二
・
髙
村　

定
憲

平
田　

和
夫
・
木
下　

淳
一
・
田
中　

貴
一
・
松
尾　

浩
順

中
野　

浩
和

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生　

各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

六
十
五
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
） 

十
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収 

六
件

借
地
借
家 

五
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
） 

六
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
） 

六
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
） 

三
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
） 

六
件

借
金
、
保
証
そ
の
ほ
か
の
金
銭
債
務（
含
む
破
産
） 

二
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係 

一
件

平
成
二
十
三
年
度
・
二
十
四
年
度
定
期
無
料
法
律

相
談
会

平
成
二
十
三
年
度
・
二
十
四
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁

護
士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定

期
無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生

達
の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
三
年
度
】

（
第
七
回
）平
成
二
十
四
年
二
月
四
日（
土
）

（
第
八
回
）平
成
二
十
四
年
三
月
十
日（
土
）

【
平
成
二
十
四
年
度
】

（
第
一
回
）平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
六
日（
土
）

（
第
二
回
）平
成
二
十
四
年
六
月
九
日（
土
）

（
第
三
回
）平
成
二
十
四
年
七
月
十
四
日（
土
）

（
第
四
回
）平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
日（
土
）

（
第
五
回
）平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日（
土
）

（
第
六
回
）平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
五
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
三
号
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）



三
二
六

（
校
友
弁
護
士
）

髙
村　

定
憲
・
上
野　

真
裕
・
小
澤　
　

進
・
大
谷
部
雅
典

宮
下　

将
吾
・
小
宮
山　

博

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
八
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数 

二
十
八
件

②
内
容

借
地
借
家 

三
件

建
築
関
係 

二
件

売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係 

一
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
） 

二
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
） 

八
件

そ
の
他（
貸
金
・
近
隣
問
題
・
交
通
事
故
な
ど
） 

十
二
件

平
成
二
十
四
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

平
成
二
十
四
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て

開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る

行
政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の

現
代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の

そ
の
他（
消
費
者
問
題
な
ど
） 

二
十
件

（
※
平
成
二
十
四
年
二
月
〜
平
成
二
十
五
年
一
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
四
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

平
成
二
十
四
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
山
梨
県
甲
府
市
の
岡
島

百
貨
店
八
階
の
岡
島
ロ
ー
ヤ
ル
会
館
に
お
い
て
、
市
当
局
並
び
に
地
元
校

友
会
・
校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
八
日

（
日
）に
開
催
さ
れ
た
。

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
八
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

山
梨
県
甲
府
市

岡
島
百
貨
店
八
階　

岡
島
ロ
ー
ヤ
ル
会
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

岡
島　

芳
伸
・
内
山　

忠
明
・
清
水　

恵
介
・
山
川　

一
陽

堀
切　

忠
和
・
外
園　

澄
子
・
星
野　

孝
一
・
関
根　
　

喬

戸
塚　

浩
行



 

三
二
七

平
成
二
十
四
年
度
法
律
討
論
会

第
三
十
五
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会

に
よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学

部
法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
二
十
四
年
十
月
十
三
日（
土
）十
二

時
三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。（

出
題
者
）

小
西　

威
夫
検
察
官

（
審
査
員
）

神
田　

温
子
裁
判
官
・
梶
原
明
日
香
検
察
官

榎
本　

一
久
弁
護
士

（
進
行
・
時
計
）

大
内　

倫
彦
弁
護
士
・
今
井　

勇
太
弁
護
士

◆
問
題（
刑
法
）

Ａ
は
、
か
ね
て
知
人
の
Ｘ
か
ら
借
金
を
重
ね
て
お
り
、
平
成
二
十
四
年

十
月
時
点
で
合
計
三
〇
〇
万
円
を
借
り
て
い
た（
な
お
、
借
用
書
等
の
書

面
は
な
い
。）。

Ａ
は
、
Ｘ
に
対
す
る
借
金
の
返
済
費
用
や
生
活
費
欲
し
さ
に
、
民
家
に

侵
入
し
て
現
金
を
盗
も
う
と
考
え
た
。

解
決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日（
金
）〜
十
一
月
四
日（
日
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
前
十
時
〜
午
後
三
時

二
、
場
所　

法
学
部
十
号
館
二
階　

学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援　

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

五
、
協
力　

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生　

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学

部
生

八
、
相
談
項
目

・
税
金
に
つ
い
て

・
防
災
政
策
に
つ
い
て

・
交
通
の
便
に
つ
い
て

・
年
金
制
度
に
つ
い
て

・
行
政
改
革
に
つ
い
て　
　
　
　
　

等
々

九
、
相
談
件
数 

二
十
二
件



三
二
八

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
を
言
え
。
言
わ
な
け
れ
ば
殺
す
。」
な

ど
と
言
っ
た
。

Ｂ
は
、
殺
さ
れ
る
と
思
い
怖
く
な
り
、
Ａ
に
正
確
な
暗
証
番
号
を
伝
え

た
。Ａ

は
、
そ
の
番
号
を
暗
記
し
た
上
、
一
階
に
戻
り
、
玄
関
扉
前
に
置
い

て
お
い
た
財
布
が
入
っ
た
カ
バ
ン
を
持
ち
出
し
、
Ｂ
方
を
出
た（
な
お
、

そ
の
間
、
Ｂ
は
ベ
ッ
ド
上
か
ら
動
い
て
い
な
い
。）。

Ａ
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
内
の
現
金
を
引
き
出
そ
う
と
思
い
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
あ
る
最
寄
り
駅
方
向
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
た
が
、

途
中
、
偶
然
路
上
で
Ｘ
と
出
会
っ
た
。

Ａ
は
、
Ｘ
か
ら
、「
お
前
は
人
の
借
金
を
返
さ
な
い
で
、
こ
ん
な
夜
中

に
何
し
て
る
ん
だ
。
早
く
金
を
返
せ
。
乞
食
野
郎
。」
な
ど
と
言
わ
れ
た
。

Ａ
は
、「
乞
食
野
郎
」
な
ど
と
罵
倒
さ
れ
た
こ
と
に
立
腹
し
、
今
、
こ

こ
で
Ｘ
を
殺
し
て
し
ま
え
ば
、
Ｘ
に
対
す
る
合
計
三
〇
〇
万
円
の
借
金
の

返
済
を
し
な
く
て
済
む
と
思
い
、
咄
嗟
に
Ｂ
方
か
ら
持
ち
出
し
て
い
た
包

丁
で
Ｘ
を
刺
し
殺
そ
う
と
決
意
し
た
。

そ
こ
で
、
Ａ
は
、
右
手
に
持
っ
た
包
丁
で
Ｘ
の
胸
を
突
き
刺
し
、
Ｘ
を

失
血
死
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
Ａ
は
、
犯
行
の
発
覚
を
恐
れ
た
た
め
、
Ｂ
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
は
使
っ
て
い
な
い（
当
時
、
銀
行
口
座
に
は
、
一
〇
万
円
が
預
金

さ
れ
て
い
た
。）。

Ａ
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日
午
前
一
時
頃
、
埼
玉
県
内
に
あ
る
二

階
建
て
一
軒
家
で
あ
る
Ｂ
方（
な
お
、
Ｂ
は
一
人
暮
ら
し
）の
玄
関
扉
の
鍵

が
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
家
屋
に
入
り
、
現
金
を
盗
も
う

と
考
え
た
。

Ａ
は
、
玄
関
扉
を
開
け
て
屋
内
の
様
子
を
う
か
が
う
と
、
灯
り
が
つ
い

て
お
ら
ず
、
物
音
一
つ
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
居
住
者
が
寝
て
い
る
と

思
い
、
そ
の
隙
に
居
住
者
の
財
布
を
盗
も
う
と
考
え
、
Ｂ
方
内
に
入
っ
た
。

Ａ
が
思
っ
た
と
お
り
、
二
階
寝
室
の
ベ
ッ
ド
で
Ｂ
が
寝
て
い
た
の
で
、

Ａ
は
屋
内
を
物
色
し
、
ベ
ッ
ド
脇
に
財
布
が
入
っ
た
カ
バ
ン
を
見
つ
け
た

こ
と
か
ら
、
カ
バ
ン
ご
と
財
布
を
盗
も
う
と
考
え
、
カ
バ
ン
を
持
っ
て
一

階
に
降
り
、
カ
バ
ン
を
玄
関
の
土
間
に
置
い
た
。
な
お
、
二
階
寝
室
内
か

ら
玄
関
の
様
子
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ａ
は
、
玄
関
で
カ
バ
ン
内
か
ら
財
布
を
取
り
出
し
て
中
身
を
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
現
金
が
全
く
入
っ
て
お
ら
ず
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
一
枚
し
か

入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。

Ａ
は
、
Ｂ
方
の
台
所
の
包
丁
で
Ｂ
を
脅
し
て
暗
証
番
号
を
聞
き
出
し
、

後
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
現
金
を
引
き
出
そ
う
と
考
え
、
財
布
を
玄
関

の
土
間
に
置
い
た
カ
バ
ン
内
に
戻
し
た
上
、
台
所
か
ら
大
型
の
出
刃
包
丁

を
持
ち
出
し
、
二
階
寝
室
の
ベ
ッ
ド
で
寝
て
い
た
Ｂ
の
傍
ま
で
移
動
し
た
。

そ
し
て
、
Ａ
は
、
Ｂ
の
身
体
を
揺
す
っ
て
起
こ
し
、
目
が
覚
め
た
Ｂ
の

顔
面
に
包
丁
の
刃
先
を
突
き
付
け
た
上
、「
声
を
出
す
な
。
お
前
の



 

三
二
九

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
法
学
部
三
号
館
地
下
談
話
室
に
お
い
て

出
場
者
・
関
係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優　

勝（
第
一
組
）

中
根　

太
暉（
法
律
・
四
年
）・
佐
保　

貴
大（
政
治
経
済
・
四
年
）

管
野　

晶
人（
法
律
・
三
年
）

準
優
勝（
第
五
組
）

姜　
　

允
淳（
法
律
・
三
年
）・
馬
場　
　

普（
法
律
・
三
年
）

中
村　

圭
佑（
法
律
・
三
年
）

第
三
位（
第
八
組
）

久
留
須
加
奈
子（
法
律
・
三
年
）・
玉
木　
　

諒（
法
律
・
三
年
）

鵜
飼　

祐
樹（
法
律
・
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

中
根　

太
暉（
法
律
・
四
年
）・
佐
保　

貴
大（
政
治
経
済
・
四
年
）

管
野　

晶
人（
法
律
・
三
年
）・
中
津
留
聡
啓（
法
律
・
三
年
）

大
崎　

利
器（
法
律
・
三
年
）・
渡
邉　

倫
弘（
政
治
経
済
・
三
年
）

峯
岸　
　

舞（
法
律
・
二
年
）・
大
谷　

健
太（
法
律
・
三
年
）

奥
山　

直
毅（
法
律
・
三
年
）・
藤
田　
　

優（
法
律
・
三
年
）

金
内　

真
美（
経
営
法
・
三
年
）・
高
橋　

和
成（
法
律
・
三
年
）

姜　
　

允
淳（
法
律
・
三
年
）・
馬
場　
　

普（
法
律
・
三
年
）

中
村　

圭
佑（
法
律
・
三
年
）・
岡
部　

茉
莉（
法
律
・
三
年
）

な
お
、
Ｘ
に
は
二
〇
歳
の
長
男
が
い
る
。

以
上
の
事
実
を
前
提
に
、
Ａ
に
成
立
す
る
罪
を
論
じ
な
さ
い（
な
お
、

特
別
法
の
検
討
は
不
要
で
あ
る
。）。

討
論
会
は
三
人
一
組
で
十
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
会
会
長
で
あ
る
杉
本
稔
学
部
長
並
び

に
日
本
大
学
法
曹
会
会
長
杉
野
修
平
弁
護
士
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
進

行
の
大
内
倫
彦
弁
護
士
か
ら
発
表
の
手
順
と
審
査
基
準（
論
旨
内
容
六
十

点
、
発
表
態
度
十
点
、
質
疑
応
答
内
容
・
態
度
三
十
点
）等
の
説
明
が
な

さ
れ
た
あ
と
討
論
会
が
開
始
さ
れ
た
。

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
神
田
温
子
裁
判
官
か
ら
審
査
結
果

が
発
表
さ
れ
た
の
に
続
き
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友
会

か
ら
優
勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、

準
優
勝
、
第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞

と
し
て
図
書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
出
場

者
全
員
に
メ
ダ
ル
及
び
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会

か
ら
図
書
カ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
来
場
者
全
員
に
法

学
部
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。



三
三
〇

◆
弁
理
士
試
験　

二
名

小
出　

泰
誠（
平
成
二
十
三
・
経
営
法
卒
業
）

橋
本　

一
輝（
平
成
二
十
四
・
生
産
工
学
部
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
工
卒
業
）

◆
税
理
士
試
験　

一
名

田
迎　

治
子（
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
・
二
年
）

平
成
二
十
四
年
度
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

懸
賞
論
文

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
は
、
社
会
科
学
全
般
に
関
連
す
る
研
究

等
を
目
的
と
し
、
学
生
の
社
会
に
対
す
る
問
題
意
識
向
上
の
た
め
論
文
募

集
を
行
い
、
優
れ
た
論
文
に
対
し
賞
金（
図
書
カ
ー
ド
）を
贈
呈
す
る
こ
と

と
し
た
。

結
果
は
、
い
ず
れ
の
賞
も
該
当
な
し
で
あ
っ
た
。

【
募
集
概
要
】

テ
ー
マ　
「
日
本
政
府
の
『
成
長
戦
略
』
に
つ
い
て
の
課
題
」

「
日
本
に
お
け
る
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
へ
向
け
て
の

課
題
」

「
日
本
社
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
を
問
う
」

※
こ
の
中
か
ら
テ
ー
マ
を
一
つ
自
由
選
択
し
た
。

辻
野　

沙
織（
法
律
・
三
年
）・
戸
井
田
和
大（
法
律
・
三
年
）

塚
澤　

香
葉（
法
律
・
三
年
）・
芳
賀　

篤
拓（
法
律
・
三
年
）

水
野　

里
美（
法
律
・
三
年
）・
久
留
須
加
奈
子（
法
律
・
三
年
）

玉
木　
　

諒（
法
律
・
三
年
）・
鵜
飼　

祐
樹（
法
律
・
三
年
）

大
武
ほ
な
み（
法
律
・
四
年
）・
佐
賀　

優
季（
法
律
・
四
年
）

森
口　

真
衣（
法
律
・
四
年
）・
幸
野　

健
人（
公
共
政
策
・
四
年
）

合
田　

雄
一（
法
律
・
四
年
）・
増
田　

裕
介（
公
共
政
策
・
四
年
）

優
秀
質
問
賞（
五
十
音
順
）

鵜
飼　

祐
樹（
法
律
・
三
年
）・
上
島　

弘
平（
法
律
・
三
年
）

姜　
　

允
淳（
法
律
・
三
年
）・
佐
賀　

優
季（
法
律
・
四
年
）

佐
々
木
優
弥（
法
律
・
三
年
）・
佐
保　

貴
大（
政
治
経
済
・
四
年
）

玉
木　
　

諒（
法
律
・
三
年
）・
藤
田　
　

優（
法
律
・
三
年
）

松
﨑　

大
樹（
法
律
・
三
年
）・
山
口
翔
太
郎（
立
教
大
学
・
四
年
）

平
成
ニ
十
四
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
公
認
会
計
士
試
験　

三
名

古
矢　

恵
美（
平
成
二
十
一
・
経
営
法
卒
業
）

佐
藤
美
香
子（
平
成
二
十
二
・
経
営
法
卒
業
）

山
田　

義
晃（
商
学
部
会
計
学
・
三
年
）



 

三
三
一

賞　
　

金　

優
れ
た
論
文
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
賞
金（
図
書
カ
ー
ド
）を
授

与
す
る
。

最
優
秀
賞　

五
万
円

優
秀
賞　

三
万
円

佳　
　

作　

二
万
円

※
い
ず
れ
の
賞
も
該
当
な
し
の
場
合
が
あ
る
。

論
文
審
査　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
で
審
査
を
行
い
、
最
終
決

定
は
平
成
二
十
五
年
一
月
下
旬
に
行
う
。
た
だ
し
審
査
過

程
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
。

受
賞
者
発
表　

受
賞
者
の
発
表
は
、
本
人
へ
の
通
知
す
る
ほ
か
、
学
部
掲

示
板
に
掲
載
す
る
。

主　
　

催　

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

後　
　

援　

日
本
大
学
法
学
部
校
友
会

平
成
二
十
四
年
度
日
本
大
学
法
学
部
政
経
塾
講
演

会（
主
催
：
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所
）

（
第
一
回
）

一
、
日
時　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
九
日（
木
）午
後
六
時

一
、
場
所　

法
学
部（
十
一
号
館
）二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
講
演
者

※
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

応
募
資
格　

日
本
大
学
法
学
部
在
学
生
・
大
学
院
生

応
募
要
領　

○ 

論
文
は
日
本
語
で
作
成
さ
れ
、
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。

○
パ
ソ
コ
ン
・
ワ
ー
プ
ロ
で
作
成
す
る
場
合
は
、
Ａ
4

版
用
紙
を
使
用
し
六
〇
〇
〇
字
以
上
一
〇
〇
〇
〇
字
以

内
と
す
る
。
手
書
き
す
る
場
合
は
、
市
販
の
Ａ
4
判

横
書
き
用
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
を
使
用
し
、
黒
イ

ン
ク
の
万
年
筆
又
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
用
し
て
記
載
す

る
こ
と
。
枚
数
は
、
同
原
稿
用
紙
十
五
枚
以
上
二
十
枚

以
内
と
す
る
。（
引
用
・
参
考
文
献
等
は
、
注
に
明
記

す
る
こ
と
。）

○
用
紙
に
は
、
氏
名
・
学
年
・
学
科
等
そ
の
他
予
断
を
生

じ
る
よ
う
な
事
項
を
記
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
論
文

と
は
別
に
氏
名
・
学
年
・
学
科
・
電
話
番
号
を
記
載
し

た
書
面
を
添
付
す
る
こ
と
。

○
論
文
の
応
募
は
一
人
一
通
と
し
、
応
募
論
文
の
返
却
は

行
わ
な
い
。

○
優
れ
た
論
文
は
、
本
人
の
承
諾
を
得
た
う
え
、
本
学
部

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
す
る
こ
と
が
あ
る
。

提
出
期
限　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日（
木
）【
必
着
】

提
出
先　

日
本
大
学
法
学
部
研
究
事
務
課（
三
号
館
一
階
）



三
三
二

「
政
治
家
の
決
断
│
消
費
税
増
税
法
案
を
め
ぐ
っ
て
│
」

衆
議
院
議
員　

石
津　

政
雄

（
第
二
回
）

一
、
日
時　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日（
月
）午
前
十
時
三
十
分

一
、
場
所　

法
学
部（
十
一
号
館
）二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
講
演
者

「
地
方
分
権
・
地
方
財
政
・
地
方
教
育
改
革
に
つ
い
て
」

さ
い
た
ま
市
長　

清
水　

勇
人

（
第
三
回
）

一
、
日
時　

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日（
水
）午
後
三
時

一
、
場
所　

法
学
部（
本
館
）二
階
担
当
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
講
演
者

「
政
治
家
に
つ
い
て
」 

元
衆
議
院
議
員　

小
野　

晋
也



三
三
三

執
筆
者
紹
介　
　
　
　

掲
載
順

甲　

斐　

素　

直

日
本
大
学
教
授

丹　

羽　

重　

博

日
本
大
学
教
授

藤　

川　

信　

夫

日
本
大
学
教
授

菊　

池　

肇　

哉

日
本
大
学
法
学
部

比
較
法
研
究
所
研
究
員

倉　

島　
　
　

隆

日
本
大
学
教
授

渡　

辺　

容
一
郎

日
本
大
学
准
教
授

稲　

葉　

陽　

二

日
本
大
学
教
授

三　

橋　

博　

巳

元
日
本
大
学
教
授

中　

川　

雅　

之

日
本
大
学
教
授

矢　

野　
　
　

聡

日
本
大
学
教
授

菅　

野　
　
　

剛

日
本
大
学
教
授

編
集
委
員

丹
羽　

重
博

秋
山　

和
宏

伊
藤　

文
夫

小
田　
　

司

加
藤　

紘
捷

髙
橋　

雅
夫

野
木
村
忠
邦

船
山　

泰
範

山
川　

一
陽

楠
谷　
　

清

佐
渡
友　

哲

福
島　

康
仁



HOGAKU KIYO

Journal of the Law Institute

＜ Law Institute ＞

Sunao Kai, The Legal Character of the Special Tax Treatments 
Law

Shigehiro Niwa, Loss of Securities

Nobuo Fujikawa, Consideration of Bank Directors’ Responsibility 
for Additional Finance

Toshiya Kikuchi, The Contractual Doctrine of ‘Causa’ in 
Granville and Bracton

＜Political Science and Economics Institute ＞

Takashi Kurashima, A Study of James Harrington’s Principles 
of Government in his “Oceana” 

Yoichiro Watanabe, British Politics and the Liberal Democrats: 
The Transition to a Cartel Party

Yoji Inaba, Hiromi Mitsuhashi, Masayuki Nakagawa, Satoshi Yano, 
Tsuyoshi Sugano, How to Create Communities 
Friendly to the Aged

Yoji Inaba, Summary of Lectures by Dr. Sunhyuk Kim
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第
五
十
四
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責
任
者

丹

羽

重

博

秋

山

和

宏

発　

行　

者

日
本
大
学
法
学
部
法
学
研
究
所

日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

発
行
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

│
株
式
会
社
メ
デ
ィ
オ

│

編
集
発
行
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